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創業者・石橋信夫（1921〜2003年）

「何をしたら儲かるかという発想でことにあたるな。
どういう商品が、どういう事業が世の中のためになるかを考えろ。会社は社会の公器やからな。」

創業者精神
すべてはここから始まった

儲かるからではなく、
世の中の役に立つからやる

創業者である石橋信夫が常に社員に語っていた
この言葉は、大和ハウスグループの原点です。

1955
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2005

大和ハウスグループは、グループシンボル「エンドレスハート」に
お客さまと私たちの永遠の絆と私たちグループの連帯感を託しました。

既成概念にとらわれることなく、いつの時代も常に新しい価値を創造してきた私たちは、
「人・街・暮らしの価値共創グループ」として、これからの未来も原点を忘れることなく

継承を重ね、サステナブルな社会の実現へと貢献してまいります。

事業の考え方
創業者精神に基づく

− 創業50周年 −
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創業者 石橋信夫は1955年の創業時から「世の中の役に立つ事業を行うこと」を信念として、半世紀にわたり社会に貢献する事業を通じて
大和ハウスグループを成長させてきました。当社グループは、時代の要請をふまえて50周年の2005年を機に創業者精神・経営理念の象徴と
してグループ共通のシンボル「エンドレスハート」を制定し、人が心豊かに生きる、サステナブルな社会の実現を目指した経営を行っています。
当社グループは、サステナブルな経営の実現に資するために、サステナビリティレポート2019（以下、本レポート）を3つの目的で発行します。
①説明責任の遂行：共創共生の姿勢を持つ企業グループとして、事業を通じた社会・環境への貢献と負荷低減について説明責任を果たします。
②適切な社外評価の獲得：企業評価機関、長期投資家、NGO、有識者等、企業のESG全般について特に関心の高いステークホルダー（利害
関係者）からの要請をふまえた情報開示を行います。特に、企業評価機関のESG評価項目は「国際社会やステークホルダーの期待・要請を
集約したもの」と捉え、適切な評価獲得を目指します。

③経営の改善への活用:経営におけるPDCAの「外部チェック」の一つとして、本レポートを基にした社外ESG評価や対話での指摘事項を活用
し、改善につなげます。なお、本レポートはステークホルダーと関わりの深い主要な役員・環境担当役員、各部門長などの責任者へのインタ
ビューのほか、各部門のサステナビリティ担当者が制作に携わっています。これら社内の関係者にもESG評価結果を社内の主要な会議を
通じてフィードバックしています。

発行目的

誌面の構成・掲載内容
・本レポートの目次（Contents）にある各項目は、中期CSR計画（2016-2018年度）の重要課題と連動した構成となっています。
・2019年度より新たにスタートした社会性中期計画（P029）・環境行動計画（P149）を紹介するとともに「担当役員メッセージ」では、これらの
計画においてステークホルダーとの関係構築や脱炭素の取り組みの推進について詳しく説明しています。

【経営の考え方と全体像  P001～022】
創業者精神、理念体系と中期計画を通じて、当社グループの事業と
ESGの関係性や、事業を通じた社会・環境への貢献について説明して
います。

【実践報告ページ  P029～181】
・事業を通じたステークホルダー（お客さま、従業員、取引先、地域市
民、株主）との良好な関係の構築、地球環境への貢献、またこれらを支
えるCSR経営の基盤について報告しています。
・冒頭に各担当役員メッセージを掲載しています。特に、各ステークホル
ダーとの信頼関係構築や、環境への取り組みが、当社グループの経営と
サステナブルな社会の構築に重要であることを詳しく説明しています。
・重要課題に対するマネジメントアプローチを説明するため、重要課題
ごとに「基本方針・考え方」、「マネジメント」、「主な取り組み」を整理
し、体系的に報告しています。

【外部評価・データ集  P182～238】
中期CSR計画の管理指標であるCSR自己評価指標のほか、外部評価、
社会・環境の詳細データを掲載しています。

2018年度（2018年4月1日～2019年3月31日）を基本として、必要に応
じて2018年度以前・2019年度以降の活動内容も掲載しています。

「GRI（Global Reporting Initiative）サステナビリティ・レポーティング・
スタンダード」、国際標準化機構「ISO26000」、環境省「環境報告ガイドラ
イン（2018年度版）」、IIRC「国際統合報告フレームワーク」、経済産業省
「価値協創ガイダンス」

　　　　 2019年7月（次回発行予定：2020年7月）

■ 報告対象組織

■ 報告媒体
サステナビリティレポートは、＜日本語版＞と＜英語版＞を発行しています。

企業評価機関、長期投資家、NGO、有識者等を主たる読者対象とし、お客さ
ま、取引先、従業員、地域市民（NPO含む）、株主、行政などの幅広いステーク
ホルダーを対象としています。

大和ハウス工業を中心に大和ハウスグループ全体（2019年3月31日現在、連
結子会社340社、非連結子会社2社、持分法適用関連会社42社および持分
非適用関連会社2社）について報告しています。
　

■ 想定している読者対象

■ 発行日

■ 報告対象期間

■ 参考にしたガイドライン

担当役員メッセージ
基本方針・考え方

マネジメント

主な取り組み

理念体系・中期計画

中期CSR計画の重要課題ごとに3階層で記載

CSR自己評価指標、社会・環境データ
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担当役員メッセージ
コーポレートガバナンス
人権マネジメント
リスクマネジメント
企業倫理・コンプライアンス
腐敗防止・公正な取引
知的財産のマネジメント
CSRマネジメント

担当役員メッセージ
高品質な商品の提供 ●

お客さまとの適切なコミュニケーション ●

長期にわたる信頼獲得に向けた取り組み ●

社会課題を解決する事業・持続可能な消費

担当役員メッセージ
安全かつ健康的に働くことのできる職場 ●

人財の育成 ●

多様な従業員が柔軟に働ける職場づくり ●

優秀な人財に対する雇用機会の提供 ●

担当役員メッセージ
公正な競争 ●

CSRの取り組みにおける取引先への働きかけ ●

施工会社における労働条件の改善と人財の確保 ●

■ CSR経営の基盤

■ 創業者精神に基づく事業の考え方

外部評価・データ集

経営の考え方と全体像

実践報告

■ 地域市民との共創共生

■ 株主との共創共生

■ 環境との共創共生

当レポートに掲載しているCO2情報等について、第三者保証を受けており、その対象となる
情報については、各項目に　  を記載しています。（第三者保証報告書はP241に掲載）

中期CSR計画の重要課題・最重要課題にあたる項目に「 ● 」をつけています。

大和ハウスグループの原点
会社概要
会長メッセージ
社長メッセージ

■ 特集

大和ハウスグループが目指す「まちづくり」

■ 経営を推進するしくみ

創業者精神を軸とした経営ビジョンの実現
経営ビジョン実現のための中期計画
大和ハウスグループのマテリアリティ（重要課題）
バリューチェーンにおける社会性中期計画・
環境行動計画の重要課題

■ データ集
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■ お客さまとの共創共生

■ 従業員との共創共生

■ 取引先との共創共生

■ 外部との協働・外部からの評価

担当役員メッセージ
事業を通じたコミュニティ発展の支援
地域共生活動 ●

担当役員メッセージ
中長期的な株主価値向上とIR活動

担当役員メッセージ
環境長期ビジョン
環境行動計画（エンドレス グリーン プログラム）
環境マネジメント
サプライチェーンマネジメント（環境）
地球温暖化防止（エネルギー・気候変動）●

自然環境との調和（生物多様性保全）●

資源保護（長寿命化・廃棄物削減・水資源保護）●

化学物質による汚染の防止 ●

環境コミュニケーション　

外部との協働
外部からの評価（2018年度実績）
主な表彰など（環境）
主な表彰など（社会）
グループ会社の表彰・評価
ESGインデックス組み入れ状況

大和ハウスグループの概要（組織図・業績ハイライト等）
企業倫理綱領および行動規範
まちづくりビジョン
CSR調達ガイドライン
CSR自己評価指標
環境データ
サイトレポート
第三者意見
第三者保証報告書
GRIスタンダード 対照表
用語集

創業者精神に基づく事業の考え方
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創業者 石橋信夫は1955年の創業時から「世の中の役に立つ事業を行うこと」を信念として、半世紀にわたり社会に貢献する事業を通じて
大和ハウスグループを成長させてきました。当社グループは、時代の要請をふまえて50周年の2005年を機に創業者精神・経営理念の象徴と
してグループ共通のシンボル「エンドレスハート」を制定し、人が心豊かに生きる、サステナブルな社会の実現を目指した経営を行っています。
当社グループは、サステナブルな経営の実現に資するために、サステナビリティレポート2019（以下、本レポート）を3つの目的で発行します。
①説明責任の遂行：共創共生の姿勢を持つ企業グループとして、事業を通じた社会・環境への貢献と負荷低減について説明責任を果たします。
②適切な社外評価の獲得：企業評価機関、長期投資家、NGO、有識者等、企業のESG全般について特に関心の高いステークホルダー（利害
関係者）からの要請をふまえた情報開示を行います。特に、企業評価機関のESG評価項目は「国際社会やステークホルダーの期待・要請を
集約したもの」と捉え、適切な評価獲得を目指します。
③経営の改善への活用:経営におけるPDCAの「外部チェック」の一つとして、本レポートを基にした社外ESG評価や対話での指摘事項を活用
し、改善につなげます。なお、本レポートはステークホルダーと関わりの深い主要な役員・環境担当役員、各部門長などの責任者へのインタ
ビューのほか、各部門のサステナビリティ担当者が制作に携わっています。これら社内の関係者にもESG評価結果を社内の主要な会議を
通じてフィードバックしています。

発行目的

誌面の構成・掲載内容
・本レポートの目次（Contents）にある各項目は、中期CSR計画（2016-2018年度）の重要課題と連動した構成となっています。
・2019年度より新たにスタートした社会性中期計画（P029）・環境行動計画（P149）を紹介するとともに「担当役員メッセージ」では、これらの
計画においてステークホルダーとの関係構築や脱炭素の取り組みの推進について詳しく説明しています。

【経営の考え方と全体像  P001～022】
創業者精神、理念体系と中期計画を通じて、当社グループの事業と
ESGの関係性や、事業を通じた社会・環境への貢献について説明して
います。

【実践報告ページ  P029～181】
・事業を通じたステークホルダー（お客さま、従業員、取引先、地域市
民、株主）との良好な関係の構築、地球環境への貢献、またこれらを支
えるCSR経営の基盤について報告しています。
・冒頭に各担当役員メッセージを掲載しています。特に、各ステークホル
ダーとの信頼関係構築や、環境への取り組みが、当社グループの経営と
サステナブルな社会の構築に重要であることを詳しく説明しています。
・重要課題に対するマネジメントアプローチを説明するため、重要課題
ごとに「基本方針・考え方」、「マネジメント」、「主な取り組み」を整理
し、体系的に報告しています。

【外部評価・データ集  P182～238】
中期CSR計画の管理指標であるCSR自己評価指標のほか、外部評価、
社会・環境の詳細データを掲載しています。

2018年度（2018年4月1日～2019年3月31日）を基本として、必要に応
じて2018年度以前・2019年度以降の活動内容も掲載しています。

「GRI（Global Reporting Initiative）サステナビリティ・レポーティング・
スタンダード」、国際標準化機構「ISO26000」、環境省「環境報告ガイドラ
イン（2018年度版）」、IIRC「国際統合報告フレームワーク」、経済産業省
「価値協創ガイダンス」

　　　　 2019年7月（次回発行予定：2020年7月）

■ 報告対象組織

■ 報告媒体
サステナビリティレポートは、＜日本語版＞と＜英語版＞を発行しています。

企業評価機関、長期投資家、NGO、有識者等を主たる読者対象とし、お客さ
ま、取引先、従業員、地域市民（NPO含む）、株主、行政などの幅広いステーク
ホルダーを対象としています。

大和ハウス工業を中心に大和ハウスグループ全体（2019年3月31日現在、連
結子会社340社、非連結子会社2社、持分法適用関連会社42社および持分
非適用関連会社2社）について報告しています。
　

■ 想定している読者対象

■ 発行日

■ 報告対象期間

■ 参考にしたガイドライン

担当役員メッセージ
基本方針・考え方

マネジメント

主な取り組み

理念体系・中期計画

中期CSR計画の重要課題ごとに3階層で記載

CSR自己評価指標、社会・環境データ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 037
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 041

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 046
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 052

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 058
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 060
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 062

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 063

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 067
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 071

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 076
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 079
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 080

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 085
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 089

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 092
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 095

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 098

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 105

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 106
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 109

目 次（Contents）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 113
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 117

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 125

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 133
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 137

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 141
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 144

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 147
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 151

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 153
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 155

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 165
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 171

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 177
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 181

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 183
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 184

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 185
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 186

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 187
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 189

・・・・・・・・・・・・・ 191
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 195

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 197
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 198

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 201
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 207

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 233
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 239 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 241
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 243 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 261 

担当役員メッセージ
コーポレートガバナンス
人権マネジメント
リスクマネジメント
企業倫理・コンプライアンス
腐敗防止・公正な取引
知的財産のマネジメント
CSRマネジメント

担当役員メッセージ
高品質な商品の提供 ●

お客さまとの適切なコミュニケーション ●

長期にわたる信頼獲得に向けた取り組み ●

社会課題を解決する事業・持続可能な消費

担当役員メッセージ
安全かつ健康的に働くことのできる職場 ●

人財の育成 ●

多様な従業員が柔軟に働ける職場づくり ●

優秀な人財に対する雇用機会の提供 ●

担当役員メッセージ
公正な競争 ●

CSRの取り組みにおける取引先への働きかけ ●

施工会社における労働条件の改善と人財の確保 ●

■ CSR経営の基盤

■ 創業者精神に基づく事業の考え方

外部評価・データ集

経営の考え方と全体像

実践報告

■ 地域市民との共創共生

■ 株主との共創共生

■ 環境との共創共生

当レポートに掲載しているCO2情報等について、第三者保証を受けており、その対象となる
情報については、各項目に　  を記載しています。（第三者保証報告書はP241に掲載）

中期CSR計画の重要課題・最重要課題にあたる項目に「 ● 」をつけています。

大和ハウスグループの原点
会社概要
会長メッセージ
社長メッセージ

■ 特集

大和ハウスグループが目指す「まちづくり」

■ 経営を推進するしくみ

創業者精神を軸とした経営ビジョンの実現
経営ビジョン実現のための中期計画
大和ハウスグループのマテリアリティ（重要課題）
バリューチェーンにおける社会性中期計画・
環境行動計画の重要課題

■ データ集

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 015
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 017

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 019
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 021

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 023

社会性中期計画（エンドレス ソーシャル プログラム）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 029

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 001
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 005

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 007
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 011

■ お客さまとの共創共生

■ 従業員との共創共生

■ 取引先との共創共生

■ 外部との協働・外部からの評価

担当役員メッセージ
事業を通じたコミュニティ発展の支援
地域共生活動 ●

担当役員メッセージ
中長期的な株主価値向上とIR活動

担当役員メッセージ
環境長期ビジョン
環境行動計画（エンドレス グリーン プログラム）
環境マネジメント
サプライチェーンマネジメント（環境）
地球温暖化防止（エネルギー・気候変動）●

自然環境との調和（生物多様性保全）●

資源保護（長寿命化・廃棄物削減・水資源保護）●

化学物質による汚染の防止 ●

環境コミュニケーション　

外部との協働
外部からの評価（2018年度実績）
主な表彰など（環境）
主な表彰など（社会）
グループ会社の表彰・評価
ESGインデックス組み入れ状況

大和ハウスグループの概要（組織図・業績ハイライト等）
企業倫理綱領および行動規範
まちづくりビジョン
CSR調達ガイドライン
CSR自己評価指標
環境データ
サイトレポート
第三者意見
第三者保証報告書
GRIスタンダード 対照表
用語集

004DaiwaHouseGroup Sustainability Report 2019



戸建住宅

供給戸数

8,716戸
供給戸数

2,203戸
管理戸数

572,238戸

分譲型マンション管理戸数

360,619戸

管理組合からの受託戸数

6,466戸

供給戸数

37,905戸

入居率

96.9%

事業分野

お客さまのニーズにお応えする「請負
住宅」と、街づくりを含めた住環境をご
提供する「分譲住宅」を展開。

入居者さまには心地よい暮らしを、
土地オーナーさまには安定経営を
多角的にサポート。

マンションを開発・分譲・管理し、
独自のサポートシステムで
資産価値を維持。

「住宅リフォーム」と、優良中古住宅の
「仲介」で、社会資産である住宅ストックの
継承を推進。

ショッピングセンターや各種専門店の
開発・建築と管理・運営事業を展開。

物流施設、医療介護施設、法人施設の
開発・建築事業を展開。

ホームセンターの運営、建設支援事業、健康
余暇事業、都市型ホテル事業など人・街・
暮らしに関わる事業を幅広く展開。

賃貸住宅 マンション 住宅ストック 商業施設 事業施設 その他

Housing Life

海外事業は1960年代から開始し、近年では、
フジタがグループに加わり、そのシナジー効果
を最大限に活かし、海外での事業展開を加速。

海外事業

GlobalBusiness

※ 大和ハウス工業が建築した戸建住宅、賃貸住宅、分譲マンションにお住まいのお客さまの累計。（2019年3月31日現在）

1,498,000
入居世帯数※

約 世帯 351,000

ゴルフ場
年間利用者数

約 人 3,321,000

リゾートホテル
年間利用者数

約 人 191,000

フィットネスクラブ
年間利用者数

約 人 28,659,000

ホームセンター
年間購入者数

約 人

34,020,000
お客さまと出会った喜びの数会社概要

物流施設の
開発敷地面積（累計）

9,962,253m2

物流施設の物件数（累計）

206件

ホームセンター購入お客さま数

エリア別売上高
単位（100Million/億円）

28,659,835人
ダイワロイヤルホテル
宿泊お客さま数

※セグメント間の内部取引を含む

3,321,392人
入居率

99.1%

転貸物件入居賃貸面積

6,095,592m2

セグメント別売上高比率

賃貸住宅

マンション

住宅ストック

事業施設

（25%）

（17%）

（14%） （9%）

（25%）

（7%）

（3%）

Life

戸建住宅

2018年度

4兆
1,435億円

Housing

Business

商業施設

3,811億円

1兆596億円

2,799億円

1,103億円

その他 6,125億円

1兆156億円

6,842億円

※2018年度実績値

アメリカ
990

オースト
ラリア
545

合計

2,785
ASEAN
403

中国
362

その他
507
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この度、代表権を返上するとともにCEO（最高経営責任者）を

退任いたしました。これまで数多くのお客さまをはじめ、株主お

よび投資家の皆さま、協力会社の方々、従業員の皆さんなど、

さまざまなステークホルダーに支えていただいて、大和ハウス

グループとともに歩んでくることができました。長年にわたる皆

さま方のご厚誼に心より御礼を申し上げます。今後は取締役会

長として、引き続き後進の指導や社員教育に努めるとともに、

大和ハウスグループの最も大切な経営基盤である創業者精神

を継承する役目を全うしていく所存でございます。

2004年に会長職に就いて以来、早いもので15年が経ちまし

た。創業者・石橋信夫の「創業100周年に売上高10兆円の企業

グループ」という夢を受け継ぎ、社会の公器として世の中の

ために何ができるかを愚直に追求してきた結果として、売上高

が4兆円を超える企業グループへと成長することができまし

た。しかし、夢の道のりはいまだ半ばにも達しておらず、これか

らも社会課題の解決に寄与する企業として持続的発展を目指

してまいります。

企業経営に取り組むに際して「社会の公器」と強く意識する

ようになったのは、1993年に当社の関連会社であった大和団

地の再建に向けて社長に就任した時です。当時、石橋相談役に

呼ばれて再建を託された際「本来なら私がやらねばならない

が、こんな身体なのでぜひ頼みたい」と言われました。大和団地

の厳しい経営状況を知っていた私は、責務の重さに引き受ける

のを躊躇したものの、その頃、健康問題を抱えていた石橋相談

役から「経営の再建は社会の公器としての務め」と諭され、覚悟

を決めました。

その後、2001年に大和ハウス工業と大和団地が合併するの

にともない、大和ハウス工業の社長となりました。当時はグルー

プの売上高は1兆円程度でしたが、社長そして会長と経営者と

しての職責を果たしていくなかで「社会の公器」としての使命を

常に念頭に置いて、経営に邁進してまいりました。

■ ステークホルダーの皆さま方に対する
感謝の思い

■ 創業者精神の実践を通じて持続的な成長を実現

■ 「社会の公器」としての使命を追求

創業者・石橋信夫の
精神を忘れることなく
継承していくことで、
持続可能な成長を
成し遂げてまいります。

取締役会長

売上高がおよそ4倍となった今日においても、その思いは寸

分も変わるところがありません。

また、会長としての15年間を振り返ると、創業者精神の継承

を念じ、社内における語り部として、石橋相談役の思いを社内

外に伝えるとともに、本人が願っていた「世の中の多くの人の役

に立ち、喜んでいただける商品・サービス」を展開することにひ

たすら取り組んできました。本レポートの冒頭に示している「何

をしたら儲かるかという発想で事にあたるな。どういう商品が、

どういう事業が世の中のためになるかを考えろ。会社は社会の

公器やからな」という相談役の薫陶は、今も私の胸に焼き付い

ております。

晩年、石橋相談役が石川県・能登の山荘にて闘病生活となっ

た際、当初は私を含めて多数の関係者が訪れていましたが、病

が重くなるなかで、面会するのは私一人だけと指定されました。

なぜ私だったのか、理由を聞くことは最後までありませんでし

た。私は中途入社で、当社における経歴のスタートは堺工場で

の資材管理担当です。けっしてエリートの道を歩んできたわけ

ではなかった私がどうして呼ばれたのか、今なお不思議な気が

いたします。

以来、毎月のように泊まりがけで訪問しては、会社の行く末

について石橋相談役の思いを聞くとともに、私の考えを述べさ

せていただきました。そのときに直接教えていただいた創業者

精神を社内に伝えてきたことが、今日の大和ハウスグループの

発展につながっているのではないかと思います。

社長に就任した時に制定した「六つの判断基準」についても、

石橋相談役の思いを継いだものです。会社と従業員、お客さ

ま、株主、社会、将来のそれぞれにとって良いことかどうかを判

断基準にして経営を行っていく。これは当時、頭に自然に浮かん

だことですが、まさに創業者精神に由来したものです。

また、新たな事業を起こすキーワードとして考案した「ア・

ス・フ・カ・ケ・ツ・ノ」は、安全・安心、スピード・ストック、福

祉、環境、健康、通信、農業のそれぞれ頭文字を合わせたもので

す。いずれも社会が抱える課題を含んでいます。これもまた石

橋相談役の「世の中の役に立ち、お客さまに喜んでもらえるか」

という考えを具体的な言葉にしたものでした。

会長メッセージ
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この先、だれがどのように創業者精神を伝えていくかについ

て、心配される方がいらっしゃいます。しかし、私はそうは思い

ません。なぜならば、石橋相談役は『わが社の行き方』という素

晴らしい本を遺しています。現社長の芳井敬一をはじめとして、

すべての役職員が日々この本に学びながら業務に取り組んでお

ります。

たとえば、仕事で行き詰まったときにページを開くと、そこに

はまるで石橋相談役に語りかけられるかのように悩みの解決策

を見いだすことができます。役職員一人ひとりがこの本を通じ

て、学び、折に触れて創業者精神に触れることで「社会の公器」

としての使命に対する思いを新たにすることができます。また、

事業のありかたについても、まるで未来を見通していたかのよう

に的確に言及しております。「創業100周年に売上高10兆円」の

道筋は、ひとえに『わが社の行き方』に書き記されているのです。

■ 『わが社の行き方』にすべての答えが書かれている

■ 徹底した現場主義が強さの原点

■ 夢を抱いて挑戦できる風土の醸成

・会社にとって良いことか
・社員にとって良いことか
・お客さまにとって良いことか

■ 六つの判断基準

・株主にとって良いことか
・社会にとって良いことか
・将来にわたって良いことか

■ CSR指針

独自技術・ノウハウにより事業を通じて社会に貢献する。

事業を通じた社会貢献

ステークホルダー（利害関係者）との関わりや対話を通じて
当社に対する要請を理解し、企業市民としてそれに応える
よう努める。

ステークホルダーとの共創共生

企業倫理・人権・コンプライアンスの確立に努める。

グループ社員一人ひとりの行動規範
凡事徹底

企業倫理 人権 コンプライアンス

事業活動（ア・ス・フ・カ・ケ・ツ・ノ）

取引先 従業員

株主
お客さま

地域市民
社会

環境

対話
要請を
理解

対話
要請を
理解

企業理念
（社是）

経営ビジョン

社員憲章

最近では海外の拠点で働く従業員も翻訳版の『わが社の行

き方』に学んでいます。この先、創業者が思い描いた夢が、日本

から世界に羽ばたき、世界のさまざまな課題を解決していく端

緒になることを願っています。

おかげさまで、当社の業績は好調に推移しております。事業

における特徴、強みを挙げるならば、何といっても創業以来

培ってきた現場主義です。かつて営業会議の席上、石橋相談役

はある従業員のほこりまみれで底がすり減っている靴を指差し

ました。「何事にもこれくらい、足を使って現場を見なさい」「商

売は足である」。こうした言葉のなかに事業に対する強い思い

が込められています。

営業で担当する現場を歩き尽くして実情を知る。用地を購入

する前に現場を歩いてみる。建設中の物件に問題がないか現

場を確認する。すべての課題は現場にあり、答えもまた現場に

あります。現場を自らの目で確認し、課題について考え、答えが

見つかれば素早く行動を起こす。いわば当たり前のことばかり

ですが、現場・現物・現実の「三現主義」を大切にしていること

こそが当社の強さの源といえます。

仕事において現場主義に徹する姿勢はこれからも変わること

はなく、むしろ海外事業を含めて事業の内容、規模共にさらに

拡大していくなかで、その重要性は増していくと考えます。

そしてこの先、当社グループとして成長を目指していくには、

何よりも人財の育成が欠かせません。特に組織のトップに立つ

者の存在は成長を大きく左右します。将来に向けてしっかりと

したビジョンを持ち、それを組織全体にわかりやすく伝えて浸

透させていく。こうした人財を一人でも多く育成していく取り組

みが欠かせません。

当社では、人財育成が重要であると認識し「管理職の仕事の

半分は部下の育成に充てること」を指示しています。これから

先、志を抱いて社会のさまざまな課題の解決に意欲的に挑戦

■ これからの成長の一番の鍵は人財育成

できる人財を育てていくことで、当社グループは一回りも二回

りも大きく成長できると確信しています。

もちろん、人を育てるのは容易なことではありません。肝心な

のは知識や技術、技能の伝授だけでは育成にはならないという

ことです。人とは難しいもので、要領の良さで立ち回っているだ

けではいずれ成長に限界が来ます。また、私欲や保身にかられ

た言動は一時的には通用したとしても、そのうちに他人から見

透かされてしまうものです。人の成長として肝心なことは、他人

から真に信頼される存在を追求する姿勢です。物事を目先の

損得で考えるのではなく、自らの信念に基づいて「是々非々」を

貫く。そして、与えられた場所でベストを尽くす。どんな環境に

あっても自らの使命を誠心誠意果たす。こうした振る舞いは必

ずだれかが見ているもので、さらなる飛躍の大きなきっかけと

なります。

何かの分野で成功するためには人一倍の努力が欠かせませ

ん。それに加えて「運」というものも必要です。しかし「運」は漫

然とやってくるのではなく、日々たゆまぬ努力を続けている人の

もとに「運ばれてくる」ものです。こうした人財育成の最も大事

なことは時代を超えた普遍的なものであり、これからにおいて

も大切なものであると信じています。

「創業100周年に売上高10兆円」という大きな夢に向かって

いくのは、いうまでもなく若い従業員です。彼らが志を胸に挑

戦したいと思える企業風土を醸成していくことが、経営トップの

一番の使命であり、これからの成長に欠かせないと考えます。

「社会の公器」であるべき当社にはまだまだ課題が山積して

います。しかし、創業者・石橋信夫の思いを次代にしっかり受け

継ぎ、課題を一つひとつ解決し、さらなる成長を目指していきま

す。そして、近年の好調な業績にけっして慢心することなく、役

職員が一体となってこれからの社会課題に向き合い、世の中に

さらに貢献できる企業グループを追求してまいります。

創業者精神に基づく事業の考え方
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この先、だれがどのように創業者精神を伝えていくかについ

て、心配される方がいらっしゃいます。しかし、私はそうは思い

ません。なぜならば、石橋相談役は『わが社の行き方』という素

晴らしい本を遺しています。現社長の芳井敬一をはじめとして、

すべての役職員が日々この本に学びながら業務に取り組んでお

ります。

たとえば、仕事で行き詰まったときにページを開くと、そこに

はまるで石橋相談役に語りかけられるかのように悩みの解決策

を見いだすことができます。役職員一人ひとりがこの本を通じ

て、学び、折に触れて創業者精神に触れることで「社会の公器」

としての使命に対する思いを新たにすることができます。また、

事業のありかたについても、まるで未来を見通していたかのよう

に的確に言及しております。「創業100周年に売上高10兆円」の

道筋は、ひとえに『わが社の行き方』に書き記されているのです。

■ 『わが社の行き方』にすべての答えが書かれている

■ 徹底した現場主義が強さの原点

■ 夢を抱いて挑戦できる風土の醸成

・会社にとって良いことか
・社員にとって良いことか
・お客さまにとって良いことか
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・株主にとって良いことか
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■ CSR指針

独自技術・ノウハウにより事業を通じて社会に貢献する。

事業を通じた社会貢献

ステークホルダー（利害関係者）との関わりや対話を通じて
当社に対する要請を理解し、企業市民としてそれに応える
よう努める。

ステークホルダーとの共創共生

企業倫理・人権・コンプライアンスの確立に努める。

グループ社員一人ひとりの行動規範
凡事徹底

企業倫理 人権 コンプライアンス
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取引先 従業員
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対話
要請を
理解

対話
要請を
理解

企業理念
（社是）

経営ビジョン

社員憲章

最近では海外の拠点で働く従業員も翻訳版の『わが社の行

き方』に学んでいます。この先、創業者が思い描いた夢が、日本

から世界に羽ばたき、世界のさまざまな課題を解決していく端

緒になることを願っています。

おかげさまで、当社の業績は好調に推移しております。事業

における特徴、強みを挙げるならば、何といっても創業以来

培ってきた現場主義です。かつて営業会議の席上、石橋相談役

はある従業員のほこりまみれで底がすり減っている靴を指差し

ました。「何事にもこれくらい、足を使って現場を見なさい」「商

売は足である」。こうした言葉のなかに事業に対する強い思い

が込められています。

営業で担当する現場を歩き尽くして実情を知る。用地を購入

する前に現場を歩いてみる。建設中の物件に問題がないか現

場を確認する。すべての課題は現場にあり、答えもまた現場に

あります。現場を自らの目で確認し、課題について考え、答えが

見つかれば素早く行動を起こす。いわば当たり前のことばかり

ですが、現場・現物・現実の「三現主義」を大切にしていること

こそが当社の強さの源といえます。

仕事において現場主義に徹する姿勢はこれからも変わること

はなく、むしろ海外事業を含めて事業の内容、規模共にさらに

拡大していくなかで、その重要性は増していくと考えます。

そしてこの先、当社グループとして成長を目指していくには、

何よりも人財の育成が欠かせません。特に組織のトップに立つ

者の存在は成長を大きく左右します。将来に向けてしっかりと

したビジョンを持ち、それを組織全体にわかりやすく伝えて浸

透させていく。こうした人財を一人でも多く育成していく取り組

みが欠かせません。

当社では、人財育成が重要であると認識し「管理職の仕事の

半分は部下の育成に充てること」を指示しています。これから

先、志を抱いて社会のさまざまな課題の解決に意欲的に挑戦

■ これからの成長の一番の鍵は人財育成

できる人財を育てていくことで、当社グループは一回りも二回

りも大きく成長できると確信しています。

もちろん、人を育てるのは容易なことではありません。肝心な

のは知識や技術、技能の伝授だけでは育成にはならないという

ことです。人とは難しいもので、要領の良さで立ち回っているだ

けではいずれ成長に限界が来ます。また、私欲や保身にかられ

た言動は一時的には通用したとしても、そのうちに他人から見

透かされてしまうものです。人の成長として肝心なことは、他人

から真に信頼される存在を追求する姿勢です。物事を目先の

損得で考えるのではなく、自らの信念に基づいて「是々非々」を

貫く。そして、与えられた場所でベストを尽くす。どんな環境に

あっても自らの使命を誠心誠意果たす。こうした振る舞いは必

ずだれかが見ているもので、さらなる飛躍の大きなきっかけと

なります。

何かの分野で成功するためには人一倍の努力が欠かせませ

ん。それに加えて「運」というものも必要です。しかし「運」は漫

然とやってくるのではなく、日々たゆまぬ努力を続けている人の

もとに「運ばれてくる」ものです。こうした人財育成の最も大事

なことは時代を超えた普遍的なものであり、これからにおいて

も大切なものであると信じています。

「創業100周年に売上高10兆円」という大きな夢に向かって

いくのは、いうまでもなく若い従業員です。彼らが志を胸に挑

戦したいと思える企業風土を醸成していくことが、経営トップの

一番の使命であり、これからの成長に欠かせないと考えます。

「社会の公器」であるべき当社にはまだまだ課題が山積して

います。しかし、創業者・石橋信夫の思いを次代にしっかり受け

継ぎ、課題を一つひとつ解決し、さらなる成長を目指していきま

す。そして、近年の好調な業績にけっして慢心することなく、役

職員が一体となってこれからの社会課題に向き合い、世の中に

さらに貢献できる企業グループを追求してまいります。
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2017年11月に社長に就任して以来、大和ハウスグループの

総合力を高めつつ、国内市場の開拓に積極的に挑んでまいりま

した。およそ1年半のなかでは、自らが思い描いたことをすべて

実現できたとは言い難いものの、やるべきことは必ずやり遂げ

るという決意のもとで、日々経営に邁進しております。また、申

すまでもなく、組織を率いる者として自らが発する言葉の重み

をあらためて認識するとともに、社内に向けてもさらに発信力

を高めていきたいと考えています。

業績につきましては「第5次中期経営計画」が、賃貸住宅およ

び商業施設、事業施設を中心としたコア事業の成長を加速させ

るとともに、事業の多角化や人財基盤・ものづくり基盤の強化

■ 信頼を損ねたことに関し、お詫び申し上げます

企業としての責任を
果たしていくことで、
有形・無形の価値を生み、
社会への貢献を果たします。

代表取締役社長
CEO兼COO

により好調に推移しました。そして、全役職員および協力会社

の方々の尽力のおかげで、最終年度である2019年3月期は売

上高、利益共に過去最高を更新することができました。

しかしながら、本年3月に中華人民共和国の関連会社におけ

る不正行為発覚、4月には戸建住宅および賃貸共同住宅におけ

る建築基準に関する不適合等と、不祥事が重なりました。ス

テークホルダーの皆さまに対して、信頼を損ねることとなり、最

高経営責任者として深くお詫び申し上げます。

現在、事態への早急な対処を進めております。また、すべての

役職員が不祥事の原因に「正対」し、直視し対応するとともに、

そこから学び、変わった姿を皆さま方にお見せしていくことが

重要であると考えます。

社長メッセージ

この度、当社の樋口武男が、代表権を返上するとともに、

CEO（最高経営責任者）を退任しました。社長および会長の職

を歴任して実に18年。その間、売上高を1兆円から４兆円に伸

ばした功績はきわめて大きいと考えます。また、創業者・石橋

信夫の精神を継承し、社内に浸透させてきたことが、当社グ

ループの今日までの成長に至る礎になっているのは間違いあり

ません。

今後『創業100周年に売上高10兆円の企業グループ』という

石橋相談役の夢の実現に向けて、5兆円、6兆円と成長を続け

るためには、引き続き創業者精神を継承していくのはもちろん

のこと、代々の役職員が大切にしてきた「凡事徹底」、そして「世

の中の多くの人の役に立ち、喜んでいただける商品・サービス」

の創出が欠かせません。

それとともに、世界標準でESG（環境・社会・ガバナンス）が

重視される現状にあって、これらの切り口をふまえて、直近の業

績を追求するだけでなく、中長期的な視野で経営を推進するこ

との重要性を強く感じております。

今回、公表しました「第6次中期経営計画」の策定にあたって

は「事業戦略」として、ビジネス分野における商業施設・事業施

設事業の拡大をはじめ、ハウジング分野として、戸建住宅・賃貸

住宅・マンション事業における再成長への布石、海外展開の加

速、そしてお客さまの資産の付加価値向上に対する寄与とし

て、新たに立ち上げた「リブネス事業」という住宅のストックビ

ジネスを着実に進めてまいります。なかでも「リブネス事業」は、

持続的に責任を果たすため、街と住まいの「再耕」を実現してい

くもので「第6次中期経営計画」において重要なテーマに据えて

います。

また、海外展開については、各国で事業が拡大しているなか、

当社グループとしてなすべきことは何かという使命を明確にし

たうえで、新たな挑戦に取り組んでまいります。私は、海外事業

は「地産地消でなければならない」と考えます。その意味すると

ころは「現地のことは現地の人々に任せる」ということです。国

が経済成長の段階にあるなかでは、公的資金を投入した公営

■ これからも変わることなく創業者精神を
継承いたします

■ 住宅のストックビジネス、海外事業で
さらなる社会貢献へ

■ 売上高 (連結)

■ 営業利益・当期純利益・ROE (連結)

■ CSR自己評価指標
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住宅などの建設が増えていきますが、当社グループはノウハウ

の提供に留めており、民間事業に特化しています。なぜならば、

その国の税金を持ち帰るような事業はしてはならないと考える

からです。この方針は今後も変えることはありません。これから

先、世界の幅広い国で現地の人々と協働しながら、それぞれの

地域の課題に真摯に向き合い、解決の道を通じて事業の成長

につなげてまいります。
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2017年11月に社長に就任して以来、大和ハウスグループの

総合力を高めつつ、国内市場の開拓に積極的に挑んでまいりま

した。およそ1年半のなかでは、自らが思い描いたことをすべて

実現できたとは言い難いものの、やるべきことは必ずやり遂げ

るという決意のもとで、日々経営に邁進しております。また、申

すまでもなく、組織を率いる者として自らが発する言葉の重み

をあらためて認識するとともに、社内に向けてもさらに発信力

を高めていきたいと考えています。

業績につきましては「第5次中期経営計画」が、賃貸住宅およ

び商業施設、事業施設を中心としたコア事業の成長を加速させ

るとともに、事業の多角化や人財基盤・ものづくり基盤の強化

■ 信頼を損ねたことに関し、お詫び申し上げます

企業としての責任を
果たしていくことで、
有形・無形の価値を生み、
社会への貢献を果たします。

代表取締役社長
CEO兼COO

により好調に推移しました。そして、全役職員および協力会社

の方々の尽力のおかげで、最終年度である2019年3月期は売

上高、利益共に過去最高を更新することができました。

しかしながら、本年3月に中華人民共和国の関連会社におけ

る不正行為発覚、4月には戸建住宅および賃貸共同住宅におけ

る建築基準に関する不適合等と、不祥事が重なりました。ス

テークホルダーの皆さまに対して、信頼を損ねることとなり、最

高経営責任者として深くお詫び申し上げます。

現在、事態への早急な対処を進めております。また、すべての

役職員が不祥事の原因に「正対」し、直視し対応するとともに、

そこから学び、変わった姿を皆さま方にお見せしていくことが

重要であると考えます。

社長メッセージ

この度、当社の樋口武男が、代表権を返上するとともに、

CEO（最高経営責任者）を退任しました。社長および会長の職

を歴任して実に18年。その間、売上高を1兆円から４兆円に伸

ばした功績はきわめて大きいと考えます。また、創業者・石橋

信夫の精神を継承し、社内に浸透させてきたことが、当社グ

ループの今日までの成長に至る礎になっているのは間違いあり

ません。

今後『創業100周年に売上高10兆円の企業グループ』という

石橋相談役の夢の実現に向けて、5兆円、6兆円と成長を続け

るためには、引き続き創業者精神を継承していくのはもちろん

のこと、代々の役職員が大切にしてきた「凡事徹底」、そして「世

の中の多くの人の役に立ち、喜んでいただける商品・サービス」

の創出が欠かせません。

それとともに、世界標準でESG（環境・社会・ガバナンス）が

重視される現状にあって、これらの切り口をふまえて、直近の業

績を追求するだけでなく、中長期的な視野で経営を推進するこ

との重要性を強く感じております。

今回、公表しました「第6次中期経営計画」の策定にあたって

は「事業戦略」として、ビジネス分野における商業施設・事業施
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住宅・マンション事業における再成長への布石、海外展開の加

速、そしてお客さまの資産の付加価値向上に対する寄与とし

て、新たに立ち上げた「リブネス事業」という住宅のストックビ

ジネスを着実に進めてまいります。なかでも「リブネス事業」は、

持続的に責任を果たすため、街と住まいの「再耕」を実現してい

くもので「第6次中期経営計画」において重要なテーマに据えて
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ころは「現地のことは現地の人々に任せる」ということです。国

が経済成長の段階にあるなかでは、公的資金を投入した公営

■ これからも変わることなく創業者精神を
継承いたします

■ 住宅のストックビジネス、海外事業で
さらなる社会貢献へ
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「第6次中期経営計画」では「事業戦略」に加えて「環境」およ

び「社会」への取り組みに対しても3ヵ年で推進すべき具体的な

重要課題を定めました。各課題に対して、目標とする指標を明

確にしており、その達成に取り組んでいくことで、事業を推進す

るプロセスの強化や、事業を通じた社会的価値の向上にも寄与

してまいりたいと考えております。

まず「環境」については、昨年度「SBT」「EP100」「RE100」な

ど、気候変動対策のための国際イニシアティブへ参画しました。

今後、事業や自社活動を通じて、野心的といえる高い目標に挑

戦してまいります。きわめて高いハードルといえますが、これこ

そが当社グループが挑むべき道であると考えます。そして、環

境問題に貢献していくことが、ひいては当社の持続的成長につ

ながると信じています。

また「社会」については引き続き「人財基盤」および「技術・も

のづくり基盤」「顧客基盤」という3つの基盤のもとで、さまざま

な社会課題に対して事業を通じた解決を図ってまいります。

企業の持続的成長に向けて1つ目の「人財基盤」が重要である

のは申すまでもありません。これからの当社グループを担う人

財をいかに育てていくか、企業グループの持続的成長はこの一

点にかかっています。私は常 「々従業員には育つ権利があり、上

司には育てる義務がある」と社内で伝えています。技術者や営業

担当、そのほかの職種にあって、だれもが仕事を通じた成長を望

んでいます。そのためには、企業の確かな将来が見えていなけ

ればなりません。それがあれば、人は自ずと成長していくもので

あり、成長を通じて仕事のやりがい、働きがいを実感できます。

私は当社に中途で入社しましたが、おかげさまで人にとても

恵まれました。そして、多くの人と思いを共有するなかで、事業

の発展に向けてどんなときでも前進できたと思います。このよ

うな思いを、これからの時代を担う若い従業員に一人でも多く

実感してもらえる企業とすることが経営者の使命であります。

また、人を育て、活かす環境ということでは、ダイバーシティへ

の取り組みが欠かせません。日本では「女性活躍推進」という言

葉が盛んに用いられていますが、私としては、性別や年齢などに

とらわれず、だれもが活躍できる環境を整えることで、こうした

■ 従来取り組んできたサステナブル経営を
さらに加速してまいります

■ これからの成長に向けて最も重要なのは人財基盤

■ 「和の心」を守り継ぎながら、
社会的使命を果たしてまいります

キーワードをわざわざ用いなくて済むようにしたいと考えてい

ます。ダイバーシティへの環境整備に向けて、当社グループの制

度は充実してきていますが、課題は運用です。そのため「第6次

中期経営計画」において着実に対応してまいります。

2つ目の「技術・ものづくり基盤」については、安全・安心や生

産性の向上を目指して、人工知能やビッグデータを筆頭にICT

（情報通信技術）などの先進技術を積極的に活用していきます。

ただし、あくまで建設の現場が納得して使える技術であること

が大前提であり、現場の声を開発にしっかり反映していく考え

です。

さらに、3つ目の「顧客基盤」については、お客さまとのお約

束を守り続けるという当たり前のことを徹底してまいります。

「リブネス事業」を立ち上げた背景には、当社グループがこれま

でに手がけた、郊外型戸建住宅団地が住民の方々の高齢化に

より、活気を失いつつある現状があります。

団地の開発当時、お客さまに夢を伝えてきた以上、たとえ何

十年経っているとしても、引き続き夢をお伝えすることが企業

としての使命であると考えます。当社グループでは、すでに神

奈川県や兵庫県など自社開発の住宅団地にて地域の活性化を

目指した取り組みを本格化させています。今後は、お住まいの

方々が末永く安全・安心かつ快適に暮らせる環境を提供すると

ともに、新たに住みたいと思う人々を呼び込むことのできる、魅

力的なまちづくりに邁進してまいります。

当社グループがこれまで開発を手がけてきた住宅団地の「再

耕」を果たすことは、国連が掲げるSDGs（持続可能な開発目

標）の17目標のうち、11番目の「住み続けられるまちづくりを」

という目標に対する事業を通じた貢献であり、これを成し遂げ

ることが当社グループのSDGsに対する最重要の責任と捉えて

おります。

これら3つの基盤に加えて「第6次中期経営計画」では「イノ

ベーション」「コミュニケーション」「リスク対応」の3つを定めて

おります。なかでもリスク対応基盤の強化については、この度

の不祥事を受けて、コーポレートガバナンスの強化とあわせて

さらなる推進が必要と考えております。

以上の「環境」「社会」に関する基盤整備については、3年で約

1,000億円の予算を投じる計画です。この金額についてはさま

ざまなご意見があるかと存じます。当然ながら「費用対効果は

どうなのか？」という疑問も出ることでしょう。確かに、人財育

成をはじめとする基盤整備に1,000億円を投じることで得られ

る効果は無形価値が中心であり、費用対効果を測りにくいかも

しれません。

しかしながら、この投資は将来を見据えて、当社グループが

必ず通らねばならない道と確信しております。これから先、少子

高齢社会のなかで深刻な人手不足という厳しい状況に直面す

ると予想されます。その際、現状の仕組みのままでは業務を適

切に遂行できないリスクがあります。

こうした取り組みにおいては、悠長に構えている時間はあり

ません。社内での研究・開発を加速するとともに、オープンイノ

ベーションの時代にふさわしく、場合によっては社外からもアイ

デアや技術をいただきながら、実用化の道を早急に模索してい

く考えです。5年先、10年先を迎えた時になって「あの時に取り

組んでおいてよかった」と後進の人々に言われるように、今から

しっかりと手を打っていきます。

「ガバナンス」については、冒頭で申し上げたように不祥事が

続いております。誠に厳しい状況ではありますが、諸問題に対

してけっして逃げることなく、また小手先の対応で済ますこと

なく、すべてにおいて「正対」していくことをステークホルダー

の皆さまにお約束いたします。

この難局に対して真正面から取り組み「大和ハウスグループ

が生まれ変わった」と皆さまから評価していただけるように、全

役職員と力を合わせて問題の解決と再発防止に注力してまい

ります。

最後に「第6次中期経営計画」に、創業者精神を継承する象徴

的な活動として社会貢献の一環でもある「Daiwa Sakura Aid」

の取り組みを加えさせていただきました。これは奈良県の吉野

山の桜保全活動を中心とするものです。吉野は創業者・石橋信

夫の生まれ故郷であり、当社グループの心の故郷といえます。

ご承知の通り、吉野の桜ははるか昔から日本人によって大切

にされてきました。文化と歴史、伝統、そして景観に象徴される

「和の心」を、ステークホルダーの皆さまとともに末永く守り継

いでいきたいと考えます。そして、桜の保全活動を通じて創業

者精神に触れることで、当社グループの社会的使命を思い起こ

し、世の中の役に立つ事業を通じて持続的成長を成し遂げて

まいります。

■ お客さまとのお約束を引き続き果たしていく

■ 時代の先を見据えた投資で
来るべきリスクに備えます

関連ページ P021～022 バリューチェーンにおける社会性中期計画・
環境行動計画の重要課題

創業者精神に基づく事業の考え方
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夫の生まれ故郷であり、当社グループの心の故郷といえます。

ご承知の通り、吉野の桜ははるか昔から日本人によって大切

にされてきました。文化と歴史、伝統、そして景観に象徴される

「和の心」を、ステークホルダーの皆さまとともに末永く守り継

いでいきたいと考えます。そして、桜の保全活動を通じて創業

者精神に触れることで、当社グループの社会的使命を思い起こ

し、世の中の役に立つ事業を通じて持続的成長を成し遂げて

まいります。

■ お客さまとのお約束を引き続き果たしていく

■ 時代の先を見据えた投資で
来るべきリスクに備えます

関連ページ P021～022 バリューチェーンにおける社会性中期計画・
環境行動計画の重要課題
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世の中の役に立つ事業の推進

Since1955

グループの根幹をなす考え方であり、
将来にわたって私たちが共有するもの

人財育成
ステークホルダー重視
社会への貢献

現場主義、積極精神

従業員の日々の行動指針

エンドレスハートの価値を高める指針

企業の視点

お客さまの視点

株主の視点

取引先の視点

社員の視点

社会の視点

創業者精神

企業理念（社是）

エンドレスハート

コーポレートガバナンス
ガイドライン

第６次中期経営計画
（2019～2021年度）

社員憲章

CSR指針

普遍的な考え方・企業理念

持続的な企業価値向上

中長期的な企業価値に影響を与える要素 社会的貢献を目指した中期計画 長期的視点で目指す姿

経営ビジョンの実現

人が心豊かに生きる
社会の実現

社会に役立つ
事業を通じて
創業100周年に
売上高10兆円

重要な5つの
ステークホルダーとの

接点を強化

Challenge
ZERO 2055

環境負荷
“ゼロ”に挑戦

社会性長期ビジョン

環境長期ビジョン

株主価値創造

最適資本構成に基づく
収益性（ROE）の維持・向上

事業を通じた社会的貢献

安定的な利益の確保と
成長性の維持・向上

エンドレスハートの価値向上

持続的な成長を支える
経営基盤の強化

経営体制

信頼性・透明性の向上による
資本コストの低減

創業者精神を軸とした経営ビジョンの実現

社会性中期計画
（エンドレス ソーシャル プログラム）
社会変化を見据えた経営基盤の構築・
ステークホルダーとの関係性強化

コーポレートガバナンスの強化

環境行動計画
（エンドレス グリーン プログラム）
SBT、EP100、RE100の達成に向けた
省エネ、創エネ、CO2削減の推進

1955年の創業時から、創業者・石橋信夫は「世の中の役に立つ
事業の推進」と同時に企業理念（社是）を掲げ、半世紀以上にわた
り社会に貢献する事業を通じて成長を果たしてきました。
そして、時代の要請をふまえて創業50周年を機にエンドレス

ハートや社員憲章・CSR指針を定め「創業100周年に売上高10兆
円」という大きな目標を掲げています。

大和ハウスグループは創業者精神を軸とした普遍的な考え方
を見失うことなく、長期的視点で目指す姿「人が心豊かに生きる
社会の実現」に向かって、コーポレートガバナンスガイドラインや
中期計画を定め、着実に目標を達成することで持続的な企業価値
向上を果たしていきます。

Since2005

１ 事業を通じた社会貢献

２ ステークホルダーとの共創共生

３ グループ社員一人ひとりの行動規範

Business分野の拡大

Housing分野における再成長への布石

海外展開の加速

顧客資産の付加価値向上

リブネスタウンプロジェクト

経営を推進するしくみ
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世の中の役に立つ事業の推進

Since1955

グループの根幹をなす考え方であり、
将来にわたって私たちが共有するもの

人財育成
ステークホルダー重視
社会への貢献

現場主義、積極精神

従業員の日々の行動指針

エンドレスハートの価値を高める指針

企業の視点

お客さまの視点

株主の視点

取引先の視点

社員の視点

社会の視点

創業者精神

企業理念（社是）

エンドレスハート

コーポレートガバナンス
ガイドライン

第６次中期経営計画
（2019～2021年度）

社員憲章

CSR指針

普遍的な考え方・企業理念

持続的な企業価値向上

中長期的な企業価値に影響を与える要素 社会的貢献を目指した中期計画 長期的視点で目指す姿

経営ビジョンの実現

人が心豊かに生きる
社会の実現

社会に役立つ
事業を通じて
創業100周年に
売上高10兆円

重要な5つの
ステークホルダーとの

接点を強化

Challenge
ZERO 2055

環境負荷
“ゼロ”に挑戦

社会性長期ビジョン

環境長期ビジョン

株主価値創造

最適資本構成に基づく
収益性（ROE）の維持・向上

事業を通じた社会的貢献

安定的な利益の確保と
成長性の維持・向上

エンドレスハートの価値向上

持続的な成長を支える
経営基盤の強化

経営体制

信頼性・透明性の向上による
資本コストの低減

創業者精神を軸とした経営ビジョンの実現

社会性中期計画
（エンドレス ソーシャル プログラム）
社会変化を見据えた経営基盤の構築・
ステークホルダーとの関係性強化

コーポレートガバナンスの強化

環境行動計画
（エンドレス グリーン プログラム）
SBT、EP100、RE100の達成に向けた
省エネ、創エネ、CO2削減の推進

1955年の創業時から、創業者・石橋信夫は「世の中の役に立つ
事業の推進」と同時に企業理念（社是）を掲げ、半世紀以上にわた
り社会に貢献する事業を通じて成長を果たしてきました。
そして、時代の要請をふまえて創業50周年を機にエンドレス

ハートや社員憲章・CSR指針を定め「創業100周年に売上高10兆
円」という大きな目標を掲げています。

大和ハウスグループは創業者精神を軸とした普遍的な考え方
を見失うことなく、長期的視点で目指す姿「人が心豊かに生きる
社会の実現」に向かって、コーポレートガバナンスガイドラインや
中期計画を定め、着実に目標を達成することで持続的な企業価値
向上を果たしていきます。

Since2005

１ 事業を通じた社会貢献

２ ステークホルダーとの共創共生

３ グループ社員一人ひとりの行動規範

Business分野の拡大

Housing分野における再成長への布石

海外展開の加速

顧客資産の付加価値向上

リブネスタウンプロジェクト
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長期ビジョン

大和ハウスグループは、人・街・暮らしの価値共創グループとして、
重要な5つのステークホルダーとの接点を強化し、事業を通じて社会に貢献します。

社会性長期ビジョン

1.

大和ハウスグループは、人・街・暮らしの価値共創グループとして、サステナブルな社会の実現を目指し、
グループ、グローバル、サプライチェーンを通じて環境負荷“ゼロ”に挑戦します。

環境長期ビジョン

脱炭素社会の実現に向け、徹底した省
エネ対策の推進と再生可能エネルギー
の活用によりライフサイクルにおける温
室効果ガス排出量ゼロを目指します。

自然資本の保全・向上に向け、材料調
達による森林破壊ゼロの実現と、緑あ
ふれる街づくりによる緑のノー・ネット・
ロスを目指します。

資源循環型社会の実現に向け、住宅・建
築物の長寿命化と廃棄物のゼロエミッ
ション、さらに健全な水循環を通じて、
資源の持続可能な利用を目指します。

住宅・建築物のライフサイクルを通じた
化学物質の適正管理に取り組み、人や
生態系に悪影響を及ぼすリスクの最小
化（ゼロ）を図ります。

Challenge

1

Challenge

2

Challenge

3

Challenge

4

“Challenge ZERO 2055”

SBT、EP100、RE100の達成に向けたCO2削減、省エネ、創エネの推進

社会変化を見据えた経営基盤の構築・ステークホルダーとの関係性強化

環境行動計画

エンドレス グリーン プログラム 2021

第6次中期計画（2019～2021年度）

自然環境との調和
生物多様性保全

気候変動の緩和と適応

資源保護
水資源保護

化学物質による汚染の防止

・主要取引先における目標設定および取り組み推進に向けた支援
・新築施設のZEB化、既存施設の省エネ運用や省エネ
  設備への更新
・ZEH・ZEB・グリーンビルディング認証の推進
・再生可能エネルギー（風・太陽・水・バイオマス）による
  発電事業の拡大

・持続可能な木材調達の推進
・開発・街づくりにおける緑の保全・創出の推進

・生産段階における化学物質の削減
・居住系施設における室内空気質のさらなる改善

・建設廃棄物における3R活動の推進
・水リスクの把握とリスク低減

2.

3.

4.

5.

私たちは、誰に対しても誠実に向き合うことを心掛けるとともに、良質な商品やサービスの
提供に努め、常にお客さまの満足と信頼を得るために最善を尽くします。

私たちは健康と安全に留意するとともに風通しの良い公正な職場づくりに努めます。また一
人ひとりが成長できる人財育成の機会を提供します。

私たちは取引先とのパートナーシップを大切にし、適切な関係を構築します。また、自由な
市場の競争原理に従い、業界全体の健全な発展を目指します。

私たちはその地域の文化や習慣を尊重し、事業活動や地域共生活動などを通じて社会の持
続的な発展に貢献します。

私たちは経営ビジョンに掲げる「共創共生」の精神のもと、株主との目的をもった対話を実
現するため、双方向のコミュニケーションの充実に努めます。

［お客さま］

［従 業 員］

［取 引 先］

［地域市民］

［ 株 主 ］

社会性中期計画
主な経営目標値
（KGI）

社会課題解決に資する事業開発や不動産開発が
促進される体制を強化する

多様な従業員が働きがいをもち、特に若年世代が
育ち定着する組織づくりを強化する

取引先と共に、現場の安全と品質を前提とした
生産性を高め、責任ある調達を推進する

お客さまと長期の信頼関係を構築すると共に、新たなお客
さまとの出会いにつながるコーポレートブランドを確立する

財務・非財務コミュニケーションの体制を強化すると共に、
従業員個人の情報武装を実現する

自然災害等への事業継続体制を強化するとともに、海外拠点
を含めた企業倫理・人権・ コンプライアンスを確立する

イノベーション基盤

人財基盤

技術・ものづくり基盤

顧客基盤

コミュニケーション基盤

リスク対応基盤（凡事徹底）

エンドレス ソーシャル プログラム 2021

エネルギー効率

1.4倍
（2015年度比）

再エネ率
（利用率）

85%（3%）

温室効果ガス
排出量

35%削減
（2015年度比）

従業員全世代の
「働きがい」に
関する実感度

80%
施工現場の
4週8休達成率

100%
顧客基盤を
活かした受注率

70%

内部統制体制
充実度のスコア

15%向上
（2017年度比）

経営ビジョン実現のための中期計画

経営を推進するしくみ
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長期ビジョン

大和ハウスグループは、人・街・暮らしの価値共創グループとして、
重要な5つのステークホルダーとの接点を強化し、事業を通じて社会に貢献します。

社会性長期ビジョン

1.

大和ハウスグループは、人・街・暮らしの価値共創グループとして、サステナブルな社会の実現を目指し、
グループ、グローバル、サプライチェーンを通じて環境負荷“ゼロ”に挑戦します。

環境長期ビジョン

脱炭素社会の実現に向け、徹底した省
エネ対策の推進と再生可能エネルギー
の活用によりライフサイクルにおける温
室効果ガス排出量ゼロを目指します。

自然資本の保全・向上に向け、材料調
達による森林破壊ゼロの実現と、緑あ
ふれる街づくりによる緑のノー・ネット・
ロスを目指します。

資源循環型社会の実現に向け、住宅・建
築物の長寿命化と廃棄物のゼロエミッ
ション、さらに健全な水循環を通じて、
資源の持続可能な利用を目指します。

住宅・建築物のライフサイクルを通じた
化学物質の適正管理に取り組み、人や
生態系に悪影響を及ぼすリスクの最小
化（ゼロ）を図ります。

Challenge

1

Challenge

2

Challenge

3

Challenge

4

“Challenge ZERO 2055”

SBT、EP100、RE100の達成に向けたCO2削減、省エネ、創エネの推進

社会変化を見据えた経営基盤の構築・ステークホルダーとの関係性強化

環境行動計画

エンドレス グリーン プログラム 2021

第6次中期計画（2019～2021年度）

自然環境との調和
生物多様性保全

気候変動の緩和と適応

資源保護
水資源保護

化学物質による汚染の防止

・主要取引先における目標設定および取り組み推進に向けた支援
・新築施設のZEB化、既存施設の省エネ運用や省エネ
  設備への更新
・ZEH・ZEB・グリーンビルディング認証の推進
・再生可能エネルギー（風・太陽・水・バイオマス）による
  発電事業の拡大

・持続可能な木材調達の推進
・開発・街づくりにおける緑の保全・創出の推進

・生産段階における化学物質の削減
・居住系施設における室内空気質のさらなる改善

・建設廃棄物における3R活動の推進
・水リスクの把握とリスク低減

2.

3.

4.

5.

私たちは、誰に対しても誠実に向き合うことを心掛けるとともに、良質な商品やサービスの
提供に努め、常にお客さまの満足と信頼を得るために最善を尽くします。

私たちは健康と安全に留意するとともに風通しの良い公正な職場づくりに努めます。また一
人ひとりが成長できる人財育成の機会を提供します。

私たちは取引先とのパートナーシップを大切にし、適切な関係を構築します。また、自由な
市場の競争原理に従い、業界全体の健全な発展を目指します。

私たちはその地域の文化や習慣を尊重し、事業活動や地域共生活動などを通じて社会の持
続的な発展に貢献します。

私たちは経営ビジョンに掲げる「共創共生」の精神のもと、株主との目的をもった対話を実
現するため、双方向のコミュニケーションの充実に努めます。

［お客さま］

［従 業 員］

［取 引 先］

［地域市民］

［ 株 主 ］

社会性中期計画
主な経営目標値
（KGI）

社会課題解決に資する事業開発や不動産開発が
促進される体制を強化する

多様な従業員が働きがいをもち、特に若年世代が
育ち定着する組織づくりを強化する

取引先と共に、現場の安全と品質を前提とした
生産性を高め、責任ある調達を推進する

お客さまと長期の信頼関係を構築すると共に、新たなお客
さまとの出会いにつながるコーポレートブランドを確立する

財務・非財務コミュニケーションの体制を強化すると共に、
従業員個人の情報武装を実現する

自然災害等への事業継続体制を強化するとともに、海外拠点
を含めた企業倫理・人権・ コンプライアンスを確立する

イノベーション基盤

人財基盤

技術・ものづくり基盤

顧客基盤

コミュニケーション基盤

リスク対応基盤（凡事徹底）

エンドレス ソーシャル プログラム 2021

エネルギー効率

1.4倍
（2015年度比）

再エネ率
（利用率）

85%（3%）

温室効果ガス
排出量

35%削減
（2015年度比）

従業員全世代の
「働きがい」に
関する実感度

80%
施工現場の
4週8休達成率

100%
顧客基盤を
活かした受注率

70%

内部統制体制
充実度のスコア

15%向上
（2017年度比）

経営ビジョン実現のための中期計画
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大和ハウスグループのマテリアリティ（重要課題）

環境・社会の両領域の重点テーマに対して重要課題を特定し、2019～2021年度の3ヵ年計画として策定しました。

当社グループが経営ビジョンや長期ビジョンの実現に向けた経営を行ううえで、特に重要となる課題を下記のステップで特定しました。

当社グループのバリューチェーンをふまえ、メガトレンドや社会課題を念頭に特定し、目標設定をしています。

マテリアリティ特定のステップ 特定された重要課題

STEP 3 重要課題の特定

STEP 1 課題の把握・課題の整理

STEP 2 重要課題案の協議

STEP 4 目標設定
2030年・2055年の当社グループの長期的視点で目指すべき姿を念頭に、バックキャスティングによる2021年度

の目標を設定しました。

有識者との対話や、SDGsに代表される国際行動規範、主要ESG評価機関の評価項目、社内経営層・部門長の意見

などから、現在・将来にむけて重要となる社会課題を把握。そして、事業や経営基盤の現在・将来的な課題をバリュー

チェーンをふまえ把握し、統合思考をもとにマテリアリティ（重要課題）の案を選定しました。

　環境・社会領域の監督・意思決定機能をもつ、全社環境推進委員会、サステナビリ
ティ委員会よりコーポレートガバナンス委員会へマテリアリティ（重要課題）の案および
特定プロセスを提案・審議を経て決定し、各領域の重要課題および中期計画を、取締
役会で報告しました。
　環境領域の重要課題は全社環境推進委員会にて、前回（2016～2018年度の環境
行動計画「エンドレス グリーン プログラム2018」策定時）特定した環境テーマを
ベースに、グループ各社・サプライチェーンへ範囲を拡大する方向で協議しました。
　社会領域の重要課題は、サステナビリティ委員会にて、前回のテーマであった「4つの
重要ステークホルダーとの関係構築」から、非財務の幅広い側面である「6つの基盤」へ
とテーマを拡大する方向で協議しました。

コーポレートガバナンス
委員会

取締役会

全社環境推進委員会

サステナビリティ委員会

情報提供

提言

関連ページ P041 コーポレートガバナンス体制

国内外における社会課題

当社グループの経営基盤や将来の事業に関わる、中長期的なリスク・機会

マテリアリティ（重要課題）の案を選定

統合思考を基に検討

ISO26000 国連グローバル
コンパクト 国連SDGs

GRIガイドライン 主要ESG評価 など

大和ハウスグループが認識している社会課題

少子高齢社会 単独世帯数
の増加

多発する
自然災害

建設技能労働者
の減少 など

地方の過疎化／
都市一極集中

空き家の増加

重点テーマ

社
会

環
境

重要課題

技術・ものづくり基盤

顧客基盤

コミュニケーション基盤

リスク対応基盤（凡事徹底）

総合

気候変動の緩和と適応

自然環境との調和
生物多様性保全

資源保護

水資源保護

化学物質による汚染の防止

環境経営基盤強化

イノベーション基盤

人財基盤

●社会課題の解決に資するイノベーション体制の構築

●不動産開発における社会的包摂（インクルージョン）の推進

●従業員の働き方改革（成果の最大化と安全かつ健康な職場環境の両立）

●人財育成と採用強化（2030年の企業グループを見据えた体制構築）

●ダイバーシティ＆インクルージョン

●施工現場の安全・安心の徹底

●取引先企業との連携によるものづくりの生産性向上

●グループCSR調達の促進と効率化

●コーポレートコミュニケーションの強化

●顧客長期リレーション対応の促進

●財務・非財務コミュニケーションの一体化・システム強化

●激変するコミュニケーション環境への対応

●災害・異常気象を前提とした事業実施体制の確立

●人権デューディリジェンスの確立

●企業倫理・コンプライアンスの確立

●グローバル展開に向けた長期視点での経営基盤の構築

●環境を切り口にした商品・サービスを開発・販売し、環境と企業収益の両立を推進

●主要取引先における目標設定および取り組み推進に向けた支援

●新築施設のZEB化、既存施設の省エネ運用改善および計画的な設備更新の継続

●再生可能エネルギー（風・太陽・水・バイオマス）による発電事業の拡大

●ZEH・ZEB・グリーンビルディング認証の推進

●持続可能な木材調達の推進

●自社・グループ会社施設における緑化の推進

●開発・街づくりにおける緑の保全・創出の推進

●資源投入量の削減

●建設廃棄物における3R活動の推進/サービス施設におけるプラスチック3R活動

●資源循環型商品（高耐久・長寿命・省資源）の開発および普及

●水リスクの把握とリスク低減

●調達建材における化学物質管理の強化

●生産段階における化学物質の削減

●居住系施設における室内空気質のさらなる改善

●自律的なグループ環境法令管理体制の運用

●環境経営人財の育成、全社員の環境意識・知識の向上

●グループ・グローバル一体での環境経営の推進

●戦略的かつ効果的な情報開示、環境コミュニケーションの推進
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Challenge
ZERO2055
環境負荷

“ゼロ”に挑戦

社会に役立つ
事業を通じて
創業100周年に
売上高10兆円

ステークホルダー
との

接点を強化

重要課題の
反映

2021年度

2030年度

2019年度

第６次
中期経営計画

■ バックキャスティングによる目標設定

経営を推進するしくみ
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大和ハウスグループのマテリアリティ（重要課題）

環境・社会の両領域の重点テーマに対して重要課題を特定し、2019～2021年度の3ヵ年計画として策定しました。

当社グループが経営ビジョンや長期ビジョンの実現に向けた経営を行ううえで、特に重要となる課題を下記のステップで特定しました。

当社グループのバリューチェーンをふまえ、メガトレンドや社会課題を念頭に特定し、目標設定をしています。

マテリアリティ特定のステップ 特定された重要課題

STEP 3 重要課題の特定

STEP 1 課題の把握・課題の整理

STEP 2 重要課題案の協議

STEP 4 目標設定
2030年・2055年の当社グループの長期的視点で目指すべき姿を念頭に、バックキャスティングによる2021年度

の目標を設定しました。

有識者との対話や、SDGsに代表される国際行動規範、主要ESG評価機関の評価項目、社内経営層・部門長の意見

などから、現在・将来にむけて重要となる社会課題を把握。そして、事業や経営基盤の現在・将来的な課題をバリュー

チェーンをふまえ把握し、統合思考をもとにマテリアリティ（重要課題）の案を選定しました。

　環境・社会領域の監督・意思決定機能をもつ、全社環境推進委員会、サステナビリ
ティ委員会よりコーポレートガバナンス委員会へマテリアリティ（重要課題）の案および
特定プロセスを提案・審議を経て決定し、各領域の重要課題および中期計画を、取締
役会で報告しました。
　環境領域の重要課題は全社環境推進委員会にて、前回（2016～2018年度の環境
行動計画「エンドレス グリーン プログラム2018」策定時）特定した環境テーマを
ベースに、グループ各社・サプライチェーンへ範囲を拡大する方向で協議しました。
　社会領域の重要課題は、サステナビリティ委員会にて、前回のテーマであった「4つの
重要ステークホルダーとの関係構築」から、非財務の幅広い側面である「6つの基盤」へ
とテーマを拡大する方向で協議しました。

コーポレートガバナンス
委員会

取締役会

全社環境推進委員会

サステナビリティ委員会

情報提供

提言

関連ページ P041 コーポレートガバナンス体制

国内外における社会課題

当社グループの経営基盤や将来の事業に関わる、中長期的なリスク・機会

マテリアリティ（重要課題）の案を選定

統合思考を基に検討

ISO26000 国連グローバル
コンパクト 国連SDGs

GRIガイドライン 主要ESG評価 など

大和ハウスグループが認識している社会課題

少子高齢社会 単独世帯数
の増加

多発する
自然災害

建設技能労働者
の減少 など

地方の過疎化／
都市一極集中

空き家の増加

重点テーマ

社
会

環
境

重要課題

技術・ものづくり基盤

顧客基盤

コミュニケーション基盤

リスク対応基盤（凡事徹底）

総合

気候変動の緩和と適応

自然環境との調和
生物多様性保全

資源保護

水資源保護

化学物質による汚染の防止

環境経営基盤強化

イノベーション基盤

人財基盤

●社会課題の解決に資するイノベーション体制の構築

●不動産開発における社会的包摂（インクルージョン）の推進

●従業員の働き方改革（成果の最大化と安全かつ健康な職場環境の両立）

●人財育成と採用強化（2030年の企業グループを見据えた体制構築）

●ダイバーシティ＆インクルージョン

●施工現場の安全・安心の徹底

●取引先企業との連携によるものづくりの生産性向上

●グループCSR調達の促進と効率化

●コーポレートコミュニケーションの強化

●顧客長期リレーション対応の促進

●財務・非財務コミュニケーションの一体化・システム強化

●激変するコミュニケーション環境への対応

●災害・異常気象を前提とした事業実施体制の確立

●人権デューディリジェンスの確立

●企業倫理・コンプライアンスの確立

●グローバル展開に向けた長期視点での経営基盤の構築

●環境を切り口にした商品・サービスを開発・販売し、環境と企業収益の両立を推進

●主要取引先における目標設定および取り組み推進に向けた支援

●新築施設のZEB化、既存施設の省エネ運用改善および計画的な設備更新の継続

●再生可能エネルギー（風・太陽・水・バイオマス）による発電事業の拡大

●ZEH・ZEB・グリーンビルディング認証の推進

●持続可能な木材調達の推進

●自社・グループ会社施設における緑化の推進

●開発・街づくりにおける緑の保全・創出の推進

●資源投入量の削減

●建設廃棄物における3R活動の推進/サービス施設におけるプラスチック3R活動

●資源循環型商品（高耐久・長寿命・省資源）の開発および普及

●水リスクの把握とリスク低減

●調達建材における化学物質管理の強化

●生産段階における化学物質の削減

●居住系施設における室内空気質のさらなる改善

●自律的なグループ環境法令管理体制の運用

●環境経営人財の育成、全社員の環境意識・知識の向上

●グループ・グローバル一体での環境経営の推進

●戦略的かつ効果的な情報開示、環境コミュニケーションの推進
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ZERO2055
環境負荷

“ゼロ”に挑戦

社会に役立つ
事業を通じて
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売上高10兆円

ステークホルダー
との

接点を強化

重要課題の
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2021年度

2030年度

2019年度

第６次
中期経営計画

■ バックキャスティングによる目標設定
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建設資材 開発 設計 生産 輸送 施工 居住 使用 メンテナンス 解体
バリュー
チェーン

調達 自社活動 商品・サービス

災害・異常気象を前提とした事業実施体制の確立13

社会課題の解決に資する
イノベーション体制の構築

❶

グループCSR調達の促進と効率化❽

コーポレートコミュニケーションの強化9

顧客長期リレーション対応の促進10

財務・非財務コミュニケーションの一体化・システム強化11

激変するコミュニケーション環境への対応　12

取引先企業との連携によるものづくりの生産性向上❼

従業員の働き方改革（成果の最大化と安全かつ健康な職場環境の両立）❸

企業倫理・コンプライアンスの確立15

グローバル展開に向けた長期視点での経営基盤の構築16

建設廃棄物における3R活動の推進/
サービス施設におけるプラスチック3R活動

10

水リスクの把握とリスク低減12

生産段階における化学物質の削減14調達建材における化学物質管理の強化13

主要取引先における目標設定
および取り組み推進に向けた支援

❷

新築施設のZEB化、既存施設の省エネ運用改善および計画的な設備更新の継続❸

自社・グループ会社施設における緑化の推進❼

持続可能な木材調達の推進❻

資源投入量の削減❾

自律的なグループ環境法令管理体制の運用16

環境を切り口にした商品・サービスを開発・販売し、
環境と企業収益の両立を推進

❶

ZEH・ZEB・グリーンビルディング認証の推進❺

開発・街づくりにおける緑の保全・創出の推進❽

居住系施設における室内空気質のさらなる改善15

人権デューディリジェンスの確立14

環境経営人財の育成、全社員の環境意識・知識の向上17

18 グループ・グローバル一体での環境経営の推進

負
の
影
響
の
最
小
化

正
の
影
響
の
強
化

資源循環型商品（高耐久・長寿命・省資源）の開発および普及11

マテリアリティ（重要課題）の特定では、バリューチェーンにおける正の影響・負の影響を分析しています。当社グループでは、バ

リューチェーンにおける社会への幅広い貢献・負荷低減のなかでも、特に事業を通じた貢献としてSDGsゴール11「住み続けられる

まちづくり」への貢献を果たしていきます。

バリューチェーンにおける社会性中期計画・環境行動計画の重要課題

❷ 不動産開発における社会的包摂（インクルージョン）の推進

❹ 人財育成と採用強化（2030年の企業グループを見据えた体制構築）

❺ ダイバーシティ＆インクルージョン

19 戦略的かつ効果的な情報開示、環境コミュニケーションの推進

❹ 再生可能エネルギー（風・太陽・水・バイオマス）による発電事業の拡大

❻ 施工現場の安全・安心の徹底

経営を推進するしくみ
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建設資材 開発 設計 生産 輸送 施工 居住 使用 メンテナンス 解体
バリュー
チェーン

調達 自社活動 商品・サービス

災害・異常気象を前提とした事業実施体制の確立13

社会課題の解決に資する
イノベーション体制の構築

❶

グループCSR調達の促進と効率化❽

コーポレートコミュニケーションの強化9

顧客長期リレーション対応の促進10

財務・非財務コミュニケーションの一体化・システム強化11

激変するコミュニケーション環境への対応　12

取引先企業との連携によるものづくりの生産性向上❼

従業員の働き方改革（成果の最大化と安全かつ健康な職場環境の両立）❸

企業倫理・コンプライアンスの確立15

グローバル展開に向けた長期視点での経営基盤の構築16

建設廃棄物における3R活動の推進/
サービス施設におけるプラスチック3R活動

10

水リスクの把握とリスク低減12

生産段階における化学物質の削減14調達建材における化学物質管理の強化13

主要取引先における目標設定
および取り組み推進に向けた支援

❷

新築施設のZEB化、既存施設の省エネ運用改善および計画的な設備更新の継続❸

自社・グループ会社施設における緑化の推進❼

持続可能な木材調達の推進❻

資源投入量の削減❾

自律的なグループ環境法令管理体制の運用16

環境を切り口にした商品・サービスを開発・販売し、
環境と企業収益の両立を推進

❶

ZEH・ZEB・グリーンビルディング認証の推進❺

開発・街づくりにおける緑の保全・創出の推進❽

居住系施設における室内空気質のさらなる改善15

人権デューディリジェンスの確立14

環境経営人財の育成、全社員の環境意識・知識の向上17

18 グループ・グローバル一体での環境経営の推進

負
の
影
響
の
最
小
化

正
の
影
響
の
強
化

資源循環型商品（高耐久・長寿命・省資源）の開発および普及11

マテリアリティ（重要課題）の特定では、バリューチェーンにおける正の影響・負の影響を分析しています。当社グループでは、バ

リューチェーンにおける社会への幅広い貢献・負荷低減のなかでも、特に事業を通じた貢献としてSDGsゴール11「住み続けられる

まちづくり」への貢献を果たしていきます。

バリューチェーンにおける社会性中期計画・環境行動計画の重要課題

❷ 不動産開発における社会的包摂（インクルージョン）の推進

❹ 人財育成と採用強化（2030年の企業グループを見据えた体制構築）

❺ ダイバーシティ＆インクルージョン

19 戦略的かつ効果的な情報開示、環境コミュニケーションの推進

❹ 再生可能エネルギー（風・太陽・水・バイオマス）による発電事業の拡大

❻ 施工現場の安全・安心の徹底
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まちづくりビジョンと８つの価値
2015年、創業60周年を迎え、今後さらに大和ハウスグループ全

体で社会に新しい価値を創出し、未来への責任を果たしていくた

め、事業部・グループ会社の枠を超えた「未来まちづくり推進委員

会」を立ち上げ、私たちがまちづくりに取り組む際の指針や考え方

を示すまちづくりビジョンを策定しました。

■ お客さまとの対話
当社が1960年代に開発した大規模戸建住宅団地「ネオポリス」

に住む方々に対し、まちづくり委員会の発足やまちづくり協議会な

ど対話をする機会を創出しています。住まわれている方の声を聴

き、まちの課題を抽出したり、大学教員や都市計画の専門家との

意見交換を交えながらネオポリスの将来像について話し合いを

行っています。

■ ステークホルダーミーティング
2019年3月6日に「まちの価値を、未来へ─人と人、人と地域が

つながり、未来へ続いていくまちづくり─」をテーマに、行政職員や

まちづくりに携わる有識者、大学教員にお集まりいただきました。

当社グループの取り組みをふまえながら、これからのまちづくり

について必要な考え方、取り組みについて、さまざまな視点からご

意見をいただきました。

【グループディスカッションテーマ】
①ステークホルダーが大和ハウスグループに求めるものは？
  ─「まちづくりビジョン」の視点から─
②長期視点のまちづくり
　─不動産投資、ESG評価機関など、
　ビジネス・投資セクター視点から─
③災害とまちづくり
④自治体と連携したSDGsへの取り組み

当社グループは、「人のため」「地域のため」の2つを軸とし、

8HEARTSに想いを込め、8つの価値を提供していきます。

人に対しては「安心」「健康」「快適」を、地域に対しては「環境性」

「経済性」「地域性」という価値を創造します。そして未来のために

「つながり」と「持続性」という価値を創り上げます。

私たち大和ハウスグループは、事業を通じて社会と共にあること、そして商品やサービスを通じ、暮らす人と共

にあること。 この「共創共生」の姿勢を持ち続け、誠実に社会と向き合うことが大切であると考えています。その

姿勢は「まちづくり」でも変わりません。

ステークホルダーの皆さまと活発なコミュニケーションを図り、信頼関係を築きながら長期的な視点にたっ

て、安心して快適に暮らすことのできるサステナブルなまちを実現していきます。

大和ハウスグループが目指す
「まちづくり」

パイプハウスに代表される建築の工業化にはじまり、大和ハウスグループは一貫して「世の中の役に立つからやる」
を胸に、社会課題の変化に合わせ、ステークホルダーの声を聞きながらまちづくりを行ってきました。
私たちのまちづくりは、インフラや建物が建設されたときが完成ではありません。 そのまちで暮らし活動するすべ
ての人や生き物などに幸せが訪れるまちづくり。 まちを単なる資産価値として考えるのではなく、新しい価値を生
み出し、未来へ向かっていくステージへ。未来へつながるまちづくりを目指しています。

パイプハウスに代表される建築の工業化には
を胸に、社会課題の変化に合わせ、ステーク

まちづくりの考え方

特  集

詳細をオフィシャルサイトに公開中

ステークホルダーとの対話をふまえたまちづくり

地域の未来を考え、まちの価値を高めるまちづくりを

MESSAGE

高度経済成長期は、新しい土地を切り開き建物などハード面を提供するこ
とで社会課題に貢献できる時代でしたが、現代は既にあるコミュニティの中に
新しいまちを作っていくため、まちのニーズも多様化してきています。私たち
が良いことと思っていることは、地域の方にとっても本当に良いこととは限り
ません。私たちは半永久的に地域に入り込む覚悟をし、地域の方々の多様な
「声」を聴きながら、エリアマネジメントを推進していきます。
また、これからは一企業でまちづくりを行うのではなく、まちづくりの企画の

段階からNPOや他業種の企業と連携を図り、オープンイノベーションを創出
しながら、土地の価値に加え、まちの価値を上げていくことも必要です。
第6次中期経営計画では、事業戦略としてリブネスタウンプロジェクトを、

社会性中期計画として「不動産開発における社会的包摂（インクルージョン）
の推進」を重要課題として掲げています。まちのインフラから建物の運用や
サービス提供までをワンストップで実現する大和ハウスグループの「フルバ
リューチェーン」の強みを活かし、地域に根ざした開発で持続可能なまちを
実現していきます。

上席執行役員
都市開発部長
都市開発担当

原納 浩二

時代で変わる社会課題

● 高度経済成長に
より人口が増加

● 住宅の不足

● 高齢者率の増加
● 省エネ・再エネの活用
● 防災や減災への備え
● 新住民同士や近隣住民との
  コミュニティの形成
● まちの価値を高める仕組み

● 空き家の増加

1960年代 現 在

ZET（ネット・ゼロ・
エネルギー・タウン）

多世代交流の場

1960年代に開発した
ニュータウン

8HEARTS
-人と地域に、 8つの価値を-

※マネジメント体制はP117参照
※下記8HEARTSはP117・197の図表と同一のものを表しています。

特集
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まちづくりビジョンと８つの価値
2015年、創業60周年を迎え、今後さらに大和ハウスグループ全

体で社会に新しい価値を創出し、未来への責任を果たしていくた

め、事業部・グループ会社の枠を超えた「未来まちづくり推進委員

会」を立ち上げ、私たちがまちづくりに取り組む際の指針や考え方

を示すまちづくりビジョンを策定しました。

■ お客さまとの対話
当社が1960年代に開発した大規模戸建住宅団地「ネオポリス」

に住む方々に対し、まちづくり委員会の発足やまちづくり協議会な

ど対話をする機会を創出しています。住まわれている方の声を聴

き、まちの課題を抽出したり、大学教員や都市計画の専門家との

意見交換を交えながらネオポリスの将来像について話し合いを

行っています。

■ ステークホルダーミーティング
2019年3月6日に「まちの価値を、未来へ─人と人、人と地域が

つながり、未来へ続いていくまちづくり─」をテーマに、行政職員や

まちづくりに携わる有識者、大学教員にお集まりいただきました。

当社グループの取り組みをふまえながら、これからのまちづくり

について必要な考え方、取り組みについて、さまざまな視点からご

意見をいただきました。

【グループディスカッションテーマ】
①ステークホルダーが大和ハウスグループに求めるものは？
  ─「まちづくりビジョン」の視点から─
②長期視点のまちづくり
　─不動産投資、ESG評価機関など、
　ビジネス・投資セクター視点から─
③災害とまちづくり
④自治体と連携したSDGsへの取り組み

当社グループは、「人のため」「地域のため」の2つを軸とし、

8HEARTSに想いを込め、8つの価値を提供していきます。

人に対しては「安心」「健康」「快適」を、地域に対しては「環境性」

「経済性」「地域性」という価値を創造します。そして未来のために

「つながり」と「持続性」という価値を創り上げます。

私たち大和ハウスグループは、事業を通じて社会と共にあること、そして商品やサービスを通じ、暮らす人と共

にあること。 この「共創共生」の姿勢を持ち続け、誠実に社会と向き合うことが大切であると考えています。その

姿勢は「まちづくり」でも変わりません。

ステークホルダーの皆さまと活発なコミュニケーションを図り、信頼関係を築きながら長期的な視点にたっ

て、安心して快適に暮らすことのできるサステナブルなまちを実現していきます。

大和ハウスグループが目指す
「まちづくり」

パイプハウスに代表される建築の工業化にはじまり、大和ハウスグループは一貫して「世の中の役に立つからやる」
を胸に、社会課題の変化に合わせ、ステークホルダーの声を聞きながらまちづくりを行ってきました。
私たちのまちづくりは、インフラや建物が建設されたときが完成ではありません。 そのまちで暮らし活動するすべ
ての人や生き物などに幸せが訪れるまちづくり。 まちを単なる資産価値として考えるのではなく、新しい価値を生
み出し、未来へ向かっていくステージへ。未来へつながるまちづくりを目指しています。

パイプハウスに代表される建築の工業化には
を胸に、社会課題の変化に合わせ、ステーク

まちづくりの考え方

特  集

詳細をオフィシャルサイトに公開中

ステークホルダーとの対話をふまえたまちづくり

地域の未来を考え、まちの価値を高めるまちづくりを

MESSAGE

高度経済成長期は、新しい土地を切り開き建物などハード面を提供するこ
とで社会課題に貢献できる時代でしたが、現代は既にあるコミュニティの中に
新しいまちを作っていくため、まちのニーズも多様化してきています。私たち
が良いことと思っていることは、地域の方にとっても本当に良いこととは限り
ません。私たちは半永久的に地域に入り込む覚悟をし、地域の方々の多様な
「声」を聴きながら、エリアマネジメントを推進していきます。
また、これからは一企業でまちづくりを行うのではなく、まちづくりの企画の

段階からNPOや他業種の企業と連携を図り、オープンイノベーションを創出
しながら、土地の価値に加え、まちの価値を上げていくことも必要です。
第6次中期経営計画では、事業戦略としてリブネスタウンプロジェクトを、

社会性中期計画として「不動産開発における社会的包摂（インクルージョン）
の推進」を重要課題として掲げています。まちのインフラから建物の運用や
サービス提供までをワンストップで実現する大和ハウスグループの「フルバ
リューチェーン」の強みを活かし、地域に根ざした開発で持続可能なまちを
実現していきます。

上席執行役員
都市開発部長
都市開発担当

原納 浩二

時代で変わる社会課題

● 高度経済成長に
より人口が増加

● 住宅の不足

● 高齢者率の増加
● 省エネ・再エネの活用
● 防災や減災への備え
● 新住民同士や近隣住民との
  コミュニティの形成
● まちの価値を高める仕組み

● 空き家の増加

1960年代 現 在

ZET（ネット・ゼロ・
エネルギー・タウン）

多世代交流の場

1960年代に開発した
ニュータウン

8HEARTS
-人と地域に、 8つの価値を-

※マネジメント体制はP117参照
※下記8HEARTSはP117・197の図表と同一のものを表しています。
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https://www.daiwahouse.com/sustainable/csr/stakeholder/15/outline.html


高度経済成長期に全国に造られたニュータウンの多くでは、高齢化が進み若者の減少や空き家の増加と
いった課題が出てきています。そこで当社では「産・官・学・民」が連携する「郊外型住宅団地ライフスタイル研
究会」を立ち上げ、これらの課題を解決するための効果的な施策を検討しています。
1960年代に当社が開発した「緑が丘ネオポリス」でも同様の問題を抱えており、このまちをモデル団地とし
て郊外型住宅団地再耕に向けた実証を2017年4月から開始しました。この実証では、高齢化が進む緑が丘ネ
オポリスの住民が生きがいを持ち、ライフステージに合わせてコミュニティ内で住み替えができ、新たに流入
する住民も安心して快適に過ごせる持続可能な多世代循環型のコミュニティ形成を目指しています。本実証で
得た知見や成果については今後、同様の課題を抱える他の大規模戸建住宅団地「ネオポリス」にも取り入れるな
ど、全国に展開していきます。

緑が丘ネオポリス（兵庫県三木市）を再耕
～多世代が安心して住み続けられるまちへ（多世代循環型モデル団地）～

実証 拠点整備

多世代循環型団地の実現に向けた実証実験

事例 1
住民のみなさまと一緒に課題解決に取り組んで
いきます

新しいまちづくりの取り組みを発信していきます

VOICE VOICE

大阪都市開発部
開発部 
イノベーショングループ 宇佐美 仁貴

緑が丘の住民の方に合った地域
サービスの構築、コミュニティを形成
するためみなさまと一緒になって課題
解決に取り組み始めたところです。住
民の方の声をしっかりと聞いて、住み
替えの仕組みをつくっていきたいと思
います。

一般社団法人
三木市生涯活躍のまち推進機構
理事長 岩﨑 正勝氏

郊外型住宅団地ライフスタイル研究会と連携し、団地再生事
業を進めています。 昨年度はIoT実証事業や自動運転実証実験
などを行いました。 今年度は新たな就労
環境づくりとしてクラウドソーシングに取
り組むなど、新しいまちづくりの取り組み
を全国に情報発信していきます。

地域互助・たまり場・相談窓口としての機能を持つ多世代交流

施設「みどりん（一般社団法人 三木市生涯活躍のまち推進機構）」

を設置しました。

「みどりん」では、自治組織としての機能を持つ緑が丘町まちづく

り協議会、老人クラブ、地域の

民生委員、児童委員、子ども

会、商店街振興組合と情報共

有し、多世代間の交流スペー

スとして、また健康サービス

の場として利用されています。

まちの魅力をつくり、高める仕組み

ライフステージに合わせて、
コミュニティ内で住み替えができ、
快適に暮らすサポートを受けられるまち

1

1

実証 移動支援

高齢者の方々は、いずれ運転免許証返納等の時期を迎えると、徒歩

で移動しなければならず、外出が困難な状況に陥ることが予想されま

す。また、地域内を循環する公共交通機関のバス路線は利用が伸び

悩んでおり、今後バス運行の見直しが行われることも考えられます。

そこで、コミュニティ内での

新たな移動手段として自動運転

を活用した移動支援サービス

の実現に向け検証と課題整理

を行い、本サービスを早期に実

現することを計画しています。

4

4

実証 健康増進

ネオポリスに住む高血圧症患者に対して通信機能を有するIoTデ

バイス（ウェアラブルデバイス）を配布し、脈拍、血圧、活動量のほ

か、温度・湿度、気圧など血圧の変化に影響を与えると思われるデー

タを自動で収集。医療研究機関の解析を経て、最適な個別のメッ

セージを住民モニターのタブレット端末やスマートフォンに配信しま

す。モニターは定期的

にサテライト拠点でコ

ンシェルジュによる生

活のアドバイスも受け

ることができます。

2

2

実証 新しい働き方

ICTの活用により場所や時間にとらわれず働ける「クラウドソー

シング」を継続して行える環境を整備。将来的には就労者である子

育て世代のワーカーが仕事と子育てを両立できるよう、活動拠点

にキッズコーナーを併設。NPO法人などと連携して運営するなど

仕事と子育ての機能を充実させていきます。

まちの住民が高齢になった場合、戸建住宅から介護サービス等がついた高齢者が

住みやすい住宅に住み替えることができます。この住宅の近くには高齢者が働いたり

活動できる場所をつくり、コミュニティを育むとともに、健康で生きがいや楽しみを

持って暮らせます。また、住民が新しい住居へ移り住むことにより生まれる空き家は、

今のライフスタイルに合うようリノベーションを行い、若い世代の流入を促します。

さらに、郊外型住宅団地においては車での移動が欠かせませんが、運転ができなく

ても、まち共用の自動運転車両でコミュニティ内を移動したり、最寄りの駅やバス停

にも運んでくれる送迎サービスの実用化を目指しており、買い物などの外出もスムー

ズにできます。このように、将来にわたって快適に暮らせる持続可能なまちを目指し

ています。

3

3

実際に自動運転する車両多世代交流施設「みどりん」での交流の様子

緑が丘ネオポリスの目指すまち

快適に暮らすために必要なサービスを、維持・継続して運営

するには、経済的にも自立した仕組みが必要です。そこで、緑

が丘ネオポリスでは、行政関連機関や地元団体、企業で構成

する「一般社団法人 三木市生涯活躍のまち推進機構」を設立

しました。

当社は当機構の一員となり、多世代が快適に暮らせる新し

いライフスタイルの実現に向け、国の補助金を受けながら実

証実験を行っています。

地元企業

発注

発注

発注
推進機構

活動拠点 クラウド
ディレクター

スペース活用

クラウドワーカー（機構会員）
－運営・支援体制－全国企業

ワーク
スペース設置

一般社団法人
三木市生涯活躍のまち推進機構

三木市生涯活躍のまち推進機構

特集
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高度経済成長期に全国に造られたニュータウンの多くでは、高齢化が進み若者の減少や空き家の増加と
いった課題が出てきています。そこで当社では「産・官・学・民」が連携する「郊外型住宅団地ライフスタイル研
究会」を立ち上げ、これらの課題を解決するための効果的な施策を検討しています。
1960年代に当社が開発した「緑が丘ネオポリス」でも同様の問題を抱えており、このまちをモデル団地とし
て郊外型住宅団地再耕に向けた実証を2017年4月から開始しました。この実証では、高齢化が進む緑が丘ネ
オポリスの住民が生きがいを持ち、ライフステージに合わせてコミュニティ内で住み替えができ、新たに流入
する住民も安心して快適に過ごせる持続可能な多世代循環型のコミュニティ形成を目指しています。本実証で
得た知見や成果については今後、同様の課題を抱える他の大規模戸建住宅団地「ネオポリス」にも取り入れるな
ど、全国に展開していきます。

緑が丘ネオポリス（兵庫県三木市）を再耕
～多世代が安心して住み続けられるまちへ（多世代循環型モデル団地）～

実証 拠点整備

多世代循環型団地の実現に向けた実証実験

事例 1
住民のみなさまと一緒に課題解決に取り組んで
いきます

新しいまちづくりの取り組みを発信していきます

VOICE VOICE

大阪都市開発部
開発部 
イノベーショングループ 宇佐美 仁貴

緑が丘の住民の方に合った地域
サービスの構築、コミュニティを形成
するためみなさまと一緒になって課題
解決に取り組み始めたところです。住
民の方の声をしっかりと聞いて、住み
替えの仕組みをつくっていきたいと思
います。

一般社団法人
三木市生涯活躍のまち推進機構
理事長 岩﨑 正勝氏

郊外型住宅団地ライフスタイル研究会と連携し、団地再生事
業を進めています。 昨年度はIoT実証事業や自動運転実証実験
などを行いました。 今年度は新たな就労
環境づくりとしてクラウドソーシングに取
り組むなど、新しいまちづくりの取り組み
を全国に情報発信していきます。

地域互助・たまり場・相談窓口としての機能を持つ多世代交流

施設「みどりん（一般社団法人 三木市生涯活躍のまち推進機構）」

を設置しました。

「みどりん」では、自治組織としての機能を持つ緑が丘町まちづく

り協議会、老人クラブ、地域の

民生委員、児童委員、子ども

会、商店街振興組合と情報共

有し、多世代間の交流スペー

スとして、また健康サービス

の場として利用されています。

まちの魅力をつくり、高める仕組み

ライフステージに合わせて、
コミュニティ内で住み替えができ、
快適に暮らすサポートを受けられるまち

1

1

実証 移動支援

高齢者の方々は、いずれ運転免許証返納等の時期を迎えると、徒歩

で移動しなければならず、外出が困難な状況に陥ることが予想されま

す。また、地域内を循環する公共交通機関のバス路線は利用が伸び

悩んでおり、今後バス運行の見直しが行われることも考えられます。

そこで、コミュニティ内での

新たな移動手段として自動運転

を活用した移動支援サービス

の実現に向け検証と課題整理

を行い、本サービスを早期に実

現することを計画しています。

4

4

実証 健康増進

ネオポリスに住む高血圧症患者に対して通信機能を有するIoTデ

バイス（ウェアラブルデバイス）を配布し、脈拍、血圧、活動量のほ

か、温度・湿度、気圧など血圧の変化に影響を与えると思われるデー

タを自動で収集。医療研究機関の解析を経て、最適な個別のメッ

セージを住民モニターのタブレット端末やスマートフォンに配信しま

す。モニターは定期的

にサテライト拠点でコ

ンシェルジュによる生

活のアドバイスも受け

ることができます。

2

2

実証 新しい働き方

ICTの活用により場所や時間にとらわれず働ける「クラウドソー

シング」を継続して行える環境を整備。将来的には就労者である子

育て世代のワーカーが仕事と子育てを両立できるよう、活動拠点

にキッズコーナーを併設。NPO法人などと連携して運営するなど

仕事と子育ての機能を充実させていきます。

まちの住民が高齢になった場合、戸建住宅から介護サービス等がついた高齢者が

住みやすい住宅に住み替えることができます。この住宅の近くには高齢者が働いたり

活動できる場所をつくり、コミュニティを育むとともに、健康で生きがいや楽しみを

持って暮らせます。また、住民が新しい住居へ移り住むことにより生まれる空き家は、

今のライフスタイルに合うようリノベーションを行い、若い世代の流入を促します。

さらに、郊外型住宅団地においては車での移動が欠かせませんが、運転ができなく

ても、まち共用の自動運転車両でコミュニティ内を移動したり、最寄りの駅やバス停

にも運んでくれる送迎サービスの実用化を目指しており、買い物などの外出もスムー

ズにできます。このように、将来にわたって快適に暮らせる持続可能なまちを目指し

ています。

3

3

実際に自動運転する車両多世代交流施設「みどりん」での交流の様子

緑が丘ネオポリスの目指すまち

快適に暮らすために必要なサービスを、維持・継続して運営

するには、経済的にも自立した仕組みが必要です。そこで、緑

が丘ネオポリスでは、行政関連機関や地元団体、企業で構成

する「一般社団法人 三木市生涯活躍のまち推進機構」を設立

しました。

当社は当機構の一員となり、多世代が快適に暮らせる新し

いライフスタイルの実現に向け、国の補助金を受けながら実

証実験を行っています。

地元企業

発注

発注

発注
推進機構

活動拠点 クラウド
ディレクター

スペース活用

クラウドワーカー（機構会員）
－運営・支援体制－全国企業

ワーク
スペース設置

一般社団法人
三木市生涯活躍のまち推進機構

三木市生涯活躍のまち推進機構
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気候変動問題の深刻化、脱炭素社会への転換など、世界規模で地球環境に対する状況が激変するなか、
ZET（ネット・ゼロ・エネルギー・タウン）などの環境に配慮したまちづくりの普及・拡大が急務となっています。
SDGs未来都市に選定された富山市が推進している「セーフ＆環境スマートモデル街区整備事業」の公募
型プロポーザルにおいて、エネルギーゼロのまちづくりを推進する当社の案が選定されました。富山市立豊田
小学校跡地において「コンパクトなまちづくりの推進」「低炭素・省エネルギーに配慮したまちづくり」「公民連携
による質の高い生活環境の提供」を基本コンセプトに、持続可能なモデル街区づくりを推進しました。
住宅街区内の公園は、富山市で初めて、トイレベンチ、防災パーゴラ、蓄電池、防災備蓄倉庫などを設置した
公園とし、公共施設と住宅街区の防災連携を図ることでエリアの災害対策機能を強化しています。また、環境技
術の導入により、まち全体の省エネルギー・省CO2を目指します。

富山市セーフ＆環境スマートモデル街区整備事業
～新しいまちづくりと複合開発を武器に事業機会を創出～

事例 2
当社の強みを生かした官民連携モデルの複合開発

まちの概要

企業連携を図ることで、地方都市の課題解決に期待

VOICE VOICE

大阪都市開発部
開発部設計グループ 井上 知則

大和ハウス工業各部門の連携により「新しいまちづくり」
と「複合開発」という当社の強みを活かした官民連携のモデ
ルケースとなる事業ができました。
今後は、ここに住まうお客さまや富

山市とともに、さらに良いまちを目指
し、そのノウハウを次の事業へつない
でいきたいと考えています。

富山市環境部　環境政策課
課長代理 東福 光晴氏

地方都市は超高齢化問題や人材、技術力などについてもさま
ざまな連携が求められています。これからは企業と連携を取り、
私たち行政のニーズと企業のシーズを組み合わせることが重要
だと考えています。

また、企業と行政が社会的課題を自分
事として捉え「SDGs」という課題を掲げて
横串を刺すことで、新たな付加価値を生み
だすことを期待しています。

住宅街区内の公園には、リチウムイオン蓄電池や防災備蓄倉庫、防

災パーゴラ（日陰棚）、トイレベンチ等を設け、公共施設（公民館・市役

所サテライト・図書館分館）と連携する災害対策拠点とします。

また、「まちの太陽光発電所」で発電した電力は公園内の蓄電池に蓄

えられ、平常時は公園内照明の電力に利用し、災害時には非常用電力

として、防災備蓄倉庫に設置するコンセントから携帯電話の充電など

ができます。

公共施設は、災害時に行政の活動拠点、地域の防災拠

点となるため、被災した際には、いち早く復旧する必要が

あります。そのため、太陽光発電とリチウムイオン蓄電

池、天然ガスによるマイクロコージェネレーションシステ

ムを導入し、電源の多様化を図り「最重要負荷」と位置付
けた最も重要な設備であるパソコンや防災無線などの
電源に災害時でも電力共有できるようにしています。

また、外部からの光が届きにくい廊下には屋根に設置
した採光口から自然光を導き、室内照明として利用でき
る「光ダクト」を導入。会議室等には「昼光センサー」や
「CO2センサー」を設置し部屋の明るさや人の多さを感
知して照明や換気、空調を制御しエネルギー使用量を削
減するなど環境配慮型の建物となっています。

団地管理組合を結成し、オーナー様自らがまちの運営に携わり、災害時
には、自助・共助・公助につながる豊かなコミュニティの形成を目指します。

公民館、市役所サテライト、図書館分館が集約された公共施設

光ダクト（採光口）

リチウムイオン蓄電池
（ハイブリッドタイプ）

昼光センサー （イメージ）

環境配慮型建築（D’s SMART OFFICE） 

ト
イ
レ
ベ
ン
チ

防
災
パ
ー
ゴ
ラ

まちのポイント2 「環境にやさしい」まちづくりまちのポイント１ 「災害に強い」まちづくり

ZET（ネット・ゼロ・エネルギー・タウン）

戸建住宅 公共施設

公園に設置した防災備蓄倉庫・蓄電池
屋根には太陽光発電設備（0.5kW）

防災備蓄倉庫の中 食糧、水、カマド、テレビ、
ラジオ、テント、ライト、食器類など

普段はベンチとして利用

リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
蓄
電
池

災害時にはトイレに変化（イメージ）

普段は休憩スペースとして利用 災害時にはテントに変化

全ての戸建住宅は、年間を通じて消費するエネル
ギーよりも創出するエネルギーの方が多くなるよう創
エネ・蓄エネ・省エネ設備を導入。さらに、 HEMS（ホー
ム･エネルギー・マネジメント・システム）※を通じて、各
住宅からデータを収集し、まち全体のエネルギーを見
える化する「SMA×ECO クラウド」も導入しています。
また「まちの太陽光発電所」や公園内の蓄電池を
設置することにより、まち全体としても、消費するエ
ネルギーよりも創出するエネルギーの方が多くなる、
ZET（ネット・ゼロ・エネルギー・タウン）の達成を目
指しています。 P159～160 商品・サービスの提供による

温室効果ガス削減貢献
関連ページ

公共施設

公 園

まちの太陽光発電所

〈 創エネ・蓄エネ設備 〉
● 太陽光発電設備
● リチウムイオン蓄電池
● 家庭用燃料電池

〈 創エネ・蓄エネ設備 〉
● 太陽光発電設備
● リチウムイオン蓄電池

〈 省エネ設備 〉
● 外張り断熱通気外壁工法
● 高性能断熱サッシ
● 高断熱複層ガラス　など※ICT技術の活用により、人に代わって住宅の

  エネルギー管理などを支援するシステム。 

昼光制御
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気候変動問題の深刻化、脱炭素社会への転換など、世界規模で地球環境に対する状況が激変するなか、
ZET（ネット・ゼロ・エネルギー・タウン）などの環境に配慮したまちづくりの普及・拡大が急務となっています。
SDGs未来都市に選定された富山市が推進している「セーフ＆環境スマートモデル街区整備事業」の公募
型プロポーザルにおいて、エネルギーゼロのまちづくりを推進する当社の案が選定されました。富山市立豊田
小学校跡地において「コンパクトなまちづくりの推進」「低炭素・省エネルギーに配慮したまちづくり」「公民連携
による質の高い生活環境の提供」を基本コンセプトに、持続可能なモデル街区づくりを推進しました。
住宅街区内の公園は、富山市で初めて、トイレベンチ、防災パーゴラ、蓄電池、防災備蓄倉庫などを設置した
公園とし、公共施設と住宅街区の防災連携を図ることでエリアの災害対策機能を強化しています。また、環境技
術の導入により、まち全体の省エネルギー・省CO2を目指します。

富山市セーフ＆環境スマートモデル街区整備事業
～新しいまちづくりと複合開発を武器に事業機会を創出～

事例 2
当社の強みを生かした官民連携モデルの複合開発

まちの概要

企業連携を図ることで、地方都市の課題解決に期待

VOICE VOICE

大阪都市開発部
開発部設計グループ 井上 知則

大和ハウス工業各部門の連携により「新しいまちづくり」
と「複合開発」という当社の強みを活かした官民連携のモデ
ルケースとなる事業ができました。
今後は、ここに住まうお客さまや富

山市とともに、さらに良いまちを目指
し、そのノウハウを次の事業へつない
でいきたいと考えています。

富山市環境部　環境政策課
課長代理 東福 光晴氏

地方都市は超高齢化問題や人材、技術力などについてもさま
ざまな連携が求められています。これからは企業と連携を取り、
私たち行政のニーズと企業のシーズを組み合わせることが重要
だと考えています。

また、企業と行政が社会的課題を自分
事として捉え「SDGs」という課題を掲げて
横串を刺すことで、新たな付加価値を生み
だすことを期待しています。

住宅街区内の公園には、リチウムイオン蓄電池や防災備蓄倉庫、防

災パーゴラ（日陰棚）、トイレベンチ等を設け、公共施設（公民館・市役

所サテライト・図書館分館）と連携する災害対策拠点とします。

また、「まちの太陽光発電所」で発電した電力は公園内の蓄電池に蓄

えられ、平常時は公園内照明の電力に利用し、災害時には非常用電力

として、防災備蓄倉庫に設置するコンセントから携帯電話の充電など

ができます。

公共施設は、災害時に行政の活動拠点、地域の防災拠

点となるため、被災した際には、いち早く復旧する必要が

あります。そのため、太陽光発電とリチウムイオン蓄電

池、天然ガスによるマイクロコージェネレーションシステ

ムを導入し、電源の多様化を図り「最重要負荷」と位置付
けた最も重要な設備であるパソコンや防災無線などの
電源に災害時でも電力共有できるようにしています。

また、外部からの光が届きにくい廊下には屋根に設置
した採光口から自然光を導き、室内照明として利用でき
る「光ダクト」を導入。会議室等には「昼光センサー」や
「CO2センサー」を設置し部屋の明るさや人の多さを感
知して照明や換気、空調を制御しエネルギー使用量を削
減するなど環境配慮型の建物となっています。

団地管理組合を結成し、オーナー様自らがまちの運営に携わり、災害時
には、自助・共助・公助につながる豊かなコミュニティの形成を目指します。

公民館、市役所サテライト、図書館分館が集約された公共施設

光ダクト（採光口）

リチウムイオン蓄電池
（ハイブリッドタイプ）

昼光センサー （イメージ）

環境配慮型建築（D’s SMART OFFICE） 

ト
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ン
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災
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ー
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ラ

まちのポイント2 「環境にやさしい」まちづくりまちのポイント１ 「災害に強い」まちづくり

ZET（ネット・ゼロ・エネルギー・タウン）

戸建住宅 公共施設

公園に設置した防災備蓄倉庫・蓄電池
屋根には太陽光発電設備（0.5kW）

防災備蓄倉庫の中 食糧、水、カマド、テレビ、
ラジオ、テント、ライト、食器類など

普段はベンチとして利用

リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
蓄
電
池

災害時にはトイレに変化（イメージ）

普段は休憩スペースとして利用 災害時にはテントに変化

全ての戸建住宅は、年間を通じて消費するエネル
ギーよりも創出するエネルギーの方が多くなるよう創
エネ・蓄エネ・省エネ設備を導入。さらに、 HEMS（ホー
ム･エネルギー・マネジメント・システム）※を通じて、各
住宅からデータを収集し、まち全体のエネルギーを見
える化する「SMA×ECO クラウド」も導入しています。
また「まちの太陽光発電所」や公園内の蓄電池を
設置することにより、まち全体としても、消費するエ
ネルギーよりも創出するエネルギーの方が多くなる、
ZET（ネット・ゼロ・エネルギー・タウン）の達成を目
指しています。 P159～160 商品・サービスの提供による

温室効果ガス削減貢献
関連ページ

公共施設

公 園

まちの太陽光発電所

〈 創エネ・蓄エネ設備 〉
● 太陽光発電設備
● リチウムイオン蓄電池
● 家庭用燃料電池

〈 創エネ・蓄エネ設備 〉
● 太陽光発電設備
● リチウムイオン蓄電池

〈 省エネ設備 〉
● 外張り断熱通気外壁工法
● 高性能断熱サッシ
● 高断熱複層ガラス　など※ICT技術の活用により、人に代わって住宅の

  エネルギー管理などを支援するシステム。 
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社会性中期計画（エンドレス ソーシャル プログラム） マテリアリティ（重要課題）の特定

各重要課題とステークホルダーの関係性について

大和ハウスグループは、創業者精神を基軸とした社会性長期ビジョンの実現に向け、メガトレンドと当社グループのビジネスモデル

を念頭においた重要課題を特定しました。そして、第6次中期経営計画の対象期間（2019～2021年度）に合わせて、3ヵ年の具体的な

目標と計画を定め、社会性中期計画「エンドレス ソーシャル プログラム（以下ESP）2021」を策定しました。

当社グループは、経営理念（社是）にある「事業を通じて人を育てる」の通り、事業と経営基盤を互いに関係し合いながら強化させ、経営を推進

してきました。ESP2021では、当社グループにおけるESGのうち「S」（社会領域）に関して、ビジネスモデルとバリューチェーンをふまえ、重点テー

マを「6つの基盤の強化」と設定。 各基盤をバランス良く強化していくことで、長期視点での社会変化を見据えた「経営基盤構築」や「ステークホ

ルダーとの関係性強化」を図ります。そして、事業との相乗効果を図ることでサステナブル経営を実現し、ひいては社会のサステナビリティや社

会課題の解決に貢献していきます。

社会性中期計画の全体像

2006 2009 2012 2014 2016 2017 2019

エンドレス ソーシャル
プログラム 2021

社会性中期計画のあゆみ

社会変化を見据えた
経営基盤の構築・
ステークホルダー
との関係性強化

CSR指針・
企業倫理綱領の

策定

企業倫理の
確立を重視した、
CSR推進体制の

構築
企業倫理、

ステークホルダー
との共生を推進する
体制を強化

CSR推進体制の
強化

経済性だけでは
測れない企業の価値
（社会性・環境性）に
バランスよく目を向け、
総合的な企業価値の
増大を目指す

総合的な企業
価値の増大

エンドレスハートの
価値（財務・非財務を
含めた総合的な
企業価値）を高める
ための「価値創造的
CSR」に向けた
基礎作り

基本的CSRから
価値創造的CSRへ

第5次中期経営計画に
合わせた社会性
長期ビジョン・
社会性中期計画の

策定

ステークホルダー
との信頼関係構築

サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
経
営
の
実
現

事業（社会価値と経済価値を創出）

基盤（社会性中期計画では6つの基盤を強化）
社
会
の
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
社
会
課
題
の
解
決
へ
の
貢
献

2017年度

7月

コーポレート
ガバナンス委員会

サステナビリティ
委員会

コーポレート
ガバナンス委員会

経営トップのミーティング 取締役会
執行委員会

重要課題・KGI
（経営目標指標）の概要

半期で集計
（10月・４月）

コーポレート
ガバナンス委員会
/サステナビリティ

委員会

9月

報告

報告・改善 監督

実行

10月 1月 5月

2018年度 2019年度

策定作業

提案提案
依頼

本社実行

事業所実行

・重要課題の特定
・KGI設定
 （経営目標指標）
・戦略策定
・戦略KPI設定
・運用方法の設定

ヒアリング

社外有識者ヒアリング
（各重要課題のステークホルダー

 要請の強さを確認）

策定作業への協力

策定作業

ESG一体化の
中期経営計画策定

提案 依頼

重要課題候補の抽出（事務局）

本社24部門と実施

提案・報告

社会課題の解決に資するイノベーション体制の構築

不動産開発における社会的包摂（インクルージョン）の推進

従業員の働き方改革（成果の最大化と安全かつ健康な職場環境の両立）

人財育成と採用強化（2030年の企業グループを見据えた体制構築）

ダイバーシティ＆インクルージョン

施工現場の安全・安心の徹底

取引先企業との連携によるものづくりの生産性向上

グループCSR調達の促進と効率化

コーポレートコミュニケーションの強化

顧客長期リレーション対応の促進

財務・非財務コミュニケーションの一体化・システム強化

激変するコミュニケーション環境への対応

災害・異常気象を前提とした事業実施体制の確立

人権デューディリジェンスの確立

企業倫理・コンプライアンスの確立

グローバル展開に向けた長期視点での経営基盤の構築

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

◎

●

●

◎

◎

●

●

●

●

お客さま

●

◎

◎

◎

●

●

◎

●

●

●

●

従業員

◎

◎

◎

●

●

●

●

取引先

●

◎

●

●

地域市民

●

●

●

●

●

●

●

●

◎

●

●

●

株主
（社会全体の発展を重視
するユニバーサルオーナー）

●

●

●

●

●

●

●

●

●

その他
（環境・社会の代弁者としての
NGO、政府、国連機関等）

ステークホルダーの要請・期待

※◎は特に要請・期待の強いステークホルダー

サステナビリティ委員会の分科会にて、社内役員・部門長、社外有識者へのヒアリングを実施。前計画（2016～2018年度）が主にステークホル

ダーとの関係性強化のみを目指したものであったため、枠組みや重要課題の変更が必要との認識から、関連部門が連携し、新計画の策定を進めま

した。重要課題については、長期ビジョン（経営ビジョンと社会性長期ビジョン） と、6つの基盤に大きな影響を与えるメガトレンド（2030年まで継

続するもの）をふまえ、16の重要課題案を特定。分科会にて特定した、重要課題、KGI（Key Goal Indicator 経営目標指標）の案を、コーポレート

ガバナンス委員会にて提案・審議し、社会性中期計画として策定しました。

各重要課題に対する各ステークホルダーからの要請や期待について、ステークホルダーの代表として社外有識者からのレビューにより把

握。下記の通り整理しています。

マネジメント体制
16の重要課題の解決に向けて、各本社部門や事業所が実行する具体的な打ち手を「戦略」として58の戦略を策定。「戦略」のプロセス（進

捗）を測る管理指標について「戦略KPI」（Key Performance Indicator）として71指標を設定しました。これら重要課題への対応について、

サステナビリティ委員会、コーポレートガバナンス委員会を中心とした経営層が監督するとともに、事業所やグループのマネジメント体制に

組み込み全従業員が実践していくことで、サステナブル経営を推進していきます。

CSRから
サステナビリティへ

サステナビリティ
委員会の発足

ヒアリング

（34名の役員・部門長へ方針・
課題・重点実施事項等）

社外有識者への
ヒアリング

（2030年を念頭に企業価値に
大きな影響を与えるメガトレンド等）

社内ヒアリング

基盤 重要課題

P063～064 CSRマネジメント関連ページ

P019～020 大和ハウスグループのマテリアリティ（重要課題）関連ページ

イノベーション
基盤

人財基盤

技術・ものづくり
基盤

顧客基盤

コミュニ
ケーション基盤

リスク対応基盤
（凡事徹底）

経
営
基
盤
構
築

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の

関
係
性
強
化

＋

①イノベーション
　基盤 方針

（社会課題解決型の革新的な事業を継続的に生み出していくための基盤）

社会課題解決に資する事業開発や不動産開発が促進される体制を強化

②人財基盤
方針

（創業者精神を受け継ぎ、持続的な進化を支える人財の基盤）

多様な従業員が働きがいをもち、特に若年世代が育ち定着する組織づくりを強化

③技術・ものづくり
　基盤 方針

（お客さまや社会が求める価値を商品・サービスに反映するための技術・ものづくりの基盤）

取引先と共に、現場の安全と品質を前提とした生産性を高め、責任ある調達を推進

④顧客基盤 方針

（お客さまとの長期にわたる強固な関係性の基盤）

お客さまと長期の信頼関係を構築すると共に、新たなお客さまとの
出会いにつながるコーポレートブランドを確立

⑤コミュニケーション
　基盤

方針

（ステークホルダーとあらゆる接点から適切なコミュニケーションを行うための基盤）

企業として財務・非財務コミュニケーションの体制を強化すると共に、
従業員個人の情報武装を実現

⑥リスク対応基盤
　（凡事徹底） 方針

（内部統制を徹底し、かつ役職員が企業倫理を醸成していくための基盤）

自然災害等への事業継続体制を強化するとともに、海外拠点を含めた企業倫理・
人権・ コンプライアンスを確立

「基盤」が「事業」を支え、「事業」の推進が「基盤」を強化

実践報告
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社会性中期計画（エンドレス ソーシャル プログラム） マテリアリティ（重要課題）の特定

各重要課題とステークホルダーの関係性について

大和ハウスグループは、創業者精神を基軸とした社会性長期ビジョンの実現に向け、メガトレンドと当社グループのビジネスモデル

を念頭においた重要課題を特定しました。そして、第6次中期経営計画の対象期間（2019～2021年度）に合わせて、3ヵ年の具体的な

目標と計画を定め、社会性中期計画「エンドレス ソーシャル プログラム（以下ESP）2021」を策定しました。

当社グループは、経営理念（社是）にある「事業を通じて人を育てる」の通り、事業と経営基盤を互いに関係し合いながら強化させ、経営を推進

してきました。ESP2021では、当社グループにおけるESGのうち「S」（社会領域）に関して、ビジネスモデルとバリューチェーンをふまえ、重点テー

マを「6つの基盤の強化」と設定。 各基盤をバランス良く強化していくことで、長期視点での社会変化を見据えた「経営基盤構築」や「ステークホ

ルダーとの関係性強化」を図ります。そして、事業との相乗効果を図ることでサステナブル経営を実現し、ひいては社会のサステナビリティや社

会課題の解決に貢献していきます。

社会性中期計画の全体像

2006 2009 2012 2014 2016 2017 2019

エンドレス ソーシャル
プログラム 2021

社会性中期計画のあゆみ

社会変化を見据えた
経営基盤の構築・
ステークホルダー
との関係性強化

CSR指針・
企業倫理綱領の

策定

企業倫理の
確立を重視した、
CSR推進体制の

構築
企業倫理、

ステークホルダー
との共生を推進する
体制を強化

CSR推進体制の
強化

経済性だけでは
測れない企業の価値
（社会性・環境性）に
バランスよく目を向け、
総合的な企業価値の
増大を目指す

総合的な企業
価値の増大

エンドレスハートの
価値（財務・非財務を
含めた総合的な
企業価値）を高める
ための「価値創造的
CSR」に向けた
基礎作り

基本的CSRから
価値創造的CSRへ

第5次中期経営計画に
合わせた社会性
長期ビジョン・
社会性中期計画の

策定

ステークホルダー
との信頼関係構築

サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
経
営
の
実
現

事業（社会価値と経済価値を創出）

基盤（社会性中期計画では6つの基盤を強化）
社
会
の
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
社
会
課
題
の
解
決
へ
の
貢
献

2017年度

7月

コーポレート
ガバナンス委員会

サステナビリティ
委員会

コーポレート
ガバナンス委員会

経営トップのミーティング 取締役会
執行委員会

重要課題・KGI
（経営目標指標）の概要

半期で集計
（10月・４月）

コーポレート
ガバナンス委員会
/サステナビリティ

委員会

9月

報告

報告・改善 監督

実行

10月 1月 5月

2018年度 2019年度

策定作業

提案提案
依頼

本社実行

事業所実行

・重要課題の特定
・KGI設定
 （経営目標指標）
・戦略策定
・戦略KPI設定
・運用方法の設定

ヒアリング

社外有識者ヒアリング
（各重要課題のステークホルダー

 要請の強さを確認）

策定作業への協力

策定作業

ESG一体化の
中期経営計画策定

提案 依頼

重要課題候補の抽出（事務局）

本社24部門と実施

提案・報告

社会課題の解決に資するイノベーション体制の構築

不動産開発における社会的包摂（インクルージョン）の推進

従業員の働き方改革（成果の最大化と安全かつ健康な職場環境の両立）

人財育成と採用強化（2030年の企業グループを見据えた体制構築）

ダイバーシティ＆インクルージョン

施工現場の安全・安心の徹底

取引先企業との連携によるものづくりの生産性向上

グループCSR調達の促進と効率化

コーポレートコミュニケーションの強化

顧客長期リレーション対応の促進

財務・非財務コミュニケーションの一体化・システム強化

激変するコミュニケーション環境への対応

災害・異常気象を前提とした事業実施体制の確立

人権デューディリジェンスの確立

企業倫理・コンプライアンスの確立

グローバル展開に向けた長期視点での経営基盤の構築

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

◎

●

●

◎

◎

●

●

●

●

お客さま

●

◎

◎

◎

●

●

◎

●

●

●

●

従業員

◎

◎

◎

●

●

●

●

取引先

●

◎

●

●

地域市民

●

●

●

●

●

●

●

●

◎

●

●

●

株主
（社会全体の発展を重視
するユニバーサルオーナー）

●

●

●

●

●

●

●

●

●

その他
（環境・社会の代弁者としての
NGO、政府、国連機関等）

ステークホルダーの要請・期待

※◎は特に要請・期待の強いステークホルダー

サステナビリティ委員会の分科会にて、社内役員・部門長、社外有識者へのヒアリングを実施。前計画（2016～2018年度）が主にステークホル

ダーとの関係性強化のみを目指したものであったため、枠組みや重要課題の変更が必要との認識から、関連部門が連携し、新計画の策定を進めま

した。重要課題については、長期ビジョン（経営ビジョンと社会性長期ビジョン） と、6つの基盤に大きな影響を与えるメガトレンド（2030年まで継

続するもの）をふまえ、16の重要課題案を特定。分科会にて特定した、重要課題、KGI（Key Goal Indicator 経営目標指標）の案を、コーポレート

ガバナンス委員会にて提案・審議し、社会性中期計画として策定しました。

各重要課題に対する各ステークホルダーからの要請や期待について、ステークホルダーの代表として社外有識者からのレビューにより把

握。下記の通り整理しています。

マネジメント体制
16の重要課題の解決に向けて、各本社部門や事業所が実行する具体的な打ち手を「戦略」として58の戦略を策定。「戦略」のプロセス（進

捗）を測る管理指標について「戦略KPI」（Key Performance Indicator）として71指標を設定しました。これら重要課題への対応について、

サステナビリティ委員会、コーポレートガバナンス委員会を中心とした経営層が監督するとともに、事業所やグループのマネジメント体制に

組み込み全従業員が実践していくことで、サステナブル経営を推進していきます。

CSRから
サステナビリティへ

サステナビリティ
委員会の発足

ヒアリング

（34名の役員・部門長へ方針・
課題・重点実施事項等）

社外有識者への
ヒアリング

（2030年を念頭に企業価値に
大きな影響を与えるメガトレンド等）

社内ヒアリング

基盤 重要課題

P063～064 CSRマネジメント関連ページ

P019～020 大和ハウスグループのマテリアリティ（重要課題）関連ページ

イノベーション
基盤

人財基盤

技術・ものづくり
基盤

顧客基盤

コミュニ
ケーション基盤

リスク対応基盤
（凡事徹底）

経
営
基
盤
構
築

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の

関
係
性
強
化

＋

①イノベーション
　基盤 方針

（社会課題解決型の革新的な事業を継続的に生み出していくための基盤）

社会課題解決に資する事業開発や不動産開発が促進される体制を強化

②人財基盤
方針

（創業者精神を受け継ぎ、持続的な進化を支える人財の基盤）

多様な従業員が働きがいをもち、特に若年世代が育ち定着する組織づくりを強化

③技術・ものづくり
　基盤 方針

（お客さまや社会が求める価値を商品・サービスに反映するための技術・ものづくりの基盤）

取引先と共に、現場の安全と品質を前提とした生産性を高め、責任ある調達を推進

④顧客基盤 方針

（お客さまとの長期にわたる強固な関係性の基盤）

お客さまと長期の信頼関係を構築すると共に、新たなお客さまとの
出会いにつながるコーポレートブランドを確立

⑤コミュニケーション
　基盤

方針

（ステークホルダーとあらゆる接点から適切なコミュニケーションを行うための基盤）

企業として財務・非財務コミュニケーションの体制を強化すると共に、
従業員個人の情報武装を実現

⑥リスク対応基盤
　（凡事徹底） 方針

（内部統制を徹底し、かつ役職員が企業倫理を醸成していくための基盤）

自然災害等への事業継続体制を強化するとともに、海外拠点を含めた企業倫理・
人権・ コンプライアンスを確立

「基盤」が「事業」を支え、「事業」の推進が「基盤」を強化
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社会性中期計画 （エンドレス ソーシャル プログラム 2021） 重要課題・                 KGI（経営目標指標） 一覧
6つの基盤に関連する16の重要課題に対応し、長期視点での社会変化を見据え、経営基盤構築・ステークホルダー関係性を強化していきます。

課題1:社会課題の解決に資するイノベーション体制の構築 KGI

社会課題解決に資する
新規事業・研究・開発に関する
イノベーション創出の協業数

2018年度をベンチマークに
量・質の高水準を維持

「SDGsビジネス」に代表される、社会に役立つ
“新規事業の創出”、または“既存事業の変革”を
起こしやすい組織（イノベーション基盤）のあり方
を明確化し、強化する。
特に、新規事業開発に関する、「協業のあり方」、
「人財育成のあり方」、「事業のESGリスクおよび
社会的貢献度の評価体制」を強化する。
※なお、大和ハウスグループの全事業は「キャッシュフローを創出し
つつ、社会的貢献を果たすこと」を目的とすることを前提とする。

イノベーションが創出されやすい体制の構築

協業の促進
社会課題解決
ビジネス創出

協業
適切な事業
ESG評価・
人財育成

※件数増加そのものを目的とせず、
　「体制の構築」を目的とした協業を行う
※協業先として、ベンチャー・スタート
アップ・先進優良企業・国連・政府機
関・NGO等を想定

課題2:不動産開発における社会的包摂(インクルージョン)の推進 KGI

KGI

KGI

2030年、2055年でもまちや物件の魅力が下がら
ず、価値が高まるよう、長期視点での設計やエリア
マネジメントを行い、包摂的かつ持続可能な都市
化を促進し、居住計画・管理の能力を強化する。
当社グループが提供する都市開発や大型物件建
設における全ての開発プロセスに、多様な存在を
包摂する「インクルーシブデザイン」の考え方を導
入する。

※開発件数または延床面積にて算出
※対象は不動産投資委員会対象の
　まちづくり案件を想定

　%70

❶
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
盤

長期的視点による投資・設計とエリアマネジメント

街の価値
物件の価格 開発力と支援体制による価値向上

2030 2055

まちづくりガイドラインに
基づいた大型案件・各事業部
大型物件の開発比率

課題5:ダイバーシティ＆インクルージョン KGI

ダイバーシティ＆
インクルージョン総合指数
下記５指標で目標設定
①管理職女性比率5%
②女性管理職ライン長比率40%
③女性工事比率6%
④女性営業比率13%
⑤新卒採用女性比率30%
※2022年4月1日時点

課題6:施工現場の安全・安心の徹底 KGI

国内の少子高齢化による取引先の熟練作業員の減
少、外国人作業員の増加などによる、施工現場での
安全管理能力の低下に対応する。また、酷暑化や自
然災害の増加など、長期的に施工現場で増加する
傾向のある労働災害リスクについて対応する。

※100万延実労働時間当たりの労働災
害による死傷者数（休業4日以上）

のべ

0.21

❷
人
財
基
盤

課題7:取引先企業との連携によるものづくりの生産性向上 KGI

施工現場の4週８休達成率

工場年間休日

117日

IoTの活用による技能伝承や生産性向上による省
人化、長時間労働の是正を進める。離職のない職
場環境の整備を進めるとともに、建設技能者の
定着を進める。

課題8:グループＣＳＲ調達の促進と効率化 KGI

グループ会社の取引先（川上・川下含む）に対する
CSR調達の推進について、ICTなど新しい技術を
活用しながらPDCAを回すマネジメント体制を構
築する。
不買運動などの評判リスクにつながる社会への悪
影響を排除するとともに、国内外のガイドラインに
則った情報開示の実現と機関投資家からの評価を
獲得する。

※推進はグループ7社、
KGI管理対象は大和ハ
ウス工業・フジタ・大和
リースの取引先を対象

%70

❸
技
術
・
も
の
づ
く
り
基
盤

従業員全世代の「働きがい」に
関する実感度

課題3:従業員の働き方改革（成果の最大化と安全かつ健康な職場環境の両立）

社是およびSDGsゴール8「働きがいも経済成長
も」をふまえ、当社の全従業員が、「業務成果の最
大化」と「心身ともに安全かつ健康な職場環境」を
両立する組織へさらなる変革を進める。

※CSR意識調査の「働きがい」に関する
設問より算出。

課題4:人財育成と採用強化(2030年の企業グループを見据えた体制構築) KGI

2030年、2055年という長期的な視点に立ち、創
業者精神・社是に表れる価値観・ビジネスモデルを
ふまえた人財育成・採用のあり方を明確化する。
事業を支える中堅・管理職の社員がミレニアル世
代となり、初級社員の中心がZ世代となることを踏
まえた教育・採用・職場環境の整備を行う。
また、構成比率の高まるシニア社員が能力を発揮
できるような制度を構築する。

%以上90

%80

❷
人
財
基
盤

若年社員
（入社３年目まで）の定着率

従業員の働き方改革

従業員の健康業務改善

両立

IT・AI
自動化

成果向上

2030年を見据えた体制構築

1955 2030

創業者精神
社是

経営人財の育成

キャリア形成支援

人財採用の強化社会情勢の変化

当社従業員の多様性（人種・国籍・民族・性別・性的
指向・性自認・障がいの有無・年齢・信条・社会的身
分など）を尊重すると共に、多様な従業員が働きが
いをもって能力を発揮できる職場環境を構築する。

ダイバーシティ＆インクルージョンを経営に活かし商
品、サービスなどのプロダクトやプロセスにおける
新しい発想を生み出し、多様な視点でのリスク予見
を実現するために、意思決定の多様性の強化ならび
に各機能（職種）における多様性を促進する。

意思決定層の多様化と場のインクルージョン

特にライン長
の多様化

視点の
多様化・
健全な対立

イノベー
ション

リスク予見

安全管理能力の維持・向上

STOP
取引先

交流 ロボット化

研修

外国人作業員の増加

熟練作業員の減少

取引先との
プラットフォーム構築

技術力の
向上

長時間労働
是正

ものづくり・生産性の向上

%100
※休工率=指定休日休工物件数/
　指定休日仕掛物件数

川上の
グループ会社
取引先

CSR調達
ガイドライン

川下のグループ会社
取引先

高い倫理観の醸成に向けたプロセスの定着

施工現場労働災害の
度数率

%70 （80点以上を
 適合と判定）

主要取引先におけるCSR
調達ガイドライン適合比率

全取引先へのCSR調達
ガイドラインに伴う
セルフチェックの回答率

※主要取引先：従業員数300名以上の取引先

※前提として創業者精神にある、従業員の生活・人財育成重視の
　考え方、人財観（目指す人物像等）をふまえる。

※毎年3日ずつ、休日を増加

実践報告
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社会性中期計画 （エンドレス ソーシャル プログラム 2021） 重要課題・                 KGI（経営目標指標） 一覧
6つの基盤に関連する16の重要課題に対応し、長期視点での社会変化を見据え、経営基盤構築・ステークホルダー関係性を強化していきます。

課題1:社会課題の解決に資するイノベーション体制の構築 KGI

社会課題解決に資する
新規事業・研究・開発に関する
イノベーション創出の協業数

2018年度をベンチマークに
量・質の高水準を維持

「SDGsビジネス」に代表される、社会に役立つ
“新規事業の創出”、または“既存事業の変革”を
起こしやすい組織（イノベーション基盤）のあり方
を明確化し、強化する。
特に、新規事業開発に関する、「協業のあり方」、
「人財育成のあり方」、「事業のESGリスクおよび
社会的貢献度の評価体制」を強化する。
※なお、大和ハウスグループの全事業は「キャッシュフローを創出し
つつ、社会的貢献を果たすこと」を目的とすることを前提とする。

イノベーションが創出されやすい体制の構築

協業の促進
社会課題解決
ビジネス創出

協業
適切な事業
ESG評価・
人財育成

※件数増加そのものを目的とせず、
　「体制の構築」を目的とした協業を行う
※協業先として、ベンチャー・スタート
アップ・先進優良企業・国連・政府機
関・NGO等を想定

課題2:不動産開発における社会的包摂(インクルージョン)の推進 KGI

KGI

KGI

2030年、2055年でもまちや物件の魅力が下がら
ず、価値が高まるよう、長期視点での設計やエリア
マネジメントを行い、包摂的かつ持続可能な都市
化を促進し、居住計画・管理の能力を強化する。
当社グループが提供する都市開発や大型物件建
設における全ての開発プロセスに、多様な存在を
包摂する「インクルーシブデザイン」の考え方を導
入する。

※開発件数または延床面積にて算出
※対象は不動産投資委員会対象の
　まちづくり案件を想定

　%70

❶
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
盤

長期的視点による投資・設計とエリアマネジメント

街の価値
物件の価格 開発力と支援体制による価値向上

2030 2055

まちづくりガイドラインに
基づいた大型案件・各事業部
大型物件の開発比率

課題5:ダイバーシティ＆インクルージョン KGI

ダイバーシティ＆
インクルージョン総合指数
下記５指標で目標設定
①管理職女性比率5%
②女性管理職ライン長比率40%
③女性工事比率6%
④女性営業比率13%
⑤新卒採用女性比率30%
※2022年4月1日時点

課題6:施工現場の安全・安心の徹底 KGI

国内の少子高齢化による取引先の熟練作業員の減
少、外国人作業員の増加などによる、施工現場での
安全管理能力の低下に対応する。また、酷暑化や自
然災害の増加など、長期的に施工現場で増加する
傾向のある労働災害リスクについて対応する。

※100万延実労働時間当たりの労働災
害による死傷者数（休業4日以上）

のべ

0.21

❷
人
財
基
盤

課題7:取引先企業との連携によるものづくりの生産性向上 KGI

施工現場の4週８休達成率

工場年間休日

117日

IoTの活用による技能伝承や生産性向上による省
人化、長時間労働の是正を進める。離職のない職
場環境の整備を進めるとともに、建設技能者の
定着を進める。

課題8:グループＣＳＲ調達の促進と効率化 KGI

グループ会社の取引先（川上・川下含む）に対する
CSR調達の推進について、ICTなど新しい技術を
活用しながらPDCAを回すマネジメント体制を構
築する。
不買運動などの評判リスクにつながる社会への悪
影響を排除するとともに、国内外のガイドラインに
則った情報開示の実現と機関投資家からの評価を
獲得する。

※推進はグループ7社、
KGI管理対象は大和ハ
ウス工業・フジタ・大和
リースの取引先を対象

%70

❸
技
術
・
も
の
づ
く
り
基
盤

従業員全世代の「働きがい」に
関する実感度

課題3:従業員の働き方改革（成果の最大化と安全かつ健康な職場環境の両立）

社是およびSDGsゴール8「働きがいも経済成長
も」をふまえ、当社の全従業員が、「業務成果の最
大化」と「心身ともに安全かつ健康な職場環境」を
両立する組織へさらなる変革を進める。

※CSR意識調査の「働きがい」に関する
設問より算出。

課題4:人財育成と採用強化(2030年の企業グループを見据えた体制構築) KGI

2030年、2055年という長期的な視点に立ち、創
業者精神・社是に表れる価値観・ビジネスモデルを
ふまえた人財育成・採用のあり方を明確化する。
事業を支える中堅・管理職の社員がミレニアル世
代となり、初級社員の中心がZ世代となることを踏
まえた教育・採用・職場環境の整備を行う。
また、構成比率の高まるシニア社員が能力を発揮
できるような制度を構築する。

%以上90

%80

❷
人
財
基
盤

若年社員
（入社３年目まで）の定着率

従業員の働き方改革

従業員の健康業務改善

両立

IT・AI
自動化

成果向上

2030年を見据えた体制構築

1955 2030

創業者精神
社是

経営人財の育成

キャリア形成支援

人財採用の強化社会情勢の変化

当社従業員の多様性（人種・国籍・民族・性別・性的
指向・性自認・障がいの有無・年齢・信条・社会的身
分など）を尊重すると共に、多様な従業員が働きが
いをもって能力を発揮できる職場環境を構築する。

ダイバーシティ＆インクルージョンを経営に活かし商
品、サービスなどのプロダクトやプロセスにおける
新しい発想を生み出し、多様な視点でのリスク予見
を実現するために、意思決定の多様性の強化ならび
に各機能（職種）における多様性を促進する。

意思決定層の多様化と場のインクルージョン

特にライン長
の多様化

視点の
多様化・
健全な対立

イノベー
ション

リスク予見

安全管理能力の維持・向上

STOP
取引先

交流 ロボット化

研修

外国人作業員の増加

熟練作業員の減少

取引先との
プラットフォーム構築

技術力の
向上

長時間労働
是正

ものづくり・生産性の向上

%100
※休工率=指定休日休工物件数/
　指定休日仕掛物件数

川上の
グループ会社
取引先

CSR調達
ガイドライン

川下のグループ会社
取引先

高い倫理観の醸成に向けたプロセスの定着

施工現場労働災害の
度数率

%70 （80点以上を
 適合と判定）

主要取引先におけるCSR
調達ガイドライン適合比率

全取引先へのCSR調達
ガイドラインに伴う
セルフチェックの回答率

※主要取引先：従業員数300名以上の取引先

※前提として創業者精神にある、従業員の生活・人財育成重視の
　考え方、人財観（目指す人物像等）をふまえる。

※毎年3日ずつ、休日を増加
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課題9:コーポレートコミュニケーションの強化 KGI

インターブランド社
Japan’s Best Domestic
Brand ／ブランド価値金額

日経企業イメージ調査

百万USD

「社名の認知」に留まらず、創業者精神、社是に表れ
る価値観、経営ビジョンと一体のコーポレートブラ
ンドを確立し、維持するとともに、磨きをかける。

課題10: 顧客長期リレーション対応の促進 KGI

KGI

KGI

新築からストック事業、新規開拓から紹介販売の
比重が高まる事業環境に備え、ＣＳ（カスタマー・
サティスファクション）体制を強化する。
オーナー様のライフサイクル・世代交代に合わせ
た適切な提案ができるよう、最適な人財の配置・
育成に加え、情報システムを構築する。 ※住宅：紹介販売率

（達成に向けては主管部門ほか関
連各部門連携のうえで戦略実行）

%70

%70
%90

1,000

❹
顧
客
基
盤

課題13:災害・異常気象を前提とした事業実施体制の確立 KGI

事業継続体制スコア

課題14:人権デューディリジェンスの確立 KGI

工場における人権デューディリジェンスプロセス
の手法を確立し、今後グループ会社へも展開で
きる実施手法の開発を行う。

課題15:企業倫理・コンプライアンスの確立 KGI

内部統制体制充実度のスコア
大和ハウスグループ企業倫理綱領・行動規範に
基づいたグループ役職員の「凡事徹底」を定着さ
せる。
行動規範の理解に基づいた自発的な行動を促す
ため、各種媒体や研修を通じた考え方の共有を行
うとともに、意識調査などを活用したPDCAを推
進する。

課題16: グローバル展開に向けた長期視点での経営基盤の構築 KGI

グローバル拠点が10年、20年と長期で地域に根
付くための経営基盤の構築を行う。海外拠点の現
地管理部門（総務・経理担当）の手が回らず、本社
部門も対応しきれていないテーマについて、対応
を行う。
腐敗防止（贈賄防止）については、国内外での注目
が高いことからグループ会社でのマネジメントを
徹底する。

❻
リ
ス
ク
対
応
基
盤（
凡
事
徹
底
）

課題11: 財務・非財務コミュニケーションの一体化・システム強化

経営層、本社部門、事業所、グループ会社での財
務（事業）・非財務（ESG）情報の一体的なコミュニ
ケーションを行うことができる体制を強化する。
特に情報開示に関しては、証券取引所などへの報
告と提出先の多様化を念頭に、連結ベースでの
非財務情報の開示に向けて効率的なシステムを
構築する。

課題12:激変するコミュニケーション環境への対応 KGI

ICT（情報伝達技術）の進化に対して、システム構築
や従業員のリテラシーの面で、同規模のグローバル
企業をベンチマークとしながら、遅れをとらないよう
に対応する。
一方で、事業・ESGの両面で競争優位となる側面に
ついては、積極的な投資を行う。
情報管理の制度設計や従業員のSNS等のメディアリ
テラシー向上について、従来のリスク回避だけでな
く、機会側面もバランスよく考慮しながら対応する。

❺
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
基
盤

個人の情報武装を実現させ
るコミュニケーション変革
基盤の確立

気候変動やインフラの劣化による、自然災害・異
常気象の「想定」を拡大し、被害を最小限にする
ための体制づくりとBCP（事業継続計画）の強化
を行う。

体制構築にあたっては、当社事業、従業員の業務
プロセス、お客さまの生活（建物使用上）における
リスクについて幅広く、長期の視点で抽出する。

（388→447pt)
（2017年度比）15%向上

※大和ハウス工業100％出資の海外グ
ループ会社の従業員を対象

下記の事情を勘案して評価する。
1.内部統制体制の充実度
①情報収集・共有体制（リスク情報等の
報告・共有状況）
②管理・監督体制（内部統制委員会等の
管理・監督機関の運用状況）
③研修・啓発体制（社内研修や社内通達
等の啓発活動の実施状況）
2.損害・損失の程度
①経済的損失の程度や、重大案件の発生状況等

将来の顧客への布石

誇り

社会的
使命

働きがい

達成感

New

CS体制の強化

CS

Stock 新規開拓 紹介販売

財務・非財務コミュニケーションの強化

財務情報
事業 ESG

経営層

投資家・省庁・専門家

企業・自治体・ESG融資する金融機関

本社部門

事業所（グループ含む）

非財務情報

統合経営への
理解促進

ONE VOICE

ONE VOICE

1

2

3

長期的視点によるBCPの強化

事業の継続

従業員の業務プロセス

お客さまの生活

バリューチェーンの確保

100点
※下記に代表される各テーマの取り組み状況
をスコア化しBCM部会メンバーにて評価

①従業員の安全確保
②電源確保および情報システムのバック
アップ体制強化
③引渡し済顧客の支援体制強化
④生産購買機能の維持
⑤グループ全体の機能維持
⑥顧客の長期リスクを踏まえた開発体制
の確立

海外展開を念頭にしたデューディリジェンスプロセス

国際規範に基づいた
対応マニュアル策定・
管理体制の確立

2021年度末までに確立

内部統制

凡
事
徹
底

グループ全役職員の自律的思考＆行動の定着

法律に違反して
いませんか?

お客様が
見たらどう
思いますか?

会社の方針に
反していませんか?

新聞やテレビで
報じられても
大丈夫ですか?

家族に
誇りを持って
話せますか?

自分の良心に
反していませんか?

グローバル拠点の経営基盤構築

現場としての
経営基盤

グループ本社としての
経営基盤

財務価値

見えない資産

労務問題
現場の共生

企業理念・ブランディング
贈賄防止・人財育成

①好感度
　（一般個人）
②一流評価
（ビジネスパーソン）

顧客基盤を活かした受注率

財務・非財務コミュニケー
ションの制度・仕組みの確立と、
統合経営への理解促進

2021年度末までに構築

社内外ステークホルダーとの
各種情報を共有できる機能
を構築（2020年から運用）

社内情報を有効活用できる
機能を構築（2020年から運用）

当社グループ会社へ
コミュニケーション基盤
導入支援（2019年から運用）

工場における人権デューディリ
ジェンスプロセスの手法を確立

海外拠点における
CSR意識調査スコアの改善率

2019年度より初回
調査実施（目標設定へ）

従業員の情報活用力の向上

情報

知識

経験

お客さま 取引先

ステークホルダー
との共有 情報の精度向上

知識の高度化
いつでも

どこでも利用

実践報告

033 DaiwaHouseGroup Sustainability Report 2019

C
S
R
経
営
の
基
盤

環
境

株
主

地
域
市
民

取
引
先

従
業
員

お
客
さ
ま

経
営
の
考
え
方
と
全
体
像

外
部
評
価
・
デ
ー
タ
集

C
S
R
経
営
の
基
盤

環
境

株
主

地
域
市
民

取
引
先

従
業
員

お
客
さ
ま

経
営
の
考
え
方
と
全
体
像

外
部
評
価
・
デ
ー
タ
集



課題9:コーポレートコミュニケーションの強化 KGI

インターブランド社
Japan’s Best Domestic
Brand ／ブランド価値金額

日経企業イメージ調査

百万USD

「社名の認知」に留まらず、創業者精神、社是に表れ
る価値観、経営ビジョンと一体のコーポレートブラ
ンドを確立し、維持するとともに、磨きをかける。

課題10: 顧客長期リレーション対応の促進 KGI

KGI

KGI

新築からストック事業、新規開拓から紹介販売の
比重が高まる事業環境に備え、ＣＳ（カスタマー・
サティスファクション）体制を強化する。
オーナー様のライフサイクル・世代交代に合わせ
た適切な提案ができるよう、最適な人財の配置・
育成に加え、情報システムを構築する。 ※住宅：紹介販売率

（達成に向けては主管部門ほか関
連各部門連携のうえで戦略実行）

%70

%70
%90

1,000

❹
顧
客
基
盤

課題13:災害・異常気象を前提とした事業実施体制の確立 KGI

事業継続体制スコア

課題14:人権デューディリジェンスの確立 KGI

工場における人権デューディリジェンスプロセス
の手法を確立し、今後グループ会社へも展開で
きる実施手法の開発を行う。

課題15:企業倫理・コンプライアンスの確立 KGI

内部統制体制充実度のスコア
大和ハウスグループ企業倫理綱領・行動規範に
基づいたグループ役職員の「凡事徹底」を定着さ
せる。
行動規範の理解に基づいた自発的な行動を促す
ため、各種媒体や研修を通じた考え方の共有を行
うとともに、意識調査などを活用したPDCAを推
進する。

課題16: グローバル展開に向けた長期視点での経営基盤の構築 KGI

グローバル拠点が10年、20年と長期で地域に根
付くための経営基盤の構築を行う。海外拠点の現
地管理部門（総務・経理担当）の手が回らず、本社
部門も対応しきれていないテーマについて、対応
を行う。
腐敗防止（贈賄防止）については、国内外での注目
が高いことからグループ会社でのマネジメントを
徹底する。

❻
リ
ス
ク
対
応
基
盤（
凡
事
徹
底
）

課題11: 財務・非財務コミュニケーションの一体化・システム強化

経営層、本社部門、事業所、グループ会社での財
務（事業）・非財務（ESG）情報の一体的なコミュニ
ケーションを行うことができる体制を強化する。
特に情報開示に関しては、証券取引所などへの報
告と提出先の多様化を念頭に、連結ベースでの
非財務情報の開示に向けて効率的なシステムを
構築する。

課題12:激変するコミュニケーション環境への対応 KGI

ICT（情報伝達技術）の進化に対して、システム構築
や従業員のリテラシーの面で、同規模のグローバル
企業をベンチマークとしながら、遅れをとらないよう
に対応する。
一方で、事業・ESGの両面で競争優位となる側面に
ついては、積極的な投資を行う。
情報管理の制度設計や従業員のSNS等のメディアリ
テラシー向上について、従来のリスク回避だけでな
く、機会側面もバランスよく考慮しながら対応する。

❺
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
基
盤

個人の情報武装を実現させ
るコミュニケーション変革
基盤の確立

気候変動やインフラの劣化による、自然災害・異
常気象の「想定」を拡大し、被害を最小限にする
ための体制づくりとBCP（事業継続計画）の強化
を行う。

体制構築にあたっては、当社事業、従業員の業務
プロセス、お客さまの生活（建物使用上）における
リスクについて幅広く、長期の視点で抽出する。

（388→447pt)
（2017年度比）15%向上

※大和ハウス工業100％出資の海外グ
ループ会社の従業員を対象

下記の事情を勘案して評価する。
1.内部統制体制の充実度
①情報収集・共有体制（リスク情報等の
報告・共有状況）

②管理・監督体制（内部統制委員会等の
管理・監督機関の運用状況）
③研修・啓発体制（社内研修や社内通達
等の啓発活動の実施状況）
2.損害・損失の程度
①経済的損失の程度や、重大案件の発生状況等

将来の顧客への布石

誇り

社会的
使命

働きがい

達成感

New

CS体制の強化

CS

Stock 新規開拓 紹介販売

財務・非財務コミュニケーションの強化

財務情報
事業 ESG

経営層

投資家・省庁・専門家

企業・自治体・ESG融資する金融機関

本社部門

事業所（グループ含む）

非財務情報

統合経営への
理解促進

ONE VOICE

ONE VOICE

1

2

3

長期的視点によるBCPの強化

事業の継続

従業員の業務プロセス

お客さまの生活

バリューチェーンの確保

100点
※下記に代表される各テーマの取り組み状況
をスコア化しBCM部会メンバーにて評価

①従業員の安全確保
②電源確保および情報システムのバック
アップ体制強化
③引渡し済顧客の支援体制強化
④生産購買機能の維持
⑤グループ全体の機能維持
⑥顧客の長期リスクを踏まえた開発体制
の確立

海外展開を念頭にしたデューディリジェンスプロセス

国際規範に基づいた
対応マニュアル策定・
管理体制の確立

2021年度末までに確立

内部統制

凡
事
徹
底

グループ全役職員の自律的思考＆行動の定着

法律に違反して
いませんか?

お客様が
見たらどう
思いますか?

会社の方針に
反していませんか?

新聞やテレビで
報じられても
大丈夫ですか?

家族に
誇りを持って
話せますか?

自分の良心に
反していませんか?

グローバル拠点の経営基盤構築

現場としての
経営基盤

グループ本社としての
経営基盤

財務価値

見えない資産

労務問題
現場の共生

企業理念・ブランディング
贈賄防止・人財育成

①好感度
　（一般個人）
②一流評価
（ビジネスパーソン）

顧客基盤を活かした受注率

財務・非財務コミュニケー
ションの制度・仕組みの確立と、
統合経営への理解促進

2021年度末までに構築

社内外ステークホルダーとの
各種情報を共有できる機能
を構築（2020年から運用）

社内情報を有効活用できる
機能を構築（2020年から運用）

当社グループ会社へ
コミュニケーション基盤
導入支援（2019年から運用）

工場における人権デューディリ
ジェンスプロセスの手法を確立

海外拠点における
CSR意識調査スコアの改善率

2019年度より初回
調査実施（目標設定へ）

従業員の情報活用力の向上

情報

知識

経験

お客さま 取引先

ステークホルダー
との共有 情報の精度向上

知識の高度化
いつでも

どこでも利用
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社会性中期計画におけるガバナンスの位置づけ
計画の策定にあたり、 コーポレートガバナンスを「狭義のガバナンス」とし、計画には含めていません。一方、リスクマネジメントや企業倫

理・コンプライアンスといった「広義のガバナンス」については「社会性」領域に位置づけ、計画に含めるとともに、本レポートでは主として

「CSR経営の基盤」の章にて報告しています。

本レポートにおける社会性中期計画の新・旧の対照について
本レポートは、第5次中期経営計画の期間における社会性中期計画（2016～2018年度の旧計画）の重要課題を基準に編集・目次構成されてい

ます。旧計画の結果は、各重要課題の冒頭の担当役員メッセージ、およびP201～206のCSR自己評価指標 2018年度実績に掲載しています。目

次の各項目、旧計画の重要課題と、社会性中期計画「エンドレス ソーシャル プログラム 2021」（新計画）の重要課題の対照は下記表の通りとなり

ます。なお、新計画は、旧計画の枠組みを刷新し新たに策定しているため、新・旧計画の重要課題は「1対1の対照」とはなっておりません。

広義のガバナンス

【経営管理体制の強化と凡事徹底】
狭義のガバナンス
【コーポレートガバナンス】
● 取締役会評価
● 取締役の多様性（社外・ジェンダー等）
● 監査役および会計監査人の選任
● 指名諮問委員会
● 報酬諮問委員会 
   など監督・意思決定機能に関する項目

コーポレートガバナンス

人権マネジメント

リスクマネジメント

企業倫理・コンプライアンス

腐敗防止・公正な取引

知的財産のマネジメント

CSRマネジメント

高品質な商品の提供

お客さまとの適切なコミュニケーション

長期にわたる信頼獲得に向けた取り組み

社会課題を解決する事業・持続可能な消費

安全かつ健康的に働くことのできる職場

人財の育成

多様な従業員が柔軟に働ける職場づくり

優秀な人財に対する雇用機会の提供

公正な競争

CSRの取り組みにおける取引先への働きかけ

施工会社における労働条件の
改善と人財の確保

事業で蓄えたノウハウの社会への貢献
（事業を通じたコミュニティ発展の支援）

地元地域発展のための積極的な関わりや連携
（地域共生活動）

株主還元とIR活動

外部との協働・外部からの評価

 

リスク対応基盤

リスク対応基盤

コミュニケーション基盤

リスク対応基盤

リスク対応基盤

イノベーション基盤

リスク対応基盤

技術・ものづくり基盤

顧客基盤

顧客基盤

イノベーション基盤

人財基盤

人財基盤

人財基盤

人財基盤

リスク対応基盤

技術・ものづくり基盤

技術・ものづくり基盤

イノベーション基盤

顧客基盤

コミュニケーション基盤

コミュニケーション基盤

　

人権デューディリジェンスの確立

企業倫理・コンプライアンスの確立

災害・異常気象を前提とした事業実施体制の確立

激変するコミュニケーション環境への対応

企業倫理・コンプライアンスの確立

グローバル展開に向けた長期視点での経営基盤の構築

社会課題の解決に資するイノベーション体制の構築

企業倫理・コンプライアンスの確立

取引先企業との連携によるものづくりの生産性向上

コーポレートコミュニケーションの強化

顧客長期リレーション対応の促進

顧客長期リレーション対応の促進

社会課題の解決に資するイノベーション体制の構築

従業員の働き方改革（成果の最大化と安全かつ健康な職場環境の両立）

人財育成と採用強化（2030年の企業グループを見据えた体制構築）

ダイバーシティ&インクルージョン

人財育成と採用強化（2030年の企業グループを見据えた体制構築）

企業倫理・コンプライアンスの確立

グループCSR調達の促進と効率化

施工現場の安全・安心の徹底

取引先企業との連携によるものづくりの生産性向上

不動産開発における社会的包摂（インクルージョン）の推進

コーポレートコミュニケーションの強化

財務・非財務コミュニケーションの一体化・システム強化

財務・非財務コミュニケーションの一体化・システム強化11

章名

本レポート実践報告での掲載項目（目次） 旧計画 新計画（エンドレス ソーシャル プログラム 2021）

項目名 重要課題
として該当

基盤名 重要課題

CSR経営の基盤
P036～065

お客さまとの
共創共生
P066～083

従業員との
共創共生
P084～099

取引先との共創共生
P100～111

地域市民との
共創共生
P112～131

株主との共創共生
P132～139

外部評価・データ集
P182～262

̶ ̶

当社グループでは「社会性」領域と位置づけ「社会性中期計画（エンドレス ソーシャル 
プログラム 2021）」において、重要課題・KGIを設定。

● 人権マネジメント
● リスクマネジメント（内部統制）
● 企業倫理・コンプライアンス・腐敗防止

● ステークホルダーとのコミュニケーション
● 外部パートナーとの協業
　など執行機能に関する項目

CSR経営の
基盤

実践報告

担当役員メッセージ

コーポレートガバナンス

人権マネジメント

リスクマネジメント

企業倫理・コンプライアンス

腐敗防止・公正な取引

知的財産のマネジメント

CSRマネジメント

037

041

046

052

058

060

062

063

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

CSR研修訪問
事業所数

人権啓発活動
① 当社従業員

85事業所

189.9%
② グループ会社従業員

147.7%

実践報告
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社会性中期計画におけるガバナンスの位置づけ
計画の策定にあたり、 コーポレートガバナンスを「狭義のガバナンス」とし、計画には含めていません。一方、リスクマネジメントや企業倫

理・コンプライアンスといった「広義のガバナンス」については「社会性」領域に位置づけ、計画に含めるとともに、本レポートでは主として

「CSR経営の基盤」の章にて報告しています。

本レポートにおける社会性中期計画の新・旧の対照について
本レポートは、第5次中期経営計画の期間における社会性中期計画（2016～2018年度の旧計画）の重要課題を基準に編集・目次構成されてい

ます。旧計画の結果は、各重要課題の冒頭の担当役員メッセージ、およびP201～206のCSR自己評価指標 2018年度実績に掲載しています。目

次の各項目、旧計画の重要課題と、社会性中期計画「エンドレス ソーシャル プログラム 2021」（新計画）の重要課題の対照は下記表の通りとなり

ます。なお、新計画は、旧計画の枠組みを刷新し新たに策定しているため、新・旧計画の重要課題は「1対1の対照」とはなっておりません。

広義のガバナンス

【経営管理体制の強化と凡事徹底】
狭義のガバナンス
【コーポレートガバナンス】
● 取締役会評価
● 取締役の多様性（社外・ジェンダー等）
● 監査役および会計監査人の選任
● 指名諮問委員会
● 報酬諮問委員会 
   など監督・意思決定機能に関する項目

コーポレートガバナンス

人権マネジメント

リスクマネジメント

企業倫理・コンプライアンス

腐敗防止・公正な取引

知的財産のマネジメント

CSRマネジメント

高品質な商品の提供

お客さまとの適切なコミュニケーション

長期にわたる信頼獲得に向けた取り組み

社会課題を解決する事業・持続可能な消費

安全かつ健康的に働くことのできる職場

人財の育成

多様な従業員が柔軟に働ける職場づくり

優秀な人財に対する雇用機会の提供

公正な競争

CSRの取り組みにおける取引先への働きかけ

施工会社における労働条件の
改善と人財の確保

事業で蓄えたノウハウの社会への貢献
（事業を通じたコミュニティ発展の支援）

地元地域発展のための積極的な関わりや連携
（地域共生活動）

株主還元とIR活動

外部との協働・外部からの評価

 

リスク対応基盤

リスク対応基盤

コミュニケーション基盤

リスク対応基盤

リスク対応基盤

イノベーション基盤

リスク対応基盤

技術・ものづくり基盤

顧客基盤

顧客基盤

イノベーション基盤

人財基盤

人財基盤

人財基盤

人財基盤

リスク対応基盤

技術・ものづくり基盤

技術・ものづくり基盤

イノベーション基盤

顧客基盤

コミュニケーション基盤

コミュニケーション基盤

　

人権デューディリジェンスの確立

企業倫理・コンプライアンスの確立

災害・異常気象を前提とした事業実施体制の確立

激変するコミュニケーション環境への対応

企業倫理・コンプライアンスの確立

グローバル展開に向けた長期視点での経営基盤の構築

社会課題の解決に資するイノベーション体制の構築

企業倫理・コンプライアンスの確立

取引先企業との連携によるものづくりの生産性向上

コーポレートコミュニケーションの強化

顧客長期リレーション対応の促進

顧客長期リレーション対応の促進

社会課題の解決に資するイノベーション体制の構築

従業員の働き方改革（成果の最大化と安全かつ健康な職場環境の両立）

人財育成と採用強化（2030年の企業グループを見据えた体制構築）

ダイバーシティ&インクルージョン

人財育成と採用強化（2030年の企業グループを見据えた体制構築）

企業倫理・コンプライアンスの確立

グループCSR調達の促進と効率化

施工現場の安全・安心の徹底

取引先企業との連携によるものづくりの生産性向上

不動産開発における社会的包摂（インクルージョン）の推進

コーポレートコミュニケーションの強化

財務・非財務コミュニケーションの一体化・システム強化

財務・非財務コミュニケーションの一体化・システム強化11

章名

本レポート実践報告での掲載項目（目次） 旧計画 新計画（エンドレス ソーシャル プログラム 2021）

項目名 重要課題
として該当

基盤名 重要課題

CSR経営の基盤
P036～065

お客さまとの
共創共生
P066～083

従業員との
共創共生
P084～099

取引先との共創共生
P100～111

地域市民との
共創共生
P112～131

株主との共創共生
P132～139

外部評価・データ集
P182～262

̶ ̶

当社グループでは「社会性」領域と位置づけ「社会性中期計画（エンドレス ソーシャル 
プログラム 2021）」において、重要課題・KGIを設定。

● 人権マネジメント
● リスクマネジメント（内部統制）
● 企業倫理・コンプライアンス・腐敗防止

● ステークホルダーとのコミュニケーション
● 外部パートナーとの協業
　など執行機能に関する項目

CSR経営の
基盤

実践報告

担当役員メッセージ

コーポレートガバナンス

人権マネジメント

リスクマネジメント

企業倫理・コンプライアンス

腐敗防止・公正な取引

知的財産のマネジメント

CSRマネジメント

037

041

046

052

058

060

062

063

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

CSR研修訪問
事業所数

人権啓発活動
① 当社従業員

85事業所

189.9%
② グループ会社従業員

147.7%
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相次ぐ不祥事と真摯に向き合い、
内部統制の徹底を図ってまいります。

いまこそ創業者精神に立ち返ることが
重要と考えます

当社の代表取締役会長・CEO（最高経営責任者）であった樋口
武男が、本年6月に代表取締役・CEOを退任し、取締役会長となり
ました。会長は、これまで長年にわたり事業の発展に貢献するとと
もに、創業者・石橋信夫の思いを受け継ぎ、社内におけるいわば語
り部として創業者精神の継承に努めてきました。

これから先、私自身を含めて、創業者を直接知る従業員が少な

代表取締役副社長
最高財務責任者（CFO）
経営管理本部長

くなっていくなかで、その精神を受け継いでいくことが、持続的な
成長の基盤であるのは間違いありません。そして、若い世代に対し
て創業者精神をどのように継承していくべきか、社内で真剣に議
論すべき時期を迎えているといえます。

当期、当社グループの業績は好調に推移しており、経済価値と
いう面では良好です。しかしながら、中華人民共和国の関連会社に
おける不正行為や、戸建住宅および賃貸共同住宅における建築基
準に関する不適合など不祥事が続いている状況です。

経済価値は良好であるとしても、社会価値という点ではきわめ
て心もとない状況であり、CSR経営の追求において猛省すべき点

香曽我部 武

担当役員メッセージ

CSR経営の基盤
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コーポレートガバナンスの改革に向けた
施策を実施していきます

海外の拠点でも創業者精神の浸透を
目指していきます

企業倫理・コンプライアンスに反する行為を
徹底的に排除

SDGsへの貢献

があると認識しております。まずは事実関係を明らかにし、ステー
クホルダーの皆さまへの情報の開示が欠かせません。そして、問
題の解決を早急に図る一方で、原因を究明して不祥事を繰り返す
ことのないように対策を講じることが重要であると考えます。その
前提として、全従業員が改めて創業者精神に学ぶべきといえます。

「第5次中期経営計画」におけるガバナンスの取り組みについて
は「持続可能な企業群として成長し続けるために、攻守のバランス
を考え、王道を行く」を基本方針としてCSR経営を追求してきまし
た。重点項目の一つである「リスク管理・コンプライアンスの徹底」
では、凡事徹底と経営管理体制を強化した結果、人権やリスクのマ
ネジメントをはじめ、コンプライアンスの徹底や腐敗防止など、多
岐にわたる課題で成果を上げることができました。取締役会やコー
ポレートガバナンス委員会をみても、毎回出席者が議題に関して
意見を活発に出し合い、建設的な議論を行っており、ガバナンスは
的確に機能していると判断しています。

また、長時間労働の撲滅や働き方改革を重点項目に掲げて、仕
事のやり方、創意工夫による生産性の向上に取り組んできました。
その結果、当社内で残業が減ってきたのに加えて、有給休暇の取
得率の向上など成果を上げています。また、施工現場でも土曜日
を休日とするなど、休日数の増加に向けた取り組みが進んでいます。

しかしながら、冒頭で述べた通り、不祥事が相次いでいる状況を
みるに、リスク管理が必ずしも有効に機能していなかったと指摘さ
れてもやむを得ないでしょう。特に、建築基準に関する不適合の問
題が、およそ2年間も組織内にとどまっていたことは、CSR経営を
推進する責務を負う者としてたいへん憂慮するとともに、ガバナン
スの再構築の必要性を痛感しています。潜在しているものを含め
てあらゆるリスクに対して、すべての役職員が感度をより高くして、
情報の共有を図り、対応策を迅速に講じることが急務であります。

また、中華人民共和国の関連会社における不正行為にしても、
今後、海外事業を拡大していくうえで、大きな課題を突きつけられ
たと捉えています。

当然ながら企業は法令違反をしてはならず、うそやごまかしの
経営に手を染めることがあってはなりません。その大前提のうえで、
良い商品やサービスをお客さまに提供し、喜んでいただくことが
CSR経営の基本です。そして、お客さまに喜んでいただいた結果
として、売上げや利益を得ることができることを我々は学び直す必

要があると考えます。

不祥事が相次ぐ厳しい状況にあって「第6次中期経営計画」の「リ
スク対応基盤」では「企業倫理・コンプライアンスの確立」を重点課
題の一つとしています。これは「大和ハウスグループ企業倫理綱領
および行動規範」に基づいて、グループの全役職員における「凡事
徹底」の定着を目指すものです。内部統制に向けた自発的な行動
を促すため、さまざまな媒体や研修を通じて考え方の共有を行っ
ていきます。

一連の不祥事では、企業価値を大きく毀損する事態となっており、
取り戻すのは容易なことではありません。「第6次中期経営計画」の
3年間を通じて、企業価値の向上を改めて目指すことが重要な使
命です。今後、監督機能のあり方を改めて考え、取締役会の機関
設計であるコーポレートガバナンスの改革に向けた施策に順次取
り組んでいく考えです。

これに加えて「グローバル展開に向けた長期視点での経営基盤
の構築」もまた重要課題となっています。今後、海外事業が加速し
ていくなかで、グローバル拠点が10年、20年と長期で地域に根付
くための経営基盤の構築を行うものです。特に腐敗防止（賄賂防止）
については、国内外のステークホルダーの関心が高いことから、グ
ループ会社でのマネジメントを徹底することが欠かせません。

従来の海外事業では、日本から従業員が出向いて業務を行うの
が一般的でした。しかし、長期視点で経営基盤を構築していくため
には、現地法人を設立して人財を育てていくことが不可欠です。そ
のためには、従来の取り組みでは想定できないリスクに立ち向かっ
ていくことが求められます。

また、海外拠点に創業者精神をどのように伝えていくかも大き
な課題となります。反面、現状の海外事業においては、現地で採用
した従業員の多くが、石橋相談役が書き残した『わが社の行き方』
などを熱心に読み、学ぶ姿勢をみせています。こうした向上心の強
さは、逆に国内の従業員が学んでいくべきものです。

CSR経営の基盤
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「第6次中期経営計画」の「リスク対応基盤」では、このほかに「災
害・異常気象を前提とした事業実施体制の確立」「人権デューディ
リジェンスの確立」を重要課題としています。前者については、気
候変動やインフラの劣化による、自然災害・異常気象の「想定」を
拡大し、被害を最小限にするための体制づくりとBCP（事業継続計
画）の強化を行うものです。体制の構築にあたっては、当社事業を
はじめ、従業員の業務プロセス、お客さまの建物使用上でのリスク
などバリューチェーンを幅広く、そして長期の視点で抽出したうえで、
事業実施体制の確立を目指していきます。

また、後者の「人権デューディリジェンスの確立」については、特
に外国人の働き手が増加傾向にある工場において人権デューディ
リジェンスプロセスの手法を確立するとともに、今後、海外を含め
たグループ会社にも展開できるように、国際規範に基づいた対応
マニュアルの策定や管理体制の構築を行っていく考えです。

冒頭で申しましたように、企業価値は経済価値および社会価値
で構成されるものです。いくら経済価値が高くなったとしても、そ
れにともなう社会価値が創出されなければ、社会から信頼される
企業とはなり得ません。経営は売上げと利益の追求であるものの、
それらはあくまで社会のルールを守った事業を行い、お客さまか
らのご満足の結果として得られるべきものです。

その点、石橋相談役は「何をしたら儲かるかという発想で事に当
たるな。どういう商品が、どういう事業が世の中のためになるか考
えろ」という貴重な教えを遺しています。当社グループの全従業員
は、この言葉を今一度かみしめ、社会価値の大切さを再認識したう
えで事業に取り組まねばならないと考えます。
「第6次中期経営計画」のスタートにあたり、当社は「リスク管理・

コンプライアンスの徹底」という重い課題を背負うこととなりました。
しかし、これを機に当社はガバナンスの再構築を図ることで、コン
プライアンスの徹底に注力いたします。そして、経営計画のゴール
では社会の皆さまから信頼されるグループ企業となるように全力
を尽くしてまいります。

さまざまな事業リスクに真摯に
向き合ってまいります

「社会価値」の大切さを改めて認識した経営の追求

企業が社会の要請に応え、ステークホルダーの皆さまから信頼
される存在であるためには、常に時代の先を見据えて、社会的課
題を的確に把握することが欠かせません。それとともに、公正なコー
ポレートガバナンスを追求し続けることが重要であると考えます。

加えて、企業が対処すべき社会的課題として、日本における少
子高齢化への対応が挙げられます。これは経営基盤のあらゆる側
面に影響が生じる課題であり、企業としては長期的な視点で積極
的に取り組むことが欠かせません。

事業と組織の規模が拡大し、社会への影響力が増大するなかで、
事業機会が増える反面、少子高齢化の影響によって、人財の確保
の面でリスクが生じかねません。また、事業ドメインの拡大により、
従来ならば想定されなかったリスクが生まれる可能性があります。
たとえ小さなミスであっても、場合によってはグループ全体の信頼
を損ねることにつながりかねません。当社はこうしたリスクの予防
をふまえてコンプライアンスの徹底を図るため、リスク管理委員会
による内部統制の充実を図っています。そして、「攻守のバランス」
に配慮した経営を進めるため、営業の現場である全国の事業所と
本社の管理部門が密接に連携し、課題の情報共有と解決に向けて
取り組んでいます。

事業におけるリスクと機会は、時代に応じて移り変わっていきます。
全役職員がコンプライアンスに対する感度を高め続け、潜在的な
リスクも含めて適切に管理していくことが、結果として事業機会の
拡大につながっていくと考えます。

社会的課題

当社グループのリスク・機会とその対応

中期CSR計画の成果（CSR自己評価指標の実績から）

倫理的行動　P063〜065

社内における倫理的行動の実態を調べる「社内CSR意識調
査」において、全社平均スコアの2018年度目標80点に対して、
実績は76.8点でした。引き続き、CSRについての意識向上に
向けて取り組んでまいります。

業務改善による組織の活性化を通じたCSRマインドの
醸成と意識向上による強固な経営基盤づくりを行います。

社会性中期計画（2016〜2018年度）における考え方と成果

CSR 経営の基盤構築に向けて

個別指標（抜粋） 実績 2018年度目標
社内CSR意識調査 76.8点 80点

CSR経営の基盤
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CSRマインドの醸成　P058〜059

社内におけるCSRマインドを醸成する取り組みの一つである「CSR
研修訪問事業所数」について、年度ごとに累計での目標を設定して
います。2018年度目標83事業所に対して、実績は85事業所とな
り、3年連続で目標を達成しました。

人権啓発　P046〜052

当社の従業員に対する人権啓発研修の受講率は2018年度目標
である200%（1人年2回の受講を想定）に対し、実績は189.9%と

個別指標（抜粋） 実績 2018年度目標
CSR研修訪問事業所数 85事業所 83事業所

■ CSR研修訪問事業所数

74事業所
2017年度 実績

85事業所

個別指標（抜粋） 実績 2018年度目標
人権啓発活動
①当社従業員
②グループ会社従業員

①189.9%
②147.7%

①200%
②100%

① 当社従業員
■ 人権啓発活動

186.7%
2017年度 実績

189.9%
② グループ会社従業員

116.4%
2017年度 実績

147.7%

主な重要課題

社会性中期計画　エンドレス ソーシャル プログラム 2021
主なKGI（経営目標指標）（2021年度目標）

工場における人権デューディリジェンスプロセスの手法を確立

2021年度末までに確立人権デューディリジェンスの確立

海外拠点におけるCSR意識調査スコアの改善率

2019年度より初回調査実施(目標設定へ)グローバル展開に向けた長期視点での経営基盤の構築

内部統制体制充実度のスコア15％向上(388→447pt)企業倫理・コンプライアンスの確立

個人の情報武装を実現させるコミュニケーション
変革基盤の確立激変するコミュニケーション環境への対応

事業継続体制スコア100点災害・異常気象を前提とした事業実施体制の確立

第6次中期経営計画へ

なりました。一方、グループ会社従業員の受講率は2018年度目標
100%に対し、実績は147.7%と目標を達成することができました。
今後も継続的な人権啓発の取り組みを推進していきます。

CSR経営の基盤
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コーポレートガバナンス

基本方針・考え方

■ コーポレートガバナンスの推進
大和ハウスグループは、社会に信頼される企業であり続

けるため、コーポレートガバナンスを経営上の重要課題と位
置付け、的確かつ迅速な意思決定・業務執行体制ならびに
適正な監督・監視体制の構築を図るとともに、多様な視点、
長期的な視点に基づいたコーポレートガバナンス体制を構
築することを基本姿勢としています。

そして、経営ビジョンに掲げる「人・街・暮らしの価値共創グ
ループ」として社会のニーズに応じた幅広い事業分野での事
業展開、積極的なイノベーション・新規分野の開拓を進めるこ
と《社会的貢献》、ならびに上場企業として中長期的かつ安定
的に資本コストを上回る経済的価値を生み出すこと《株主価
値創造》の両面を高い水準で維持・向上させる最良のコーポ
レートガバナンスを追求し、その充実に取り組んでいます。

経営ビジョンの実現のため、業務執行を担う経営幹部は、現場
主義の精神のもと、社会のニーズを常に探求し、取締役会は、社会
が求めるニーズを事業としてどのように具現化するかを審議・決定
しなければなりません。

これらの考えから、大和ハウス工業は監査役会設置会社を選択し、
社会が求めるニーズを事業としてどのように具現化するかを的確
かつ迅速に実行できる業務執行取締役を中心とした取締役会を構
成するとともに、複数の独立社外取締役を任命することにより、経
営の透明性・健全性を高め、さらに、取締役会から独立した監査役・
監査役会によって取締役会を監査（下図）しています。

当社は１3名の業務執行取締役を中心とした「マネジメント機能」
と、３名（うち、女性１名）の独立社外取締役および取締役会の意思
決定に投票しない６名（うち、社外３名）の監査役・監査役会を中心
とした「モニタリング機能」の、両面のバランスを備えたいわゆる「ハ
イブリッド型のボード」を構成しています。

また、指名・報酬に関する事項については、より独立性・客観性
を高めるために、委員の過半数を社外取締役として筆頭独立社外
取締役を委員長とする任意の「指名諮問委員会」、「報酬諮問委員
会」を設置しています。

そして、当社の持続的な発展のための中長期的な経営課題につ
いて、社外役員の有する知見を十分に取り込むため、経営全般に
関するビジョンやSDGs（国連持続可能な開発目標）・ESGへの取
り組みを含めた戦略などを議論する「コーポレートガバナンス委員
会」を設置しています。

マネジメント

■ コーポレートガバナンス体制図

選任 選任 選任

指名諮問委員会

報酬諮問委員会

諮問

答申

取締役会 監査役会
取締役

社外取締役

監査

監
査

連携

連携

連携

連携

監査

会計
監査

助言提言

監
督

選
定

報
告

連
携

意思決定に基づく
 業務執行

内部統制
推進

代表取締役社長

執行組織

業務執行機能

内部統制組織

取締役・執行役員 合同役員会

執行役員

各部門
（本社・事業部門・支社・支店）

グループ会社

内部統制委員会

リスク管理委員会

会
計
監
査
人内

部
監
査
部
門

不
動
産
投
資
委
員
会

株主総会

情報提供

コーポレート
ガバナンス委員会

サステナビリティ委員会

全社環境推進委員会

監査役
社外監査役

監督・意思決定機能

コーポレートガバナンス体制
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当社では、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために制
定した「コーポレートガバナンスガイドライン」に基づき、2015年よ
り毎年、取締役会の実効性評価を実施しています。

当社取締役会は、取締役によるアンケート方式での自己評価結
果に基づき、監査役会・取締役会により、取締役会自らの分析・評

取締役会評価

監査役会は、取締役・執行役員の職務執行の監査、株主総会に
提出する会計監査人の選任および解任ならびに会計監査人を再任
しないことに関する議案の内容の決定、会計監査その他法令によ
り定められた事項を実施しています。また、監査役会は、取締役・
執行役員の職務執行の監査に必要な事項に関し、取締役、使用人
および会計監査人から適時・適切に報告を受けるとともに、会計監
査人および内部監査部門ならびに社外取締役と必要な情報を共有
するなど、監査の質の向上と効率的な監査の実現に努めています。

監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務
の執行を監査することにより、企業の健全で持続的な成長を確保し、
社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンス体制を確立す
る責務を負っており、常勤監査役は、常勤者としての特性をふまえ、
監査の環境の整備および情報収集に積極的に努め、かつ、内部統
制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証しています。

社外監査役は、監査体制の独立性および中立性を一層高めるた
めに、法令上選任することが義務づけられています。そして、中立
の立場から客観的に監査意見を表明し、忌憚のない意見を述べて
います。

常勤監査役のうち1名は財務・会計に関する豊富な知見を有し
ており、監査役会の財務専門性を向上させています。

なお、監査役監査の状況、監査報酬については、有価証券報告
書にて開示しています。

監査役会・監査役について

当社は、定款において取締役の任期を１年と定めています。また、
取締役会が定める「取締役規程」にて、取締役の選任手続き、選定
基準を定めています。

取締役の選定基準は以下の通りです。
1. 優れた人格・見識を有し、経営感覚に優れ、経営の諸問題に精

通していること
2. 全社的な見地、客観的に分析・判断する能力に優れていること
3. 先見性・洞察力に優れていること
4. 時代の動向、経営環境、市場の変化を的確に把握できること
5. 自らの資質向上に努める意欲が旺盛なこと
6. 全社的な見地で積極的に自らの意見を申し述べることができる

こと

取締役の選任について

当社は、定款において監査役の任期を４年と定めています。また、
「コーポレートガバナンスガイドライン」および監査役会が定める「監
査役監査基準」にて、監査役の選任手続き、選定基準を定めていま
す。監査役の構成に関する考え方は以下の通りです。
１．監査役会は、その独立性確保のため過半数の社外監査役で構

成し、少なくとも1名以上を証券取引所が定める独立役員に指
定する。

監査役および会計監査人の選任について

当社の取締役会は、専門知識や経験などのバックグラウンドが
異なる多様な取締役で構成するとともに、取締役会の機能が最も
効果的・効率的に発揮できる適切な員数として、2名以上の独立社
外取締役を含む20名以内で構成することを基本としています。な
お、当社グループ女性役員数は以下の通りとなっています。

取締役会におけるジェンダー等の多様性について

当社 グループ

取締役 取締役 執行役員
1 11 2

■ 女性役員数

※：2019年４月１日現在
当社グループ公式Webサイト 
コーポレートガバナンス・コードに基づく情報開示　
取締役会全体としてのバランス・多様性・規模等に関する考え方
https://www.daiwahouse.com/ir/governance/pdf/
governance_kaiji.pdf

関連ページ

SDGs・ESGへの取り組みについては、定期的に全社環境推進
委員会、サステナビリティ委員会の委員長より代表取締役と社外
役員で構成するコーポレートガバナンス委員会に情報を提供し、重
要事項については取締役会に提言を行い、ESG推進のための活動
に取り組んでいます。

SDGs・ESGについての取締役会の監督

P041 コーポレートガバナンス体制
P151 環境マネジメント

当社グループ公式Webサイト 第80期有価証券報告書 
https://www.daiwahouse.com/ir/shouken/pdf/
80yuuhou.pdf

関連ページ

関連ページ

価を行っており、2018年においては、前年同様、外部機関の協力
を得てアンケートを実施し、回答方法は外部機関に直接回答する
ことで匿名性を確保いたしました。外部機関からの集計結果の報
告をふまえたうえで、取締役会の構成、意思決定プロセス、業績管
理等の取締役会の運営状況、社外取締役へのサポート状況、取締
役の職務執行状況等を確認した結果、当社取締役会の実効性は十
分確保されているものと評価しました。

一方、取締役会の構成の多様性や変化し続ける経営環境に対す
る必要な知識の習得などの課題についても改めて共有いたしました。

今後も、取締役会の実効性と経営システムの向上に努めてまい
ります。

CSR経営の基盤
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２．社外監査役は財務・会計、法律、経営などの専門家から選任する。
３．常勤監査役は、当社において豊富な経験を有する者から選任し、

うち1名以上は財務・会計に相当程度精通している者から選任
する。

また、会計監査人の選任などの手続についても、前記の規程に
て定めており、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、
新規の会計監査人を選任する際の方針も明確化しています。

なお、監査役の人数などの詳細については「統合報告書2019」（8
月末発行予定）をご覧ください。

当社グループ公式Webサイト
・機関構成・組織運営等に係る事項【監査役関係】
  https://www.daiwahouse.com/ir/governance/pdf/
  governance_report.pdf
・コーポレートガバナンス・コードに基づく情報開示　
  指名の方針と手続き
  https://www.daiwahouse.com/ir/governance/pdf/
  governance_kaiji.pdf

関連ページ

コーポレートガバナンス委員会は、社外取締役、社外監査役、常
勤監査役ならびにCEO、COO、CFO、代表取締役で構成し、コー
ポレートガバナンスや企業経営全般に関するビジョン・戦略等につ
いて、多様な視点、長期的な視点に基づく意見交換を行っています。

また、SDGs・ESGへの取り組みについても、当委員会に紐づく
会議体である全社環境推進委員会（委員長:環境担当役員 現：代
表取締役専務執行役員）とサステナビリティ委員会（委員長:経営
管理本部長 現：代表取締役副社長）から重要な事項の情報提供を
受けたうえで、意見交換を行っています。

当委員会は、社外取締役と社外監査役が有する知見・見識を存
分に企業経営に取り込むことによって、「より良い企業」を目指し、
中長期の企業価値向上に資することを主たる目的として開催して
います（委員長:最高経営責任者（CEO）、開催頻度:原則年2回）。

サステナビリティ委員会は、従業員や取引先の関係性など社会
性を中心とした重要課題の改善内容について審議・決定し、当該
決定に関する全社の取り組みを指示・統括しています。執行に関わ

指名諮問委員会の委員は、その半数以上を独立社外取締役とし、
委員長は社外取締役としています。指名諮問委員会は、人事担当
の取締役または執行役員より、以下に掲げる審議事項等について
諮問を受け、協議を行い、指名に係る公正性・客観性を強化するこ
とを目的としています（開催頻度:原則年1回）。

指名諮問委員会における主な審議事項は以下のとおりです。
1.取締役として望まれる要件
2.社外取締役の独立性・中立性の要件
3.取締役候補者の推薦

監督機能の実効性を高めるための委員会

■ コーポレートガバナンス委員会

■ サステナビリティ委員会

■ 全社環境推進委員会

■ 指名諮問委員会

全社環境推進委員会はグループ・グローバル一体での環境経
営の推進組織として設置されており、当社グループが取り組むべ
き環境活動の基本的事項および環境に関するリスクや機会につい
て審議・決定し、全グループの環境活動を統括しています。また委
員会の執行に関わる組織として、各担当役員をトップとした10の
専門部会を設置し、3ヵ月に一度の部会レビューを実施する等、部
門横断型の小単位での部会活動の充実により、きめ細かな改善活
動を進めています。

当社の環境経営に関する重要な事項は、全社環境推進委員会か
ら「コーポレートガバナンス委員会」に情報提供を行う体制になっ
ています（委員長:環境担当役員、開催頻度:原則年2回）。

報酬諮問委員会の委員は、その半数以上を独立社外取締役とし、
委員長は社外取締役としています。報酬諮問委員会は、人事担当
の取締役または執行役員より、以下に掲げる審議事項等について
諮問を受け、協議を行い、報酬に係る公正性・客観性を強化するこ
とを目的としています（開催頻度:原則年1回）。

報酬諮問委員会における主な審議事項は以下のとおりです。
1.取締役の報酬等に関する方針
2.取締役の報酬制度
3.取締役の報酬等の決定プロセスの妥当性
なお、取締役の報酬については有価証券報告書にて開示してい

ます。

業務執行に関わる委員会（マネジメント委員会）としては、幅広い
事業領域での事業展開を行ううえで、取締役会において意思決定
したことを迅速かつ的確に実行するための「合同役員会」、取締役
会における意思決定や経営の舵取りに必要となる事項の審議機関
としての「不動産投資委員会」や、全社的な内部統制システムの監
督ならびに運用の実効性確保のための「内部統制委員会」「リスク
管理委員会」を設置し、ビジネス機会への確実性の高いアプロー
チとリスクコントロールのバランスを備えた事業展開に努めてい
ます。

業務執行に関わる委員会

■ 合同役員会
取締役会と執行役員の意思疎通を図り、取締役会で意思決定された

事項を適切に執行するための合議体として設置しています（議長:社長）。

当社グループ公式Webサイト 第80期有価証券報告書
https://www.daiwahouse.com/ir/shouken/
pdf/80yuuhou.pdf

関連ページ

■ 報酬諮問委員会

る分科会では、無形資産の可視化とESG観点からの企業価値向
上にむけた部門横断型プロジェクトの運営、ESG投資に関わる外
部評価対策と適切な情報の開示、中期CSR計画の進捗確認と次
期計画の策定など、ESG側面における実態的な取り組みを推進し
ています。会議体として、当社の社会性の重要事項について、「コー
ポレートガバナンス委員会」への情報提供を行っています（委員長:
経営管理本部長、開催頻度:原則年1回）。
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■ 内部統制委員会
「内部統制システム構築の基本方針」の定めに則った適切な内部

統制システムの構築のため、その運用状況の報告を求め、監督し
ます（統括責任者:社長、委員長:経営管理本部長）。

■ リスク管理委員会
大和ハウスグループの経営に関わるリスクの予防・抑制、リスク

発生後の損失の軽減およびそれらを行うためのリスク管理システ
ムの構築・維持を行っています（委員長:経営管理本部長）。

■ 不動産投資委員会
【不動産投資委員会の設置】

大和ハウス工業では、不動産開発事業への投資について、その
事業性およびリスクを評価し、十分に審議・検討することにより適
切な判断を期するため、不動産投資委員会を設置しています。委
員会は原則10日に1回程度開催し、議長は代表取締役社長が務め
ています。なお、会社の意思決定は委員会と並行して行われる電
子稟議決裁および取締役会決議により行われます。

不動産投資委員会では、稟議および取締役会の意思決定に資す
るために、投資金額区分に従い、一定額以上の国内外の不動産投
資案件について審議を行っていますが、「東京オリンピック・パラリ
ンピック」関連案件、公共性の高い施設などの運営権などに関する
案件（空港、公園、道路などのインフラ施設関連コンセッション）、こ
の他、土地・施設が官民いずれのものでも、社会的な影響が大き
いニュースバリューを有する案件や、会社に大きな風評被害をも
たらすリスクを秘めている場合や、共同事業者の構成により当社
の出資比率が低くても実質的に全責任を負うリスクがある場合な
どは、金額要件にかかわらず審議の対象としています。

【独自の基準に基づいた審議】

■ 対象となる主な不動産開発事業

分譲住宅、分譲マンション
などの販売用不動産

特別目的会社（SPC）などへの
出資を伴う収益不動産

土地の購入・賃貸、建物建設
による収益不動産

PFI事業、再開発事業、
土地区画整理事業など

■ 投資判断のためのリスク評価

【経済的なリスク評価】
・IRRをハードルレートに設定※

【多面的なリスク評価（15部門、25項目）】
・経営理念・経営戦略・ブランドイメージとの合致
・法的リスク
・土壌・地下水汚染、地盤リスクなど環境への影響
・建築費の妥当性　など

＋

※ WACC（株主資本コストと負債コストの加重平均）を基準にリスクプレミアム等を加味して設定。

審議の際は、該当する案件についての起案部門および関連部門
からの説明などに基づき十分な審議を行います。投資基準につい
ては、IRRをハードルレートに設定し、当該基準をクリアした場合に
投資実行が採択されますが、同時に、投資実行が当社の経営理念・
経営戦略・ブランドイメージと合致しているかといった側面、また、
法的リスク、土壌・地下水汚染、地盤リスク、建築費の妥当性など、
多面的なリスク評価（15部門、25項目）を行い審議します。従って、
経済的な観点からはクリアする投資案件であっても、当該投資実
行が当社の目指すべき姿・ビジョンと大きく相違する場合や、環境
への影響が大きい場合などには、当該投資は採択されません。  

■ 取締役会開催状況（対象:取締役、監査役）

2018年度（回） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭
取締役 18/18 18/18 18/18 19/19 18/19 18/19 19/19 18/19 19/19 18/19 19/19 16/19 17/19 18/19
監査役 6/6 6/6 6/6 5/6 5/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6
出席率 100% 100% 100% 96% 92% 96% 100% 96% 100% 96% 100% 88% 92% 96%

決議事項 7 6 3 7 3 3 6 2 6 5 5 5 11 3
報告事項 1 2 0 1 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0
所要時間 120分 130分 40分 90分 75分 65分 65分 60分 80分 85分 90分 60分 125分 45分
開催月 4月 5月 5月臨時 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 3月臨時

■ 合同役員会開催状況（対象:取締役、執行役員、監査役） ■ コーポレートガバナンス委員会開催状況
（対象:社外取締役、社外監査役、常勤監査役、
CEO、COO、CFO、代表取締役）

■ 指名諮問委員会開催状況
（対象:独立社外取締役、代表取締役会
長、代表取締役社長）

■ 報酬諮問委員会開催状況
（対象:独立社外取締役、代表取締役会
長、代表取締役社長）

2018年度（回） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
取締役 18/18 18/19 18/19 19/19 18/19 18/19 19/19 16/19
監査役 6/6 5/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6

執行役員 41/41 38/40 39/40 40/40 41/41 41/41 41/41 41/41
出席率 100% 94% 97% 100% 98% 98% 100% 95%
開催月 4月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月

2018年度（回） ① ②
出席数 16/16 16/16
出席率 100% 100%
開催月 7月 1月

2018年度（回） ① ②
出席数 48/49 51/51
出席率 98% 100%
開催月 6月 11月

2018年度（回） ①
出席数 4/5
出席率 80%
開催月 9月

2018年度（回） ①
出席数 5/5
出席率 100%
開催月 4月

■ 全社環境推進委員会開催状況
（対象:環境担当役員、専門部会担当者）

■ サステナビリティ委員会開催状況
（対象: 経営管理本部長、各部門長、
サステナビリティ委員）

2018年度（回） ①
出席数 49/49
出席率 100%
開催月 9月
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中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブ制度

当社は、経営環境の変化に対し、上場企業の経営者として、あく
まで中長期的な企業価値向上に向けた適切な経営判断がなされ
るよう、短期的な業績目標達成へのインセンティブと共に、中長期
的な企業価値向上に対する報奨の仕組み（株式報酬）を導入するこ
とで、バランスを備えたインセンティブ制度の構築を図っています。
各要素の目的は以下に記載の通りです。

業務執行取締役を支給対象とし、「利益を出し、企業を成長・発
展させる」ことへの対価として、連結経常利益の0.5%以内で、金
銭にて業績連動型報酬として支給します。なお、当該事業年度の
実績に対する役員への支給額について株主の皆さまの意思をお諮
りすべく、毎年の株主総会議案に上程しております。（KPI:連結経
常利益） 

■ 年次賞与

すべての取締役および監査役を支給対象とし、「職責を果たす」
ことへの対価として、金銭にて固定報酬として支給します。なお、
取締役の報酬限度額は月額7,000万円（1996年6月27日開催の
第57期定時株主総会決議）、監査役の報酬限度額は月額1,800万
円（2019年6月25日開催の第80期定時株主総会決議）です。

■ 基本報酬

業務執行取締役を支給対象とし、株主利益とのより一層の連動を
図り、中長期的な企業価値向上へのインセンティブを高めるため、株
式にて業績連動型報酬として以下の2種類の株式報酬を支給します。
①業績連動型譲渡制限付株式報酬（以下、「譲渡制限付株式報酬」）

中期の業績目標達成と長期の株主価値向上へのコミットメン
トを促すために支給します。中期経営計画の開始とともに、役位
に応じた基準株式数を定め、中期経営計画期間における各事業
年度の営業利益の達成度合いに応じて、退任までの譲渡制限を
付した当社株式を交付する制度です。（KPI:中期経営計画期間
の営業利益）なお本株式報酬は、当社及び当社グループ会社の
経営幹部も対象としております。

②株式交付信託
「長期的な株主価値創造」への対価として支給します。
株主総会にて決議した金額を上限に金銭を信託、当社株式を

取得し、ROE（自己資本当期純利益率）の達成度に応じて取締役
に株式を交付する制度です。

■ 株式報酬

当社グループ公式Webサイト 
コーポレートガバナンス・コードに基づく情報開示
https://www.daiwahouse.com/ir/governance/pdf/
principle3-1-3.pdf

関連ページ

【支給額の決定】
支給額については、上記の方針に則するとともに、より中長期的

な企業価値向上へのインセンティブとなる株式報酬については、
原則10%程度を確保するよう努めます。なお、各業績連動型報酬
の支給額の決定方法は当社Webサイトに記載の通りです。

役員の自社株保有について

当社は、株主との利益共有意識を醸成し、株主の利益を尊重し
た行動に資するため、持株会などを通じて役職員の自社株保有を
推奨しております。

特に、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に重要
な役割を果たす経営者および経営者候補生については、以下のと
おり持株ガイドラインを定め、原則として一定数以上の自社株を保
有することとしております。

【持株ガイドライン】
〈当社取締役〉
原則、就任から3年以内に当社株式を6,000株以上保有する

〈執行役員〉
原則、就任から3年以内に当社株式を3,000株以上保有する

〈グループ会社取締役〉
原則、就任から3年以内に当社株式を2,000株以上保有する

【持株ガイドラインについて】

当社グループでは、2007年に「グループマネジメント規程」を制
定し、グループ各社は自主自立の精神をもって事業の発展を図る
ことを基本原則としつつ、重要事項については当社に報告を求め
るというルールを採用しています。これにより、グループ各社の機
動的・効率的な業務遂行を尊重しつつ、当社による適度な管理・規
律を及ぼして、業務の適正を担保しています。

経営管理に関しては、国内・海外の主要なグループ会社に対し
て毎月損益の状況を報告させるとともに電話カンファレンスを実
施しています。これにより、期初に立案した事業計画に対する業績
の進捗確認や課題の共有を図り、業績見通しの早期把握を行って
います。

グループ全体での内部統制推進の取り組み

CSR経営の基盤
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P195〜196 企業倫理綱領および行動規範 「人権の尊重」
P198〜200 CSR調達ガイドライン

（取引先行動規範、企業活動ガイドライン、物品ガイドライン）

関連ページ

人権マネジメント

基本方針・考え方

人権尊重へのコミットメント
人権尊重の推進アプローチ
・人権デューディリジェンスの継続的な実施

【お客さまの人権の尊重】【社員の人権の尊重】
【ビジネスパートナーの人権の尊重】
【地域社会の人々の人権の尊重】

・ステークホルダーとの対話・協議
・教育
・報告

※1 国際労働機関（ILO）の中核的労働基準: 第86回ILO総会（1998年）
において採択された「労働における基本的原則及び権利に関する
ILO宣言」において定められた原則で、「結社の自由及び団体交渉権
の効果的な承認」「あらゆる形態の強制労働の禁止」「児童労働の実
効的な廃止」「雇用及び職業における差別の排除」からなっており、す
べての加盟国（日本を含む187ヵ国）は、この基本原則を尊重し、促
進し、かつ実現する義務を負っています。

大和ハウスグループ人権方針（項目のみ抜粋）

（2018年1月制定）

大和ハウスグループは、「世界人権宣言」や、国連グローバ
ル・コンパクト、国際労働機関（ILO）の「中核的労働基準」※1

などの国際基準を支持し、企業倫理綱領において「人権の尊
重（私たちはあらゆる人の尊厳と基本的人権を尊重し、人種・
国籍・民族・性別・性的指向・性自認・障がいの有無・年齢・
信条・社会的身分などを理由とした一切の差別を行いませ
ん）」を定めています。また、2018年1月には、国連「ビジネ
スと人権に関する指導原則」に記載のある、人権を尊重する
企業の責任を理解したうえで社外の専門家からの助言を得
たのちに、2017年12月の取締役会決議を経て「大和ハウス
グループ人権方針」を制定しました。取引先に対しては、人権、
労働慣行、環境保全、贈収賄（腐敗防止含む）など社会性・環
境性の包括的な基準として「CSR調達ガイドライン」を定め、
人権の尊重を「取引先行動規範」の一つとして明記し、サプ
ライチェーン上の人権問題に対しても責任ある対応に努め
ています。

今後の課題は、海外での事業の拡大に伴い、より広く、よ
り複雑になるサプライチェーンやバリューチェーンにも対応
できる人権マネジメントです。当社グループの事業により権
利を侵害されてしまう人を1人でも多く減らすべく、人権デュー
ディリジェンスの観点から影響の把握・モニタリング、課題
の抽出、改善の仕組みをより強化していきます。なお、既存
の取り組みとしては木材の調達による原産地の先住民の権
利侵害低減などが挙げられます（P049参照）。

さまざまなステークホルダーの尊厳や基本的人権の尊重
は、一人ひとりの従業員の日々の業務によりもたらされます。
このため、当社では人権に関する教育の実施を重んじており、
毎年4月に社長名で人権啓発活動方針を定め、全従業員が
年2回以上の研修を受講するように周知しています。

■ 人権啓発ビジョン
建設業を主体とする当社グループでは、完成品を販売する

他の業態と異なり、営業・設計・工事等を担当する従業員が、
お客さま、取引先、地域市民などの多様なステークホルダー
と直接コミュニケーションを行いながら建物を作り上げてい
ます。そのため、事業を通じた人権侵害への加担を回避して
いくには、従業員に対する人権啓発が特に重要となります。

当社グループは、「企業は人権を尊重する責任がある」と
の信念のもと、従業員に対する人権啓発活動を継続的に行っ
てきました。そして2015年の創業60周年を機に、今後を見
据えて従業員自らが主体的に人権啓発に参画していくこと
を目指して、「私たちの人権啓発ビジョン」の策定・周知を行
い、目指す姿と方向性を全従業員で共有しました。

また、当社全事業所の人権啓発活動、人権マネジメントの
体制構築の方針について、年1回、期初に「人権啓発活動方
針」を社内通達にて発信しています。

当社グループ公式Webサイト 大和ハウスグループ人権方針 
https://www.daiwahouse.com/sustainable/csr/jinken/

関連項目

̶私たちの人権啓発ビジョン̶

常に公正で公平な対応の実践
私たちは、目指す姿に近づくために、人権啓発をはじめ、さまざま
な機会を通して、能動的に学習し、自らの人権感覚を高めます。
［人権感覚向上サイクル］

知識を得る
事実やスキル
などを学ぶ体験からの気づき 新たな見方

意識を変える
自分自身を
見つめ直す

態度に変化

適切に行動する
正しい理解に基
づき行動に移す

私たち自身が、目指す姿に近づくことで、ステークホルダーの皆さま
に良い影響を与えることができます。

さまざまな人に配慮した商品やサービスを提供し、
お客さまの心豊かな暮らしを支えます。
人権に対する真摯な取り組みにより企業価値を高め、株主の信頼につなげます。
ビジネスパートナーとの共存共栄の精神を育み、
相互理解に基づく対等な関係を築きます。
従業員の多様な個性を肯定的に受容し、働きがいがあり、
能力や人格を高め合う企業風土を創ります。
地域市民の想いを理解し、偏見のない共生社会の実現に貢献します。

大和ハウスグループ従業員が、人権啓発(教育)を通して目指す姿を共有するために
人権啓発ビジョンを制定しました。 (2015年4月)
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■ 人権に関する中期CSR計画の重要課題と本レポートの掲載ページ
対象 人権に関する中期CSR計画の重要課題 人権に関する主なテーマ 掲載ページ

CSR経営の基盤
人権問題への対応 あらゆる差別、ハラスメントの防止

P046〜052
人権啓発 従業員が各ステークホルダーへ与える影響を

ふまえた人権啓発活動

お客さま
高品質な商品の提供 商品の安全性 P071〜076

お客さまとの適切なコミュニケーション 人権侵害につながるマーケティング・コミュニケーションの規制、
個人情報管理 P076〜078

従業員
安全かつ健康的に働くことのできる職場 労働安全・衛生 P089〜092
多様な従業員が柔軟に働ける職場づくり 差別の禁止、ダイバーシティの推進 P095〜097

取引先
CSRの取り組みにおける取引先への働きかけ　 サプライチェーン上の人権・労働慣行への対応 P106〜109
施工会社における労働条件の改善と人財の確保 施工協力会社従業員への安全衛生、労働環境改善 P109〜111

地域市民 地元地域発展のための積極的な関わりや連携　 NPO等との協働・支援
工場における地域市民との交流 P125〜131

大和ハウスグループは、いかなる企業も従業員なくして事業を
営むことはできず、企業による「人権を尊重した事業活動」、「人権
侵害に加担しない事業活動」とは、従業員一人ひとりによる公正な
業務が結集した姿である、ということを十分に認識しています。ゆ
えに、各業務を担う従業員に対する啓発・教育活動こそが、人権マ
ネジメントにおいて最も重要な取り組みである、という考えのもと、
人権リスクの調査・把握、対応（改善・救済を含む）を行う体制を整
えています。

特に「差別」は、「個人の特性を無視し、所属している集団や社会的
カテゴリーに基づいて、合理的に説明のできない異なった（不利益な）

マネジメント 取扱いをする社会問題である」と理解しています。建築物を含む不
動産は、お客さまにとって大事な財産であるうえ、建物の建設は当
社従業員が中心となり、お客さま、取引先、地域市民などの多様な
ステークホルダーとの直接的なコミュニケーションの末に作り上げ
るという事業特性をもっているため、従業員が人権に関して正しい
理解をしていなければ、無自覚に差別に加担してしまいかねません。

大和ハウス工業の人権に関する取り組みは、人権関連団体や人
権課題の各分野の専門家との情報交換・エンゲージメントを継続
して実施することにより強化しています。こうした人権マネジメン
ト体制を国内に限らず海外でも同等のレベルで運用できるように
することが現状の課題であると認識しています。

■ 人権マネジメントの体制

対象ステークホルダー 方針 影響調査・モニタリング 課題への対応計画・実行 通報制度・相談体制

すべてのステーク
ホルダー

・大和ハウスグループ
  人権方針（コミットメ    
  ント）
・企業倫理綱領・
  行動規範

各ステークホルダーの代表である「各種
団体・NGO」とのエンゲージメントを通
じた人権課題の把握

以下調査等からの把握

サステナビリティ企画部が中心となり、人権
課題への対応を担う本社各部門、事業所へ
の対応促進

以下の各種通報制度に寄せられた人
権問題への対応

・公式Webサイト相談窓口（障がい者  
  差別解消法に関する相談について等）

お客さま CS理念 ・CS関係のアンケート
・建物の安全性・品質に関する各種検査

・CS委員会を通じた改善
・品質保証体系に則った建物の安全性の改善 ・ダイワハウスお客さまセンター

当社の従業員

・人権啓発ビジョン
・人権啓発活動方針
 （代表取締役社長に
 よる方針）

・人権実態調査
・CSR意識調査
・社員意識調査（ビューリサーチ100）

・人権啓発研修業務計画
 （人権啓発推進組織図含む）
・CSR意識調査をもとにした職場の意識改善
・取引先アンケート調査をもとにした
  当社事業所の改善

・企業倫理・人権ヘルプライン
・リスク情報ホットライン
・監査役通報システム
・各事業所の総務部門
 （ハラスメント等への相談体制）

取引先
（施工協力会社、サプラ
イヤーの従業員）

・CSR調達ガイド
 ライン

・取引先アンケート調査
・CSR調達ガイドラインに関する
 セルフチェック
・CSR木材調達調査

・CSR調達部会を通じた取引先への改善依頼
・セルフチェックによる取引先の主体的な
  改善推進

・パートナーズ・ホットライン

国際的なイニシアティブへの参画

当社は2018年4月より、「国連グローバル・コンパクト」にも参加。
国連グローバル・コンパクト、ユニセフが共同で発表した「子ども
の権利とビジネス原則」の支持をはじめ、社会課題の解決に積極的
に取り組み、「『人・街・暮らしの価値共創グループ』として、事業を
通じて人権が尊重される社会の実現に貢献する」というコミットメ
ントの実践に努めています。

当社は、人権問題の解決を目的にしている団体の趣旨に賛同し、
会員または賛助会員となり、各種イニシアティブ等に参画しています。
また、一般社団法人 部落解放・人権研究所および大阪同和・人権問
題企業連絡会に参画し、こどもの権利や人権侵害に関するセミナー
への参加、出版物の購読などにより、継続的に情報を収集しています。

【連携している主な団体】
①一般社団法人 部落解放・人権研究所

あらゆる差別の撤廃と人権確立社会の実現を目指している団体

人権団体・イニシアティブとの連携
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人権リスクの把握

当社グループでは従業員の人権の意識や実態を把握するた
め、4年ごとに実態調査を行っています。調査結果については、本
社担当部署にて事業所、グループ会社ごとに集計・分析を行い、

「フィードバックシート」にまとめて問題点や課題を明らかにしてい
ます。

各社、各事業所の人権啓発推進員は調査で判明した問題点や課
題をふまえて、以後の人権啓発活動の企画に役立てる仕組みとし
ています。

また、2018年10月には、グローバル内部通報制度の運用を開
始し、海外拠点から現地語による法令違反や社内規則違反、不正
行為の通報ができる窓口を整備しました。

当社グループでは、下記の通り社長を委員長とする人権啓発推
進委員会を組織し、グループ全体の人権啓発活動の実施状況を定
期的に確認しています。毎年4月に「人権啓発活動方針」を人権啓
発推進委員長である社長名で通達しており、今年度は大和ハウス
工業の国内89事業所および30社のグループ会社より前年度の研
修実績と今年度の人権啓発推進体制（組織図）と活動計画の報告を
受けています。各職場での定期的な研修実施を徹底させる他、個
別の人権問題にも迅速に対応・報告できる体制としています。

人権啓発活動の推進体制

取締役会

人権啓発推進委員会

大和ハウス工業事業所
人権啓発推進委員会

＜事務局＞サステナビリティ企画部 人権グループ

グループ会社
人権啓発推進委員会

委　員　長
副 委 員 長

社 長
担当取締役

：
：

事 業 所 長
管理部門責任者

：
：

委 　 員 　 長
人権啓発推進員

：
：

委 　 員 　 長
人権啓発推進員

グループ会社社長
管理部門責任者

■ 人権啓発推進委員会組織図

■ 人権啓発研修の実施
当社では、正しい知識習得を目的として人権啓発研修に注力して

います。各事業所において、年2回以上（各グループ会社では年1回
以上）の人権啓発研修を全従業員が受講するように徹底しています。

さらに、階層別研修においても、人権に関するテーマを必ず扱う
ようにし、立場や業務と人権との関わりの理解・浸透に努めています。

■ 土地調査実施時のガイドラインの作成
当社は建設業者であり、土地を扱う企業として部落差別（同和問

題）に加担しないように徹底しています。部落差別につながる「同
和地区の所在を調べる」「同和地区を人に教える」行為は、宅地建

P054 各種の通報制度関連ページ

企業倫理・人権ヘルプライン

当社グループでは、2004年から雇用形態にかかわらずグループ
の全従業員が利用できる内部通報・相談窓口と内部通報者保護規
程の運用を始めました。2013年より「企業倫理・人権ヘルプライン」
と改称し、内部通報だけではなく職場や人権の問題などさまざまな
通報・相談を受け付け、問題の早期発見・解決を図っています。

解決にあたっては、匿名による通報も受け付けられるようにして
いる他、事実関係の確認・調査にあたっては相談者だけではなく、

②大阪同和・人権問題企業連絡会
同和問題の早期解決は国民的課題であり、企業のCSRの観点
から行政と協調しながら同和問題の正しい理解・認識を深める
ことを目的としている団体

③一般社団法人 公正採用人権啓発推進センター
企業等自らが公正な採用選考の確保および社内人権研修の推
進に向けて積極的に取り組むことを目的に設立された団体

④大阪市企業人権協議会
社会に対する影響力の大きい企業が相互に研鑽・啓発し、「明る
い社会づくり」の実現に向かって、活動を進めている団体

⑤NPO法人 ニューメディア人権機構
インターネットを活用してさまざまな人権問題の解決に貢献す
ることを目的に設立されたNPO法人

⑥NPO法人 多民族共生人権教育センター
21世紀の「多民族社会日本」を視野に入れつつ、「日本人」と「外
国人」の真の共生社会の実現を目指して設立されたNPO法人

⑦ノーマライゼーション協会
「すべての人の人権を基軸としたノーマライゼーション社会の実現」
を理念として、障がい者、高齢者の日常生活や地域福祉を支援・
推進するための社会福祉事業や事業所・施設の経営・運営など
を行っている社会福祉法人

⑧大阪不動産マーケティング協議会
人権を経営に活かす企業が自主的に集まり、人権意識とマーケティ
ング力の向上に取り組み、差別のない社会の実現を目指す団体

申し出の対象である従業員や、調査に協力する第三者のプライバ
シー保護にも注意を払い、守秘義務の遵守のもとで関係者のヒア
リングなどを実施し、適正な措置と再発防止に努めています。また、
解決後もケースによっては相談者が報復行為を受けていないか、
対応後の改善が図られているか等の状況を確認し、相談者の保護
に努めています。

再発防止に向けては、事業所相談担当者など関連部門との情報
共有を図り、リスクの周知徹底や研修での注意喚起を行っています。
また当社のサステナビリティ企画部や法務部、人事部にグループ
従業員を対象とした相談窓口を設置し、法令違反や人権・職場環
境などさまざまな問題の顕在化を図っています。社内に複数の窓
口を設けることにより、従業員の通報・相談の心理的ハードルを下
げ、早期に相談しやすい環境を整えています。

このほか、当社グループ従業員と取引先との関係における、取引先か
らの通報制度である「パートナーズ・ホットライン」においても「企業倫理・
人権ヘルプライン」と同様に人権に関わる問題を受け付けています。
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P089 労働問題に関する各種体制の構築関連ページ

P167〜168 調達・自社活動における生物多様性保全関連ページ

■ 取引先の人権リスク評価
当社ではCSR調達ガイドラインのなかに「取引先行動規範」を記

載し、工場内で働く協力会社や工事現場で働く施工会社（すべて
の1次下請会社）に対し、ガイドライン制定時に同意書を提出して
いただいています（グループ全体の同意書回収実績 6,593社／
6,911社、回収率95.4%）。ガイドラインおよび取引先行動規範に
は、労働安全・労務関係（強制労働・児童労働・ハラスメントを含
む）などについて定めており、その遵守状況については、当社独自
のチェックリストをもとにモニタリングを行っています。これにより
サプライチェーンにおける人権リスクを発見し、問題が確認されれ
ばその都度是正を行うほか、再発防止のための教育を行うことと
しています。また、当社従業員の下請け会社に対する発注内容や
その態度に不正や不適切な点がないかに関しても毎年「取引先ア
ンケート調査」を実施。人権侵害の無い、健全で良好な関係構築を
図っています。

木材の調達については、当社の購入する原材料のなかでも特に
産地の先住民の人権侵害に関わるリスクが高いことから、当社の木
材調達の大部分を占める購買部、商品開発部、設計施工推進部、マ
ンション事業推進部、グループ会社が管轄する取引先に対して、年
1回の調査を実施し、モニタリングを行うとともに、基準に満たない
木材を調達した取引先に対し、ヒアリングや是正を行っています。

また、国内の建設現場における外国人の就労が増加しており、
一部ではその不正な雇用手続きや法令に違反する就労実態（賃金
の未払い等）が社会問題となっている状況をふまえ、当社では国土
交通省の「外国人就労者受入事業に関する下請指導ガイドライン」
に則した社内ルールを運用し、外国人労働者の権利が侵害される
ことのないよう注意を払っています。当社が施工する建設現場に
おいて外国人労働者が入場する場合には、必ず事前に法的な就労
資格を有することの確認を行う他、入場時にも本人確認を徹底し
ています。なお2018年度において、当社への公的な強制労働・児
童労働の申し立てはありませんでした。

当社は、「労働時間を適正に管理すること」は労務コンプライア
ンス上、最低限のルールであることを全管理職に周知し、徹底させ
ています。さらに当社は行動規範で「公正な採用活動」を定めてい
ます。労働基準法を遵守することは当然ながら、従業員の公正な
採用選考においても一般社団法人公正採用人権啓発推進センター
の発起人企業として取り組んでおり、当社および大和リースは、「公
正採用・人権啓発に積極的に取り組む企業」としての認証を受けて
います。

を把握する取り組みとして、全事業所において日々の勤怠をパソ
コンで管理するシステムを導入しており、出社・退社時刻の記録や
時間外勤務の指示から承認までの流れを情報システムで一元管理
しています。そのうえで、従業員の深夜残業をなくして心身の負担
の軽減を図るとともに、業務のあり方を見直すなど、長時間労働の
是正に努めています。

差別事例の総件数と実施した是正措置
主な取り組み

当社の各事業所、およびグループ会社には人権啓発推進員を配
置し、個別の人権問題に迅速に対応・報告できる体制を構築して
います。また、ハラスメントに関しては、各事業所で人権啓発推進
員と異なる性の「ハラスメント防止エキスパート」を選定し、より相
談を受けやすい体制を整えています。（各事業所からの相談報告
件数：2016年度⇒8件、2017年度⇒20件、2018年度⇒25件）
※本組織への報告とは別に、別途従業員が内部通報・相談をすることができる窓口「企業倫理・

人権ヘルプライン」を運営し、ハラスメントに関する相談対応等を実施しています。

P054 各種の通報制度関連ページ

事業におけるステークホルダーへの
人権デューディリジェンスの結果

■ 従業員の人権リスクの評価
当社ではお客さまをはじめとする従業員・取引先の従業員以外

のステークホルダーからの人権侵害に関するご相談に関しては迅
速に個別具体的対応を行う他、従業員に対しては「人権の尊重」を
含む大和ハウスグループ企業倫理綱領の理解度・浸透度を確認す
る取り組みとして「CSR意識調査」を毎年実施しています。2004年
度より継続的に実施しており、2018年度には当社グループ全体で
47,690名の回答がありました。さらに、この調査とは別に各職場
の人権意識および人権侵害の実態把握を目的とし、4年ごとに「人
権問題に関する実態調査」を実施しています。当社では2015年に、
グループ会社（31社）では2017年に実施し、それぞれ11,237名（回
答率75.6%）、35,260名（76.9%）の回答がありました。回答結果
は各事務所やグループ会社へフィードバックされ改善に活用され
ています。2017年度にグループ会社を対象に実施した実態調査
では、複数の会社で「パワー・ハラスメント防止」や「同和問題の知
識や意識」に関して改善する必要性が確認されました。これを受け、
特に結果が悪かった会社に対しては、人権啓発推進員と本社サス
テナビリティ企画部員による個別打合せを行い、実態に応じ管理
職を対象にした研修や、全従業員を対象とした研修を実施しました。

上記の調査や企業倫理・人権ヘルプラインには例年労務環境の
改善を求める意見が複数寄せられています。このような労働に関
する基本的権利の尊重を目的とし、当社では、労働時間数の実態

物取引業者としては決して行ってはならない行為です。新入社員
に対する人権啓発研修は、まず同和問題に関して正しい知識を習
得することを重視したプログラムとしています。さらに、2011年に
は事業用地を仕入れる際に行う市場調査のガイドラインを作成。
具体的には「学校区（学校）を評価するような質問は設けない」など、
土地に起因する差別に発展する調査項目は設定しない旨などを定
めています。同時にチェックリストも作成し、受領した調査報告書
のなかに差別に発展する恐れのある表記がないかの確認も行って
います。
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■ 従業員とのエンゲージメント
当社グループでは「CSR意識調査」の集計結果を対前年比較や

全社平均比較ができるシートにまとめて各事業所・部門にフィード
バックを行っています。各職場では主に人権啓発推進員が社員に対
してその結果を説明し、説明を受けた従業員は自分たちの課題や
取り組みの不足している箇所をふまえて、改善計画を立案し、計画
書を本社へ報告することとしています。そして、改善活動の成果は、
また翌年度の調査結果で確認する、という仕組みを運用し、継続的
な職場改善を行っています。「人権問題に関する実態調査」の結果は、
本社の担当部署にて各事業所、各グループ会社ごとの集計結果の
分析を行い改善へ向けた総括を記載した「フィードバックシート」を
作成し、問題点や課題を可視化しています。人権啓発推進員は問題
点や課題をふまえて、研修をはじめとする人権啓発活動の企画に
役立てています。これらの仕組みの運用により、職場の人権課題に
関しては従業員とのエンゲージメントを図っています。

なお、当社では人権団体・イニシアティブとの連携を図っており、
一部のグループ会社では人権団体から研修の講師を招聘するなどし
て、社外の専門家の方々からの協力も得ながら改善を図っています。 

人権デューディリジェンスにおける
ステークホルダーエンゲージメント

当社グループは人権方針において、事業活動に関する既存の各
方針やガイドラインに基づく取り組みを活用しながら、人権デュー
ディリジェンスを実施し、ステークホルダー（主に、お客さま、従業員、
取引先、地域社会の方々）の人権を尊重していく旨を明記しており
ます。当社の事業活動がステークホルダーに与える影響について
のモニタリング方法としては、各種のアンケートを活用し、結果の
説明（フィードバック）を着実に実施し、意見をいただくことがエンゲー
ジメントにもなると考えております。

お客さまに対しては顧客満足関連のアンケート、従業員に対して
は「人権問題に関する実態調査」（4年ごとに実施）、「CSR意識調査」

（毎年実施）、「社員意識調査（ビューリサーチ100）」（4年ごとに実
施）、取引先に対しては「取引先アンケート調査」（毎年実施）、「CSR
木材調達調査」（毎年実施）、CSR調達ガイドラインに関する「セルフ
チェック」（2年ごとに実施）、を行っています。また、日頃から地域社
会の方々の代表である各種団体・NGOの活動に参加したり当社の
取り組みに対するご意見を頂戴することで課題の把握を行っています。

P065 事業所CSR経営のPDCAにおける主な取り組み
P107 サプライチェーン上の会員組織について

関連ページ

■ 人権問題に関する実態調査 フィードバックシート

■ 取引先とのエンゲージメント
当社グループでは、協力会連合会会員に対し毎年1回「取引先ア

ンケート調査」を実施し、現場の労働安全の確保状況や適正な工
事期間の確保状況、工事代金の支払いに関する問題の有無などを
確認しています。2018年度の回答率は77.2%でした。調査結果
およびそれに基づく改善活動の計画は、各事業所で定期的に開催
している取引先を対象とした安全衛生協議会などの機会を活用し
て説明・周知をしています。前年度の改善活動の効果は、次年度
のアンケートで評価する仕組みとしています。そして、サプライヤー
や施工協力会社の会員組織（トリリオン会、協力会連合会など）と
の会合を通じて、安全や労働環境などについての対話を継続して
います。

■ その他ステークホルダーとのエンゲージメント
当社グループは人権問題の解決を目的とした各種団体と人権

デューディリジェンスの観点でも連携しています。
2018年度は、当社と一部のグループ会社において従業員意識

調査や研修時に実施したアンケートの回答などから、外国人と共に
働くにあたっての留意事項に関する研修を求める声が複数あった
ことを受け、2019年1月に本社・本店の管理職・リーダー層の従
業員を対象に、NPO法人多民族共生人権教育センター理事・事
務局長の文公輝（ムンゴンフィ）氏に「外国人への差別防止と共生
につなげるために」と題し、研修を実施していただきました。

また、2019年1月には一般社団法人おおさか人材雇用開発人
権センターからの要請を受け、2018年度雇用問題研究会「SDGs
と企業〜誰もが活躍できる未来にするために〜」において、企業か
らの取り組み事例報告を実施。企業、行政、関係団体などからの約

■ 人権問題に関する実態調査　設問（抜粋）
・あなたの職場では、女性従業員が妊娠・出産などしたことにより、解

雇その他の不利益な取り扱い（説明もなく降格させるなど）を行う実
態や風潮があると思いますか。

・2017年4月以降、現在までの期間にあなた自身はパワー・ハラスメン
トを受けたことがありますか。

・大和ハウスの販売する分譲物件について、友人や知人から同和地区
かどうか尋ねられた場合、あなたならどうしますか。

・日本国内で、外国人が母国の文化や宗教との違いを理由に人権配慮
を求めることは「わがまま」だと思いますか。

・あなたの職場では、障害者差別解消法（2016年4月施行）に関する研
修や教育などが行われましたか。

など、全36問
文公輝氏による講演の様子
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■ 人権啓発研修
当社では全従業員が年2回以上、人権啓発研修を受講していま

す。全国の事業所・工場の他、本社・東京本社・台湾支店において、
それぞれ自ら人権テーマを選定し、研修を実施しています。研修実
施後には、全受講者の研修レポートを本社サステナビリティ企画部
人権グループが回収し、内容を確認しています。

受講者が研修内容に関して質問をしてくる場合や、誤った理解を
していることが読み取れる場合には、個別に回答して従業員の意
識啓発に努めています。また、人権においてそれぞれの役職に応
じた責任を果たすために、役員研修をはじめ管理職研修、主任職
研修、入社時研修を計画的・継続的に行っています。

また必要に応じて各事業所・グループ会社には、国連「ビジネス
と人権に関する指導原則」や、障害者差別解消法をテーマとした自
社オリジナルのDVD教材を配付。これらの教材で研修を実施す
ることにより、人権デューディリジェンス実行の基礎となる、従業員
の理解促進を図っています。2016年4月より、海外拠点での人権
啓発研修も実施しています。今後も国内に限らず現地の文化・慣
習などを考慮して人権テーマを選定し、実施していきます。

従業員への人権啓発活動の実施状況

研修の種類 延受講者数 総研修時間※ 受講率
①大和ハウス工業
　事業所研修 38,241名 19,120時間 190.0%

②大和ハウス工業
　本社主催研修（階層別研修） 1,385名 2,077時間 −

③グループ会社研修 57,773名 28,886時間 147.8%

※一人あたりの研修時間を①③は0.5時間、②は1.5時間として集計

■ 人権啓発研修の実施状況（2018年度）

■ 社内報「人権のひろば」
従業員の意識啓発のために、社内報

「人権のひろば」を2ヵ月に一度発行し、
大和ハウスグループのイントラネットに
掲載しています。従業員が、その時々に
必要となる人権テーマを取り上げ、人
権知識を習得する場として多くの従業
員に利用されています。

人権のひろば

■ 人権侵害への加担を回避するためのその他の取り組み
当社では従業員が人権侵害に加担しないために、人権啓発研修

に限らず啓発活動を計画的・継続的に行っています。さらに、「大
和ハウスグループ企業倫理綱領」において、「いかなる理由があろ
うとも反社会的勢力との関係を遮断し、毅然とした態度で組織的
に対応すること」を明記し、全役職員が反社会的勢力との関係遮
断を共有しています。また平素より警察や弁護士、暴力追放推進
センター等の外部専門機関との連携を行っています。取引先が反
社会的勢力であると判明した場合に直ちに契約を解除できるよう、
取引基本契約などの主要な契約書に反社会的勢力の排除条項を
記載しています。さらに当社では組織的な反社会的勢力への対応

人権侵害への対応

■ 従業員の人権に関する苦情処理メカニズム
当社では従業員の人権侵害に関する通報・相談窓口として、企業

倫理・人権ヘルプラインを運営しており、2018年度はハラスメント
に関する問題を中心に149件の通報・相談が寄せられました。通報・
相談は、面会・電話・メール・WEB・郵送と複数の方法を設け、相談
者が職場で報復行為などの不利益な取り扱いを受けてしまうことの
無いように「内部通報者保護規程」を設けています。対応にあたって
はできる限り相談者の意向を尊重し、申し出の対象者や、事実関係
の確認に協力する者のプライバシー保護にも配慮したうえで、関係
者へのヒアリングなどを実施します。確認された状況に応じて、是
正措置として行為者の懲戒処分や注意指導などを行っています。
関連ページ P054 各種の通報制度

■ 従業員のハラスメントに関する問題への対応
当社ではパワー・ハラスメントとセクシュアル・ハラスメントに関

して就業規則や通達で明確に禁止し、懲罰の対象としています。パ
ワー・ハラスメントは当事者間だけの問題ではなく職場全体の労
働意欲低下にもつながる「組織の問題」として捉えなければならな
い旨を研修や教育用小冊子の配付により繰り返し啓発しています。

また、セクシュアル・ハラスメントについては早期対応と相談の
しやすさを重視し、本社だけではなく各事業所内にも相談窓口を
設置、被害者の多くは女性であることから男性の担当者だけでは
なく女性の担当者も選任しています。また、各事業所の担当者は
ハラスメント事案の対処・解決に関して随時本社サステナビリティ
企画部からのサポート・アドバイスを受けられる仕組みを整えてい
ます。

社内相談窓口「企業倫理・人権ヘルプライン」ではハラスメント
に関する相談を2018年度は39件（2017年度38件）受け付け、対
応しました。対応にあたっては、内部通報者保護規程に則り、内容
によって相談者・相談対象の双方にヒアリングを行う他、第三者か
らの話も聞いたうえで公正に状況を把握し、是正のために必要と
判断した場合には、懲罰委員会による審議を経たのちに従業員の
懲戒処分なども行っています。

180名の参加者に対し、当社の従業員教育や商品開発を通じた、
SDGsの目標「働きがいも経済成長も」「住み続けられるまちづくり
を」「ジェンダー平等を実現しよう」等へ貢献する取り組みを発表し
ました。
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P059 反社会的勢力との関係遮断関連ページ

P108 取引先への人権および労働慣行についての推進関連ページ

当社では、木材調達における生物多様性の破壊や人権侵害への
加担を避けるために、「CSR調達ガイドライン - 生物多様性ガイド
ライン【木材調達編】」を制定しています。そのガイドラインに沿っ
て年に1回実施しているCSR木材調達調査では、先住民の権利が
侵害される可能性が高いとされる地区「高リスクエリア（樹種）」から
調達を行っていないかについても評価項目としています。当該地
区からの調達の実態が確認された場合には当該サプライヤーに対
して改善活動を行うこととしています。なお、評価項目については、
NGOや森林認証機関からの情報をもとに、適宜改定しています。

2018年度に高リスクエリア等から調達した「Cランク」木材は調
査全体の2.1%となり昨年度の2.4%から0.3ポイント改善してい
ます。

先住民族の権利への対応について

P167〜168 調達・自社活動における生物多様性保全関連ページ

リスクマネジメント

基本方針・考え方

当社グループでは、コンプライアンス、環境、品質、情報
セキュリティ、人権などに関するリスクを洗い出し、その予防・
抑制、発生後の損失の軽減を行っています。このようなリス
クマネジメントが、自社だけではなく私たちの事業を取り巻
くステークホルダーの権利・利益の保護に寄与すると考え
ています。

当社は、リスクマネジメントを含む内部統制システムの構築と運
用を推進すべく、代表取締役社長を内部統制システム統括責任者
に選任するとともに、四半期に1回、経営管理本部長を委員長とす
る内部統制委員会を開催しています。

そのうえで、リスクマネジメントに特化した会議体として、「リスク
管理委員会」を設置しており、個別のリスク事案が生じた際は、即
時に本社のリスク管理委員会の事務局に報告するというルールを
設けています。これによって、報告されたコンプライアンス、環境、
品質、情報セキュリティ、人権などのリスク情報が役員や関連部門
責任者に速やかに伝達・共有される仕組みになっています。

リスクマネジメント体制の整備の進捗状況を定期的に把握する
仕組みとして毎月、本社のリスク管理委員会を開催し、事業所・グ
ループ会社から報告のあったリスク事案を共有、これらのリスク案
件は、取締役会において定期的に報告されています。重大事案に
ついてはワーキンググループを立ち上げ、再発防止策を検討し、
必要な対応事項を事業所・グループ会社に指示するとともに、水
平展開を図っています。

平時のリスクマネジメントとしては、リスク管理委員長が、リスク
マネジメント統括責任者として当社グループのリスク管理体制を
整備するとともに、リスクを予防するための施策を実施する職責を
担っています。そして、各部門にリスク管理責任者を配置し、各部
門において継続的にリスクを監視するとともに、当社グループ以
外の他社で発生した重大な不祥事・事故などについても、速やか
に周知し、必要な教育を実施しています。さらに、内部監査室が、
各部門の日常的なリスク管理の状況の監査を行っています。なお、
これらを通じて集まったリスク管理に関する事項については、リス
ク管理委員会や内部統制委員会を通じて、定期的に取締役会およ
び監査役会に報告し、必要な対策を講じるなど、取締役会に監督さ
れています。

また、コーポレートガバナンス委員会では企業経営全般に関す
る戦略・ビジョンについて意見交換を行っていますが、ESGリスク
を含む、中長期の視点で経営に影響を及ぼすリスクについても情
報提供を受けています。

マネジメント

当社では2006年に「取引先行動規範」、2015年に「CSR調達ガ
イドライン」を制定し、人権や法令遵守など取引先へ求める包括的
な方針を示しています。さらに、ガイドラインの定着を図るため、
取引先に対し、日頃よりCSR調達ガイドラインに則した業務が実施
できているかに関する「セルフチェック」を実施。結果は集計したの
ちに各事業所にフィードバックし、以降の改善活動に役立てる仕組
みを運用しています。また、労働者にとって重要な人権である身体
の安全に関しては、取引先の事業主を対象とした事業主研修のほ
か、作業者を対象とした新規入場者教育・職長・安全責任者教育
などを実施しています。

なお、世界各国で事業展開を行うにあたっては、従業員の安全・
安心を守るために警備会社を起用することがありますが、2018年
度末において当社グループの取引先における武装警備員による人
権侵害は確認されておりません。

取引先への人権啓発活動の実施状況

と、取引先への取引前属性審査の義務化などについて定めた「反
社会的勢力対応規程」を制定し、運用しています。
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大和ハウスグループでは、内部統制システムの構築・運用において
は、トレッドウェイ委員会組織委員会（Committee of Sponsoring 
Organizations of Treadway Commission）のフレームワーク
を参照し、①統制環境、②リスク評価、③統制活動、④情報と伝達、
⑤モニタリングをその構成要素としています。具体的には、以下の
通りとなっています。
①統制環境

内部統制システム構築の基本方針を取締役会で決定することに
より、トップの姿勢を明確化するとともに、同基本方針の中で、全役
職員が内部統制システムの担い手であることを宣言し、個々人が
内部統制の目的を果たすべきことを標榜しています。そのうえで、
代表取締役社長を統括責任者に据え、経営管理本部長を委員長、
各部門の担当役員を委員とする内部統制委員会を構成し、半期に1
回、取締役会に内部統制状況を報告することで、取締役会・取締役
を関与させたガバナンス環境を構築しています。
②リスク評価

各部門においてリスク評価を行い、当該年度に重要視して取り
組むべきリスクを明確化して対応するとともに、リスクの重要性・
頻発性を考慮したうえで具体策を講じるというリスクベースアプロー
チの考え方を採用しています。
③統制活動

内部統制委員会、リスク管理委員会、事業所リスク管理委員会
およびグループ会社リスク管理委員会という多層構造でリスクマ
ネジメントを遂行し、必要に応じて、回避すべきリスクへの対応策
を社内通達等により全社的に展開しています。
④情報と伝達

社内の各部門に対し、内部統制システムの運用状況の報告を求
め、それを取りまとめて内部統制委員会において報告することで、
内部統制システムの各責任者が、その責任を遂行するために必要
な情報が伝達されています。また、通常の情報伝達ルートが機能
しない場合に備えた内部通報制度（企業倫理・人権ヘルプライン、
リスク情報ホットライン）を設置しています。
⑤モニタリング

内部監査室による法令・社内ルールの遵守状況の監査を行うこ

内部統制システムの構成について

検討結果
対応策の指示

リスク情報
報告

報告

報告

検討結果
対応策の指示

リスク情報
報告

リスク管理委員会

事業所リスク管理委員会
（事業所・工場・研究所）

グループ会社リスク管理委員会
（各グループ会社）

取締役会　会長・社長
各本部長

事業部門担当取締役

監査役会
監査役

リスク管理委員長（経営管理本部長）
事業部門 / 営業本部 / 技術本部 / 経営管理本部 /

CS統括部門 / その他部門
事務局：大和ハウス工業　法務部

：事業所長、工場長、研究所長
：管理部門責任者

委　員　長
事 務 局

：各グループ会社社長
：管理部門責任者

委　員　長
事 務 局

■ リスク情報
　 伝達組織図

P041  コーポレートガバナンス体制関連ページ

①内部統制委員会
内部統制委員会は、当社グループ全体の内部統制状況の報告を

受け、内部統制の不備を検証して是正を促すことを目的とするもの
で、各管理部門・事業部門の担当役員により組織されています。
②リスク管理委員会

本社、事業所及びグループ会社（海外含む）においてリスク事案
が発生した場合には、即時に本社のリスク管理委員会の事務局へ
報告するというルールを設けています。事務局へ報告されたリス
ク情報は、速やかに役員や関連部門責任者に伝達されるとともに、
毎月1回開催されている本社のリスク管理委員会へ報告されます。

また、本社のみならず、事業所やグループ会社においても、定期
的にリスク管理委員会を開催しています。事業所・グループ会社の
リスク管理委員会では、本社リスク管理委員会の議事内容を水平
展開するとともに、事業所・グループ会社内のリスク管理システム
を構築したり、本社に対する業務改善の提案を行うという機能も担っ
ています。本社リスク管理委員会と、事業所・グループ会社リスク
管理委員会の2種類のリスク管理委員会の相互補完によって、当
社グループのリスク管理システムはより強固なものとなっています。

予防的アプローチの運用

サプライチェーンの現場におけるリスクマネジメントの徹底を図
るため、生産購買部門として、安全・品質・コンプライアンスを重
点とした本部と工場・事業所が一体となった活動を展開しています。
具体的には、安全および品質、業務、購買、環境の5つの項目に分
けて、内部監査を通じてリスクマネジメントと連動させて、活動を行っ
ています。監査に基づく指摘項目は内容によって工場のリスクとし
て捉え、工場のリスク管理委員会でPDCAでのマネジメントを展
開するとともに、本部でもPDCAを検討し、本部リスク管理委員会
からの指示事項として、工場・事業所へ指示を出すことでPDCA
を回しています。

サプライチェーンにおけるリスクの把握

P111 工場協力会社の課題に対する支援関連ページ

とで、内部統制システム機能の有効性についてのモニタリングを行っ
ています。また、内部統制委員に対して、内部統制システムの課題
に関するアンケートを実施しており、内部統制システムの不備をあ
ぶり出し、是正を図る活動を実践しています。

当期以前の事象に起因し、将来発生する可能性の高い罰金や和
解金については期末に金額を見積り、引当金を計上することとして
いますが、2018年度末において重要な引当金はありません。

法令違反・訴訟等（ESG問題含む）による制裁措置

■ 法令違反・訴訟等に対する引当金について
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リスク情報の共有および分析を迅速かつ効率的に行うことを目
的として、ネットワークシステム（Space Finder）を導入しています。
これにより、これまで書面で作成・回覧していたリスク情報が電子
化され、同時に複数人に回覧することが可能となり、リスク情報の
伝達が迅速化されています。また、電子化することにより、情報検
索などの情報処理が簡易になり、リスク情報の分析の迅速化・効
率化を実現しています。

リスク情報のネットワークシステムの運用

当社グループでは、公益通報者保護法に則り、リスク管理委員会
の事務局内に「リスク情報ホットライン」を、サステナビリティ企画部
内に「企業倫理・人権ヘルプライン」を設置しており、法令違反や不
正行為に対する牽制機能を営むとともに、それらの早期発見に努め
ています。この通報制度では、行動規範もしくは方針違反について
匿名での通報を行うことができるほか、通報者のプライバシー保護
および不利益な取扱いの禁止などに最大限努めています。また、重
大事案については、コンプライアンス研修、法務研修などを通じて
事業所の責任者に情報の共有を図ることで、事案の周知を徹底して
います。このほか、経営陣から独立した内部通報制度として、当社グ
ループの全役職員がイントラネットの通報フォームを通じて、当社
の監査役に対して直接内部通報を行うことができる「監査役通報シ
ステム」を設置し、2016年10月から運用を開始しています。

なお、リスク情報ホットラインについては、2018年10月からそ
の機能を拡充し、海外拠点から現地語での内部通報を受け付ける

「グローバル内部通報制度」の運用を開始しています。
Webサイト上に寄せられた地域市民からのご意見に関しては、

内容を確認のうえ、当該事業所や近隣の事業所に共有し、注意喚
起を行うなど、真摯に対応するように努めています。

■ 通報者の保護
通報を受ける際には、通報（相談）者、関係者のプライバシーを

最大限保護するよう、通報（相談）者の氏名、経緯、内容および証拠
等を厳重に管理するものとして、内部通報者保護規程に定めてい
ます。なお、相談は匿名でも受け付けています。

各種の通報制度

M&Aを行う際のデューディリジェンスにおいて、対象企業の
ESG側面の評価を行っています。対象企業が反社会的勢力との関
係またはその疑いを有する場合、もしくはそのような企業が関与
するM&Aは、如何なる理由があっても行いません。

また財務・税務面での調査の他に、ビジネスモデル、内部統制
の体制、遵法性、係争関連、環境、人財、労務管理などの事業面・
法務面での調査を通じて、対象企業の優位性や定性的側面でのシ
ナジーの可能性、事業上のリスク等を評価しています。

事業投資におけるESG側面の評価

■ 運用方法
より正確に事実関係を確認したうえで社内での対応を進めるため、

原則、相談者本人からの受け付けとしています。
解決にあたっては通報（相談）者の意向をできるだけ尊重し、関係

者のヒアリングなど事実確認を実施したうえで適正な処置と再発
防止に努めています。その際には、通報（相談）者、関係者のプライ
バシーを最大限保護するよう、通報（相談）者の氏名、経緯、内容お
よび証拠等を厳重に管理するものとして、内部通報者保護規程に
定めています。

さらに内部通報者保護規程に則り、相談内容によっては解決後
に相談者が報復行為を受けていないか、対応後の改善が図られて
いるかを確認し、通報（相談）者が通報したことによって職場環境が
悪化しないよう、保護に努めています。なお、相談は匿名でも受け
付けています。

■ 趣旨
企業倫理・人権ヘルプラインは、自浄作用の向上ならびに社会

的信頼を確保するために、法令違反や不正行為による不祥事の防
止及び早期発見を目指すために設けられた通報・相談窓口の一つ
です。

法令違反・不正行為などについて、職場内での解決・改善が困
難な場合や、緊急の対応を要する場合など、当窓口にて通報・相
談を面会・電話・メール・Webサイト・郵送で受け付けています。

①企業倫理・人権ヘルプライン

■ 運用開始日
2004年度に内部通報者保護規程を制定し、「企業倫理ヘルプラ

イン」として運用を開始しています。2012年度より人権に関する
内部通報制度と統合し、「企業倫理・人権ヘルプライン」として内部
通報だけでなく、職場や人権の問題などさまざまな通報・相談を
受け付けています。

■ 対象者および窓口連絡先の公開範囲
大和ハウスグループ全役職員

（職員、嘱託、契約社員、パートタイマー・アルバイトおよび派遣社
員を含む）

事業所研修や社内イントラ、CASE BOOK、ポスター、社内定期
発行物などにおいて周知を行っています。

本人特定情報ならびに通報の経緯、内容および証拠などは厳重
に管理し、他に漏洩することはありません。また役職員は通報者お
よび通報事案の真相解明に協力した者に対して、不利益な取扱い
を行ってはならず、さらに相談内容によっては、必要に応じて通報
への対応が終了してから3ヵ月以内に通報者などが報復行為を受
けていないか、対応後の改善が図られているかを確認し、相談者
が通報したことによって職場環境が悪化しないように、保護に努め
ています。
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■運用体制（Webサイト、電話等）
ヘルプラインで
相談員に通報

①通報

相談者本人

調査、対応方法を検討し、調査ヒアリングを実施、もしくは関係部署に調査を依頼

関係部署

通報手段

相談員

②対応方法相談

③事実確認・是正措置など ④報告

⑤内容によりフィードバック

郵送Webサイト・電子メール面会 電話

部サステナビリティ企画

※関係部署：大和ハウス工業の場合は、事業所管理部門を中心に対応を行い、グループ会社
についてはグループCSR推進担当が中心となって事実確認等の対応を行っています。

当社では、「リスク管理規程」を策定し、リスク事案が発生した場合
には、事業所長などからリスク管理委員会に対して随時かつ定期的
にその内容を報告する、というルールを定めています。それに加え、
法令違反・不正行為に関するさらなる情報収集を目的とする内部通
報制度として、「リスク情報ホットライン」を設けています。

■ その他
企業倫理・人権ヘルプライン等で受け付けた案件のなかでも重

大案件については、総務経理責任者研修、コンプライアンス研修、
法務研修などを通じて、事業所の責任者に情報を共有するととも
に他の事業所において同様の案件が発生しないように注意喚起を
行い、再発防止に努めています。なお、共有にあたっては、通報（相
談）者の人権を配慮し個人が特定できないように注意しています。

②リスク情報ホットライン

通報手段は、電話またはイントラネット上の通報フォームの二通
りとなっています。グループ会社を含めたすべての役職員が利用
でき、匿名での通報も受け付けています。

また、2018年10月からは、その機能を拡充し、海外拠点から現
地語での内部通報を受け付ける「グローバル内部通報制度」の運
用を開始しています。

■ 運用方法

大和ハウスグループでは、複数の内部通報制度を設けていますが、
いずれも業務執行機関内に設置されている制度であることから、よ
り客観的に検証を行い、適切な対応ができるように、執行部門から
独立した立場で監督機能を担う監査役へ直接通報ができる監査役
通報システムの運用を2016年10月より行っています。

③監査役通報システム
■ 趣旨

■ 対象者

■ 通報先

■ 運用方法

大和ハウスグループの全役職員
（職員、嘱託、契約社員、パート・アルバイトおよび派遣社員を含む）

大和ハウス工業の監査役

監査役通報規程に基づき、法令違反や社内規程・企業倫理など
に反する行為などについて、社内のイントラネット上にて随時受け
付けています。

監査役および調査協力者は公正かつ公平な調査を行い、調査に
おいて通報者の本人特定情報を開示する必要がある場合といえど
も、通報者の同意を得なければ本人特定情報を開示することはで
きません。また、匿名での通報も受け付けています。

報告 指示

報告

苦情・
ご意見 伝達

指示

報告 指示

報告 指示

お
客
さ
ま
接
点
部
門

お
客
さ
ま

事業所長
お客さま相談センター責任者、総務責任者

苦情対応部門の責任者

苦情対応実務担当者

リスク管理委員会

会長・社長
本部長・部門担当取締役

当社グループの従業員と取引先の関係において法令違反につな
がりかねない問題を早期に顕在化・対応する仕組みとして、取引先か
らの通報制度「パートナーズ・ホットライン」を運用しています。この
制度では、取引先企業自体の法令違反等の通報も受け付けています。

なお、受付内容としては、企業倫理・人権ヘルプラインと同様、
労務問題や人権、贈収賄（腐敗防止含む）など幅広い問題を対象と
しており、匿名でも受け付けています。

2018年度は24件の通報があり、全案件について対応を完了し
ています。

⑤パートナーズ・ホットライン

※共有の範囲は事案に応じて異なります。

当社では、消費者保護のための苦情対応の国際規格である
ISO10002に準拠した社内規程を定め、お客さまからの苦情・ご
意見に誠実かつ迅速に対応できる仕組みを整えています。

お客さまからいただいた苦情・ご意見は、お客さまと接点のあ
る部門を通じて苦情対応部門の責任者へと届けられます。そこから、
事業所長、リスク管理委員会、本部長・部門担当取締役、会長・社
長まで共有※され、事案に応じて対応の指示が苦情対応の実務担
当者へと伝達される仕組みとなっています。

④お客さまからの苦情・ご意見の対応
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海外グループ会社においてリスク事案が発生した場合には、本
社のリスク管理委員会の事務局（法務部）に即時に、または定期的
に報告がなされるという体制を整備しています。

公務員に対する贈賄を防止するためのルールとして「贈賄防
止規程」を策定しました。現在、当該規程をより具体化した「贈賄
防止細則」の策定作業を進めています。当該細則では、トランス
ペアレンシー・インターナショナルが公表している「Corruption 
Perceptions Index」に基づき、高リスク国においてはより一層慎
重な対応を行うというリスクベースアプローチを採用します。

海外進出時においては、国連安全保障理事会や米国政府、その
他の制裁機関が指定する制裁対象の国・地域での取引や制裁対象
の個人・法人との取引にあたり、金融機関等への報告義務や送金
規制等のリスクがあることから、かかる取引を企図（計画）する場合
には、速やかにリスク管理委員会へ報告するルールを設けています。

高リスク国での事業・活動でのリスク対応

■ 贈賄防止体制の構築

■ 高リスク国での取引に関する報告

■ リスク報告ルールの整備

P060〜062  腐敗防止・公正な取引関連ページ

急速なデジタル化の進展により、グループ会社においても最新
のデジタル技術を活用した先進的なサービスで事業を拡大しよう
とする取り組みが活発化しています。そして、競争優位獲得のため
には、スピーディーなサービスの投入が求められます。その一方で、
デジタル技術を活用したサービスを展開する場合、組織として守
るべき情報の特定、セキュリティの考え方、技術面での対策、イン
シデント発生時の迅速な対応方法などについて、十分な考慮も必
要であると認識しています。

当社は、「情報セキュリティ宣言（基本方針）」のもと、各種規程を
制定し、グループ会社にも展開しています。

また、当社のIT利活用を推進している情報システム部門を中心

※ CSIRT ： （Computer Security Incident Response Team）
　サイバーセキュリティ関連のインシデントが起こった場合に対応する専門組織
※SOC ： （Security Operation Center）
　情報システムへの脅威の監視や分析などを行う、役割や専門組織

グループITガバナンス向上への取り組み

当社は自然災害が発生した際、被災者の生活再建を支援するこ
とを社会的使命として捉え、創業商品「パイプハウス」をはじめとし
た応急建築商品を供給してまいりました。会社の体制としても、大
規模な災害やその他の甚大な被害をもたらす危機が生じた場合、
事業活動を支える重要業務を継続し、万一、中断した場合は早期
復旧に努めるなど、企業の社会的責任を全うするため「災害に強い
企業」を目指しています。

台風、水害などの自然災害やテロリスト等による爆破予告など
に対しては行動マニュアルを策定し、現場で何をするべきかを明ら
かにしています。半年に一度、すべての事業所で災害時対応訓練
を実施しています。

また、昨今の海外情勢を鑑み、危機発生時に海外出張者から本
社関連部門へ情報を伝達できる体制を構築しています。テロ・暴動・
クーデターや自然災害などが発生した場合には、本社関連部門で
同時に情報共有を図り迅速な初期対応を行います。

地震災害については最も大きなリスクと考え、発生頻度や被害規模
を鑑みて以下の3点を軸とした事業継続マネジメントを行っております。

■ 従業員の安心・安全を守る体制
日頃の備えとして、すべての事業所で年に２度の災害時対応訓練

を実施している他、発災後には従業員の安否を確認し、被災事業所
の把握を行います。状況に応じて災害対策本部、現地災害対策本
部を設置し、コールセンターや工場が被災した場合のバックアップ
体制を整えています。また、本社被災時には、東京本社と総合技術
研究所（奈良県）を代替本社とし、会社の事業を継続します。

■ お客さまの安心・安全を守る体制
震度6強の地震が発生した場合には、速やかに既顧客の安否を確

認するように定めています。また、グループ会社を含めたさまざまな
ルートを通じて、支援物資を被災地へ届けられる体制を整えています。

2018年度には大阪府北部地震、西日本豪雨、北海道胆振東部
地震、台風２１号および台風２４号による罹災地域に対して、建物の
簡易点検や物資支援を行いました。

事業継続マネジメント

に情報セキュリティ人財を育成するとともにCSIRT/SOC体制を
構築し、グループ会社のIT担当者とのコミュニケーションを通じて、
セキュリティトピックの提供とセキュリティレベルの実態把握、問題
解決の指導などを行っています。

さらに近年、ますます巧妙化してきているサイバー攻撃の現状
をふまえ、最新のセキュリティ技術を採用し、順次グループ会社へ
の展開を進めています。さらに、グループ共通のインフラと経営管
理基盤システムの活用により、業務プロセスの共通化や情報資産
の適切な利活用を推進しています。

これらのセキュリティ体制構築の取り組みにより、グループ全体
のITガバナンスの強化を図っています。

2018年度の通報制度の件数は以下の通りとなりました。解決
にあたっては、公益通報者保護法および各種社内規程の遵守のも
と、できる限り相談者の意向を尊重し、関係者のヒアリングなど事
実確認を実施したうえで適正な措置と再発防止を図っています。

2016年度 2017年度 2018年度
企業倫理・人権ヘルプライン １５０件 １38件※ 149件

リスク情報ホットライン 9件 3件 23件

パートナーズ・ホットライン １６件 １5件 24件

各種通報制度の受付結果

※ 昨年度の「サステナビリティレポート2018」の記載件数から変更しています。
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事業継続体制

事業継続規程制定（2009年）

従業員の安心・
安全を守る体制

お客さまの安心・
安全を守る体制

応急仮設住宅
の建設

被災者支援
応急仮設
住宅

安否確認

従業員対応 お客さまへの対応
建物点検

〈代替本社〉
東京本社

本社

〈代替本社〉
総合技術研究所（奈良）

■ 応急仮設住宅の建設
設計から引き渡し後の管理まで、グループで一貫して担当する

プロジェクトを立ち上げ、災害発生時の緊急活動をスムーズに行
う体制を整えています。

グループ全体で、2011年に発生した東日本大震災では11,041
戸、2016年の熊本地震では1,016戸、2018年の西日本豪雨では
132戸の仮設住宅を建設しました。

2019年3月13日付のニュースリリース「中華人民共和国
の関連会社における不正行為に関するお知らせ」でお知らせ
しましたが大連中盛集団有限公司（以下、中盛集団）との合
弁事業会社である「大連大和中盛房地産有限公司」（以下、
大連JV）において、会社資金が不正に引き出されていたこ
とが判明しました。

これを受け、2019年3月29日に当該事実関係の調査、発
生原因の分析および再発防止策の提言等を目的とする第三
者委員会を設置し、現地の状況ならびに当社の管理体制な
どを調査しておりましたが、2019年6月18日、第三者委員
会から報告書を受領しました。

第三者委員会による報告書の概要は以下の通りです。

中華人民共和国の合弁事業における
不正行為について

1）第三者委員会の構成
委員長:国谷史朗 弁護士

（弁護士法人 大江橋法律事務所 代表社員）
委員:矢田 悠 弁護士

（ひふみ総合法律事務所 代表パートナー）
委員:髙岡俊文 公認会計士

（株式会社KPMG FAS フォレンジック部門代表
 パートナー）

2）調査期間
2019年3月29日〜2019年6月13日

3）調査の方法
・関係資料（大連JVにおける預金残高証明書、帳簿

データ、合弁にかかる契約書、社内議事録、稟議書
等）の精査

・関係者（38名）に対するヒアリング
・大連JVで使用していたPC等のデジタル・フォレ

ンジック調査※

4）確認された不正の概要
ⅰ）預金の不正な出金について
・中盛集団から派遣された役職員による資金の不

正引き出しが2014年6月〜2019年3月まで行わ
れており、不正に引き出された資金の累計額が約
14億人民元（約228億円）であったこと

・不正に出金された資金の送金先の大部分が中盛
集団のグループ会社であったこと

・不正な出金にあたっては、印鑑の不正使用や不
正な小切手の振出し、書類の偽造、会社に無断で
開設されたオンラインバンキングが利用されて
いたこと

※PCなどのデジタルデータを対象とした電磁的記録の証拠保全および調査・
　分析を行うこと。
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企業倫理・コンプライアンス

基本方針・考え方

大和ハウスグループでは、企業活動について各種法令を
遵守するのはもちろんのこと、当社グループの理念体系の
もとで全役職員が高い倫理観を持って業務を行うこととして
います。そして、お客さまをはじめとするさまざまなステーク
ホルダーとの信頼関係を築きながら、社会に貢献できる企
業グループを目指しています。

当社グループでは、2004年4月に企業倫理の実現の基礎
となる行動原則を明文化した企業倫理綱領と行動指針を策
定しました。2014年には、当社グループの信頼を維持・向上
させるために、理念体系（企業理念、経営ビジョン、社員憲章）
と同様に、常に意識し実践すべきものとするために「企業倫
理綱領および行動規範」に改定を実施。国内外の社会状況の
変化に対応するとともに、従業員一人ひとりが企業理念やシ
ンボルメッセージ「共に創る。共に生きる。」をより実践できる
内容へと改善しています。

P195〜196 企業倫理綱領および行動規範関連ページ

マネジメント

当社グループでは、従業員に対して「企業倫理綱領および行
動規範」の共有だけではなく、実際の行動に結び付けるために、
2004年度より教育用小冊子「CASE BOOK」を作成しグループ全
従業員に配付しています。この冊子は、
さまざまな状況下でも企業倫理に基づ
いた判断ができることを目的に、具体
的な事例（ケース）を通じて解説してい
ます。社内外の状況の変化に合わせ、2
年ごとに改訂を行い、2018年4月には

「CASE BOOK第8版」を発行し、各職
場において朝礼等の機会に、ケースに
基づいたディスカッションなどを行い、
倫理観の向上に努めています。

当社グループでは、モニタリング調査としてCSR意識調査を年1
回実施し、従業員が「企業倫理綱領および行動規範」に基づいた行
動がとれているかどうかを確認しています。調査結果については職
場改善がなされるよう分析したうえでフィードバックを行い、各事業
所・グループ会社での改善計画立案・実行を行い、ＰＤＣＡを回して
います。

教育用小冊子「CASE BOOK」の配付・活用

モニタリングと違反への対応
当社は、今回の第三者委員会の報告内容をふまえ、再発防

止策の策定（2019年秋公表予定）と徹底、海外事業における
ガバナンス体制の強化を図り、信頼の回復に努めます。

当社グループ公式Webサイト ニュースリリース
「中華人民共和国の関連会社における不正行為に関する『第
三者委員会報告書』受領のお知らせ」（2019年6月18日）
https://www.daiwahouse.com/about/release/
house/pdf/release_20190618-1.pdf

関連ページ

・銀行発行書類等が精巧に偽造され、不正な出金
の事実が隠蔽されていたこと

など
ⅱ）販売用不動産の無断売却について
・中盛集団から派遣された役職員が、中盛集団の

債務の代物弁済に供するため、大連JVの販売用
不動産を無断で売却しており、その物件数が167
件におよんでいたこと

・中盛集団による紹介取引に混在させるなどの手
法により、隠蔽が図られていたこと

5）不正の原因・背景
・中盛集団による問題行為の発生や、中盛集団の資

金不足により当社の出資比率が80%超になって
いるにも関わらず、50:50の議決権比率を維持し
た事により、当社が十分に大連JVをコントロール
できなかったこと

・当社本社部門による大連JVの内部統制システム
の構築支援が十分でなかったこと

・当社本社部門における役割分担が明確でなく、発生
した問題に対する効果的な解決が図れなかったこと

・監査役監査をはじめとしたモニタリングの結果に
対し、取締役会などで十分な対応が取られなかっ
たこと

6）提言された主な再発防止策
ⅰ）海外における合弁会社の管理体制の強化
・合弁会社の設立や運営管理に関する基本方針の

策定及び運用
・現地に派遣する人員の適切な配置及び外部専門家

の活用
・会計監査の品質確保に関する検討
・現地の制度、法律、商習慣についての理解の向上
ⅱ）グループ本社における現地支援機能及び
　内部統制機能の拡充
・海外プロジェクトに関する所掌、責任・権限の明確化
・海外における内部統制システムや実務支援を行

う機能の強化
・リスク管理委員会や内部監査等の内部統制機能

の強化

※本項目に記載の内容は2019年6月18日現在のものです。最新の情報は当社グルー
　プ公式Webサイトのニュースリリースをご覧ください。
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当社では、納税は企業における社会的責任として当然の義務と
認識しています。申告納税にあたっては、「企業倫理綱領」の「法令
の遵守」のもと、関連する各種法令の遵守はもちろんのこと、「良識
ある行動」「社内基準の遵守」などに基づき適切に行います。

そして、適切な申告納税を実施するために、必要な法令知識の取
得に努めるとともに、社内における取引に関する情報を正確に集約
できる体制の構築に努めています。また、適切な納税を第一義とし
て、企業価値向上に寄与するタックスプランニングを検討します。

なお、地域ごとの税金の情報としては、当社取引の90％以上が日
本国内の外部顧客との取引であり、重要な事項がないため公表して
いません。また、現時点において認識している租税リスクはありません。

租税に対する方針および体制構築

当社グループでは、健全な企業経営を実現するため「大和ハウ
スグループ企業倫理綱領および行動規範」を制定し、反社会的勢
力との関係遮断を社内外に公表しています。また当社では、基本
方針および「反社会的勢力対応規程」を定め、代表取締役である経
営管理本部長をトップに、実務対応を総括する部署ならびに統括
責任者を明確にし、組織的な対応体制を構築するとともに、平素よ
り警察や都道府県暴力追放運動推進センター等といった外部機関
との連携を強化し、問題発生時の連絡協力体制を構築しています。

当社グループ各社においても、反社会的勢力の排除体制の構築（規
程の整備、統括責任者の設置、外部機関との連携など）に努めるとと
もに、グループ会社同一の反社会的勢力に関するデータベースを整
備するなど当社グループが一体となった取り組みを推進しています。
■ 反社会的勢力排除対応組織図

代表取締役
経営管理本部長

リスク管理委員会

法務部
経理部

（統括責任者）
総務部長

（反社会的勢力対応部門）
総務部

支店支社 工場

連携連携
警察

暴力追放運動推進センター
弁護士

反社会的勢力との関係遮断

役職 基本役割

経営管理本部長 事態解決に関する方針決定と指示。
総務部長 事態解決に関する実務対応指揮。
総務部
法務部
経理部

警察への相談などの実務対応。

事業所長
工場長
総務・経理責任者

事業所等における反社会的勢力排除に関する体制
を整備。

一般職員 反社会的勢力排除の強い意識を持ち、日常的に情報
を収集するとともに、総務部へ報告する。

■ 役割

■ 各研修の実施状況

従業員に対する法令・コンプライアンス教育について

法令知識の習得や、リスク管理の意識向上を目指して、コンプライ
アンス研修を積極的に実施しています。具体的には、新入社員・中堅
社員・管理職といった各階層に必要な知識・素養を養うための階層
別研修や、それぞれの部門に関連する法令知識などを学習するため
の部門別研修などを行っています。本社部門主導の研修のみならず、
各事業所にて独自にコンプライアンス研修を実施することを推奨し、
自主的なコンプライアンス活動の実施を促すように努めています。

なお、企業倫理・コンプライアンスについての内容を含んだ
CSR研修についても全国事業所で展開しています。

2018年度

コンプライアンス研修 62回 2,818名
CSR研修（企業倫理・コンプライアンス含む） 23回 2,352名

インサイダー取引の防止

当社は、グループ全体でインサイダー取引を未然防止するため
の体制の整備や研修を行っています。

当社では、インサイダー情報の管理責任者を「情報管理責任者」
と定め、経営管理本部長が務めています。発生したインサイダー
情報は直ちに情報管理責任者へ報告されます。

なお、当社役職員およびグループ会社幹部については、当社株
式等を売買するにあたり、事前に経営管理本部長に届出を行い許
可を得なければならない体制を構築しています。またグループ各
社の職員については、事前に各社で定める情報管理責任者（各社
の代表取締役社長）に届出を行い許可を得なければならない体制
としています。届出を行う際には、申請者自身がインサイダー情報
を保有していないかセルフチェックを行うとともに、申請者の上司（情
報管理担当者）によるチェックを行うことで、インサイダー取引が
発生しないような体制を整えています。

また当社グループの新卒・キャリア採用者に対しては入社時に
研修を行い、インサイダー取引未然防止のための啓発を行うとと
もに、CASE BOOK等を通じて継続的な啓発を行っています。

一方で従業員などが法令違反などの言動を行った場合は、オフィシャ
ルＷebサイト上の問い合わせ窓口や、各種通報制度を通じて、お客さ
ま（お客さまセンター）、取引先（パートナーズ・ホットライン）、従業員（企
業倫理・人権ヘルプライン、リスク情報ホットライン、監査役通報システ
ム）などさまざまなステークホルダーが通報できる体制を構築しています。

各種法令や社内規程の違反については、代表取締役社長を委員長と
する懲罰委員会に報告し、発生原因や違反内容などを究明のうえ、違反
者に責任を追及しています。また、違反事例の原因については、各事業
所にて啓発活動や、各種研修で共有することで、再発防止を図っています。
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腐敗防止・公正な取引

基本方針・考え方

当社グループでは、法令の遵守はもとより、「企業倫理綱
領および行動規範」をはじめとした各種方針、規程に則って、
倫理的な観点から腐敗防止および資金洗浄や横領、司法妨
害などの汚職行為を禁止しています。これによって、事業運
営の透明性や公平さを確保した取引を行うように定めてい
ます。

当社グループは、「企業倫理綱領および行動規範」におい
て、贈収賄を禁止する方針をはじめとして、公正な競争につ
いて定めています。特に贈収賄対策として具体的に、「政治
家や、官公庁、地方公共団体の役職員に対して、贈賄を行わ
ないこと」および「合法的な寄付行為や単なる親睦会等であっ
ても、許認可等への配慮を期待した行為と疑われかねないも
のは慎むこと」を示しています。それに加え、2018年度は当
社およびグループ会社に対して、公務員・みなし公務員など
との不適切な関係が疑われる行為を行うことのないよう、禁
止行為を例示して注意喚起を行う社内通達を発信しています。

また、そのほかの公正な競争について、「談合等の自由公
正な競争原理を阻害する行為はもちろん、疑惑を招くような
調整のための情報交換・会合・接触をしないこと」および「会
食や親睦会等の接待を行う際は、相手方の内規等に配慮し、
社会常識の範囲内で行うこと」を明記しています。こうした
基本方針に基づき、全役職員が政治・行政との適切な関係
についての意識を共有しています。

さらに、海外における事業の拡大、またそれに伴う外国公
務員などに対する贈賄リスクの増大、さらに贈賄防止体制の
さらなる整備を求める国内外の気運の高まりを受け、贈賄
防止にかかる体制をより強化していく必要があると考えます。
また、取引先に対しては、CSR調達ガイドラインのなかで腐
敗防止を示し、遵守するよう促すことで、サプライチェーン
全体で防止に取り組んでいます。

■ 贈収賄の防止に関する基本方針

①「企業倫理綱領」の内容をより具体化した「贈賄防止基本
方針」の策定
当社グループは、「腐敗防止」をその原則の一つに含む、国

連グローバル・コンパクトに2018年4月、署名しました。また、
トランスペアレンシー・インターナショナルの「贈収賄防止の
ためのビジネス原則」および経済産業省の「外国公務員贈賄
防止指針」に基づき、「贈賄防止基本方針」を取締役会で決議
し、公正競争の確保に支障を来し、社会の腐敗を助長する行
為である贈賄行為を禁止する旨を表明しています。

■ 政治的献金に関する方針
当社は、政治資金規正法を遵守しており、法により禁止さ

れている「政治家個人への寄付」は実施しません。また、「政
党や政治資金団体への寄付」も原則として実施していませ
んが、仮に実施を検討する際には法第二十二条の三の一項
に定める制限（補助金等を受けている会社がする寄付の制限）
に抵触することのないように十分な確認を行うこととしてい
ます。法第八条の二に規定する政治資金パーティー券購入
については、制限の範囲内で適法に実施しています。このほ
か、ロビー活動における支出についても、法令遵守を基本と
して適正に実行します。

■ 自己取引ガイドライン
株主の利益を保護する観点から、「コーポレートガバナン

スガイドライン」11条において「自己取引ガイドライン」など
の基準を設けています。これによって、取締役および監査役
などの当社関係者や主要株主がその立場を濫用して、当社
や株主の利益に反する取引を行うことを防止しています。

■ 公正な取引に関する基本方針
当社グループは、「企業倫理綱領」において、「公正で自由

な市場の競争原理に従うこと」を明記し、独占禁止法（私的独
占の禁止および公正取引の確保に関する法律）や下請法（下
請代金支払遅延等防止法）を遵守するための意識を全役職
員が共有しています。

②マネジメント体制を定めた「贈賄防止規程」の制定
「贈賄防止基本方針」をふまえ、当社グループ全体を通じて、

役職員が公務員などに対する贈賄に関与することを防止す
るために、必要となる体制、禁止事項および手続などを定め
ることを目的として、「贈賄防止規程」を制定しました。

当該規程の主な内容は、次の通りです。
1.贈賄防止に関する統括責任者の選任
2.平時・有事の相談窓口、内部通報窓口の設置
3.公務員等に対する利益供与等の原則禁止と、事前承認
　手続等による例外的許容
4.エージェント等の第三者の管理
5.海外事業に従事する者に対する教育の実施
6.内部監査部門による監査
7.経営者による見直し
8.規程に違反した者に対する懲戒
9.グループ会社に対する体制整備支援
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主な取り組み

マネーロンダリングの防止

当社では、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活
動の健全な発展に寄与するという犯罪収益移転防止法の目的に則
り、マネーロンダリングを防止するために、顧客の本人特定事項等
の確認、取引記録などの保存および疑わしい取引の届け出等に関
するルールである「本人確認等規程」を定め、従業員に周知してい
ます。そのうえで、犯罪収益移転防止法や本人確認等規程の内容
を平易に解説するための「犯罪収益移転防止法にかかるQ＆A」を
作成し従業員に周知したり、マネーロンダリングの防止に関する社

腐敗に関するリスク評価

株式会社フジタの従業員に対する刑事処分（略式命令）
について

当社グループの株式会社フジタは、農林水産省東北農政
局が発注する土木一式工事の入札に関して、競争者に対す
る取引妨害に該当する行為があったとして、2018年6月14
日、公正取引委員会より排除措置命令を受けました。

当社グループとしましては、このたびの命令を厳粛に受け
止め、再びこのような事態を招くことのないよう、今後、より
一層コンプライアンス体制の強化と再発防止策の徹底を図
り、全社をあげて信頼の回復に努めてまいります。

株式会社フジタに対する公正取引委員会からの
排除措置命令について

株式会社フジタ インフォメーション（2018年6月28日、
7月18日、10月2日）
https://www.fujita.co.jp/information/2018.html

関連ページ

贈賄防止規程の中に、贈賄リスクの把握・評価に関する条項を
取り入れています。

当社グループ公式Webサイト ニュースリリース
子会社に対する公正取引委員会からの排除措置命令につ
いて（2018年6月14日）
https://www.daiwahouse.com/about/release/
house/pdf/release_20180614-1.pdf

関連ページ

当社グループの株式会社フジタの従業員が、国土交通省
発注工事の作業所で働く事務員の採用に関し、国土交通省
から工事監督支援業務の委託を受けた会社から再委託を受
けた会社と労働者派遣契約を締結し、契約に基づき対価を
支払ったところ、これがみなし公務員への賄賂の供与に該当
するとして、贈賄罪の刑事処分（略式命令）を受けました。お
客さまをはじめとする関係者の皆さまに、多大なご迷惑とご
心配をおかけすることを改めて深くお詫び申し上げます。弊
社としては、このような事態に至ったことを厳粛に受け止め、
コンプライアンス強化に向けた取り組みを一層徹底してま
いります。

マネジメント

当社では、腐敗防止・公正な競争と取引の遵守にあたって、取締
役の監督のもと、内部監査および内部通報制度をはじめとする内
部監視システムを整え、腐敗行為の抑止、発見に取り組んでいま
す。また、「行動規範」のなかで贈賄の禁止を標榜し、従業員教育を
通じて意識の向上を図る一方、2年に1回、全役職員から宣誓書を
回収し、腐敗行為の抑止につなげています。この他、取引先を対象
にしたアンケート調査を定期的に実施し、腐敗防止・公正な取引の
遵守に関する課題の早期発見に注力しています。

■ 内部監査による腐敗防止
当社では、企業倫理綱領に則り、事業運営の透明性・公平性を

確保するために、サステナビリティ企画部など関連部門から、不正・
違法行為の調査依頼をされた際は臨時で内部監査を実施し、事実
確認を行っています。

また、社内の監督については、監査役および内部監査室による
監査の実施をはじめ、J-SOX推進室による財務報告における内部
統制活動、リスク管理委員会の上程、企業倫理・人権ヘルプライン
の通報などの仕組みがあります。各ルートから集まった情報は迅
速に判断し、腐敗リスクアセスメントを実施します。

■ 取引先アンケート調査をもとにした公正な取引の推進
当社グループでは取引先に対するアンケートを実施し、事業所

ごとに法令違反などにつながるような問題の芽がないかを確認し
ています。アンケート結果は事業所に共有し、改善活動を行うことで、
腐敗や公正な取引に関する問題発生の未然防止、改善を図ってい
ます。

■ パートナーズ・ホットラインによる腐敗防止
当社グループは、取引先と適切な関係を構築する一環として、

取引先からの通報窓口「パートナーズ・ホットライン」を設けています。
この「パートナーズ・ホットライン」は、当社グループ従業員が取引
先との関係において法令違反などにつながりかねない言動を行っ
ていた場合、問題を早期に顕在化・対応する仕組みとして運用して
います。この通報窓口では、当社またはサプライチェーン上で発生
している腐敗や公正な取引に関する問題についても、受け付けて
います。

■ 腐敗防止や公正な取引に関する従業員教育
全従業員が業務のなかで「企業倫理綱領および行動規範」に則

した判断・行動ができることを目的に、具体的な事例を通じて解説
したテキスト「CASE BOOK」を全従業員の教育ツールとして作成・
配付し、朝礼などの機会に読み合わせを行っています。また、「CASE 
BOOK」は定期的に改訂を行い、時代の要請に即して内容の充実
を図っています。

なお、合法的な寄付行為や単なる親睦会などであっても誤解を
与えるような行為は慎むよう啓発しています。

P058 教育用小冊子「CASE BOOK」の配付・活用関連ページ
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内研修を実施したりしています。
また、前記の法律、規程に則った適正なマネーロンダリング防止

活動ができているかを確認すべく、内部監査室が事業所に出向き、
監査を実施しています。

さらに、犯罪収益移転防止法施行規則32条により努力義務とし
て課せられている特定事業者作成書面などとして「犯罪収益の移
転に係るリスク評価書」を作成しており、マネーロンダリングリスク
の評価を行うために当社が採用する方針・手法を明示しています。

知的財産のマネジメント

基本方針・考え方

当社グループでは、「競争優位性の確保と競争秩序の維持」
を基本理念に知的財産活動を行っています。具体的には、技
術開発の成果を迅速に権利化することで競争優位性の確保
に努め、他者の知的財産権を尊重することで競合秩序の維
持を図っています。

研究・開発の成果である特許権、ブランド力の基礎となる商標権、
知的創作の成果である著作権等知的財産権は会社の重要な財産
であると認識し、取得・維持・放棄のすべてにおいて定められたフ
ローに基づいて厳密に管理しています。
「競争秩序の維持」という基本理念のもと、自社の知的財産権を

主張するだけではなく他社の権利も尊重し、他社の特許権や商標
権を侵害することがないよう調査体制を構築しています。また、知
財情報の重要性をふまえ、社内に対する知財情報の発信・収集体
制を構築するとともに、技術開発成果である特許権に基づく実施許
諾を積極的に行うことで、知的財産権の活用にも取り組んでいます。

さらに知的財産活動を促進するため、1年間の活動報告をまと
めた知財報告書の発行、発明の実施に基づく発明報奨金の支給、
知的財産に対する役職員の意識向上を目的とした年間優秀発明発
表会や発明コンクールなどを行っています。

マネジメント

知的財産室

知的財産室は法務部に所属し、特許権・意匠権・商標権・著作権
など知的財産権に関する調査・権利化・管理や権利侵害・訴訟につ
いて、各事業部や技術部門と連携をとりながら活動しています。また、
研究開発部門と緊密でスピードある連携が必要なことから、研究開
発拠点である総合技術研究所にもスタッフが常駐しています。

保有特許件数（外国で取得した特許を含む）は、2018年度末時
点で1,083件であり、2017年度末時点から54件の増加となって
います。また、国内特許出願件数は、2017年度で239件です。出
願分野の内訳では、当社の中核事業である住宅・建築分野に加え、
近年は、通信・ロボット・農業といった新規事業に関連する分野の
出願割合が増加しています。

保有特許件数の推移
主な取り組み
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CSRマネジメント

基本方針・考え方

当社グループは、サステナブルな社会の実現と、当社グ
ループのサステナブルな成長および中長期の企業価値向上
を実現するためにCSR経営が必要であると考えています。
CSR経営を行うためには、当社グループのCSR指針に基づ
き、事業を通じたESGの強化と共に、社会（ステークホルダー）
との対話により要請や期待に応えるCSRマネジメントを進
めていく必要があります。

1.  独自技術・ノウハウにより事業を通じて社会に貢献する。

大和ハウスグループCSR指針

2.  ステークホルダーとの関わりや対話を通じて
 　 当社に対する要請を理解し、企業市民として
 　 それに応えるよう努める。
3.  企業倫理・人権・コンプライアンスの確立に努める。

■ 大和ハウスグループCSR指針
当社グループでは、事業を通じて社会に貢献し、ステーク

ホルダーと誠実に向き合い、企業市民として社会の要請に
応え続けていくために、「事業を通じた社会貢献」「ステーク
ホルダーとの共創共生」「グループ社員一人ひとりの行動規
範」の3つの観点をふまえた『大和ハウスグループCSR指針』
を制定しています。また、「グループ一人ひとりの行動規範」
をより具体的に明文化したものとして、『大和ハウスグルー
プ企業倫理綱領および行動規範』を制定しています。

P007〜010 会長メッセージ
P011〜014 社長メッセージ

関連ページ

当社のＣＳＲマネジメント体制の全体像

当社では、社外取締役と社外監査役が有する知見・見識を存分
に企業経営に取り込むことによって「より良い企業」となることを目
指し、中長期の企業価値向上に資することを主たる目的に、コーポ
レートガバナンス委員会（委員長：最高経営責任者［CEO］）を開催
しています。

当委員会において、SDGs・ESGへの取り組みについても、当委
員会に紐づく会議体である、全社環境推進委員会（委員長：環境担
当役員［現・取締役専務執行役員］）、とサステナビリティ委員会（委
員長：経営管理本部長［現・代表取締役副社長］）から重要な事項の
情報提供を受けたうえで、意見交換を行っています。

サステナビリティ委員会では、ステークホルダーとの関係性等「社
会」の分野を、全社環境推進委員会では「環境」の分野の重要課題
を担当しています。両委員会は、重要課題の現状を把握したうえで、

マネジメント

■ 過去5年間の保有特許件数、国内特許出願件数の推移

保有特許件数

2016 2017

（件数）

（年度）2017 2018201620152014

■ 国内特許出願件数

（年度）20152014

（件数）

300

200

100

0

262 269 255 239

1,029
1,083
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P041〜045 コーポレートガバナンス関連ページ

取締役会

取締役
社外取締役

コーポレートガバナンス
委員会

執行組織
本社・事業所

提言

連携

情報提供

業務執行機能

監督・意思決定機能

SDGs・
ESG
推進組織

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
委
員
会

全
社
環
境
推
進
委
員
会

■ コーポレートガバナンス体制における各委員会の位置づけ

当社事業所のCSRマネジメント体制

当社では、事業所長が「社長の代理人」であることを組織上明確
にし、当社80事業所の事業所長に事業所経営における権限移譲を
行ってます。事業所長は、地域のお客さまや取引先などのステーク
ホルダーに寄り添うことで、地域社会の特性と事業所内の状況に
合ったCSR経営を実践しています。

全国の事業所において効果的なCSRマネジメントを実践できるよ
うに、全社的な方針・計画をもとにした事業所長方針の策定、責任者
や管理部門を配置した推進体制、各種指標の管理体制や評価制度な
どのマネジメント体制を構築しています。こうした事業所のCSRマネ
ジメント体制のもとPDCAを回し、CSR経営の改善を図っています。

改善内容について審議・決定し、当該決定に関する全社の取り組
みを指示・統括しています。また、コーポレートガバナンス委員会
に情報提供を行い、コーポレートガバナンス委員会で審議された
内容を展開していく役割も担っています。

■ CSR経営のマネジメント体制の全体像

事業・財務指標
（販売棟数、売上高、
ROE等）

社是・CSR指針・企業倫理綱領・長期ビジョン

事業所長・総務経理責任者（CSR委員）

中期経営計画管理指標

ESG事業・財務

事業計画 【社会性中期計画】【環境行動計画】

方
針
・
計
画

方
針
・
計
画

推
進
体
制

事
業
所

管
理
指
標
・
評
価

各地域の事業所の
外部・内部環境を
ふまえた重点事項

①事業所長方針 ②本社各部門からの方針
事業・ESGの実践に
おいて全社的に
対応すべき事項

営業所長
（事業部長）

品質保証部門
安全管理部門
（事業所在籍）

各種委員
（CS推進委員
地域共生推進委員
ECOサポーター
IT推進委員）

業績指標・
評価

経営健全度
評価

各部門による調査
（管理指標）

・お客さまアンケート
・CSR意識調査
・人権実態調査
・人事調査
・取引先アンケート調査

・CSR自己評価指標
・社外ESG評価

全
社

管
理
指
標
・
評
価

全
社

中期経営計画

グループCSR推進責任体制

CSR経営に関する方針や制度、実施事項の立案・調整機能はサ
ステナビリティ企画部をはじめ各本社部門が担っており、重要な事
項は取締役会で決定します。

2005年から当社の全事業所でCSR委員を1名選出し、企業倫
理やコンプライアンスの周知徹底を図るとともに、CSR委員とは
別に地域共生推進委員を1名選出し、地域共生活動に関する企画・
実施や従業員の啓発活動なども行っています。また、グループ各

P

・経営健全度評価
・CSR意識調査

事業所長方針

・業務改善
・意識改善計画

・凡事徹底
・CSR指針
・企業倫理綱領
／行動規範の実践

C

A D

■ 事業所CSR経営のPDCA
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Check（確認・評価）

■ 事業所経営健全度評価
経営健全度評価とは、事業所CSR経営の「チェック」にあたり、「経

営効率の向上」と「経営基盤の強化」を現場に根付かせるための事
業所の評価制度です。ESGについての幅広い評価項目を設けてお
り、評価は事業所単位で行われ、事業所長や所属する従業員の賞
与にも反映されています。

■ 事業所経営健全度評価　評価項目一覧
・キャッシュ・フロー
・ CSへの取り組み
・ 品質面への取り組み
・ 職場環境・労務管理・人財育成
・ 安全への取り組み

・ 工場への適正発注
・社会貢献（地域共生活動）への取り組み
・ 環境への取り組み
・遵法精神、リスク・コンプライアンス
・ 受注計上基準の遵守

■ CSR意識調査を実施
当社グループでは2004年度より「企業倫理綱領および行動規範」

の職場における実践状況を確認する取り組みとして「CSR意識調査」
を毎年実施しています。これはイントラネット上で職場に関する約
60問の設問に回答する匿名アンケートであり、内容はすべて当社
グループ独自のものとしています。結果は点数化し、前年度の結
果と比較して1年間での従業員の意識の変化を確認したり、全社
平均と比較して自事業所の取り組みが不足している点を把握する
など、セルフチェック（自己診断）に活用しています。

Action（改善）

■ CSR意識調査に基づく職場の意識改善計画
CSR意識調査実施後、各職場において全体朝礼や全体会議な

どの機会を活用し、調査結果から読み取れる従業員意識の傾向や
今後の課題を共有する機会を設けています。また、次年度へ向け
た最重点改善項目の設定と具体的改善策の検討を「職場の意識改
善計画書」にまとめ次年度の改善活動につなげています。活動の
一例としては、「目標を達成するために能力に応じて全員が協力し
合う傾向が弱い」との調査結果（従業員の実感）に対し、「目標達成
による成果やお客さまからいただいたお褒めの言葉・感謝の言葉
を職場内で発表し、やりがいを共有する」との対策を立て、1年間
実施した事例もあります。

連携
情報交換

連携
情報交換

CSR委員 地域共生推進委員

取締役会
大和ハウス工業

会長 社長

大和ハウス工業

大和ハウス工業
サステナビリティ企画部

取締役会
グループ会社

会長 社長

グループ会社
担当役員

グループ会社
担当部署

グループ会社
事業所担当

■ 大和ハウスグループのCSR推進責任体制

全事業所において「CSR委員」
「地域共生推進委員」を選任

サステナビリティ担当役員

当社の事業所CSR経営のPDCAにおける主な取り組みは以下
の通りとなっています。

Plan（方針・計画）

■ 事業所長方針の策定
当社では、全国に展開する事業所の責任者（事業所長）に対して、

年に1回開催される「全国支店長会議」にて経営方針の説明を行っ
ています。この会議では、事業方針・計画についての発表のほか、
企業倫理・コンプライアンスの徹底や、リスク管理、人財育成、労
働安全衛生などのESGに関する全社的な方針および計画につい
ての発表があります。そして、各事業所では、上述の方針および計
画、事業所における課題などをふまえたうえで、事業所長方針を策
定しています。

主な取り組み

Do（実行）

■ 「企業倫理綱領および行動規範」の徹底
事業所長方針をもとに、各事業所ではさまざまなステークホル

ダーの協力のもと事業を行うとともに、人財育成や建物の品質の
向上を図るなど組織としての基盤を構築していきます。当社グルー
プでは、こうした取り組みのベースとなる「企業倫理綱領および行
動規範」の考え方を共有し、それに基づいた行動ができるように教
育用小冊子「CASE BOOK」を作成し全従業員に配付しています。
2018年度には第8版を発行し、事業所の各職場において朝礼など
の機会を活用して読み合わせを実施しています。また、CSRに関す
る研修や人権啓発の研修も定期的に実施しています。

P058 教育用小冊子「CASE BOOK」の配付・活用関連ページ

社においても2005年からCSRを担当する責任者を選出し、CSR
活動を推進する体制を整備しています。
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お客さまとの
共創共生

実践報告

担当役員メッセージ

高品質な商品の提供

お客さまとの適切なコミュニケーション

長期にわたる信頼獲得に向けた取り組み

社会課題を解決する事業・持続可能な消費

067

071

076

079

080
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長期優良住宅の割合
（住宅事業）

84.0%

再受注率
（集合住宅事業）

44.5%
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取締役専務執行役員
営業本部長

藤谷 修

すべての事業に通じる「戸建ての心」

当社グループは、創業以来、すべてのお客さまに対して誠実に
向き合うことを重視し、質の高い商品およびサービスの提供に努
めてまいりました。これによって、お客さまのご期待に応えること
で信頼を築くことを何よりも大切にしています。

その原点をたどると、創業者・石橋信夫が遺した「戸建ての心」に
行き着きます。1959（昭和34）年のこと、戦後のベビーブームにお
いて、家族の数の急激な増加を背景に「住宅が手狭でこどもの勉強

部屋を確保できない」という声に応えて、プレハブ住宅の原点といえ
る「ミゼットハウス」を開発しました。建築に要する時間がわずか3時間、
価格も11万円程度と、いずれも当時の常識をくつがえす画期的なも
のでした。発売当初、業界では「売れるはずがない」と言われながらも、
多くの家庭に受け入れられ、爆発的なヒット商品となったのです。

以来、当社グループは、プレハブ住宅の発展に尽力してきました。
注文住宅として好評の「xevoΣ（ジーヴォシグマ）」にしても、「ミゼッ
トハウス」における「住宅の工業化」を出発点に、技術開発を重ねて
きた結果として誕生したものです。

そして、戸建住宅で培った建築技術は店舗や仮設住宅などで応用

お客さまに対して常に誠実に向き合いつつ、
良質な商品とサービスの提供に努めてまいります。

担当役員メッセージ

お客さまとの共創共生
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SDGsへの貢献

時代の変化を先読みしてお客さまが
困っていることを解決していく

「長い目で見てよかった」のお声をいただける
事業の追求

長期にわたる信頼獲得に向けた取り組みを重視

され、時代ごとの社会課題の解決に貢献してきました。さらに近年、
当社グループは大規模な複合開発施設や物流施設などを多数手が
けています。こうしたプロジェクトにおいても「戸建ての心」を大切にして、
地域社会の発展に役立つことを念頭においた事業を心がけております。

石橋相談役の精神は、私自身が手がけてきた流通店舗事業にお
いても、深く根付いています。昭和50年代の初頭、石橋相談役は、
日本のモータリゼーション（自動車の普及）をいち早く察知し、ロー
ドサイド店の流行を予測しました。そのなかで、当社の営業担当は

「戸建ての心」を基本にして土地オーナーの方々との信頼関係を
築いてきました。

そして、全国各地の土地情報に精通したことで、ロードサイド・
ビジネスにおける用地確保から店舗の建築、さらにはお客さまの
ビジネスのサポートに従事するようになったのです。また、土地オー
ナーさまに限らず、テナントのお客さま、店舗で働く従業員の方々、
店舗周辺の住民の皆さまもまたお客さまであるという思いから、
それぞれの課題に応えてまいりました。

自社の売上げだけを追いかけるのではなく、お客さまが困って
いることは何かをしっかりうかがったうえで、それを解決する手段
を考えて提案する。この企業姿勢は創業以来変わることがなく、こ
れからも変わることはありません。

「第5次中期経営計画」においても、冒頭で述べました通り、当社グ
ループは、お客さまに対して誠実に向き合うことを心がけ、良質な商
品とサービスの提供に努めることで、お客さまの満足と信頼を得るた
めに尽力してまいりました。しかしながら、戸建住宅および賃貸共同
住宅における建築基準に関する不適合等の問題が生じております。
お客さまに対して、最も大切な信頼を損ねる事態となりましたことを、
深くおわび申し上げます。問題に対して、外部調査委員会の調査結果
をふまえ、原因を直視するとともに、全社的な対応を進めてまいります。

私どもは商品・サービスの提供とともに、お客さまとの適切なコ
ミュニケーション、そして長期にわたる信頼獲得に向けた取り組み
を重視してきました。特に後者について、建物などを引渡した時点
でお客さまとの関係を終えるのではなく、むしろその後のリレーショ

ンを重視しております。
建物を建てる前も建てた後も、お客さまの立場にたった営業に

徹する。これによって、揺るぎない信頼関係を築くことで、新たな
ご用命をいただく起点となっているほか、新たなお客さまを紹介し
ていただくきっかけともなっています。

例えば、集合住宅事業においては、「再受注率の増減」は2018
年の実績が44.5%と、前年の39.5%を上回る高い数字を示して
います。この理由として、集合住宅の計画立案にあたって、土地オー
ナーさまの課題の解消に努めているほか、建てた後も営業担当者
が1棟1棟を満室にするために尽力するなど、あくまで土地オーナー
さまの立場での取り組みが挙げられます。「何をしたら儲かるかと
いう発想で事に当たるな。どういう商品が、どういう事業が世の中
のためになるか考えろ」という創業者精神を愚直に守っていることが、
お客さまからの信頼獲得につながっています。

長期にわたる信頼獲得に向けた取り組みは、私が手がけてきた
流通店舗事業でも同様です。土地オーナーさまはもちろんのこと、
テナント企業さまもまた大切なお客さまととらえ、お役に立つこと
を心がけてきました。例えば、当社グループの「LOC（ロック）シス
テム」は、土地の可能性を十分に引き出し、適切な活用方法を提案
する仕組みとしてたいへん好評です。

このシステムは、不動産の有効活用を希望される土地オーナー
さま（Land Owner）と、新たな事業展開のための拠点を探してお
られる企業さま（Company）の双方のニーズにお応えするもので
す。不動産を貸す方、借りる方の両方から、「長い目で見てよかった」
とおっしゃっていただくことが、私どもの何よりの喜びとなっていま
す。そして、流通店舗事業が4,000億円を超える規模となった現在
においても、お客さまとの信頼関係を第一に事業を進めております。

そして、これからの時代に向けて、お客さまとの「共創共生」を確
実に進めていくためには、社会の変化に対応した新技術の開発や新
規事業の創出が欠かせません。当社グループでは、社会課題を解決
していくため、研究・開発や商品の開発を積極的に展開しています。
「第5次中期経営計画」における具体的な成果としては、共働き世

帯の増加に対応した「家事シェアハウス」をはじめ、キャッシュレス決
済を見据えた端末、労働力人口の減少に対応したロボットなど、さ
まざまな社会課題に対応したものを開発してきました。今後も継続
して開発を進めて、世の中に役立つ商品を生み出していく考えです。

お客さまとの共創共生
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日本における住宅や建築物の役割を考える際、社会的な課題の
一つとして自然災害の脅威からお客さまの人命や財産をどう守る
かという点が挙げられます。大規模な地震をはじめとして台風や大
雪など世界でも有数の自然災害大国であることから、建物の安全・
安心を追求することが欠かせません。特に近年は集中豪雨など気
候変動による異常気象が増加しており、従来以上に建物の引渡し
後を見越した対策が必要となっています。

あわせて、日本においては少子高齢化やそれに伴う人口や世帯
の減少、都市への一極集中と地方の過疎化、空き家の増加などが
問題視されています。お客さまのライフスタイルの変化を的確に
把握し、時代の先を見据えた住まいのあり方を提案していくことが
欠かせません。

このほか、建物の長寿命化や省エネルギー、まちづくりという観
点からみた地域の特性に応じた住まい等、社会的課題は数多く存
在します。このように事業と社会的課題の関係をふまえたうえで、
これからの住まいや建築物を考えていく必要があります。

当社グループのリスク・機会とその対応

住宅をはじめとする建物は、お客さまのご要望に応じたオーダー
メイドが基本であり、その点において「これで完璧」ということはなく、
常により良い商品、サービスの提供を心がける必要があります。こ
のことが事業におけるリスクの一つであると共に、継続した努力が
新たな事業機会を生むきっかけともなります。

また、時代と共にお客さまのニーズは変わっていくため、時代の
先を見据えた事業活動が欠かせません。少子高齢化の社会におい
ては、ライフスタイルが大きく変わり、それと共に住まいに求める
ものも変わることが想定されるため、変化への対応を誤るとリスク
が生じる恐れがあります。当社グループは現状の課題に真摯に対
応すると同時に、中長期の視点から住まいや建物に対する課題に
も積極的に取り組んでいく考えです。

さらには今後、事業のグローバル化が加速するなかで、海外に
おける商品やサービスをどう提供していくかもまた大きな課題と
いえます。この点についても、リスクと機会を的確に見定めて、例
えば引き渡し後の物件の管理・維持を徹底する等、国内と変わるこ
とのない「日本品質」の提供を通じて、お客さまの期待に応えてま
いります。

社会的課題

私たちは、誰に対しても誠実に向き合うことを心掛ける
とともに、良質な商品やサービスの提供に努め、常にお
客さまの満足と信頼を得るために最善を尽くします。

社会性長期ビジョン【お客さま】

社会性中期計画（2016〜2018年度）における考え方と成果

「第6次中期経営計画」におきましては、長期にわたる信頼獲得に
向けた取り組みのいずれかの一環として、お客さまの資産の付加
価値向上に対する貢献という観点から、住宅のストックビジネスで
ある「リブネス事業」を重点テーマに据えています。これまで当社
グループを通じて建てていただいた戸建住宅や集合住宅、店舗、
その他各種施設について、未来への責任を果たすべく、街と住ま
いの「再耕」に取り組んでまいります。

そのなかでも、当社グループがこれまでに多数手がけてきた郊
外型戸建住宅団地の「再耕」は、お客さまとの約束を守り続けると
いう方針にとって、きわめて重要な課題の一つと認識しています。
住民の方々が高齢になっている現在、住宅団地が活気を失いつつ
ある現状を見逃すわけにはまいりません。

そして、過去にさまざまな建物の提供を通じて、お客さまに「夢」
を伝えてきた責任をふまえて、数十年を経たこれからも「夢」をお届
けすることが企業としての使命であると考えます。お客さまが末永
く安全・安心かつ快適に暮らせる環境を提供するとともに、新たに
住みたいと思うお客さまを一人でも多く呼び込むことのできる、魅
力的な建物・まちづくりを実現していきたいと考えております。そ
のため、当社グループの総力を結集して「リブネス事業」を成功に導
くとともに、事業を通じた社会課題の解決を目指してまいります。

また、「第5次中期経営計画」で取り組んできた社会課題を解決
する新技術の開発や新規事業の創出に関して、当社グループにお
けるイノベーション体制の構築に向けた取り組みを加速させてい
く考えです。すでに大阪工業大学や大阪商工会議所と連携して、
オープンイノベーションのプログラムを開催しています。また、当
社Webサイトを通じて、社会的な課題解決に資する事業テーマに
対する提案を募集する試みも実施しています。

加えて、大手企業とのアライアンスや大学の知見を活かしたア
イデアの創出にも注力しており、当社グループの枠を超えて、外
部パートナーを交えて革新的な事業の創出を目指していきます。

このほかに「第6次中期経営計画」では、お客さまと長期の信頼
関係を構築するとともに、新たなお客さまとの出会いにつながるコー
ポレートブランドの確立を重要課題として挙げています。特に創業
者精神をはじめ、社是や経営ビジョンを当社グループの全役職員
が共有し、お客さまと接するなかで言動を通じて発信していくこと
が欠かせません。そのためのコーポレートコミュニケーションの強
化に向けて注力していく考えです。

当社グループは、2021年までの3年間でグループ連結売上高
4兆5,500億円を目指すなか、その根本はあくまで創業者精神、そ
して一人ひとりのお客さまを大切にする「戸建ての心」であります。
そして、常に世の中の役に立つ事業を追求していくなかで、お客さ
まとの信頼関係の構築に引き続き邁進してまいります。

これからも「夢」をお届けできる企業を目指して

社会課題の解決に応える新規事業の
創出を目指していきます

お客さまとの共創共生
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【重要課題】

お客さまとの適切なコミュニケーション　P076〜078

当社では新入社員への基礎研修をはじめさまざまな研修を実施
しておりますが、お客さまとのコミュニケーション向上に向けたス
キルアップに関して、各事業部門でも独自の研修をしています。「新
入社員研修の参加率」は、住宅事業・集合住宅事業ともに昨年度に
続き100%であり、2018年度目標を達成しました。今後は他の研

【重要課題】

高品質な商品の提供　P071〜076

住宅事業全体のなかで「長期優良住宅が占める割合」について、
2018年度目標を90%以上としています。これに対して、実績は
84.0%となりました。また、「引渡し後1年以内無償アフター発生指
数」に関しては、集合住宅、建築、流通のいずれの事業部門でも目標
を達成しました。

中期CSR計画の成果（CSR自己評価指標の実績から）

個別指標（抜粋） 実績 2018年度目標
長期優良住宅の割合（住宅事業） 84.0% 90%以上

個別指標（抜粋） 実績 2018年度目標
新入社員研修の参加率

（住宅事業、集合住宅事業） 100% 100%

階層別研修および地区セミナーへの
社員参加率（建築事業） 80.3% 95%

個別指標（抜粋） 実績 2018年度目標
再受注率（集合住宅事業） 44.5% 20%以上

■ 長期優良住宅の割合（住宅事業）

83.7%
2017年度 実績

84.0%

■ 再受注率（集合住宅事業）

39.5%
2017年度 実績

44.5%

主な重要課題

社会性中期計画　エンドレス ソーシャル プログラム 2021
主なKGI経営目標指標（2021年度目標）

コーポレートコミュニケーションの強化
（対生活者（将来の顧客））

社会課題の解決に資するイノベーション体制の構築

日経企業イメージ調査
①好感度（一般個人）

インターブランド社Japan’s Best Domestic Brand
/ブランド価値金額 1,000百万USD

顧客長期リレーション対応の促進 顧客基盤を活かした受注率 70%
※住宅：紹介販売率

社会課題解決に資する新規事業・研究・開発に関するイノベーション創出の協業数

2018年度をベンチマークに量・質の高水準を維持

第6次中期経営計画へ

70% 90%②一流評価（ビジネスパーソン）

修においても各種研修の参加率の向上に取り組む予定です。この
ほか、住宅事業における「1ヵ月アンケートでの施工中、契約後対応
における満足度」では、2018年度目標を80%以上としたのに対し
て、実績は68.5%となりました。引き続き、満足度の向上に取り組
みます。

【最重要課題】

長期にわたる信頼獲得に向けた取り組み　P079〜080

住宅事業における「10年点検アンケートの総合満足度」で、
2018年度目標を100%としたのに対して、実績は96.4%でし
た。また、集合住宅事業における「再受注率」は、2018年度目標を
20%以上に対して、実績は44.5%と、昨年（39.5％）に続き高い数
字を示しています。今後もお客さまから長期にわたる信頼を獲得
できるように努めてまいります。

お客さまとの共創共生
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高品質な商品の提供

■ BIM（Building Information Modeling）の構築
営業、設計、生産・施工、アフターサービスに至る建物のライフ

サイクルの全プロセスで情報の一元化を実現するBIMの構築を

ICT（Information and Communication 
Technology）を活用した品質管理の強化

大和ハウス工業では、開発、設計・契約、生産・施工、アフター
サービスに至る商品づくりの全工程を対象とした品質向上に取り
組んでいます。以下のフロー図にあるように、開発や生産・施工など、
工程毎に検査を実施し、品質管理を行っています。そして、最終的
に商品を使用するお客さまにご満足いただける品質を保てるよう、
引渡し後のアンケートや定期点検、さまざまなお問い合わせを通
して、ハード・ソフトの両面から品質の把握に努めています。お客
さまからのご意見・ご要望を尊重し、商品のハード面の品質はもと
より、従業員の対応の品質、制度や仕組みなど業務の品質に至る
まで、各工程にフィードバックし、改善を進めています。

当社では、2014年から現場施工、工場施工、生産購買、商品開
発において3度の不適合施工に対する再発防止策の一環として「仕
様監理部」を発足しました。

戸建住宅・賃貸住宅の設計・生産・施工において、新規仕様なら
びに変更仕様に関する技術情報は、仕様監理部が一元管理し、お
客さまの安全・安心に直結する「防火・構造性能」などの技術情報
を選定するとともに、関連部門に対して情報伝達し、不適合の未然
防止の再徹底を図っています。特に「防火・構造性能」上重要な項目
については、改良改善や新商品開発などの状況の変化に対応して、
確実に情報が伝達されたかの教育を実施し、さらに正しく施工され
ているかを記録するシステムを構築しています。

仕様監理部は、監理対象部門において仕様の未遵守ならびに不
適切な実態を確認した場合、商品の開発や製造・販売の停止を行
う権限が付与されており、関連部門の管制を図っています。また、
お客さまの快適性能を保証する「遮音性能」「温熱性能」については、
それぞれの分野に精通した「商品設計確認者」を本社の技術部門か
ら選任し、専門的知見から新規設計や改善設計の内容について適
切に実施されているかを監理します。

2017年11月より「防火・構造性能」上重要な部位の施工のポイントを
自動的に抽出し、図面生成するシステムの運用を開始しました。システム
の導入により物件ごとに重要な仕様を技術者、および技能者に事前に提
示することができ、また検査時にはより正確な確認が可能となります。

なお、当社の住宅系商品は国土交通省より型式適合認定※を取
得しているため、建物の仕様を監理することが重要となっています。

品質保証体系

「仕様監理部」による仕様情報の横断的な
管理・伝達と監督権限の付与

マネジメント

大和ハウスグループでは「人・街・暮らしの価値共創グルー
プ」としてさまざまな建物を提供しています。建物は、人々の
生命や健康、財産などを守るべきものであり、当社グループ
は、人権尊重の観点からも安全で安心な建物を人々へ提供
する社会的義務を負っています。これらの建物は、世代を引
き継ぎ長期間にわたる使用が期待されています。私たちは
良品をお届けすべく、商品開発、設計、施工、メンテナンス、
廃棄（解体）に至る建物のライフサイクル全体にわたる品質
の向上に日々尽力しています。

基本方針・考え方

※型式適合認定: 同一の型式で量産される建築設備や、標準的な仕様書で建設される住宅な
どの型式について、一定の建築基準に適合していることをあらかじめ認定する制度。認定を
受けていれば、個々の建築確認や検査時の審査が簡略化される。

■ 品質保証の流れ（住宅系）
■ 初期流動管理の概要

※ 「コンプライアンス・リスク確認」は事業所の技術基盤（安全・廃棄物・
品質・設計・施工）の強化を目的とした取り組みです。

市場調査／商品企画

技術開発

設計審査

購買先選定

教育・訓練

提案・設計

契約

生産設計

営業・設計・工事打合せ

現地立会・着手前打合せ

引渡し／ご入居

お客さま満足度調査

定期点検／建物診断

苦情受付・苦情処理

工場生産

検査

出荷

施工店自主検査

工事自主検査
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【重要課題】

防耐火上
重要項目の選定

施工店→工事→品質保証が格納

技術通達（商品開発部） 対象仕様の通知 初期流動管理記録格納場所

仕様監理部

Eラーニング
事業所

購買・工事・設計・品証

技能者教育
受講リスト

教育

購買:施工店（材工）

定期的な教育・記録

様式③写真台帳

現場で、定められた仕様通りに確実に施工されているかを監理し、
履行状況を確認、追跡可能とする。

購買・工事・設計・
品質保証が格納

現場

DB

照合
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当社は、全国に展開する工場で、自動化・合理化・ロボット化を
推進し、徹底した品質の均一化によって、部材加工から組み立てま
でを一貫生産しています。全国の工場と本社の生産購買部門では、
国際標準化機構の品質マネジメントシステム「ISO9001」の認証
を取得しています。生産部門では「品質マネジメントシステム」を、
製品品質の向上および安定化への改善活動を継続的に行うため
のツールとして役立てています。

なお、運用にあたっては外部審査機関による監査を受けており、
製品・サービスの品質と安全性を確保しています。

品質マネジメントシステム「ISO9001」の運用

■ 住宅系（戸建住宅・集合住宅事業）
日本では建築基準法などによって建物の安全性について厳格な

基準が設けられており、建物の所有者、使用者（消費者）の安全・安
心が守られています。建築基準法などを遵守したうえで、当社では施
工品質においてお客さまに安全で安心な建物を提供するため、施工
会社と工事担当者による自主検査に加え、事故ゼロを目標として、工
事監理者の立場から品質保証部の検査による「トリプルチェック体制」
で検査に合格した建物を引渡ししています。
■ トリプルチェック体制 概念図

商品の安全衛生への影響評価
主な取り組み

※品質保証部員による検査：現物検査は竣工検査を必須とし、さらに他工程より一つの
　工程を選んで実施します。また、すべての品質記録を確認しています。
　工事監理者として設計図との照合、法令に基づく許認可の状況に加えて、
　工程内検査の実施を通じて設計・施工プロセスの監視を実施しています。

工事担当者による
自主検査

工事監理者である本社部門の
品質保証部員による検査※

施工会社による
自主検査

進めています。BIMを構築することにより、建物の3次元データを
活用してお客さまとの合意形成をスムーズにし、また建物情報の
一元化により設計変更等の情報のリアルタイム共有、図面間の整
合性を確保するなど、お客さまの求める品質の確保に寄与します。

■ 品質検査システム「D－Doc（ディー・ドック）」の運用
タブレット端末（携帯型情報端末）、スマートフォンを用いての、

工事現場での検査結果の即時登録・情報共有、検査業務の合理
化、多重チェックの迅速化を実現する「D－Doc」を全国運用し、品
質検査の効率化、強化、品質向上を図っています。

日本は、地震、火山活動が活発な環太平洋変動帯に位置し、世
界の0.25%という少ない国土面積に対して、マグニチュード6.0以
上地震の発生回数の割合は、全世界の18.5%と極めて高いもの
となっています。近い将来、発生の切迫性が指摘されている大規
模地震として、南海トラフ巨大地震、首都直下地震などがあります。
これらの大規模地震だけでなく、日本では地震は全国どこでも起
こる可能性があります。（内閣府:「日本の災害対策」2015年）

建築基準法では地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊などのしに
くさを「極めて稀に（数百年に一度程度）発生する地震による力（建
築基準法施行令第88条第3項に定めるもの）に対して倒壊、崩壊
などしない程度」と定めています。これは日本で建築物を建設する
うえで構造の安定に関する最低基準となります。さらに「住宅の品
質確保の促進等に関する法律」に基づき運用開始された住宅性能
表示制度において、構造躯体の倒壊、崩壊などのしにくさを耐震
等級1〜3で定めています。耐震等級1は建築基準法と同じ「極め
て稀に（数百年に一度程度）発生する地震による力に対して倒壊、
崩壊などしない程度」とし、耐震等級2は「耐震等級1の1.25倍の力
に対して倒壊、崩壊等しない程度」、耐震等級3は「耐震等級1の1.5
倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度」と定めています。

当社の住宅商品xevoΣでは耐震等級3を標準（※1）とし2014年
に発売しました。さらに2019年には新たにオプション仕様として
巨大地震時の建物の揺れを最大1/2（※2）に低減し内外装の損傷を
抑えるxevoΣs＋（シグマエスプラス）を開発。xevoΣs＋は建築基

住宅商品の安全に関する基準

※1 建設地やプラン条件によりプラン変更が必要な場合があります。
※2 耐震等級3のxevoΣとの比較。
※3 1階のみ数百年に一度程度発生する地震による力に対する必要性能の2.0倍
　　 （耐震等級3の1.3倍）を想定しています。

準法レベルの力の2.0倍（耐震等級3の1.3倍）の強度をもつ構造
躯体に強化（1階のみ）（※3）しています。

■ 世界の災害に占める日本の災害の割合
マグニチュード6.0以上の地震発生回数
（2004年～2013年）

世界
1,629

日本
302

（18.5%）

出典：内閣府

耐震等級

１
耐震等級

2
耐震等級

3

耐震等級
3の1.3倍
（1階のみ）

1.25倍 1.5倍 2.0倍

建築基準法
レベル

xevoΣs+

■ 建築基準法レベルの力の2.0倍の強度をもつ構造躯体を開発

良品をお客さまに引渡しするには、各工程での品質を管理する
ことが大切です。当社では、お客さまに安全で安心な建物を提供す
るため施工店・工事担当者による自主検査に加え、意匠・構造・設
備・品質保証に関わる担当者が現場立会い検査を実施し、事故ゼ
ロを目標として、監理者として品質チェックを実施しています。

■ 建築系（流通店舗・建築事業）

お客さまとの共創共生
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2019年4月12日、5月13日、6月18日付のニュースリリー
スでお知らせしましたが、当社が建設した戸建住宅・賃貸住
宅の一部の建物において、建築基準に関する不適合等があっ
たことが判明しました。

戸建住宅・賃貸住宅における
建築基準に関する不適合等について

【判明した不適合等の概要】
（1）独立基礎※1の不適合

当社が2001年から2015年にかけて供給した戸建住宅・
賃貸住宅の一部において、建物を支える基礎のうち独立基礎
と呼ばれる基礎の仕様が、建築基準法に基づき予め型式適合
認定※2を受け、型式部材等製造者認証※3（以下、型式適合
認定と併せ、単に「型式適合認定」と言います）を取得した仕様
と異なる寸法で施工されていました（対象棟数:3,763棟）。

（2）L字型受柱の不適合
当社が2001年から2008年にかけて供給した賃貸共同住

宅の一部において採用していた2階外部片廊下を支えるL字
型受柱の仕様について、型式適合認定を取得していなかった
にもかかわらず、型式適合認定を取得しているものとして、簡
略化した確認申請手続きを行っていました（対象棟数:192棟）。

（3）L字型受柱の防火基準に関する不適合
上記（2）に記載の不備のある建物のうち主要構造部を準

耐火構造として建築する必要のある建物について、当該L字
型受柱の部分につき防火基準に適合しないおそれがあるも
のが存在しました（対象棟数:77棟）。

なお、型式適合認定を取得している仕様で建物を建築す
る場合、建築確認申請手続きを簡略化することができますが、
型式適合認定を取得している仕様から少しでも外れている
場合は一般的な建築確認申請手続きが必要となります。

上記の不適合のうち、（1）独立基礎の不適合、及び（2）L字
型受柱の不適合については、一般の確認申請手続きを行う
べきところ、簡略化した建築確認申請手続きを行ったもので
あり（2019年6月末現在）建物の安全性に直接影響するも
のではありません。これらの該当物件については、社内及び
第三者機関における安全性に関する再評価を実施しており
ます。

なお、上記不適合の（3）L字型受柱の防火基準に関する不
適合については、防火安全性を確保するための補修工事が
全件完了しております。

1）外部調査委員会の構成
委員長:桑野 幸徳 社外監査役

（大和ハウス工業株式会社 社外監査役（独立役員））
委員 :長谷川 健 弁護士

（加藤・西田・長谷川法律事務所代表）
委員 :渡辺 徹 弁護士

（北浜法律事務所 パートナー（共同経営者））
2）調査期間

2019年4月26日〜2019年6月17日
3）調査の方法

・当社の不適合対策本部等の調査結果・調査資料の利用
・当社の設計要項、各種図面、社内規定、社内通達等の精査
・関係者（144名）に対する調査票による調査
・関係者（28名）に対するヒアリングの実施
・CADシステムを使用した設計業務等に関する現地調査

4）調査結果の概要
ⅰ）確認された主な事実
1.時期

2000年6月1日より改正建築基準法が施行され、型式適
合認定・型式部材等製造者認証制度が導入。当社も型式
適合認定・型式部材等製造者認証の制度を2000年12
月より運用を開始した。

2.独立基礎
・型式適合認定制度導入以前から、高さ620mm以外の

高さの独立基礎も便宜上使用されていた。
・各事業所の設計責任者は、高さ620mm以外の高さの

独立基礎が型式適合認定を取得していると誤信したま
ま建築確認申請を行っていた。

3.L字型受柱
・型式適合認定制度を導入する以前から、関東エリアにお

いて賃貸共同住宅の居住空間を少しでも多くとりたい
という顧客の要望に応えるため、2階外部片廊下を支え
る独立柱の代わりにL字型受柱を採用することがあった。

・関東エリアの事業所の設計者は、型式適合認定制度導
入以前から採用していたL字型受柱については型式適
合認定を取得しているものと誤信し、建築確認申請を
行っていた。

4.防火基準に関する不適合
・L字型受柱を採用した建物は、一般的な建築確認申請を

【外部調査委員会について】
当社は不適合の問題に関して、より客観的な調査が必要

との判断から、2019年4月26日に外部調査委員会を設置
し、不適合に関する事実関係の調査、発生原因の分析及び
再発防止策の提言等を委嘱しました。そして最終報告として、
2019年6月17日、調査報告書を受領いたしました。

 外部調査委員会による調査の概要は以下の通りです。

※1 建物の外周部分の基礎（連続布基礎）と連結せず、独立して設置され
る基礎

※2 建築基準法に基づく業務で、標準的な仕様書で建設されるプレハブ
住宅などの型式について、一定の建築基準に適合していることを予
め審査し、認定するもの。

※3 型式適合認定を受けた部材等の製造者について、その部材等を適
切な品質管理のもと認定型式通りに製造できる者であるかどうかを
審査し、認証するもの
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当社グループ公式Webサイト ニュースリリース
「外部調査委員会による最終報告に関するお知らせ」（2019
年6月18日） 
https://www.daiwahouse.com/about/release/
house/pdf/release_20190618-3.pdf

「戸建住宅・賃貸共同住宅における建築基準に関する不適
合等についての原因究明及び再発防止策について」
https://www.daiwahouse.com/about/release/
house/pdf/release_20190618-4.pdf

（訂正）「外部調査委員会による最終報告に関するお知らせ」
の一部訂正について
https://www.daiwahouse.com/about/release/
house/pdf/release_20190619.pdf
当社における経営責任および役員の処分に関する代表取
締役の異動・担当変更、人事異動・機構改革についてのお
知らせ
https://www.daiwahouse.com/about/release/
house/pdf/release_20190625.pdf

関連ページ

※本項目に記載の内容は2019年6月25日現在のものです。
　最新の情報は当社グループ公式Webサイトのニュースリリースをご覧ください。

行い、L字型受柱について耐火被覆による防耐火処置
を講ずることが建築基準法等の防火基準に照らして必
要か否かを指定確認検査機関等の厳重な審査・チェッ
クを受けるべきであった。しかし、型式適合認定を取得
しているものとして建築確認申請をしたため、その必要
な防火に関する審査・チェックを経ないまま、建築基準
法等の防火基準に不適合のおそれがある建物が建築さ
れることとなった。

ⅱ）原因分析
1.法令遵守体制の運用上の問題

型式適合認定制度の運用を開始した当時、一応の法
令遵守体制を構築していたものの、その法令遵守体制
の実際の運用において、型式適合認定制度を設計者全
員に理解させるという大事な目的を達成するための効果
的な運用がなされなかった。また、設計者も独立基礎及
びL字型受柱の設計に際して、大和ハウス工業が同制度
に基づき取得した仕様を正確に理解しないまま設計した。

2.事業所と本社（商品開発部門及び技術本部）のコミュニ
ケーション不足

各事業所の設計者それぞれが建築士資格を有する
専門家であるため、有資格者として独立基礎及びL字
型受柱の設計に際して、当社が型式適合認定制度に基
づき取得した仕様を正確に理解して設計する必要があっ
たことは当然であるものの、型式適合認定制度につい
て全社的な統括をするべき立場にあった当時の技術本
部が、型式適合認定制度の下における建築基準法等の
法令に従った申請手続きなどの法令遵守について周知
徹底することが出来ずに、結果として個々の設計者に委
ねる運用となってしまった。

3.設計図書作成のプロセスの問題
技術本部が各事業所及び生産業務センターに対して、

CADシステムにおける仕様制限の意味・重要性を十分
に連絡・説明できていなかった。すなわち、設計図書作
成のプロセスにおけるチェック体制を技術本部が周知
徹底できていなかった。

ⅲ）再発防止に向けた提言
1.全社的な法令遵守体制の再構築
2.双方向の情報伝達機能の強化
3.設計図書作成におけるチェック体制の構築

1）全社的な設計業務に関する法令遵守体制の再構築
・型式適合認定制度をはじめとする建築関連法令に関す

る法令遵守体制の再構築

【再発防止策の策定について】
当社では、外部調査委員会による調査報告書を受け、

2019年6月18日開催の取締役会において、以下の再発防
止に関する基本方針および施策を決定いたしました。

【経営責任について】
当社では、2019年6月25日開催の第80期定時株主総会

後の取締役会において、中華人民共和国の関連会社の大連
大和中盛房地産有限公司において生じた不正ならびに、戸
建住宅・賃貸住宅における建築基準に関する不適合問題に
対して経営責任および役員の処分を決定しました。（詳細は
下記の「関連ページ」をご覧ください。）

当社といたしましては、今後、このような事態を二度と発
生させないよう、再発防止に専心してまいります。

・社長直轄部門として独立した（仮称）法令遵守・品質保証
推進本部の設置

2）型式適合認定制度に関する社内資格制度の導入
・型式適合認定制度に関する社内資格制度の導入と設計

担当者の適正な配置
3）リスク情報の伝達機能の強化

・型式適合認定制度をはじめとする建築関連法令に関す
るリスク情報を社内に伝達する仕組みの強化

4）社内監査機能の強化
・型式適合認定制度をはじめとする建築関連法令の社内

監査体制の強化
5）事業所の法令遵守状況に対する適正評価

・型式適合認定制度をはじめとする建築関連法令の遵守
状況について、事業所の業績評価に反映

6）本社・事業所間の情報共有の強化、教育の再徹底
・本社と事業所における情報伝達機能の強化、本社と事

業所間のコミュニケーションの強化を図るため、全社に
対して改めて法令遵守教育を実施

7）社内チェック機能の強化
・社内の標準的な設計ルール（設計要項）=標準仕様の再

整備
・型式適合チェック体制を強化する設計プロセスの改善
・ BIMによる法令適合チェック機能の強化
・設計図書の長期保管が可能な仕組みの再構築
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※急激な温度変化で、血圧や脈拍の急変動が身体におよぼす影響のこと。

当社の基準通りに開発、設計、生産され、施工した商品が良品・
高品質なものであり、かつお客さまの満足につながっているか、ア
ンケート等を活用し把握しています。また、調査だけでなく、「お客
さまの声」としてお預かりしたデータをCS推進部において分析し、
各工程に関連するすべての部署に共有と提言をすることで、改善

家のなかの急激な温度変化を低減し、ヒートショック※や熱中症
を減らす、健康で快適な住環境の研究・開発を進めています。

一般的に、居室向け空調設備として設置されるエアコンの場合、
リビングとトイレ等の非居室との温度差は6℃〜8℃と激しく、暖か
い部屋から寒い部屋に移動した際の急激な温度変化で、血圧や脈
拍が急変動し、身体に大きな負担がかかります。特に、高齢者や血
圧の高い人にとっては脳卒中などの原因となり、家庭内の死亡事
故につながる場合もあります。

お客さまの健康や生命に影響を与える家のなかの温度差を低減
するには、全館空調システムが一つの解決方法となります。しかし、
そのためには空調機器専用の機械室が必要となり、また、一定の温
度で家全体を保つため、より多くのエネルギーを必要とします。

そこで当社では、これらの課題を解決し、ヒートショックの原因と
なる部屋間の温度差を低減する「フロアセントラル空調システム」
を研究・開発しました。

空調機器を各フロアの天井裏に設置することで、空調機器専用
の機械室を不要とし、家のなかをより広く利用できるようにしました。

さらに、1階、2階の異なる生活パターンに合わせて、快適な温
度運転を行う週間スケジュールタイマーにより、不在時にはひかえ
めな温度で運転する等、フロアごとの無駄な空調運転を抑えるこ
とで、一般的な全館空調システムに比べてエネルギー使用量を約
30%削減することができます。

今後も、お客さまがより健康で、快適・省エネルギーな住環境を
実現する研究・開発を進めてまいります。

商品に対するお客さま満足度

商品の安全衛生に関する研究

P201〜202 CSR自己評価指標 2018年度実績 お客さま
「高品質な商品の提供」 
「長期にわたる信頼獲得に向けた取り組み」

関連ページ

「フロアセントラル空調システム」で一年中快適かつ安全な空調を実現

へとつなげています。
2018年度のお客さま満足度、商品の品質に関する管理指標の

結果は、CSR自己評価指標として進捗を管理するとともに以下に
開示しています。

※ 図はxevoΣの場合

■ 住宅の長寿命化に配慮した外張り断熱通気外壁
当社では戸建住宅の外壁構造に断熱性・防水性・防露性・耐火

性・耐久性に優れた「外張り断熱通気外壁」を開発し、2005年より
積極的に採用しています。「外張り断熱通気外壁」を採用すること
は壁体内の防露性能と防水性能を高め、構造体の劣化を防ぎます。
また建物の耐久性能を高めることで安全性を向上し長寿命化を図っ
ています。

建物の安全性に大きく関わる防水性能や防露性能を確保するう
えで、一般的には個々の建築現場に依存せざるを得ない施工品質
について、工場生産することにより安定品質を確保した当社独自
の外壁システムです。2005年の発売以来戸建住宅の外壁構造に
100%を目指して順次採用を進め、現在では戸建住宅商品の97%

（2018年度実績）を占めています。
「外張り断熱通気外壁」は「二重のバリア」の考え方で構成されて

います。当社では、防露性能、防水性能それぞれにおいて一般的な
建物と同様に一つのバリアで十分な性能を確保できる設計として
いますが、フェイルセーフの設計思想（不具合が発生した際も安全
な方向へ制御される設計）によってさらにもう一つのバリア（二重の
バリア）を施すことで安全性を高めています。防露においてはまず
構造体の内側に防湿層を設け、室内からの湿気が壁体内に浸入す
ることを防ぎます。次に構造体の外側に高密度の繊維系断熱材と
通気層を設けることで、万一、室内の湿気が壁体内に浸入しても構
造体を冷やさず、速やかに湿気を排出することで壁体内結露の発
生リスクを大幅に低減しています。

防水においては壁体内に設けた通気層が雨水の浸入を防ぐ2次
防水層としても機能しています。万一、1次防水となる外壁面の防
水層が切れ、室外からの雨水が壁体内に浸入しても通気層を通じ
て外部へ排出することで雨水による漏水リスクを大幅に低減して
います（通常の使用の場合）。

このように当社では製品の
安全性を確保するために、「工
場生産による安定品質」と「二
重のバリアの考えを取り入れ
た部材構成」を採用することに
より、万一のリスクに備えた安
全で耐久性の高い戸建住宅商
品を提供しています。

②高性能グラスウール

③高密度グラスウール
（熱橋補強断熱材）

①高密度グラスウールボード①高密度グラスウールボード

エクストラV断熱仕様

②高性能グラスウール

③高密度グラスウール
（熱橋補強断熱材）

屋内

屋外 184mm

お客さまとの共創共生
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P155〜160 地球温暖化防止（エネルギー・気候変動）関連ページ

日本の温室効果ガス排出量を部門別にみると、家庭部門・業務
その他部門が全体の約4割を占め、両部門ではこの四半世紀で約
7割も増加しています。また、当社グループのバリューチェーン全
体の温室効果ガス排出量をみると、自社以外の間接排出（スコー
プ3排出量）が98.9%と大半を占めています。特に、長期間使用さ
れる住宅や建築物の「居住・使用段階」が約6割を占めています。

そのため、当社グループでは創業100周年となる2055年を見
据えた環境長期ビジョン「Challenge ZERO 2055」を策定、ZEH
やZEBなど、省エネ・創エネ・蓄エネに配慮した商品の普及を図る
ことで、国内の家庭・業務部門における温室効果ガス排出量の削
減に貢献するとともに、お客さまに快適で環境効率の高い商品を
ご提供しています。

また、「Challenge ZERO 2055」では2025年までに戸建住宅、
2030年までに建築物において平均的な新築建築物のZEH・ZEB
化を図り、居住・使用段階の温室効果ガス排出量（面積当たり）を
2030年までに2015年度比30%削減することを目指しています。
併せて、再生可能エネルギーによる発電や低炭素電力の供給を推
進し、エネルギーゼロの街づくりを推進しています。

お客さまの立場に立った環境効率向上の取り組み

当社では建物の引き渡し時に商品情報に関する書類を提供して
います。例えば、戸建住宅では、お客さまへ建物のメンテナンスに
関する「住まいの手引き」をお渡しするとともに、希望される方には「日
本住宅性能表示基準」に基づき自主性能評価書（設計・建築の性能
評価書）を開示しています。また、分譲マンションに関しては、お引
渡し会にて鍵と共に「建築物・設備等の利用に関する取扱説明書」、

「ご入居後のサポート」および住まいの履歴ファイル「D's File」を
お渡ししています。

お客さまとの適切なコミュニケーション

大和ハウスグループは、お客さまに愛され、信頼される企
業であることを理念に掲げ、企業活動を推進しています。企
業として当たり前のことを当たり前に徹底して行うという「凡
事徹底」を企業姿勢として全役職員が共有し、お客さまに対
して実践しています。さらには、「お客さま志向」から一歩踏
み出して、お客さま一人ひとりの立場で考える「個客思考」を
行動の規範としています。この考え方は、「一人ひとりのお客
さまのご要望にきめ細かに応える」戸建住宅を核とした当社
ならではの特徴であり、規模の大きな商業施設や物流施設
の建築においても同様の姿勢であることを重視しています。

お客さま一人ひとりの立場に立つためには、お客さまとの
良質なコミュニケーションが重要となります。当社では「企業
倫理綱領および行動規範」に基づいて、お客さまに対する「誠
実なコミュニケーション」を示し、個人情報（プライバシー）の
保護を前提に、常に誠実で正直な姿勢で臨みます。また、約
束を守るために最大限の努力を惜しまず、ご要望に対してス
ピード感をもった誠実な対応を心がけています。

基本方針・考え方

お客さまの声からの
業務改善

契約・設計

引渡し
ご入居

・企画提案の内容、方法
・担当営業の対応

・引渡し時の品質検査、対応
・住まい心地、商品への感想
・アフターサービス員の対応

・工事現場の
  整備管理状況
・進捗報告の
  実施状況

・入居後の担当営業
  の訪問状況
・契約前の営業活動
  への意見

施　

工

リ
レ
ー
シ
ョ
ン

【重要課題】

お客さまとの適切なコミュニケーションは、信頼関係を醸成する
基本であり、このことを「商品の質」「社員の質」「業務の質」という3
つの「質」の観点で、あらゆる事業活動の質の向上に活かすことで、
お客さまの期待に応え、お客さま満足につなげていきます。
「商品の質」では、お客さまが要求される性能以上のものをご提供

することが最終的な満足へつながると考えています。したがって、お
客さまからいただいた声はCS推進部において分析し、関連するす
べての部署に共有することで改善へとつなげています。
「社員の質」については、高いレベルの個人が集まって強い集団に

なると考えています。お客さまは一人ひとり異なったご要望をおも
ちであり、その場で臨機応変に対応できる能力が重要であるため、
OJT・Off-JTを通じた人財育成に力を注いでいます。
「業務の質」については、業務の基本的なやり方・ルールを把握するこ

とが大切だと考えています。当たり前のことを確実にこなしていくため
に担当する従業員全員が共通して把握することが欠かせません。そのう
えで業務の改善についてPDCAを回していくことが重要と捉えています。

3つの「質」を高める仕組み
マネジメント

商品情報の提供

お客さまとの共創共生
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■ 【分譲マンション】緊急対応システム「ライフネクスト24」
分譲マンションのお客さまに対しては、緊急センター「ライフネ

クスト24」を設置し、24時間365日体制で対応しています。

■ 緊急対応フロー図

■ お客さまの安全・安心を守る体制の整備

マンション

協力会社

異常感知
異常感知

自動
通報

緊急出動

緊急出動

連携

110番・119番・ガス会社

連携

警備会社

ライフ
ネクスト24

給排水
ポンプ
異常

エレベーター
異常

消防設備
異常

その他
設備の
異常

共用部分

必
要
に
応
じ
て

通
報
連
絡

管理
事務室

発信
装置

各住戸(専有部分)シーエルガード

非常
ボタン

防犯
センサー

ガス漏れ
感知器

熱感知器
（火災）

※マンションおよび住戸の仕様により
 　監視項目は異なります。
◎緊急センター「ライフネクスト24」は当社グループの分譲マンション管理会社である
　大和ライフネクスト株式会社に設置。

引渡済建物（戸建、賃貸住宅の場合）

コールセンター※業務継続可否の判断

対象顧客マッピング

簡易点検

お見舞い訪問

切替え

※全国3地区に設置。被災時、お客さまからのお電話は他地区での受付に切替え。
（連絡がつく場合）

（連絡がつかない場合）

建物に構造上の問題が
あれば別途対応

安否確認コール

センターのスタッフ

当社が目指すのはお客さまとのエンドレスパートナーシップです。
お客さまの住まいに関するさまざまなご要望のコンシェルジュ

窓口として『ダイワハウスお客さまセンター』を設けています（24
時間365日フリーダイヤルにて受付）。お客さまセンターは、各事

CSや品質に関わる事項について、従来は1部門での対応を行っ
てきましたが、お客さま満足のさらなる向上を目指し、2014年度よ
りCS統括部門と品質保証部門の2部門の体制へ強化しました。お
客さまの声を商品やサービスの改善につなげるため、本社と全事
業所にCS委員会を設置し、お客さまの声（客観的集計および「生の
声」）に基づき、毎月1回の活動（委員会）を通じて事例の共有と取り
組みのPDCAを回しています。他にも、商品開発部との連絡会、施
工部門との連絡会などでお客さまの声をもとにした改善提案、実施
状況の確認を行っています。このように、各事業所でのきめ細かな
取り組みを共有するとともに、各事業所での対応が難しい全社的な
判断が必要な場合には迅速に対応できる体制を整備しています。

また災害などに備え、「事業継続規程」にて従業員への教育や定
期的な訓練を実施しており、2018年度における災害時には「災害
対応マニュアル」に基づく迅速な対応を行うことができました。

CS推進体制

災害対策本部発足

災害発生
地震：震度６強以上、台風・水害：甚大な被害の場合

応援スタッフ
派遣

各部門からの
派遣・応援チームで

構成

など

【相談】
建物不具合
など

情報提供

【お見舞い連絡】
・安否確認
・建物状況確認
  など
【訪問・修理】
建物点検
現地調査
建物修理

事業所

お客さま
センター

オーナーさまの
建物状況・

相談事項を共有

大和ハウスチーム「一丸となってお客さま対応」

経営
管理 技術

営業 cs

お
客
さ
ま
・
オ
ー
ナ
ー
さ
ま

■ 【ソフト面】災害時に一丸となった対応ができる体制

■ CS委員会による改善活動の推進

事業所
CS委員会

業務改善

新しい
サービス・提案
声(ご意見)

本社
CS委員会

お客さま

社内
各部門

■ 【戸建・マンション・賃貸住宅】ダイワハウスお客さまセンター

各コールセンターでのコミュニケーション

業所と一体となり定期点検のご案内やお客さまの安心メンテナン
スサポートを行います。さらにハウスクリーニングからリフォーム、
転居に伴う自宅の売買・賃貸・引越しまで、当社グループの総合力
で対応できる仕組みです。末永く、住まいのあらゆるご相談に応じ
ていけるパートナーを目指して「お客さまと共に」の精神を忘れず
に提案していきます。

2018年度の災害においては、お客さまの安否確認は当然のことな
がら、被災された建物の状況把握や被災後の建物点検アポイントなど、
災害発生後、迅速なお見舞いの連絡と、お申し出の受け付けを行いま
した。これらは、拠点を複数の地区に設置することで、被災地域に
かかわらず、対応できる体制を構築しております。

お客さまとの共創共生
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※お客さま : これまでに建物を引渡したオーナーさま

お客さま※に事業用建物を安心かつ快適にご使用いただくために、
引渡し後もトラブルの発生に対してコールセンターが24時間365
日サポートしています。また、アドバイス機能の向上を図るととも
に、いただいたご意見を分析して得られる改善情報を継続してフィー
ドバックしていきます。

■ 【商業施設・事業施設】24時間受付コールセンター

お客さまと直接関わる当社従業員が、お客さま一人ひとりの立
場に立って考える「個客思考」を徹底し実践できるようにするため、
従業員の全階層にわたって研修会を継続実施しています。一例と
して、「ロールプレイング大会」を開催し、現場における対応の応用
力や知識の共有などを強化しています。これらがどのようにお客さ
まに評価いただけているか、アンケートなどを活用し把握したうえで、
人財育成に活かしています。

2018年度のお客さまとの適切なコミュニケーションに関する管
理指標の結果は、CSR自己評価指標として進捗を管理するととも
に開示しています。

当社では広告物について、法規制、業界内規制に加え、人権配慮
などさまざまな広告表現の自主規制を設けています。また、広告物
をテンプレート化して運用する広告制作システム「Dワークプレイス」
の活用を促進し、作成段階での表現上のリスクを軽減しています。

さらに、最終チェック部門として専門チームを設置しチェック体
制を強化することで、最大限のリスク管理に努めています。

当社は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報を適切に利
用し保護することが事業活動の基本かつ社会的責任であると考え、
個人情報保護方針（プライバシーポリシー）を定めて社内外に公表
しています。この方針のもと、社内規程の策定・個人情報管理者
の設置など、組織的・人的な安全管理体制を整備するとともに、個
人情報保護の考え方や社内規程を定期的な研修などの実施により、
周知徹底しています。また、情報技術による対応においても、個人
情報は最重要の情報と認識しており、利用者認証統制やアクセス
制限、操作ログ管理などを行うとともに、ハードディスクの暗号化、
外部からの不正なアクセスの検知など多段階の対策を実施してい
ます。なお、2018年度において、監督官庁などからの指導・助言・

接客品質に対するお客さま満足度

マーケティング・コミュニケーションにおける
自主規制

個人情報の管理への対応

主な取り組み

P201〜202 CSR自己評価指標 2018年度実績 お客さま
「お客さまとの適切なコミュニケーション」 

関連ページ

勧告・命令はありませんでした。
2018年に施行された欧州一般データ保護規則（GDPR）につい

ては、当社グループにおいて適用対象となりうる取引などが存在
しないかの調査を実施しました。調査結果をふまえGDPRの各規
則への具体的な対応を進めています。

お客さまとの共創共生
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長期にわたる信頼獲得に
向けた取り組み

大和ハウス工業では、建物の構造やお客さまの状況に適した長
期保証・アフターサービスの仕組みを構築しています。建物の構
造が防水に関する部分は、最長30年の初期保証期間※を設けると
ともに、定期的な建物診断を行っています。

お客さまを個々に訪問し、建物診断で確認した改善点について
はメンテナンス工事で修復し、資産価値の維持と向上を行います。
また、これらのアフターサービスで得られた情報は、CS統括部門
が集約のうえで各部門へのフィードバックを行い、商品開発や品質
保証の体制や仕組みの改善につなげています。

全国のオーナーさま同士の親睦や経営に関する情報交換の場と
して、オーナーさま向けの会員組織を運営しています。資産活用
の専門家による研修会や相談会の開催、最新情報のご提供などを
行うことで、所有している建物のメンテナンスや、賃貸住宅経営な
どの資産活用をお手伝いしています。また、親睦旅行や交流イベン
ト等を通じて、オーナーさま同士の交流を図っています。こうした
取り組みを通じて、オーナーさまと当社グループとの長期的なコミュ
ニケーションを図り、信頼関係の構築に努めています。

長期の品質保証
マネジメント

建物は生活やビジネスと共にあるものであり、お客さまや
社会にとっての大切な資産です。そこで大和ハウス工業では、
建物を末永く良好に保ち、資産としての価値を持ち続け、世
代を超えて建物を長期間にわたって使用していただくことが
使命であると考え、適切なメンテナンスとアフターサービス
の体制をさらに発展させ、良質なストックを次の世代へと受
け継いでいきます。

また、お客さまとの長期にわたる信頼関係の構築も同様
に重要であると考えます。戸建住宅や分譲マンションなど建
物を利用されるお客さまだけでなく、賃貸住宅や商業施設、
事業施設などを資産活用のために建設したオーナーさまに
対しても、長期コミュニケーションを重視し、安全・安心に建
物を活用していただきたいと考えています。

基本方針・考え方

オーナーさま向け会員組織

【最重要課題】

※商品により異なります（xevoΣ系、GranWood等商品の場合）。

■ 戸建住宅 鉄骨・木造（平屋・2階・3階建ての場合）

60年以降も診断・保証 60年以降は、お客さまのご要望により、耐久性能調査（試験）を行い、耐久性能診断書を作成します。また、部位ごとに必要な
有料メンテナンス工事の項目と保証年限を提示します。 ※耐久性能調査（試験）費用は別途お見積りとなります。

60年55年50年45年40年35年30年25年20年15年10年5年2年1年6ヵ月1ヵ月

長
期
保
証
制
度

雨水の浸入を
防止する部分

防蟻
店舗部は防蟻
保証の対象外

住宅設備機器
（７品目）

点検・診断

60
年
以
降
も
診
断
・
保
証

●点検は、年数に応じた所定のチェックシートを用いて、建物部位ごとに点検マニュアルに沿って、目視または治具を用いて行い、点検結果をもとに、メンテナンスを必要とする箇所を提案させていただきます。
※外壁塗装・目地や屋根葺材などの外装材は点検の結果、補修工事やリフレッシュ工事（有償）が必要となります。
※長期優良住宅は認定申請時の維持保全計画に基づき30年目までの点検を実施し、記録を管理保管していただく必要があります。

保証の対象となる住宅設備機器７品目（オーナーさまの住居部分が対象で賃貸部分、店舗部分などを除く）

1ヵ月点検 6ヵ月点検 12ヵ月点検 24ヵ月点検 5年点検 10年点検 15年点検 20年点検 25年点検 30年点検 35年点検 40年点検 45年点検 50年点検 55年点検 60年点検

●システムキッチン　●システムバス　●洗面化粧台　●便器・便座　●インターホン
●エアコン（壁掛けタイプ・天井埋込タイプ）　●給湯器（ガス、電気、ガス電気ハイブリッド、石油）

有料メンテナンス
工事の実施により
15年間の保証延長

有料メンテナンス
工事の実施により
15年間の保証延長

有料メンテナンス
工事の実施により
15年間の保証延長

有料メンテナンス
工事の実施により
15年間の保証延長

初期保証 30 年

初期保証 30 年

初期保証 10 年

10 年

診断書 診断書 耐久性能
診断書

有料メンテナンス工事
の実施により、10年間
または5年間の保証延長

有料メンテナンス工事
の実施により、10年間
または5年間の保証延長

有料メンテナンス工事
の実施により、10年間
または5年間の保証延長

有料メンテナンス工事
の実施により、10年間
または5年間の保証延長

有料メンテナンス工事
の実施により、10年間
または5年間の保証延長

構造耐力上
主要な部分

無料点検 有料点検

1.「構造耐力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」の初期保証期間は、保証期間内に当社が実施する点検を受けられることを条件に、お引渡しの日から30年間となります。点検を受けられなかった場合、原則としてそのときか
ら保証が受けられなくなることをご承知おきください。 

2.保証満了時に、点検・診断に基づく有料メンテナンス工事（以降、保証延長工事という）を実施された場合に限り、保証を延長させていただきます。なお、「構造耐力上主要な部分」の保証は、「雨水の浸入を防止する部分」の保証延長工事の
実施を条件に15年間延長させていただきます。 

3.保証が途切れた場合でも保証延長工事を実施されれば、保証を再開（再保証）できます。この場合、点検・診断は有料となります。保証が途切れた期間によっては、保証を再開（再保証）できない場合があります。 
4.外壁がタイル張り、または塗壁仕様の場合、点検時に経年による補修が必要な箇所が見つかることがあります。それらについては、外壁（外装面・目地）の保証期間（5年）、保証対象に基づき必要な措置をさせていただきます。 
5.「防蟻」の保証満了時に保証延長工事を実施されなかったことに起因する「構造耐力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」の損傷は、保証の適用除外となります。
6.保証期間内であっても、使用している部品・建材等については、予告なしに廃盤品となる場合があります。その場合は、代替品をもって対応させていただきます。 
7.保証満了後のお申し出については、補修またはお取り替えを有償にて承ります。 
8.水害、地震、土砂崩れなどの災害および火災、爆発などの外来事故や当社が関与しない増改築および補修に起因するなど当社保証内容に満たない場合は適用除外となります。 
9.保証・点検プログラムの内容は、変更する場合があります。

※上記保証内容は2019年1月1日新規契約分以降が対象となります。

※xevoΣ系、GranWoodなどの商品の場合

お客さまとの共創共生
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戸建住宅 集合住宅 流通店舗

名称 ダイワファミリー
クラブ

ダイワハウス
オーナーズクラブ

オーナー会

会員数
25.1万人

（2019年3月末現在）
全国93ヵ所
36,392名

（2019年4月末現在）

全国65ヵ所
6,659名

（2019年3月末現在）

主な活動

・会員さま限定のイン
ターネットサービス

・オーナーさまの将
来のお住まいに関
する疑問や、お悩み
を解決するための
情報を提供

・賃貸住宅の経営に
関する新しい情報
の提供

・会員さま同士の情
報交換、親睦を深
めるための研修旅
行など

・不動産の有効活用
に役立つ勉強会

・会員同士の親睦を深
める研修旅行など

※テナントさま向けには
出店商談会などを開催

（2019年3月末現在、
4,200を超える取引実
績があります。）

■ 主なオーナーさま向けの会員組織

当社では、住宅を中心として複数の事業において、お客さまと長
期にわたる信頼関係を構築するため、顧客満足度調査を実施して
います。引渡し後のアンケートについては住宅事業で引渡し後1ヵ
月・1年・2年・10年の調査を実施しているほか、集合住宅事業で
6ヵ月、マンション事業で3ヵ月・1年・2年、建築事業で引渡し時の
調査を実施しています。

また、住宅事業については、オーナーさま専用Webサイト「ダ
イワファミリークラブ」を2001年より開設。Webアンケートを実
施してきた他、2014年度にサイトをリニューアルし、「メッセンジャー」
等お客さまとのコミュニケーション機能を強化しました。

集合住宅事業、流通店舗事業は「オーナー会」でのコミュニケー
ションを通じて引渡した建物の長期にわたる満足度を把握してい
ます。

2018年度の長期にわたる信頼獲得に向けた取り組みに関する
管理指標の結果は、CSR自己評価指標として進捗を管理するとと
もに以下に開示しています。

長期にわたる信頼獲得に関するお客さま満足度
主な取り組み

P201〜202 CSR自己評価指標 2018年度実績 お客さま
「長期にわたる信頼獲得に向けた取り組み」

関連ページ

P127 教育機関での講演活動など
P159〜160 商品・サービスの提供による温室効果ガス削減貢献

関連ページ

当社の総合技術研究所は、社会課題として「ストック社会」「少子
高齢社会」「環境エネルギー」「食料安定生産」の4つを重点領域と
捉え、快適で健康に配慮した住まいや、エネルギーゼロの住まい、
街づくりなどを目指して、世の中が必要とする価値を見出す研究・
開発に取り組んでいます。また、そのために「研究開発規定」のもと、
研究・開発プロセスを明確化したテーマ設定を行っています。初期
段階である「探索」、仮説の有用性・優位性・実現可能性の検証を
行う「フィージビリティスタディ」、中盤にあたる「応用研究」の段階
では、実用化の要件となる目標を、技術の品質、性能だけでなく自
然環境への配慮、社会通念上の要求事項や利用者の安全性など
の項目も加えて設定し、検証を行います。

また新規事業開発においては、福祉や医療・介護など社会課題
をふまえた商品開発を行うベンチャー企業への出資、協力を強め
ています。

なお、2018年10月1日に未来共創センターが設置されました。
経営ビジョン「人が心豊かに生きる社会の実現」に寄与する事業シ
ナリオを創出するために、長期的な観点からビジネス・テクノロジー
を発掘し、将来の事業や商品につなげることを目的としています。
社内外のさまざまな関係者と連携し、解決すべき課題や課題解決

研究・開発・新規事業開発における社会・環境への対応
マネジメント

大和ハウスグループは、創業の精神である「何が世の中の
役に立つか」を常に考え、持続可能な社会を築くため、地球
環境や社会への負の影響を低減しながら社会的課題を解決
する事業を創り出すことを重視してきました。

部材の調達や生産、建物を建設する際に省エネやリサイ
クル等の、環境負荷の低減に努めるとともに、お客さまが建
物を使用する際の温室効果ガス排出量も削減し、長期間に
わたりその性能を維持できることが重要であると考え、商品
開発時の設計思想やアフターメンテナンスの体制に反映さ
せています。こうした取り組みを通じて、負荷が大きいとさ
れる引渡し後のお客さまの「建物使用時」にも、環境・社会へ
の貢献ができるものと考えています。

時代の要請として、より耐震性に優れた建物の追求、誰も
が活躍できる社会に相応しい住まいの追求など、取り組むべ
き社会的課題は数多くあります。ステークホルダーと当社が、
互いに教え、学び、理解を深めながら連携することで持続可
能な社会の実現に貢献していくことが使命であると考えます。

基本方針・考え方

社会課題を解決する事業・
持続可能な消費

お客さまとの共創共生
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当社グループ公式Webサイト オープンイノベーションプログラム
https://www.daiwahouse.com/open_innovation/

関連ページ

P054 事業投資におけるESG側面の評価関連ページ

に必要な技術を検討し、そこから事業化・商品化のための研究・開
発に向けた「共創」を行っています。

Future Labo 
施設の内観

大阪 梅田駅から徒歩圏立地にある大阪工業大学 梅田キャンパ
ス8階において、大阪商工会議所が開設した「都心型オープンイノ
ベーション拠点 X-Port（クロスポート）」にいち早く主幹事企業とし
て参画し、「ダイワハウスオープンイノベーションプログラム 【Daiwa 
House Future Labo】」を開催しております。

当社WEBサイトでも、社会的な課題解決に資する事業テーマと
して「新しいライフデザインを支える住宅」「これからのデジタル建
設業」「不動産の流動性を促すサービス/技術」 「豊かな暮らしを支
える新しい街のインフラ」など、4セグメント・15テーマを公開して
随時提案を募集するとともに、具体的な事業プロジェクトを起案・
推進する試みを実施しております。

ベンチャー企業との協業だけでなく、技術や研究に長けた大手
企業とのアライアンスや大学などの知見を活かしたアイデア創出
にも注力して活動を続けており、単にベンチャー企業の支援アクセ
ラレーション※や資本投資を目的とするのではなく、自社自前のリ
ソースだけでは成し得ないイノベーティブな事業を外部パートナー
を交えて自社で実現していくことを目的としております。

また、学生からの柔軟なアイデア抽出や国内外のインキュベーショ
ン施設とのコミュニケーションネットワーク構築のハブ基盤として、
機能する場所にしていきたいと考えます。

加えて本取り組みを大和ハウスグループの新規事業企画担当
者にも広く利用してもらうことで、グループ全体における基盤構築
としての波及効果を担っています。

イノベーション体制の構築に向けた取り組み

※事業創造と初期段階の成長工程を加速させるプログラム。

新興国などでの大気汚染が深刻な問題となっていますが、日本
においても自動車からの排気ガス排出量の多い都市部などを中心
に、大気汚染問題は未だ解決していないのが現状です。近年では
PM2.5が話題となっており、私たちの健康におよぼす影響にも関
心が高まっています。

そこで大和ハウス工業は、都市部の大気環境を改善する「大気
浄化壁面緑化システム」を大和リース株式会社と2015年に共同開
発しました。

壁面緑化の土壌基盤を浄化フィルターとして活用し、ファンから
吸い込まれた大気汚染物質は背面から土壌に通気され、前面から
清浄な空気となって排出されます。

また、当社ではこれまでの研究成果を活かし、自然の力を利用し
た屋内の空気浄化にも取り組んでいます。近年では企業などにお
ける健康経営が推進されるようになり、癒やし効果のある緑ときれ
いな空気で心身ともにリフレッシュできる空間は、従業員のストレ
ス軽減や、生産性の向上が期待できると考えています。

今後もより良い暮らしと社会を実現するために、植物や微生物
を活用した技術開発を進め、緑の機能をさらに高めるグリーンイノ
ベーションを推進していきます。

社会課題を解決する事業を生み出す研究・開発
主な取り組み

■ 女性の活躍をサポートする家事シェアハウス
当社では、共働き世帯の増加を背景に、家事をまるごと家族全員で

「シェア」することで家事負担を軽減するための工夫やアイテムを盛
り込んだ戸建住宅「家事シェアハウス」を提案しています。日本国内
の共働き世帯数は、2008年から2017年までの10年間で約17.5%
増加し、1,188万世帯※1となっています。また、雇用者における女性
の比率も1985年の35.9%から2018年の45.0%※1と、年々高まっ
ており、女性の社会進出とともに職場における女性活躍への期待が
高まっています。一方、家庭においては女性の家事負担軽減のため、
男性の家事参加・家事分担が少しずつ浸透してきていますが、一日
の家事時間は平均で28分※2と、アメリカやドイツ、スウェーデンと
比較しても4分の1以下※2であり、女性の家事負担がいっこうに減ら
ないとの声があるのが実態です。そのようななか、女性社員を中心
としたプロジェクトチームを立ち上げ、社内でアンケートを行ったと
ころ、単純に女性の家事負担量が多いということだけではなく、家事
として認識されていない「名もなき家事」に対する男女間の意識のず
れが女性の不満を生んでいることも判明しました。そこで当社は、特
定の家事を分担するのではなく、家族全員で家事全体を把握し、コミュ
ニケーションをとりながら、家事を分け合う「家事シェア」の考え方を
住まいに取り入れ、間取りの工夫やアイテムを導入した「家事シェア
ハウス」を全国で展開しています。

女性活躍推進が国家プロジェクトとして展開されるなかで、当提案
を通じて、女性の家事負担を軽減させ、社会での活躍をサポートします。

社会課題を解決する商品の開発

※1.内閣府「男女共同参画白書 平成30年版」および総務省「労働力調査」より。
※2.内閣府ホームページより（6歳未満のこどもを持つ夫の育児を除く家事時間）。

お客さまとの共創共生
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訪日外国人の増加や労働力不足を背景に、キャッシュレス推進
が社会課題となっています。政府がキャッシュレス推進を掲げるなか、
加盟店にとって望ましい商品・サービスが充実していないことが国
内のキャッシュレス化を妨げる一因となっていることから、2018年
4月に株式会社ロイヤルゲート（以下、ロイヤルゲート）を買収しキャッ
シュレス決済事業に参入、お客さまに必要とされる商品の開発を
進めています。

ロイヤルゲートが開発・販売する「PAYGATE Station（ペイゲー
ト ステーション）」は、クレジットカード決済、QR決済、共通ポイント、
電子マネーなどさまざまな決済を1台のモバイル型端末で処理す
ることで加盟店のキャッシュレス導入を簡単に実現し、加盟店の課
題となっている訪日外国人対応や労働力不足による生産性向上の
ニーズに貢献します。また、業界他社に先駆けて世界基準のセキュ
リティ基準PCI P2PEに準拠するなど「安全・安心」な社会インフラ
の整備に向け、国内の業界スタンダードの向上にも貢献していき
ます。

■ 「家事シェア動線」参考例

■ 社会課題であるキャッシュレス決済事業へ参入
  「株式会社ロイヤルゲート」のM&Aによる事業推進

モバイル型端末
PAYGATE Station 

（ペイゲート ステーション）

■ 働き方改革の実現を目指して
少子高齢化が進み、労働人口がますます減りゆく日本では、労

働現場における働き方改革に大きな期待が寄せられています。当
社は、医療・介護現場や工場、建設現場において、ロボット・IT技術
を活用した「働き方改革」のモデル構築に取り組みます。

さらに、AI・IoT技術を活用して街のセーフティーネットを構築し、
「安心して歳をとることができる暮らしの実現」を目指しています。

ロボットスーツ「HAL」　介護現場や作業現場での使用例
©Prof. Sankai, University of Tsukuba / CYBERDYNE Inc.
HAL®はCYBERDYNE（株）が開発・製造する製品です。

■ 充実ネクストライフサポート〈リブネスタウンプロジェクト〉
当社グループの「共に創る。共に生きる。」という基本姿勢のもと、

お客さまと共に新たな価値を創り、誰もが生涯を通じて元気で生き
生きと過ごすことができる社会の実現を目指して、さまざまな活動
や仕組みづくりに取り組んでいます。

具体的には、高度経済成長期に当社が開発し高齢化が進む郊外
型戸建住宅地（ネオポリス）において、地域住民・大学、行政などとと
もに地域のコミュニティ形成や活性化につながるイベント・セミナー、
コミュニティ拠点の開発など新たなまちづくりに挑戦しています。

PAYGATE Station
https://www.paygate.ne.jp/station/

関連ページ

地域共生活動

神奈川県横浜市 
「上郷ネオポリス 野七里テラス」
2019年度完成予定

充実ネクストライフサポート事業 
https://www.daiwahouse.co.jp/jujitsu/

関連ページ

床下点検ロボット
「moogle（モーグル）」

お客さまとの共創共生
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当社のすべての新築戸建住宅は、2011年11月より、一般社団
法人 移住・住みかえ支援機構（以下、JTI）が実施する「移住・住み
かえ支援適合住宅」と認定され、「マイホーム借上げ制度」の対象住
宅となりました。これにより、当社の新築戸建住宅が空き家となっ
てJTIに依頼した場合、JTIの査定に基づいた家賃が建物のオーナー
さまに支払われることになりました。

さらに、2016年12月20日より、業界初の取り組みとして、すべ
ての新築戸建住宅※1に、JTIの「移住・住みかえ支援適合住宅制度

（家賃定額保証型）」（以下、「家賃定額保証型」）を適用しました。こ
れにより、JTIが定める「家賃定額保証型」の認定を受けたすべて
の「マイホーム借上げ制度」対象住宅に対し、新築時から50年間、

全新築戸建住宅に「移住・住みかえ支援適合住宅制度
（家賃定額保証型）」を適用

※1.建設地や所有形態などの条件によっては、対象住宅とならない場合もあります。
※2.地域によって異なります。
※3.通常、JTIの制度を利用する場合は、50歳以上の方が対象となりますが、
　　当社は年齢に関係なく利用可能です。

※自動車の走行などによる人工の振動源や、風で揺れる木々などの自然現象の影響による
 　建物地盤などの振動

当社では、持続可能な社会へ貢献する一環として、建物の地震
対策を重点実施項目の一つとし、近年の大震災を通じて得た知見
や教訓をもとに、建物の耐震性能や部材・設備機器の仕様などを
継続して見直すことに取り組んでいます。

2016年に発生した熊本地震では復興支援に取り組むとともに、
地盤の常時微動※の計測を実施し、地盤の特性と建物の被害状況
との関連性を把握しました。この常時微動計測の活用により、将来
的には設計の際、地盤性状に合わせた建物耐力の検討ができるな
ど、研究を進めていきます。

また、目視での損傷度の判断が難しい場合は、外壁面材をはが
さずに損傷程度を測定する手法を用いて調査を行いました。さらに、
補修の必要性の判断基準の検討、新たな補修方法の開発、梁の再
使用可能性の判断なども実施しました。

今後も、南海トラフを起因とする地震など、大地震の発生が高
い確率で予測されています。熊本地震から得られた教訓に真摯に
向き合い、基礎補強や耐力補強の考え方の見直しや、迅速に点検・
診断を行う技術、被災後の建物の速やかな復旧に関する技術など
の研究に取り組み、さらなる「安全」「安心」の実現に向けた研究・開
発を進めていきます。

地震対策のさらなる取り組み

JTIが家賃収入の最低額※2を保証しています。また、50年以降は、
最低家賃の保証はなくなりますが、最長終身にわたり借り上げが可
能となります。

その結果、建物のオーナーさまは安定した賃料が見込め、入居
されるお客さまは周辺相場より安価な賃料で住まいを借りること
が可能です。当社の新築戸建住宅を購入され、適合住宅の証明書
を発行されたお客さまは、年齢に関係なく※3、現在居住中の持ち
家および新築した住宅で当制度を利用でき、子育て世代などが手
狭になった持ち家から住みかえる場合や、シニア世代が都市部から
郊外へ住みかえる場合など、さまざまな場面で活用できます。

当制度は、シニア世代・子育て世代の双方のメリットだけでなく、
ライフスタイルに合わなくなった住まいを「空き家」にせず、社会の
財産として活用するという社会的意義もあります。

■ 安心して住み継げるサステナブルな住まい
東日本大震災以前の住宅は、主に巨大地震の本震に対して備え

るという思想で建てられてきました。それは、揺れにくく、倒壊せず
人命を守る、いわば「プレクエイク」の思想です。しかし、東日本大
震災では本震に続き大きな余震が繰り返し発生し、設計時の耐震
性能を低下させる「ゆれ疲れ」という現象が起こり、罹災後に暮らし
続けることができないケースがあることがわかりました。これを受
け当社では、地震の後も被害を最小限にとどめることができ、安心
して暮らし続けられる家であるために「ポストクエイク」という思想
に至りました。

従来型の一度の巨大地震への備えの考え方から、繰り返す巨大
地震や余震に備え、初期の性能を維持する「持続型耐震」という考
え方への転換です。
「持続型耐震」の技術は、地震のエネルギーを吸収する耐力デバ

イスをΣ形の断面形状にしたエネルギー吸収型耐力壁「D－NΣ
QST（ディーネクスト）」で構成されます。

Σ形の耐力デバイスは、地震の揺れを受けると上下にしなやか
に動き、地震エネルギーを効果的に吸収すると同時に、建物全体
の揺れを集中させることで、外壁や梁や柱など他の構造体の損傷
を最小限に抑えることができます。

戸建住宅商品「xevoΣ（ジーヴォシグマ）」
はこのエネルギー吸収型耐力壁「D－NΣ
QST」を標準搭載しています。被害を最小
限に抑え、繰り返し起こり得る巨大地震や
余震に耐えることができる持続型耐震性
能を備えた住まいです。構造を強化し、柱
を最小限にすることで、将来的に間取りの
変更を容易にできるよう配慮しており、また

「外張り断熱通気外壁」を採用することで、
耐久性と省エネルギー性を兼ね備えた“安
心して住み続けられるサステナブルな住
まい”を目指しています。

持続可能な利用を目指した商品の開発

エネルギー吸収型耐力壁
「D－NΣQST（ディーネクスト）」

お客さまとの共創共生お客さまとの共創共生
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従業員との
共創共生

実践報告

担当役員メッセージ

安全かつ健康的に働くことのできる職場

人財の育成

多様な従業員が柔軟に働ける職場づくり

優秀な人財に対する雇用機会の提供
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健康分析スコアの
「問診（生活習慣）スコア」

OJTに関する評価
① 新入社員の満足度

52.7点

女性管理職登用数

137名

障がい者雇用率

2.39%

85.4%

② エルダー社員の
　 自己評価比率

76.5%

新卒採用（総合職）に
おける女性比率

24.6%

お客さまとの共創共生
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使用者による「働かせ改革」であってはならない
「働き方改革」

日本の企業の多くが直面している通り、少子高齢社会のなかで
人財の確保が難しい状況となっています。そのため、働き方改革
を継続して進め、従業員がやりがいを持って活躍できる労務環境
を整備しつつ、採用から育成、活躍推進に至る取り組みをセットで
考えていくことが欠かせない時代です。

昨今は働き方改革という言葉が日本社会のなかで一人歩きして

上席執行役員
経営管理本部人事部長
経営管理本部人財育成センター担当
サステナビリティ副担当

いる感がありますが、これは企業の使用者側からみた「働かせ改革」
であってはならないと考えます。あくまで従業員の視点からみた改
革でなければなりません。

また、企業経営を中長期の視点で見据えたとき、資源の基本で
ある人財や資金、資材のありようはそれほど変わらないと思われま
す。一方で、「時間」と「情報」は大きく様変わりすることが考えられ
ます。労働時間の考え方については、子育てや介護など従業員の
ライフイベントに対応したさまざまな働き方が認められるようになっ
ていくでしょう。さらに情報の観点で考えると、ICT（情報通信技術）
のさらなる進歩によって、業務の遂行に必要な情報の共有、活用

能村 盛隆

従業員が仕事を通じて
生きがいや幸福感を得られる企業であることを
追求してまいります。

担当役員メッセージ

従業員との共創共生
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グローバル人財の育成に向けた取り組み

社会から信頼される企業としての「採用力」強化

女性や高齢者の活躍推進に向けた
施策を充実していきます

時間とは人の“命”そのもの
従業員にとってやりがいや喜びにつながる
仕事の時間を提供する

SDGsへの貢献

が飛躍的に便利になっていくはずです。

「第5次中期経営計画」では、こうした考えのもとで従業員に関わ
るさまざまな課題に取り組んできました。働き方改革をはじめとし
て成果を上げている課題が多数ある一方、段階としてはまだ種を
まいたばかりという課題がいくつか残っています。

たとえば、ダイバーシティのなかの女性の活躍推進では、「ダイバー
シティ・フォーラム」をこれまでに6回開催し、意見交換などに努め
てきました。しかし、女性管理職数の増加という面では、引き続き
取り組みが必要です。また、高齢者の活躍推進についても、65歳
以上の嘱託再雇用を促す「アクティブ・エイジング制度」など、多岐
にわたる制度を通じて支援の拡充を図ってきました。該当する従
業員の間で制度は好評であるものの、運用開始から時間が経過し
たなかで制度の見直しに着手すべき時期に来ていると思われます。
さらには、子育てや介護などの従業員の事情に応じて多様な働き
方を可能にしていく、という課題にはまだ十分に踏み込めていない
のが実情です。

「第6次中期経営計画」においては、重点課題として引き続き「従
業員の働き方改革」に取り組むとともに、「人財育成と採用強化」「ダ
イバーシティ&インクルージョン」に取り組んでいく考えです。

第1の「従業員の働き方改革」では、働くことの意味を再定義した
うえで改革を行っていきます。すなわち、会社で働くということは
仕事をして成果を生み出す行為が、従業員にとってやりがいや喜
びとつながるものでなければなりません。それが仮に楽しくない
仕事であるならば、働き方改革を通じて労働時間をいかに短くした
ところで仕事は魅力なものとはなりません。私が思うに、会社で過
ごす時間とは、従業員にとっての“命”そのものであるということで
す。だからこそ、働く時間を単に短くすればよいというのではなく、
時間をより有意義なものに実感できるようにすることこそ、真の働
き方改革であると考えます。

大和ハウスグループでは、こうした方針のもとで「働かせ改革」

ではなく、「働き方改革」に真剣に取り組んでまいります。改革によ
り仕事の成果を高めるとともに、従業員の心身の健康も併せて増
進していくことに注力していきます。

第2の「人財育成と採用強化」における採用については、全社を
挙げて人財を確保する取り組みが必要であるとともに、企業ブラ
ンドの向上が欠かせないと考えます。社員が、自分の身近な人に
入社を勧められるだけの会社であるかどうか。この信頼感なくして、
採用力の強化を図ることはできません。そして、信頼感を醸成する
ためには、会社の人格に相当する「社格」を上げていく必要があり
ます。この「社格」は一朝一夕で上がるものではなく、全役職員の
日々の「凡事徹底」の積み重ねで成し遂げられるものです。

また、新入社員にせっかく入社していただいたのに関わらず、早
期に退職するケースを減らしていく取り組みも重要です。そのため、
採用の段階で当社の特徴を伝え、また当社との相性をしっかり見
極める必要があります。そこで、採用活動に携わる従業員の目利
きとしての育成が欠かせません。さらに言えば、当社グループでは
毎年多数の新入社員を採用しているなかで、これまでに培った膨
大な人事データがあります。これらをAI（人工知能システム）によっ
て分析するなど、活用していくことで、採用活動の強化や効率化に
つなげていく考えです。

一方で人財育成の面においては、教育研修の主管部署である人
財育成センターが中心となり、「創業者精神、企業理念のグループ
全従業員への浸透」をはじめ、「自ら考え、質の高い商品とサービス
が提供できるプロ人財の育成」「仕事を通じて人が育つ環境、風土
づくり」「国内はもちろん、グローバルに貢献できるビジネスリーダー
の輩出」といったテーマで活動しています。

さらに、海外事業の拡大を見すえて、2021年開設予定のグロー
バル人財を育成する研修センターの開設準備も進めており、時代
の先を見据えた取り組みを通じて、各事業において活躍できる人
財をしっかり育てていきたいと考えています。

特に、「創業者精神、企業理念のグループ全従業員への浸透」に
関しては、人財育成の基盤であるのは言うまでもありません。創業
者精神を忘れた企業は永続しないというのは、数々の事例をみて

従業員との共創共生

086DaiwaHouseGroup Sustainability Report 2019



人財の多様性を促進し、
経営環境の変化に柔軟に対応

安全かつ健康的に働くことのできる職場 

グローバルに貢献できるビジネスリーダーを
育てていきます

社会性中期計画(2016〜2018年度)における考え方と成果

中期CSR計画の成果（CSR自己評価指標の実績から）

私たちは健康と安全に留意するとともに風通しの良い公
正な職場づくりに努めます。また一人ひとりが成長でき
る人財育成の機会を提供します。

社会性長期ビジョン【従業員】

【重要課題】

P089～092

「有給休暇取得率」は、2018年度目標が70%であるのに対して、
実績は56.5%となりました。また、「健康分析スコアの『問診（生活
習慣）スコア』」は、2018年度目標が70点であるのに対して、実績

も明らかです。また、創業者・石橋信夫が遺した『わが社の行き方』
を読み込むと、当社グループが抱えているさまざまな課題の答え
に出会うことができます。若い従業員に対して、創業者の思いをど
のように伝えていくかは、人事を担うものにとって大きな課題では
ありますが、人財育成センターの活動を通じて、創業者精神の浸
透を図っていく考えです。

また、「仕事を通じて人が育つ環境、風土づくり」では、前述の通
り真の働き方改革を通じて、働きやすい環境を提供していくことで、
仕事のやりがいを実感できる企業風土の醸成こそが大きな課題で
あると認識しています。それとともに、職場におけるコミュニケーショ
ンの促進や、若い従業員に挑戦する機会を提供できる風土の醸成
など、取り組むべき課題は数多くあります。

もう一つの人財育成のテーマである「グローバルに貢献できる
ビジネスリーダーの輩出」については、海外事業が拡大している現
在、今年度が節目の年になると思われます。今後、事業を展開する
各国において現地採用に取り組む必要が生じることから、グロー
バル人財をどのように採用し、育成するかが課題です。

当社ではすでに「グローバルサミット」を開催して、各国のマネー
ジャクラスを日本に招き、1週間にわたる研修を実施しています。
研修に立ち会った際、いずれのメンバーも積極精神に富んでおり、
当社に対する帰属意識が高いのが印象的でした。なかには翻訳版
の『わが社の行き方』を熟読し、自分なりの考えをまとめている従
業員も見受けられました。いずれはこうした人財のなかから、現地
法人の経営層が生まれてくるものと期待しています。

「第6次中期経営計画」における「ダイバーシティ&インクルージョ
ン」においては、あえてインクルージョンという言葉を用いていま
す。これは従来のダイバーシティではとらえきれない概念を包括し
ていくという意図があります。これによって、性別をはじめ、人種や
民族、国籍、社会的地位、障がいの有無など、さまざまな属性で差
別することなく、人財の採用と育成、活躍促進に取り組む考えです。
このインクルージョンは、社会課題に応えるとともに、将来の経営
環境の変化に対して、企業グループとして柔軟に対応していく観
点から多彩な人財との「共創共生」を目指すという意図もあります。

当社は、創業者である石橋相談役から託された「創業100周年
に売上高10兆円の企業グループ」という夢の実現に向けて、成長
を着実に遂げつつあります。これからの成長における一番の源泉
は申すまでもなく人財であり、さらに多くの方々に当社グループに
おける仕事の魅力を理解していただき、入社していただくことが欠
かせません。そのためにも、当社としては従業員が働きがいを感じ、

企業活動において、「人」を巡る課題は最も重要なテーマです。
企業の継続的な成長のためには、“人材＝人財”の採用・育成が必
要不可欠であり、充実した教育と活躍の機会を提供し続けること
が求められます。

現在、少子高齢化が加速するなか、労働力人口の減少をはじめ
として人財の流動化、働き方の多様化など課題が山積しています。
特に長時間労働の是正、女性や高齢者の活躍推進がクローズアッ
プされており、働き方の見直しや支援体制の強化が求められてい
ます。経済のグローバル化が進むなかで、ダイバーシティへの対
応がますます必要になります。

当社グループは、約67,000名の従業員が在籍し、多様な個性
や能力を持った人財がいます。こうした人財の力を最大限に発揮
できる環境を提供し続けることが、新たな事業機会を生み出す原
動力となります。逆に時代が変化するなかで、人事制度や職場環
境が新たな要請に応えられない事態が生じた場合、企業組織とし
ての活力が損なわれ、競争力を失いかねません。

そこで、企業として社会や従業員の意識の変化に常に敏感であ
るとともに、変化に適切に対応した人事制度や職場環境の整備が
重要であると考えます。

社会的課題

当社グループのリスク・機会とその対応

さらには生きがいや幸福感を得ていただける企業となるように尽
力していく必要があります。今後も創業者精神を継承しつつ、従業
員から信頼される企業を目指して、人財と働き方に関わる諸課題
に真摯に向き合ってまいります。

従業員との共創共生
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人財の育成

多様な従業員が柔軟に働ける職場づくり

優秀な人財に対する雇用機会の提供

「人財育成全般に対する従業員の満足度」に関して、「OJTに関
する新入社員の満足度」「エルダー社員の自己評価の比率」共に、
2018年度目標として80%を掲げています。これに対して、実績は
前者が85.4%と目標を超えている一方、後者は76.5%と昨年度
より4.7ポイント増加したものの、目標には届きませんでした。

「男性の育児休業取得率」は、2018年度目標の50%に対して、
実績は32.9%にとどまりました。また、「女性管理職登用数」は
2018年度目標（2019年4月時点）の160名に対して実績137名

（出向者8名除く）、「障がい者雇用率」は2018年度目標の2.30%
に対して実績2.39%（目標達成）という結果になりました。今後、実
績の向上に向けて取り組んでいきます。

「新卒採用（総合職）における女性比率」は、2018年度目標の30%
に対して、実績は24.6%にとどまりました。また、「技術系有資格者
採用数」は2018年度目標の150名に対して、実績は124名でした。

【最重要課題】

【最重要課題】

【重要課題】

個別指標（抜粋） 実績 2018年度目標

健康分析スコアの「問診（生活習慣）スコア」 52.7点 70.0点

■ 健康分析スコアの「問診（生活習慣）スコア」

55.2点
2017年度 実績

52.7点
P092～095

P095～097

P098～099

個別指標（抜粋） 実績 2018年度目標

OJTに関する評価
①OJTに関する新入社員の満足度
②エルダー社員の自己評価の比率

①85.4%
②76.5%

①80%
②80%

① OJTに関する新入社員の満足度

■ OJTに関する評価

85.8%
2017年度 実績

85.4%
② エルダー社員の自己評価の比率

71.8%
2017年度 実績

76.5%

個別指標（抜粋） 実績 2018年度目標

女性管理職登用数 137名 160名

障がい者雇用率 2.39% 2.30%

■ 女性管理職登用数

123名
2017年度 実績

137名
■ 障がい者雇用率

2.33%
2017年度 実績

2.39%

個別指標（抜粋） 実績 2018年度目標

新卒採用（総合職）における女性比率 24.6% 30%

■ 新卒採用（総合職）における女性比率

24.3%
2017年度 実績

24.6%

従業員の働き方改革（成果の最大化と安全かつ健康な職場環境の両立）

主な重要課題

社会性中期計画　エンドレス ソーシャル プログラム2021

主なKGI経営目標指標（2021年度目標）

従業員全世代の「働きがい」に関する実感度 80%

若年社員（入社３年目まで）の定着率 90％以上人財育成と採用強化（2030年の企業グループを見据えた体制構築）

ダイバーシティ＆インクルージョン総合指数

ダイバーシティ＆インクルージョン
※ 2022年4月1日時点下記5指標で目標設定

①管理職女性比率

②女性管理職ライン長比率

③女性工事比率

④女性営業比率

⑤新卒採用女性比率

第6次中期経営計画へ

5%
40%

6%
13%
30%

は52.7点にとどまりました。今後も継続的な取り組みを行ってまい
ります。

従業員との共創共生
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安全かつ健康的に働くことのできる職場

当社は、安全担当に取締役常務執行役員を、安全衛生のマネジ
メントの中心となる「中央安全衛生管理委員会」の委員長に取締役
専務執行役員を任命しており、CEOを含めた取締役会による安全
についての監督体制を設けています。

また、技術部門及び生産部門、管理部門の役員や部門長を構成
委員とした「中央安全衛生管理委員会」を定期的に開催し、安全・
衛生に関する現状を把握するとともに、課題について協議してい

当社では以下の通り体制を構築しています。
■ 労働問題への方針・取り組み

取締役会による安全衛生の監督体制

労働問題に関する各種体制の構築

マネジメント

大和ハウスグループは、従業員が安全かつ健康的に働く
ことのできる職場を確保することが、人権の尊重における基
本的な取り組みの一つであると捉えています。そして、従業
員一人ひとりの成長を促し、能力を活かす環境づくりに欠か
せない要素であるとともに、社会への貢献と事業の持続的
な発展にとって重要と考えています。
「大和ハウスグループ企業倫理綱領および行動規範」にお

いて、「健康管理・安全衛生への配慮」を掲げ従業員の心身の
健康維持を推進し、規律正しい職場づくりに注力しています。

また、安全衛生管理規程に則り、職場や工事現場における
安全の維持管理について、従業員と共に安全な環境の整備
を継続的に行っています。加えて、「安全衛生推進基本方針」
を毎年度設定し、事業所ごとに方針・目標の設定、体制の構
築を行うことで、大和ハウス工業と取引先の従業員など働く
人の安全を最優先とした現場づくりに努めています。こうし
た現場づくりのため、当社と取引先の従業員の安全に対す
る知識の習得や意識の向上も重要であると考え、指導や教
育に取り組んでいます。

当社グループは、従業員に対して、長時間労働撲滅と健
康管理の着実な実施を働きかけることを通じて、健康経営
を推進し、ひいては労働生産性を向上させることが重要で
あると考えています。こうした国内での関心が高い労働慣
行の課題に取り組むだけでなく、国連の提唱する「人権」「労
働」「環境」「腐敗防止」に関する10原則からなる国連グロー
バル・コンパクトの取り組みに賛同し、署名により支持を表
明するとともに、国際労働機関（ILO）の「中核的労働基準」や
各国の労働法の遵守を通じて、強制労働や児童労働の防止
に努めるのはもちろんのこと、事業のグローバル化に伴う各
種感染症の予防に努めるなど、グローバルな課題に対して
も取り組んでいきます。

基本方針・考え方

P046～052 人権マネジメント
P109～111 施工会社における労働条件の改善と人財の確保
P195～196 企業倫理綱領および行動規範

関連ページ

【重要課題】

テーマ 方針・体制構築

児童労働の防止 当社では18歳以上の方を採用対象としております。

強制労働の防止

人財の採用にあたっては、必ず応募者からの申込みを
前提としており、１回以上の採用選考を経て合格を通
知しております。
また入社いただく際には労働条件を提示し、応募者と
の合意のもと、雇用を開始しております。

従業員の代表
との対話

社内制度として「社長への提案ボックス」や「Ａｄｖａｎｃｅ
ボード」と呼ぶ、経営層や本社主管部門へ直接、各種の
改善提案ができる仕組みを導入しております。
また従業員というステークホルダーの立場から、毎年
実施する「ステークホルダーミーティング」への参加も
あります。

生活賃金の支援 日本国内、また世界各国の定める最低賃金を遵守して
おります。

ます。委員会の内容については、取締役・執行役員が参加する合
同役員会で発表し、「安全衛生推進基本方針」に盛り込んでいます。

安全管理の組織体制としては、「総括安全担当」に取締役常務執
行役員を、建物の施工を推進する「施工推進部安全担当」に戸建住
宅・集合住宅・建築系施工の計6名の執行役員を任命しています。

各事業所の安全に関する重要事項については、「施工推進部安
全担当」と安全管理部から適宜、「総括安全担当」へ報告を行い、さ
らに「総括安全担当」からは適宜、取締役および監査役へ報告を行っ
ています。安全衛生に関する取り組みについては統括的な管理を
することで、各事業所への指揮命令のラインを明確にしています。

従業員との共創共生
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建設業を主体とする当社にとって、建設現場での事故は重要度
の高いリスクです。そこで、重篤な事故については、リスク管理委
員会の事務局に報告させており、上述のマネジメントと併せて全
社規模で再発防止につながるように努めています。

当社では「安全衛生管理規程」を定めており、労働災害・第三者
災害を未然に防止するとともに、従業員・取引先の安全と健康を
確保し快適な作業環境の確立に努めています。また従業員が行う
べき安全衛生に関する「目標」を周知するため、毎年度「安全衛生
推進基本方針書」を発行しています。あわせて、目標を達成するた

労働安全に対するリスク管理体制

従業員への安全衛生についての周知徹底

導入年 取り組み内容

2004年4月 ● ロックアウト制度
長時間労働の是正のため、事業所を22時で閉鎖

（2009年2月より閉鎖時間を21時に変更）

2007年4月 ● ホームホリデー制度
有給休暇取得促進のため、四半期（3ヵ月）ごとに1日、有給休
暇の計画取得を義務づけ

2009年4月 ● 「みなし労働時間制」の廃止
労働時間の適正把握のため、外勤者に適応していた「みなし
労働時間制」を廃止し、全職種を実労働時間管理に変更

● 部門・職種別就業時間帯の導入
不要な残業を削減するため、部門・職種ごとに適切な就業時
間帯を導入

2010年5月 ● 時間単位有給休暇の導入
ワークライフバランスの観点から、有給休暇の有効活用およ
び取得促進を目的として時間単位で取得できる有給休暇制
度を導入

2011年6月 ● 「人事検査制度」の導入
人事部員が全国の事業所を訪問し、残業代の未払いや長時
間労働の黙認といった労務管理上の問題を直接調査する自
社制度を導入

2012年4月 ● パソコンロックアウトシステムの導入
出社登録前や退社登録後、残業未申請の場合はパソコンが
使用できないシステムを導入

2013年11月 ● 三六協定抵触状況の「見える化」
三六協定で定められた時間外労働時間に対しての抵触状況
が本人および上司・管理者がパソコンでタイムリーに確認で
きるシステムを導入

2014年4月 ● 事業所業績評価の見直し
各事業所の賞与支給評価基準に「時間当たり利益」や「業務
平準化」、 「有休（ホームホリデー）取得率」を導入

● 半日振替休日制度の導入
柔軟な働き方を支援するため、振替休日を半日単位で取得
できるよう制度化

2015年9月 ● 「ブラック事業所認定制度」の導入（2018年6月に基準変更）
長時間労働に対して独自の社内基準を設け是正指導。改善
が見られない場合は「ブラック事業所」と認定し事業所全体
の賞与額を減額

・イエローカード（人事部による是正指導通知）
①残業時間が月80時間超の社員が産業医面談を受診しな

かった場合
②社内調査により残業未払いが発覚後、人事部からの改善

指示に対して改善が見受けられない場合
・レッドカード（「ブラック事業所」に認定⇒賞与額を減額）

①1年以内に「イエローカード」が3枚累積した場合
②労務管理に関する違反について、社員が社内懲戒処分を受

けた場合

2017年2月 ● プレミアムデーの導入(2018年度で実施終了)
原則偶数月に、各事業所が任意の日にて実施し、午後は半日
有休を推奨する制度

年度 平均時間外労働時間

2014 35.2 時間
2015 31.5 時間
2016 30.4 時間
2017 29.6 時間
2018 29.7 時間

年度 回答率

2004 83.3%
2008 90.7%
2012 90.6%
2016 91.4%

■ 長時間労働の削減に向けたマネジメント体制

■ 全社の平均時間外労働時間の推移

■ ビューリサーチ回答結果

めに、各事業所の所長と従業員は「安全衛生推進基本方針書」の内
容を把握するとともに、両者が協議のうえ「安全衛生管理計画書」
を作成しています。また、半数以上が一般職で構成される安全衛
生委員会や安全衛生協議会を通じて、計画書の内容を従業員や協
力会社に周知し、安全衛生管理体制の強化を図っています。こうし
た取り組みを通じて、「災害ゼロ」で作業効率の高い職場環境の充
実を目指しています。

■ 時間外労働の実態把握について
当社では長時間労働の是正や三六協定遵守に向け、毎月、全社

における時間外労働の実態把握に努めています。
2018年度の全社の時間外労働は月平均29.7時間と、2014年

度の35.2時間と比べ、5.5時間削減されています。
ただし、部門別の時間外労働の結果は、営業・管理部門に比べ、

技術系部門（設計・施工）の時間外労働が多く発生している状況と
なっています。

労務問題に関するリスク評価
主な取り組み

■ 労働時間実態調査
当社では四半期に一度、実態に則した労働時間の把握と未払い

賃金の発生を確実に防止することを目的に労働時間実態調査を実
施しています。

■ 社員意識調査ビューリサーチ１００について
当社では４年に１回、社員の仕事に対する意識や職場の現状を

把握し、社員満足度を向上させるポイントを見い出すために意識
調査を実施し、各種人事制度に反映させています。

従業員との共創共生
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■ 定期健康診断の実施
2018年度の定期健康診断における大和ハウスグループ全体の

受診率は97.8%（2019年2月末現在）となっています。また、大和
ハウス工業では、定期健康診断の100％受診徹底に向けた取り組
みを行い、2013年度から6年連続で100％受診を達成しました。有
所見者のフォローについても2016年度から２年連続で再検査実施
率100％を達成、2018年度は99.9%の実施率となっています。

今後も当社グループ全体で全員受診（100％）を実現するととも
に、健康診断の大きな目的の一つである病気の早期発見、早期治
療、健康リスクの管理という点から、有所見者の再検査の徹底を図
り、社員の健康保持や改善を推進していきます。また、特定保健指
導については、「健康改善研修」を実施することで社員の主体的な
健康改善を促進しています。

2018年度の特定保健指導実施率は対象者6,036名のうち
82.4%（4,973名）、終了率は54.9%（2,730名）となっています。
2018年度以降も継続実施し、継続的支援、動機づけ支援の双方
を推進しています。

従業員の健康と安全に関するリスク評価

■ 長時間労働に対する健康診査の実施
当社では、定期健康診断の結果について、産業医に確認しても

らうとともに、意見を聴取することとしています。
また、労働安全衛生法において義務づけられている「長時間労

働に関する健康診査」については、月80時間超の時間外労働・休
日労働を行った者全員（管理職含む）に対して、産業医による面談
を実施することとしており、健康障害の防止を目的とした健康指導
を行っています。

■ メンタルヘルスケアの取り組み
2011年12月から当社従業員が自分自身でストレス状況を判定

できるストレスチェックシステムを導入しています。2018年度にお
いて実施期間中に検査を受けた従業員は、16,332名で対象者の
89.8%にあたります。受検者のうち、高ストレスという判定を受け、
医師の面接を希望した従業員は36名で、全員が医師面接および
その後のケアを受けています。

また、努力義務である集団（組織）分析を実施し、全社平均を元に
事業所規模に応じて分析結果を通知するとともに、職場環境改善
のヒント集を社内イントラネットに掲載し、情報共有を行っています。
事後措置として、事業所の特徴をふまえ、個別訪問実施や職場環境
改善に配慮するなどの対応を実施しています。Webでの検査実施
では、次年度実施までの1年間、セルフチェックを実施することが可

従業員の健康と安全に関する第三者の検証・評価

■ OHSAS18001(労働安全衛生）認証された事業所の割合
当社では、ＯＨＳＡＳ１８００１の認証は受けていませんが、各事業

所にて安全衛生委員会を月１回以上開催し、安全衛生に関する情
報の発信、共有を図ることとしています。

また、本社と東京本社では常時使用する労働者数が１，０００名を
超えるため、専属の産業医を配置しています。

なお、全国9つの工場のうち、5工場では、OHSMS（労働安全衛
生マネジメントシステム）の認証を取得しており、未取得工場も、安
全監査はOHSMSの基準に従い実施しています。

年度 年間総労働時間／名 年間所定外労働時間／名 有給休暇取得率

2015 2,200時間 378時間 45.9%
2016 2,176時間 365時間 53.5%
2017 2,162時間 355時間 55.0%
2018 2,159時間 356時間 56.5%

■ パフォーマンス結果 能となっています。
新任管理職研修においてはラインケア・セルフケアを中心に、メ

ンタルケアに関する基本的な研修を実施しているほか、2017年
度からは新入社員を対象としてセルフケアに関する研修を実施。
2018年度からは管理職（職場管理者）全員を対象にラインケア研修

（eラーニング）を実施しています。メンタル不調の予防・メンタル
不調者への対応・職場環境の改善など、事例を参考にグループディ
スカッションを実施しながら、気づきの重要性、予防について学ん
でいます。

業務関連の事故や疾病発症のリスクが高い従業員数

当社は、日本国内勤務と比較し、海外勤務では特定の疾病リス
クが高まると考え、海外勤務となる従業員（93名：2019年4月1日
現在）にＡ型・Ｂ型肝炎、破傷風、狂犬病、日本脳炎、腸チフスに対
する予防接種を医師と相談のうえ受けることを促しています。

世界的な健康問題への対応

当社グループでは、行動規範において「健康と安全に留意する」
ことを定め、感染症に対して法定以上の健康管理を行う体制を構
築しています。従業員に対して、肺結核、肺がん、肺炎などの早期
発見のための胸部X線（レントゲン検査）検査を含む定期健康診断

（年1回）を義務づけています。
また当社では、感染症に対するリスクマネジメントとして外務省

や世界保健機関（WHO）より配信される危険情報に基づき、当社
グループ従業員に対して注意喚起を行っています。

2015年の中東呼吸器症候群（MERS）、デング熱が発表された
際には、海外勤務者には現地での注意を促すとともに、全従業員
に対して対象地域への渡航自粛を呼びかけることで感染予防を図っ
てきました。

従業員との共創共生
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当社従業員の労災状況および重大事故への対応

2018年度の施工現場や工場における当社従業員の労働災害は
2件で、労働災害での死亡者は0名でした。なお、取引先従業員が
被災した工事現場での労働災害についてはP110に掲載しています。

なお、クレーンや杭打ち機等の建設用作業機械の転倒事故など
死亡災害につながる恐れのある重大災害・事故発生時には原因を
追及し、社内通達や特別パトロールにより再発防止策を周知・徹底
しています。

健康と安全に関する研修・啓発活動の実施状況

石綿関連ｅラーニング ４講座 延べ547名
安全管理ｅラーニング 11講座 延べ5,363名
メンタルヘルス・ラインケア研修（新任責任者研修内） 147名
メンタルヘルス・セルフケア研修（新入社員研修内） 902名

■ 安全衛生教育（2018年度）

人財の育成

大和ハウスグループは、「事業を通じて人を育てること」を
企業理念（社是）に掲げ、「人財」こそが当社グループの最大
の財産だと考えています。加えて、「企業倫理綱領・行動規範」
において、「人財の育成」を掲げ、中長期的な視点を持って人
財の育成に取り組むとともに、一人ひとりが自身の成長を考
え、自己研鑽に努める企業風土の醸成を図っています。さら
に、当社は創業者精神の継承こそが事業の持続的成長に不
可欠であると考えます。創業者の「多くの人の役に立ち、喜
んでもらえるような事業や商品を考えるように」という考え
のもと、時代の先を読み、既成概念に捉われず果敢に挑戦で
きるとともに、現場で当たり前のこと（凡事）を当たり前に実践

（徹底）できる人財の育成を目指しています。
そのため、現場での実践を通じて人財を鍛えあげる「現場

主義」を基本としつつ、社員の能力と個性を伸ばして活かし、
社会に貢献できる人財を育てるために、OJTおよびOff-JT
を組み合わせた、さまざまな教育や制度を実施しています。

今後は事業のグローバル化を見据えて、グローバル感覚
を持った経営候補者の社内発掘・育成をはじめ、海外現地従
業員の育成に向けた仕組みづくりにも積極的に取り組んで
いきます。創業100周年を念頭におき、創業者精神を引き
継ぎ強化していくことで、次世代を担う社員の確保・育成と、
経営人財の発掘育成に注力していきます。

基本方針・考え方

【最重要課題】

当社では、OJT・Off-JTと評価制度を連動させた人財育成マネ
ジメントを展開しています。また、研修への参加者を対象にアンケー
ト調査を実施し、その結果より教育研修の効果や改善点を把握し
たうえで、PDCAサイクルを通じた教育研修の向上を図っています。

なお、人財育成に関する一部の数値目標についてはCSR自己評
価指標にて設定・公開しています。

マネジメント

P203～204 CSR自己評価指標2018年度実績　従業員
　　　　　　「人財の育成」

関連ページ

人財育成については、教育体系のもとでOJTとOff-JTを効果的
に実施しています。OJTでは各職場での実践を通して実務を習得す
ることを目指し、上司と部下の面談を定期的に行う等、評価制度と
の連動ですべての階層の従業員に対して育成の成果を高めています。
特に初級社員に対しては「OJTエルダー制度」を設けることで、教育
担当者を明確化し、組織として教育を支える体制を整えています。

OJTとOff-JT

従業員との共創共生
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Off-JTでは、自主自立型の人財を育成する観点から、階層別の
集合研修を実施しています。そのため、一部の集合研修については、
参加者を公募する制度を設けています。

当社では、従業員が培った能力が、職場やキャリアとうまくかみ
合わず、能力を十分に発揮できない「ミスマッチ」を避けるため、キャ
リアカウンセリング機能・制度を構築しています。自身のキャリア
形成に関する考えを申告することができる制度のほか、各部門に
おいて、社員が定期的に自身の技能を申告する制度などを構築し
運用しています。

キャリアカウンセリング機能の構築

■ OJTエルダー制度
管理職(営業所長・課長などのライン長)がOJTの責任者とな

り、組織全体で新入社員を育成・支援する制度です。OJTエルダー
は管理職を補佐する役割を担い、組織全体でOJTを行うための
リーダーとなります。新入社員にとって、最も影響力がある存在と
なるため、適切な人格・知識・経験が求められます。一般職で初め
てOJTエルダーに任命された先輩社員は「OJTエルダー研修」に
参加し、現場でのOJTが効果的に行えるように、新入社員育成に
対する意識づけを行い、指導の仕方や関わり方を学びます。なお、
２０１８年度からはＯＪＴエルダーによる新入社員の育成支援を原則
として２年間に延長するとともに、ＯＪＴアシスタント（新入社員と年
次が近く気軽に話せる相談相手）を必ず任命し、新入社員を組織
全体で育てる体制をさらに強化しています。

■ ラウンド・サポーター制度
新入社員への指導教育徹底とOJTエルダー制度の円滑な運用

を目的とし、当社人財育成センターのスタッフが巡回員（ラウンド・
サポーター）として各事業所を訪問しています。新入社員および
OJTエルダーと面談を行い、新入社員本人の成長度のみならず、
指導・教育の状況についても確認し、支援を行います。

OJTによる人財育成
主な取り組み

＜初級社員育成＞
■ 新入社員研修

新入社員にとっての初めの1年間は、社会人としてだけでなく、当社
の社員としての“礎”を築く大事な時期と位置づけ、あらかじめ年間の
カリキュラムを決めて教育を実施しています。入社後に約1週間、基礎
研修に参加して基本行動を身につけます。工事に関わる職種だけでな

Off-JTによる人財育成

当社では、教育研修の持続的な拡充を目的として、人財育成連
絡会議を毎月開催しています。教育研修の主管部署である人財育

語学学習
資格支援
通信教育
ほか

部門別／
職種別の
専門研修

経営リーダー
社外講座

大和ハウス塾

支店長公募
育成研修

新任
支社長・支店長
研修

新任責任者
研修

チームリーダー
研修

OJTエルダー
研修

フォロー研修

現場実習

基礎研修

部門別╱
職種別教育体系 事業所別教育 自己啓発支援

階層別教育体系

初級社員育成
経営

後継者育成管理職・
リーダー育成

対
象

役
員

管
理
職

中
堅
・
一
般
職

初
級
社
員

凡事徹底・
マナー研修

コンプライ
アンス研修

人権啓発研修

CSR研修

ほか

■ Off-JTの階層別全体像

大和ハウス工業は人財のさらなる育成を促すという観点から、
人事部の管轄のもとで階層別に評価制度を設け、人財育成と連動
させることで、人財育成の状況を定期的に確認し、より成長を促す
マネジメントを行っています。また、人事部が評価制度の運用およ
び改善を継続して行うことで、管理職層による人財開発の推進を
促しています。

主任職・一般職を対象とした評価管理制度では、上司と部下が
四半期に1回以上面談を行い、育成のポイントについて両者で共
通認識を持つことで、部下のさらなる成長につなげています。上司
による査定の結果は、部下本人の確認が可能であり、業務におい
て必要とされる能力を明確に把握できる仕組みとなっています。

また、管理職を対象とした目標管理制度では、上司との面談を通
じて目標設定や評価を定期的に行い、組織目標の達成とともに管
理職のさらなる成長を促す仕組みとなっています。

評価制度との連動

事業部・グループ会社が連携した教育支援体制

（賞与支給後）

目標設定面談 中間進捗面談 成果確認面談 フォロー面談

4月 7月 10月 12月（上期）
10月 12月 4月 7月（下期）

＜人事評価を受けている従業員比率＞
当社では性別や階層を問わず全社員が定期的に人事評価を受

けています。また、当社ではどの従業員にも異動の可能性があり
ますが、異動に対して2週間前に内示をするよう努めています。

成センターが中心となり、各事業部の教育担当者を交えて、教育
内容や手法の共有を図るとともに、従業員の個性や能力を伸ばす
ための教育のあり方について議論を行う体制を取っています。

また、グループ会社においても同様に、各社の教育担当者と定
期的に情報交換を行い、人財育成の強化を図っています。

従業員との共創共生
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現場実習
（全国社員のみ）

ねらい

全職種

対象

社会人としての考え方や基本行動は勿論、各職場全
体で実践を通して、実務を習得する

施工現場でものづくりを体験することで、新人でもお
客さまに現実感と自信を持って建物が説明できるよ
うになる

現場で実際に着工から竣工・試運転までの施工プロ
セスを体験することで、ものづくりに強い技術者育成
を目指す

ものづくりを体験することにより、当社が扱う建物を
現実的に理解する

営業を経験することによりお客さまの視点に立った
思考の重要性を体感する

基本原則の理解とともに事業所での習得度を確認する

■ 各教育の概要

OJT教育

営業実習
（全国社員のみ）

集合研修

営業系

技術系

管理系

技術系
管理系

全職種

4月 3月

実務教育 現場実習

専門研修

営業実習
（技術、管理等）

OJT

部門別フォロー研修、Di-Q検定等

1年を通じての新入社員育成

基礎研修

■ キャリア採用者入社時研修
キャリア採用者に対しては、当社の歴史、創業者精神、CSRなど

を学ぶことを通じて、業務に取り組む心構え、ものの見方・考え方
や判断基準を学ぶ研修を実施しています。

＜管理職・リーダー育成＞
■ 新任支社長・支店長研修

支社長・支店長に初めて任命された社員を対象に、支社長・支
店長としての役割、気構え、判断基準となる考えを学び、現場で実
践できるように研修を実施しています。

■ 新任責任者研修
初任のライン長（所長・課長・グループ長・室長など）を対象とし、

組織の責任者として、実践の場に活かす気構えやリーダーシップ、
業務知識、思考スキルを学びます。

■ チームリーダー研修［自主選択型］
自部署内に後輩がいる社員を対象に、後輩を育て、その力を最

大限に引き出す方法、リーダーシップ、コミュニケーションのあり
方とコツについて学ぶことを目的としています。

■ 女性管理職マネジメント研修
昇格後2年目の女性管理職を対象に、管理職として果たすべき

役割と幹部社員として必要な能力を改めて理解することにより、意
識と行動の変革を図り、現場での実践力向上を図っています。

■ 女性管理職候補者育成研修
女性の管理職候補者を対象に、自部門のメンバーの多様性を認

め、主体的に職場や業務の改善を実践できるリーダーシップを育
成しています。

＜経営後継者育成＞
■ 支店長公募育成研修

2005年度より、支店長や工場長、部長をはじめとした上級管理
者の育成を目的として実施しています。また、公募形式を取り入れ、
リーダー幹部登用に対するやる気の喚起や人財発掘につなげてい
ます。これまで2018年度末時点で494名が修了しました。

■ 大和ハウス塾
2008年5月より、大和ハウスグループの次世代の経営者育成を

目指し、グループ横断で経営スクールを開講しています。実際の
経営課題に対する戦略策定を通し、経営スキルの実践トレーニン
グを行っています。これまでの修了者360名のなかから130名が
執行役員以上の経営者に就任しています。（2019年4月1日現在）

＜マナー教育＞
■ 凡事徹底・マナー研修
「挨拶・お辞儀に始まり、当たり前のことが当たり前にできること」

を全職場で全従業員が徹底することが社会に役立つ業務推進の
原動力であると当社は考えています。

その一環として、事業所単位で支店長をはじめ、管理職も含む
全従業員を対象とした「凡事徹底・マナー研修」を実施しています。

く、設計、営業、管理など全職種の新入社員が施工現場で実習し、もの
づくりと建築の専門知識を体得します。その後、およそ3ヵ月ごとに研
修を実施し、実践で使う知識・スキルの学習と習得度の確認を行います。

また一部の職種では、一人ひとりがプロフェッショナルとして
実務を遂行できるよう、目標レベルを設定した実務能力認定検定

（Di-Q検定※）を2007年7月より導入しています。

大和ハウス塾

※職種ごとに求められる実務能力について検定を行い、
　「習得したスキル」を確認する社内検定制度。

従業員との共創共生
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多様な従業員が柔軟に働ける
職場づくり

大和ハウスグループでは、国連が定めた「世界人権宣言」や、
国際労働機関（ILO）の「中核的労働基準」などの国際行動規
範を支持しています。また、国連人権理事会で承認されたグ
ローバル基準である「ビジネスと人権に関する指導原則」を
尊重し、2018年1月には当社の人権に対する責任を「大和ハ
ウスグループ人権方針」に明記しました。この方針は社外の
有識者からの助言をいただき、2017年12月の取締役会決
議を経て制定したものです。方針のなかでは特に「社員の人
権の尊重」として差別の禁止、安全な労働環境と並び多様性
の尊重について言及しており、責任ある労働慣行の実現に
より、一人ひとりの人権が尊重され、高い意欲をもって働く
ことのできる企業であることを常に目指す旨を定めています。
「企業倫理綱領および行動規範」においては「人権の尊重」

を定め、あらゆる人の尊厳と基本的人権を尊重し、人種・国
籍・民族・性別・性的指向・性自認・障がいの有無・年齢・信
条・社会的身分などを理由とした一切の差別を行わない旨
を定めています。また、その一環として、従業員のだれもが
機会の平等を得られるものとします。

こうした方針のもと、人財の多様性（ダイバーシティ）を確
保し、多様な従業員が個々の能力を存分に発揮し、誇りとや
りがいをもって、柔軟に働ける職場づくりを目指すことが重
要な課題です。その基本として、日本国憲法が定める「健康
で文化的な最低限度の生活を営む権利」を尊重し、最低賃
金法に基づき最低賃金を遵守するのはもちろんのこと、健
康で文化的な暮らしに必要な生活賃金を満たすことが必要
であると考えます。

そして、多様な従業員が柔軟に働ける職場において、個々
がパフォーマンスを発揮することは、従業員一人ひとりの人
生をより豊かなものにするとともに、働きがいの向上を通じて、
結果的にお客さまの満足につながると考えます。

なお、中期経営計画では、多様な人財が活躍できる環境
整備によるダイバーシティ推進を基本方針に盛り込んでおり、
女性や高年齢者、障がい者などがさらに活躍できる制度の
拡充を図り、多様な人財が柔軟に働くことのできる制度の拡
充を推進していきます。

基本方針・考え方

【最重要課題】

一人当たり研修時間 3.4時間

■ ①従業員一人当たり研修時間

※一人当たり研修時間＝総研修時間 / 従業員数

（初級社員育成）
新入社員研修 29.3時間

（基礎研修のみ）

キャリア採用者入社時研修 16.5時間

（管理職・
リーダー育成）

（経営後継者育成）大和ハウス塾 168.0時間
新任支社長・支店長研修 5.5時間

（経営後継者育成）
支店長公募育成研修 46.0時間

新任責任者研修 32.0時間
チームリーダー研修
＜自主選択型＞ 15.5時間

女性管理職マネジメント研修 14.0時間
女性管理職候補者育成研修 14.0時間
OJTエルダー研修 3.0時間

（全従業員対象）
凡事徹底・マナー研修 2.0時間
宅建合宿 22.5時間

■ ②研修別内訳
各研修の時間は参加者一人当たりの時間です。

Off-JTによる人財育成の年平均時間

2018年度の結果は以下の通りとなりました。
なお、階層別もしくは階層に関係なく実施している研修のみをカ

ウントし、事業部ごとの専門知識・スキル向上を目的とした研修は
含んでいません。

従業員との共創共生
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人財の多様性を確保するうえで、女性の活躍推進は重要課題の
一つです。当社グループでは、意思決定の場を多様にするため、
2020年度末にグループ全体で女性管理職500名（うち当社単体
で200名）の数値目標を掲げています。このため、出産・育児など
のライフイベントを経験しながら働き続けられる人事制度の充実と、
女性に対するキャリア形成の支援を行っています。

こうした取り組みの進捗を確認し、さらなる促進を図るため、毎
年、女性活躍推進状況を数値で把握しているほか、社員アンケート
を定期的に実施しています。今後も、多様な人財が活躍できる職
場風土や意識の醸成を図るうえで課題の把握と施策の実施を継続
していきます。

加えて、障がい者雇用の点において、当社では2020年4月1日
時点での障がい者雇用率2.3%を目標に掲げています。企業の社
会的責任の遂行と多様な人財の活躍推進により、今後も継続して
企業価値の向上に努めます。

また、従業員から見た職場環境の側面からも、人口減少時代を
見据えたオフィス戦略を構築し、「創造性を育み生産性を向上させ
る健康・快適オフィス」をコンセプトに、長期的な視点から多様なワー
クスタイルに合わせた職場づくりを進めていきます。

マネジメント

■ 高年齢者の活躍推進
当社では2013年度より、定年年齢を従来の60歳から65歳へ引

き上げました。従前の定年後の再雇用制度では、有期契約かつ固
定的な賃金体系としていましたが、定年年齢そのものを引き上げ
ることによって、社員がより安定的な雇用形態で働くことができる
ようになりました。さらに一人ひとりの成果が評価として賃金に反
映される仕組みを設け、シニア社員のモチベーションを喚起するこ
とにより、賃金の引き上げに見合う成果を期待しています。

また、2015年度より、65歳定年後の再雇用制度「アクティブ・エ
イジング制度」を創設しました。「生涯現役」を合言葉に、健康で会
社が認める人財であれば、１年更新の嘱託として年齢上限なく働
ける環境を整えました。当制度適用者は、後輩育成や人脈・技能の
伝承などの役割を担っています。

なおシニア社員の雇用を拡大することによって、若年層の雇用
を抑制することはありません。

多様な人財の確保に向けた取り組み

人財の多様化

主な取り組み

■ 外国籍社員の採用
2019年度新卒採用において外国籍社員を11名採用。国籍にか

かわらず当社で活躍できる人財を採用しています。

年度 定年退職者など うち、アクティブ・エイジング制度適用者

2014 33名 13名
2015 55名 37名
2016 66名 48名
2017 69名 39名
2018 60名 28名

■ アクティブ・エイジング制度適用者状況

■ 高年齢者の採用
2018年度のキャリア採用において50歳以上は45名で、キャリ

ア採用数（パート除く）310名の14.5％を占めています。年齢にか
かわらず、当社で活躍できる人財を採用しています。

■ 女性の活躍推進
2019年4月1日現在、当社の女性社員比率は20.4％、平均勤続

年数は10.1年となっており、2019年度の新卒採用の女性比率は
27.2％となっています。

また、当社グループ全体での女性社員比率は2017年22.9％、
2018年24.2％、2019年25.6%と年々増加しています。

女性の活躍推進

従業員数 内・女性 女性比率

2015.4.1 14,862名 2,740名 18.4%
2016.4.1 15,267名 2,886名 18.9%
2017.4.1 15,725名 3,032名 19.3%
2018.4.1 16,275名 3,239名 19.9%
2019.4.1 16,670名 3,405名 20.4%

■ 女性社員の推移（単体）

■ 女性役職者層の育成
当社の総合職における女性採用が本格化したのは2000年代か

らであり、男性社員との勤続年数の違いから要職に就く女性の人
数が絶対的に少ない現状があります。また女性がライフイベント
を迎えた後の継続勤務の環境整備や意識・能力面の向上を推進し
ておりますが、現状として全社に対する女性比率に比べ、管理職に
占める女性比率が低くとどまっています。

2019年4月1日現在で、当社の女性管理職は137名（3.6%）
（その他出向者8名）、主任は639名（15.2%）となっています。グ
ループ全体での女性管理職数ならびに比率は、2017年度261名

（3.6％）、2018年度302名（4.0%）、2019年度352名（4.5%）と
なっており、「2020年度末にグループ全体で女性管理職500名」
の目標に向け、当社グループ全体で女性活躍推進に取り組む企業
風土の醸成に努めています。

■ 障がい者雇用率
2019年4月1日現在の雇用率は2.39％となっています。
障がい者を特定の部門に配置するのではなく、他の従業員と同

じく個人の特性に応じて営業・設計・工事・管理など、さまざまな
部門に配置しています。障がい者にとって、やりがいのある職場環
境の実現と、健常者の理解の醸成に努めています。

従業員との共創共生
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男性 女性

a.育児休業を取得する権利を有していた従業員の総数 573名 148名
b.育児休業を取得した従業員の総数 182名 149名
c.育児休業取得率 31.8% 100.7%
d.育児休業を取得した後、2018年度に復職した
　従業員の総数 185名 113名

e.育児休業から復職し、復職後12ヵ月の時点で
　在籍している従業員の総数 185名 119名

f.育児休業後の従業員の復職率 99.5% 93.4%

各種福利厚生について

出産・育児休暇後の復職率と定着率

■ 育児休業の取得と復職の状況について

当社の2018年度の一人当たりの平均年収は9,073千円でした。
当社では日本国内において、会社の基幹業務を行う総合職（全

国社員・地域社員）と、事務的・サポート的業務を行う事務職（地域
社員）に区分し、それぞれの保有能力や実績・貢献度に応じた給与
体系としており、性別の違いで差異を設けておりません。

また当社グループでは、各国の最低賃金を定めた法令に従い、
現地の生活物価をふまえ、従業員に対して適正な給与を支払うこ
とを遵守しています。

適正な給与の遵守

職員 試雇社員 嘱託 契約社員

退職金 ○ × × ×
育児休業取得 ○ ○ ○ ○
グループ
保険加入 ○ ○ ○ ○

持株会加入 ○ ○ ○ ○

■ 日本国内の従業員における手当支給の区分

※子の生まれた年度と育児休業年度は必ずしも一致しないため、育児休業取得率は
   100%にならない場合があります。
※「f.復職率」=d/（d+育児休業中の退職者数）

創造的な職場環境をつくるための取り組みについて

これまでのオフィス基準は「省コスト、省スペース」、「環境対応の省エネ
ビル」等のハード面の取り組みが主なものでしたが、次の段階として、オフィ
スで働く従業員に焦点を当てたソフト面の取り組みを重視しています。

近年、人口減少や少子高齢化など社会環境の変化に伴って、労
働力不足による人財の確保や生産性の向上が課題となっているな
かで、オフィス環境に対する従業員や社会の要請・期待としては、「従
業員のダイバーシティ」「働き方改革」「IT技術の進化」などが挙げ
られます。これらのキーワードに基づき、コンセプトを「創造性を育
み生産性を向上させる健康・快適オフィス」として、社員が能力を
十二分に発揮し、活力をもって働くことができる当社の新しいオフィ
ス基準を構築する取り組みを行っています。

情報通信技術（ICT）の積極的な活用

ICTを積極的に活用することで、さまざまな側面での企業価値
向上に努めています。なかでも、従業員のワークスタイル変革によ
る生産性向上を目指し、従業員がより“やりがいのある創造的な業
務”に集中できる環境を実現させていきます。具体的には、以下の
４つの変革に取り組んでいます。
①スマートデバイスを活用し、施工技術者の業務効率化を図る「現

場完結型のワークスタイル変革」
②今までIT化が難しいとされ、やむなく人が対応していた事務作業を

自動化し、業務効率化を図る「ホワイトカラーのワークスタイル変革」
③コア事業である住宅系のビジネスモデルを見直し、お客さまの

ユーザーエクスペリエンス向上と技術者の有効活用、リードタイ
ム短縮を図る「ものづくり変革」

④従業員が業務経験を通じて獲得した多くの知識・知恵を、個人
や組織内に留めることなく広く活用できる仕組みを構築し、組織
力向上を図る「コミュニケーション変革」
さらに、従業員がICTを効果的に活用できる環境を整備するため

「ヘルプデスク」を設置し、パソコン相談の対応だけでなく、わかり
やすいマニュアルの整備も進めています。2018年からは、チャット
ボット（AI対話型Webエージェント）を導入し、「ヘルプデスク」のサー
ビス向上を図っています。また、各部門と各事業所に「ＩＴ推進委員」
を設置し、情報システム部門と現場との連携を図ることで、全従業
員のITリテラシー向上に寄与しています。

■ 営業・技術部門への職域拡大
2019年4月1日現在では、営業職における女性比率9.9%（前年

より0.8ポイント増）、技術職における女性比率13.9%（前年より1.2
ポイント増）となっています。営業部門では昨年度に引き続き、女
性営業サポートプログラムとして部門ごとに女性営業職に対して
はキャリア研修を、上司である管理職に対しては育成についての
講義を実施しました。技術部門では、これまでの活動に加え、住宅
系施工部門において地区ごとの女性技術者情報交換会の実施や
育休からの復職にあたっての面談を実施し、女性技術者の定着を
図りました。

管理職数 内・女性 女性比率

2015.4.1 3,257名 67名 2.1%
2016.4.1 3,422名 86名 2.5%
2017.4.1 3,568名 100名 2.8%
2018.4.1 3,694名 123名 3.3%
2019.4.1 3,812名 137名 3.6%

■ 女性管理職の推移（単体・出向者除く）

2019年
4月1日

2006年
3月31日

20.4
％

13.6
％

■ 女性社員
　 比率

27.2
％

23.7
％

■ 新卒採用
 　女性比率

■ 女性管理職の状況

女性管理職 （3.6%）

女性主任層 （15.2%）

137名
（その他出向者 8名）

639名

比率は当該職に占める割合

従業員との共創共生

C
S
R
経
営
の
基
盤

環
境

株
主

地
域
市
民

取
引
先

従
業
員

お
客
さ
ま

経
営
の
考
え
方
と
全
体
像

外
部
評
価
・
デ
ー
タ
集

C
S
R
経
営
の
基
盤

環
境

株
主

地
域
市
民

取
引
先

従
業
員

お
客
さ
ま

経
営
の
考
え
方
と
全
体
像

外
部
評
価
・
デ
ー
タ
集

097 DaiwaHouseGroup Sustainability Report 2019



優秀な人財に対する雇用機会の提供

日本においては人口減少が顕著になると予測されるなかで、
優秀な人財に対して雇用機会を提供するとともに、働きがいと
誇りを持てる職場をつくることが、従業員との「共創共生」につ
ながるとともに、大和ハウスグループの持続的な成長に不可欠
といえます。

当社では、人財の採用から教育、活用、そして退職に至るま
で、長期的な視点から従業員の人生をより豊かなものとするこ
とを重視した施策を進めています。また、人口減少や経済のグ
ローバル化など社会課題を的確に把握し、時代に即した雇用
機会の提供を通じて、優秀な人財の確保を実現し、社会への貢
献を目指していく考えです。取り組みの一つとして、地域に密
着した事業を持続可能に展開するため、勤務地を限定した採用
活動を行っています。

また、総合職においても「全国勤務」もしくは「地域勤務」を選
択できる制度を設け、従業員本人の意向に沿った地域での勤
務を可能にするとともに、地域雇用の創出にも貢献しています。

このほか、海外グループ会社においては、各社にて現地の
人財を雇用し育成するという考え方のもと、各拠点での現地採
用を進めています。

基本方針・考え方

【重要課題】

次世代を担う人財を確保するため、人事部を中心に各部門との
連携を通じて、採用に関する実績の確認と次期の重点実施事項を
決定しています。また、雇用に関する情報を一元的に管理・活用す
るためのシステムを構築するとともに、このシステムの運用を担当
する専門部署（シェアードサービスセンター）を発足させ当社グルー
プ全体での推進を行っています。

さらに、優秀な人財の確保には、各部門の現場の声を人事施策
に反映することが重要です。そのため4年に一度、全従業員を対象
にアンケート調査を実施し、回答結果から従業員の満足度を数値
で把握するとともに、課題の抽出を行っています。

マネジメント

主な取り組み
優秀な人財に対する採用の取り組み

当社では、従業員に著しい影響を及ぼす可能性がある事業上の
重大な変更を実施する場合、実施の半年前を目安に、従業員に対
し通知を行っています。

近年では、2013年4月に当社から大和ハウスリフォーム株式会
社が完全分社化する際、2012年10月に従業員向けに社内通達を
発信し、早期の周知徹底に努めました。

事業上の重大な変更の従業員への通知について

当社では、現状企業別労働組合は組織されていませんが、憲法
の定めるところの「結社の自由」を認めています。

団体交渉協定の対象となる全従業員の比率と合意内容

契約社員 嘱託 試雇社員 パート社員※ 合計

2017年4月 954名 143名 66名 674名 1,837名

2018年4月 964名 167名 58名 662名 1,851名

2019年4月 969名 170名 53名 687名 1,879名

■ 配属エリア先約型採用
当社への入社意思が高く、かつ、地元志向が強い学生を対象に、

エリア単位で勤務地を確約する採用制度です。
選択できる勤務地エリアは先着順となります。将来的には全国

転勤の可能性があります。

■ 当社の有期雇用契約社員

契約社員・臨時社員の活用について

2019年4月現在、当社には、正社員16,670名が在籍しています。
2018年度の正社員採用者数は1,094名（新卒採用者935名、

キャリア採用者159名）
2019年4月に新卒採用者918名（男性668名（72.8％）、女性

250名（27.2％））が入社しました。
過去3年間の自発的理由による離職者は、2016年度3.08％、

2017年度3.03％、2018年度3.22％となっています。
なお、人員調整を目的とした解雇は、2018年度も行っておりま

せん。

雇用の状況と離職率

※パート社員は実人数にてカウント

■ キャリアデザイン支援制度
当社では2008年に、定年前であっても自身のライフスタイルに合っ

た時期に退職し、その後の第二の人生における転進・独立する社員
を会社が支援する「キャリアデザイン支援制度」を導入しています。

個々の人生に一歩踏み込んで焦点を当てることにより、自立心
や独立心が持てる環境を整え、幅広く社会で活躍できる人財を創
出する土壌を育てることを目的とし、2019年4月時点で累計135
名が当制度を利用しています。

従業員の継続雇用と雇用終了計画の支援

従業員との共創共生
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■ ライフデザインセミナー
当社では６０歳を迎える社員を対象に、「ライフデザインセミナー」

を毎年実施しています。６１歳以降の人事制度・処遇の説明や６５歳
定年までの働き方・過ごし方、また公的年金・企業年金制度、健康
管理などについて、社内外の講師によるセミナーを行い、ライフプ
ランをサポートしています。

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

参加者数 120名 105名 134名 138名

従業員との共創共生
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取引先との
共創共生

実践報告

担当役員メッセージ

公正な競争

CSRの取り組みにおける取引先への働きかけ

施工会社における労働条件の改善と人財の確保

101

105

106

109

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・

当社社員（従業員）の行動に関する
取引先アンケート調査

取引先、および購買業務の
自社基準に基づく
取引先評価

① 住宅系

① 回答率

77.1%

② 当社従業員の行動に対し
　 「問題ない」とする回答比率

75.7%

4.6点

現場職人育成人数

481名

② 建築系

339名
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取引先との
共創共生

実践報告

担当役員メッセージ

公正な競争

CSRの取り組みにおける取引先への働きかけ

施工会社における労働条件の改善と人財の確保

101

105

106

109

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・

当社社員（従業員）の行動に関する
取引先アンケート調査

取引先、および購買業務の
自社基準に基づく
取引先評価

① 住宅系

① 回答率

77.1%

② 当社従業員の行動に対し
　 「問題ない」とする回答比率

75.7%

4.6点

現場職人育成人数

481名

② 建築系

339名
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担当役員メッセージ

職人の方々の「4週6休」の実現に取り組んでいます

 前年度のサステナビリティレポートにおいて、私は「若い人々が
将来に希望を持てる建築現場を提供していく」と抱負を述べました。
それ以来、約1年間の取り組みを振り返ると、施工現場の課題がよ
り明確になってきたとともに、大和ハウスグループの責務をこれま
で以上に重く捉えております。

現在、当社およびグループ会社では、戸建住宅から大規模な複
合開発に至るまで多岐にわたる現場を担っています。そこで共通し

取締役常務執行役員
技術本部技術部門担当
技術本部（技術部門）総合技術研究所長
商品開発担当
安全担当

ているのは、労働力、なかでも若い働き手の減少が顕著になって
いるという問題です。これは当社に限らず、建設業界全体の問題で
あり、対応を誤ると業界そのものの持続的成長を揺るがしかねな
い問題になると認識しています。

これに対して当社では「第5次中期経営計画」において「全国の現
場の声に真摯に耳を傾ける」ことから課題解決に取り組んでまいり
ました。特に、当社の施工を担っていただいている、約4,600社の
協力会連合会の幹部の方々と会合を重ね、互いに本音で議論を行っ
てまいりました。その成果として「職人の方々は何より定期休暇を
求めている」という声に応えて「4週5休」の休日確保に向けた取り

若い人々が建設業界に夢を持って入ってこられる
現場を築くため、取引先との「共創共生」を
さらに加速していきます。

田辺 　昭

取引先との共創共生
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現場で女性の方が安心して働ける
労務環境を目指して

時代の変化に対応した取引先の経営改革を
積極的に支援

取引先の事業承継など取引先の切実な課題に
対して共に取り組んでいきます

SDGsへの貢献

組みを強化してまいりました。さらに、今年度からは「4週6休」の実
現に向けて踏み出しております。現実には、100%の定着に至って
いるとは言いがたいものの、取引先の皆さまのご理解を得て、改
善に向けて状況が大きく前進していると手応えを感じています。も
ちろん、ゴールは「4週6休」ではなく、職人の皆さまが「4週7休」、
さらには「4週8休」と、品質を確保しながら休日を確実に確保でき
る労務環境の実現に向けて、当社は取引先の皆さまとともに一緒
に考え、行動してまいります。

取引先との「共創共生」は、当然のことながら、職人の方々の休
日を確保するだけで解決するものではありません。そのためには、
生産性の向上をはじめとして、当社および取引先が一体となった
経営改革が不可欠です。前年度において「取引先の経営改革を積
極的に働きかけることが重要」と述べたとおり、新たに始まった「第
6次中期経営計画」では「取引先企業との連携によるものづくりの
生産性向上」を重要課題の一つとして掲げ、将来を見据えた持続
的な成長を可能にするとともに、職人の方々が安心して仕事に取
り組める経営環境の整備を進めています。

当社の住宅施工においては、比較的小規模な取引先が多く、い
わゆる親方制度のもとで複数の職人さんを抱えて、業務を請け負っ
ているのが実情です。そこでは、日給制によって働いた分だけ賃金
を支払う慣習が根強く残っています。

しかしながら、少子高齢化の時代にあって、職人さんの確保がま
すます難しくなるなかで、従来の慣習を続けていくのは困難な状
況といえます。これから先、工務店は企業経営を志向すると同時に、
親方は経営者としての意識を持つことが大切であります。そして
職人さんを従業員として雇用し、月給制にするのに加えて、休日を
はじめとする各種の福利厚生を整えていくことが欠かせません。こ
のなかでは、職人さんの健康管理も重要な課題であり、末永く働
いていただく環境づくりを築くことが、若い人を雇用していくうえ
での大前提なのです。

当社としては、このような取引先の経営改革を積極的に支援し

ています。都市部や地方などで経営の事情がそれぞれ異なること
をふまえ、個々の課題を明確にするとともに、解決に向けた道筋を
つけるように注力しております。

近年は親方の高齢化が進む一方、次の世代への事業承継が活
発になっています。こうした実情をふまえて、当社は代替わりをす
る方々を対象とした経営セミナーの開催を通じて、経営改革の支
援につなげていく考えです。そのなかでは、企業としての体制整備
とともに、将来を見据えた人財育成も重要な課題です。

従来、職人さんといえば、大工は大工の仕事だけ、左官は左官
の仕事だけと、仕事の内容が固定化しがちでした。しかし、これか
らの安定した経営を考えたとき、職人の方々の多能工化が課題解
決の鍵になると考えます。一人の職人さんが大工仕事に加えて、
左官やクロス張りもできるとなれば、より安定した仕事を確保する
ことが可能になります。現実には、そう簡単なことではないものの、
当社は現場の声に耳を傾けながら、課題を一つずつ解決してまい
ります。

そのほか、当社では工務店に対して、新人の職人さんが一人前
になるまでの一定の期間、育成資金として日当の一部を支援する
制度を設けています。加えて、工務店で長く働いている職人さん
のなかから当社が熟練工として認定する制度を設け、認定に応じ
て補助金を支給しています。

さらには、全国の協力会を束ねる協力会連合会の活動資金とし
て、年間5,000万円以上の補助を提供しています。この資金は全
国大会や安全活動などの費用に充てていただいているほか、各社
の若い職人さんを海外視察に送り出す際の費用の一部に充当して
いただくことで、モチベーションの向上などにつなげていただいて
います。

 
工務店の経営改革とともに、重要なのが現場の改善に向けた取

り組みです。その一つとして、女性や若い世代の職人さんの声に
基づく労務環境の整備に注力しています。例えば、戸建住宅の建
設現場では限られた敷地に更衣室を設置するのが困難な場合が
少なくないのが実情です。しかし、「作業着のままで電車やバスで
通勤するのは困る」という声が多いことから、当社ではできる限り
おしゃれでカジュアルな作業着の開発を進めています。安全保護
具や熱中症対策のファン装置などを作業着内に組み込むデザイン
として、できるだけ抵抗感のない作業着を早急に実用化し、職人さ

取引先との共創共生
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んおよび当社従業員に提供していきたいと考えています。
また、女性の間で「現場で重量物を運ぶのが負担」という声も多

数いただいています。そこで、当社は自動搬送システムの導入を
進め、重い建材などの搬送を機械が行う仕組みづくりを急いでい
ます。まずは大規模な現場でシステムの導入を進めているところ
です。また、戸建住宅の現場においても、身体の負担が大きい天
井ボードの昇降を機械的に行う装置を開発中です。すでに試作機
を作り、実用化に向けて大きさやコスト面などの課題の検討を行っ
ています。

さらには、施工現場での生産性向上にも積極的に取り組んでい
ます。建設業界で注目されているBIM（ビルディング・インフォメー
ション・モデリング）の導入を図ることで、営業から設計、資材調達、
施工に至る一連の工程のなかで、情報の共有化を図ることが可能
となります。また、仕様の変更なども全工程で情報共有でき、こう
したICT（情報通信技術）は使い方次第で現場の負担を軽減できる
と期待しています。

「社会性中期計画」で重要課題の一つとして掲げる「施工現場の
安全・安心の徹底」においても、ICTが果たす役割は大きいといえ
ます。従来、当社は施工現場における労働災害のリスクに真剣に
対応してきました。

たとえば、熱中症対策に対しては、一定の気象条件になると現場
で警報を発して作業の中止を知らせる装置を導入済みです。また、
重機の運用では作業員に接近した場合、警報を発するとともに重
機が自動的に停止する装置を試験的に導入しています。まずは大
規模な現場で導入を進め、いずれは戸建住宅でも導入を図ってい
く考えです。

もっとも、安全・安心を含めて、現場の問題はICTの導入ですべ
て解決できるものではありません。尽きるところ、現場で働く人々
の心に響く仕組みでなければ、効果的な運用とはなりません。ICT
は便利である反面、運用次第では人とのコミュニケーションが機械
的に陥りがちという問題を生じます。取引先の「共創共生」の観点
から、施工を依頼する立場として、自分たちだけに都合の良い運用
であってはならないと考えます。

今後は外国人の方々が現場に多数入ってこられます。当社では
すでに現場の掲示板の多国語表記を実施しておりますが、こうした
面についても丁寧なコミュニケーションを心がけてまいります。
「社会性中期計画」では、そのほかに「グループCSR調達の促進

と効率化」を掲げています。資材等の調達に際しては、社会的責任
に即したCSR調達ガイドラインを遵守するとともに、適切な運用を
通じてマネジメント体制を構築していく考えです。

2030年の中長期を見据えた際、当社の経営基盤の一つに「技
術・ものづくり基盤」を挙げています。この基盤を築いていくには、
これまで申し上げた通り、施工会社をはじめとするさまざまな取引
先との「共創共生」が欠かせません。私たちが取り組むべき課題は
なおも多いものの、今後も本音で議論を重ね、共に知恵を出し合っ
て一つひとつ解決していく覚悟です。これから先、若い人々が建設

施工現場の安全・安心の徹底とCSR調達の推進

業界に夢を持って入ってこられるように、何事にも真摯に取り組ん
でまいります。

社会性中期計画（2016〜2018年度）における考え方と成果

中期CSR計画の成果（CSR自己評価指標の実績から）

私たちは取引先とのパートナーシップを大切にし、適切
な関係を構築します。また、自由な市場の競争原理に従
い、業界全体の健全な発展を目指します。

社会性長期ビジョン【取引先】

日本においては、少子高齢化が顕著になるなかで人手不足が産
業界全体における懸念事項となっています。特に建設業界では就
業者数が減少傾向にあるとともに、現場の担い手の高齢化が進行
しています。今後、人財の確保に向けて、働きがいのある現場づく
りを追求することが重要な課題です。加えて、ベテランから若手へ
の技術や技能の伝承も緊要な問題であると認識しています。

また、産業界全体において機械化・自動化が進んでいる反面、
建設業界では施工現場を中心に多くの工程を人手に頼っている現
状があります。そのため、省力化の推進とともに、現場の担い手の
安全を確保することが欠かせない課題となっています。

近年、取引先各社の助力を得て、事業規模が拡大しています。
反面、物事が順調に進んでいる時こそ、大和ハウスグループ従業
員の気の緩みや慢心といったことが取引先との信頼関係を失い、
中長期的にものづくり基盤を弱体化させる要因となりかねません。
役職員全員が気を引き締め、取引先との関係をより密接にして、安
全・品質・コンプライアンスにわたるリスク管理の徹底を図ってい
く必要があると考えます。特に労働災害を無くすことは重要です。

また、事業規模が広がっているなかで、サプライチェーンの一部
で支障を来した場合、事業全体に多大な影響を及ぼす可能性があ
ります。この点においても、調達・生産・施工の全般にわたってサ
プライチェーンマネジメントをこれまで以上に的確に行っていくこ
とが欠かせないと捉えています。

社会的課題

当社グループのリスク・機会とその対応

公正な競争

「取引先からの下請法に関する通報に対して1ヵ月以内の解決率」
について、2018年度目標を100%と定めています。これに対して、

【重要課題】

P105

取引先との共創共生
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CSRの取り組みにおける取引先への働きかけ

施工会社における労働条件の
改善と人財の確保

「社内従業員向け教育」に関して、「購買担当者の階層別研修参
加率」「施工管理担当者の研修参加率」につき、2018年度目標は
前者を95%、後者を100%と定めていますが、いずれも目標の達
成には至りませんでした。

また、「取引先、および購買業務の自社基準に基づく取引先評価」
については、2018年度目標4.5点以上に対して、実績は4.6点と
なり、目標を達成しました。今後も取引先との「共創共生」に努めて
まいります。

施工会社の人財確保に関連する「現場職人育成人数」について、
2018年度目標は住宅系500名、建築系330名と設定しています。
実績はそれぞれ481名、339名となりました。また、労災件数につ
いて、「前年度増減率」として2018年度目標は20%減でしたが、実
績は27.7%の増加となり、目標の達成はなりませんでした。今後
も労災ゼロを目指して注力してまいります。

【最重要課題】

【最重要課題】

P106～109

P109～111

個別指標（抜粋） 実績 2018年度目標
当社社員（従業員）の行動に関する
取引先アンケート調査
①回答率
②当社従業員の行動に対し「問題ない」
　とする回答比率

①77.1%
②75.7%

①70%
②75%

① 回答率
■ 当社社員（従業員）の行動に関する取引先アンケート調査

70.2%
2017年度 実績

77.1%
② 当社従業員の行動に対し「問題ない」とする回答比率

78.6%
2017年度 実績

75.7%

個別指標（抜粋） 実績 2018年度目標
取引先、および購買業務の自社基準に
基づく取引先評価 4.6点 4.5点以上

■ 取引先、および購買業務の自社基準に基づく取引先評価

4.4点
2017年度 実績

4.6点

個別指標（抜粋） 実績 2018年度目標

現場職人育成人数 ①住宅系：481名
②建築系：339名

①500名
②330名

① 住宅系
■ 現場職人育成人数

484名
2017年度 実績

481名
② 建築系

309名
2017年度 実績

339名

主な重要課題

社会性中期計画　エンドレス ソーシャル プログラム2021
主なKGI経営目標指標（2021年度目標）

施工現場労働災害の度数率施工現場の安全・安心の徹底

施工現場の4週8休達成率100%取引先企業との連携によるものづくりの生産性向上

0.21
※100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数（休業4日以上）

※休工率=指定休日休工物件数/指定休日仕掛物件数

グループCSR調達の促進と効率化 70％
※推進はグループ7社、ＫＧＩ管理対象は大和ハウス工業・フジタ・大和リースの取引先を対象

全取引先へのCSR調達ガイドラインに伴うセルフチェックの回答率

第6次中期経営計画へ

実績は91.6%となりました。また、「当社社員（従業員）の行動に関す
る取引先アンケート調査」について、2018年度目標は回答率70%、
当社従業員の行動に対し「問題ない」とする回答比率を75%としてい
ます。2018年度実績はそれぞれ77.1%、75.7%となり、いずれも目
標を達成しました。引き続き、実績の向上に向けて取り組んでいきます。

取引先との共創共生
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■ 事業所購買業務の監査評価
当社では各事業所の購買担当者に対して、定期的な監査を実施

し、取引先への発注・契約などが公正に実施されているか確認し
PDCAを回しています。監査の頻度は結果（スコア）によって異な
り、年1回から四半期に1回の実施としています。2018年度に実施
した監査項目は以下の通りとなっています。また、定期的な取引先
訪問を通じて相互改善課題への取り組み、取引先の経営改善支援
を行い、適切な関係の構築、共進を図っています。

なお、取引先アンケート調査の結果についても事業所購買の是
正、指導に運用しています。

2018年度の取引先アンケート調査の結果は以下の通りになりま
した。調査結果については、分析のうえ、代表取締役を含めた関連
部門の役員へ報告するとともに、取引先との実際の窓口となる事
業所にフィードバックを行い、改善計画を立案・実施しています。

また、技術部における指導会等においても改善活動の進捗を確
認し、改善に努めています。

公正な競争

サプライヤーとの関係における当社従業員の問題の改善

施工協力会社との関係における当社従業員の問題の改善
主な取り組み

2016年度 2017年度 2018年度

回答率 68.4% 70.2% 77.1%
当社従業員の行動に対し

「問題ない」とする回答比率 72.0% 78.6% 75.7%

大和ハウスグループでは、事業を遂行するうえで、取引先
は重要なビジネスパートナーであると捉えています。当社グ
ループでは、資材や設備機器のメーカーをはじめ、施工やア
フターサービスなどに関わる広範囲なサプライチェーンを
形成することで、お客さまに満足いただける品質を提供する
ことができると考えています。そこで、大和ハウス工業では
建設業法が定める「建設工事の請負契約の原則」である、「建
設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における
合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実に
これを履行しなければならない」旨の遵守に努めています。
また、下請法が適用されるサプライヤーなどの取引先に対
しても法の精神に則った取引を行っています。

加えて、当社の「企業倫理綱領および行動規範」において、
取引先とのパートナーシップを大切にし、適切な関係を構築
するとともに、自由な市場の競争原理に従い、業界全体の健
全な発展を目指すことを定めています。このなかでは、「取
引先との適切な関係」をはじめ、「優越的地位の利用禁止」「公
正かつ自由な競争」についてそれぞれ定めており、取引先と
の「共創共生」における原則となっています。また、「調達基本
方針」においても、「コンプライアンスに基づいた公正な取引」、

「競争原理と高い倫理観に基づいた取引」を行うことを定め
ており取引先に対しても表明しています。

基本方針・考え方

当社では取引先との「共創共生」を進めるうえで、公正な競争を
遵守する意識の醸成と仕組みづくりが重要と考えています。そこで、
全従業員が「企業倫理綱領および行動規範」に則して判断し、行動
できるように教育の徹底を図っています。

仕組みづくりとしては、内部監査室が実施する内部監査に加え、
本社購買部による購買業務の監査を行い、公正な取引のチェック
を行っています。

また、当社と取引先との関係における問題について、取引先（協
力会連合会員）を対象とした「取引先アンケート調査」を年1回実施
しています。そのなかで従業員が「企業倫理綱領および行動規範」
に基づいた行動を取っているかについて、取引先からの評価をも
とにチェックを行い、把握できた課題を事業所などへ共有し、改善
を図っています。加えて、取引先からの通報制度として「パートナー
ズ・ホットライン」を設け、取引先から寄せられたすべての案件につ
いて真摯に対応するよう努めています。

マネジメント

P052～058 リスクマネジメント関連ページ

事業所購買業務監査 評価項目（抜粋）
①基本契約書の締結・更新並びに管理の実施
②取引先評価の定期的な実施（品質クレーム・不安全行動の是正等）
③ベンダーリストの登録・整備の実施
④取引状況の把握（支払い又は発注状況を把握し取引関係を認識する）
⑤注文書交付状況確認書による、支払い遅延・未払いを防止
⑥下請契約の具体的内容を提示しているか
⑦予定価格の額に応じて一定の見積期間を設けているか
⑧不当な使用材料の購入強制をしていないか
⑨不当に低い請負代金を強要していないか
⑩自己の取引上の地位を不当利用していないか
⑪指値による価格強要が行われていないか
⑫支払い条件が適正に決められているか
⑬契約締結が適正に行われているか
⑭支払いが適正に行われているか
⑮追加工事・変更工事・工期変更が発生した際の手順が適正か

【重要課題】

P058～059 企業倫理・コンプライアンス
P195～196 企業倫理綱領および行動規範
P198 CSR調達ガイドライン 大和ハウスグループ調達基本方針

関連ページ

事業所に対しては「コンプライアンス・リスク確認」として、内部
監査の改善計画書に基づく改善状況確認・コーチング、取引先ア
ンケート調査の結果に基づく現状確認・コーチングなど、チェック
体制の強化を図っています。

取引先との共創共生
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CSR の取り組みにおける
取引先への働きかけ

当社グループは、持続可能な事業を追求するため、「ESG（環
境・社会・ガバナンス）」側面を重視した経営に努めています。
これを実現するためには、当社グループだけでなく、取引先を
含めたサプライチェーン全体で取り組む必要があります。そし
て、取引先と共にCSR（企業の社会的責任）を真摯に果たすこ
とで、社会からの期待に応える一方、社会への悪影響を最小
限に抑え、将来にわたって双方が社会から支持され続ける「共
存共栄」の関係を構築していきたいと考えています。

当社グループ従業員に対しては「企業倫理綱領および行
動規範」を通じて、取引先との適切な共存共栄の関係構築を
図るように教育しています。一方、取引先に対しては2006
年に制定した「取引先行動規範」によって、人権の尊重や
法令遵守などを求める包括的な方針を示しました。さらに
2015年には、それまで運用していた複数の基準を再整理し、
新たに「CSR調達ガイドライン」を制定しました。

基本方針・考え方

■ CSR調達ガイドライン
このガイドラインでは、「取引先行動規範」にて社会性、環

境性についての7つの原則を定めています。また、「企業活
動ガイドライン」で、行動規範をふまえて社会性、環境性に
ついての20の具体的事項を明示しています。
「取引先行動規範」の「コンプライアンスの確立」において

は、法令の遵守のもとで高い倫理感を持って行動することを
明記し、取引における腐敗の防止、汚職の防止などに取り組
んでいます。また、「労働安全・衛生への配慮」では、健康と
安全に留意することを明記することで、労働災害の防止をは
じめ、衛生管理の徹底、自然災害など不測の事態に対応して
います。そして、「人権の尊重」においては、強制労働や児童
労働、ハラスメントの禁止を明示しているほか、差別などの
人権侵害を行わないように定めています。

また、取引先の従業員にガイドラインを理解していただくた
めに、この「取引先行動規範」「企業活動ガイドライン」にそって

「Partners Book」を作成・配付し、啓発活動に努めています。
このほか「物品ガイドライン」では、当社のサプライチェー

ンにおいてリスクが高く、かつ物品としてサプライチェーン
の上流まで監査が可能な「建材等の化学物質」「木材等の生
物多様性」などの管理方針を示しています。

なお、「取引先行動規範」は、長時間労働の削減や最低賃金
の遵守など社会からの関心が高い事項を含めた包括的、普
遍的な考えを示す一方、企業活動・物品ガイドラインについ
ては社会からの要請をふまえ柔軟に改訂をしていく予定です。

【最重要課題】

P198～200 CSR調達ガイドライン関連ページ

当社では、「共創共生」の観点から資材調達先などでつくるサプ
ライチェーン上の3つの会員組織の運営をサポートしています。各
会員組織を通じて取引先からご要望や当社側の問題点を伺うとと
もに、業務遂行に際して遵守していただきたい事項を随時伝える
など、密接なコミュニケーションによって当社と取引先双方のCSR
の推進を図っています。

また、取引先におけるリスク情報については、「取引先アンケート
調査」および、取引先からの通報制度である「パートナーズ・ホット
ライン」を通じて、当社グループ従業員の倫理・コンプライアンス
上の問題と併せて、1次下請会社と2次下請会社間での問題など
についても調査・把握・改善に努めています。こうした仕組みを活
用し、取引先による贈収賄を含む汚職・腐敗や人権侵害の防止に
も取り組んでいます。

CSR調達の推進にあたっては、2010年より購買・施工・商品開
発など関連部門の担当者からなるCSR調達部会を立ち上げてい
ます。これにより、各事業所の発注担当者と連携する体制を構築し
ています。特に大規模森林破壊や人権問題がある等非常にリスク
が高い木材に関しては速やかに調達を禁止し、他の産地の木材に
切り替えるよう指示を行いました。

マネジメント

（1）取引先行動規範（Code of Conduct）
     社会性・環境性についての7つの原則
     1）お客様との信頼関係の構築 2）コンプライアンスの確立
     3）労働安全・衛生への配慮 4）公正な事業活動
     5）環境の保全 6）地域との共創共生 7）人権の尊重

（2）企業活動ガイドライン
     社会性・環境性についての20の具体的事項

（3）物品ガイドライン
     取引先が調達し当社に納品する物品（建材等）の環境性・
     社会性についての基準。下記二つのガイドラインより構成
     1）化学物質管理ガイドライン【基本編】
     2）生物多様性ガイドライン【木材調達編】

P153～154 サプライチェーンマネジメント（環境）関連ページ

当社は、2018年4月より、国連が提唱する「人権・労働・環境・腐
敗防止」についての普遍的原則である「国連グローバル・コンパクト

（UNGC）」への参加を表明しています。
また、当社は、UNGC参加企業で構成されるGCNJの「サプラ

CSR調達における先進的な組織との協働

■ グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ)
  「サプライチェーン分科会」への参画

取引先との共創共生
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CSR調達ガイドラインの運用

サプライチェーン上の会員組織について

「CSR調達ガイドライン」の運用については、新たに取引先との
契約を締結する際、趣旨や概要を説明したうえで、同意書を提出し
ていただいています。
「物品ガイドライン」のなかにある「化学物質管理ガイドライン【基

本編】」の運用については、当社が戸建・低層賃貸住宅で採用する
購買品の、化学物質の含有について取引先に調査・報告を要請し
ています。また、それ以外のすべての購買品に関しても、説明会や
設計図書などを通じてガイドラインに則った調達を要請しています。

一方、「生物多様性ガイドライン【木材調達編】」の運用について
は、2011年度より毎年取引先に対し、前年度に調達した木材の合
法性・持続可能性についての調査を行うとともに、調査結果をもと
に改善活動を要請しています。

なお、2017年度より、CSR調達ガイドラインの遵守状況につい
ても、取引先のセルフチェックを通じたモニタリングの調査を開始
しました。

当社では、以下会員組織の運営についてサポートを行っています。

■ 協力会連合会（4,640社）
製品の品質に深く関わる「生産」「施工」などの会社で構成される

協力会連合会は、全国に86ヵ所の支部を持ち、安全面の向上、品
質、技術や作業効率の向上、環境問題に取り組む活動を実施して
います。また情報サイト「WEB連」を通じて情報共有を図り、相互
信頼を深めています。

■ トリリオン会（241社）
資材調達先（サプライヤー）で構成されるトリリオン会は、取引先

との相互の経済的地位向上を目的に、資材品質の向上、納期厳守
および新建材開発、技術改良推進を目指しています。

二つの推進活動を中心に、地域性を活かし互いの情報共有を行
い、相互の発展と親睦を図っています。

内容項目

2006年  2月 マネジメント

マネジメント

方針

方針

方針
マネジメント

取引先アンケート調査 開始（年1回）

化学物質管理ガイドライン 発効
集中購買品 化学物質調査 開始（契約時）

CSR木材調達調査 開始（年1回）

CSR調達ガイドライン 発効（大和ハウス工業のみ）
（取引先より同意書提出）

実施時期

2010年10月 生物多様性ガイドライン 発効
（取引先より同意書提出）

取引先会社行動規範 発効
（取引先より賛同書提出）

パートナーズホットライン 運用開始2009年  7月 マネジメント

2015年  7月

2011年   1月

2006年10月 方針

2010年10月

マネジメント

方針 CSR調達ガイドライン 当社グループまで
運用拡大

2017年  4月 CSR調達ガイドラインに基づくセルフチェック

2016年  4月

P167～168 調達・自社活動における生物多様性保全関連ページ

■ 設和会（159社）
設備メーカーや販売会社などで構成される設和会は、全員参加

で、展示会やさまざまな活動を通して、設備技術の情報交換、連携
を深めています。会員は関西・関東・中部・九州の4支部で構成さ
れています。

■ 取引先に向けたCSRについての方針・マネジメントの歩み

エコバディス ジャパン株式会社
https://www.ecovadis.com/ja/

関連ページ

■ EcoVadis（エコバディス）への登録
当社は2019年度より、EcoVadisへのサプライヤー登録と情報

開示を開始しました。このプラットフォームは世界中で300社を超
える主要な多国籍企業の資材調達部門がサプライヤーを選定する
際に「責任ある調達」を担保するための、サプライヤーの持続可能
レーティングを提供するグローバルな共同プラットフォームであり、
第三者サステナビリティ監査としての機能を提供しています。

イチェーン分科会」、「SDGs分科会」などに参加しています。分科会
では、有識者の講演会によるCSR関連の最新動向や各社の事例を
共有すると同時に、参加企業各社の幅広い業界における経験をも
とに、さまざまな企業のCSR推進を支援する各種アウトプットの制
作に取り組んでいます。

【サプライチェーン分科会】
・サプライチェーンにおける望ましいCSR活動のあり方
・CSR調達入門書 －サプライチェーンへのCSR浸透－
・CSR調達セルフ・アセスメント・ツール・セット
分科会で得られた知見は大和ハウスグループのCSR活動にも

反映させています。

QCDMSEをふまえた取引先へのマネジメント

当社では、CSR調達ガイドラインをベースとして、QCDMSE
（Quality：品質、Cost：コスト、Delivery：納期・工程、Moral：モラ
ル、Safety：安全、Ecology：環境）をふまえた、取引先の新規選定・
管理を行っています。

サプライヤーの新規選定については、購買業務規定に基づき、

※2019年5月1日現在

※2019年3月31日現在

※2019年5月1日現在
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サプライチェーンにおけるリスクに対応するため、「CSR調達ガイ
ドライン」に基づき、取引先には、調達段階における労働安全、人権、
腐敗防止、環境負荷低減および環境リスク低減などの重要性につ
いて説明したうえで、同意書を提出していただいています。2016
年度には本ガイドラインをグループ会社にも展開し、当社グループ
全体でCSR調達が推進できるようにしました。また、2017年度には、
同意書をいただいた取引先の各企業に対して、本ガイドラインの遵
守状況等を確認するしくみとして「CSR調達ガイドラインに基づく
セルフチェック」を実施しました。2018年度は、取引先で構成され
るトリリオン会活動の場にて151社259名に参加いただき、外部講
師による「持続可能な調達について」の講演、環境部から「サプライ
チェーンにおける環境活動推進、当社の取り組み、サプライチェー
ンの取り組み、先進企業の取り組み」について、サステナビリティ企
画部から「CSR調達ガイドラインに基づくセルフチェック」について
も説明し、取引先と共に環境負荷低減への活動に取り組んでいます。

CSR調達の推進にあたり、当社では2010年より購買・施工・商
品開発などの担当者を中心にCSR調達部会を立ち上げ、各事業所
の発注担当者と連携する体制を構築しました。この部会では、調達
に関する環境・社会的課題などの共有や、当社グループ全体の調
達実績を調査するなど課題解決に向けた取り組みを実施しています。

主な取り組み
CSR調達ガイドラインの取引先への説明状況

CSR調達ガイドラインの当社従業員への説明状況

「CSR調達ガイドライン」では、社会的課題となっている児童労働

取引先への人権および労働慣行についての推進

サプライチェーン上のESGリスクの評価とモニタリング

サプライチェーンにおけるリスクを発見するため、工事現場や工
場の施工会社（すべての1次下請会社）に対して、労働安全・労務
関係・廃棄物の処理などについて、当社のチェックリストをもとに、
定期的に推進状況のチェック・モニタリングを行っています。また、
問題が生じた際は、その都度是正を行うほか、再発防止のための
改善活動を通じて体制を構築し、施工会社従業員への教育を行っ
ています。新規取引先に対しては、契約書にCSR調達の事項を記
載し、取引先全体で適正な行動ができるよう要請しています。

P049 取引先の人権リスク評価
P167～168 調達・自社活動における生物多様性保全

関連ページ

2015年に制定した「CSR調達ガイドライン」に関して、取引先が
自社で遵守状況などを確認できる仕組みとして「CSR調達ガイドラ
インに基づくセルフチェック」を2017年4月～5月に実施しました。
また、違法木材などを当社グループの取引先が調達しないように

「CSR木材調達調査」を毎年4月に実施し、取引先のモニタリング
を実施しています。
・「CSR調達ガイドラインに基づくセルフチェック」の実施対象：
　CSR調達ガイドラインにおける同意書を提出いただいた協力会
　連合会、トリリオン会、設和会、その他サプライヤー（3,862社）
・回答件数：586件（回答率15.1%）

■　取引先に対するESGリスクのモニタリング状況

「東京2020オフィシャルパートナー（施設建設&住宅開発）」で
ある当社は、関連施設の建設において、使用する木材※について、
大会組織委員会が定めた「持続可能性に配慮した木材の調達基準」
に基づき、原則として認証木材を調達するよう努めています。

■　東京オリンピック・パラリンピック関連施設における
  木材調達基準の遵守

※下請施工会社が調達する木材も含む

まず品質・環境・納期・コスト・経営の側面での書類審査を実施し
ます。合格した場合には必要に応じて品質監査を行い、品質管理の
方針や体制に加え、サプライヤー工場内の安全衛生や周辺住民へ
の配慮、環境への対応、苦情対応、作業員への教育体制などを評価
し、一定の基準を合格した場合のみ取引を開始しています。また取
引開始後は同様の方法でフォローアップ評価をしています。

施工協力会社の新規選定については、施工店管理規程に基づき、
QCDMSEの側面での基準について申請書類や面談を通じて審査
します。これらの審査では、法令遵守、安全衛生の確保、反社会的
勢力等の排除や、各種関連法の許可内容および社会保険の加入状
況等を確認しています。審査に合格した場合には工事下請負基本
契約を締結するとともに、施工協力会社から取引名義届出書を受
領します。なお、契約を締結し、届出書を受領した新規協力施工会
社は、すべて施工店管理規程に基づいた基準に適合しています。ま
た、施工現場においても、当社と施工協力会社のQCDMSEの側
面での役割を明確化し管理を行っています。

や強制労働、ハラスメントの禁止を明示しており、当社グループだ
けでなく、取引先についても人権に配慮した企業活動ができるよ
うに取り組みを行っています。また、毎年「CSR木材調達調査」を実
施し、特に海外で問題となっている先住民などの権利を不当に侵
害して伐採されている木材を当社グループが調達しないように監
視しています。

なお、2018年度においてCSR調達ガイドラインにて禁止している
人権（児童労働、強制労働、ハラスメント）に関する報告はありません。

■ CSR木材調達調査
大和ハウスグループでは、2010年度より木材調達に関する調査

を定期的に実施しています。その結果をもとに、認証木材・再生木
材・当社推奨木材の3種類に分類し、これらのうち一定基準（110点
満点中90点以上）を満たす木材をSランクと評価しています。また、
当社推奨木材のうち一定基準以下（70点未満）の木材をCランクと
評価し、改善を進めています。

取引先との共創共生

C
S
R
経
営
の
基
盤

環
境

株
主

地
域
市
民

取
引
先

従
業
員

お
客
さ
ま

経
営
の
考
え
方
と
全
体
像

外
部
評
価
・
デ
ー
タ
集

C
S
R
経
営
の
基
盤

環
境

株
主

地
域
市
民

取
引
先

従
業
員

お
客
さ
ま

経
営
の
考
え
方
と
全
体
像

外
部
評
価
・
デ
ー
タ
集

108DaiwaHouseGroup Sustainability Report 2019



2017年度 2018年度

Sランク 84.2% 94.9%
Aランク 11.4% 1.9%
Bランク 2.0% 1.1%
Cランク 2.4% 2.1%

■ 使用木材の評価結果

P165～170 自然環境との調和（生物多様性保全）関連ページ

2018年度においてCSR調達ガイドラインに違反する人権侵害
など（児童労働、強制労働、ハラスメント）の報告はありませんでした。
また、労働安全に対する違反については工事現場において適切な
是正措置をとるとともに、本社部門にてデータを集計・分析し対応
を行っています。

また、その他CSR調達ガイドラインで示している、お客さまや地
域社会への悪影響、公正な競争（腐敗）・各種コンプライアンスの
違反等については適時事業所にて是正対応を行っているほか、リ
スク管理委員会にて情報集約し全社的な対応を行っています。

なお、大和ハウス工業の調達の上流におけるESGリスクについ
ては、物品ガイドラインにおいて、環境性（化学物質、生物多様性
等）、社会性（人権、腐敗等）の基準に違反した取引先に対して、是
正を求めています。

2017年度のCSR木材調達調査においてCランクとなった4
社の取引先については、改善計画書の提出、取り組み実施により
2018年度より2社、2019年度より2社がCランク木材調達ゼロと
なり、改善が完了しています。

ESGリスクが顕在化した取引先への措置

P167 取引先を対象とした木材調達調査の実施
P180 「化学物質管理ガイドライン」の運用

関連ページ

定期的な取り組みとして毎月、各事業所のエリア長に製品やESG
に関するリスク情報を確認・集約したうえ、情報を開示し対応を行っ
ています。また、2018年4月より購買推進部の機能を見直し、各事業
所との連携を深め、製品やESGに関するリスク対応を実施しています。

ESGリスクが顕在化したサプライヤーへの措置

施工会社における
労働条件の改善と人財の確保

【最重要課題】

大和ハウスグループでは、サプライチェーン全体にわたっ
て多くの取引先の協力のもと事業を行っていますが、取引
先の会社およびその従業員の大半は工場・工事現場での施
工会社で占められています。なかでも、施工の現場を担う施
工会社従業員の人権の尊重、労働条件の改善を重要課題と
認識しています。長期にわたって安心して業務に取り組める
労働環境を整えることが、取引先の人財の確保および定着
率の向上、技能の伝承に必須であり、お客さまへの高品質
な商品の提供に欠かせないと考えます。

当社は、「安全衛生推進基本方針」を毎年度設定し、各事
業所の状況にあった安全衛生推進の計画や体制を構築し、
安全衛生管理規程に則ったマネジメントを実施することで、
施工会社従業員の労働のベースとなる安全の確保を図って
います。

一方で施工会社に対して「CSR調達ガイドライン」における
「労働安全・衛生への配慮」の遵守を要請することを通じて、
施工会社の従業員が健康かつ安全に働くことのできる現場
づくりに継続して取り組んでいます。こうした方針のもと、当
社は継続的に施工現場における死亡災害ゼロを目標とする
など、災害の防止および衛生管理の徹底を図っています。

また、「CSR調達ガイドライン」の「人権の尊重」をふまえ、
労働基準法に定める時間外労働に関する限度基準の遵守は
もちろんのこと、施工・生産現場における過度な時間外労
働などの排除に取り組んでいます。特に施工現場では「働き
方改革」の一環として「完全週休２日」の実現に向け、段階的に

「休工日」を増やす取り組みを始めています。
また施工会社の従業員に対して、人財育成および生活賃

金を可能な限り保障するという観点から、最低賃金法の遵守
にとどまらず、優秀技能者認定制度、技能者育成資金補助
制度を敷いており、技能研修だけでなく資金面での支援も
行っています。

今後も、施工会社従業員だけでなくその家族まで「安心」
だと感じていただけるような現場づくりを進め、長期的な視
点で「共存共栄」の関係を構築していきます。

基本方針・考え方

P089～092 安全かつ健康的に働くことのできる職場関連ページ

2016年3月に改訂した木材調達評価基準では、リスクエリアや
認証機関をより厳格に評価するとともに、合法性や持続可能性（生
物多様性・人権等）についてより実態に近い評価を目指しています。

また、2017年度からは、クリーンウッド法（合法伐採木材等の流
通及び利用の促進に関する法律）に準じた内容も加味し、評価を行
いました。なお、2018年度の評価結果は以下の通りです。
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マネジメント

当社では、安全衛生管理規程の運用を基本に、度数率など管理
指標をモニタリングしながら、安全管理部や技術部、設計施工推
進部、生産部などの各部門が連携し、施工現場における労働条件
の改善を継続して進めています。また、施工現場の定期・特別パト
ロール、安全衛生協議会を通じて、当社および施工会社従業員に
対する指導・教育を行っています。

なお、新規の施工協力会社との契約を行う際には、施工や安全
管理の能力を事前に評価するとともに、契約書にも安全の遵守に
ついての条項を設けています。

施工現場における安全についての指導

施工会社・工場協力会社の会員組織である協力会連合会は、各
事業所および工場の取引先で構成される支部協力会から、各地区
の代表から構成される地区協力会、また本部組織となる協力会連
合会という組織体制となっています。各組織の会合を通じて、当社
の施工担当者から事業所長、工場長、取締役まで密なコミュニケー
ションが図られており、安全、品質、技術力、作業効率の向上、人財
の育成など幅広い課題が共有され、改善に向けた対応策を策定し
ています。

協力会連合会とのコミュニケーション体制

当社の工場は、当社社員・協力会社従業員をはじめ、お客さま、
地域市民などさまざまなステークホルダーが関係しています。そ
のため、ものづくり基盤の構築とステークホルダーとの良好な関
係の構築、地球環境への貢献を実現するために、自社工場の建設・
建替えについての基準を設けています。工場で働く従業員の安全
で働きやすい職場環境づくりは、従業員の定着率の向上、ひいて
は技能の継承につながると考えており、工場協力会社と当社の双
方の経営を支援することにつながります。

整備に関したガイドラインを示した「自社工場及び管理棟建設・
建替えマニュアル」を設定し、基礎的な考え方としてのユニバーサ
ルデザイン、環境（CASBEE）、防災への対応のほか、協力会社従
業員が利用する休憩室、喫煙室、医務室などの設置を求めていま
す。また、食堂の設置については、協力会社と当社の従業員からア
ンケート等で意見を集約して、より満足度の高い設備を設置するこ
とを推奨しています。なお、建替えをしない建物についても整備基
準に満たないアメニティである場合は改修等を実施し可能な限り
対応をしています。

工場協力会社従業員の働きやすさに配慮した
工場内のアメニティ整備基準

2018年度は「リスク管理活動方針」に基づき、すべての事業所・
工場・部門に対して、建設業法他各種法令に関するコンプライアン
ス、現場の安全性確保、職場環境づくり等に関するPDCAサイク
ルを回すことにより、リスク管理を行っています。

施工現場における健康と安全に関するリスク評価
主な取り組み

■ 2019年度安全目標
項目 具体的重点実施事項

死亡災害
0件

安全衛生管理計画書に則った重篤災害防止活動
（毎月の確認と修正）

第三者災害
0件

施工計画・審査における第三者災害防止徹底

重機災害
0件

①重機作業現場のパトロール実施
②特別安全強化活動で重機災害防止指導

休業4日以上の
墜落・転落災害
0件

①建方工事・解体工事で作業計画の作成
②高所作業における墜落制止用器具（フルハーネス型）
　使用の定着
③住宅系、階段・吹き抜け等開口部の
　作業床設置計画審査の徹底

休業4日以上の
熱中症災害
0件

①（住宅）熱中症教育の実施
②（建築系・集合）現場ごとに教育実施

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

施工現場 48件 47件 34件 35件 39件

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

度数率 0.33 0.32 0.22 0.21 0.23

■ 労働災害発生状況（休業4日以上の災害　施工現場の労働災害）

■ 労働災害に関する度数率（休業4日以上の労働災害）

「度数率」とは、 100 万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表す。

協力会社従業員の死亡者の発生状況

2016年度 2017年度 2018年度

災害 0名 2名 2名

■ 施工現場における死亡者数

施工協力会社・工場協力会社の課題に対する支援

技能競技会
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■ 安全・品質・コンプライアンス向上の支援
生産購買部門では、「安全・品質・コンプライアンスをすべての

業務において優先する」体制の強化を進めています。組織体制とし
ては、「工場リスク管理委員会」を工場の各会議体（安全衛生委員会、
品質委員会、環境委員会など）の中心として位置づけるとともに、
本社のリスク管理委員会との共有・連携を図っています。工場リス
ク管理委員会では、他工場で発生または発生が予見されるリスク
について協力会社へ情報共有を行い、当社の生産におけるESGリ
スクの低減と課題解決ができるよう支援し、本社と現場が一体となっ

工場協力会社の課題に対する支援

■ 技能者の育成支援
建設業界における若年就業者数の減少、技能者数の減少を防ぐ

対策として、協力会社の新卒技能者採用・育成を支援しています。
職能校への訪問や、高校・ハローワークとの連携による採用支

援および協力会社との共催によるインターンシップを実施してい
ます。また、協力会社の若年技能者育成支援策として「住宅系施工
店技能者育成資金補助規定」を設け、育成資金を補助しています。

同様に施工体制強化、工場協力会社の生産体制強化と品質向
上及び技能者のモチベーション向上を目的として、優秀な技能を
発揮している技能者を認定する「優秀技能者認定制度」については、
昨年度より住宅系の「施工主任技能者資格認定料制度」を廃止し、
建築系の「優秀技能者認定制度」に制度を一本化しました。

制度を一本化し、技能の認定をすることで、協力会社や技能者に
とってよりわかりやすくなり、さらなる技能者のモチベーション向
上に寄与していきます。

住宅系では、42会場2,254名にて施工主任技能者および専任
監督員への教育、各地区で品質パトロールにて指導、教育を行っ
ています。また、工場では優秀技能者を活用した技能者育成とス
キルアップの取り組みとして、以下を実施しています。
①各工場で、優秀技能者による技能別の技能向上教育
②各工場で技能競技会の実施（全国大会予選）
③全国技能競技会の優勝者は優秀技能者、上級技能者への推薦

資格を授与（認定者は技能向上教育の講師として後輩育成を行っ
ています。）

■ 建設キャリアアップシステム
「建設キャリアアップシステム」は技能者の保有資格、就労履歴を

蓄積し、技能者の能力を適正に評価することで「処遇の改善」につ
なげていくものです。また、社会保険の加入状況などの福利厚生
の情報も一元管理することにより、建設業の入職環境も改善でき
ます。

このシステムは働き方改革の一環として国土交通省が推進して
おり、当社はいち早くシステムへの参画を表明し、普及に努めてい
ます。

４月からの運用に先立ち、１月より開始された国が進める「限定
運用」についても当社は住宅メーカーから唯一参画し、システムの
構成、運用について要望を出し、推進しています。

※製造現場における「人、物、設備、方法、情報」に着目した基本的なマネジメント手法

■ 技術の伝承と従業員の定着
【全国工場技能競技会】

品質・安全の見直しと総点検および技能の向上を目的とした全
国工場技能競技会を、工場協力会社と大和ハウス工業の共催にて
実施しています。2018年度は、溶接技能「匠の部」「一般の部」、木
工技能、フォークリフト技能に加え塗装技能（住宅部門、建築部門）、
クレーン技能を追加し、2018年11月1日～2日、東北工場（宮城県
大崎市）にて開催し工場協力会社（技能者等）と当社従業員（検査員
等）の約120名が参加しました。協力会社従業員の技能者の各種技
能について、品質と安全の観点で評価し表彰することを通じて、協
力会社従業員の技能およびモチベーションの向上を図っています。

【職長研修の実施】
工場内で働く協力会社の従業員である現場責任者（職長）に、

「4M1Iマネジメント」※に関する各工場の取り組み状況と課題の
共有、解決へ向けたディスカッションを行う研修を実施しました。研
修を通じて、現場のマネジメント能力の強化を図るとともに、部下
育成やリーダーシップに関する手法の習得により、モチベーション
向上と職長としての経営参画への意識づけを図ることを目的とし
ています。2018年度は東日本、西日本でそれぞれ2日間にわたる
集合研修に全国90名（東日本38名、西日本52名）の現場責任者が
参加しました。他工場の現場責任者との交流から安全・品質・部下
育成などを含めた多くの気づきが生まれています。

職長研修

たリスクマネジメントの推進を図っています。
施工店への共進訪問、ヒアリングで把握できた課題（経営状況、

施工能力、従業員の定着、工期など）に対し、施工工程や仕事量を
考慮し、施工時期が集中しないよう努めています。
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深刻化する空き家問題の解決を目指していきます

日本は今、高齢社会および人口減少の時代に突入しています。
それにともない、空き家の増加が大きな社会課題となりつつあり
ます。管理の行き届いていない空き家が増えることにより、防犯や
防災、経済、景観、衛生などのさまざまな面において、地域社会で
弊害が生じています。これから先、空き家が増えていくことで、地
域全体の活力が失われかねません。現在、全国各地で行政や企業
が連携して空き家問題への取り組みを行っていますが、解決の決

上席執行役員
都市開発部長
都市開発担当

め手が見いだせないのが実情です。
大和ハウス工業においては、創業以来、数多くの住宅をつくって

きました。空き家問題が明らかになっている現在、新しい家をつく
り続けるだけでは社会的責任を果たしたことにはならず、すでに建
てた住宅を適切に管理し、活用していくことが欠かせません。この
新たな社会課題に向けて、当社は将来を見据えたまちづくりの観
点から、グループの総力を結集して解決策を講じる必要があると
考えます。

そこで当社は、住宅ストック事業として「Livness（リブネス）」を立
ち上げています。この事業を通じて、中古戸建てや中古マンション

原納 浩二

時代とともに変わりゆくまちの課題を真摯に見据えて、
企業グループの総力を結集して、解決にあたっていきます。

担当役員メッセージ

地域市民との共創共生
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住宅団地内に働く場を設けて
経済の活性化を促進します

マイホームという夢をお客さまに
提案してきた責務

少子高齢化が進む住宅団地の活性化に向けて

SDGsへの貢献

等の中古住宅の購入をはじめ、不動産の売却、購入に伴うリノベー
ションやリフォームに至るまで、大和ハウスグループのネットワーク
を活かして、お客さまの住まいに関する課題の解決を支えてまいり
ます。そして、リブネス事業を通じて、空き家問題を含めて、地域社
会に対する使命をしっかりと果たしていきたいと考えています。

当社は戸建住宅の建設に併行して、全国でまちづくりを手がけ
てきました。これまでに「ネオポリス」と呼ばれる郊外型戸建住宅団
地を全国61ヵ所、延べ6万区画以上にわたって開発しています。し
かしながら、その多くが開発から40年以上経過し、前述の通り、少
子高齢化や空き家・空き地の増加など、さまざまな課題を抱えて
います。

ネオポリスは、元 「々首都圏近郊の住環境が整ったベッドタウン」
というコンセプトのもとで、数多くのお客さまに住んでいただきま
した。こうしたお客さまをはじめとする地域住民の皆さまに対する
社会的責任を果たすため、当社では地域社会を「再耕」する取り組
みを通じて、新たな魅力を創出していきたいと考えています。

経済成長時代の日本にあって、マイホームを持つことは数多く
の人々の夢でありました。当社としても、戸建住宅の営業を通じて
お客さまに持ち家という夢を提案してきたのです。その責務をふ
まえて、これからも社会的使命を果たすためには、夢の続きをお客
さまに提案していくことが不可欠です。リブネス事業は、お客さま
に対するいわば「夢の第2章」を明らかにすることで、社会課題に応
える当社の企業姿勢を示すものであります。

当社では、今年度からリブネス事業の一環として「リブネスタウ
ンプロジェクト」を立ち上げました。これは、ネオポリスに新たな価
値を加えることで、ここにお住まいの方々が末永く安心して住み続
けられるまちづくりを目指すものです。なかでも、神奈川県横浜市
の「上郷ネオポリス」および兵庫県三木市の「緑が丘ネオポリス」の
2ヵ所においては、「第5次中期経営計画」の段階からまちの活性化
に向けた先進事例として取り組みを始めております。
「上郷ネオポリス」は、1972年に販売を開始した郊外型戸建住宅

団地です。開発から半世紀近くが経った街の現状をみると、開発当
時の商店街はほとんどが閉店しており、いわゆる買い物難民の増加、
高齢単身者の地域とのつながりの喪失など課題が山積しています。
こうした状況を打開していくため、当社は2014年から住民の方々
との意見交換を続けるとともに、行政をはじめとする産学官の連
携のもとで、生涯にわたって元気で安心に暮らせるまちづくりに取
り組んできました。

その後、住民有志によって発足した「上郷ネオポリスまちづくり
委員会」のもとで、当社は月に1度開催されるまちづくり協議会に
参加しています。2016年には自治会と当社において「持続可能な
まちづくりの実現に資する諸活動についての協定（まちづくり協定）」
を締結。2017年には全住戸住民を対象としたアンケート調査を実
施し、暮らしに関するニーズを明らかにしています。こうした住民の
方々の声をふまえて、当社グループでは総合生活産業としての強
みを活かしてさまざまな施策を講じています。例えば、地域の活動
支援およびコミュニティの拠点となるコンビニエンスストアとコミュ
ニティスペースを団地内に設け、街の活性化の拠点としています。

一方、「緑が丘ネオポリス」は、「上郷ネオポリス」とほぼ同時期の
1971年に神戸市や大阪市のベッドタウンとして開発しました。し
かし、こちらも地域住民の高齢化、人口減少が課題となっていて、
2014年には「消滅可能性都市」の一つに挙げられている程です。

そこで、当社は2015年より三木市と連携して「郊外型住宅団地ラ
イフスタイル研究会」を設立して、産官学民の協働体制をつくりました。
2016年には一般社団法人三木市生涯活躍のまち推進機構を設立し、
これを中心に団地の「再耕」に向けた取り組みを進めています。

昨年には住民同士の交流や各種相談サービスを試験的に行う場
「リビングラボ」となることを目的に、サテライト「みどりん」を開設
しました。また、当社は地域経済の活性化を目的としてランの栽培
事業を開始しています。ここでは身体障がい者や高齢者に働く場
を提供することで、経済面から末永く住み続けられる地域環境の
整備を目指しています。今後もオープンイノベーションの発想のも
と、産官学民との幅広い連携を通じて、地域の活性化に取り組み、
時代の先を見据えたまちづくりに挑んでいく考えです。

地域市民との共創共生
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2019年度より新たに始まった「第6次中期経営計画」では、事業
戦略としてリブネス事業を通じた「顧客資産の付加価値向上」と、
郊外型住宅団地を再耕する「リブネスタウンプロジェクトの推進」
を掲げています。そして社会性中期計画の重要課題として「不動産
開発における社会的包摂（インクルージョン）の推進」を掲げていま
す。これは前述の「上郷ネオポリス」や「緑が丘ネオポリス」に代表さ
れるように、まちの「再耕」を通じて、まちおよび不動産物件の価値
を高めていくため、長期的な視点に立って設計やエリアマネジメン
トを行う社内体制を構築することです。従来、当社は建設業として
ものづくりを主体とした企業でありましたが、これからは加えて「サー
ビス業」の発想を取り入れることで、地域に住まう方々の生活課題
に応えてまいります。

また、まちづくりにおいては、高齢社会や、まちに住まう・過ごす
人々の多様化をふまえて「インクルーシブデザイン」の考え方を導
入していきます。これは住まいや施設の開発において、高齢者や身
体障がい者などさまざまな個性を有する人々が安心して快適に暮
らすことのできるハード・ソフト両面の設計思想を持ち込むものです。

こうした取り組みは、地域社会の価値を高め、持続的な成長を促
すきっかけになると信じています。取り組みはまだ始まったばかり
ですが、当社グループが培ってきたノウハウを発揮することで、空
き家問題をはじめとする社会課題の解決に尽力していきたいと考
えます。

国連が掲げる持続可能な開発目標（SDGs）では、目標の11に「住
み続けられるまちづくりを」を挙げています。当社が長年にわたっ
て手がけてきたまちづくりの取り組みは、まさにSDGsの目標を
先取りしたものと自負しています。そして、これからも地域住民の
方々の声を大切にして、時代の要請に応えるまちづくりに挑戦して
いくことで、企業としての社会的責任を果たしてまいります。

だれもが末永く安心して暮らせるまちの
創出を目指していきます

高度経済成長期に開発された郊外型住宅団地（ニュータウン）は、
今では日本の至るところで老朽化が進んでいます。年齢層の偏り
や空き家などの地域における社会課題は深刻化しており、大型団
地を開発してきた当社グループだからこそ、近年の住まいの課題
に向き合う責任があります。

また地域社会においては、住民のコミュニティ形成と地域の活
性化も大きな社会課題です。地域の人々との対話により、地域の
課題を認識し、地域共生活動を通じてその解決に取り組むためには、
企業単体で行うのではなく、行政や企業、NPO・NGO、そして地域
で暮らす市民といった、さまざまなステークホルダーとの連携が欠
かせません。

こうした課題の解決には、地域における環境・安心・快適などの
価値を高めることで、長期にわたって魅力を維持・向上できる住環
境を実現することが重要です。

地域の課題は時代の変化と共に移ろいゆくものであり、地域の
事業に携わる従業員が地域のステークホルダーとの関係づくりを
疎かにすると、課題やニーズを的確に把握することができなくなる
恐れがあります。それが結果的に事業遂行におけるリスク要因とな
りかねません。

反対に、地域に受け入れられる建物やまちを創造したり、地域に
とって価値のある「地域共生活動」を実施することを通じて地域社
会と良好な関係を築くことができれば、事業の円滑な展開を生み
出す機会になります。

当社グループのリスク・機会とその対応

社会的課題

中期CSR計画の成果（CSR自己評価指標の実績から）

私たちはその地域の文化や習慣を尊重し、事業活動や
地域共生活動などを通じて社会の持続的な発展に貢献
します。

社会性長期ビジョン【地域市民】

地元地域発展のための
積極的な関わりや連携

「NPO・NGO協働機会」について、2018年度目標は50%であ
るのに対して、実績は44.2%となりました。また、「エンドレス募金
加入率」は2018年度目標25%であるのに対して、実績は30.9%
と3年連続で目標をクリアしました。

【最重要課題】

P125～131

社会性中期計画（2016〜2018年度）における考え方と成果

地域市民との共創共生
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事業で蓄えたノウハウの社会への貢献　

「出張授業実施件数（D'sスクール:減災、住環境）」について、
2018年度目標は20件であるのに対して、実績は32件となり、大
幅に件数を伸ばしての目標達成となりました。また、「教育支援実
施件数（キャリア教育、社会人講師、職場体験など）」は2018年度
目標70件に対して、実績は189件と、昨年度に続き大きく目標を
上回っています。

【重要課題】

P125～131
一方、「事業所による地域共生活動の金額換算」については、

2018年度目標300,000千円であるのに対して、実績は219,889
千円にとどまっており、今後、地域での地域共生活動をさらに積極
的に取り組んでまいります。
個別指標（抜粋） 実績 2018年度目標
NPO・NGO協働機会 44.2% 50%

■ NPO・NGO恊働機会

45.5%
2017年度 実績

44.2% 個別指標（抜粋） 実績 2018年度目標
教育支援実施件数 189件 70件

■ 教育支援実施件数

204件
2017年度 実績

189件

まちづくりガイドラインに基づいた
大型案件・各事業部大型物件の開発比率 70％

1,000百万USD

70％

不動産開発における社会的包摂（インクルージョン）の推進

主な重要課題

社会性中期計画　エンドレス ソーシャル プログラム2021
主なKGI経営目標指標（2021年度目標）

コーポレートコミュニケーションの強化

インターブランド社 Japan's Best Domestic Brand/
ブランド価値金額
日経企業イメージ調査
①好感度（一般個人）

第6次中期経営計画へ

90％②一流評価（ビジネスパーソン）

地域市民との共創共生
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事業を通じたコミュニティ発展の支援

大和ハウスグループは、「人・街・暮らしの価値共創グルー
プ」として、お客さまをはじめ、地域市民の皆さま、取引先、
自治体、企業など地域社会と密接に関わることで、事業の持
続的発展を目指しています。そして、大和ハウス工業もまた
地域社会の一員であるという自覚のもと、地域市民との「共
創共生」を図っていくことが重要であると考えます。

取り組みの一つとして、事業を通じた社会貢献を推進する
ことで、コミュニティの発展を支援しています。なかでも当
社の特徴的な取り組みが「まちづくりビジョン」に基づく、当
社グループの力を結集したまちづくりです。これは「まちの
価値を、未来へ」というビジョンをふまえ、地域社会と「共に
創り、共に育む」というミッションを遂行するものです。この
取り組みを通じて、「人のため」「地域のため」という２つの軸
を設け、人に対しては「安心」「健康」「快適」「つながり」、地域
に対しては、「持続性」「環境性」「経済性」「地域性」という８つ
の価値を高めるまちづくりを推進しています。

なお、当社は「まちづくりビジョン」をふまえ、都市の再開発
プロジェクトにも積極的に取り組む方針を掲げています。再
開発プロジェクトでは、事業の特性上、地権者とのコミュニケー
ションを着実に図る必要があります。そのため、社内規程な
どのガイドラインを設ける等、地域コミュニティとの対応のマ
ネジメント体制を整備することが重要だと考えています。

建設業を主体とする当社グループは、施工サービス（施工
の請負作業）を地域の施工会社から、資材の納品を地域の
サプライヤーから協力していただく必要があります。また、
お客さまとの長期のリレーションを構築し信頼を獲得するた
めには、中長期視点をもった地域密着の営業・アフタ―サー
ビス、これらを行う人財が必要となります。このような観点
から、地域のステークホルダーとの関係を大切にしながら、
地域での調達と雇用を行い、当社の技術、人財、顧客基盤を
構築するとともに、ユニバーサルなデザインを取り入れたま
ちづくりを行い、地域コミュニティへの発展に貢献していき
ます。

基本方針・考え方

当社グループ公式Webサイト 大和ハウスグループのまちづくり
https://www.daiwahouse.com/about/community/
P197 大和ハウスグループまちづくりビジョン

関連ページ

当社グループでは、取締役常務執行役員を委員長とした「未来
まちづくり推進委員会」を設立し、その事務局が社内の関連部門や
グループ会社と緊密に連携し、先導的なまちの創出を行う体制を
構築しています。

未来まちづくり推進委員会では「まちづくりビジョン」と「持続可
能な開発目標（SDGs）」の17の目標との関係を整理し、社内・グ
ループ会社に公開しました。また不動産投資委員会と連携し、「ま
ちづくりビジョン」への適合状況を確認できる仕組みの構築に着手
しました。この仕組みを構築することにより、不動産開発事業によ
る社会的な影響を評価することが可能となります。

社内の連携については、区画整理や再開発など多岐にわたる開
発手法に応じて、都市開発部をはじめとする本社各部門と事業部
門が連携して事業を推進しています。また、地方自治体や関連団
体などとの連携を通じて、分譲住宅地におけるコミュニティ形成の
ほか、団地再耕（再生）事業や森林住宅地オーナーさまのリレーショ
ン再構築といった取り組みを進めています。

まちづくりには、多様な知識やスキルをもった人財が欠かせない
ことから、当社では各種研修制度による教育研修を行っているほか、
資格取得推進委員による新入社員や若い社員の研修に努め、まちづ
くり事業の遂行に必要な資格取得やスキルアップを支援しています。

マネジメント

担当委員会

プロジェクト化ビジョン展開
ワーキンググループ

サービス企画・
運営体制構築

ワーキンググループ

事務局

委員会
（委員長:取締役常務執行役員）

参加部門:当社都市開発部門、技術部門、経営管理本部、各事業部門、
　　　　 情報システム部門、CS統括部門、グループ会社8社

各部門の部門長
（議題についての決裁を実施）

各部門から選任された担当者
（各種情報の共有や企画内容
の精査を実施）

1.提供サービスの検討
2.サービス
   プラットフォーム構築
3.まちの運営体制検討
4.ガイドライン作成 など

1.ビジョン展開
2.まち未来設計図の更新
3.チェックリスト作成 など

■ 未来まちづくり推進委員会の体制

■ 再開発プロジェクトにおける地域コミュニティとの
  関係構築のマネジメント

当社の再開発プロジェクトでは、事業手法として、土地区画整理
事業や市街地再開発事業による場合が多く、いずれも地域コミュ
ニティの中心である地権者の方々と地域の活性化や地域の課題に
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■ 都市開発事業における公共交通機関へのアクセスの考慮 
当社では、都市開発事業における設計の社内規程において、す

べての物件に適用される考え方として、具体的には、歩行者動線
の設計において、特定の施設への動線、住区・街区内の動線とと
もに、交通施設（駅、バス停など）への動線についても検討するよう
定めています。

なお、当社は住宅商品の開発・設計を行う際、高齢者、こども、
障がい者を含めた多様な人が住みやすくなるよう、ユニバーサル
デザインに基づいた「フレンドリーデザイン」というコンセプトを導
入しています。都市開発事業においては、交通施設への動線など
主要な動線についてバリアフリー設計とするよう規程で定める等、
多様な人が住みやすいまちづくりを行っています。

主な取り組み
都市開発事業における地域コミュニティとの関係構築

■ 分譲住宅地におけるコミュニティ形成の取り組み
日本初のネット・ゼロ・エネルギー・タウン（ZET）を実現した「ス

マ・エコタウン晴美台」をはじめとして、4つのZETを実現。「スマ・
エコタウン陽だまりの丘」では住民共有の約100kWの太陽光発
電所での収益を活用し、電動超小型モビリティ※のシェアリングや
防犯灯、防犯カメラの運営などのタウンマネジメントを実施、さら
に各戸に生活支援サービスの提供や維持メンテナンス費用の積み
立てをする仕組みを提供しています。「セキュレア豊田柿本」では
住民共有の太陽光発電施設と集会所、3棟の戸建住宅間で地産地
消型でエネルギーの有効利用を図るため電力の融通を行っています。

「セキュレア豊田本町」では富山市のPPP（パブリック・プライベート・
パートナーシップ：官民連携）事業として、隣接する公民館と地区セ
ンターおよび図書館分館（公共施設）と、防災機能を有する公園を
備えたZETの住宅団地を整備しました。公共施設の計画ではエネ
ルギーの効率利用や削減の仕組みを取り入れた環境配慮型の建
物とするとともに富山市との対話を通じて地元地区の意見を反映
し建築しました。また開発に際しては、自治会の立上げや住宅地内
の融雪施設の運営の仕組みについて、地元地区との対話を実施し、
地元地区の既存融雪施設運営への協力も行いました。

これら4つのZETは住民によるまちの管理を行うための団地管
理組合を組成しています。組成に際しては地元の自治会などとの
調整を行い管理組合と自治会組織が共存して効率的に運営ができ
るように配慮しています。また当社がその立上げから住民の方で
運営が円滑に行えるようになるまでの数年間は一緒に運営に参加、
当社グループによる運営支援と合わせて、継続的に住宅団地の運
営支援と住民の方々とのコミュニケーションを図っています。
「セキュレアガーデンひばりが丘」は、1959年に誕生したひばり

が丘団地の建て替えプロジェクトの一部として計画しています。プ
ロジェクトではこれまでの住民や周辺の方々とのコミュニティ形成
や住民が主役になって地域の環境や街としての価値を向上させる

「エリアマネジメント」を展開しており、その取り組みに「セキュレ
アガーデンひばりが丘」の住民も参加し、よりよいコミュニティづく
りに寄与しています。また、その活動の中心となる《ひばりテラス
118》というコミュニティセンターを設置。近接地に、在来種の樹
木を取り入れた緑道を配置するなど交流空間を連続的に創出して
います。

学校跡地の開発である「セキュレアシティ藤沢 翼の丘」では、開
発区域内の居住者だけでなく、広く市民の方々が集う施設として「交
流センター」を建設しました。これまでの学校としての歴史が継承
されるように、敷地内に記念碑や校歌碑等を移設し、卒業生との対
話を通じて、学校の既存建物に使われていた床・扉などの内装や
オブジェ・学校備品・樹木などを転用しました。

※ 軽自動車よりもコンパクトで小回りが利き、環境性能に優れ、地域の手軽な移動の足となる
2人乗り程度の車両。「陽だまりの丘」では期間限定での導入。

晴美台全景

陽だまりの丘太陽光発電

翼の丘交流センター

ついても話し合い、課題を解決できる計画を提案し、合意形成して
組合を設立し、組合事業としてプロジェクトを推進していきます。
そのため、これらの各段階において、組合の構成員となる地権者
の方々、さらには近隣にお住まいの方々と十分にコミュニケーショ
ンを図っていくことが重要となります。土地区画整理事業において
は、組合より一括して業務代行を受託する例も多く、事業プロセス
を明確化するため、土地区画整理組合との事業運営にかかる確認
事項をチェックするフローを策定し、運用しています。

なお、当社の都市開発事業では、土地にかかるプロジェクトの完
了後も継続的に地権者などの地域コミュニティの関係者とのコミュ
ニケーションを図る組織体制を構築しており、当社のプロジェクト
による問題があった場合も、お申し出内容を確認し、可能な限り対
応できるようにしています。

地域市民との共創共生　
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■ 保有する不動産ポートフォリオのESGに関する管理方針
当社グループは「共に創る。共に生きる。」を基本姿勢とし、人・街・

暮らしの価値共創グループとして、ステークホルダーとの信頼関
係を構築して事業を通じて社会に貢献すること、ならびに、環境負
荷“ゼロ”に挑戦してサステナブルな社会の実現を目指しています。
大和ハウスリート投資法人の資産運用会社である大和ハウス・アセッ
トマネジメントでは、当社グループの基本姿勢を共有し、不動産投
資運用業務にESGへの配慮を組み込むことが、本投資法人の基
本方針である中長期にわたる安定した収益の確保と資産の着実な
成長に資すると考え、「サステナビリティ方針」を策定し、同方針に
基づいて、不動産の投資運用を行っています。

なお、「サステナビリティ方針」に基づくESGへの配慮を推進して
いくために「サステナビリティ推進体制規程」を制定し、社内体制、
ステークホルダーとの協働、情報開示方針などについて定め、適切
なサステナビリティ推進体制の確保を図るとともに、サステナビリティ
委員会を原則として3ヵ月に1回以上開催し、サステナビリティにか
かる目標や施策を検討し、実行に取り組んでいます。

また、大和ハウス・アセットマネジメントは、省エネルギー、温室
効果ガス排出削減、節水、廃棄物管理などのポリシーを運用する
ための詳細を規定する「EMS運用マニュアル」に基づき、大和ハウ
スリート投資法人が保有する不動産の運用におけるエネルギー消
費、GHG排出、水消費、廃棄物に関する環境目標設定（PLAN）、実
績把握（DO）、予実分析（CHECK）、対策実行・改善（ACT）を行い、
環境負荷の継続的な低減を図っていきます。

なお、環境マネジメントシステムの運用に際しては、環境関連諸
法規およびその他の環境要求事項を遵守します。

大和ハウス・アセットマネジメントは、大和ハウスリート投資法人
が保有する物件のテナントと協働して、以下のサステナビリティに
関する取り組みを推進しています。
● テナントとの協働による保有資産の環境性能の向上を目指し、

運用および設備改修の両面からグリーンリース※の導入を実施
しています。また、照明のLED化や太陽光発電システムの導入
を推進しています。

● プロパティ・マネジメント（PM）会社の選定基準を定めるとともに、
1年に1回全てのPM会社の評価を行っています。評価に際して
は、施設運営管理能力・施設技術管理能力、リーシング力などに
加えてサステナビリティに関する取り組みの項目を設けています。
物件のエネルギー削減目標を達成するために、PM会社、ビル・
マネジメント（BM）会社などのサプライヤーと協働して環境負荷
低減につながる施策を推進しています。

● テナントの満足度向上が、物件運用のパフォーマンスの安定及
び向上に繋がるものと考えており、テナントのニーズや満足度
を把握するために、アンケートを実施しています。アンケート結
果については、PM会社などと共有し、建物・設備仕様及びサー
ビス向上に活用しています。2019年2月に、物流施設全物件に
おいて、アンケートを実施（回答率64%）しており、施設全般につ
いて約63%のテナントから「たいへん満足」または「満足」との評
価をいただいています。

● 物件のテナントと協働して環境への取り組みを推進しており、一
部の物件において、テナントと定期的に協議会を開催し、環境情
報・削減目標の共有化をはかっています。また、サステナビリティ
ガイドの配付・掲示により、テナントの環境意識の向上に向けた
取り組みを行っています。

施設のテナントとのコミュニケーションについて

※ビルオーナーとテナントが協働し、不動産の省エネなどの環境負荷の低減や執務環境の改
善について契約や覚書などによって自主的に取り決め、その取り決め内容を実践すること。

「電力融通街区」のスキーム （豊田柿本電力融通街区）

管理組合の運営サポート ひばりが丘

大和ハウスリート投資法人Webサイト サステナビリティ方針
https://www.daiwahouse-reit.co.jp/ja/sustainability/
index.html

関連ページ

サステナビリティガイド
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■ 団地再耕（再生）におけるビジネスモデル構築イメージ

■ 「産・官・学・民」連携による取り組み

当社グループ公式Webサイト ニュースリリース（2019年2月）
https://www.daiwahouse.com/about/release/house/
20190215094613.html

関連ページ

■ 住宅団地再耕（再生）プロジェクトへの取り組み
高度経済成長期に当社が開発した郊外型住宅団地の一つであ

る、兵庫県三木市の「緑が丘ネオポリス」では、開発から約半世紀
が経過したなかで顕在化しているさまざまな課題の解決に取り組
む、住宅団地再耕（再生）プロジェクト「リブネスタウンプロジェクト」
を進めています。

産官学民連携による「郊外型住宅団地ライフスタイル研究会」を立
ち上げて、地域住民との意見交換を進め、2017年3月には産官学民
が連携して各種事業を行うための組織である「一般社団法人三木市
生涯活躍のまち推進機構」を設立しました。機構の事業を実施する
ための活動を行政と当社が主体となり、大学や民間企業と協力し運
営しています。また地元の自治会やNPO等をメンバーとする運営協
議会を組成し、機構の活動内容を地域と共有し、共に検討しています。

2017年4月には商店街の空き店舗を活用したサテライト拠点を
オープンし、住民との対話や高齢者向けの健康管理イベント、地区
の児童が楽しんで参加できるイベントを実施し、地域とのコミュニ
ケーションを図り、機構の活動内容普及に努めています。

住宅団地再耕（再生）には地域の魅力を向上させることが必要と
なります。そのための仕組みとして行政とも連携し、地域サービス
を提供するためのプラットフォーム作りに取り組んでまいりました。
総務省の支援事業の採択を受け、「IoT×サテライト拠点による『生
涯活躍』推進事業」を実施し高齢者の健康を支える仕組みの実証
を行ったほか、内閣府・国土交通省の事業[「戦略的イノベーション
創造プログラム（SIP）第2期/自動運転（システムとサービスの拡張）」
のうち「ニュータウン地域における自動運転による移動サービス実
用化に向けた環境整備に係る調査」管理法人:NEDO]の実証地域
に選ばれ、高齢者等の交通弱者の移動手段確保について実験を行
うなかで地域住民の方々と多くのコミュニケーションを図りました。
さらに国土交通省の「スマートウェルネス住宅等推進モデル事業（住
宅団地再生部門）」の採択を受け、空き家を活用したサテライト拠
点整備やクラウドソーシングの支援体制の構築、農業施設での高
齢者の生きがい就労と健康管理の提供など地域サービスを提供
するプラットフォーム作りに取り組んでいます。

地域市民との共創共生　

C
S
R
経
営
の
基
盤

環
境

株
主

地
域
市
民

取
引
先

従
業
員

お
客
さ
ま

経
営
の
考
え
方
と
全
体
像

外
部
評
価
・
デ
ー
タ
集

C
S
R
経
営
の
基
盤

環
境

株
主

地
域
市
民

取
引
先

従
業
員

お
客
さ
ま

経
営
の
考
え
方
と
全
体
像

外
部
評
価
・
デ
ー
タ
集

120DaiwaHouseGroup Sustainability Report 2019

https://www.daiwahouse.com/about/release/house/20190215094613.html


物件名称 所　在 開発面積 用　途 工事完成

船橋市印内緑住土地区画整理事業 千葉県船橋市 2.5 ha 住居系 2000年9月
船橋市行田緑住土地区画整理事業 千葉県船橋市 1.7 ha 住居系 2000年9月
習志野市鷺沼台第一土地区画整理事業 千葉県習志野市 4.6 ha 住居系 2003年6月
松戸市金ケ作陣屋前土地区画整理事業 千葉県松戸市 0.7 ha 住居系 2003年11月
石神井台六丁目土地区画整理事業 東京都練馬区 0.7 ha 住居系 2005年11月
松戸市河原塚宮ノ内土地区画整理事業 千葉県松戸市 2.2 ha 住居系 2006年10月
八千代市八千代台南二丁目土地区画整理事業 千葉県八千代市 1.3 ha 住居系 2008年3月
さいたま市中尾不動谷・駒前土地区画整理事業 埼玉県さいたま市 5.6 ha 住居、商業 2009年12月
藤沢村岡東土地区画整理事業 神奈川県藤沢市 3.8 ha 住居系 2013年12月
調布国領北浦土地区画整理事業 東京都調布市 1.0 ha 住居系 2014年2月
大泉学園町二丁目土地区画整理事業 東京都練馬区 0.6 ha 住居系 2015年9月
和光北インター地域土地区画整理事業 埼玉県和光市 18.2 ha 産業系 2015年10月
習志野市鷺沼台二丁目地区土地区画整理事業セキュレア習志野鷺沼台Ⅲ 千葉県習志野市 1.8 ha 住居系 2018年8月
大和市下鶴間山谷南土地区画整理事業セキュレア南町田グランベリーパーク 神奈川県大和市 3.9 ha 住居系 2019年3月
門真市北島東土地区画整理事業 大阪府門真市 7.5 ha 産業系 2019年3月
川向町南耕地地区土地区画整理事業 神奈川県横浜市 20.7 ha 産業系 事業中
境古河ＩＣ周辺地区土地区画整理事業 茨城県猿島郡境町 23.0 ha 産業系 事業中
高槻市成合南土地区画整理事業 大阪府高槻市 9.9 ha 産業系 事業中

物件名称 所在 施行者 地区面積 建物延床面積 用途 事業期間 工事期間

（ha） （m2）  都市計画
決定 事業認可 着工～ 竣工

1 北8西3東地区第一種
市街地再開発事業 北海道札幌市 再開発組合 

特定業務代行者 0.7 63,784 住宅、業務、商業 2002年 2003年 2004年～ 2007年

2 牧志・安里地区第一種
市街地再開発事業 沖縄県那覇市 再開発組合 

特定業務代行者 2.3 46,000 住宅、公益、商業、
ホテル 2006年 2007年 2008年～ 2010年

計 3.0 109,784
（ha） （m2） 

 

物件名称 所在 施行者 地区面積 建物延床面積 用途 事業期間 工事期間

（ha） （m2）  都市計画
決定  事業認可 着工～ 竣工

1 金沢駅武蔵北地区第一種
市街地再開発事業（第三工区） 石川県金沢市 金沢市

保留床取得 0.2 11,050 住宅、福祉施設、
店舗 1976年 2004年 2011年～ 2013年

2 大工町一丁目地区第一種
市街地再開発事業 茨城県水戸市 再開発組合

参加組合員 1.5 36,800 住宅、業務、ホテル、
駐車場 1999年 2001年 2011年～ 2013年

3 北品川五丁目第1地区第一種
市街地再開発事業 東京都品川区 再開発組合

参加組合員 3.6 249,920 業務、住宅、商業、子
育て支援施設 計7棟 2007年 2009年 2012年～ 2015年

4 大滝町二丁目地区第一種
市街地再開発事業

神奈川県
横須賀市

再開発組合
参加組合員 0.6 49,595 住宅、商業、医療、

駐車場 2008年 2010年 2013年～ 2015年

5 日ノ出町駅前A地区第一種
市街地再開発事業

神奈川県
横浜市

再開発組合
参加組合員 0.7 28,585 住宅、商業、福祉、

公益施設 2008年 2011年 2013年～ 2015年

計 6.6 375,950
（ha） （m2） 

 

■ 市街地再開発事業 特定業務代行 実績一覧（1997年以降完成物件）

■ 市街地再開発事業　参画実績（竣工2013年以降）

■ 土地区画整理事業による地域の活性化
土地区画整理事業は、道路、公園、河川などの公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業です。当社グルー

プでは、地域の方々が組織する土地区画整理事業組合などから一括業務代行方式により、組合事業の運営とともに保留地を取得し事業性を
担保することで事業を円滑に進めていきます。地域の方々の要請に応え、道路や公園などの公共施設の整備と接道条件が悪い土地や地形の
悪い土地を整形化し、土地を有効に活用できるように整備し、地域の状況に応じた土地の活用と施設建設を行っています。

門真市北島東土地区画整理事業では、敷地外周河川沿いに桜を約70本植樹し、隣接する砂子水路（大阪府みどりの百選の第2位にも選ば
れた）とともに一体的に桜並木を形成。また、地元桜並木保存会の活動に協賛しました。

当社グループでは住居系の土地区画整理事業をはじめ、産業系の土地区画整理事業を行うことで、新たな住まいや雇用の場を創出し、地
域の活性化に貢献しています。
■ 2000年以降の土地区画整理事業（業務代行）の実績 現在事業中のものも含む
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物件名称 所在 開発面積 区画数 取り組み内容

セキュレアシティ
つくば研究学園 茨城県つくば市 73,246m2 171区画

・まちの中心に交流・防災の拠点となる集会所を設置。
・つくば市と「つくば環境スタイル“SMILe”を具現化する住民主導の『サスティ

ナブルコミュニティ』構想の推進に関する協定」を締結し、街区住民の環境
意識の醸成やつくば市による小型モビリティのシェア実証実験や低炭素ラ
イフスタイルの創出、分譲地全体でのエネルギー「街ごと見える化」のデー
タ提供を行った。

・住民による管理組合を組成し、集会所などの団地内共有施設について管
理規約に基づく管理体制を構築。

・景観協定を制定し、住民による共有緑地や景観の維持管理のため、景観協
定委員会の立上および、初期運営をサポート。

・景観協定を補うルールとして「街づくりガイドライン」を設定。
・隣接する分譲マンション、既存戸建住宅街と管理組合協議会を組成し、周

辺も含めたコミュ二ティ形成、集会所などの相互利用を促進。

セキュレアシティ　
レイクタウン美来の杜 埼玉県越谷市 43,603m2 145区画

・コミュニティの中心となる集会所を設置、住民による管理組合を組成し、
集会所等の管理を組合にて実施する体制を構築。

・（株）ナスタ、日本郵便（株）と当社の3社で協力し、戸建住宅へ新型宅配ボッ
クス普及促進の取り組みを実施。

ブルームスクエア坂戸 埼玉県坂戸市 15,972m2 78区画

・自治体による中学校跡地の売却プロポーザル案件であり、当社が校舎も
含めて引渡を受け、解体前に中学校OB・OG、近隣住民に学校敷地内を
お別れ会として開放するとともに、学校の備品や花など、思い出の品を希
望者に提供。

・開発のなかで設置した公園に、既存のサクラ（ソメイヨシノ）1本を元の位
置のままで存置。公園内に、中学校の校歌石碑を移設、また中学校の歴史
を刻んだサインを製作し設置。分譲地内の住民も含む町内会の方が利用
できる共同花壇を設置。

・地区外に建設されていた町内会館に替わる新しい町内会館を開発区域内
に建設。また、既存町内会の認可地縁団体設立（法人化）を支援。

ブルームスクエア志木・新座 埼玉県新座市 8,352m2 45区画 ・「街並みガイドライン」や景観協定の設定による統一感のある街並みを実現。

セキュレアガーデンひばりが丘 東京都西東京市 14,503m2 78区画

・1959年に誕生したひばりが丘団地の建て替えプロジェクトの一部として
計画。

・ひばりが丘再生プロジェクトが採用した「エリアマネジメント」にセキュレアガー
デンひばりが丘の住民も参加し、よりよいコミュニティづくりに寄与。

・美しい桜並木に接し、ひばりが丘の緑と一体となる緑道を新設するほか、 
住民がみんなで果樹を育てる「ハーベストガーデン」を設けるなど、住民同
士のコミュニティを深めるプランニングを実施。

・街区を縁取る緑道は、武蔵野の在来種の樹木を取り入れ、ひばりが丘全体
の緑と共鳴する計画。また、立ち止まって会話を楽しむためのベンチも設置。

・ひばりが丘がこれまでに育ててきたかけがえのない価値を受け継ぎ、さら
に将来にわたって魅力ある街として育てていくために「まちづくりガイドラ
イン」を制定。 

東京森都心
多摩ニュータウン東山 東京都八王子市 322,102m2 342区画

・環境調査の実施により、貴重種も存在する豊かな生物相が確認されたため、
区域面積の30%強の緑地を保存、貴重動植物の保全対策、動物の移動経
路となる回廊緑地（アニマルコリドー）の設置、樹木の移植や公園としてそ
のまま保全する等の生物多様性に配慮した街づくりを実施。

・「街並みガイドライン」を設定し、統一的な街並み景観を創出。また、緑地
協定を締結し、幹線道路沿いの宅地に１ｍ幅の協定緑地を設け、豊富な緑
量を確保。

・コミュニティの中心となり、災害時には防災の拠点にもなる集会所を設置。
・東山アグリクラブ（貸農園・果樹園）の設立、運営をサポート。

セキュレアガーデン
高尾サクラシティ 東京都八王子市 15,543m2 83区画

・戸建街区について管理組合を設立し、防犯カメラ・緩衝緑地帯などの管理
を実施。

・戸建・マンション・商業施設からなる、まち全体の協議会を組成、情報共有、
イベント開催を推進。戸建・マンション・商業施設のエネルギー見える化シ
ステムを構築するとともに、大和ハウスハートワンカードによるクールシェ
ア（ポイント付与）を促進。

シーフォレスタ稲毛海浜公園 千葉県千葉市 9,786m2 42区画
・街区の出入口を2ヵ所に制限。車の通り抜けはもちろん、外部者の侵入し

にくい街路計画。
・街区への入口には街の象徴として、御影石の門柱にロートアイアンの装飾

を施したゲートウォール、3.5mのゲートツリーを配置。

■ 都市開発事業におけるコミュニティエンゲージメント等の実施状況
当社では、2016～2018年度に実施した都市開発事業の全22物件（全開発面積803,016m2）※すべてにおいてコミュニティエンゲージメ

ントプログラムを実施しました。主な取り組み内容としては、「街並みのガイドライン」の策定や、住民の管理組合の組成・活性化の支援、集会
場の設置と居住者・近隣住民との交流の支援、再生可能エネルギーの売電料金を活用したまちの管理体制構築などが挙げられます。各物件
での取り組み内容については以下表を参照ください。
※当社都市開発部が設計段階から関わった10区画以上の開発事業。以下表の区画数は当社販売区画数。
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セキュレア相模原横山 神奈川県
相模原市 5,993m2 48区画 ・区域の一部にクルドサック状の道路を計画しコミュニティ範囲を明確にす

ることでよりよいコミュニティを育む計画。

セキュレア横濱日吉 神奈川県横浜市 7,558m2 46区画 ・「街並みガイドライン」を設定、統一感のある美しいまち並みを実現。

セキュレア新横浜 神奈川県横浜市 12,607m2 66区画

・区域外の既存私道を公道とするよう行政移管を協力して実施。
・従前の地形を活かす造成計画や地域在来種の植樹・従前の表土の活用な

ど、地域環境に配慮したまちづくりを実施。
・各住宅の緑化保全のためのまちづくりガイドラインを策定して統一された

まち並み形成を実現。

セキュレアガーデン淵野辺 神奈川県
相模原市 21,401m2 79区画

・「子育てシェア」サービスのAｚMama（アズママ）を導入、子育てワークショッ
プなどの住民交流イベントを開催。

・住民による管理組合を組成し、防犯カメラ、ゴミ集積場、植栽などの管理
を組合にて実施する体制を構築。

・管理組合ホームページサービス「住まいサポートネット」を導入、住民で情
報を共有する仕組みづくりを構築。

セキュレア豊田本町 富山県富山市 6,145m2 21区画

「先進的ライフスタイルと地域コミュニティが実感できるまち」の実現を目指
し以下の取り組みを実施。

・公共施設である図書館分館・市役所のサテライト・公民館が一体となった
建築物と、住宅地を一体的に整備することにより、官民が連携したまちづ
くりを実現。

・住民共有の太陽光発電システムを公共施設駐車場に設置。また、防災パー
ゴラやトイレスツール、防災倉庫、リチウムイオン蓄電池などを備えた公
園を整備。これにより災害時においても住民の活動拠点やコミュニケーショ
ンを取れる場を提供。

・団地管理組合を設立し、住民共有の太陽光発電システム、防災倉庫、リチウ
ムイオン蓄電池や住宅地に設けた植栽帯などを管理・運営する体制を構築。

・戸建住宅には、太陽光発電システム、リチウムイオン蓄電池、燃料電池の
3つの電池を全戸に搭載し、電力を多様化。住民共有の太陽光発電システ
ムも合わせてネット・ゼロ・エネルギー・タウンの実現を目指す。

・住宅地全体でのエネルギー見える化システムを導入し、入居者へ環境行
動を啓蒙。

・良好な住環境と景観を実現するため、無電柱化の実施や植栽帯を整備。ま
た、建築協定を制定することにより、将来にわたり景観を維持していく体制
を構築。

ジーヴォスクエア鳴子北 愛知県名古屋市 11,976m2 36区画 ・北側傾斜を解消させるために設けた高さ3ｍを超す擁壁を、道路から50㎝
セットバックして設置し、植栽帯による緑化を実施。

ジーヴォスクエア豊田井上町 愛知県豊田市 11,092m2 32区画
・公園内に移管する行政と地元自治会と協議し、地域住民で管理する花壇エ

リアを設置し、住民のコミュニティ形成に寄与。
・接続道路幅員を6.5mに拡幅することにより車の走行や地域住民・通学路

の安全性が向上された。

スマ・エコタウン豊田柿本 愛知県豊田市 6,911m2 21区画

・住民の交流・防災の拠点、次世代自動車（超小型モビリティを含む電気自
動車）の充電スペースとして、スマ・エコステーションを整備し、集会所、防
災倉庫、電気自動車充電器を設置。

・団地管理組合を結成し、集会所・電気自動車充電器・防犯カメラを運営管
理する体制を構築。

・良好な住環境と景観を将来にわたって守っていくため、景観協定とまちづ
くりガイドラインを制定。

・全戸建住宅をエネルギー収支ゼロとなるZEHで建設し、街全体でZETを
実現。また、エネルギー見える化システムを導入し、入居者へ環境行動を
啓発。

・太陽光発電施設で発電した電力と蓄電池に蓄えた電力を効率的に使用す
るために、「３区画＋集会所」で電力融通を簡易的なシステムで実施。

・太陽光発電と蓄電池を活用しつつ、日射調整・通風確保などにより消費エネ
ルギーを削減することによって、エネルギーの自給を目指す住宅を建設（１棟）。

セキュレア豊中本町 大阪府豊中市 1,511m2 10区画
・開発区域を横断する行政管理で個人所有の既存通路が狭く急勾配であっ

たため、幅員2.5mに拡幅し緩勾配に設置しなおすとともに行政移管する
ことで、周辺住民の安全・快適性の向上を図れた。

セキュレア舞多聞 兵庫県神戸市 23,153m2 114区画 ・統一感のある美しいまち並みをつくる「まちづくりガイドライン」を設定。

防府テクノタウン 山口県防府市 141,696m2 10区画

・地元行政と協力協定を結び官民が一体となり、販売活動、工業団地の整備
を行うことで、雇用の創出、まちの活性化に寄与した。

・開発区域海側に約4,000m2の多目的広場を有する公園を設置。ベンチ、
健康遊具を配置し、地域住民、進出企業従業員の憩いの場としての利用を
図った。

セキュレア花畑 福岡県福岡市 16,002m2

住宅用地
36区画

集合住宅用地
2区画

店舗用地
1区画

・共有地の管理、有効利用を行うため「管理組合」を組成し、住民コミュニティ
の活性化を実施。

・統一感のある美しいまち並みをつくる「まちづくりガイドライン」を設定。

地域市民との共創共生　
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セキュレア葛原本町ココチの街 福岡県北九州市 7,067m2 31区画 ・「まちづくりガイドライン」を設定し、統一感のある美しい街並みを実現。

セキュレアシティ藤沢 翼の丘 神奈川県
藤沢市 26,797m2 114区画

・自治体による高校跡地の売却プロポーザル案件であり、既存校舎も含め
引渡しを受け、解体前に卒業生に学校敷地をお別れ会として開放するとと
もに、記念碑や時計、既存石積、一部樹木を開発区域内に移転活用した。

・開発にあわせて、市内の地域交流の拠点となる施設として地域交流センター
を建設し、藤沢市へ寄付した。

・すべての戸建住宅に太陽光発電システム・家庭用リチウムイオン蓄電池・
家庭用燃料電池を搭載し、当社オリジナルのエネルギーマネジメントシス
テム「D-HEMS Ⅲ」による家庭内のエネルギー等の見える化を実施。

・環境や景観に配慮し、建物の高さや緑化率を制限する地区計画を定め、低
木・中高木・高木の樹種に藤沢市の郷土種を多く入れ、緑化保全のための

「まちづくりガイドライン」を策定。
・敷地内に災害時に活用する「かまどベンチ」や「防災井戸」を設けるなど、安

全・安心なまちづくりを行ったほか、公園内に健康に役立つ遊具の設置や
IoT技術を活用した健康チェックを各戸で行う仕組みを導入し、入居者の
健康増進のきっかけづくりを行っている。

・これらの取り組みが評価され神奈川県の支援制度である「県央・湘南都市
圏環境共生モデル都市づくり推進要綱」に基づく「環境共生都市づくり事業」
に認証。

・お住まいいただくお客さまの一人ひとりが、IoTを活用し、日常の活動デー
タを記録できるウェアラブルデバイスを用い、健康促進や体力測定ができ
ることに加え、AIを活用することで、データを解析し、個別におすすめのト
レーニングメニュー提案を行うサービスも新たに導入。当社初の「スマー
トウェルネスシティ」として、多様な世代が健康に暮らせるまちを目指す、
健康配慮に特化。

・認可保育園を建設、藤沢市と協力し、市内の社会福祉法人を誘致し、地域
の就学前の子育て環境の向上に貢献。

・公益用地を整備し藤沢市へ帰属、藤沢市が学区内の既存の学童保育施設
を移転することで地域子育てに貢献。

・住民の交流・防災の拠点、健康づくりの拠点として 集会所を整備し、宅配
ボックス、防犯カメラを設置。

計 22件 803,016m2 1,651区画

各国拠点における地元出身者の採用 地域での調達の取り組み

当社は、地域に密着した事業を持続可能に展開するため、全
国に事業所を置くとともに、現地での採用活動を行っています。
2018年度には、全国の各事業所において、正社員としてキャリア
採用者159名を採用しました（うち、42名は地域限定社員）。また、
当社では総合職社員が【全国勤務】か【地域勤務】を選択できる制
度があり、本人の意向に基づいた地域での勤務を実現するとともに、
地域雇用の創出にも貢献しています。

なお、2018年度新卒採用から、年々勤務地へのニーズが高まっ
ている点や地域密着型の事業活動が求められている点を考慮し、
希望初任地を約束したうえで採用選考を実施しています。自身が
希望する地域で働くことで、より一層、地域社会への貢献に寄与で
きるものと考えております。海外グループ会社においては、国ごと
に、現地の人財を雇用し育成するという考え方のもと、各拠点での
現地採用を進めています。

当社は、創業当時より施工協力会社と共存共栄の精神で共に歩
んでいます。1986年には協力会社の技術技能の向上、相互研鑽
と互助親睦を目的に「協力会連合会」を発足しました。協力会連合
会の会員数（2019年5月1日現在）は、4,640社となり、全国86ヵ
所の支部ならびに13の地区と、3事業部会と4機能部会の構成で
活動しています。

なお、発注先については、まず、支部協力会の会員であるかを確
認し、そのうえで公平・公正な判断のもと検討するようにしています。

P098～099 優秀な人財に対する雇用機会の提供

P107 サプライチェーン上の会員組織について

関連ページ

関連ページ

■ 大卒新入社員の初任給（2019年度実績）

総合職（全国社員） 216,000 円（時給換算＝1,341円）
事務職（地域社員）179,000～185,000 円（時給換算＝1,111～1,149円）

地域市民との共創共生　
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※ 地域市民との共創共生における重要課題は以下になります。
　 【最重要課題】地元地域発展のための積極的な関わりや連携
　 【重要課題】事業で蓄えたノウハウの社会への貢献

地域共生活動

大和ハウスグループは、全国の事業所を通じて、地域社会
との信頼関係の構築を重視しています。そのための地域レ
ベルの社会貢献活動を「地域共生活動」と位置づけ、地域の
社会的課題の解決を目的とした活動を展開しています。活
動を展開する際の基本的な考え方として、「地域共生活動理
念」を掲げ、地域の人々との対話を通じて地域の課題を正確
に認識し、その解決に向けて共に活動することで、地域社会
から信頼される企業となることを目指しています。

2014年度以降は、全国の大和ハウス工業事業所、グルー
プ会社において年間に2,000件以上の地域共生活動が実施
されるようになり、活動の定着が図られています。具体的には、
複数の事業所において、地域の社会的課題と事業所の経営
課題の両側面の解決を図った活動や、NPO等の地域組織と
の連携を強化した活動も実施しています。今後は、活動の質
の向上を図るとともに、「次世代育成」「環境保全」「福祉支援」
の活動重点分野のなかで、特に「次世代育成」の活動の強化
を図っていきます。

基本方針・考え方

地域共生活動理念

1、大和ハウスグループは、地域社会との
共生を念頭におき、大いなる和をもっ
て企業市民として心豊かに生きる暮
らしと社会の実現を目指します。

2、大和ハウスグループは、ステークホル
ダーとの対話を通じて地域課題を理解
し、持てる資源を有効活用しながら、
ステークホルダーと共に活動します。

3、大和ハウスグループは、地域共生活
動を社員一人ひとりの自己成長の機
会として捉え、社員の積極的な活動
を推進します。

【最重要課題】※

当社では、地域共生活動の企画・実施は、全国の事業所で任命
された地域共生推進委員が中心となって行っています。活動を企
画するにあたり、地域共生推進委員は、事業エリアの地方自治体
の市民活動部門や地縁組織、NPO等へのヒアリングを通して、地
域の社会的課題の把握に努めています。また、事業戦略とのリンク
を図るため、事業所長へ事業所経営における課題も確認していま
す。主な課題としては、地域社会との関係構築、社内活性化、人財
育成などが挙げられます。

そして、社会的課題と事業所経営における課題を照らし合わせ、
企画・計画を練り、事業所長と総務経理責任者の承認を得て計画
書を作成します。半期ごとに作成された計画書をもとに、従業員の
参加を促しながら地域共生活動を実施するとともに、その後、目標
の達成度を評価し、報告書にまとめています。

一方でサステナビリティ企画部は、地域共生活動の機会創出や
マニュアルの整備を行う等、地域共生活動の「質の向上」につなが
るよう地域共生推進委員の支援に努めています。また、事業所で
実施した活動は、報告システムにて情報を集約し、より充実した地
域共生活動の実現に向けたサポートを行っています。なお、各事業
所でも増えてきているコミュニティ投資（地域組織や地域のイベン
ト・プロジェクトに対する寄付・協賛など）についても、報告システ
ムで管理しています。また、地域共生活動の活動実績は、事業所経
営健全度評価にも組み込んでおり、従業員のボランティア活動を
評価し、促進する仕組みを構築しています。

地域共生活動に関する具体的な数値目標は、当社独自の「CSR
自己評価指標」として設けています。そのなかでも重要課題として

「地元地域発展のための積極的な関わりや連携」、「事業で蓄えた
ノウハウの社会への貢献」の2項目を掲げ、前者は3指標、後者は2
指標を設定しています。

なお、地域共生活動の費用については、「CSR自己評価指標」に
おける「事業所による地域共生活動の金額換算」の指標で、金額の
目標数値を設定しています。一般社団法人日本経済団体連合会が
設置した「1%クラブ（現：経団連1%クラブ）」への入会以来、経常
利益の1%を目安として地域に貢献する活動に支出するよう努め
ています。当社は地域コミュニティの活性化に向け地域共生推進
委員が中心となり、社会的課題と事業所経営における課題を照ら
し合わせたうえで、コミュニティ投資・貢献の方法を検討していま
す。また、地域の各種団体との協議を経てコミュニティ関与のプロ
グラムを展開している事業所もあります。

事業所における地域共生活動の推進方法

地域共生活動に関する数値目標

マネジメント

P065 事業所経営健全度評価関連ページ

・アスフカケツノ課題解決（事業活動）を通した地域社会発展への貢献
・地域課題（環境保全・次世代育成・福祉支援）解決を通じた地域共生活動

大和ハウスグループの
持続的発展

地域社会の
持続的発展

・大和ハウスグループへの信頼と愛着
・未来のお客さまや大和ハウスグルー
プのファン創出

企業ブランドの向上

・地域社会との関わりづくり
・人財育成と社内の活性化

日々の事業活動への貢献

地域市民との共創共生　
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主な取り組み

■ 2017年度大和ハウスグループ地域共生活動内容

地域共生（清掃）

686件 (21.6%)

地域共生（清掃以外）

750件(23.6%)

教育支援

377件 (11.9%)

環境保全

254件(8.0%)

人道支援

227件 (7.2%)

国際協力

281件 (8.9%)

災害被災地支援

62件 (1.9%)

社会福祉

536件 (16.9%)

3,173件

地域共生（清掃以外）

1,501件 (44.7%)

人道支援

169件 (5.0%)

国際協力

90件 (2.7%)

社会福祉

327件 (9.7%)

■ 2018年度大和ハウスグループ地域共生活動内容

3,356件
地域共生（清掃）

701件 (20.9%)

災害被災地支援

25件 (0.8%)

教育支援

372件(11.1%)

環境保全

171件 (5.1%)

地域共生活動の件数

当社グループで実施された2018年度の活動件数は、3,356件
と前年度比で5.8%の増加となり、そのうち当社で実施された件数
は2,592件と前年度比で2.0%の増加となりました。

当社では、地域共生活動理念に基づき地域の社会的課題を解
決するために、自治体やNPOをはじめとした地域市民との対話を
重視し、NPO・NGOとの協働による活動を積極的に行っています

（2018年度:1,147件）。また、活動内容の充実化を図り、従業員が
「また参加したい」と感じる活動の企画・実施を推進しています。

なお、ボランティア休暇については、2015年度より半日単位で
取得できる制度を設け、より従業員が取得しやすい環境を整えて
います。

ボランティア休暇取得日数

ボランティア休暇取得率※

大和ハウス工業
事業所

大和ハウス工業
本社

大和ハウス
グループ会社

合計

地域共生
活動件数

2,504件

88件

764件

3,356件

4,904日

31.0％

2017年度実績 2018年度実績

2,206件

86件

979件

3,271件

4,371日

29.2％

2016年度実績

2,475件

67件

631件

3,173件

4,803日

28.9％

※ボランティア休暇取得率は、取得日数を当期末人員で除して算出

地域共生活動を通じたコミュニティへの投資

■ 事業所による地域共生活動のインパクト
事業所による地域共生活動を人件費や寄付金額をもとに換算し

た2018年度の金額は、219,889千円となりました。なお当社では
この金額を「地元地域発展のための積極的な関わりや連携」におけ
るCSR自己評価指標の一つに位置づけています。

■ 地域共生活動における支出目標
当社では、一般社団法人日本経済団体連合会が、社会貢献活動

の普及・啓発を目的として設置した「1%クラブ」への入会以来、経
常利益の1%を目安として、地域に貢献する活動に対し、支出する
よう努めています。

支出額は年度ごとに集計し、同団体の調査に回答しています。な
お、2018年度の総支出額は、2,529,374千円となりました。

■ 募金システムの導入・運用
当社では従業員が身近に参加でき、かつ継続的に行える地域共

生活動の一つとして、2005年度より募金システムを導入・運用し
ています。社内イントラネットの専用ページで任意の金額を登録
すると、給与から自動的に登録した金額で募金ができ、現在では
5,300名を超える従業員がこのシステムに登録しています。2017
年度より拡充を図り、当社グループ20社において、このシステム
を導入しています。

■ エンドレス募金
システムに登録した金額を毎月の給与から募金するものです。

募金先の選定にあたって、2018年度からは、社会的課題の解決に
取り組む団体の活動内容から募金を行う「公募枠」に加え、世界的
規模で活動する団体に募金を行う「推薦枠」も設け、幅広く支援を
行っています。

P205～206 CSR自己評価指標 2018年度実績　地域市民
「地元地域発展のための積極的な関わりや連携」

関連ページ

■ エンドレス募金実績（2018年度）
支援団体 寄付総額

一般社団法人 ヒューマンワークアソシエーション

各¥1,000,000
（4団体）

ＮＰＯ法人 食べて語ろう会

認定ＮＰＯ法人 女性と子ども支援センター
ウィメンズネット・こうべ

ＮＰＯ法人 ユースコミュニティ
公益社団法人 ア・ドリーム ア・デイ IN TOKYO ¥960,000
認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会

各¥1,658,000
（9団体）

認定NPO法人 国境なき医師団日本
認定NPO法人 国際連合世界食糧計画WFP協会
公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン
公益社団法人 国土緑化推進機構
公益財団法人 オイスカ
認定NPO法人 国境なき子どもたち
認定NPO法人 JHP・学校をつくる会
公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

総額 ¥19,882,000

エンドレス募金・ハート募金

地域市民との共創共生　

C
S
R
経
営
の
基
盤

環
境

株
主

地
域
市
民

取
引
先

従
業
員

お
客
さ
ま

経
営
の
考
え
方
と
全
体
像

外
部
評
価
・
デ
ー
タ
集

C
S
R
経
営
の
基
盤

環
境

株
主

地
域
市
民

取
引
先

従
業
員

お
客
さ
ま

経
営
の
考
え
方
と
全
体
像

外
部
評
価
・
デ
ー
タ
集

126DaiwaHouseGroup Sustainability Report 2019



次世代育成

■ 障がい者スポーツ体験授業「チャレンジド・ビジット」
当社では、共生社会の実現を目指して2017年度より小学生を

対象とした障がい者スポーツ体験授業「チャレンジド・ビジット」に
協力しています。（主催:朝日新聞社）

このプログラムは、第一線で活躍する障がい者スポーツのアスリー
トと一緒に全国の小学校を訪問し、出張授業を行うプロジェクトで
す。この授業では、まずアスリートによる競技のデモンストレーショ
ンを見学した後、こどもたちも実際に競技用車いすに乗って走行し
たり、アイマスクをつけて5人制サッカーのボールを蹴ったりするなど、
楽しみながら競技の魅力を体験します。その後、アスリートからさ
まざまな話を聞いて理解を深めていく構成となっており、当社従
業員もボランティアとして運営をサポートしています。こどもたち
からは、「目標に向かって頑張る選手がとてもかっこいいと思いまし
た。私も何かの目標に向かって頑張りたいと思います」「困っている
人がいたら助けるようにします」というような声があがりました。

今後もこのプロジェクトを通じて、こどもたちに障がい者スポー
ツの競技の魅力を伝えるだけではなく、困難を乗り越えるために

■ クエストエデュケーション
当社では、2007年より中高生向けキャリア教育支援として「クエ

ストエデュケーション」に協力しています。（主催:株式会社教育と
探求社）

このプログラムは、企業へのインターンシップを学校のカリキュ
ラムとして体験する内容であり、企業から出される「リアルな社会
課題×未来志向型のミッション」に対して、1年間にわたってチーム
で探究し、提案するものです。

約140校の生徒たちはインターン生として当社の社員を通して、
企業の仕組みや考え方に触れ、そして、当社が事業を興してきた想
いを大事にしながら、チームで「正解のない答え」に対し、社員の立
場で本気で取り組み、追い求めた答えを当社に提案します（2018
年度は全2,847チームのうち、367チームが当社へ提案）。

最終的には学びの集大成となる「クエストカップ全国大会」が行
われ、さまざまな企業に、チームで考え抜いた提案を発表します。

2018年度は当社のインターン生である広尾学園中学校（東京
都）が全国大会で準グランプリを受賞しました。参加した生徒からは、

「自分たちで答えを出すことはとても難しかったけど、仲間と協力し、
やり遂げた経験は、今後に活かすことができると思う」「自分たちで
考え抜いた提案を先生ではなく企業の方に直接評価されるという

社会的課題の解決や持続可能な消費に対する社会の意識を高
めるため、小・中学校や高等学校において「住まい」や「建築」につ
いての出張授業を行っています。また、大学生に対しては「大和ハ
ウス工業の事業とSDGsへの貢献」をテーマとした講演などを実
施しています。

次世代育成支援については、当社グループ全体の活動件数や
内容を把握・分析するとともに、従業員がよりよい教育支援活動が
できるよう、教材の開発や先進的なプロジェクトへの協力などを継
続して実施しています。

■ 教育機関での講演活動など

■ ハート募金実績（直近3年）

年度 災害の内容 寄付先 大和ハウスグループからの
義援金総額

2018年度 西日本豪雨災害
日本赤十字社  ￥17,628,069
倉敷市役所 ￥10,000,000

2017年度 九州北部豪雨災害 日本赤十字社 ¥8,583,788
2016年度 平成28年熊本地震 日本赤十字社 ¥31,052,000

当社グループ公式Webサイト エンドレス・ハート募金
https://www.daiwahouse.com/sustainable/social/
contribution/funds/index.html

関連項目

■ ハート募金
社会的に深刻な被害があった災害などを対象に、従業員から緊

急で義援金を募るものです。

■ 西日本豪雨災害への支援
当社グループでは、2018年7月6日から10日の未明にかけて西

日本を広範囲にわたり襲った「西日本豪雨災害」に対し、全従業員に
義援金を募りました。

従業員から寄せられた義援金は、最も被害の大きかった真備エリ
アのある倉敷市や日本赤十字社に寄付をしました。また、中国地方
に拠点を構える事業所では、従業員が直接被災された地域に赴き、
ボランティアセンター等の指示のもと、がれきや土砂の撤去といった
ボランティア活動を実施しました。

参加者からは「50センチを超える土砂が堆積しているのを見たと
きは、被害の大きさに圧倒されました。今回の活動を通じて少しでも
希望や勇気を与えることができていればうれしい」というコメントが
ありました。

経験は、今までなかったことだったのでとてもためになった」などの
声があがりました。また、2018年度大会に出場しなかった生徒か
らも「学ぶことに関して、自分たちには限界がないことを知れた」など、
学びの原動力を高め、次へつながる継続的な学びの機会を創出で
きました。 

当社の社員が全国の学校を訪問し、生徒たちに社会で働くこと
の意義や仕事の向き合
い方など社員にしか語れ
ない本気の想いを伝え、
積極的なコミュニケーショ
ンを通して理解を深めて
もらえるように支援して
います。 準グランプリを受賞した広尾学園中学校の生徒たち

■ 就職困難者などの職場実習受入
一般社団法人おおさか人材雇用開発人権センターからの要請

により、定期的に就職困難者などの職場実習の受け入れを行って
います。約2週間の職場実習では、パソコンを使っての資料作成な
ど仕事をしていくうえで必要なスキルを身につけるだけでなく、社
会人としての心構えやマナーの指導も行い、人財開発やスキルアッ
プの機会創出に貢献しています。
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チャレンジド・ビジット活動レポート 検 索

挑戦することの大切さを伝えていくとともに、共生社会について考
えるきっかけを提供していきます。

■ 現場アート（工事現場に絵を描こう！プロジェクト）の実施
「こどもたちが描いた作品を地域の皆さまに発表する機会が少

ない」といった地域の方々からの声や「近隣の皆さまとの関係の深
い工事現場を、より地域の皆さまとの関わりを大切にする場所にし
たい」という当社の考えから、当社では現場アートを実施していま
す。この活動は工事現場をこどもたちの絵で彩るだけではなく、多
くの人にこどもたちの成果を見ていただく教育支援の機会を創出
するために、建設中の工事現場を覆っている仮囲いシート等にこど
もたちに絵を描いてもらう活動です。

2018年度は近隣の皆さまとの関係が深い工事現場を、より地
域の皆さまとの関わりを大切にする場所にしたいという考えから、
全国で64件実施（昨年度の実績から22件増加）しました。こどもた
ちから「毎日通学しながら絵を見るのが楽しみになった」との声が
寄せられるだけでなく、地域の皆さまからも「街が明るくなった」と
のお声を掛けていただいています。

こどもたちが描いた作品を
設置した建設現場の仮囲い

■ 「障がいのあるアーティスト」への支援
当社では、障がいのある方の社会参加と所得向上について、さ

まざまな形で支援しています。そのなかの一つが、障がいのあるアー
ティストが描いたアート作品の活用です。社内の人権標語ポスター
への利用や、本冊子の表紙に利用させていただくことで、彼らの夢
をアートで叶えるための支援を行っています。

環境保全

■ 六甲山「和の森」での森林保全活動
1995年1月17日におきた兵庫県南部地震によって、兵庫県に

ある六甲山周辺の山々では、至る所で山の斜面が崩れたり地割れ
が発生しており、地震によってゆるんだ地盤は、今後の大雨などに
よる土砂災害の危険性があります。このため「六甲山系グリーンベ
ルト整備事業」が開始され、六甲山一連を樹林帯として守り育て、
土砂災害に対する安全性を高めるとともに、生態系および種の多
様性の保全・育成の観点からも緑豊かな都市環境や景観維持に努
めています。

当社グループもその事業に賛同し六甲山の森づくりに携わって
おり、2018年度で活動が11年目となりました。これまで延べ300
名以上のグループ従業員や家族が参加しています。NPO法人日
本森林ボランティア協会の協力を得ながら、苗木の植樹や下草刈り、
間伐を中心に行っていますが、活動を通じて植物観察会や、木工体
験などを企画し、森の美しさや自然の大切さを伝える活動も行って
います。

また、活動当初に植えた1.5m程度の苗木が5m程に成長してお
り、手塩にかけた樹々の成長を楽しみに訪れる参加者も増えてき
ています。今後も山の再生の一助となるよう活動を継続し、支援し
ていきます。

下草刈りの様子 成長した樹に樹名板を取り付ける様子

福祉支援

■ 「LIVES TOKYO 2018」への協賛
「LIVES TOKYO 2018」は、障がい者やその関係者にもっと関

わることにより、社会の意識改革を図ることを目標としたイベントで、
NPO法人ハンズオン東京が企画・実施しました。

日本国内では障がい者への向き合い方について関心が高まり、
多くの企業、団体が障がい者と健常者との関わり合いに関して、さ
まざまな取り組みを始めています。当社としても、多様な価値観を
尊重しつつ、さまざまな人と共に共生社会を創ることは必要不可
欠であると考えています。そのなかで、障がい者やその関係者と
当社との両者の“つながり”を強くするため、昨年に引き続き「LIVES 
TOKYO 2018」に協賛しました。

イベントでは実際に障がい者の話を聞いたり、障がい者とコミュ
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当日のイベントの様子

■ 「ソーシャル・インクルージョン・ プログラム」を全国展開
当社では、福祉支援分野における地域共生活動「ソーシャル・イ

ンクルージョン・プログラム」を2018年4月より全国展開しています。
（実施回数14回、参加者1,708名）

本プログラムは、「学ぶ」「感じる」「行動する」の3部から構成され
ており、研修では障がいのある講師から直接学び、地域共生活動
を通じてバリア（障がい）を感じ取り、直接サポートを行うといった
実際の活動へとつなげるプログラムです。
「学ぶ」では、障がいのある方を講師とした、障がい者の“リアル”

な声を聞くことで、障がいのある方とのコミュニケーション方法を
学びます。また「感じる」では、従業員自らが車いすや高齢者体験キッ
トを装着して、地域の飲食店やさまざまな施設のバリアフリー状
況について調査を行います。さらに「行動する」では、スポーツ大会
やコンサートなど、全国で開催されるイベントに来場された障がい
のある方やご高齢の方へ、会場の説明や案内などのサポートを行
うブースの運営に協力します。

研修や活動に参加することで、お客さまへの応対の質を高める
だけでなく、あらゆる目線で建物や街を見直す機会にもなり、当社
全体のユニバーサルマナーの向上につなげています。人を思いやり、
街を知り、暮らしをよりよくするための活動を実施することで「人・街・
暮らしの価値共創グループ」として地域に貢献します。

なお、東京都が東京2020オリンピック・パラリンピックを見据え、
心のバリアフリーに対する社会的気運の醸成を図り、意識啓発等に
取り組む企業「東京都『心のバリアフリー』サポート企業」として東京
本社が登録されました。

Daiwa Sakura Aid

2008年3月末。当社に1本の電話がありました。
「吉野山の桜が元気をなくしている。枯れた木を取り除き、新し

い苗木を植えていかなければ桜が衰退してしまう。創業者が吉野
出身である大和ハウス工業に支援をしてもらえないだろうか」とい
う奈良県・吉野町からの要請でした。

桜の名所であり世界遺産としても有名な奈良県吉野山の桜は、
近年の環境変化や樹勢の衰えにより深刻な危機的状況にあります。

そこで、当社は創業者のゆかりの地というご縁もあり、2008年
から桜の保全・再生の支援をする活動をスタートしました。

当社グループ公式 Web サイト Daiwa Sakura Aid
https://www.daiwahouse.com/sustainable/social/
contribution/sakura/

関連ページ

研修で視覚障がいを
体験する従業員

街のバリアを体験する従業員

障がいのある方をサポートする
従業員

バリアフリー情報を
収集・投稿する従業員

※宿泊施設や飲食店をはじめ、ありとあらゆる場所におけるバリアフリー情報を共有する
　サービス。

■ 「Bmaps（ビーマップ）※」への協力
障がい者や高齢者、ベビーカー利用者など、外出に不安を感じ

る方々にとって「情報の壁」は解決すべき課題の一つです。Bmaps
では、当社従業員が宿泊施設や飲食店をはじめとしたありとあらゆ
る場所のバリアフリー情報を集め、投稿することでその情報が専
用アプリ内に蓄積されるので、利用者が「行きたい場所」に「行ける
のかどうか」を手軽に調べることができます。障がい者や高齢者、
ベビーカー利用者などが、安心して外出できる社会の創出を目的
としています。

当社では、Bmapsの趣旨に賛同し、2018年度より協力していま
す。Bmapsへの協力を通して社内のバリアフリーへの意識向上を
図ると同時に、多様な方々の外出を支援していきます。

ニケーションを図ることで多くの気づきを得る価値ある機会となり
ました。また、このイベントが一人ひとりが得意な能力を活かして
活躍できる場を創出し、障がい者と健常者が共に生きていける社
会をつくるきっかけにつながっています。

今後も、継続的に支援活動を推進していくことで、事業活動を通
じた社会貢献に寄与していきます。

【Daiwa Sakura Aidとは】
吉野山の桜保全活動ならびに全国の小学校を中心に、和楽器の

演奏・体験と桜の植樹を行う桜プロジェクトを通じて「和の精神」を
象徴とした「桜」をキーワードに、「共に創る。共に生きる。」という精
神のもと、 桜と、桜にまつわる歴史や文化、芸術、生活を守り、 後
世へと伝えていく活動です。

地域市民との共創共生　
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■ 吉野山の桜保全活動
2018年度は全6回、延べ160名の当社グループ従業員とその

家族が活動に参加し、さくらんぼ拾いや植樹を実施しました。また、
昨年度に引き続き、土壌環境の専門家を招き、これまで当社が力
を注いできた太閤花見塚において、桜の生育環境の改善を重視し
た土壌改良を実施しました。継続的に土壌改良を行った結果、表土
の硬化が改善され、これまで群生していなかった草木が生い茂り、
桜に付着していたウメキゴケの減少など、よい方向に少しずつ環
境が変化し、桜が健康に生育できる環境へと再生しています。

また、2019年3月に吉野山の地域市民を対象に当活動の説明
会を行い、旅館や飲食店を中心に桜の募金箱を設置し、苗木育成
事業に充当するための募金活動を実施しています。

吉野山の桜を再生・維持していくことを目指し、地元の皆さまと
の協働体制を強化し長期的な支援を続けていきます。

中千本から見た
吉野山の風景

2013年に花見塚に植樹した桜が
開花している様子

さくらんぼ（桜の種）を拾い、
果肉をとっている様子

花見塚の土壌改良作業

■ 桜プロジェクト
吉野山の桜保全活動を続けていくなかで、全国的に寿命を迎え

ている桜が増えてきているという話を受け、桜を未来につなげて
いくために「桜をつなごう」をスローガンとし、2010年度より全国
の小学校を中心に実施しています。

2018年度は23ヵ所で実施し、延べ6,692名のこどもたちが参
加し、52本の桜の植樹を行いました。これまで、284ヵ所で延べ
83,310名のこどもたちが参加し、692本の桜を植樹しました。なお、
2018年7月6日に島根県「松江市立乃木小学校」で実施した桜プロ
ジェクトをもって、47都道府県のすべてで実施したこととなります。

2018年7月6日に
桜プロジェクトは
47都道府県実施を達成

また、2017年度からは新プログラムを導入し、こどもたちを学
校の「桜守」に任命することで、こどもたちがより自分たちの手で桜
を育てていくという意識づけを行い、植樹の際には「大きくなあれ、
桜の木」と声を掛けながら苗木に土を掛けています。イベント終了
時には、桜の育て方などを記した桜守手帖を一人ひとりに配付して
います。
「本物に触れる体験」を通じて、未来を担うこどもたちに日本文化

の素晴らしさと美しさを感じてもらうとともに、桜を大切に育てる
ことで自然環境と命の大切さを伝えていきます。また、2018年度
からは「桜の観察会」も開始し、こどもたちが意識的に桜に目を向け、
桜の成長を体感する機会を設けています。

2018年度に実施した学校の教職員に向けたアンケート（144名
が回答）では、97.2%に当活動の趣旨にご賛同いただき、95.1%
に満足いただく活動が実施できています。

また2015年度より、実施後も継続的に植えた苗木の定期点検
（アンケートと回答に基づく植木職人の訪問）を行っており、2018
年度に実施した定期点検ではアンケートに回答した84.6%の学校
で植樹している桜がすべて元気に育っています。枯れている、一部
枯れていると回答のあった15.4%の学校へは植木職人が訪問し、
植替えや施肥、土壌改良など、桜が育つ環境整備を行っています。

当社は、こどもたちの成長とともに桜の成長を見守り次代へつ
なげる体制を整えています。

桜の観察会でこどもたちが
描いた観察シート

植樹の様子

年度
2016年度 2017年度 2018年度
ヵ所 ％ ヵ所 ％ ヵ所 ％

実施数 143 　— 153 　— 130 　—
回答数（回答率） 104 72.7 136 88.9 130 100
回答数の内、問題
なく生育と回答 75 72.1 103 75.7 110 84.6

回答数の内、対応
が必要と回答 29 27.9 33 24.3 20 15.4

■ 桜プロジェクト定期点検の実績

地域市民との共創共生　
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株主との
共創共生

実践報告

担当役員メッセージ

中長期的な株主価値向上とIR活動
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ESG開示情報の
GRI対応状況

ステークホルダー
ミーティング参加者
満足度
ディスカッションが
『発言しやすい雰囲気であった』

80.0%
当社の説明内容が『わかりやすい』

55.0%

97.7%

■ チャリティーコンサート
Daiwa Sakura Aidの活動意義を広く知っていただき、桜の保

全・伝承や日本の文化に触れる機会をつくるために、積極的な情
報発信を行っています。

その一つとして、当活動に賛同しているアーティストにご協力いた
だき、チャリティーコンサートを実施しています。2018年度は首都圏・
関西を中心に19回実施しました。会場では、桜の保全のための募金
活動も行い、合計1,063,800円 の募金をいただきました。

その他にも、現地吉野山での募金活動や写真展の開催、写真集「さ
くら」・小冊子「ひとひら」発行などの活動を通じて、より多くの皆さま
に桜の大切さや保全に対する想い、全国各地の桜にまつわる物語を
伝えています。

■ 事業所やグループ会社との連携
全国の大和ハウス工業事業所やグループ会社と連携を図り、現

地吉野山の桜保全活動に直接参加できない従業員やお客さまも
桜の保全活動に参画できる体制を整えています。

当社では事業所や工場、施工現場に設置されている自販機の収
益の一部を桜の保全活動に充当しており、2018年度は1,560,492
円を寄付しています。また、当社グループでも募金活動を実施して
おり、大和リゾートではコーヒー1杯につき1円の寄付活動、大和リー
スでは運営する商業施設で回収した衣服1kgにつき5円の寄付活
動、大阪マルビルでは客室1室販売につき1円の寄付活動などさま
ざまな形でグループ一体となった支援を行っています。

大和リース運営施設内での
衣類回収活動の様子

奈良工場に設置されている
寄付機能付自販機

企業市民としての主な寄付・協賛事業

■ 東京2020オリンピック・パラリンピック オフィシャルパートナー
当社は、人々の心に感動を築くスポーツの振興に賛同し、東京

2020オリンピック・パラリンピック競技大会における「施設建設&
住宅開発」のオフィシャルパートナーとして、東京を世界に誇れる
都市にするための事業活動を通じ、東京2020大会の成功に貢献
していきます。

■ 大阪マラソンへの協賛・参加
当社は2011年の第1回開催より、公式スポンサーとして「大阪マ

ラソン」を支援するとともに、当社グループ全体としても「大阪マラ
ソン“クリーンUP”作戦」への参加、EXPOブース出展、給水ボラン
ティア、ランナーとしての参加など、さまざまな形で大会に協賛・参
加しています。

■ 大阪交響楽団への支援
当社は2006年度から、公益社団法人大阪交響楽団のメインス

ポンサーとして活動を支援しています。大阪に本社を置く企業とし
て、同じく大阪を拠点に活動する楽団の支援を通じて、地域活性化
や芸術文化の発展に貢献します。

■ 石橋信夫記念館文化フォーラムの開催
当社の創業者である石橋信夫が築いた功績と当社の歩みを紹

介する施設として2007年に「石橋信夫記念館」を開館しました。そ
の創業の志と、歴史上の優れた知恵やリーダーシップを重ね合わ
せながら、今の日本のあるべき姿と今後の指針を多彩なパネリス
トに語っていただく「石橋信夫記念館文化フォーラム」を開催して
います。2008年の第1回から11年連続で開催され、全国各地から
多くの皆さまに聴講いただいています。

工場における地域市民との交流

工場の持続的な操業には、地域社会への配慮と積極的なコミュ
ニケーション活動が重要です。工場の整備基準を示した「自社工場
建設・建替えマニュアル」では、近隣住民の往来に配慮した駐車場
の外構計画、大型車両の騒音や排気ガス、夜間のヘッドライトに対
する植栽や塀による遮蔽、季節感を感じさせる緑化スペースの確
保と樹種の選定をすすめています。さらに、近隣住民の災害時の
利用を考慮した設計を行うことも求めています。

また、当社は近隣住民との良好な関係を構築するため、工場で
の地域共生活動を推進しています。主な活動としては、清掃活動、
地域イベントへの参加、桜プロジェクト（前述）、インターンシップ
の受け入れを行っています。地域の小・中学校からの工場見学や
インターンシップの受け入れを通じて、ものづくりの現場や働く意味、
将来の職業について考えてもらう場を提供しています。

毎春さくらの募金活動を吉野山で実施チャリティーコンサートでの
募金活動の様子

当社グループ公式Webサイト 協賛活動
https://www.daiwahouse.com/ad/sponsor

関連ページ

日本全国の桜の魅力を
紹介する冊子
写真集「さくら」・小冊子「ひとひら」

地域市民との共創共生　
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株主との
共創共生

実践報告

担当役員メッセージ

中長期的な株主価値向上とIR活動
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ESG開示情報の
GRI対応状況

ステークホルダー
ミーティング参加者
満足度
ディスカッションが
『発言しやすい雰囲気であった』

80.0%
当社の説明内容が『わかりやすい』

55.0%

97.7%
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企業価値向上経営の推進を念頭に、財務および
非財務に関する株主さまとのコミュニケーションを
これまで以上に強化してまいります。

担当役員メッセージ

皆さまの大切な資産をお預かりしている
重責を再認識しています

大和ハウス工業においては、株主および投資家の皆さまのご支
援を賜り、おかげさまで「第5次中期経営計画」の最終年度である
2019年3月期は、売上高、利益ともに過去最高を更新することが
できました。また、2019年4月時点において、大和ハウスグループ
は企業数が387社、役職員が約67,000名にまで拡大しております。

その一方で、3月には中華人民共和国の関連会社における不正

常務執行役員 
経営管理本部財務部長
経営管理本部 IR 室長

行為が判明したのに続き、4月には戸建住宅および賃貸共同住宅
における建築基準に関する不適合等が明らかになりました。当社
に投資していただいている皆さまには株価の下落などでご心配を
おかけしました。信頼を損ねる事態を招きましたこと、深くおわび
申し上げます。

この度の事態に際しては、当然のことながら多方面から厳しいご
意見をいただきました。財務ならびにIR全般に責任ある立場として、
いただいた声を真摯に受け止めるとともに、諸問題に関する正確
な情報を迅速にお伝えすることが果たすべき使命と心得ておりま
す。また、皆さまの大切な資産をお預かりし、適切に運用すべき立

山田 裕次

株主との共創共生
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皆さまのお声を経営層にしっかりと
伝えております

より丁寧なIR活動の展開に
努めてまいりました

ESGに対する企業姿勢が問われる
時代に向けて

場の者として、付託に真剣に応えることの重責を改めて痛感してい
る次第です。

「第5次中期経営計画」におきましては、「株主との共創共生」につ
いて、コーポレートガバナンスガイドラインに準じて経営の透明性
を追求するとともに、投資判断に役立つ情報の開示に努めてまい
りました。加えて、事業に関わる財務情報とともに、ESG（環境・社
会・ガバナンス）に関わる非財務情報を含めた統合思考のもとで、
中長期にわたる持続的な経済価値の創出に向けて大きく踏み出す
ことができたと考えております。

IR（インベスター・リレーションズ）の具体的な活動としては、定
例である決算説明会や経営説明会に加えて、テーマを絞ったスモー
ルミーティング等での対話、アナリストや機関投資家の方々を対象
にしたIRカンファレンス、事業内容や経営のあり方をより深く知っ
ていただくための各事業施設の見学会、統合報告書の発行、さら
には個人投資家向けの「オンライン説明会」などを挙げることがで
きます。

現在、当社グループは、戸建住宅や賃貸住宅、マンション、住宅
ストック、商業施設、事業施設をコア事業に、ホームセンター、都市
型ホテル、リゾートホテル、スポーツ関連施設など多岐にわたる領
域で事業を展開しています。そのため、個人および法人のお客さま、
いずれとも良好な関係づくりが不可欠であることは申すまでもあ
りません。そして、IRにおいても、機関投資家から個人の株主さま
に至るまで、情報の開示はいずれも公平公正に行うのが我々の義
務と考えます。当社グループに対するご理解を賜り、一人でも多く
の方に株主となっていただけるように尽力してまいります。

当社は、株主・投資家との長期的な信頼関係構築のため、情報開
示やコミュニケーションについては、法定開示のみならず経営方針や
財務情報、事業の取り組みのほか、その背景にある要因や経営環境
など、投資判断に必要な情報を伝達することとしておりますが、それ
らを支える基盤である非財務の価値を明示することも重要であると
認識しております。そのため「儲かるからではなく、世の中の役に立

つからやる」といった創業者が遺した言葉を筆頭に、当社グループ
がなぜ事業に取り組むのか、事業の成長を目指すうえで競争優位
は何であるのか、事業を通じて社会にどのように貢献していくのか、
そして取り組みが企業価値の向上にどのようにつながっていくの
か等、財務と非財務の両面から情報をきめ細かく発信していきた
いと考えております。

また近年はESGの観点から、株主および投資家の方々からご質
問やご意見をいただくことが増えてきました。かつては環境や社会
の問題への対応といった質問を受けることは少なかったのに対して、
SDGs（持続可能な開発目標）に対する理解が広まるなかで、こうし
た課題に対する企業の姿勢が問われる機会が明らかに増えており
ます。

その点、当社グループは創業以来「会社は社会の公器」という創
業者の信念を継承しつつ、事業を通じた社会課題への貢献を重視
した経営に注力してまいりました。今後、事業を通じた財務価値と
社会価値の創出がますます求められるなかで、株主の皆さまにも
共感いただける経営を進め、ご説明していきたいと考えています。

株主および投資家の皆さまへの財務および非財務に関する情
報の提供が重要であるのと同様に、皆さまのご意見を社内にフィー
ドバックすることもまた重要な使命であります。

当社の基本的な取り組みとしては、取締役会に対して定期的に
皆さまのご意見やご要望を伝えています。また、社外取締役や監
査役など独立役員に対しては、年2回、報告を行っています。こうし
た場においては、財務面に加えて非財務面の情報もまた役員間で
共有するように努めております。

また、事業リスクに関する情報については、潜在的なものを含め
て迅速かつ的確に経営層に伝えることで、リスクの把握と回避、低
減を図っています。このほか、海外ロードショーとして、経営トップ
が可能な限り海外に赴き、各国の機関投資家などの方々に当社グ
ループの方針や取り組みについて説明させていただく一方、皆さ
まの忌憚のないご意見を経営トップが自ら拝聴することで、経営の
意思決定に反映するように努めております。

株主との共創共生
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財務・非財務の両面から情報を発信いたします 社内IRの強化を通じて、経営に対する
従業員の理解を促進

持続的な成長と中長期的な
企業価値向上に資するIR活動を強化

社会性中期計画（2016〜2018年度）における考え方と成果

2022年3月期を最終年度とする「第6次中期経営計画」におい
て資本戦略として「経営効率と財務健全性の維持」を挙げており、
株主価値向上のため、資本コストを上回るROE（株主資本利益率）
13%以上を目指しています。そして、安定的に成長投資資金を調
達できる強固な財務基盤確保のために、D/Eレシオ（自己資本に対
する負債の割合）を0.5倍程度とし、最適資本構成の構築を図って
います。配当性向については、引き続き30%以上とし、業績に連動
した利益還元を行うとともに、機動的な自己株式の取得も検討し
ていく考えです。

また今後は、新たな成長ステージとして海外事業の拡大が課題
として挙がっています。財務面においても、海外事業における情
報開示が重要課題の一つと認識しております。国内事業と同様に、
機会とリスクを迅速かつ的確に把握し、必要に応じて情報開示を行っ
てまいります。

そして中期経営計画において、当社グループとして「環境・社会
に対する取り組み」を掲げていることから、ESGやSDGsの観点を
ふまえて、これまで以上に財務・非財務の両面から情報の発信に
注力していく考えです。

社会性中期計画の重要課題として「財務・非財務コミュニケーショ
ンの一体化・システム強化」があります。これは、経営層をはじめ、
本社部門や事業所における財務および非財務に関する一体的なコ
ミュニケーションに向けて体制を強化していく取り組みです。特に、
情報開示に関しては、連結ベースでの非財務情報の開示や、証券
取引所など報告や提出を行う先の多様化を念頭に、効率的なシス
テムの構築を目指しています。

当社グループでは、これまでも経営層による株主および投資家
の方々とのコミュニケーションに努めてきました。今後は、当社の
財務部やサステナビリティ企画部などが密接に連携し、財務・非財
務コミュニケーションの強化に向けた体制をグループ全体で整備
することで、経営層が自らの言葉で短期および中長期におけるリ
スクと機会を認識しつつ、事業とESGを統合した長期ビジョンおよ
び戦略について語る仕組みづくりに注力してまいります。

そのなかでは、機関投資家の方々の間で関心が高まっている統
合思考に基づいた経営についてのスモールミーティングの開催な
ども検討中です。こうした活動を通じて、皆さまとの建設的な対話
に努めつつ、経営の質の向上を図り、当社グループの持続的な成
長と中長期的な企業価値向上を目指してまいります。

 

なお、もう一つ今年度以降の取り組みとして、社内IRの強化を
挙げたいと考えます。当社は「社員持株会」を通じて、従業員による
株式の保有を図っております。おかげさまで、従業員の約9割が加
入している状況です。加えて「統合報告書」などの記載内容に関心
をもつ従業員が増えています。

こうした状況をふまえ、昨年度においては、従業員に向けて説明
会を2回実施し、事業の現状や課題について共有する機会を設け
ました。今後は従業員に対する財務・非財務コミュニケーションの
強化にも努めてまいります。そして、経営に対する従業員の理解を
促進していくなかで、企業価値の向上へとつなげていきたいと考
えております。

社内の各部門が連携して今後も、新たな課題についても取り組
み、使命を果たしたいと考えます。そして、引き続き心に響くIRに
努めることで、株主および投資家の皆さまとの「共創共生」を進め
てまいります。

近年、企業は投資家から、短期的な業績だけでなく、中長期にわ
たって成長し続ける企業であるかを評価されるようになっています。
その根拠として、事業に加えて、ESG・非財務面、すなわち企業の
本源的価値について明確化し、説明していくことが株主・投資家に
対する重要な責務の一つといえます。

また、過剰なショートターミズム（短期利益志向）は株主・投資家
との良好な関係を阻害しかねないとの観点のもと、中長期にわた
る持続的成長に向けた事業環境を整えることもまた欠かせません。
そのため、人財や設備、研究開発への投資を計画的に進めるとと
もに、お客さまや取引先、従業員、地域市民など各ステークホルダー
との良好な関係を築くことが欠かせない取り組みといえます。

加えて、ESGに関する情報の開示やエンゲージメントについて、
日本においては企業および株主・投資家の双方とも試行錯誤の段
階にとどまっており、情報開示などの機会がまだ限られているのが
現状です。今後、積極的な情報開示とあわせて株主・投資家と建
設的な対話を重ねることで、持続的成長を目指していくことが社
会的課題として重視すべきと考えます。

社会的課題

株主との共創共生
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透明性

「ESG情報開示に対する外部評価」について、FTSE4Goodレーティ
ングの2015年度の2.0をベンチマークとして、2018年度目標は4.0
としています。これに対して、2018年度実績は3.9となりました。なお、
2019年度は4.1のスコアを獲得しています（2019年6月24日現在）。

また「ESG開示情報のGRI対応状況」について、2015年度の
68.4%をベンチマークとして、2018年度目標は80%としています。
2018年度実績は97.7%となり、目標を達成しました。

中期CSR計画の成果（CSR自己評価指標の実績から）

私たちは経営ビジョンに掲げる「共創共生」の精神のもと、
株主との目的をもった対話を実現するため、双方向のコ
ミュニケーションの充実に努めます。

日本の人口減少などに代表される、社会の変化による従業員や
取引先などのステークホルダーの状況の変化は、人手不足などさ
まざまな形で当社のリスクとして現れます。

このほか近年、当社グループの事業拡大によって物流施設など
成長分野への積極的な投資が続くなかで、投資の集中によるリス
クについて慎重な判断が欠かせないと考えます。これは海外事業
についても同様であるほか、為替相場の変動リスクについても十
分に対処していかなければなりません。

以上のように、企業価値の向上に関わるリスクを的確に把握、対
処する一方、株主・投資家の皆さまとの対話を通じて、株式を長期
的に保有いただくとともに、経営の改善を図っていきます。

当社グループのリスク・機会とその対応

ステークホルダー・エンゲージメント　

「ステークホルダーミーティング参加者満足度」について、2018
年度目標は100%としています。これに対して、実績はディスカッ
ションが『発言しやすい雰囲気であった』の全体に占める比率が
80.0%、当社の説明内容が『わかりやすい』が同55.0%となりまし
た。今後もステークホルダーの皆さまとのエンゲージメントに積極
的に取り組んでいきます。

個別指標 実績 2018年度目標
ESG開示情報のGRI対応状況 97.7% 80%

■ ESG開示情報のGRI対応状況

91.0%
2017年度 実績

97.7%

個別指標 実績 2018年度目標
ステークホルダーミーティング参加者満足度
・ディスカッションが『発言しやすい雰囲気で
 あった』 80.0% 100%

・当社の説明内容が『わかりやすい』 55.0% 100%

・ディスカッションが『発言しやすい雰囲気であった』
■ ステークホルダーミーティング参加者満足度

84.6%

2017年度 実績

80.0%
・当社の説明内容が『わかりやすい』

76.9%

2017年度 実績

55.0%

財務・非財務コミュニケーションの制度・仕組みの確立と、統合経営への理解促進

2021年度末までに構築財務・非財務コミュニケーションの一体化・システム強化

主な重要課題

社会性中期計画　エンドレス ソーシャル プログラム2021
主なKGI経営目標指標（2021年度目標）

第6次中期経営計画へ

社会性長期ビジョン【株主】
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中長期的な株主価値向上とIR 活動

大和ハウス工業は、事業活動を通じて創出した利益を株
主の皆さまに還元することとあわせ、中長期的な企業価値
の最大化のために不動産開発、海外事業展開、M&A、研究・
開発および生産設備などの成長投資に資金を投下し、1株
当たり利益（EPS）を増大させることをもって株主価値向上を
図ることを株主還元の基本方針としています。

配当性向については、親会社株主に帰属する当期純利益
の30%以上として業績に連動した利益還元を行うとともに、
安定的な配当の維持に努めています。なお、自己株式の取
得については、市場環境や資本効率などを勘案し、適切な時
期に実施することとします。

また、国内外の株主・投資家をはじめとするすべてのステー
クホルダーとの長期的な信頼関係を構築するため、情報開
示については、法定開示のみならず経営方針や財務情報、
事業の取り組みのほか、その背景にある要因や非財務情報、
経営環境など投資判断に必要な情報を、迅速、正確かつ公
正公平に伝達することを基本方針としています。

そして、「共創共生」の精神のもと、株主との目的をもった
対話を実現するために、双方向のコミュニケーションの充実
に努めています。

基本方針・考え方
当社のIR活動では、企業の持続的な成長と中長期的な企業価

値の向上に資するように、株主・投資家との対話は経営陣ならび
にIR担当役員が臨むことを基本方針としています。建設的な対
話実現のために、社内各部門と協力できる体制を整え、当社の経
営戦略や経営計画をより分かり易くご理解いただけるよう努めて
おります。また、投資家への情報提供を行う企業評価機関への情
報開示にも応えられるよう情報の集約・発信ができる体制を整え
ています。加えて、財務・非財務情報の両面について、企業価値
の持続的な向上の観点から、株主・投資家の皆さまとの建設的な
対話ができるよう努めています。

企業価値を判断いただくための情報開示としては、個別面談
のほか、経営説明会や施設見学会などの開催に加え、IRツール、
Webサイト等のメディア媒体を通じた情報発信にも積極的に取
り組んでいます。

また、情報開示に努める一方、株主・投資家の皆さまとの対話
を通じていただいたご意見・ご要望は取締役会などを通じて経営
陣ならびに取締役に定期的に報告しています。社外取締役に対し
ても年2回の報告会を実施する等、客観的かつ独立した観点から
課題認識を共有しています。

IR活動を通じて、企業価値が正しく評価されることに努めると
ともに、よりよい経営判断のために頂いたご意見・ご要望を経営
陣に適時適切にフィードバックし、企業価値のさらなる向上を図っ
ていきます。

マネジメント

■ 1株当たり当期純利益（EPS）

■ 配当金・配当性向

■ 利益配分の考え方

利益創出
投資活動

配当性向 30%以上および機動的な自己株式の取得
株主還元
営業キャッシュフロー

事業活動

2017 2018
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※2015年度は、60周年記念配当10円を含む。
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2018年度の主なIR活動
主な取り組み

経営説明会の様子

随時 四半期毎 半期毎 年1回
・決算概要の説明を音声にてWebサイトで開示 ●
・決算説明会や経営説明会の内容を音声・テキストにてWebサイトで開示 ●
・IR情報誌への記事掲載 ●

機関投資家・アナリスト向けに実施した活動
・国内外の機関投資家との個別面談・電話取材の対応 ●
・電話カンファレンスでの決算説明会 ●
・経営トップによる経営説明会 ●
・経営トップによる海外ロードショー ●
・ESGスモールミーティング ●
・証券会社主催のスモールミーティング ●
・証券会社主催のIRカンファレンスへの参加 ●
・機関投資家向け施設見学会 ●

個人投資家向けに実施した活動
・オンライン会社説明会 ●

IR活動を通して得た意見の社内へのフィードバック
・取締役会での活動報告 ●
・社外取締役への活動報告 ●
・事業部門との業績・市場動向についての意見交換 ●

株主との共創共生
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2018年度は個別面談・電話取材・スモールミーティング等を通
じて、延べ751社の機関投資家・アナリストとの対話を実施しまし
た。海外IRについては、COO・CFO・IR担当役員が欧州、北米、香
港・シンガポールを訪問し、25社の投資家との対話を実施しました。
また、当社では投資家の関心が寄せられている事業セグメントに
フォーカスした事業説明会を実施しています。2018年度は、物流
施設の見学および説明会、海外事業戦略についての説明会を開催
し、各事業の成長戦略や将来性についてご説明しました。

そして、2018年8月には3冊目となる「統合報告書2018」を発行
し、投資家とのコミュニケーション・ツールとして活用しています。
同誌では“大和ハウスグループの価値創造”に欠かせない3つの経
営基盤（人財基盤、顧客基盤、技術・ものづくり基盤）と強み（複合
的な事業提案力）に加え、「環境」・「社会面」・「ガバナンス」の視点を
統合した、中長期の価値創造プロセスを紹介し、当社グループの
取り組み、成長性について説明しています。

あわせて近年は、ESGに関する対話にも力を入れており、2018
年12月にESGスモールミーティングを実施。当日は28名の投資
家にご参加いただき、活発な意見交換の場となりました。参加され
た投資家からは、「企業がESGに取り組むことは、持続的な成長に
どうつながると考えているのか」「マテリアリティは今後どのように
見直していくのか」「現在の取締役構成となっている理由を教えて
ほしい」といったESGに関する質問だけでなく、「御社の経営ビジョ
ンは『創業100周年に売上高10兆円の企業グループを達成する』
という目標とどのようにつながっているのか」等、統合報告書の内
容に関する質問もいただきました。

大和ハウス工業では、公式Webサイトを活用し、株主・機関投
資家をはじめとするすべてのステークホルダーへの適時適切な情
報開示に努めています。

月次受注状況の開示、四半期毎の定性情報・業績ハイライトだ
けではなく、決算の概要説明についても、決算発表と同時に日本
語・英語の音声でWebサイトへ公開する等、タイムリーな情報発
信を行っています。

また、当社の経営方針や事業の取り組みについて、国内外の株
主・投資家にご理解いただけるよう、トップメッセージや各事業に
ついての説明、株主還元方針、資本政策などほぼすべてのページ
を日本語・英語の2言語で公開しています。この他、経営陣による
経営説明会や個人投資家向け会社説明会でのプレゼンテーション
の動画も配信しており、さまざまな形態での情報開示に注力して
います。

2018年10月に、インターネットを活用した個人投資家向けオン
ライン説明会を実施し、当日は509名にご参加いただきました。

5回目となる今回は、投資家の関心が高いセグメントにフォーカ
スを当てた事業説明と、統合報告書2018をベースにした当社の
中長期的な成長戦略をご説明した後、リアルタイムで寄せられる
参加者からの質問にお答えしました。ご参加いただいた個人投資
家からは、「インフラから一気通貫で開発できる複合的な事業領域
であることが、経営の安定に資していると強く感じた」「地方の株主
にとっては、とてもよい情報源となった」という意見をいただいて
います。

投資家に向けた情報開示 個人投資家との対話・コミュニケーション

機関投資家との対話・コミュニケーション

P189〜190 ESGインデックス組み入れ状況
大和ハウスグループ公式Webサイト IR情報
https://www.daiwahouse.com/ir/

関連ページ
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環境との
共創共生

実践報告

担当役員メッセージ

環境長期ビジョン

環境行動計画（エンドレス グリーン プログラム）

環境マネジメント

サプライチェーンマネジメント（環境）

地球温暖化防止（エネルギー・気候変動）

自然環境との調和（生物多様性保全）

資源保護（長寿命化・廃棄物削減・水資源保護）

化学物質による汚染の防止

環境コミュニケーション

（関連ページ）

外部との協働・外部からの評価

環境データ

　長期目標に対する進捗状況
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eco検定取得人数
環境マネジメント

地球温暖化防止

自然環境との調和

資源保護

化学物質による汚染の防止

環境コミュニケーション

4,402名

CO2排出量
(売上高あたり)

62%削減

緑被面積

839千m2

リサイクル率（新築）

98%

PRTR対象化学物質
排出・移動量

50%削減

はぐエコ（環境教育）
参加人数（累計）

6,772名
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実践報告

担当役員メッセージ

環境長期ビジョン

環境行動計画（エンドレス グリーン プログラム）

環境マネジメント

サプライチェーンマネジメント（環境）

地球温暖化防止（エネルギー・気候変動）

自然環境との調和（生物多様性保全）

資源保護（長寿命化・廃棄物削減・水資源保護）

化学物質による汚染の防止

環境コミュニケーション

（関連ページ）
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eco検定取得人数
環境マネジメント

地球温暖化防止

自然環境との調和

資源保護

化学物質による汚染の防止

環境コミュニケーション

4,402名

CO2排出量
(売上高あたり)

62%削減

緑被面積

839千m2

リサイクル率（新築）

98%

PRTR対象化学物質
排出・移動量

50%削減

はぐエコ（環境教育）
参加人数（累計）

6,772名
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担当役員メッセージ

2015年12月に採択された「パリ協定」に基づいて世界各国は気
候変動への取り組みを強化しており、IPCC※から昨年発表された

「1.5℃特別報告書」を受け、その動きはさらに加速しています。ま
た、集中豪雨、酷暑、台風などの異常気象の増加によって、気候変
動が喫緊の課題であるとの認識が広がっており、国内でもさまざ
まな取り組みが広がりつつあります。「パリ協定」と並んで世界の
大きな流れとなっている「SDGs」においても気候変動は取り組む

べきゴールの1つとして設定されるとともに、他のゴールとも密接
に関係する重要な課題となっています。

大和ハウスグループは企業市民の一員として、これら課題の重
要性を認識し積極的かつ計画的に取り組みを推進しています。

最重要課題である「気候変動の緩和と適応」に加えて「自然環境
との調和」、「資源保護・水資源保護」、「化学物質による汚染の防止」
を重点テーマとする環境長期ビジョン“Challenge ZERO 2055”
を2016年に制定し、およそ3カ年ごとの具体的な目標と計画を“エ
ンドレス グリーン プログラム（EGP）”として策定し、グループ全体
で活動を行っています。

商品とモノづくりの両面から脱炭素を推進。
環境と企業収益の両立を実現します。

取締役専務執行役員
未来共創センター長
環境担当

土田 和人

「気候変動の緩和と適応」を最重要課題に掲げ、
温室効果ガス排出量の削減を推進
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SDGsへの貢献

“EGP2018（2016〜2018年度）”では、「環境と企業収益の両
立」に向け、「ライフサイクル思考」と「グループ・グローバル一体で
の環境経営」をコンセプトに活動を実施しました。

この間、温室効果ガスの排出量削減については国際イニシア
ティブである「SBT」の認定を取得して「パリ協定が求める2℃目標」
との整合性を確保するとともに、エネルギー効率向上については

「EP100」、再生可能エネルギーの利用拡大については「RE100」
の両イニシアティブに建設業としては世界で初めて加盟し、中長期
を見据えて活動を加速させています。

主な成果として、自社活動においては、大規模店舗で日本初と
なるZEB店舗「ロイヤルホームセンター津島店（愛知県）」を2016
年より運用するとともに、電力自給オフィスとして「大和ハウス佐賀
ビル（佐賀県）」を2018年に竣工し再生可能エネルギー100％で
の運用に挑戦中です。

住宅系商品においてはZEHの普及拡大を図るとともに、「セキュ
レア豊田柿本（愛知県）」、「高尾サクラシティ（東京都）」、「富山市
セーフ&スマートモデル街区（富山県）」などでエネルギー自給
住宅や電力融通、ZET の技術を導入し、街づくりにおいても先
進的な取り組みを推進しています。建築系商品においても、環
境配慮型事務所「D's SMART OFFICE」、環境配慮型工場「D's 
SMART FACTORY」をはじめとするD's SMARTシリーズの性
能向上を図り、多くのお客さまにご採用をいただいています。さ
らに、2018年度にはこうした取り組みのさらなる推進を宣言し、
環境大臣より住宅・建設業界の環境先進企業として「エコ・ファー
スト企業」に認定されました。

本年度から始まる新しい環境行動計画である“EGP2021（2019
〜2021年度）”では、SBT・EP100・RE100の実現に向けて、商品
とモノづくりの両⾯から“脱炭素“をさらに推進していきます。

住宅系商品におけるZEH、建築系商品におけるZEBの普及拡
大を図るとともに、広い事業領域を持つ当社グループの強みを活
かした複合開発でも省エネ、創エネ、蓄エネとそれらの連携によっ
て、さらにエネルギー効率の高い街づくりに取り組んでいきます。
また、再生可能エネルギーの売電事業、緑化事業、新ブランドであ
るリブネス事業（リフォーム・リノベーション）などを加えた環境貢

※ IPCC… Intergovernmental Panel on Climate Change（気候変動に関する政府間パ
ネル）気候変動に関する科学的知見について報告書を作成するWMO（世界気象
機関）とUNEP（国連環境計画）のもとに設立した組織。

ZEH基準をクリアする「xevoΣ PREMIUM」

電力自給オフィス「大和ハウス佐賀ビル」

「エコ・ファースト企業」認定式

新環境行動計画では「脱炭素」を
グループ・グローバル一体で加速
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近年、世界中で異常気象が頻発するなど気候変動は将来の問題
ではなく、喫緊の課題となってきました。豪雨や豪雪の影響でサプ
ライチェーンが分断されたり、猛暑の影響で建設現場での熱中症
リスクが高まるなど、すでに事業上の大きな脅威となっています。
そこで、当社グループではサプライチェーンの強靭化やITを活用
した施工現場における環境センサー「ウェザリー」の導入などの対
応を行うとともに、戸建住宅商品「災害に備える家」を発売するなど、
気候変動に対する適応策を講じています。

また、昨年9月にTCFDへの賛同を表明し、TCFDの最終報告
書で提言された気候変動に関する財務影響の情報開示について
も対応を推進していきたいと考えています。

一方で、気候変動をはじめとする環境問題に対する国内外の動
向は当社グループにとって大きな事業機会でもあると認識してい
ます。当社グループの売上高の8割以上を占める建設に関する事
業では、エネルギー消費の⾯で気候変動問題と密接に関係してい
ます。環境問題への意識の高まりや各種法規制の強化は環境性能
の高い建築物の導入促進につながるため、環境性能の高い商品
の開発を積極的に続けることにより事業優位性の確保を目指して
いきます。また、気候変動は世界共通の課題であることから、環境
性能の高い商品や環境⾯に優れた不動産開発は海外事業展開に
おいても重要な武器となるものと考えています。「SBT」、「EP100」、

「RE100」、「TCFD」などの国際イニシアティブ等に関する活動と
合わせて推進し環境ブランドを高めることによって、環境問題への
対応と企業収益の両立を実現させ、経営ビジョンである“⼈が⼼豊
かに生きる暮らしと社会の実現”に貢献していきます。

気候変動への適応策を強化するとともに、
環境と企業収益の両立を実現

献型事業をグループを挙げて展開し、環境貢献とともに事業競
争力向上と売上高の拡大を目指します。

当社グループの事務所、工場およびさまざまな施設においても
“脱炭素”を推進していきます。既存施設において徹底した省エネ
を継続的に実施しつつ、新築施設についてはエネルギー関連の先
進技術を積極的に活用してZEB化を推進し、新商品開発へのフィー
ドバックを行います。これらの取り組みにより温室効果ガス排出量

（売上高あたり）を2021年度に2015年度比で35%削減すること
を目指しています。

これらの取り組みに加え、環境情報開示の推進や環境教育の充
実、ITを活用した環境法管理システムの導入などグループ・グロー
バル一体での環境マネジメント体制強化も合わせて実施します。

また、「脱炭素」やその他さまざまな環境リスクの低減活動をサ
プライチェーンに拡大させるために、温室効果ガス排出量削減目
標の設定や持続可能な木材調達の推進などについて、取引先等と
WIN-WINの取り組みとなるように協働を推進していきます。

DREAM Solar 山形最上

ＢｉＶｉ千里山
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環境長期ビジョン

当社グループでは、大和ハウス工業の創業100周年にあたる2055年を見据えて、2016年度に環境長期ビジョン“Challenge 
ZERO 2055”を策定。グループ経営ビジョンである「人・街・暮らしの価値共創グループ」としてサステナブル（持続可能な）社会の
実現を目指し、4つの環境重点テーマ（気候変動の緩和と適応、自然環境との調和、資源保護・水資源保護、化学物質による汚染の防
止）に関して3つの段階（調達、自社活動、商品・サービス）を通じ、環境負荷“ゼロ”に挑戦します。

大和ハウスグループは、人・街・暮らしの価値共創グループ
としてサステナブルな社会の実現を目指し、
グループ、グローバル、サプライチェーンを通じて
環境負荷“ゼロ”に挑戦します。

気候変動の
緩和と適応

化学物質
による汚染
の防止

Challenge1

自然環境
との調和

Challenge2

資源保護
水資源保護

Challenge3

Challenge4

【環境重点テーマ】 【段階】

Challenge ZERO 2055

環境負荷“ゼロ”に挑戦

調達

自社活動

商品・サービス

資源採掘
原材料輸送
資材製造
資材輸送

事務・車両
工場・物流
施工・改修
解体

事業施設

戸建・賃貸住宅
マンション
リフォーム

商業・事業施設
環境エネルギー
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環境長期ビジョン

気候変動の緩和と適応
(地球温暖化防止・エネルギー)

脱炭素社会の実現に向け、徹底した省エネ対策の推進と
再生可能エネルギーの活用によりライフサイクルにおける
温室効果ガス排出量ゼロを目指します。

Challenge1

2025年までに戸建住宅、2030年までに建築物において、平均
的な新築建築物のZEH・ZEB化を図り、居住・使用段階の温室
効果ガス排出量（面積あたり）を2030年までに2015年度比
30％削減することを目指します。併せて、再生可能エネルギーに
よる発電や低炭素電力の供給を推進し、エネルギーゼロの街づ
くりを推進します。

全施設・全事業プロセスにおける温室効果ガス排出量（売上高あたり）を、2015年度比で2030年に45％削減、2055年には
70％削減を目指します。

● 既存施設のさらなる省エネ対策と新築施設のZEB化により、
全グループのエネルギー効率（使用エネルギーあたりの売上
高）を、2015年度比で2030年に1.5倍、2040年には2倍を目
指します。【EP100】　

● 再生可能エネルギーの拡大に取り組み、全グループの電力使
用量に対する再生可能エネルギー発電（売電含む）の割合を、
2030年に100％まで向上し、2040年には電 力使 用量の
100％を再生可能エネルギーでまかなうことを目指します。
【RE100】
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Action1

Action2

サプライチェーンの脱炭素化を目指し、主要サプライヤーの90％と、2025年までにパリ協定を考慮した温室効果ガスの
削減目標を共有し、共に取り組みを進めます。
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環境との共創共生



自然環境との調和
（生物多様性保全）

自然資本の保全・向上に向け、材料調達による森林破壊ゼロの実現と、
緑あふれる街づくりによる緑のノー・ネット・ロスを目指します。

Challenge2

Action2

Action1

2030年までに、住宅・建築物における建材において木材調達に伴う森林破壊ゼロ、2055年には全事業におい
て材料調達に伴う森林破壊ゼロを目指します。

開発に伴う自然資本の損失を最小限に抑えるとともに、お客さまと協働して、住宅・建築・街づくりにおける緑の
量と質の向上を図り、緑のノー・ネット・ロス※を目指します。
※ノー・ネット・ロス：開発する地域で失われる生物多様性を別の場所で補償（オフセット）することで影響がないものとする考え方

資源保護
（長寿命化・廃棄物削減・
水資源保護）

化学物質による
汚染の防止

資源循環型社会の実現に向け、住宅・建築物の長寿命化と廃棄物のゼ
ロエミッション、さらに健全な水循環を通じて、資源の持続可能な利用
を目指します。

Challenge3

住宅・建築物のライフサイクルを通じた化学物質の適正管理に取り組み、
人や生態系に著しい悪影響を及ぼすリスクの最小化（ゼロ）を図ります。Challenge4

新築住宅・建築物の長寿命化や可変性の向上を図ります。また、良質で安心な住宅・建築物の資産価値が長期
に渡り維持されるよう、既存建物の最適なリノベーション、リフォーム等を推進するとともに、これらが適正に評
価され、流通する市場の形成を目指します。

自社保有地はもとより、土地取引から建設プロセスまで、調査・対策を含む土壌汚染リスクの厳格な管理に
より、リスクの最小化（ゼロ）に取り組み続けます。

住宅・建築物のライフサイクルにおける化学物質リスクの把握に努め、予防的観点から有害化学物質の代替
（廃止）、削減、適正管理を進め、リスクの最小化（ゼロ）に取り組み続けます。

水リスクの最小化（ゼロ）に向け、ライフサイクルにおける水使用量の削減と排水管理を徹底します。

2030年までに、住宅・建築物のライフサイクルにおける廃棄物のゼロエミッション（循環利用）を実現し、2055
年にはその他全事業において廃棄物のゼロエミッション（循環利用）を目指します。

Action2

Action3

Action1

Action1

Action2

P219〜220  環境データ 長期目標に対する進捗状況関連ページ
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エンドレス グリーン 
プログラム 2021

環境を切り口に

を図る
収益拡大

事業を通じて

に貢献
環境負荷最小化

グループ一体で

を図る
環境リスク最小化

資源保護
・

水資源保護

気候変動の
緩和と適応

自然環境との
調和

（生物多様性保全）

4つの環境重点テーマ
（社会課題）

3つの領域での環境活動

化学物質による
汚染の防止

社
会
課
題
の
解
決

環
境
と
企
業
収
益
の
両
立

戸建・賃貸住宅
マンション
リフォーム

商業・事業施設
環境エネルギー

商品・サービス
事務・車両
工場・物流
施工・改修

解体
事業施設

自社活動

資源採掘
原材料輸送
資材製造
資材輸送

調達

環境リスク管理

環境経営基盤強化

調達

地球温暖化防止

自然環境との調和
（生物多様性保全）

資源保護
水資源保護

化学物質による
汚染の防止
土壌汚染防止

環境経営基盤強化、環境リスク管理

着手 調達先における省エネ支援及び省エネ建材認定制度の構築

自社活動 継続改善 新築施設のスマート化
既存施設の省エネ運用改善及び計画的な設備更新の継続

商品・サービス 重点改善 エネルギーゼロの住宅・建築・街づくりの推進
再生可能エネルギー（風・太陽・水・バイオマス）による発電事業の拡大

調達 継続改善 持続可能な木材調達の推進
自社活動 維持管理 自社・グループ施設における環境緑化の推進
商品・サービス 重点改善 開発・街づくりにおける緑の保全・創出の推進
調達 着手 主要建材における資源・水リスクの把握

自社活動 継続改善（資）
維持管理（水）

建設廃棄物における3R（リデュース・リユース・リサイクル）活動の推進
節水器具の採用推進

商品・サービス 資源循環型商品（高耐久・長寿命・省資源）の普及および再生建材の採用推進
節水器具の採用推進

調達

継続改善（資）
維持管理（水）

調達建材における化学物質管理の強化
土地購入時の土壌汚染リスク管理の強化

商品・サービス 継続改善

自社活動

維持管理（化）
継続改善（土）

生産段階におけるPRTR対象化学物質排出・移動量、VOC排出量の削減
居住系施設における室内空気質のさらなる改善
土壌汚染対応ソリューションの拡充
グループ・グローバルにおける環境パフォーマンスデータの信頼性向上
グループ一体での環境法管理システムの構築・運用

環境テーマ 段階 対応方針 基本方針

「エンドレス グリーン プログラム 2018」の基本方針

維持管理

グループ13社 グループ29社 全グループ会社（国内） 全グループ会社（国内・海外）

省CO2先導事例
の創出

エンドレス グリーン
プログラム 2013

CO2ダブルスコア
の達成

エンドレス グリーン
プログラム 2010

環境と企業収益の両立企業市民としての社会的責任

大和ハウス工業を含むグループ3社

環境自主行動計画 環境行動計画
2005
住宅現場の
ゼロエミッション
達成

ISO14001の
認証取得

環境保全 環境経営

グループ33社

エンドレス グリーン 
プログラム 2015
事業戦略と一体化した
戦略的環境活動の推進

エンドレス グリーン 
プログラム 2018
ライフサイクル思考にもと
づくグループ・グローバル
一体での環境経営の推進

マテリアリティ特定プロセス

1
STEP 課題の把握・整理

重要課題の抽出

2
STEP

妥当性の確認

3
STEP

マテリアリティの特定

4
STEP

環境行動計画への反映

マテリアリティマップ

関連ページ P141 有識者や投資家との対話

※マテリアリティ特定の詳細は、当社グループWebサイトをご覧下さい。

大和ハウス マテリアリティ で検索

詳細は
Ｐ155～164

詳細は
Ｐ165～170

詳細は
Ｐ171～176

詳細は
Ｐ177～180

詳細は
Ｐ151～152

SBT、EP100、RE100の
達成に向けた省エネ、創
エネ、CO2削減の推進

※「エンドレス グリーン プログラム 2018（EGP2018）」の目標と実績、自己評価の一覧はP209～210を参照下さい。
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エンドレス グリーン 
プログラム 2021

環境を切り口に

を図る
収益拡大

事業を通じて

に貢献
環境負荷最小化

グループ一体で

を図る
環境リスク最小化

資源保護
・

水資源保護

気候変動の
緩和と適応

自然環境との
調和

（生物多様性保全）

4つの環境重点テーマ
（社会課題）

3つの領域での環境活動

化学物質による
汚染の防止

社
会
課
題
の
解
決

環
境
と
企
業
収
益
の
両
立

戸建・賃貸住宅
マンション
リフォーム

商業・事業施設
環境エネルギー

商品・サービス
事務・車両
工場・物流
施工・改修

解体
事業施設

自社活動

資源採掘
原材料輸送
資材製造
資材輸送

調達

環境リスク管理

環境経営基盤強化

調達

地球温暖化防止

自然環境との調和
（生物多様性保全）

資源保護
水資源保護

化学物質による
汚染の防止
土壌汚染防止

環境経営基盤強化、環境リスク管理

着手 調達先における省エネ支援及び省エネ建材認定制度の構築

自社活動 継続改善 新築施設のスマート化
既存施設の省エネ運用改善及び計画的な設備更新の継続

商品・サービス 重点改善 エネルギーゼロの住宅・建築・街づくりの推進
再生可能エネルギー（風・太陽・水・バイオマス）による発電事業の拡大

調達 継続改善 持続可能な木材調達の推進
自社活動 維持管理 自社・グループ施設における環境緑化の推進
商品・サービス 重点改善 開発・街づくりにおける緑の保全・創出の推進
調達 着手 主要建材における資源・水リスクの把握

自社活動 継続改善（資）
維持管理（水）

建設廃棄物における3R（リデュース・リユース・リサイクル）活動の推進
節水器具の採用推進

商品・サービス 資源循環型商品（高耐久・長寿命・省資源）の普及および再生建材の採用推進
節水器具の採用推進

調達

継続改善（資）
維持管理（水）

調達建材における化学物質管理の強化
土地購入時の土壌汚染リスク管理の強化

商品・サービス 継続改善

自社活動

維持管理（化）
継続改善（土）

生産段階におけるPRTR対象化学物質排出・移動量、VOC排出量の削減
居住系施設における室内空気質のさらなる改善
土壌汚染対応ソリューションの拡充
グループ・グローバルにおける環境パフォーマンスデータの信頼性向上
グループ一体での環境法管理システムの構築・運用

環境テーマ 段階 対応方針 基本方針

「エンドレス グリーン プログラム 2018」の基本方針

維持管理

グループ13社 グループ29社 全グループ会社（国内） 全グループ会社（国内・海外）

省CO2先導事例
の創出

エンドレス グリーン
プログラム 2013

CO2ダブルスコア
の達成

エンドレス グリーン
プログラム 2010

環境と企業収益の両立企業市民としての社会的責任

大和ハウス工業を含むグループ3社

環境自主行動計画 環境行動計画
2005
住宅現場の
ゼロエミッション
達成

ISO14001の
認証取得

環境保全 環境経営

グループ33社

エンドレス グリーン 
プログラム 2015
事業戦略と一体化した
戦略的環境活動の推進

エンドレス グリーン 
プログラム 2018
ライフサイクル思考にもと
づくグループ・グローバル
一体での環境経営の推進

マテリアリティ特定プロセス

1
STEP 課題の把握・整理

重要課題の抽出

2
STEP

妥当性の確認

3
STEP

マテリアリティの特定

4
STEP

環境行動計画への反映

マテリアリティマップ

関連ページ P141 有識者や投資家との対話

※マテリアリティ特定の詳細は、当社グループWebサイトをご覧下さい。

大和ハウス マテリアリティ で検索

詳細は
Ｐ155～164

詳細は
Ｐ165～170

詳細は
Ｐ171～176

詳細は
Ｐ177～180

詳細は
Ｐ151～152

SBT、EP100、RE100の
達成に向けた省エネ、創
エネ、CO2削減の推進

※「エンドレス グリーン プログラム 2018（EGP2018）」の目標と実績、自己評価の一覧はP209～210を参照下さい。

社
会
か
ら
の
要
請
・
期
待

当 社 事 業 に お ける重 要 度

大

大小

地球温暖化防止
（調達）

資源保護
（商品・サービス）

化学物質による
汚染の防止（調達）

土壌汚染防止
（自社活動）

土壌汚染防止（調達）

自然環境との調和
（商品・サービス）

地球温暖化防止
（自社活動）

地球温暖化防止
（商品・サービス）

資源保護（自社活動）

自然環境との調和（調達）

化学物質による汚染の
防止（商品・サービス）

土壌汚染防止
（商品・サービス）

水資源保護（調達）

水資源保護（自社活動）

水資源保護
（商品・サービス）

化学物質による汚染の
防止（自社活動）

自然環境との調和
（自社活動）

資源保護（調達）

最 重 要 課 題

マテリアリティ（重要課題）の特定

環境行動計画の全体像

環境行動計画のあゆみ

大和ハウスグループでは、環境長期ビジョンの実現に向け、環境長期ビジョンからバックキャスティング（逆算）するとともに、2025
～2030年にマイルストーンを置き、中期経営計画の対象期間に合わせて、およそ3ヵ年ごとに具体的な目標と計画を「エンドレス グリー
ン プログラム（EGP）」として策定し、活動を推進しています。

EGPでは、ステークホルダーの関心度および事業との関連性が高い「4つの環境重点テーマ（社会課題）」を特定し、これらに対して「調
達」、「自社活動」、「商品・サービス」の3つの段階において取り組みを進めます。

環境行動計画（エンドレス グリーン プログラム）

当社グループの環境への取り組みについて事業における
重要度と、社会からの要請や期待を考慮して重要課題を抽
出しました。有識者による妥当性の確認を経て、マテリアリティ
を特定しています。

また、特定した重要課題及びその他の課題について、当
社の取り組みレベルと照らし合わせ、環境行動計画の目標レ
ベル・基本方針に反映しています。

P019〜020  大和ハウスグループのマテリアリティ（重
要課題）
当社グループ公式Webサイト マテリアリティ（重要課題）
の特定
https://www.daiwahouse.com/sustainable/eco/
egp/materiality/

関連ページ

エンドレス グリーン 
プログラム 2021

環境を切り口に

を図る
収益拡大

事業を通じて

に貢献
環境負荷最小化

グループ一体で

を図る
環境リスク最小化

資源保護
・

水資源保護

気候変動の
緩和と適応

自然環境との
調和

（生物多様性保全）

4つの環境重点テーマ
（社会課題）

3つの領域での環境活動

化学物質による
汚染の防止

社
会
課
題
の
解
決

環
境
と
企
業
収
益
の
両
立

戸建・賃貸住宅
マンション
リフォーム

商業・事業施設
環境エネルギー

商品・サービス
事務・車両
工場・物流
施工・改修

解体
事業施設

自社活動

資源採掘
原材料輸送
資材製造
資材輸送

調達

環境リスク管理

環境経営基盤強化

調達

地球温暖化防止

自然環境との調和
（生物多様性保全）

資源保護
水資源保護

化学物質による
汚染の防止
土壌汚染防止

環境経営基盤強化、環境リスク管理

着手 調達先における省エネ支援及び省エネ建材認定制度の構築

自社活動 継続改善 新築施設のスマート化
既存施設の省エネ運用改善及び計画的な設備更新の継続

商品・サービス 重点改善 エネルギーゼロの住宅・建築・街づくりの推進
再生可能エネルギー（風・太陽・水・バイオマス）による発電事業の拡大

調達 継続改善 持続可能な木材調達の推進
自社活動 維持管理 自社・グループ施設における環境緑化の推進
商品・サービス 重点改善 開発・街づくりにおける緑の保全・創出の推進
調達 着手 主要建材における資源・水リスクの把握

自社活動 継続改善（資）
維持管理（水）

建設廃棄物における3R（リデュース・リユース・リサイクル）活動の推進
節水器具の採用推進

商品・サービス 資源循環型商品（高耐久・長寿命・省資源）の普及および再生建材の採用推進
節水器具の採用推進

調達

継続改善（資）
維持管理（水）

調達建材における化学物質管理の強化
土地購入時の土壌汚染リスク管理の強化

商品・サービス 継続改善

自社活動

維持管理（化）
継続改善（土）

生産段階におけるPRTR対象化学物質排出・移動量、VOC排出量の削減
居住系施設における室内空気質のさらなる改善
土壌汚染対応ソリューションの拡充
グループ・グローバルにおける環境パフォーマンスデータの信頼性向上
グループ一体での環境法管理システムの構築・運用

環境テーマ 段階 対応方針 基本方針

「エンドレス グリーン プログラム 2018」の基本方針

維持管理

グループ13社 グループ29社 全グループ会社（国内） 全グループ会社（国内・海外）

省CO2先導事例
の創出

エンドレス グリーン
プログラム 2013

CO2ダブルスコア
の達成

エンドレス グリーン
プログラム 2010

環境と企業収益の両立企業市民としての社会的責任

大和ハウス工業を含むグループ3社

環境自主行動計画 環境行動計画
2005
住宅現場の
ゼロエミッション
達成

ISO14001の
認証取得

環境保全 環境経営

グループ33社

エンドレス グリーン 
プログラム 2015
事業戦略と一体化した
戦略的環境活動の推進

エンドレス グリーン 
プログラム 2018
ライフサイクル思考にもと
づくグループ・グローバル
一体での環境経営の推進

マテリアリティ特定プロセス

1
STEP 課題の把握・整理

重要課題の抽出

2
STEP

妥当性の確認

3
STEP

マテリアリティの特定

4
STEP

環境行動計画への反映

マテリアリティマップ

関連ページ P141 有識者や投資家との対話

※マテリアリティ特定の詳細は、当社グループWebサイトをご覧下さい。

大和ハウス マテリアリティ で検索

詳細は
Ｐ155～164

詳細は
Ｐ165～170

詳細は
Ｐ171～176

詳細は
Ｐ177～180

詳細は
Ｐ151～152

SBT、EP100、RE100の
達成に向けた省エネ、創
エネ、CO2削減の推進

※「エンドレス グリーン プログラム 2018（EGP2018）」の目標と実績、自己評価の一覧はP209～210を参照下さい。

社
会
か
ら
の
要
請
・
期
待

当 社 事 業 に お ける重 要 度

大

大小

地球温暖化防止
（調達）

資源保護
（商品・サービス）

化学物質による
汚染の防止（調達）

土壌汚染防止
（自社活動）

土壌汚染防止（調達）

自然環境との調和
（商品・サービス）

地球温暖化防止
（自社活動）

地球温暖化防止
（商品・サービス）

資源保護（自社活動）

自然環境との調和（調達）

化学物質による汚染の
防止（商品・サービス）

土壌汚染防止
（商品・サービス）

水資源保護（調達）

水資源保護（自社活動）

水資源保護
（商品・サービス）

化学物質による汚染の
防止（自社活動）

自然環境との調和
（自社活動）

資源保護（調達）

最 重 要 課 題
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環境との共創共生

https://www.daiwahouse.com/sustainable/eco/egp/materiality/


電力自給オフィス
（大和ハウス佐賀ビル）

エンドレス グリーン 
プログラム 2021

環境を切り口に

を図る
収益拡大

事業を通じて

に貢献
環境負荷最小化

グループ一体で

を図る
環境リスク最小化

資源保護
・

水資源保護

気候変動の
緩和と適応

自然環境との
調和

（生物多様性保全）

4つの環境重点テーマ
（社会課題）

3つの領域での環境活動

化学物質による
汚染の防止

社
会
課
題
の
解
決

環
境
と
企
業
収
益
の
両
立

戸建・賃貸住宅
マンション
リフォーム

商業・事業施設
環境エネルギー

商品・サービス
事務・車両
工場・物流
施工・改修

解体
事業施設

自社活動

資源採掘
原材料輸送
資材製造
資材輸送

調達

環境リスク管理

環境経営基盤強化

調達

地球温暖化防止

自然環境との調和
（生物多様性保全）

資源保護
水資源保護

化学物質による
汚染の防止
土壌汚染防止

環境経営基盤強化、環境リスク管理

着手 調達先における省エネ支援及び省エネ建材認定制度の構築

自社活動 継続改善 新築施設のスマート化
既存施設の省エネ運用改善及び計画的な設備更新の継続

商品・サービス 重点改善 エネルギーゼロの住宅・建築・街づくりの推進
再生可能エネルギー（風・太陽・水・バイオマス）による発電事業の拡大

調達 継続改善 持続可能な木材調達の推進
自社活動 維持管理 自社・グループ施設における環境緑化の推進
商品・サービス 重点改善 開発・街づくりにおける緑の保全・創出の推進
調達 着手 主要建材における資源・水リスクの把握

自社活動 継続改善（資）
維持管理（水）

建設廃棄物における3R（リデュース・リユース・リサイクル）活動の推進
節水器具の採用推進

商品・サービス 資源循環型商品（高耐久・長寿命・省資源）の普及および再生建材の採用推進
節水器具の採用推進

調達

継続改善（資）
維持管理（水）

調達建材における化学物質管理の強化
土地購入時の土壌汚染リスク管理の強化

商品・サービス 継続改善

自社活動

維持管理（化）
継続改善（土）

生産段階におけるPRTR対象化学物質排出・移動量、VOC排出量の削減
居住系施設における室内空気質のさらなる改善
土壌汚染対応ソリューションの拡充
グループ・グローバルにおける環境パフォーマンスデータの信頼性向上
グループ一体での環境法管理システムの構築・運用

環境テーマ 段階 対応方針 基本方針

「エンドレス グリーン プログラム 2018」の基本方針

維持管理

グループ13社 グループ29社 全グループ会社（国内） 全グループ会社（国内・海外）

省CO2先導事例
の創出

エンドレス グリーン
プログラム 2013

CO2ダブルスコア
の達成

エンドレス グリーン
プログラム 2010

環境と企業収益の両立企業市民としての社会的責任

大和ハウス工業を含むグループ3社

環境自主行動計画 環境行動計画
2005
住宅現場の
ゼロエミッション
達成

ISO14001の
認証取得

環境保全 環境経営

グループ33社

エンドレス グリーン 
プログラム 2015
事業戦略と一体化した
戦略的環境活動の推進

エンドレス グリーン 
プログラム 2018
ライフサイクル思考にもと
づくグループ・グローバル
一体での環境経営の推進

マテリアリティ特定プロセス

1
STEP 課題の把握・整理

重要課題の抽出

2
STEP

妥当性の確認

3
STEP

マテリアリティの特定

4
STEP

環境行動計画への反映

マテリアリティマップ

関連ページ P141 有識者や投資家との対話

※マテリアリティ特定の詳細は、当社グループWebサイトをご覧下さい。

大和ハウス マテリアリティ で検索

詳細は
Ｐ155～164

詳細は
Ｐ165～170

詳細は
Ｐ171～176

詳細は
Ｐ177～180

詳細は
Ｐ151～152

SBT、EP100、RE100の
達成に向けた省エネ、創
エネ、CO2削減の推進

※「エンドレス グリーン プログラム 2018（EGP2018）」の目標と実績、自己評価の一覧はP209～210を参照下さい。

社
会
か
ら
の
要
請
・
期
待

当 社 事 業 に お ける重 要 度

大

大小

地球温暖化防止
（調達）

資源保護
（商品・サービス）

化学物質による
汚染の防止（調達）

土壌汚染防止
（自社活動）

土壌汚染防止（調達）

自然環境との調和
（商品・サービス）

地球温暖化防止
（自社活動）

地球温暖化防止
（商品・サービス）

資源保護（自社活動）

自然環境との調和（調達）

化学物質による汚染の
防止（商品・サービス）

土壌汚染防止
（商品・サービス）

水資源保護（調達）

水資源保護（自社活動）

水資源保護
（商品・サービス）

化学物質による汚染の
防止（自社活動）

自然環境との調和
（自社活動）

資源保護（調達）

最 重 要 課 題

「エンドレス グリーン プログラム 2018」（2016～2018年度）では、全グループ会社（国内）に対象を拡大し、「環境と企業収
益の両立」に向けて、「ライフサイクル思考にもとづくグループ・グローバル一体での環境経営の推進」をコンセプトに環境への
取り組みを進めました。

環境行動計画（エンドレス グリーン プログラム 2018）

エンドレス グリーン プログラム 2018（2016～2018年度）を振り返って

脱炭素とサプライチェーンの取り組み強化、情報開示・対話の充実
グローバルでの環境マネジメント強化、サプライチェーンでの環境リスク低減

大和ハウス工業
技術本部 環境部長 

小山 勝弘

成  果

課  題

EGP2018がスタートした2016年は、世界各国がCOP21で採択されたパリ協定への署名を開始し
た時期に重なります。翌年のCOP23に参加した際には、世界が「脱炭素」へと舵を切り始めたことを目
の当たりにし、当社として脱炭素社会の実現に向けた取り組みを加速していく決意を新たにいたしました。

そうした世界の大きな動きの中、EGP2018の成果として、まずは、「脱炭素」を重要な経営課題の一
つに位置付け、長期目標を社内外にコミットしたことが挙げられます。この目標は、パリ協定の「2℃目
標」と整合した野⼼的な目標として「SBT」認定を取得。省エネ・再エネに関する長期目標も設定し、住
宅・建設業界で世界初となる「EP100」「RE100」にも同時加盟しました。次に、商品でもエネルギー自
給住宅や電力自給オフィスを開発し実証を進めました。また、深刻化する森林破壊リスクに対応するた
め、当社グループが調達する木材の合法性や持続可能性について、継続したデューデリジェンスとサ
プライヤーエンゲージメントが定着しつつあるのも、大きな成果です。加えて、情報開示・対話につい
て、ESGの取り組みが企業価値向上につながることをご理解いただけるよう、統合報告書の発行を開始、
サステナビリティレポートの充実を図るとともに、機関投資家等との対話にも積極的に取り組んだ結果、

「CDP気候変動2018」で最高位のAスコアを獲得、環境コミュニケーション大賞も5年連続で受賞で
きました。

今年度からスタートするEGP2021は、SBT・EP100・RE100の目標達成に向けた実行フェーズと位
置付け、商品とモノづくりの両⾯から「脱炭素」の取り組みを加速、取引先との協働も本格展開してい
きます。また、現在はデータ集計にとどまっている海外の環境マネジメントについても強化していきます。
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ZEH・ZEB・グリーンビルディング認証の推進 自社施設の省エネ化と再エネの導入

持続可能な木材調達の推進脱炭素の取り組み強化

環境配慮商品・サービスの開発と普及

ESG評価向上 環境ブランドの定着

国内主要グループ会社のマネジメント強化 環境行動計画の対象範囲を海外に拡大

「エンドレス グリーン プログラム 2021」 重点方針

❶ SBT・EP100・RE100の実現に向け、商品とモノづくりの両面から“脱炭素”を推進

❺ 環境経営の推進に向け、グループ・グローバル一体での環境マネジメントを強化

❹ 環境ブランド・ESG評価の向上に向け、戦略的な環境コミュニケーションを推進

❸ 事業競争力の向上に向け、環境配慮商品・サービスの開発・普及を推進

❷ サプライチェーンにおける環境リスク低減に向け、win-win の取り組みを協働

● 戸建商品のZEH仕様標準化
● 太陽光発電システムの搭載率向上
● 官民連携によるZEBセミナー・見学会の開催
● 自社開発案件のBELS☆4以上推奨

● 新築施設のZEB化
● 既存施設の省エネ運用や省エネ設備への更新
● 再生可能エネルギー発電事業の拡大
● 再生可能エネルギー電力の調達

● Sランク木材の拡大
  （認証木材の調達推進、
   合法性確認書類の入手徹底）
● Cランク木材の排除
  （高リスク地域産木材の調達禁止）

●  主要取引先の温室効果ガス排出量削減支援
●  環境方針説明会、勉強会の実施
●  主要取引先工場の省エネ診断の実施

●  サステナビリティレポートや統合報告書、
   外部アンケート回答の内容拡充
●  機関投資家やESG評価機関などとの対話
●  社外からのより高い要請に対応すべく、
   環境活動のさらなる改善

●  環境を切り口とした顧客リレーション強化
  （グループをあげ、顧客との多様な関係づくり）
● 一般生活者への環境訴求強化
  （エコファースト認定の活用など）

● トップダウンの強化
  （環境経営研修会、マネジメントレビュー強化）
● 環境教育
  （体制整備、階層別・職種別研修の強化）
● 環境法管理体制
  （ITによる法管理体制の構築）

●  海外連結子会社を
含めた目標管理の
実施

●  環境負荷の大きい
海外主要3社の環
境マネジメント体
制構築

「エンドレス グリーン プログラム 2021」（2019～2021年度）では、新たに海外も含めた全グループ会社を対象に「環境と
企業収益の両立」に向けて、「ライフサイクル思考にもとづくグループ・グローバル一体での環境経営の推進」をさらに加速し、
なかでも脱炭素化に向けた取り組みに重点を置いて進めます。

環境行動計画（エンドレス グリーン プログラム 2021）

2018年度

Aランク 1.9%

44.0%

当社推奨木材
32.7%

Bランク 1.1%
Cランク 2.1%

Sランク94.9%

再生木材
18.2%

認証木材

大和ハウス
国内主要

グループ会社
国内連結
子会社

海外連結
子会社

●  Housing
   ZEH・省エネ改修工事（戸建
  住宅、賃貸住宅、マンション)など

●  Business
   ZEB・省エネ改修工事（商業・
   事業施設）など

●  Energy
   再エネ売電事業など

●  Green他
   緑化事業、エコカーリース事業など
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環境との共創共生



「エンドレス グリーン プログラム 2021」 基本方針

「エンドレス グリーン プログラム 2021」 目標一覧

「エンドレス グリーン プログラム 2021」 重点方針を踏まえ、各テーマ、各段階ごとに基本方針を定めています。

「エンドレス グリーン プログラム 2021」 基本方針に基づき、各テーマ、各項目ごとに目標を定めています。

重点テーマ 段階 基本方針
総合 商品・サービス

▲

環境を切り口にした商品・サービスを開発・販売し、環境と企業収益の両立を推進

気候変動の
緩和と適応

調達

▲

主要取引先における目標設定および取り組み推進に向けた支援

自社活動

▲

新築施設のZEB化、既存施設の省エネ運用改善および計画的な設備更新の継続▲

再生可能エネルギー（風・太陽・水・バイオマス）による発電事業の拡大
商品・サービス

▲

ZEH・ZEB・グリーンビルディング認証の推進

自然環境との調和
生物多様性保全

調達

▲

持続可能な木材調達の推進
自社活動

▲

自社・グループ会社施設における緑化の推進
商品・サービス

▲

開発・街づくりにおける緑の保全・創出の推進

資源保護
調達

▲

資源投入量の削減
自社活動

▲

建設廃棄物における3R活動の推進/サービス施設におけるプラスチック3R活動
商品・サービス

▲

資源循環型商品（高耐久・長寿命・省資源）の開発および普及

水資源保護 調達・自社活動
商品・サービス

▲

水リスクの把握とリスク低減

化学物質による
汚染の防止

調達

▲

調達建材における化学物質管理の強化
自社活動

▲

生産段階における化学物質の削減
商品・サービス

▲

居住系施設における室内空気質のさらなる改善

環境経営基盤
強化

環境リスク管理

▲

自律的なグループ環境法令管理体制の運用
環境教育

▲

環境経営⼈財の育成、全社員の環境意識・知識の向上
マネジメント

▲

グループ・グローバル一体での環境経営の推進
コミュニケーション

▲

戦略的かつ効果的な情報開示、環境コミュニケーションの推進

重点テーマ 段階 管理指標 2018実績 2021目標
総合 商品・サービス 環境貢献型事業の売上高 11,600億円 15,000億円

気候変動の
緩和と適応

調達 主要取引先の温室効果ガス削減目標　設定率  SBT 54％ 90％

自社活動

温室効果ガス排出量（売上高あたり）　2015年度比※  SBT ▲27％ ▲35％
エネルギー効率（エネルギー消費量あたり売上高）　2015年度比  EP100 1.27倍 1.4倍
再エネ利用率  RE100 0.23％ 3％
再エネ率（売電含む） 85％ 85％

商品・サービス

商品の使用による温室効果ガス排出量（⾯積あたり）　2015年度比  SBT +20％ ▲6％
ZEH販売率 29％ 60％
ZEB販売率 22％ 30％
開発案件におけるグリーンビルディング認証率 15％ 70％

自然環境との調和
生物多様性保全

調達 Sランク木材比率・Ｃランク木材比率 94.9％・2.1％ 97％・0％
自社活動 緑あふれる自社施設の開発（累積） 4施設 8施設
商品・サービス 生物多様性 自主基準適合率 100％ 100％

資源保護 自社活動

生産 建設廃棄物排出量（売上高あたり） 62kg/百万円 62kg/百万円以下
施工 建設廃棄物排出量（⾯積あたり） 19kg/㎡ 19kg/㎡以下
建設廃棄物のリサイクル率 96.6％ 97％以上
廃プラスチックのリサイクル率 90.1％ 90％以上
プラスチック製レジ袋購入量　2017年度比 — ▲5％

水資源保護
自社活動 水使用量（売上高あたり）　2012年度比 ▲31.1％ ▲34％
商品・サービス 節水機器採用率 94％ 97％

化学物質による
汚染の防止

自社活動
PRTR排出・移動量（売上高あたり）　2012年度比 ▲49.9％ ▲50％以上
VOC排出量（売上高あたり）　2013年度比 ▲20.4％ ▲21％以上

商品・サービス 室内空気質 自主基準適合率 100％ 100％

環境経営基盤強化
eco検定合格者数 4,402名 10,000名
グリーン購入比率 — 95％以上

※温室効果ガス排出量について、SBT認定の取得に伴い、EGP2021より基準年を2015年度に変更するとともに、対象範囲を海外連結子会社にも拡大、CO2排出係数も変更しています。また、環
境長期ビジョンに対する進捗状況はP219〜220に掲載しています。
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環境マネジメント

主要グループ会社の環境経営実績を業績評価に反映

2016年度から、環境マネジメントの対象範囲を孫会社も含む全
グループ会社へ拡大。このうち、国内の会社は数値目標を設定し取
り組みを推進しています。なかでも、環境負荷の大きい主要グルー
プ会社21社については、業績評価に「環境経営」の項目を組み込み、
環境活動の進捗を5段階（S〜Dランク）で評価しています。

2018年度は、省エネや化学物質の合同ワーキングをグループ会
社も含めて実施。改善事例の水平展開や専門教育などに取り組み、
5社が最高位のSランクとなり、Dランクは2社となりました。2019
年度は、これらの取り組みを継続するとともに、各社の環境担当役
員への環境情報発信を強化し、さらなるレベルアップを図ります。

グループ会社環境担当役員を対象とした研修会を開催

2017年度から、グループ会社の環境担当役員を対象とした「グ
ループ環境経営研修会」を実施。環境・社会・ガバナンスに関する
世界動向や、環境活動と企業経営の関連性について有識者による
講義を通じて認識を深め、経営層のリーダーシップのもと環境経
営を行っています。

事業所の環境活動実績を業績評価に反映

当社の事業所では、期初に環境改善計画書「わたしの事業所の
ECOプラン」を策定し、計画的に改善活動を実行しています。その進
捗を5段階（S〜Dランク）で評価する「あなたの事業所のECO診断」
を実施し、診断結果を四半期ごとに公開、事業所の業績評価に反映
することで、環境活動に対するモチベーションの向上を図っています。

また、高評価の事業所を「最優秀ECO事業所」として表彰、低評
価の事業所には環境部門が「フォロー研修」を実施し、評価向上に
向けた課題分析と具体的な対策の立案・実行を支援しています。

2018年度は、Sランクが42事業所、Dランクが0事業所となり
ました。2019年度は、継続項目の評価基準引き上げや新規項目
の追加などを行い、さらなる環境活動のレベルアップを図ります。

環境マネジメント体制

当社グループでは、統括責任者を大和ハウス工業代表取締役社
長（CEO/COO）、委員長を同環境担当役員とする「全社環境推進
委員会」を設置。年2回実施する当委員会は、当社グループが取り
組むべき環境活動の基本的事項および環境に関するリスクや機会
について審議・決定し、全グループの環境活動を統括しています。
また委員会の下部組織として、各担当役員をトップとした10の専
門部会を設置し、四半期ごとに部会レビューを実施するなど、部門
横断型かつ小単位での部会活動により、きめ細かな改善活動を進
めています。また、当社の環境経営に関する重要な事項は、全社環
境推進委員会から「コーポレートガバナンス委員会」に情報提供を
行う体制になっています。社外取締役や社外監査役をメンバーに
含むコーポレートガバナンス委員会では、提供された情報を多様
かつ長期的な視点で討議し、必要に応じて取締役会に提言するこ
とにより持続可能な企業経営を可能にしています。

2018年度は、新環境行動計画「エンドレス グリーン プログラ
ム 2021」の重点方針および目標を全社環境推進委員会で策定し、
コーポレートガバナンス委員会での討議を経て決定し、合同役員
会に報告しています。

環境経営の推進

大和ハウスグループは、「環境長期ビジョン」を全グループ
会社で共有し、その実現に向けて環境行動計画を策定、環
境負荷低減と企業収益向上の両立を目指し、グループ・グ
ローバル一体で環境経営を推進しています。「企業倫理綱領」
においても「環境と共に」を基本方針に掲げ、きめ細かな行
動計画を軸に、事業所や主要グループ会社において、業績
評価の対象とすることで、PDCAサイクルを回しています。

方針・考え方

 ■ 「あなたの事業所のECO診断」の評価結果

■ グループ環境業績評価の結果

※工場は別評価のため除く
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環境統括責任者（社長）取締役会

全社環境推進委員会（委員長：環境担当役員）コ
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ー
ト
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ス
委
員
会

大和ハウス工業　専門部会

大和ハウス工業　事業所

環境部

環境統括
管理者
（事業所長）

環境推進
責任者

（総務経理責任者等）
各課 各課

プロセス部会
（自社活動）

サプライ
チェーン部会
（調達）

グループ環境経営研修会

グループ合同WG

ECOサポーター

グループ会社

環境
担当
役員

環境推進
責任者

各課 各課

プロダクツ部会
（商品・サービス）

■ 環境マネジメント体制

P041  取締役会との関わり（コーポレートガバナンス体制）
P043  コーポレートガバナンス委員会

関連ページ
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当社グループでは、全員参加型の環境活動を進めるため、集合
研修による環境教育にとどまらず、資格取得の支援や表彰制度な
ど、さまざまな面から環境教育と意識啓発に取り組んでいます。

［ 環境法令を遵守する仕組み ］　
　当社グループでは、2016年度より環境法令管理システム「コン
プライアンスマネージャー」※を導入し、グループ一体での環境法
管理体制を構築しています。
　グループ各社での環境法令管理業務を標準化し、法律の新規制
定や改正情報を当社グループ全体でタイムリーに共有することに
より、業務の効率化を図るとともに、法令の理解度も大幅に向上し
ました。さらに、各社の法令遵守状況についても把握し、グループ
のリスクを一元的に管理しています。

環境教育・意識啓発

グループディスカッションの様子 成功事例発表の様子

■ 環境パフォーマンスデータ管理の仕組み
A社

大和ハウス工業（環境部）

事務所
事務所

目標達成状況の報告

評価・分析結果
環境データの入力
環境データの入力

B社

全社実績の集計・目標管理

業績評価への反映

情報開示（Web・サステナビリティレポート）

各種アンケートへの回答

本社

事務所
事務所

本社

環境情報
システム

ECO Track

P211  環境データ 環境教育実施状況
環境データ 主な環境関連資格の取得状況

関連ページ

P211  環境データ ISO14001 認定取得状況
環境データ ISO14001 認定取得拠点

関連ページ

P053  法令違反・訴訟等（ESG問題含む）による制裁措置関連ページ

2018年度の研修会では、有識者に「環境問題の動向と企業の
戦略」をテーマに講演をいただいた後、自社の環境問題に関する
機会とリスクについてディスカッションをしたり、各社の成功事例や
課題を共有しました。

2019年度は、研修の内容を一段レベルアップし、研修の場から、
各社の環境経営の状況をレビューする場に発展させていきます。

環境教育・資格取得の推進と優秀事例社長表彰の実施

当社では部門別の専門教育として、主要な環境リスクである廃
棄物や土壌汚染に重点を置くとともに、一般教育では環境に関す
る社会動向や当社の環境方針、優秀事例の紹介などを中心に教育
を進めています。

方針を浸透させるため、まずは各事業所に配置したECOサポー
ターへ社会動向や当社の環境方針、自事業所での環境活動の進
め方について環境部が研修を実施。研修を受けたECOサポーター
が中心となり、「事業所ECO研修」を年2回実施し、自事業所の課
題や対策等を事業所全員で共有することで、環境活動の底上げを
図っています。

また、 2008年度から各事業所で取り組む環境改善事例を顕彰
する「Challenge! We Build ECOコンテスト」を実施しています。
2018年度は203件の応募があり、 ECOプロダクツ、ECOプロセ
ス、ECOコミュニケーションの各部門ごとに優れた事例を表彰し、
最も顕著な成果を上げた事例を社長賞として表彰しました。これら
の優秀事例は、社内イントラや社内報で紹介し、全国の事業所に
水平展開しています。

2019年度は、コンテストの対象をグループ会社に拡大し、優秀
事例を当社グループ全体で共有し環境活動の推進を図ります。また、
階層別・職種別の環境教育の充実を図るとともに、環境関連資格の
取得支援を継続することで環境意識と知識の向上を図ります。

環境関連の事故・苦情（2018年度）

2018年度は、環境関連法に関して重大な違反・訴訟問題はあり
ませんでした。

ISO14001の認証取得、環境監査の実施

当社グループでは、環境マネジメントシステム（国際規格 ＩＳＯ
14001）の認証を取得、維持・更新しています。また、各社で定め
るマニュアルに基づき担当部門が定期的に環境監査を実施し、環
境マネジメントシステムの運用状況および環境パフォーマンス、
法の遵守、リスク回避の状況等について確認・指導を行っています。

なお、監査の結果はマネジメントレビューの情報として経営層
に報告し、継続的改善につなげています。

ITを活用し環境経営の基盤を強化

［ 環境パフォーマンスデータの管理 ］　
　当社グループでは、2016年度から環境情報システム「ECO 
Track（エコトラック）」を導入。グループ各社・各事業所は環境パ
フォーマンスデータを月次で入力し、四半期ごとにCO2排出量
や廃棄物排出量等の集計および目標達成状況の進捗を管理して
います。「ECO Track」の導入により、データの一元管理を行うと
ともに、集計精度の向上および集計作業の効率化を図りました。
2018年度は、事業所別の目標管理や数値の分析についても短時
間で確認できる機能を追加しました。
　2019年度は、海外拠点のデータについても、集計・管理の効率
化を図るとともに、分析したデータをもとに環境負荷の大きい事
業所や改善が進んでいない事業所を選定し、重点的に改善を進め
るなど、より実効性の高い環境活動を推進します。

　今後も、グループ各社と環境部門が連携し、環境リスクの最小
化を図っていきます。

※環境法令の遵守事項の把握、遵守状況の確認・報告ができるWebサービス。
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サプライチェーンマネジメント（環境）

サプライヤーにおける環境方針の浸透

当社では、2015年度にサプライヤーに対して「CSR調達ガイド
ライン」の説明会を実施し、2016年度にはグループ会社5社（ロ
イヤルホームセンター、デザインアーク、大和リース、フジタ、コ
スモスイニシア）、さらに2018年度は大和ハウスリフォームにも
拡大し、それぞれのサプライヤーに対して同様の説明会を実施し
ました。これらの説明会等を通じて調達段階における環境負荷低
減および環境リスク低減の重要性についてご理解いただいたうえ
で、サプライヤーから当社グループの「CSR調達ガイドライン」に
対する同意書を受領しています。当社の同意書の回収率は2018
年12月現在で98％（4,952社）となっています。

また、サプライヤーが「CSR調達ガイドライン」の取り組みや進
捗を確認できる仕組みとして、Web サイト上でセルフチェックを
実施しています※。なかでも環境に関しては、環境法令の遵守状
況や、気候変動への対応状況などをチェックできる内容となって
います。サプライヤーによるセルフチェックは隔年で実施されており、
2017年5月時点で15％（586社）の回答率にとどまっていますが、
2019年度は設問内容を見直すとともに、セルフチェックの実施率
を向上させる目標を定め、改めてセルフチェックの実施を呼びか
ける予定です。

P199〜200  ＣＳＲ調達ガイドライン関連ページ

大和ハウス工業では、CSR調達ガイドラインの「取引先行動規範」
において環境保全の取り組みに関する基本原則を定め、資材調達
先である「トリリオン会」、生産・施工協力会社である「協力会連合

マネジメント

（1）取引先行動規範

5）環境の保全
環境と共生し人が心豊かに生きる暮らしと社会の実現を
目指し、「事業活動プロセス」および「商品・サービス」
の両面において環境負荷の低減に努める。

（3）物品ガイドライン
①化学物質管理ガイドライン【基本編】

②生物多様性ガイドライン【木材調達編】

（2）企業活動ガイドライン

5-1
環境関連法令の
遵守と社会から
の要請への対応

国内外の環境関連法令を遵守するとともに、国際社会
やステークホルダーからの要請に応えることで、環境
への負荷低減と貢献に努める。

5-2 気候変動への
対応

商品・サービスおよび事業活動プロセス（調達・加工
等）において、温室効果ガス排出量削減および省エネ
ルギーを推進するとともに、自然エネルギーの活用に
努める。

5-3 省資源化の推進

商品のライフサイクル（生産・使用・廃棄等）において、
「リデュース・リユース・リサイクル」の推進を通じて
「省資源・長寿命化・資源循環」に努めるとともに、
節水および水リスク管理の徹底により水資源保護に努
める。

5-4 化学物質の管理
製品に使用される化学物質の情報を取引先と共有し、
かつリスクの高い物質の使用を抑制することにより、ス
テークホルダーの健康および自然環境への影響の少な
い製品の提供を図る。

5-5 生物多様性への
配慮

持続可能な木材調達を通じた森林保護を推進するとと
もに、周辺環境との調和に配慮した街づくりや緑化に
努める。

■ ＣＳＲ調達ガイドライン（環境部分のみ抜粋）

「CSR調達ガイドライン」の策定・見直し

当社調達担当者およびサプライヤーへの説明

サプライヤーから同意書の受領

取引基本契約書・発注書への反映

「CSR調達ガイドライン」のセルフチェック実施

課題・改善策の検討・実施

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

P106  CSR の取り組みにおける取引先への働きかけ関連ページ

会」、設備機器調達先である「設和会」という3つのサプライチェー
ン組織を通じて、環境への取り組みに関して協働しています。

大和ハウスグループは、資材の調達や施工などを行うこ
とで、資材の原産地や加工場で働く人々、サプライヤーとそ
の従業員、施工現場周辺の地域社会など、サプライチェーン
全体にわたり、地球環境および多様な関係者に影響を与え
ています。そこで、こうした負の環境影響を低減していくた
めには、サプライヤーとの協働が不可欠だと考え、モニタリ
ングやトレーニング、共同開発など、各フェーズでの連携を
進めています。

2015年7月には、「調達基本方針」「CSR調達ガイドライン」
を制定。「調達基本方針」では当社グループがQCD（品質・
コスト・納期）に加えて、社会性・環境性についても配慮した
調達を進めることを定めています。また、「CSR調達ガイドラ
イン」ではすべての1次サプライヤーを対象に、人権・労働
安全・環境保全など、社会性・環境性の包括的な基準を定め
ています。特に、化学物質管理と木材調達に関しては、具体
的なガイドラインや評価基準を定めて、継続的なモニタリン
グを行っています。

方針

※対象は、資材調達先（トリリオン会）、設備機器調達先（設和会）、生産・施工
　協力会社（協力会連合会）。
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サプライチェーンモニタリング

サプライチェーンにおける取り組みの推進やリスクを発見するた
め、各サプライチェーン組織を通じてサプライヤーへの働きかけを
行っています。

施工現場や工場における協力会社（すべての1次下請会社）に対
しては、廃棄物の処理などに関するチェックリストをもとに推進状
況の把握やモニタリングを実施。問題があれば、その都度是正を行
うほか再発防止のための改善活動を通じて管理体制を強化すると
ともに、協力会社の従業員を対象に教育を行っています。

2017年度から主要サプライヤーに対して、従来のセルフチェック
では把握できていなかった温室効果ガス排出量の削減目標や実施
結果、実績数値などを確認するためのアンケート調査を実施してい
ます。このアンケート調査は1次サプライヤーに加え、一部の2次サ
プライヤーも含めて実施しています。2018年度は、主要サプライ
ヤー250社に対して、アンケート調査を実施し、54%（大和ハウス、
大和リース、フジタの合計）のサプライヤーが温室効果ガス排出量
の削減目標を設定していることを確認しました。今後、2021年度ま
でに主要サプライヤーの90%以上に温室効果ガス排出量削減目標
を設定していただくことを目指しています。

あわせて将来の水リスクに備えるため、2018年度からはサプラ
イヤーの取水・排水量や、海外工場が立地する流域など、水リスク
に関する質問も追加し、状況を把握しています。

また、木材については、当社の購入する物品の中でも環境・人権
等に関わるリスクが高いことから、当社およびグループ会社6社が
管轄するサプライヤーに対して、年1回の「木材調達調査」を実施し
ています。この調査では、木材の合法性および持続可能性につい
てモニタリングを行い、2018年度は基準に満たない木材の調達先
9社に対して、ヒアリングや是正依頼を行いました。

さらに、化学物質については、主要な建材について化学物質使
用状況報告シートを提出していただき、ガイドラインに沿った内容
かどうかをチェックするとともに、よりリスクの低い製品への代替に
ついても依頼しています。

今後は、セルフチェックや各調査の結果をふまえ、重点的に改善
すべき項目を洗い出し、当社グループとサプライヤーが協働し、相
互監査や情報共有等を実施することにより、活動レベルの向上を図
ります。

サプライヤーへのサポート体制

当社では、サプライヤーの組織ごとに事務局を設け、運営をサポー
トしています。各サプライヤーは、当社の事務局と協働で年度ごと
に重点テーマとプロジェクトを選定し、環境等への取り組みを推進
しています。

トリリオン会では、2017年度より会員企業による「研修研鑽活動」
を実施しています。環境をはじめとする各種講演会や、会員各社の
オフィスや生産工場の見学会を通じて、当社グループの環境方針
の浸透や、環境への取り組みをサポートしています。2018年度は、
サプライチェーンにおける持続可能な調達をテーマに有識者によ
る講演会を実施し、サプライチェーン全体で環境負荷低減に取り
組むことの重要性を共有しました。

協力会連合会では、施工現場の3R活動や省CO2施工などの環
境負荷低減につながる改善事例を、コンテストや会員誌を通じて
共有し、水平展開を図っています。設和会では、会員各社の環境な
どの新しい技術に関する商品技術展示会やセミナーなどを共催し、
環境配慮技術の普及を進めています。

グローバル・コンパクト加盟企業と
サプライチェーンへのCSR調達の普及について協働

当社では、2018年度からグローバル・コンパクト・ネットワーク・
ジャパンに加盟し、複数の分科会に参加しています。なかでも、サ
プライチェーン分科会では、加盟企業と協働してサプライチェーン
におけるCSR調達の普及に取り組んでおり、サプライヤーにCSR
調達の重要性を理解していただくための手引書や、サプライヤー
との情報共有を効果的に進めるための情報共有プラットフォーム
である共通SAQ※の普及・改訂を進めています。

主要
サプライヤー数

温室効果ガス排出量削減目標設定率
2018年度 実績 2021年度 目標

大和ハウス 217社
90％以上大和リース 27社 54％

フジタ 6社
（2019年3月末現在）

P167  取引先を対象とした木材調達調査の実施
P180  「化学物質管理ガイドライン」の運用
P219  環境データ 長期目標に対する進捗状況

関連ページ

Ｐ183  外部との協働関連ページ

■サプライヤーの温室効果ガス排出量削減目標設定率（2018年度）

 サプライヤー（組織名） 会員数 主な取り組み

調達

資材調達先
（トリリオン会） 241社

工場省エネ診断、
設備更新、
協働省エネプロジェクト

設備機器調達先
（設和会） 159社

環境配慮技術の
共同開発、技術展示会・
セミナーの開催

生産・
施工 

生産・施工協力会社
（協力会連合会） 4,640社

生産・施工現場での
改善プロジェクト、
優秀事例表彰

（2019年5月1日現在）

■サプライヤー組織での主な取り組み

設和会「商品技術展示会」の様子 トリリオン会「研修研鑽活動」の様子

※CSR調達セルフ・アセスメント質問表
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環境長期ビジョン達成のロードマップ

1重　点
テーマ

地球温暖化防止
（エネルギー・気候変動）

Challenge ZERO 2055
脱炭素社会の実現に向け、徹底した省エネ対 策の推進と再生可能エネルギーの活用により、ライフサイクルにおける温室効果ガス排出量ゼロを目指します

近年、世界や日本各地で地球温暖化が要因と考えられる異常気象
が頻発しています。これらを抑えるために、COP21（気候変動枠組条
約第21回締約国会議）では、 世界の平均気温上昇を産業革命以前か
ら2℃未満に抑えるべきという「2℃目標」が合意され、今世紀後半に
は人為起源の温室効果ガス排出量を実質ゼロにすることを目指す「パ
リ協定」が採択されました。これを受け、日本は2030年までに温室効
果ガスの排出量を2013年度比26％削減、2050年までに80％削減
という目標を掲げました。一方、国内の温室効果ガス排出量を部門別
にみると、家庭部門・業務その他部門が全体の約4割を占め、両部門
ではこの四半世紀で約7割も増加しており、2030年目標の達成には、
これらの部門で約4割の温室効果ガス排出量削減が求められます。

大和ハウスグループでは、ライフサイクルにおける「環境負荷ゼロ」
を目指し、バリューチェーン全体の温室効果ガス排出量※の「見える
化」に取り組んでいます。当社グループでは、事業活動からの排出量

（スコープ1、2）は約1.1％と小さく、自社以外の間接排出（スコー
プ3排出量）が98.9％と大半を占めています。　

特に、長期間使用される住宅や建築物の「居住・使用段階」が約6
割を占めています。そのため、まずは自社施設の温室効果ガス排出

社会的課題

当社グループが社会や環境に与える影響

リスク・機会とその対応

量の削減に取り組み、そこで培ったノウハウを活かして省エネ、創
エネ、蓄エネに配慮した商品の普及を図ることで、国内の家庭・業
務部門における温室効果ガス排出量の削減に貢献しています。加
えて既存の住宅や建築物に対しても、省エネ改修や再生可能エネ
ルギーによる発電電力の供給などにより、温室効果ガス排出量の
削減に貢献しています。

2030年目標を達成するために、国内では「建築物省エネ法」が
施行されるなど、住宅や建築物の省エネ規制の強化や、ZEH・ZEB
といった先導的な省エネ建物に対する優遇制度の整備が進んでい
ます。そこで当社グループでは、自社施設における省エネ対策を
継続・強化し、対応コストの抑制を図るとともに、蓄積したノウハウ
を活かしてお客さまに「エネルギーゼロ」の住宅・建築・街づくりの
提案を強化、受注拡大と一棟単価の向上につなげています。さらに、
再生可能エネルギーによる発電事業にも参入。自社遊休地に加え、
公的セクターの遊休地活用などの提案により、再生可能エネルギー
による発電事業を拡大しています。さらに、中長期的には補助金等
に頼らず、自立的にこれら商品の普及拡大が重要と考え、環境不
動産マーケットの早期確立を目指し、グリーンビルディング認証の
活用やESG投資家等との対話を進めています。

■ 日本の温室効果ガス削減目標（2030年）

0

4

8

12

16
（億t-CO2）

2013年

14.1億t-CO2
26%
削減

40%
削減

10.4億t-CO2

2030年

【運輸部門】
  車・鉄道・飛行機等

【家庭部門】
  住宅・マンション等

【業務部門】
  事務所・商業施設等

【産業部門】
  工場等産業

業務
家庭
運輸

その他
（最大の削減幅）

家庭・業務部門は
40%削減

出典：地球温暖化対策推進本部
       「日本の約束草案」

方針・考え方

■居住・使用段階
　62.4％
■購入（調達）段階
　21.6％
■修繕・廃棄段階
　13.2％
■その他
　1.7％

スコープ3
98.9％

スコープ1、2
1.1％ 1,237

万t-CO2
（2018年度）

■ バリューチェーンのCO2排出量

環境長期ビジョン“Challenge ZERO 2055”※ エンドレス グリーン プログラム 2018
2055年（究極のゴール） 2030年（マイルストーン） 管理指標 2018年度目標

売上高あたり温室効果ガス排出量
2015年度比▲70％

売上高あたり温室効果ガス排出量
2015年度比▲45％

売上高あたりCO2排出量
（2005年度比） ▲60％

CO2排出量（再生可能エネルギー相殺後）
（2005年度比） ▲43％

再エネ利用率100％（2040年）
（再エネ利用量/電力使用量）

再エネ率100%
（再エネ発電量/電力使用量）

購入電力に対する再生可能エネルギー
発電割合 65％

温室効果ガス排出ゼロの
住宅・建築・まちづくり

住宅・建築物の使用時温室効果ガス
排出量（㎡あたり）2015年度比▲30% CO2削減貢献量 515万t-CO2

P217  環境データ バリューチェーンのCO2排出量関連ページ

※ 当社グループでは、温室効果ガスのうちメタンや一酸化二窒素、フロン等は排出量が少なく
影響が軽微なため、目標の設定や実績管理から除外しています。

P163〜164  TCFDへの対応関連ページ

※環境長期ビジョンに対する進捗状況はP219〜220に掲載しています。
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「エンドレス グリーン プログラム 2018」主な目標、実績・自己評価

Challenge ZERO 2055
脱炭素社会の実現に向け、徹底した省エネ対 策の推進と再生可能エネルギーの活用により、ライフサイクルにおける温室効果ガス排出量ゼロを目指します

2018年度は、各社・各部門での省エネの推進、再生可能エネル
ギーの拡大により、目標を達成しました。

今後は、太陽光発電システムなど再生可能エネルギーの自社施
設への導入や、新しい省エネ技術にも着目し、その効果を検証した
うえで、水平展開していきます。

また、グループ省エネ合同ワーキング等を通じて省エネに関す
る知識や効果的な施策の共有を図るとともに、独自の省エネチェッ
クシートの活用による運用改善についても、引き続き徹底してい
きます。

さらに、自社施設を新築する際には、ZEBを目標に開発すること
で、自社活動におけるCO2排出量削減に取り組んでいきます。

2018年度は、環境エネルギー事業における太陽光発電の導入
が大幅に減少し、CO2削減貢献量が前年度比約20％減となる413
万t-CO2にとどまり、目標を達成できませんでした。

今後は、ZEH・ZEBの販売を拡大するとともに、リフォームにお
ける省エネ工事・太陽光発電システムの設置により、CO2削減貢
献量の増加を目指します。

2018年度は、グループ全体での購入電力量が465,041MWh
と前年度比2.5％減少し、再生可能エネルギーによる発電量は同
1.35倍となる408,831MWhへと大幅に増加し、購入電力量に対
する再生可能エネルギー発電量の割合は88％となり目標を達成し
ました。

2018年度は、新たに36ヵ所の太陽光発電所と1ヵ所の水力発
電所の稼働を開始、グループ全体で217ヵ所、発電容量298MW
の発電所を稼働させています。

今後も事業拡大を見込むなか、購入電力の増加を抑制し、それ
以上の再生可能エネルギーによる発電を進めていきます。

グループ全体の省エネ活動により、削減目標を達成

商品・サービスの提供によるCO2削減貢献量が減少し目標は未達成

再生可能エネルギーによる発電量が、
購入電力量の88％になり目標を達成

CO2 排出量

購入電力量に対する再生可能エネルギー発電量の割合

CO2 削減貢献量

2014 2015 20172016 2018 （年度）
0

100

200

300

400

500
（万t-CO2）

実績（太陽光発電）　　実績（省エネその他）　　実績（電力小売り）目標

438

185

237

464

196

12

256

496

250

41

204

16

514 515

287

227

413

271

142

26

37

54

2014 2015 2016 2017 2018（年度）

100

80

60

40

20

0

（%） 目標 実績

63

88

65

（年度）

目標 実績
（
売
上
高
あ
た
り
）

（
総
量
）

2005 2015 2016 2017 20182014

▲50.0%▲43.5%
▲53.7% ▲58.5% ▲62.4%

▲30.4%▲24.9% ▲35.4% ▲41.8% ▲50.9%

再生エネ相殺量
4.9万

再生エネ相殺量
7.1万

再生エネ相殺量
10.7万

再生エネ相殺量
12.8万

再生エネ相殺量
17.3万

38.4万

16.1
14.3

13.2
11.8

10.710.7
11.4

55.2万t-CO2

28.5t-CO2/億円

41.4万 35.7万 32.1万 27.1万

　　：2018年度目標達成　　　：2018年度目標未達成（前年度より改善）　　　：2018年度目標未達成（前年度より悪化）

13.1
13.311b7.2 

7.3SDGsへの貢献

P216  環境データ 算定方法、対象範囲　CO2削減貢献量関連ページ

●CO2削減貢献量とは
当社グループが、住宅や建築物、省エネ・創エネソリューショ

ンを提供することにより、どれだけCO2排出量の削減に貢献
できたかを示す数値。
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（既存建物） （新築建物）

環境商材の提案
「環境エネルギー事業」

環境配慮型建築の提案
「D’s SMARTシリーズ」

温室効果ガス半減 ZEBの実現

建材・設備
メーカーと

協働
施設利用者
による改善

〈
自
社
施
設
〉

〈
お
客
さ
ま
〉

効
果
を
展
開

効
果
を
展
開

ス
マ
ー
ト
エ
コ 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

効
果
検
証（
計
測
・
分
析
）

結
果
報
告
会

水
平
展
開

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
企
画
・
設
計

審
査
会

実
施（
施
工
）応募 承認

社内の専門スタッフによる技術支援

大和ハウス工業では、環境担当役員を全社のエネルギー管理統
括者に任命するとともに、工場や商業施設、事務所といったセクター

（部門）ごとにもエネルギー管理統括者および企画推進者を配置し、
きめ細かなエネルギー管理を実施、施策の実効性を高めています。
また、定期的に開催するエネルギー企画推進者会議を通じて、課
題と対策を協議し、今後の計画について共有しています。

エネルギー管理体制
マネジメント

「エンドレス グリーン プログラム 2018」実践報告

1重　点
テーマ

地球温暖化防止
（エネルギー・気候変動） 調達・自社活動における温室効果ガス排出量削減

当社グループでは、自社活動における温室効果ガス排出
量の削減と再生可能エネルギーによる発電事業の推進により、
脱炭素社会の実現に貢献しています。

特に、建設業で培った技術・ノウハウを活かし、新築施設では先
導的な省エネ技術の導入、既存施設では徹底した運用改善と計
画的な設備更新によりエネルギー使用量の削減を図っています。

基本方針

■ スマートエコ プロジェクト概要

■ 環境経営予算制度の運用フロー

調達先における省エネ支援
および省エネ建材認定制度の構築

大和ハウスグループでは、調達段階における温室効果ガ
ス排出量削減に向けて、サプライヤーの省エネ活動や製品
の省エネ性能に関する現状と目標を把握し、サプライヤーと
の協働のあり方について検討を進めています。

自社活動における新築施設のスマート化、
既存施設の省エネ運用改善および設備更新

再生可能エネルギーの導入計画

当社グループでは、温室効果ガス排出量削減の取り組みの一つ
として、事務所や商業施設、スポーツクラブ、介護施設などの自社
施設を新築する際に再生可能エネルギーを導入し、発電電力の自
家消費を推進しています。事務所においては「事務所移転・開設マ
ニュアル」、スポーツクラブにおいては「設備設計方針」に太陽光発
電システムを原則設置するよう定めています。

「環境経営予算」の活用による先導事例の創出

当社グループでは、自社施設に先導的な省エネ技術を導入し、実
証検証を通じて商品化や水平展開を図る「スマートエコ プロジェクト」
を進めています。これを支援する仕組みとして「環境経営予算制度」
を運用。これは、公的補助金の活用に加え、先導的な環境配慮技術の
導入など社内基準を満たした先導プロジェクトに対して社内予算補助
を行い、プロジェクトの実施を支援する制度です。企画・設計、審査、
実施、効果検証、報告、水平展開を一つのサイクルとし、社内の専門
スタッフによる技術支援を通じて、成果の最大化を図っています。

5-2　気候変動への対応
商品・サービスおよび事業活動プロセス（調達・加工等）に

おいて、温室効果ガス排出量削減および省エネルギーを推
進するとともに、自然エネルギーの活用に努める。

ＣＳＲ調達ガイドライン（「気候変動への対応」部分を抜粋）

P199〜200  CSR調達ガイドライン関連ページ

新築自社施設（商業施設・事務所）における方針

当社グループでは今後新築する自社所有施設において、
ZEBの実現を目指します。

既存施設に対する省エネ投資ガイドライン

当社グループでは、自社・グループ施設において計画的
に省エネ活動を進めるため「省エネ投資ガイドライン」を制
定。毎年、エネルギーコストの15％に相当する額の省エネ
投資を実施することにより、エネルギー使用量（売上高あた
り）を年3％削減する指針を掲げています。

既存施設に対するEMS導入・運用ガイドライン

当社グループでは、自社活動での省エネ活動推進のた
め「エネルギーマネジメントシステム（以下、EMS）導入・
運用ガイドライン」を制定。EMSにより無駄なエネルギー
を発見・削減するとともに、デマンド超過による電力コ
ストの増加を抑制する指針を掲げています。
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当社のバリューチェーンにおける温室効果ガス排出量の98.9％
はスコープ３排出量（自社以外の間接排出）で、そのうち「購入した
製品・サービス」に伴う温室効果ガス排出量が21.6％を占めてい
ます。これは、「販売した製品の使用」に伴う温室効果ガス排出量に
次いで多いため、調達段階を重要なカテゴリーと位置づけています。

そこで、当社は2015年度に「CSR 調達ガイドライン」を策定、取
引先に対して、「気候変動への対応」について当社と共に取り組み
を進めていただくよう働きかけています。2016年度からは、取引
先が、温室効果ガス排出量の削減目標の設定状況や製造段階にお
ける温室効果ガス排出量の把握状況をセルフチェックできる仕組
みを構築しました。

2018年度からは、主要なサプライヤーについて、さらに詳しい
アンケート調査を実施し、温室効果ガス排出量の削減目標の設定
状況に加え、具体的な実施結果やさらに一部の2次サプライヤー
における温室効果ガス排出量の削減目標の設定状況について調
査を行いました。今後は、アンケート調査結果から重要度の高いサ
プライヤーを特定し、温室効果ガス排出量の削減目標のレベル向
上に向けて、働きかけを行っていきます。

当社グループは、脱炭素を目指してエネルギー管理体制を強化し、
業務で使用するエネルギーの削減を進めています。2017年度から
は自社施設の新築時にはZEBを目標として開発する方針を掲げ、
取り組みを進めています。2018年度は当社の「大和ハウス佐賀ビル」
をZEBを超えた、再エネ自給オフィスとして建設しました。

なお、「大和ハウス佐賀ビル」は、再エネだけで自立可能な取り組
みなどが評価され、「エコプロアワード」、「地球環境大賞」、「ジャパン・
レジリエンス・アワード」の各賞を受賞しました。

2018年度は、エネルギーを多く消費する施設を運営する主要
なグループ13社を対象に、「グループ省エネ合同ワーキング」を2
回実施しました。ワーキングでは、エネルギー使用量の多くを占め
る空調機器に関する省エネ技術について、外部講師を招いて実践
的な知識の向上を図りました。その成果の一つとして、空調制御技
術を当社事務所に導入し、空調の使用電力量を約19％削減するこ
とに成功しました。

また、運用改善の羅針盤として当社独自で作成した「省エネチェッ
クシート」を活用し、建物用途別に主な10施設において計56個の
改善策を立案し、グループ会社間で共有するとともに、改善策を順
次実行に移しています。　　

なお、2018年度はエネルギーコストの約17％に相当する約13
億円の省エネ投資を行い、それに伴う温室効果ガス排出量の削減

当社グループは、2018年3月、国際的なNPO法人「クライメイ
トグループ」が運営するエネルギー効率および再生可能エネルギー
に関する国際イニシアティブ「EP100」と「RE100」の双方に加盟し
ました。双方への加盟は、建設・住宅業界で世界初となります。

EP100では、「当社グループの事業活動におけるエネルギー効
率※を2030年までに2015年度比で1.5倍、2040年に2倍にする」
ことを目標としています。会社別、セクター別、主な拠点別にエネ
ルギー使用量の削減目標を立案し、きめ細かい省エネ活動を実施
したことにより、2018年度は2015年度比1.27倍にエネルギー効
率を向上しました。

RE100では、「2030年度までに電力使用量を上回る再生可能エ
ネルギー電力の供給（売電含む）を図り、その後、順次自家消費へ
切り替え、2040年までに当社グループの使用電力を100％再生可
能エネルギーでまかなうこと」を目標としています。また、自社施設
の新築時には太陽光発電システムの設置を促すとともに、設置が
困難な既存施設においては、非化石証書を活用した再エネ由来の
電力の調達等を検討しています。2018年度は、経済産業省の「ト
ラッキング付非化石証書の販売にかかる実証実験」に参画し、自社
で開発した岐阜県飛騨市の小水力発電所にて発電した電力のトラッ
キング付非化石証書を活用し、当社東京研修センターにてRE100
を達成しました。

当社グループは、この２つの長期的な国際イニシアティブの目
標達成に向けて、さらなる省エネ投資や運用改善・業務効率化と
再生可能エネルギーの導入を推進していきます。

「EP100」「RE100」は、COP21（気候変動枠組条約第21
回締約国会議）のパリ協定達成を目的に、エネルギーや気候
変動適応などを推進するため、クライメイトグループが運営
する国際イニシアティブです。「EP100」は、エネルギー効率
の高い技術や取り組みの導入を通じて、事業のエネルギー
効率を倍増することを目標に掲げる企業連合。「RE100」は、
事業運営に要する電力を100％再生可能エネルギーでまか
なうことを目標に掲げる企業連合。

調達段階における温室効果ガス排出量削減

新築施設におけるZEB化の取り組み

既存施設の省エネ運用改善および計画的な設備更新の継続

建設・住宅業界で世界初、EP100・RE100双方に加盟
当社東京研修センターにてRE100達成

主な取り組み

●「EP100」、「RE100」とは

P153  サプライヤーにおける環境方針の浸透
P217  環境データ バリューチェーンのCO2排出量

関連ページ

P212  環境データ 自社・グループ施設（既存）における省CO2

　　　　　　 先導プロジェクト
関連ページ

※ エネルギー効率：エネルギー消費量あたりの売上高

効果は約5,700ｔ-CO2/年と推計しています。今後も省エネ投資ガ
イドラインに基づき、計画的に省エネ設備へ更新していきます。

P219  環境データ 長期目標に対する進捗状況関連ページ

C
S
R
経
営
の
基
盤

環
境

株
主

地
域
市
民

取
引
先

従
業
員

お
客
さ
ま

経
営
の
考
え
方
と
全
体
像

外
部
評
価
・
デ
ー
タ
集

C
S
R
経
営
の
基
盤

環
境

株
主

地
域
市
民

取
引
先

従
業
員

お
客
さ
ま

経
営
の
考
え
方
と
全
体
像

外
部
評
価
・
デ
ー
タ
集

158DaiwaHouseGroup Sustainability Report 2019



大和ハウス工業の戸建住宅では、主力商品である「xevo Σ（ジー
ヴォシグマ）」の最上位商品として、従来より開口部面積を1.6倍に
してもZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）基準をクリアする
断熱性能を有した「xevoΣ PREMIUM（ジーヴォシグマプレミア
ム）」を2018年10月に発売。さらに戸建住宅の環境ブランド「For 
Nature（フォーネイチャー）」を展開し、断熱性の高い外張り断熱
通気外壁に加え、エネファーム（家庭用燃料電池システム）や太陽
光発電システムなどの環境アイテムの設置を推進。温室効果ガス
排出量の削減に貢献しています。また、ZEH対応レベルの「For 

当社の賃貸住宅事業では、オーナーさまと入居者さま双方が省
エネ住宅に関心を持っていただく工夫の一つとして、「BELS 認証
制度」※の活用を進めています。

この取り組みを推進するにあたり、認定仕様の標準化を進める
とともに、当社グループが運営する賃貸住宅検索サイトに認証の
有無を表示する仕組みの導入などを進めています。

当社の商業・事業施設事業では、2009年に定めた「環境配慮設
計ガイドライン」を運用しています。デザインレビューで「環境配慮
設計評価シート」を活用し、環境配慮型建築「D’s SMARTシリーズ」
のコンセプトに沿っているか等を確認、環境配慮に関する定量評価
を行っています。これらの仕組みにより、自社施設の実証検証で培っ
た技術やノウハウをお客さまへの提案に活用しています。また、グ
ループ会社の大和リース、フジタでも同様の手法を適用しています。

当社グループは、街づくりの指針となる「まち未来設計図」を
2016年に策定、人と地域に提供していきたい価値として「環境」を
含む８つの価値軸を設定しています。

2018年度は、「まち未来設計図」と同時に作成した「まち未来設
計図【解説編】」を改訂。これは、8つの価値を高める具体的なアイ
デアを収集・掲載しており、イントラネットにて公開。全国に水平展
開して、より良いまちづくりを推進しています。

当社グループでは、グループ横断で再生可能エネルギーの導入を加
速させるため、DREAM※プロジェクトを立ち上げ、「風と太陽と水」をコン
セプトに、「風力発電」「太陽光発電」「水力発電」を自社未利用地をはじめ、
自治体や各企業が保有する遊休地なども活用し、導入を進めています。

（賃貸住宅）省エネ性能に関する認証取得の推進と
社会への普及

（商業・事業施設）環境配慮設計ガイドラインの運用

（街づくり）まちづくりの指針「まち未来設計図」を策定、運用

再生可能エネルギーの推進

マネジメント

※ 新築・既存の建築物において第三者評価機関が省エネ性能を評価し認証する制度。
　 性能に応じて5段階で☆表示がされる。

※D:Daiwa House Group（大和ハウスグループ）、R:Renewable（再生可能）、
E:Energy（エネルギー）、A:Asset（資産）、M:Management（管理）

「エンドレス グリーン プログラム 2018」実践報告

1重　点
テーマ

地球温暖化防止
（エネルギー・気候変動） 商品・サービスの提供による温室効果ガス削減貢献

当社グループでは、2030年までに自社活動における電
力使用量に相当する再生可能エネルギーによる発電を目指
し、自社施設・遊休地等への風力発電・太陽光発電システム
の導入を推進し、今後、2040年までに当社グループの電力
使用量の100％を再生可能エネルギーでまかなうことを目
指しています。

基本方針

再生可能エネルギー（風・太陽・水・バイオマス）
による発電事業の拡大

（戸建住宅）「xevoΣ」によるZEH対応と、環境ブランド
「For Nature」の展開による環境配慮提案の拡大

エネルギー“ゼロ”の住宅・建築・街づくりを推進

大和ハウスグループでは、「エネルギー“ゼロ”の住宅・建
築・街づくり」を全国へ普及させることにより、脱炭素社会の
実現を目指しています。この実現に向けた取り組みは、自然
の風や太陽の光などをカシコク利用することで、使用するエ
ネルギーを最小化する一方、再生可能エネルギーの創出を
行い、年間を通してエネルギー創出量と使用量を差し引き
ゼロにするものです。

さらに、エネルギーゼロにとどまらず、エネルギーを自給
できる住宅・建築・街づくりの実現にも取り組み、新たな暮
らしの価値を社会へ提供していきます。

Nature PLUS（フォーネイチャープラス）」を展開し、さらなるZEH
の普及に努めています。

自然を活かす
(光・風・緑)

創エネ・
省エネ・
蓄エネ

エネルギーを
適切に制御

パッシブ
コントロール

アクティブ
コントロール

スマート
マネジメント

先進技術で
エネルギーを
カシコク使う

エネルギー使用量

エネルギ－
使用量
削減

残りを
太陽光発電
で相殺照明

照明空調・換気
空調・換気 太陽光

発電量コンセント
電気

コンセント
電気

従来の建物 エネルギーゼロの
達成イメージ

■ エネルギーゼロのコンセプト

P023  特集 大和ハウスグループが目指す「まちづくり」
P117  事業を通じたコミュニティ発展の支援

関連ページ
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当社グループでは、2013年に日本初となるZET（ネット・ゼロ・
エネルギー・タウン）を実現した後、これまでに全国で4つ※のZET
を創出しました。「セキュレア豊田柿本」（愛知県）では自然を活かす
パッシブデザインや省エネ設計による大幅なコスト削減、「スマ・エ
コタウン陽だまりの丘」（三重県）では、住民で共有する街の太陽光
発電所の収益による住民サービスの提供など、エネルギーがゼロ
になるだけでなく、街の新たな価値創造にも取り組んでいます。こ
うした新たな価値の創出を通じ、「進化したZET」への取り組みを
進めています。

当社グループでは、グリーンビルディング認証の取得を推進し
ています。昨年度は、一定以上の省エネ性能が要件となる長期優
良住宅や、省エネグレードを星の数で表示するBELS認証の取得
を進めました。

2018年度は新たに、「DREAM Solar 龍ヶ崎」（茨城県）をはじめ、
計36ヵ所の太陽光発電所を新たに稼働。累計217ヵ所で再生可
能エネルギー発電設備が稼働しています。2018年度末現在、当
社グループが発電事業者となる再生可能エネルギー発電設備は
298MW、年間発電量は409GWhとなり、当社グループの購入
電力量465GWhの88％となりました。2019年には2ヵ所目とな
る風力発電所を愛媛県西予市にて稼働させる計画です。

当社の賃貸住宅事業では、建物の省エネ性能向上を目的に、
「BELS認証」の取得を推進しています。2018年度賃貸住宅では、
996戸で認証を取得し、なかでも、ZEH-M基
準となる☆5（BEI※≦0.8）の評価に相当する物
件が、935戸となりました。

今後も、BELS認証の取得とZEH-Mの提案に積
極的に取り組み、お客さまへの環境訴求を図ります。

当社では「スマートエコ プロジェクト」での実証検証を踏まえ、
多様な用途の建物で環境配慮技術をパッケージ化した「D’s　
SMARTシリーズ」を発売・展開し、ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・
ビル）の普及を進めています。

2011年度に、「D’s SMART OFFICE（事務所）」を発売したの
を皮切りに、STORE（店舗）・FACTORY（工場）・ LOGISTICS（物
流施設）・ SILVER（介護施設）・MEDICAL（医療施設）の6用途を開
発。2018年度は補助金も活用し、ZEB仕様建物（ZEB Ready、
Nearly ZEB含む）を117件（61棟）※建設しています。

今後も、ZEB技術のさらなる進化や新たな技術開発にも注力し、
ZEBやエネルギー自給建物
を社会へ提供していきます。

（街づくり）進化したZETの普及を拡大

グリーンビルディング認証の取得推進

再生可能エネルギーの積極的な導入

（賃貸住宅）BELS認証の取得を推進
～業界トップレベルの取得数に～

※用途別カウントでは117件、棟数カ
ウントでは61棟（グループ3社の合計）

※1　BEI≦0.5の物件は、ZEB Ready、Nearly ZEBを含む広義のZEB
※2　BEI≦0.8の物件は、建築物省エネ法で適用される誘導基準

※複合用途建物は用途別にカウント
※2017年度以降は当社グループでの実績

（商業・事業施設）多様な建物で
環境配慮技術を開発しZEBを推進

当社の戸建住宅では、2020年に「エネルギー自給住宅の実現」
を目指し、取り組みを進めています。

戸建住宅の主力商品である「xevoΣ（ジーヴォシグマ）」では、独
自の外張り断熱通気外壁により、高い省エネ性を実現しています。
加えて、太陽光発電システム、高効率給湯器、省エネ機器、HEMS

（ホーム・エネルギー・マネジメント・システム）を組み合せ、標準仕
様で、ZEHを実現しています。

今後も当社が供給する新築
戸建住宅において、お客さまへ
のZEH提案を強化し、さらなる
環境負荷低減を目指すため、エ
ネルギー自給住宅の実現に向
け、蓄電池の普及を推進します。

（戸建住宅）ZEHの普及拡大を推進
主な取り組み

BELS認証マーク

大和ハウス佐賀ビル

※省エネルギー性能指標。設計一次エネルギー消費量÷基準
次エネルギー消費量（家電・OA 機器等分を除く）

※大阪府堺市65戸（2013年）、三重県桑名市66戸（2014年）、愛知県豊田市21戸（2015
年）、富山県富山市21戸（2016年）

P215  環境データ グリーンビルディング認証の認定・取得状況関連ページ

P214  環境データ 再生可能エネルギー関連ページ

（件）

（年度）

0 50 150100 1,000800600400200

24

31

75 562

104 828

302

415

BEI≦0.8 件数BEI≦0.5 件数

2014

2015

2016

2017

2018 117 756

■ グリーンビルディング認証の取得状況（2018年度）

■ ＺＥＢ※1仕様および誘導基準※2の設計件数

長期優良住宅 7,237棟（戸建住宅）
BELS 認証 1,686件（戸建住宅・賃貸住宅・商業・事業施設）

P161  Topics関連ページ

「xevoΣ」外観
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地球温暖化防止（エネルギー・気候変動）

T o p i c s

当社では、脱炭素社会の実現と、「RE100」達成に向けて取り組
むリコージャパン株式会社の岐阜支社を「Nearly ZEB」として建
設しました。

当建物では、働きやすさと省エネを両立するオフィスとして、省
エネ性能の追求や、再生可能エネルギーと蓄電池を用いて効果的
に自家消費するシステムに加え、照明や空調に自然エネルギーを
活用し、快適な室内空間を自動で制御できるシステムを採用して
います。これらのシステムは災害時の非常用電力としても活用で
きるため、BCP対策としても有効です。

リコージャパン株式会社では、この取り組みを全国に拡大し、今
後新設する自社所有もしくは一棟借りの社屋を、「ZEB Ready」基
準相当以上とする計画です。同じくRE100に加盟している当社も、
この取り組みをサポートし、脱炭素社会の実現に貢献していきます。

2018年度、国により新たに定義されたZEH-M（ゼッチ・マンション）では、入居者が生活する
「住戸単位」と共用部も含めた「住棟全体」で外皮断熱性能と省エネ性能を評価し、再生可能エ
ネルギーを考慮した省エネ達成度合いに応じて、「ZEH-M」「Nearly ZEH-M」「ZEH-M Ready」

「ZEH-M Oriented」に分類されます。大和ハウス工業では、戸建住宅（賃貸併用）、賃貸住宅、
高層マンションなどがZEH-Mの対象に該当し、各事業においてZEH-Mの取り組みを開始しま
した。さらに2018年5月、ZEH-Mに併せて新設された「ZEHデベロッパー制度」にも登録し、企
業としてZEH-Mに取り組むことを宣言しました。

2018年度では、環境省が実施する「低中層ZEH-M促進事業」と経済産業省が支援する「高層
ZEH-M支援事業」に参画し、合計10棟のZEH-Mを計画・建設しました（うち3棟は次年度継続実施）。

今後は戸建住宅で推進しているZEHと併せて、賃貸住宅やマンションにおいてもZEH-Mを
推進し、脱炭素に向けた取り組みをさらに強化していきます。

当社は2013年12月、東京都八王子市で、工場跡地を取得し、多くの桜が点在する自然環境を
活かして、2017年6月に住・商一体の街「高尾サクラシティ」を開発しました。開発面積94,315㎡（東
京ドーム約2個分）に、大和ハウスグループの総合力を活かし、戸建住宅83区画、分譲マンション
416戸、大型商業施設1つを建設し、街全体でエネルギー利用の見える化等を行うことで、サステ
ナブルな街づくりを行っています。街全体で、商業施設・マンション・戸建住宅に搭載された各エネ
ルギー・マネジメント・システム（BEMS・MEMS・D-HEMS）※1のデータを集約し、ホームページな
どで電力の使用状況の見える化を行っています。また、盛夏時には、マンション共用部や「D-HEMS」
などで、クールシェア※2実施を呼びかけ、商業施設でハートワンカード（当社グループのクレジットカー
ド）を使い、一定額以上の買い物をされた方にポイントを付加。商業施設への外出を誘導し、各ご
家庭の電力使用量を抑制しています。

働きやすさと省エネを両立するZEBオフィスを開発事例

ZEHの取り組みを賃貸住宅やマンションにも拡大（ZEH-M）事例

環境に配慮した住・商一体のまちづくり「高尾サクラシティ」（東京都）事例

分譲マンション｢プレミスト稲川｣（静岡県）
（ZEH-M Oriented）

高尾サクラシティ全景

リコージャパン岐阜支社

自然換気や自然光を取り入れた
執務室

街全体のエネルギーの見える化

※1 ICT技術の活用により、商用ビル（Building）、マンション（Mansion）、戸建住宅（Home）のエネルギー管理などを支援するシ
ステム（Energy Management System）のこと。 なお、D-HEMSは当社オリジナルのHEMSです。

※2 公共施設などを利用することで涼をシェアし、1人あたりのエアコン使用などを減らす取り組み。

1400

■ 空調
■ 換気
■ 照明
■ 給湯
■ 昇降機
■ 創エネ
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環境との共創共生



環境センサー「WEATHERY」

温湿度計

人感センサー

風速計

T o p i c s

当社ならびにシグマパワーホールディングス合同会社、坂本土木株式会社の3社は、合弁会社DTS飛騨水力発電株式会社を
2014年12月に立ち上げました。その後、2017年10月に「菅沼第一水力発電所（発電出力970kW）」、2018年10月に「菅沼第二
水力発電所（発電出力999.5kW）」が竣工し、同日より「菅沼水力発電所（発電出力約2MW）」の営業運転を開始しました。

当発電所は、奥飛騨数河流葉(おくひだすごうながれは)県立自然公園の自然豊かな場所に位置し、水力発電所の建設に際しては、
できるだけ林道近くに施設（発電所・鉄管路・沈砂池等）を設置することで、樹木伐採や造成を最小限に留めました。

さらに、各水力発電所間や水力発電所と変電所間の送電設備のほとんどを地下埋設で施工しました。これにより、送電経路の樹
木の伐採を最小限に留め、自然の景観を損なうことなく、風や雪、暴風、またそれらによる倒木の影響を受けにくい送電設備となっ
ています。

発電した電力は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度を活用し、2017年11月より20年間、当社が全電力をPPS※1として全量
買取し、電力小売事業の電力として法人企業に販売します。予定発電量は年間約12,060MWhです。これは、家庭の一世帯あたりの消
費電力量を4,432kWh/年※2とした場合、
約2,700世帯分の電力量に相当します。

2018年度は地震災害や豪雨・台風による風水害が多発し、大きな被害をもたらしまし
た。当社では、地震・台風等の発生による一次被害（地震による倒壊や風水害による破損・
水没など直接的な被害）や、それによる二次被害（停電などの被災後の暮らしに支障をき
たす被害）へ配慮した防災配慮住宅「災害に備える家」を2019年4月に発売しました。

この商品は、雨天でも約10日間の電力供給および暖房・給湯を確保できる「全天候型
3電池連携システム」※1と、新開発の耐力壁「KyureK（キュレック）」を用いて巨大地震時
の建物の揺れを低減する「xevoΣs＋（ジーヴォシグマエス・プラス）」※2仕様、台風など
強風による飛来物の衝撃に強い「防災瓦」「防災防犯ガラス」を搭載しました。

今後も当社は、災害に対する不安を解消すべく、お客さまにとって「安全・安心」な住
まいを追求し、気候変動の適応策にも注力していきます。

近年、地球温暖化の影響等で猛暑日が増加し、熱中症リスクが高まっています。特
に屋外での作業を伴う施工現場では、気候変動への適応策として熱中症対策が非常
に重要です。

そこで当社と協力会連合会では、施工現場内に日射を避けられる休憩場所の
設置や水分等の常備、熱中症予防教育などを実施。2016年度に、環境センサー

「WEATHERY（ウェザリー）」をメーカーと共同開発しました。この環境センサーには、
3つのセンサー（温湿度・風速・人感）が内蔵され、基準値を超える温湿度や風速を
検知すると、表示灯と音声で警告すると同時に管理者へメールで通知。現場にいな
くても状況を把握でき、熱中症や強風などへの対策を早期に行い、未然防止に努め
ます。2018年度は8月に最大で1,227台を設置しました。今後も普及を推進します。

当社初となる水力発電所を開発（岐阜県）事例

気候変動の適応策～災害に備える家～事例

気候変動の適応策～施工現場における熱中症対策～事例

全体配置図 第一水力発電所

太陽光発電 蓄電池

新開発の耐力壁｢KyureK｣

全天候型3電池連携システム

※ 1 ガス・水道が使用できる場合。一部都市ガスエリア、一部LPガスエリア除く。
※2 当社商品「xevoΣ（ジーヴォシグマ）」と比較し、最大2分の1。 エネファーム

※1 新電力会社のこと。
※2 経済産業省 資源エネルギー庁
　　「省エネ性能カタログ」より。

P158  当社東京研修センターにて
　　　 RE100達成　

関連ページ

設置風景
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TCFD への対応

気候変動に伴うリスクと機会には、「脱炭素社会」に向かう中で生じる規制の強化や技術の進展、市場の変化といった「移行」に起因するものと、「地
球温暖化」の結果として生じる急性的な異常気象や慢性的な気温上昇といった「物理的変化」に起因するものが考えられます。また、その影響は
短期のみならず、中長期的に顕在化する可能性もあります。そこで当社では、気候変動に伴うさまざまな外部環境の変化について、その要因を「移
行」と「物理的変化」に分類の上、影響を受ける期間を想定し、財務影響を大･中･小の3段階で評価し、重要なリスクと機会を特定しています。

さらに、こうしたリスクと機会を踏まえ、将来の外部環境の変化に柔軟に対応した事業戦略を立案するため、複数のシナリオを用いて、
事業への影響評価を実施しています。シナリオ分析にあたっては、「移行」が進むシナリオとして「NDC（国の約束草案）」を参照、極端な「物
理的変化」が進むシナリオとして「RCP8.5（高位参照シナリオ）」を参照し、事業戦略の妥当性を検証しています。

今般実施した簡易シナリオ分析では、いずれのシナリオにおいても、当社のネット・ゼロ・エネルギー住宅や建築物、環境緑化事業等の拡大
が見込まれ、その収益増は負の財務影響を上回る見込みであることを確認し、リスク対応の妥当性とより積極的な事業機会獲得の重要性を
再認識しました。なお、今回は第1ステップとして、主に住宅、商業・事業施設事業を対象に、重要なリスク・機会に限っての簡易分析としています。
　今後は対象となる事業の拡大を図るとともに、リスク・機会の網羅性の向上や、シナリオ分析の精緻化等にも取り組んでいきます。

気候変動の影響は年々深刻さを増し、気候変動が原因の一つとされる異常気象・自然災害等が頻発し、私たちの提供価値の根幹
である住まいや暮らしの安全・安心が脅かされつつあります。一方、パリ協定の採択以降、世界の国・政府が「脱炭素」へと大きく舵を
切り、私たち民間セクターが果たすべき役割への期待も大きく変わろうとしています。

しかしながら、こうした気候変動に伴う外部環境の変化は不確実性が高いため、複数のシナリオを想定した上で、リスクへの適切な対
応を進めつつ、事業機会の獲得を図っていくことが重要です。

そこで、当社ではTCFD提言が開示を推奨する、「ガバナンス」「戦略」
「リスク管理」「指標と目標」のフレームワークを、気候変動に関する
取り組みの妥当性を検証するツールとして活用するとともに、積極
的な情報開示を通じて投資家等との建設的な対話につなげていき
たいと考えています。

こうした考えのもと、当社グループは2018年9月にTCFD提言へ
の賛同を表明するとともに、2019年5月に発足した「TCFDコンソー
シアム」に参加しています。

当社グループでは、「気候変動の緩和と適応」を重要な経営課題の
一つに位置付け、気候変動戦略の遂行に責任を持つ環境担当役員
に取締役専務執行役員を選任。環境担当役員を委員長とする「全社
環境推進委員会」を設置しています。年2回実施する当委員会は、気
候変動を含む当社グループの環境活動に関する基本的事項および
環境に関するリスクや機会について審議・決定し、全グループの環
境活動を統括しています。

また、中期経営計画に合わせて3ヵ年毎に策定する環境行動計画
「エンドレス グリーン プログラム」は、グループ全体の気候変動問
題に関する戦略・パフォーマンス目標・計画・リスク管理方針が含ま
れており、環境経営に関する重要な事項として「コーポレートガバナ
ンス委員会」で討議の上、取締役会への報告事項としています。なお、
計画期間中は、各種管理指標の実績の取りまとめに合わせて、年1回、
環境担当役員が取締役会に進捗状況を報告し、適宜、戦略や目標、
計画等の見直しを行っています。

TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言への賛同を表明

ガバナンス

戦略

TCFD推奨開示項目

P151  環境マネジメント関連ページ

環境統括責任者（社長）取締役会

全社環境推進委員会（委員長：環境担当役員）コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
委
員
会

大和ハウス工業　専門部会

大和ハウス工業　事業所

環境部

環境統括
管理者
（事業所長）

環境推進
責任者

（総務経理責任者等）
各課 各課

プロセス部会
（自社活動）

サプライ
チェーン部会
（調達）

グループ環境経営研修会

グループ合同WG

ECOサポーター

グループ会社

環境
担当
役員

環境推進
責任者

各課 各課

プロダクツ部会
（商品・サービス）

ガバナンス
気候関連リスクと機会に関する組織のガバナンス
リスクと機会に対する取締役会の監督体制、リスクと機会を評価・管理する上での経
営者の役割

戦　略
組織の事業・戦略・財務への影響
短中長期のリスクと機会、事業・戦略・財務に及ぼす影響、気候シナリオを考慮した
戦略の強靭性

リスク管理
気候関連リスクの特定・評価・管理の状況
リスク識別・評価のプロセス、リスク管理のプロセス、組織全体のリスク管理への統
合状況

指標と目標 気候関連リスクと機会の評価・管理に用いる指標と目標
組織が戦略・リスク管理に即して用いる指標、リスクと機会の管理上の目標と実績

会議体 主なメンバー 気候変動に関する主な役割 開催頻度

取締役会 取締役、社外取締役 気候変動戦略の監督 年1回
程度

コーポレート
ガバナンス委員会

代表取締役、社外取締役、
監査役、社外監査役

気候変動戦略に関する重要事項に
ついて討議の上、取締役会に提言

年2回
程度

全社環境推進
委員会

環境担当役員、本社部門長、
グループ環境推進責任者

気候変動戦略の立案・審議・決定、
全社管理指標の進捗管理

年2回
程度

大和ハウス工業
専門部会

関連部門長、
推進担当者

気候変動戦略の実行、
個別管理指標の進捗管理

年4回
程度

グループ環境
経営研修会 グループ環境担当役員 気候変動戦略のグループ展開 年1回

程度
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気候変動リスクは、中長期的に大きな影響を与えるリスクの一つと認識し、全社的なリスク管理プロセスに統合しマネジメントし
ています。リスク・機会の特定・評価は概ね3年おきに詳細分析を行い、3ヵ年毎に策定する中期経営計画や環境行動計画の重要課
題の特定や主要施策、目標水準に反映しています。環境部門において、脱炭素社会への移行に伴う「外部環境の変化」と地球温暖化
の進展に伴う「物理的変化」を特定。その発生確率とこれらが現実化した場合の財務影響から重要なリスクと機会を評価しています。
こうして特定した重要なリスクと機会については、各部門別に具体的な対策を検討し、環境行動計画において、グループ全体・部門
別・事業所別に重要管理指標と目標を設定し取り組みを推進しています。その上で、グループ全体は年2回の「全社環境推進委員会」、
部門別には年4回の「部会レビュー」、事業所別には年2回の「事業所ECO診断/研修」にて進捗管理を行っています。

気候変動に伴うリスクの最小化、機会の最大化を目指し、短・中・長期の
目標を以下の通り設定しています。

気候変動に関するリスクや機会、TCFD
への対応などについて対話を行いました。

リスク管理

指標と目標 金融機関との対話

短期（0〜3年）、中期（3〜10年）、長期（10〜30年）

※詳細は「統合報告書2019」
（8月末発行予定）で開示

日本政策投資銀行の竹ケ原氏（左）と
当社環境部長の小山（右）

種類 内容 影響を受ける
期間

財務影響 
の程度

リスク

移行 政策・ 
法規制 

◆建築物省エネ法の規制強化 
建築物省エネ法の適合義務化の対象範囲拡大や省エネ基準の引き上げがあった場合、規制対象となる事業や物件
が増加し業務負担が増えるとともに、提供する住宅や建築物の原価増につながる恐れがある。

短期 中

◆炭素税や排出量取引制度の拡大 
炭素税の税率の大幅増や排出量取引制度が拡大された場合、運用コストの大幅な増加や規制に伴う業務上の追加
対応が必要となり、業務効率の低下につながる恐れがある。

中期 小

物理的 
変化 慢性

◆夏季の最高気温の上昇 
夏季の最高気温が上昇した場合、屋外作業を余儀なくされる施工現場において、作業者の熱中症の発症リスクが高
まる可能性があり、建設工期の遅延や現場作業の生産性低下などにつながる恐れがある。

短期 小

機会

移行

製品／
サービス

◆温室効果ガス排出量の少ない住宅・建物の需要増 
国内では「2030年までに新築住宅・建築物をゼロ・エネルギー化する」との政策目標が示されており、その達成に
向け支援策が継続・拡充された場合、一棟単価の高いZEHやZEBの需要が増加する可能性がある。

現在 大

製品／
サービス

◆低炭素住宅・建物の提供による炭素クレジットの創出 
排出量取引制度が国内で全国的に導入された場合、炭素クレジットの需要が高まり、低炭素住宅や建築物の提供を
通じてクレジットを創出・取得し、その売却益を追加的に得られる可能性がある。

中期 中

物理的 
変化

製品／
サービス

◆ヒートアイランド現象の抑制に資する環境緑化事業の拡大 
夏季の最高気温の上昇に伴い都市部でのヒートアイランド現象がさらに深刻化した場合、緑化による温度調整機能
へのニーズが向上する可能性が高く、緑化事業の拡大が見込める。

中期 小

■ 気候変動に関する主なリスクと機会

■ シナリオ分析の結果概要
外部シナリオ 選択の理由 分析結果 方針・戦略への反映

国の約束草案 
（NDC）

当社事業の大半を占める国内
の将来像として最も実現可能
性が高くシナリオの精度が高い

規制強化等により運用コストの増加が見込
まれるが、それ以上にZEHやZEBの売上
増やクレジット創出による収益増が見込める。

「早期にZEHやZEBの開発とコストダウンを進め、利益減の最小化と売上増
の最大化を図る」との方針を決定。ZEH販売率・ZEB販売率を重要管理指標
として、進捗をモニタリングするものとし、事業戦略に反映した。

高位参照シナリオ
（RCP8.5）

最も極端な状況を想定するた
め、物理的な影響が最も大き
いシナリオを選択

猛暑日の増加により工事遅延損害金などの
追加コストが発生する恐れがあるが、それ
以上にヒートアイランド現象を緩和する製
品等の売上増が見込める。

「施工現場における熱中症対策の徹底」及び「環境緑化事業におけるグルー
プシナジーの発揮」との方針を決定。熱中症発生件数や緑あふれる自社施設
の開発件数を重要管理指標として、進捗をモニタリングするものとし、事業
戦略に反映した。

社会的責任・リスクの低減の観点から、
自社活動の“脱炭素”を推進

SBT
(CO2 削減 )

EP100
( 省エネ )

RE100
( 再エネ )

温室効果ガス排出量
2030年：▲45％（2015年度比）
2055年：▲70％（2015年度比）

エネルギー効率 (=売上高÷エネルギー消費量)
2030年：1.5倍（2015年度比）
2040年：2.0倍（2015年度比）

再エネ率 (=再エネ発電量÷電力使用量 )
2030年：100％（売電含む）
2040年：100％（自家消費）

自社施設で蓄積したノウハウを活かし、
“再エネ 100％”の街づくりを推進

SBT
(CO2 削減 )

ZEH
( 住宅 )

ZEB
( 商業・事業施設)

温室効果ガス排出量(床面積あたり)
2021年：▲  6％（2015年度比）
2030年：▲30％（2015年度比）

ZEH 販売率 ( 戸建住宅 )
2021年：60％
2025年：平均でZEH

ZEB 販売率 ( 事務所・工場・倉庫 )
2021年：30％
2030年：平均でZEB

(売上高あたり)

好循環

P151  環境マネジメント　関連ページ
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方針・考え方

2015年に国連サミットで採択された「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」では、私たちの暮らしはさまざまな自然の恵み（生
態系サービス）に支えられており、これらを将来にわたり持続的に
得るには、それを生み出す森や海などの生態系保全が重要だと再
認識されました。しかし、国内の生物多様性の状態は依然として悪
化傾向※1で、開発等の人間活動等がこの要因となっています。

また世界では、陸地の約31％を森林が占め、面積は約40億ha
に及ぶものの、森林は減少し続けています※2。森林の減少や劣化
は、地球温暖化や生物多様性の損失に深刻な影響を与えるため、
持続可能な森林経営の実現が必要となり、これを阻害する要因の
一つである違法伐採をなくすことが重要です。

大和ハウスグループは全国各地で多様な開発を手掛けており、
自然環境への影響は少なくありません。開発事業では、事前に当該
敷地の自然環境のポテンシャルを把握し、その損失を最小限に留

開発事業に伴い、その地域の生態系に損失等が生じた場合、事業
機会の損失や生態系を回復させるための費用負担が発生する可能
性があります。また長期的には、当社グループが扱う資材の一つで
ある木材の調達において、合法性や持続可能性に配慮した木材の需
要が拡大した場合、こうした木材の調達が困難となり調達費用の増
加が懸念されます。そこで大和ハウス工業では、生物多様性ガイドラ
イン【開発・街づくり編】を運用。一定規模以上の開発において「（開
発）自主基準適合率」を管理指標の一つに設定し、当ガイドラインに
適合しているかを確認しています。また、木材調達では同【木材調達
編】を策定。運用範囲をグループに拡大し、環境NGOと連携して木
材評価基準を随時改定するなど、リスク管理を徹底しています。

一方、住宅購入者や施設の建築主が、今まで以上に自然環境との
調和や生物多様性保全に価値を見出すようになりつつあります。そ
のため、ニーズに対応した住宅や建築物の付加価値が高まり、環境
緑化事業等の拡大が期待できます。そこで当社グループでは、自然
環境と調和した住まいや施設、街づくりを積極的に推進、生物多様性
に配慮するとともに、緑を維持・保全する仕組みづくりに取り組んで
います。これらにより、街の魅力や資産価値向上を図り、良質なコミュ
ニティの形成にも寄与しています。

2重　点
テーマ

自然環境との調和
（生物多様性保全）

Challenge ZERO 2055
自然資本の保全・向上に向け、材料調 達による森林破壊ゼロの実現と、緑あふれる街づくりによる緑のノー・ネット・ロスを目指します

■ 世界の森林面積の変化

社会的課題

当社グループが社会や環境に与える影響

当社グループのリスク・機会とその対応

※1 出典：環境省「生物多様性及び生態系サービスの総合評価」（JBO2）
※2 出典：森林・林業白書平成28年版

出典：国際連合食糧農業機関（FAO）「世界森林資源評価(FRA)2015 」

めながら事業化することを徹底しています。また、住宅や建築物の
建設に付帯した外構計画では、地域の在来種等を中心とした緑化
整備により、地域の生態系ネットワークの形成に大きく貢献してい
ます。　

一方、住宅や建築物の構造材や内装材には多くの木材が使用さ
れ、当社グループが一年間に使用する木材は約317千m3、その原
産国は世界各国に及びます。そのため、サプライチェーンを通じて、
合法性・持続可能性に配慮した木材の使用を促すことで、世界的な
森林破壊の抑制に貢献しています。

2005 2010 20152000

4,056

1990

4,128
4,033 4,016 3,999

（単位：百万ha）

（年度）

環境長期ビジョン達成のロードマップ
環境長期ビジョン“Challenge ZERO 2055” エンドレス グリーン プログラム 2018

2055年（究極のゴール） 2030年（マイルストーン） 管理指標 2018年度目標

全事業において材料調達による
森林破壊ゼロ

住宅・建築物の建材において
木材調達による森林破壊ゼロ 調達木材におけるＣランク木材比率 0％

緑のノー・ネット・ロス
（緑の喪失≦緑の創出）

緑被面積の拡大 緑被面積 800千㎡

緑の喪失量の把握 生物多様性自主基準適合率（開発） 100％
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2018年度は、「CSR調達ガイドライン」を通じて、取引先と調達
基準の共有を行い、Sランク木材比率の向上とCランク木材の改
善を進めてきました。

こうした取り組みの結果、2018年度はSランク木材が94.9％と
前年度から10ポイント以上増加しました。Cランク木材は2.1％と、
前年度から0.3ポイント改善しましたが、目標には届きませんでした。
今後も、サプライヤーとともに、低リスクエリアの原産地への切り替
えや、合法性書類の確認を徹底するなど改善活動を進め、Sランク
木材比率の向上と、Cランク木材比率0％の早期実現を目指します。

2018年度は、全事業を通じた緑被面積が、前年度比9.6％増加
の839千㎡となり、目標を達成しました。これは、比較的緑被面積
を確保しやすい商業・事業施設事業で大型物件が増加したことが
要因です。今後も継続して、外構面積に占める緑化割合の向上を
目指し、初期提案から緑化を盛り込むことを推進していきます。

また、2019年度からは、緑の量に加え、質の向上を目指した取
り組みも進めていきます。

2018年度は、開発部門における敷地面積（開発）が133千㎡と
昨年度より42千㎡増加しました。生物多様性ガイドライン【開発・
街づくり編】に基づく自主基準適合率※については、2012年から
継続して100％となり、目標を達成しました。

2019年度からは、公的な評価基準を参考にして内容の見直しを
行った生物多様性ガイドラインを用いて、開発段階における生物多
様性配慮を推進し、自主基準への適合を維持・継続していきます。

「エンドレス グリーン プログラム 2018」主な目標、実績・自己評価

Challenge ZERO 2055
自然資本の保全・向上に向け、材料調 達による森林破壊ゼロの実現と、緑あふれる街づくりによる緑のノー・ネット・ロスを目指します

持続可能性に課題のあるCランク木材が
2.1％に減少したものの目標は未達成

年間の緑被面積は東京ドーム18個分となる
839千㎡となり、目標を達成

大型開発案件における生物多様性自主基準への
適合を維持・継続し、目標を達成

■ 調達木材の評価結果

調達木材における C ランク木材比率

生物多様性自主基準適合率（開発）

2018年度

Aランク 1.9%

44.0%

当社推奨木材
32.7%

Bランク 1.1%
Cランク 2.1%

Sランク94.9%

再生木材
18.2%

認証木材

2017年度

Aランク 11.4%

35.6%

当社推奨木材
30.9%

Bランク 2.0%
Cランク 2.4%

Sランク84.2%

再生木材
17.7%

認証木材

緑被面積

■ 【開発】生物多様性自主基準適合率の推移

■ 敷地面積（開発）の実績推移

20132012 2014 2016 2017 20182015

（単位：％）

（単位：千m2）

（年度）

2482036896

100

1,099

100100 100 100 100

20132012 2014 2016
91

2017

133
20182015 （年度）

100

100目標 実績

※大規模開発事業を対象に、当社が独自に定めた30項目からなる評価ツールにおいて、
評価ランクがBランク以上を自主基準適合としています。対象物件ごとに担当者に
よる評価を行い、本社部門にて基準への適合状況を確認しています。

839

千㎡
839

（2018年度）

戸建住宅事業
8.0%

賃貸住宅
事業
7.7%

都市開発事業
0.4%

商業・事業施設事業
82.2%

マンション事業
1.7%

■ 【街づくり】緑被面積の内訳
　 （部門別）

■ 【街づくり】 緑被面積の推移

2014 2015 2016 2017 2018

（千m2）

1,000
800
600

200
400

0

（年度）

871

800
761

目標 実績

765724

　　：2018年度目標達成　　　：2018年度目標未達成（前年度より改善）　　　：2018年度目標未達成（前年度より悪化）

15.1
15.212.811.7SDGsへの貢献
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　生物多様性ガイドライン【木材調達編】の運用にあたり、2011
年より年一回、木材調達調査※を実施しています。これは、取引先
に対して前年度に調達した木材の合法性・持続可能性についての

2010年、生物多様性ガイドライン【木材調達編】の制定を機に、
当社グループの購買・開発・施工・CSR・環境部門などによる部門
横断型のCSR調達部会を発足。各社で事業所の購買・施工担当者
とCSR調達の実施について連携する体制を構築し、ガイドラインに
則った調達を推進、PDCAサイクルを回し改善に取り組んでいます。

調査結果を木材調達評価基準で評価

当社グループでは、木材調達調査の結果をもとに木材調達評
価基準に基づいて、調達した木材をS・A・B・Cの4段階で評価し
ています。まず、再生木材と森林管理の認証を行っている3機関

（FSC、PEFC、SGEC）※1から認証を受けた木材はSランクと評価。
次に、木材の原産地が高リスクエリア※2である場合はCランクに
評価。高リスクエリアではない場合は、合法性と持続可能性に関
する評価を行い、評価点が110点満点中、90点以上の木材をＳラ
ンク、80点以上をＡランク、70点以上をＢランク、70点未満をＣラ
ンクと評価しています。調達先各国のリスク（法令遵守・生物多様
性・人権等）については、森林認証機関のFSC が運営するリスク
評価ツール「Global Forest Registry」を活用し、状況を把握して
います。

この評価基準は環境NGO等の専門家と意見交換を行い、適宜
改定を実施しており、今後は外部の評価基準を取り入れるなど、
生物多様性保全に配慮した木材調達に向けて取り組んでいきます。部門横断型のＣＳＲ調達部会を運営

取引先を対象とした木材調達調査の実施

マネジメント

※調査対象木材：構造材、桟木、下地材、合板、床材

「エンドレス グリーン プログラム 2018」実践報告

2重　点
テーマ

自然環境との調和
（生物多様性保全） 調達・自社活動における生物多様性保全

大和ハウスグループの事業活動は、多くの自然資本に依
存しており、特に調達活動では世界各地の自然環境や生物
多様性に大きな影響を与えています。なかでも、当社グルー
プが特に影響を与えている自然資本は木材です。そこで木
材を調達する際には、伐採地の状況をふまえて合法性・持続
可能性に配慮した調達活動を行う必要があると認識し、“森
林破壊ゼロ”を目指し、生物多様性ガイドライン【木材調達編】
の運用拡大と、認証木材・再生木材の採用推進に取り組ん
でいます。

自社活動においても自社施設内にある調整池での生態系
調査の実施や、建設工事現場における在来種の保全活動な
ど、生物多様性保全に取り組みます。

基本方針
持続可能な木材調達の推進

自社・グループ施設における環境緑化の推進

P199〜200  CSR調達ガイドライン
P200  生物多様性ガイドライン【木材調達編】

P106  CSRの取り組みにおける取引先への働きかけ

■ 木材調達調査のフロー

調査を要請するもので、調査結果をもとに4段階で評価、持続可能
性が不十分とされたCランク木材の供給元である取引先に改善を
要請しています。調査結果については、社外へ公開するとともに、
協働先の環境NGO等のステークホルダーへ報告を行い、専門的
な見地から指導・助言をいただいています。

目
標
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定
・
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書
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等
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換
）

対
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立
案

レ
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ュ
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（
役
員
・

関
連
部
門
長
）

Cランクの場合

Bランク以上になるまで改善

該
当

サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー

関連ページ

関連ページ

※1 FSC（Forest Stewardship Council®の略称。森林管理協議会）、PEFC（Programme 
　　for the Endorsement of Forest Certification Schemes の略称。）、SGEC
　　　（Sustainable Green Ecosystem Councilの略称、一般社団法人 緑の循環認証会議）
※2 合法性、持続可能性に問題があり、その根拠が明確でステークホルダーからの関心が高               
　　いエリア

STEP1 STEP2
No

No

Yes

Yes

STEP3

再生木材または
認証木材である

原産地が
高リスクエリアの木材

合法性、持続可能性の評価点
（110点満点）

90点以上 70点以上80点以上 70点未満

Ｓランク Aランク Bランク Cランク

■ 調査結果の評価フロー

生物多様性ガイドライン【木材調達編】（一部抜粋）
①認証木材
　各種機関から認証を受けた木材を調達します
②再生木材
　建設廃材のリサイクル木材を調達します
③当社推奨木材
   認証木材、再生木材に該当しない木材のうち、    
   合法性（3項目）と持続可能性（8項目）を確認し、
   一定レベル以上と判断された木材を調達します
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生物多様性ガイドライン【木材調達編】に則り、戸建・賃貸住宅、
分譲マンション、商業・事業施設等の各事業で使用する木質建材
について、持続可能な木材調達に努めています。2013年度からは、
一部のグループ会社でも実態調査に着手し、2018年度の調査か
らは大和ハウスリフォームも加わり、全7社のグループ会社で調査
を実施しています。

また、事務所等で使用する紙については、2008年度より用紙購
入基準「森林育成紙TM」※を導入、全グループ会社で持続可能な
調達に努めています。

2018年度の調査では前年度と同様、当社グループの住宅・賃貸
住宅商品（集中購買品）や一般建築物（分散購買品）で使用した、主
要な部位に使用される木材（構造材・桟木材・下地面材・仕上げ材）
について調査を行いました。

その結果、2018年度は認証木材・再生木材を含むSランク評価
の木材比率が94.9％（前年度84.2％）となり、前年度から10ポイ
ント以上増加しました。一方、Cランク評価の木材は2.1％（前年度
2.4％）と減少しました。これは、昨年度の調査結果で合法性が確認
できなかった木材に対して、公的書類の確認、徹底を求めたことに
加え、Cランク評価となった木材の取引先に対し、低リスクエリアか
らの調達に向けての改善を要請し、切り替えを進めてきた成果です。

調達先の切り替えに際しては、低リスクエリアからの調達量が十分
に確保できないといった課題がありましたが、当社グループの持続可
能な木材調達の考え方を理解していただき、切り替えを進めてきました。

今後も継続して、Cランク木材の調達先へヒアリングを行うなど、
改善に向けた取り組みを実施していくとともに、再生木材、認証木
材の採用推進、合法性証明書類の確認徹底を図り、Sランク木材比
率の向上にも取り組んでいきます。

当社グループのローソン社（オーストラリア）では、ニュー・サウ
ス・ウェールズ州内のファーン・ベイ開発（戸建住宅：370区画、商
業用地：2区画、コミュニティ用地：1区画）において、生物多様性保
全を目的とした社外のアドバイザーやエコロジストのチームを編成し、
動植物の事前調査および開発後の移植と保全を実施しました。

開発にあたっては、オーストラリアの連邦政府および州が設けて
いる世界でも厳しい環境保護基準(EPBC法など)に準拠して環境
アセスメントを行い、それに基づいた管理計画を策定しました。

ファーン・ベイの開発チームは州許可の下、開発地域内にある
1,132本の木を伐採し、その内211本の樹木で生物の巣などが確
認されたため、伐採時にそれらの生物に傷を負わせない等の配慮
を行いました。また、伐採された木はそこに棲む生物が未開発エリ
アに移動する猶予をとった後に撤去しています。その他、エリア内
で確認された動植物を記録・保護し、敷地内に設けられた生態系
保全区域に移植および生息できる小屋を設け、保全活動に取り組
んでいます。開発後の現在も、対象範囲の動植物のモニタリング
を継続して実施しています。

大和ハウス工業三重工場では、工場の敷地内にある調整池（約
6,000㎡）に準絶滅危惧種であるイシガイの生息が確認されたため、
この保護を目的とした活動を2012年から継続的に行っています。

これまでに「池干し」、「魚道」の設置、「生物多様性調査報告書」の
発行の他にも、地元のNPOの協力で講師をお招きし、小学生を含

生物多様性ガイドライン【木材調達編】の運用拡大

調達先の切り替えによるCランク木材比率の低減

オーストラリア　ニュー・サウス・ウェールズ州の
ファーン・ベイにおける生物多様性保全の取り組み

事業場での生物多様性保全の取り組み

主な取り組み

※森林認証制度の認証を受けた紙など、当社独自で策定した環境基準をクリアした紙の総称

む地域住民の方々と一緒に水生生物の採取・仕分けと、実際に採
取したいきものを観察して勉強会を行う「いきもの観察会」を毎年
実施し、これまでにのべ約200名の方にご参加いただいています。

2017年度には、三重県と当社、東産業、NPO「ちょっと自然」の
4者で、県が推進する生物多様性保全活動として「みえ生物多様性
パートナーシップ協定」を締結し、継続しています。地域の生態系
保護のための相互協力や情報交換を実施しており、2018年度に
は三重県民の森トンボ池復活大作戦（池干し）や夏秋2回の調整池
いきもの観察会、活動パンフレットの発行、ホームページでの情報
発信などの活動を行いました。

今後も、行政や外部環境団体、周辺地域とのネットワークを拡充
するとともに、多くの方々と一緒にこの活動を継続していきます。

■ 「木材調達調査」実施会社の拡大

2010年度〜 1社
大和ハウス工業

2014年度〜 3社
ロイヤルホームセンター、デザインアーク

2015年度〜
6社
大和リース、フジタ、
コスモスイニシア（サンプル調査のみ）

2018年度〜 7社
大和ハウスリフォーム

※社数は累計

調整池でのいきもの観察会

生物の巣などが見つかった樹木（黄色の点）

三重県民の森でのトンボ池復活大作戦

樹木の中に生息するブラッシュテイルポッサム
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当社では、生物多様性ガイドライン【開発・街づくり編】に基づき、
分譲住宅や賃貸住宅、分譲マンションを含む、3,000㎡以上の開発
案件については、6つの配慮項目に関して具体的に取り組むべき事
項をまとめた独自のチェックリストを活用し、物件ごとに提案内容を
定量的に評価し、自主基準への適合に努めています。また、同チェッ
クリストによる評価が一定以上の物件を中心に、事例紹介などを通
じて水平展開を図っています。

賃貸住宅事業においては、より質の高い植栽提案をお客さまへ
実施するため、植栽提案ツールの整備を行いました。

戸建住宅事業の植栽提案ツールを賃貸住宅事業にも展開し、代
表的な庭木の特徴や性質をまとめた「庭木リスト」、植栽のコーディ
ネート手法を賃貸住宅用にまとめた「植栽コーデ」を作成し、社内
への展開に着手しました。今後は、住宅事業・賃貸住宅事業におい
てさまざまなツールを活用してお客さまへ質の高い緑の提案を進
めるとともに、商業・事業施設事業、グループ会社など他部門にお
いても取り組みを進め、生態系に配慮した事業展開を推進してい
きます。

また、開発・請負案件での緑の提案を強化し、緑地の創出面積
の拡大、緑豊かな街づくりに取り組みます。こうして、緑の量を増
やすことに加え質の向上も図り、当社グループが創出した緑地を
エコロジカルネットワークとして、生物が生息・生育していく環境
をつないでいくことを目指しています。

当社グループの大和リースでは「緑が、街を変えていく。」をテー
マに、「壁面緑化」や「屋内緑化」を中心とした総合的な緑化をご提
案しています。壁面緑化では、当社の総合技術研究所と共同開発
した新商品「D’sグリーンパレット（壁付けできる薄型のプランター）」
の販売を2018年4月から開始しました。従来商品と比べ薄型・軽
量(湿潤時約30kg/㎡)でありながら、独自の保水機構により植
栽面全体に均一な水分環境を実現することができ、植物の健全
な生育を実現しています。パネル式で軽量のため、取付けが簡単
で施工者への負担が少ないのも特徴です。こうした取り組みの結
果、大和リースの2018年度における屋上・壁面緑化施工面積は、
55.3千㎡（昨年度46.1千㎡）となりました。

また、屋内緑化では、植物を中心に音や香りなどの五感に働き
かけるオフィス空間「VERDENIA（ヴェルデニア）」を展開していま
す。当社の総合技術研究所による効果検証では、一般的な休憩室
と比べて、VERDENIAに滞在することで交感神経の働きが抑えら
れ、ストレスが軽減される結果を得ました。植物を取り入れた「リラッ

当社の分譲マンション事業では、外部有識者に監修いただき
2014年より「植栽デザインガイドライン」を運用しています。当ガイ
ドラインでは、緑化デザインコンセプトや樹種の選定、植栽の管理・
メンテナンスについて体系的にまとめ、設計する際に活用しています。

植栽に関する標準化を行い、緑化を推進

環境緑化事業の推進

「植栽デザインガイドライン」の運用

生物多様性ガイドライン【開発・街づくり編】の運用
マネジメント

主な取り組み

■ 「生物多様性チェックリスト」の運用フロー

「エンドレス グリーン プログラム 2018」実践報告

2重　点
テーマ

自然環境との調和
（生物多様性保全） 商品・サービスにおける生物多様性保全

大和ハウスグループでは、緑豊かな街づくりの創出を通じ
て自然資本とそれらが生み出す生態系サービスの保全・回
復に努めるとともに、人々の暮らし方や仕事のスタイルを自
然と共生するものに変えていくことを目指しています。こう
した考えのもと、緑の喪失面積以上に緑の創出面積を増やす

“緑のノー・ネット・ロス”を実現し、事業を通じて自然環境と
の調和、緑豊かな街づくりを推進します。

基本方針
開発・街づくりにおける緑の保全・創出の推進

実績報告

フィードバック

【事業所】
チェックリスト
による自己評価

【本社】
課題抽出・
対策立案
優秀事例収集

【経営層】
マネジメント
レビュー

大和ハウス工業では、大規模な団地開発や市街地での住
宅・建築物の建設において、生物多様性への影響を最小限
としつつ、豊かな生態系ネットワークの創出に貢献すること
が重要と考え、6つの配慮項目をガイドラインとして定め、取
り組みを推進しています。

生物多様性ガイドライン【開発・街づくり編】

生物多様性ガイドライン【開発・街づくり編】
1. 自然環境のポテンシャルの把握
2. 緑の保全・創出
3. 野生小動物の生息・生育環境への配慮
4. 生態系ネットワーク形成のための配慮
5. 工事中の影響の低減
6. 維持管理面における配慮

関連ページ Ｐ223  環境データ 生物多様性ガイドライン
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当社では、生物多様性保全において、開発時だけでなく開発後
も継続した環境調査が重要と考えています。特に貴重種が確認さ
れた地域では、行政などとも連携した調査を継続的に実施してい
ます。

継続したモニタリング調査の実施

T o p i c s

当社の分譲マンション「プレミスト湘南辻堂」では、2016
年の3月と6月に、計画地及びその周辺に生息する鳥や昆
虫類の生態系調査（生物多様性リスク評価）を実施しました。
その後、藤沢市自然環境実態調査や藤沢市ビオトープネッ
トワーク基本計画もふまえ、市内の樹林地周辺で多く見ら
れる種を指標生物として選定し、それらの指標生物が好む
植栽計画を策定。緑地をいくつかのゾーンに分けて、それ
ぞれ呼び込む小動物を決めて植栽や生息場所を計画しま
した。

また、この豊かな緑や生態系を維持・保全していくために、
居住者向けの自然観察イベントやモニタリングへの参加
などの環境学習プログラムを計画、敷地外周でのランニン
グの自動計測などAI技術を活用した健康増進サービスも
導入し、居住者が楽しみながら自然に触れる機会を増やす
仕掛けをつくりました。

こうした取り組みの結果、当社マンション初となる「い
きもの共生事業所（ABINC）認証」を取得し、緑被率も
38.65％と豊かな緑地を創出しています。

VERDENIAモデルルーム（東京）

プレミスト湘南辻堂

ベニシジミ コゲラ モズ

いきもの
共生事業所

（ABINC）認証

当社マンション初となる「いきもの共生
事業所（ABINC）認証」を取得した「プレ
ミスト湘南辻堂」（神奈川県）

事例

案件 業態 事業開始
年度 場所 面積 周辺

環境
活動/報告書

の状況

多摩
ニュータウン 開発 2009 東京都

八王子市
322,102

m2

丘陵を
開発した
住宅地域

開発後、継続
してモニタリ
ングを実施す
るとと も に、
調 査 結 果 の
リストを作成

（非公開）

北摂三田
第二テクノ
パーク地区

開発 2010 兵庫県
三田市

971,289
m2

産業団地
（事業区

域内の
湿原）

開発後、継続
してモニタリ
ングを実施す
るとと も に、
2013年度以
降は三田市に
移管（ 調査は
継続実施）

電子機器
組立工場
新築工事

請負 2016 神奈川県
藤沢市

4,003
m2 工業地域

調査結果報告
書を藤沢市が
作成（非公開）

■ 生物多様性に与える影響に関する目標

■ ヴェルデニア利用における交感神経の働きの変化

■ 指標生物の一部

クス＆コミュニティ」を創造し、働き方改革にも対応します。
今後も緑化事業を拡大し、緑のある暮らし、緑豊かな空間の創

出に努めていきます。

D’sグリーンパレット　製品図 D’sグリーンパレットを採用した
「フレスポ桶川」（埼玉県）

マット

前面パネル

背面パネル

主な項目 目標 実績

敷地面積における
生物多様性に貢献
する面積の比率

25％以上 27.6％

緑の量 立体的な緑の
量を確保する

高さの異なる層ごとに（高
木層、低木層、草本層）緑
地設計することで10ｍ×
10ｍ以上の樹冠が連続
する場所を確保できた

約33％低下交
感
神
経
の
働
き

大
　
　ス
ト
レ
ス
　
　小
※実験期間：2018年5月30日～6月28日（設置前）

2018年7月20日～9月20日（設置後）
※実験場所：大和ハウス工業（株）総合技術研究所
※被験者数：33名

〈監修〉梅田 智宏 医学博士 奈良県立医科大学医科大学MBT
　　研究所研究教授

設置前 設置後

5

4

3

2

1

0

C
S
R
経
営
の
基
盤

環
境

株
主

地
域
市
民

取
引
先

従
業
員

お
客
さ
ま

経
営
の
考
え
方
と
全
体
像

外
部
評
価
・
デ
ー
タ
集

C
S
R
経
営
の
基
盤

環
境

株
主

地
域
市
民

取
引
先

従
業
員

お
客
さ
ま

経
営
の
考
え
方
と
全
体
像

外
部
評
価
・
デ
ー
タ
集

170DaiwaHouseGroup Sustainability Report 2019



Challenge ZERO 2055
資源循環型社会の実現に向け、住宅・建築物 の長寿命化と廃棄物のゼロエミッション、さらに健全な水循環を通じて、資源の持続可能な利用を目指します

方針・考え方

3重　点
テーマ

資源保護（長寿命化・
廃棄物削減・水資源保護）

住宅や建築物のライフサイクルを「資源」の点からみると、新築
の際に多くの資源が使われ、その一部は建設過程で端材として廃

社会的課題

当社グループが社会や環境に与える影響

当社グループのリスク・機会とその対応

年間数万件におよぶ施工現場から排出される建設廃棄物を適正
に管理・循環させる仕組みがないと、廃棄物の不適正処理を招くリ
スクがあります。また将来的には、廃棄物や水資源等の規制強化に
よる管理費の増加や、産業廃棄物処分場の枯渇による処理コストの
増大も懸念されます。そこで大和ハウス工業では、各地区に廃棄物
管理専門スタッフを配置し、すべての処理業者の選定評価を実施す
るなど管理体制を強化しています。また、住宅の施工現場で発生す
る建設副産物を自社工場に回収し、リサイクルする仕組みを構築、
不適正処理リスクの低減とリサイクル率の向上を両立させています。
一方、住宅や建築物の「長寿命化」は事業機会と考えています。新築
提案では「長期優良住宅認定」の取得によりお客さまは税制優遇を
受けられ、当社は住宅の高付加価値化により一棟単価の向上が見
込めます。そこで当社では、長期優良住宅の認定基準を標準仕様と
して普及を推進、戸建住宅の約8割で認定を取得しています。また、
長期保証制度を設け、点検の機会等を通じて改修やメンテナンスを
ご提案し住宅リフォームの受注拡大につなげるとともに、自社の既
存住宅を適正に評価・流通させる仕組みをグループ7社で構築する
など、住み替え時の仲介事業の捕捉率向上にも注力しています。

世界人口の増加、新興国の経済成長に伴い、世界の天然資源の
利用量が著しく増加、資源の枯渇と廃棄物による環境への影響が
深刻化しています。2015年に国連サミットで採択された「持続可
能な開発のための2030アジェンダ」でも、「2030年までに廃棄物
の発生を大幅に削減する」ことが掲げられ、欧州を中心に製品や部
品等の価値を再生・再利用し続ける「サーキュラー・エコノミー（循
環経済）」への関心が高まっています。また国内では、各種リサイク
ル法の整備が進み、循環型社会実現に向けた基盤が整いつつある
一方、住宅や建築物では、高度成長期からスクラップ＆ビルド型の
構造が続いています。例えば、日本の住宅の平均寿命は現在も約
30年前後と欧米に比べ極端に短く、資源の有効利用の観点からも
問題視されています。

また近年プラスチックの廃棄物の不適切管理による海洋汚染が
問題となっており、世界全体で年間数百万トンを超えるプラスチッ
クごみが海洋へ流出していると推計されています。

さらに水資源については、国連の「2030年までに世界の利用可
能な水が40％減少」という警告や、日本でも「水循環基本法」が施行

（2014年）されるなど、水の適正かつ有効な利用の促進が求めら
れています。

棄されます。その後、長期間使用され役割を終えた後は、解体され
最終廃棄されます。そのため住宅や建築物においては、省資源化、
廃棄物の削減･再利用･再資源化、長寿命化を図ることが「資源保
護」につながります。なかでも、「長寿命化」には大きな効果があり
ます。多様な用途の建物を数多く建設する大和ハウスグループで
は、スクラップ＆ビルド型からストック型社会への転換を先導するこ
とで、資源利用の抑制に大きく貢献しています。建設過程の廃棄物

（ガラスくず・廃プラスチックなど）は解体時も含め、発生した廃棄
物を再利用･再資源化することで、自社だけでなく、さまざまな産
業の新たな資源利用の抑制に貢献しています。　

出典
イギリス：Housing and Construction

Statistics（1996年、2001年）
アメリカ：American Survey

（2001年、2005年）
日　　本：住宅・土地統計調査

（1998年、2003年）

アメリカ
イギリス

日本

約77年

約55年

約30年

0 20 40 60 80(年)

■ 住宅の平均寿命の比較（国別）

環境長期ビジョン達成のロードマップ

全事業において廃棄物の
ゼロエミッション

住宅・建築物の
ライフサイクルにおける
廃棄物のゼロエミッション

サプライチェーンを通じたグローバルでの水リスク管理

住宅・建築物の長寿命化

売上高あたり建設廃棄物排出量（生産）〈2012年度比〉 ▲0.6％
施工床面積あたり建設廃棄物排出量（新築）〈2012年度比〉 ▲20％

リサイクル率

生産

95%以上新築
土木
解体
改修 85%以上

売上高あたり水使用量〈2012年度比〉 ▲26％
長期優良住宅認定率 90%
システム建築重点用途採用率 31%

環境長期ビジョン“Challenge ZERO 2055”
2055年（究極のゴール） 2030年（マイルストーン）

エンドレス グリーン プログラム 2018
管理指標 2018年度目標
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Challenge ZERO 2055
資源循環型社会の実現に向け、住宅・建築物 の長寿命化と廃棄物のゼロエミッション、さらに健全な水循環を通じて、資源の持続可能な利用を目指します

「エンドレス グリーン プログラム 2018」主な目標、実績・自己評価

2018年度は、生産における売上高あたり廃棄物排出量が、
2012年度比で0.2％減となったものの目標は達成できませんでし
た。この要因の一つは、外壁面材や木材の断面が大きくなり、端材
の重量が増加したためです。今後は、一部の部材断面を統一する
など、投入資材の削減に取り組みます。

また、新築における施工面積あたり廃棄物排出量は、2012年度
比で16.1％減となったものの目標は達成できませんでした。これは、
建物用途について、壁面量の多いホテル等の割合が増えたためで
す。今後、建設現場への資材投入量を適切に管理することで廃棄
物排出量の削減を進めます。

当社グループでは、建設現場でのきめ細かな分別、事業所間で
のリサイクルルートの共有、リサイクル困難な廃棄物排出量の削
減に継続的に取り組んでいます。

2018年度は、生産や新築だけではなく、既築の改修や解体で
もリサイクル率が向上、継続して高いリサイクル率を維持するこ
とができました。今後も、リサイクル率の低い一部の事業所につ
いては、廃棄物の処分を委託している外部業者と連携し、継続し
てリサイクル率向上に取り組んでいきます。

当社グループでは、グループ全体で水使用量の削減目標を設定
し、削減を推進しています。

2018年度は、新規ホテルの開業により水使用量は増えました
がオフィス、ホテル、リゾート・スポーツ施設において、節水機器（浴
槽の定量止水栓、無水トイレ、節水型蛇口、節水型シャワーヘッド）
や量水器（水道メーター）の設置を進めた結果、売上高あたりの
グループ水使用量を2012年度比31.1％削減し、目標を達成しま
した。

今後も、節水機器の採用を進めることにより、グループ全体での
水使用量削減を推進します。

外部環境および事業内容の変化により廃棄物が増加し目標は未達成

リサイクル率は全部門で高水準を維持し、改修部門以外は目標を達成

節水機器の採用で、水使用量を大幅に削減し目標を達成

建設廃棄物排出量

リサイクル率

水使用量と原単位の推移

〈生産〉 〈新築〉

2015年度
実績

2016年度
実績

2017年度
実績

2018年度
目標

2018年度
実績

生産 98.7% 98.6% 97.6% 95% 99.9%

新築 93.5% 97.7% 98.1% 95% 98.0%

土木 99.3% 99.8% 98.5% 95% 99.2%

改修 78.7% 80.0% 81.8% 85% 83.1%

解体 96.5% 96.0% 96.6% 95% 96.3%

2015 2016 2017 （年度）

58.3

61.7 61.962.0
61.7 18.0

12.6
14.2

12.513.3

2015 20172018 2018（年度）

19.4

18.4
132.0

2012

62.1kg/百万円

11.3千t

2012

22.9kg/㎡

147.5千t

2016

142.5 135.3 130.8

19.319.0

総量（実績）原単位（目標）
原単位（実績）

総量（実績）原単位（目標）
原単位（実績）

▲0.2％
（12年度比）

▲16.1％
（12年度比）

（
総
量
）

（
売
上
高
あ
た
り
）

（
総
量
）

（
売
上
高
あ
た
り
）

　　：2018年度目標達成　　　：2018年度目標未達成（前年度より改善）　　　：2018年度目標未達成（前年度より悪化）

2014 2015 （年度）2012

7,551千m37,551千m3

317.2m3/億円

273.9

8,1028,102

253.8
234.7

2016 2017 2018

8,7248,724 9,0119,011 9,0539,053

248.3
218.5

237.4

7,8827,882
（
総
量
）

（
売
上
高
あ
た
り
）

原単位（実績）
原単位（目標） 総量（実績）

20.1%増

▲31.1%

12.2
12.4
12.5

11.3
11.6SDGsへの貢献

当社の住宅事業では、「長期優良住宅の普及の推進に関する法
律」に基づく長期優良住宅認定を推進しています。

2018年度は、83％と継続して高い水準となったものの目標は
達成できませんでした。今後も、継続してお客さまへのご提案を積
極的に行い、長期優良住宅を普及させていきます。

長期優良住宅の認定率は高水準を維持したものの目標は未達成 長期優良住宅認定率
（%）
100

80
90

60
70

（年度）2012 2013 2014 2017 201820162015

83.3 83.5 83.7
90.0

83.0

86.3 87.4 84.8

目標 実績
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大和ハウス工業では、住宅・システム建築商品において、新た
な部材・部品を採用する際は、要求される性能を満たすために必
要な施工検証等を実施しています。また、現行商品の改善による
省資源設計や、建設現場で加工する部材の端材が最小限となるよ
う、部材の配置ルールを改善することで、廃棄物発生量の抑制（リ
デュース）を推進しています。さらに建設現場で排出される廃棄物
は、法律で定められた基準では5種類に分別するところを、当社で
は自主基準を設け、よりきめ細かく19種類に分別を徹底し、再利用

（リユース）、再資源化（リサイクル）を推進しています。
また一般建築では、再生建材活用の一環として、2008年に制

定した「グリーン調達品目（30品目）」の採用を進め、30品目中10
品目以上採用できた物件を「グリーン調達現場」として展開を図っ
ています。

当社が屋根材に多く採用しているスレート材は半分ずつ重ねて
施工するため、露出する下半面だけを化粧塗装されているスレー
ト材を使用していました。しかし、これでは屋根の隅部などカットが
必要な部位(以下、カット部)では端材の有効活用が困難でした。
そこで、カット部については全面化粧塗装されたスレート材を試行
物件に採用し、カット部に必要なスレート材の投入量を枚数ベース
で約30％削減、廃棄物を重量ベー
スで約80％削減できることを確認
しました。これを受け、2018年度
は戸建住宅の西日本地域で隅部に
は全面塗装されたスレート材を標
準採用としました。

今後はサプライヤーの
生産体制の整備に伴い、
全国のスレート材の施工
現場に展開していきます。

「工場デポ」によるリサイクル率向上

当社の住宅新築現場では、新築工事における廃棄物の不適正処
理リスクの低減と建設副産物のリサイクル推進を目的として、「工
場デポ」というシステムを構築、運用しています。工場から施工現
場に部材を搬入したトラックによって、施工現場からの建設副産物
を工場に回収し、二次分別・圧縮減容処理を行い、工場のリサイク
ルルートを活用して、廃棄物のゼロエミッションを実現しています。

省資源、資源循環に配慮した商品開発・設計・施工

全面塗装された屋根材の採用により資源投入量を削減

マネジメント

主な取り組み

「エンドレス グリーン プログラム 2018」実践報告

3重　点
テーマ

資源保護
（長寿命化・廃棄物削減・
水資源保護）

生産・施工現場の廃棄物削減とゼロエミッション

大和ハウスグループでは、「建築の工業化」を創業理念に、
住宅・システム建築商品を自社工場で生産しています。商
品の開発・設計段階では、無駄のない部材配置を追求し、
施工段階では、工場で必要な寸法に加工された部材を組
み立てることによって、施工現場での加工を減らし、廃棄物
の発生を抑制しています。さらに、生産・施工・解体・改修
すべての段階において、廃棄物の分別を徹底することにより、
廃棄物の再資源化を推進しています。

今後は新築建設時の資源投入量を現状より詳細に分析
し、さらなる環境負荷の把握・低減に努めていきます。

基本方針
■ 工場デポの仕組み

リサイクル

新築現場

❻リサイクル材を再び新築現場に ❸部材納入の帰り便等で
　自社工場へ回収

❷きめ細かい分別

❶余分な材料を納入しない（プレカット化）
　過剰包装をなくす（梱包レス化）

❺工場のリサイクル
　ルートを活用

❹回収した建設副産物の二次分別、圧縮減容処理
自社工場

リサイクル
工場

部材納入
部材納入

搬出

運搬

P225  環境データ グリーン調達30品目関連ページ 当社では、規模や仕様の似た用途ごとに外壁・構造躯体を規格化
したシステム建築商品を開発、事務所・店舗・高齢者向け施設・倉
庫・中規模工場などを中心に普及を進めています。これらシステム
建築商品は、鉄骨躯体の徹底した合理化による省資源に加え、設計
寸法に合わせて自社工場で主要部材の加工・生産を行い、施工現
場での廃棄物の発生を
抑制しています。2018
年度は、重点用途※にお
けるシステム建築商品の
採用率は、27.3％（昨年
度30.3％）となりました。

店舗・事務所等でのシステム建築の普及

建設廃棄物における３R（リデュース・リユース・
リサイクル）活動の推進

ダイワコンフォルト（当社竜ヶ崎工場事務所棟）

※重点用途：コンビニエンスストア、ドラッグストア、介護施設

屋根の隅部
反転して活用

化粧塗装された部分　　カット部に使う部分　　廃棄物

［ 新規 ］［ 従来 ］
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当社では、長期にわたり住み継がれる住宅の開発に加え、商品
開発部・総合技術研究所・生産部・購買部が部門横断で「ベース
強化ワーキング」を立ち上げ、住宅商品における資源投入量の削
減に取り組んでいます。

また、創出した優良なストックの適正評価・流通については、同
業他社と協働して「優良ストック住宅推進協議会」を設立し、新た
な価値を創出する市場を形成しています。さらに、当社グループは、
2018年1月、グループ７社が連携したブランド「Livness（リブネス）」
を立ち上げ、住宅ストック事業に関する総合窓口を設け、お客さま
の状況に応じたリフォームや買取再販などの提案をワンストップサー
ビスで提供しています。

建物の社会的寿命が欧米と比較して短い日本において、住まい
の寿命を延ばし、世代を超えて住み継ぐことは、建物を取り壊し、

ライフサイクルを通じた資源投入量の見直しと
住宅ストックの活用

長期優良住宅の推進

マネジメント

主な取り組み

「エンドレス グリーン プログラム 2018」実践報告

3重　点
テーマ

資源保護
（長寿命化・廃棄物削減・
 水資源保護）

住宅・建築物における資源保護への取り組み

住宅・建築物の建築では、多種多様な建材を調達するた
め、新材だけでなく再生材を採用することは、資源保護の点
から重要です。そのため、当社住宅商品では、厳格な品質管
理のもと、端材から再生されたパーティクルボード、石こうボー
ド、スレート等を標準採用しています。

多くの資源を投入して建設し、長期間、居住・使用される
住宅や建築物は、要求性能を確保したうえで必要最低限の
部材・部品量とすることや、その建物の寿命を延ばすことが
最大の資源保護対策と言えます。そのため、当社では長寿
命な住宅や建築物を開発・設計することに加え、適切なメン
テナンスが建物の寿命をさらに延ばすと考え、当社独自の
サポートサービスと長期保証制度を構築しています。

また、良質な住宅ストックを長期にわたり適正に維持して
いくため、中古住宅の評価・流通の仕組みづくりにも注力し
ています。

基本方針

住宅ストック事業ブランド「Livness（リブネス）」誕生

※日本住宅性能表示基準では、構造躯体が3世代（75〜90年間）もつレベルの対策が講じられ
ている場合、最高等級で評価

廃棄する機会を減らすため、資源の保護につながります。そこで、
当社では、住まいの耐久性・耐震性などの基本性能に加え、家族
構成の変化に対応する可変性や、維持・メンテナンスのしやすさに
も配慮した、住み継ぎのできる住まいづくりを行っています。例え
ば耐久性については、主要な構造体に電着塗装を施し、75年以上
の耐用年数※を実現しています。この考えに基づき、国の「長期優
良住宅認定制度」を普及・推進した結果、2018年度の同認定率は
83.0％となりました。また、耐震性に優れた構造のため、柱が少な
い室内空間は間取りの自由度が高く、将来のリフォームなどにも
柔軟に対応できます。

今後も、継続して住宅の長寿命化を推進していきます。

再生建材の採用推進

資源循環型商品（高耐久・長寿命・省資源）の普及

売買仲介

買取再販 リノベーション・リフォーム

戸建住宅のリノベーション前 戸建住宅のリノベーション後

当社は、既存建物の最適なリノベーション、リフォーム等を推進
するとともに、これらが適正に評価され、流通する市場の形成を
目指し、2003年にリフォーム会社ダイワハウスリニュー（現：大和
ハウスリフォーム）を設立、2007年には不動産仲介会社の日本住
宅流通を完全子会社化し、住宅ストック市場の活性化に貢献して
きました。

そして2017年に、さらなる住宅ストック事業の拡大に向け、グ
ループ7社が連携し、住宅ストック事業に関する総合窓口「Livness

（リブネス）」を新たに設けました。リブネスでは戸建住宅やマンショ
ンなどの売買仲介や買取再販、中古物件探しからリフォーム・リノ
ベーションまでをワンストップで実施。2018年度は全国で603件

（うち戸建住宅・マンションは371件）を買い取り再販し、82,361
件のリフォーム・リノベーションを請け負いました。

今後も住宅ストックが適正に評価され流通する市場の形成を目
指します。
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施設 国 （低）　 　  　　リスクレベル※4　   　　　（高）
1 2 3 4

工場 日本 28
リゾート施設 日本 29
スポーツ施設 日本 69

ホテル 日本 46
各リスクレベルでの

水使用量総量 6,269.5千㎥※5

※1 世界資源研究所（WRI）が公開している世界の水リスク分析のためのツール
※2 世界自然保護基金（WWF）とドイツ投資・開発協会（DEG）が共同開発した水関連のリ

スクを定量化するツール。
※3 2016年度の状況をもとに評価を実施し、2018年3月末現在の保有施設について評価

結果を記載しています。今後、2年を目途に継続して実施する予定です。

※4  リスクレベル  1:非常に限られたリスク、2:限られたリスク、
                     　 3:いくらかのリスク、4:高いリスク、5:非常に高いリスク
※5 2019年3月末時点

当社グループでは、国内のみならず海外で生産された資材をサ
プライヤーを通じて調達しており、サプライチェーン全体での水
リスクの把握・対策が重要と考え計画的に対応を進めています。
2017年度は、当社グループの主要な原材料である木材の生産国
における水リスク評価を実施しました（隔年で実施）。2018年度は、
当社グループのサプライヤーにおける水使用量の削減状況や工場
の水リスクを調査しました。2019年度は、LCAツールを用いて原
材料別のサプライチェーン上流での水使用量を把握することにより、
サプライチェーン全体での水リスク対応をさらに推進する計画です。

2018年度は、主要サプライヤーを対象に取水量、排水量、水関
連問題、設備投資、法令遵守状況や水に関する目標の有無を確認
するとともに、サプライヤーの工場の詳細な水リスク調査を実施し
ました。その結果を踏まえ、調達先の分散などによる対策を確認し
ています。

今後、水資源保護の優れた取り組みに対する表彰制度などを通
じて、さらなる取り組みを働きかけていく計画です。

当社グループでは、水リスク対応のため、自社施設の水リスク評
価を分析ツールを用いて実施するとともに、グループ全体での水
使用量削減、および工場での排水管理を推進しています。

また、日本では水使用量の7割が生活用水と言われているため、
当社の戸建住宅および賃貸住宅部門では、お客さまへ提供する建
物に節水機器を積極的に導入することにより、お客さまのライフサ
イクルにおける水使用量削減を推進しています。　　　　　

なお、当社は2017年度より企業の水リスク対応や資源保護を
調査・情報開示する「CDPウォーター」に自主参加し、2018年度も、
2017年度から継続してA－の評価を受けました。

当社グループにおいて、水を多く使用する施設（工場、リゾー
ト・スポーツ施設、ホテル）について、WRI Aqueduct※1、および
WWF-DEG Water Risk Filter※2を用いて、地域性や各施設の
リスク対応状況を含め、水リスクの定量化を実施しました※3。水リ
スク評価の結果、高リスクの施設がないことを確認しています。

2018年度の当社グループにおける売上高あたりの水使用量は、
2012年度比31.1％削減し、目標を達成しました。水使用量の多い
各施設において節水対策を実施し、スポーツ施設やホテルにおけ
る節水シャワーの導入により大きな削減効果がでています。また、
新規のスポーツ施設やホテルには、設計段階で節水シャワーや節
水トイレ、定量止水栓などの節水機器を設置しています。

2019年度より、一定規模以上の水を使用する事務所、工場、倉
庫、商業施設・店舗、温浴施設、介護施設においても目標設定を行
い、グループ全体での節水対策をさらに推進します。

サプライチェーンの水リスク対応の推進

サプライヤー工場における水リスク評価

自社施設および住宅・建築物における
水リスク対応の推進

自社グループ施設における水リスク評価

グループ全体での節水対策を推進

マネジメント

主な取り組み

気候変動の影響により将来的に水の供給が不安定になる
ことが予想されており、世界的に水資源保護の重要性が高
まっています。

水リスクは地域性も大きく影響するため、大和ハウスグルー
プでは各施設における水リスクを評価し、リスクレベルに応
じた管理を進めています。また、木材など調達資材の原産地
やサプライヤーの工場における水リスクも把握し、サプライ
チェーンを通じた水リスク管理を進めています。さらに、水
資源の継続的な利用のため、グループ全体で水使用量削減、
工場での排水管理の徹底および住宅・建築物における水使
用量削減を推進しています。

基本方針

「エンドレス グリーン プログラム 2018」実践報告

3重　点
テーマ

資源保護
（長寿命化・廃棄物削減・
 水資源保護）

水資源保護

■ 水リスク評価結果 単位：ヵ所

水リスクの把握および節水器具の採用推進による
自社施設、住宅・建築物の水使用量削減

P227  環境データ 木材生産国の水リスク評価結果関連ページ
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※ LEED認証は、米国グリーンビルディング協会が開発した国際的な建築物環境性能評価
システムで、7つの評価項目（敷地選定、水資源の保全と節水、エネルギーと大気、材料と
資源、室内環境、革新性、地域別重みづけ）の合計点により格付けされます。その中でも、
LEED-EBOM認証（既存建物）は、既存ビルの運用・管理について、その評価・認証を行うも
のです。

当社の大阪本社ビル・東京本社ビルでは、空調用設備などの排
水や雨水などを中水処理し、トイレ洗浄用水として再利用していま
す。東京本社ビルでは、節水機能等が高く評価され、2017年3月

にLEED-EBOM認証（既存建物）※で最高位のプラチナ認証を取
得しました。 

また、当社グループ会社のリゾートホテル2施設においても、雑
排水や浄化槽処理水をトイレ洗浄水や散水に再利用しています。

居住段階における水使用量の削減のため、当社の住宅や賃貸住
宅において、節水機器の採用を推進しています。新築戸建住宅お
よび、新築低層賃貸住宅において、節水型便器、台所の節水蛇口
を標準採用するとともに、浴室での節水器具（小流量シャワーヘッド、
手元止水）の採用率100％に向けて、継続して取り組んでいます。

その結果、2018年度は新築戸建住宅において、昨年に続き浴
室に節水器具を100％設置しました。また、新築低層賃貸住宅では、
浴室での節水器具を87％設置しました。

2019年度より、中高層賃貸住宅、マンション、リフォーム、ホテル、
ホームセンターにおいても目標設定を行い、グループ全体で節水
機器の採用推進に取り組みます。

大和ハウス大阪本社ビル・東京本社ビル、
リゾートホテルにおける水のリサイクルの実施

戸建住宅や賃貸住宅での節水機器の採用推進

■ 各施設での節水対策

施設 会社名 規模 節水対策

リゾート
施設

大和リゾート 4ホテル 節水シャワーの設置

西脇ロイヤル
ホテル

11室 節水シャワーヘッドへの交換

7室 客室水栓のシングルレバー
への交換

スポーツ
施設

スポーツクラブ
NAS

新規1店舗 無水トイレの設置
新規2店舗 節水シャワーの設置

ダイワロイヤル
ゴルフ

5ゴルフ場 節水型蛇口への交換
5ゴルフ場 節水シャワーヘッドへの交換
3ゴルフ場 給排水管更新（漏水防止）

ホテル
ダイワロイヤル 新規

6ホテル
浴槽水栓に定量止水栓を
採用

大阪マルビル 156室 節水シャワーヘッドへの交換
商業
施設 大和ハウス工業 1店舗 トイレ、蛇口に節水装置を

設置

T o p i c s

当社と川崎市が連携し、開発を進めている「キングスカイフロント・A地区」の
まちびらきを2018年5月に行い、当地区内で当社が設計・施工した「川崎キン
グスカイフロント東急REIホテル」が開業しました。

これは、環境省「平成27年地域連携・低炭素水素技術実証事業」を活用して実現
した、使用済みのプラスチック由来の水素エネルギーをホテルで利用する世界初と
なる先進的な事例です。この取り組みでは、使用済みのプラスチックを昭和電工株
式会社川崎事業所でリサイクルし水素を精製、パイプラインでホテルに供給してい
ます。ホテルでは純水素燃料電池システムを用いて、熱と電気に変換、ホテル全体
の使用エネルギーの約30％をまかなっています。また、ホテルで使われたプラスチッ
ク製の⻭ブラシやクシも、水素の原料としてリサイクルする実証実験を行いました。

メキシコは、多くの日系企業が進出している地域ですが、水資源の乏しい地
域が多く、井戸水など水資源枯渇の危険性があります。そのため、水資源は国
家機関により利用と利用料金が管理されており、料金は年々上昇しています。

このような地域に進出するお客さまに、当社グループのフジタは、排水の再
利用と雨水利用により、水利用量を抑制し、外部への排水をゼロに近づける「排
水再利用・雨水利用総合水利用システム」を開発し提案しています。当システム
は、排水や雨水から工業用水や緑地散水など用途毎に必要な水質の再生水を
造る「水処理計画・設計法」と、再生水を用途毎に最適に分配・利用する「水利用
計画」から構成されています。今後もお客さまへ積極的に提案する予定です。

世界初となる使用済みプラスチック由来の
低炭素水素を用いた水素ホテル事例

海外での無排水・水リサイクル技術の開発（株式会社フジタ）事例

P215  環境データ グリーンビルディング認証の認定・取得状況関連ページ

川崎キングスカイフロント東急REIホテル

純水素燃料電池
システム（東芝エ
ネルギーシステ
ムズ株式会社）

排水再利用・雨水利用総合水利用システムの概念

人が口にする水は天然水

給水処理
設備

受水槽

取水量
削減

外
部
水
源（
井
戸
）

受水槽
( 生産系）

受水槽 ( 生活系） 生産施設・事務所

生産系排水処理設備

場内散水等
 削減（無排水）

生活雑排水処理設備

排水の特性に適した水処理法を適用

再生水設備雨水槽
雨水・排水処理水を再利用する設備

人が口にしな
い工業用水は
再利用と雨水
利 用 により、
外部水源利用
を最小化
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Challenge ZERO 2055
住宅・建築物のライフサイクルを通じた 化学物質の適正管理に取り組み、人や生態系に悪影響を及ぼすリスクの最小化（ゼロ）を図ります

方針・考え方

4重　点
テーマ

化学物質による
汚染の防止

2002年、ヨハネスブルグ環境サミットで、「2020年までに化学
物質による悪影響を最小化する」との合意がなされたことを契機に、
アメリカのTSCA※1、EUのREACH 規則※2、RoHS 指令※3など、
欧米を中心に化学物質の規制強化が進められてきました。国内に
おいても、「化管法※4」「化審法※5」の改正など各種化学物質管理
の規制が強化され、2016年には労働安全衛生の観点から化学物
質のリスクアセスメントも義務化されました。さらに住宅や建築物
においては、シックハウス・シックビルの問題が指摘され、規制の
導入により一定の成果が上がりつつあるものの、2018年度には
一部の厚生労働省室内濃度指針値が厳しく改定されるなど、建築・
医学両面からのさらなる横断的アプローチが期待されています。

また、土壌汚染問題についても、健康被害や汚染の拡散防止の
観点から、より高い管理レベルが求められるとともに、汚染土壌の
存在もしくは存在する可能性により売却や再利用ができず遊休化
した、いわゆるブラウンフィールドの増加も社会課題となっています。

大和ハウスグループの工場や施工現場では、さまざまな化学物
質が使用され大気や水域への排出を通じて周辺環境へ影響を与
えています。そのため、化学物質の使用状況もふまえた適正管理
を徹底するとともに、予防的観点から有害化学物質の削減・代替
を進めることで、その影響を最小化しています。

また引渡し後の住宅・建築物では、建材から放散されるVOC（揮
発性有機化合物）による健康への影響が懸念されるなか、サプラ
イヤーとの協働による低VOC建材の開発や普及、お客さまへの

社会的課題

当社グループが社会や環境に与える影響

当社グループのリスク・機会とその対応

適切な情報提供などにより、リスクの低減を図っています。
また、年間数万件に及ぶ施工現場では掘削を伴わない工事はほ

とんどなく、常に土壌汚染の拡散リスクに直面しています。そこで、
土地利用の履歴確認や残土の適正処理の徹底などにより、リスク
の極小化に努めています。加えて、適正かつ確実な土壌汚染対策
のソリューションを提供し、ブラウンフィールドの事業化を支援する
ことで土地の高度利用を進め、放置汚染の解消や新たな汚染拡散
の防止に貢献しています。

大和ハウス工業の提供した住宅や建築物で、有害な化学物質を
放散する建材が原因となり、シックハウス症候群などの健康被害が
生じた場合、お客さまからの信頼の失墜や、その対応コストの負担、
ブランドイメージ低下のリスクがあります。そこで当社では、化学
物質管理ガイドラインを制定、サプライヤーと共有し、ガイドライン
に定めた使用制限物質の含有量や放散量を確認しています。また、
室内空気質についても国が定める指針値を上回る自主基準を設定
し、毎年一定数以上の物件で測定・評価し、改善につなげています。
さらに、住宅や建築物の健康配慮に関するニーズに対応することで
競争力の向上、シェア拡大が見込めます。そこで当社では、サプラ
イヤーと協働で低VOC建材の標準化を推進。より室内空気環境
に重点を置いた健康配慮仕様の開発・普及を進めています。

一方、土壌汚染については関連法規の遵守に加え、土地購入後
に土壌汚染が発覚し事業化が困難になるリスクや開発・販売後に
土壌汚染が原因で資産価値が大幅に低下するリスクなどがありま
す。そこで当社では、事業用地を購入する際は、原則すべての物件
で購入前に地歴調査を実施。土壌汚染の恐れがある場合は土壌調
査を行い、汚染がある場合は適切な汚染対策を行っています。ま
た近年、空き地となった工場跡地やガソリンスタンド跡地などの土
地活用ニーズが高まっており、こうしたニーズへの対応力が競争
優位性となり、受注が拡大しています。加えて、調査・対策会社と
の強固なネットワークの構築と、独自の対策技術の開発により、複
雑な土壌汚染案件への対応力を強化しています。

売上高 あたりPRTR 対象化学物質排出・移動量
〈2012年度比〉 ▲40％

売上高あたりVOC排出量〈2013年度比〉 ▲10％

居住系施設における室内空気質自主基準達成率 100％以上

土地購入時における土壌汚染重大リスク ゼロ

化学物質リスク の最小化（ゼロ）
土壌汚染リスクの最小化（ゼロ）

※1 TSCA：1977年にアメリカで発効した有害物質規制法
※2 REACH：2007年6月に欧州委員会が施行した新化学物質規制
※3 RoHS：電気電子機器に含まれる危険物質を規定し、物質の使用を禁止する旨の欧州連合

（EU）指令の一つ
※4 PRTR制度とSDS制度を柱として、事業者による化学物質の自主的な改善を促進し、環境

保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律
※5 新規化学物質の事前審査、化学物質の性状に応じた規制を実施し、環境汚染を防止する

ことを目的とした法律

環境長期ビジョン“Challenge ZERO 2055”
2055年（究極のゴール） 2030年（マイルストーン）

エンドレス グリーン プログラム 2018
管理指標 　    2018年度目標

環境長期ビジョン達成のロードマップ
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Challenge ZERO 2055
住宅・建築物のライフサイクルを通じた 化学物質の適正管理に取り組み、人や生態系に悪影響を及ぼすリスクの最小化（ゼロ）を図ります

「エンドレス グリーン プログラム 2018」主な目標、実績・自己評価

当社グループではPRTR対象化学物質排出・移動量および、
VOC※排出量削減に向けて、塗装工程に重点をおいて改善に取り
組んでいます。

2018年度は、当社グループにおける売上高あたりのPRTR対
象化学物質の排出・移動量が、2012年度比49.9％減となり目
標を達成しました。また、当社グループにおける売上高あたりの
VOC排出量も、2012年度比20.4％減となり目標を達成しました。

2018年度は、当社住宅工場において塗装機洗浄用シンナーの
弱溶剤化、当社建築工場においてさび止め塗料の弱溶剤化、一部
商品の鉄骨塗料・シンナーの弱溶剤化を実施しました。加えて、当
社グループの大和リースでは、パネル補修塗料の水性化、デザイ
ンアークでは、ウレタン発泡ノズルの洗浄剤の弱溶剤化、および大
型部材をエアー吹付塗装から静電塗装への切替を推進し、塗料使
用量を削減しました。

今後もグループ全社で、さび止め塗料・シンナーの弱溶剤化や
塗装方法の見直しによる塗料使用量の削減を推進します。

当社グループでは、居住系施設において国が定める指針値より
も厳しい目標を設定し、毎年一定数の室内空気質測定を実施して
います。

2018年度は、すべての部門において自主基準を達成しました。
住宅系部門においては低ホルムアルデヒド放散建材への切り替え
を推進、住宅系以外においては施工時の換気を徹底するなどの取
り組みを実施しました。今後も、維持・継続していきます。

当社では土壌汚染対応に関する基本方針を定めるとともに、専
門部署を設置して、土壌汚染リスクの審査・支援等を行っています。

2018年度は、販売用土地購入時の土壌汚染重大リスク0件を
維持・継続し、目標を達成しました。なお、土地購入にあたっては、
原則すべての物件で購入前に地歴調査を実施することとしており、
汚染のおそれがあると判断した場合には土壌調査や汚染対策を行っ
たうえで、お客さまに販売しています。

工法の変更や塗料の弱溶剤化で化学物質を削減し、
目標を達成

国が定める指針値を上回る目標を達成

土壌汚染重大リスクのゼロを継続し、目標を達成

※VOC（Volatile Organic Compounds ）：揮発性有機化合物

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 （年度）

原単位（実績）
原単位（目標）

185t

0.721kg/百万円

0.539 0.488 0.436 0.428

0.361
0.416

▲41.8%

▲49.9%

147147 139139 129129 134134 126126 108108

0.433

総量（実績）

（
総
量
）

（
売
上
高
あ
た
り
）

2013 2014 2015 2016 2017 2018（年度）

589t589t

2.157kg/百万円

2.039 1.854

1.941
1.852 1.7171.857

582582 548548 580580 560560

原単位（実績）
原単位（目標） 総量（実績）

（
総
量
）

（
売
上
高
あ
た
り
） ▲13.0%

▲20.4%

512512

2013 2014 2015 2016 2017 2018（年度）
0

50

100
（%）

実績（住宅系以外）実績（住宅系）目標
100

96 95

68

100 100 100100

100

100

2016年度
実績

ゼロ

2017年度
実績

ゼロ

2018年度
実績

ゼロ

PRTR 対象化学物質排出・移動量

VOC 排出量

居住系施設における室内空気質自主基準達成率

土地購入時における土壌汚染重大リスク

　　：2018年度目標達成　　　：2018年度目標未達成（前年度より改善）　　　：2018年度目標未達成（前年度より悪化）

12.411.6SDGsへの貢献 3.9
3.d
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部門横断型ワーキンググループによる推進体制

大和ハウス工業では、工場で取り扱う有害化学物質の削減を推
進するため、開発部門および生産部門を含めた部門横断型の合同
ワーキングを定期的に開催し、取り組みを進めています。開発部
門では、新規材料の設定段階において有害性が低い材料の選定を
行うとともに、工場で使用している化学物質の使用状況の報告を
もとに、より有害性の少ない材料への代替を検討し、継続的な改
善につなげています。また、当社グループ会社においても、合同ワー
キングを実施することで情報を共有し、改善活動を推進しています。

土地取引・建設工事に伴う土壌汚染の拡散防止

当社では販売用土地の購入にあたって、原則すべての物件で購
入前に地歴調査を実施しています。地歴調査で土壌汚染のおそ
れがあると判断した場合には土壌調査を実施し、土壌汚染がある
場合には汚染対策を行ったうえで販売しています。また、建設工
事時に土壌の搬出入がある場合は、搬入土は産地確認や品質検
査を行い、搬出土に汚染リスクがある現場では土壌調査の結果を
ふまえた適正な処分先を選択し、二次汚染※を起こさないように
取り組んでいます。

マネジメント

※工事などにより汚染のない範囲に汚染土壌が拡散してしまうこと

※当社独自の工場エネルギー・マネジメント・システム

■ 土地取引に伴う土壌汚染リスク防止フロー

「エンドレス グリーン プログラム 2018」実践報告

4重　点
テーマ

化学物質による
汚染の防止

調達・自社活動における
有害化学物質削減

基本方針
調達建材における化学物質管理の強化と、
生産段階における有害化学物質の削減

土地購入時の土壌汚染リスク管理の強化

大和ハウスグループでは、工場での化学物質リスクを最
小化するため、PRTR※対象物質を中心に、発がん性・生殖
毒性・変異原性など、有害性が高い化学物質に重点を置き、
削減を推進しています。さらに、大気汚染防止の観点から、
塗料に含まれるVOCの削減にも取り組んでいます。

土壌汚染対策として、工場や建設現場での土壌調査・対
策を徹底し、適正管理を行っています。

※ＰＲＴＲ：化学物質の排出量・移動量を事業者が年に1回、国に届出し、国が集計・公
表する制度。

水質汚濁、大気汚染の防止
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主な取り組み
塗装方法の変更による塗料使用量の削減

当社グループのデザインアークでは、一部製品の大型部材につ
いて、塗装方法をエアー吹き付け塗装から静電塗装に変更しまし
た。これにより、塗着効率が向上し、塗料使用量を約16％削減す
ることができました。

塗料使用量を削減したことにより、PRTR対象化学物質の取扱
量を削減することができ、さらには塗膜の安定化による品質向上、
コスト削減、および塗装ブース内の塗料飛散の低減による作業環
境の向上につながりました。

静電塗装ガン 静電装置

当社では、各工場で水質汚濁防止法・大気汚染防止法に基づく
測定や点検などを実施し未然防止に努めるとともに、管理体制を
強化、排水やばい煙などの排出基準を継続して遵守しています｡

特に、排水については公共用水域（海域・河川）への主な放流
源となる、電着塗装装置の排水処理設備からの排水についての
監視を強化、設備メンテナンスを継続的に実施しています。なか
でも、九州工場・奈良工場・竜ヶ崎工場では「D’s FEMS（ディー
ズ・フェムス）」※を導入し、排水施設の異常監視を行っています。
今後も継続して、水質汚濁・大気汚染の防止に向けた取り組みを
進めていきます。

また、地域に密着した水質保全活動として、東北工場・新潟工
場・岡山工場では国が定める排水基準よりも厳しい協定を、市ま

たは近隣の水利組合等とそれぞれ結んでいます。そして、水質の
監視状況などを定期的にご報告するなど、地域とのコミュニケー
ションを図っています。
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「化学物質管理ガイドライン」の運用

本ガイドラインの運用によって、主要な建材に使用されている化学
物質を把握し、使用禁止物質の有無や使用制限物質の含有量・放散
量をチェックすることで、化学物質によるリスクを最小限に抑えています。
また本ガイドラインは、2016年度よりCSR調達ガイドラインの一部と
して、当社に加え、大和リース・デザインアーク・フジタ・コスモスイニ
シア、2018年度には大和ハウスリフォームにも展開しています。

健康配慮仕様の開発・普及

当社では、2015年度から主な木質系建材について、その建材から
放散されるホルムアルデヒドなどの放散量を、より現実に即した方法
で測定できるチャンバー試験※の結果を確認・評価することで、よりホ
ルムアルデヒド等の放散が少ない建材への切り替えを進めています。
さらに戸建住宅においては、室内空気環境に重点を置いた健康配慮
仕様の設定を行い、より空気環境に配慮した住宅をご提案しています。

マネジメント

■ 化学物質ガイドライン運用フロー

「エンドレス グリーン プログラム 2018」実践報告

4重　点
テーマ

化学物質による
汚染の防止

商品・サービスにおける
有害化学物質削減

基本方針
居住系施設における室内空気質のさらなる改善

化学物質におけるリスクの最小化（ゼロ）には、住宅や建築
物の開発・設計段階で有害化学物質の削減・代替を行うとと
もに、施工後、室内空気質に問題がないか確認することが重
要です。当社では、シックハウス問題に対し業界に先駆けた
建材対策の実施や、VOCに配慮した健康住宅仕様を標準
仕様とするなど、居住系施設における室内空気質の改善に
取り組んでいます。

居住系施設や学校施設を数多く提供する当社および、当社グループ
の大和リース・フジタ・コスモスイニシアでは、よりよい室内空気環境
を実現するため、内装仕上げには、すべてホルムアルデヒド放散等級が
F☆☆☆☆※の建材を使用、内装下地材についてもホルムアルデヒドを
含まないグラスウールやロックウールなどを積極的に採用しています。

また、室内空気質測定指針に沿って、竣工時の室内空気質濃度の
測定を実施し、評価・改善を進めています。対象範囲は分譲住宅や
賃貸マンション、利用者さまの滞在時間が長期にわたる介護施設な
どの居住系の建物、さらに2014年からはホテルや病院、保育所な
どの建物にも拡大しています。

今後も建物の用途ごとに、地域や季節
などによる変化をふまえた調査を継続し、
要因分析のうえ、室内空気環境の改善を
進めていきます。

低VOC建材の積極採用と室内空気質濃度の改善
主な取り組み

品確法の特定測定物質について自主基準を設定

当社グループでは、よりよい室内空気環境を実現するため、品
確法※1で特定測定物質に指定されている5物質※2について、国
が定める指針値よりも厳しい目標を自主基準として設定していま
す。また、2018年度には、厚生労働省指針値改定を機に、室内空
気質測定指針を制定し、指針に沿った測定を実施することで室内
空気環境のさらなる向上を図っています。
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［ 化学物質管理ガイドライン ］　
当社では、製品に使用される化学物質の情報を取引先と

共有し、リスクの高い物質の使用を抑制することで、お客さ
まや取引先の健康および自然環境への影響の少ない製品を
提供することを目的として、2010年に「化学物質管理ガイド
ライン」を策定し、主に住宅系商品（戸建・低層賃貸住宅）を
対象に運用してきました。2016年度からは、同ガイドライン
を「CSR調達ガイドライン」の物品に関するものの一つと位
置づけ、使用禁止物質や使用制限物質については、すべて
の購買品に対象範囲を拡大し運用しています。このガイドラ
インでは、約480種類の管理物質を指定し、それぞれについ
て【使用禁止】、【管理・使用制限】、【監視】といった3段階の
管理レベルを設定しています。

※1 住宅の品質確保の促進等に関する法律
※2 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン

※内装仕上げへの使用制限を受けない、最も放散量の
少ないランク

※小型チャンバーを用いて建材から放散される化学物質の速度、濃度を測定する方法

P199〜200  CSR調達ガイドライン
P153  サプライチェーンマネジメント

関連ページ

■ 「化学物質管理ガイドライン」による管理区分
管理レベル 対象

レベル1〈使用禁止〉
すべての製品について使用を禁止する物質お
よび群。 すべての購買品レベル2〈管理・使用制限〉
主要な建材について使用状況を把握する物質
および群（一部建材については使用制限あり）。
レベル3〈監視〉
主要な建材について使用状況を把握する物質
および群。

住宅商品
（戸建・低層賃貸住宅）

室内空気質濃度の測定風景
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環境コミュニケーション

大和ハウス工業では、新たに方針や目標を設定する際や当社グ
ループの活動内容について、適宜、有識者やNGOなど社外のス
テークホルダーと対話を行い、内容のさらなる充実を図っています。

また近年、機関投資家や評価機関から当社グループの環境に関
する考え方や取り組みについて、ご質問や評価をいただくことが
増えました。そこで2018年度は、サステナビリティレポート等の公
開情報のさらなる拡充を図るとともに、環境省が実施する「環境情
報開示基盤整備事業」にも継続して参加。当事業のプラットフォー
ムを通じて、当社のESG（環境・社会・ガバナンス）情報を発信し、
ESGに関心の高い機関投資家5社と意見交換も行いました。機関
投資家との個別の意見交換会では、ESG全般についてお互いに理
解を深めることができ、今後も継続して実施していきます。

また、当社主催の機関投資家向けESGスモールミーティングも
継続して開催し（12月）、多くの機関投資家に当社グループの取り
組みをより一層深く知っていただくことができました。

今後も継続して、多様なステークホルダーと対話することにより、
当社グループについての理解の促進や検討プロセスの透明性を
確保するとともに、最新の知見をふまえた広い視点からのご意見
を社内に取り入れ、活動の実効性を高めていきます。

有識者や機関投資家との対話

ステークホルダーとのコミュニケーションを
展開

大和ハウスグループでは、環境に対する考え方や取り組
みを社内外にわかりやすくお伝えするとともに、ステークホ
ルダーとの対話を行い、環境活動の改善につなげていくこ
とが大切だと考えています。また、従業員が日々接するステー
クホルダーの方と交わすコミュニケーションも重要と考え、
社内報やイントラネットなどを通じて、従業員の環境意識や
知識の向上、実践の推進に努めています。

方針・考え方

環境Webサイト　 環境リーフレット

「COOL CHOICEチャレンジ」ポスターを掲示し、
不要な空調・照明の削減を呼びかけ（福島支社）

環境Webサイトを軸とした情報発信の強化

当社グループでは、Webサイトやサステナビリティレポート、展
示会、こども向け環境教育などを通じて、当社の環境に関する情報
を発信しています。なかでもWebサイトは、さまざまなステーク
ホルダーに見ていただける媒体として重要と考え、内容の充実を図っ
ています。

当社グループの環境Webサイト「環境への取り組み」では、環
境長期ビジョン「Challenge ZERO 2055」を説明する動画や、環

環境社内報やイベントによる環境意識の向上と
環境活動の実践

当社グループでは、グループ内の環境先導事例や従業員のエ
コ活動などを紹介する環境社内報「We Build ECO Press」を発行

（隔月）し、従業員の意識啓発を図っています。また、社内イントラ
ネットでは「エンドレス グリーン プログラム 2021」の説明や、環
境教育資料の公開、環境イベントの周知などを行い、全社の環境
活動を推進しています。

2018年度は、環境経営のレベルアップを図るために、経営層に
向けて、社会動向や他社事例、環境法令などの環境情報を「環境
経営ニュース」として定期的にメール配信し、環境問題が事業に与
える影響を理解し、率先して環境活動を推進するよう促しました。

また、環境省主催の「COOL CHOICEチャレンジ」にグループ会
社22社、当社91事業所が参加し、不要な照明を積極的に消灯したり、
環境意識を高めるメッセージの発信などの環境活動を実施しました。

今後も、このようなイベントへの参加を通じて、従業員の環境意
識向上と環境活動を推進していきます。

境配慮商品と事例の紹介、地域特性に応じた世界の住宅を紹介す
る「世界の環境共生住宅」などのコンテンツを掲載しています。ま
た、一般生活者の方を対象として、Webマガジン「SUSTAINABLE 
JOURNEY」を定期的に配信。より多くの方に世界のスマートシティ
やサステナブルな暮らし方に関する情報をお届けし、環境に配慮し
たライフスタイルの参考にしていただいています。さらに、海外の
ステークホルダーに向け、英語版Ｗｅｂサイトの拡充も継続して実施。
コンテンツのさらなる充実を図っています。

2018年度は、当社グループが取り組んでいる環境活動を、分か
りやすい数字やイラストで紹介したリーフレットを作成し講演会の
来場者や、商談中のお客さまなどにお配りしています。

P019   大和ハウスグループのマテリアリティ（重要課題）
P183   外部との協働
当社グループ公式Webサイト　ESGスモールミーティング
https://www.daiwahouse.com/ir/events/

関連ページ

環境社内報
「We Build ECO Press」
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 261

FTSE ESGレーティング

FTSE4Good index Series 組み入れ

2.0
2015年度

4.1
2019年度

MSCI ESG レーティング
2013年～ 2018年

6年連続「AA」
MSCI World ESG Leaders Index 組み入れ

CDP気候変動2018
Aリストに認定

S&P/JPX CARBON EFFICIENT INDEX
不動産セクター内

上位10％以内（最高評価）

DJSI Asia Pacific
6年連続組み入れ（不動産セクター）

■ データ集

■ 外部との協働・外部からの評価
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外部との協働・外部からの評価

　当社グループは、国際的な課題に対応するため、国際イニシア
ティブへ積極的に加盟し、同じ目標をもつ企業と連携して取り組み
を進めています。

■ 一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン
2018年4月、大和ハウス工業は国連グローバル・コンパクト※に

署名しました。これは、今後の海外での事業拡大を見越し、さまざ
まな文化や商慣習の国・地域の人たちに当社グループの人権・労
働・環境・腐敗防止の考え方を表明し、理解してもらうためには、当
社の考えと親和性の高い国際的イニシアティブであるグローバル・
コンパクトに署名をすることが有効と考えたためです。社会課題の
解決に関心の高い企業がリーダーシップを発揮して取り組みを推
進し、その情報を開示することで、優良事例が生まれます。それに
続く企業が増えることで、結果として持続可能な社会の実現に近
づくものと考えています。グローバル・コンパクトに積極的に参画
することで、持続可能な社会の実現に貢献したいと考えています。
※各企業・団体が責任ある創造的なリーダーシップを発揮することによって、社会のよき一員

として行動し、持続可能な成長を実現するための世界的な枠組み作りに参加する自発的な
取り組み。

■ 環境に関するイニシアティブへの参画
当社は2018年3月より、エネルギー効率の向上および再生可

能エネルギーの利用推進に向けて、国際イニシアティブ「EP100」
「RE100」に加盟。同年8月に当社グループの環境長期ビジョン
「ChallengeZERO2055」が科学的根拠に基づいた温室効果ガ
ス排出量削減目標として認められ、「SBT」認定を取得しました。

また、同年9月に、金融安定理事会が設置した気候関連財務情
報開示タスクフォース（TCFD）に賛同しました。国や賛同企業との
情報交換を通じてTCFDへの知見を深め、より効率的かつ確実な
脱炭素経営を行うとともに、情報開示の充実を図っていきます。

当社では、国などの実施するZEHやZEB等の実証事業やキャ
ンペーンに積極的に参画し、国の政策立案に対するフィードバック
や環境活動の普及において協働しています。

2017年度は、環境省の「生物多様性民間参画ガイドライン」の
改訂にあたり、生物多様性保全と持続可能な利用を推進する体制
構築の参考事例として、当社グループの取り組みをまとめた資料
をご提供、ガイドラインに掲載いただいたことで、民間企業におけ
る生物多様性の取り組みの促進に貢献しました。2018年度は、環
境省の「気候変動適応情報プラットフォーム」や「タラノア対話」、「プ
ラスチック・スマートキャンペーン」に参考事例として、当社グルー
プの取り組みをまとめた資料を提供し、民間企業等における気候
変動への取り組みや、資源保護・リサイクル推進に貢献しました。
また、環境省が実施する「環境情報開示基盤整備事業」に2013年
度から継続して参加。企業の公表する環境情報を投資家などに積
極的に利用していただくための情報開示基盤の構築について、積
極的にフィードバックを重ねています。

国際イニシアティブへの加盟

国などが実施する実証事業への積極的な参画

■ 加盟イニシアティブと当社の活動状況外部との協働

基本方針・考え方

大和ハウスグループでは、気候変動や生物多様性保全な
どの環境への取り組みの推進や、社会課題の解決のためス
テークホルダーとのコミュニケーションや、各種団体との協
働が重要であると考えています。

対話やパートナーシップを通じて、業界および当社グルー
プが社会へ果たすべき役割についての見識を深めるとともに、
自社の取り組みを社内外へ発信。さらに、各国や行政の実施
する実証事業への積極的な参画や、業界団体における環境
活動の推進、政策などへの提言にリーダーシップを発揮し、
持続可能な社会の実現を目指します。

主催 委員会など

国連グローバル・コンパクト
・サプライチェーン分科会
・環境経営分科会
・ＥＳＧ分科会　ほか

クライメイトグループ ・RE100
・EP100

CDPとWRI（世界資源研究所）、
WWF（世界自然保護基金）、
国連グローバル コンパクト

SBT

金融安定理事会 TCFD

■ 主な参画プログラム

主催 参画プログラムなど

経済産業省

・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業
・ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業
・スマートコミュニティ・アライアンス
・長期使用住宅部材標準化推進協議会
・トラッキング付非化石証書の販売にかかる実証実験

国土交通省 住宅・建築物省CO2先導事業

環境省

・グリーン・バリューチェーンプラットフォーム
・環境情報開示基盤整備事業
・気候変動キャンペーン「Fun to Share」
・生物多様性民間参画ガイドラインの改訂
・ウォータープロジェクト
・プラスチック・スマートキャンペーン
・脱炭素経営促進ネットワーク
・気候変動影響の適応に関する企業研究会
・気候変動適応情報プラットフォーム
・タラノア対話
・ブロックチェーン技術を活用した再エネCO2削減価値創出モ

デル事業/課題検討協議会
・テナント起点での建築物のＺＥＢ化・省エネ化促進方策検討会
・エコファースト推進協議会

金融庁 TCFDコンソーシアム

P163-164 TCFD への対応関連ページ
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行政との対話と協働

当社は、業界団体を通じた渉外活動だけでなく、行政やその関
連団体における各種委員会、研究会へ積極的に参画し、環境や社
会問題に関する政策議論や、民間団体の取り組み内容の情報共有、
意見交換などを通じて、事業リスクの回避とビジネス機会の創出
に向けた対話と協働を進めています。

NGO・NPOなど地域・市民団体との協働

当社は、環境や社会課題に関する情報や知識、先進的な実践事
例を数多く有するNGO・NPOとのパートナーシップを築き、互い
の知見を補完し合いながら協働し、環境や社会課題解決に向けた
取り組みの推進を図っています。

当社は各種経済団体や業界団体に加盟し、経済・環境・社会の
各側面に関連する各種委員会に参画。

業界団体が一丸となって、重要な環境や社会課題に対する活動
方針の立案や推進にリーダーシップを発揮するとともに、政策立
案のための情報提供や、販売・開発の立場から政策への提言を実
施しています。

業界団体でのリーダーシップと政策提言

■ 主な加盟団体と当社の活動状況

業界団体 委員会など
一般社団法人 日本経済団体連合会

一般社団法人
住宅生産団体連合会

・建築規制合理化委員会
・住宅性能向上委員会
・住宅ストック委員会
・環境行動分科会

一般社団法人
プレハブ建築協会

・住宅部会/環境分科会
・住宅部会/技術分科会/省エネWG
・住宅部会/住宅ストック分科会　ほか

日本化学工業協会 ケミカルリスクフォーラム
一般社団法人
住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会 企画運営委員会

主催 委員会など

東京都 温室効果ガス総量削減義務と排出
量取引制度

一般財団法人
建築環境・省エネルギー機構 住宅省エネ性能検討委員会

一般社団法人
日本サステナブル建築協会

・環境評価手法研究委員会
・ CASBEE研究開発委員会
・ LCCM住宅基準認証WG

一般社団法人
環境共生住宅推進協議会

・調査研究部会
・推進部会　ほか

一般社団法人
スマートウェルネスコミュニティ協議会 まちづくり分科会

建築研究開発コンソーシアム
・運営委員会
・研究開発推進等委員会
・インキュベーション委員会

一般社団法人
優良住宅ストック推進協議会

・企画・総務委員会
・査定教育委員会 ほか

一般社団法人
高齢者住宅協会 合同研究委員会

協働先 主な活動
公益財団法人 世界自然保護基
金ジャパン（WWFジャパン）

木材調達ガイドラインの運用、リスク
地域の情報共有など

日本気候リーダーズ・パートナー
シップ（Japan-CLP）

脱炭素ビジネスへの協働や企業からの
意欲的な政策提言など

気候変動イニシアティブ（JCI） 日本での気候変動対策の強化
NPO法人 ゼリ・ジャパン ゼロエミッション活動の普及・啓発

NPO法人 日本健康住宅協会 健康住宅に関する研究や健やかな住ま
い方の普及・啓発

一般社団法人
日本プロジェクト産業協議会

（JAPIC）

森林再生事業化研究会（新たな林業シ
ステム・産業化の実現、地域活性化の提
案など）

グリーン購入ネットワーク グリーン購入およびCSR調達の普及

屋上開発研究会 技術開発部会（屋上緑化、壁面緑化に関
する技術検討）

東京工業大学
先進エネルギー国際研究センター 低炭素社会実現に向けた産学連携

一般財団法人
大阪市男女共同参画のまち創
生協会

男女共同参画のまちづくり推進
（当社社員が理事として参画）

公益財団法人 吉野山保勝会 吉野山の桜保全活動
NPO法人
日本森林ボランティア協会 六甲山の保全活動

一般社団法人
部落解放・人権研究所

あらゆる差別の撤廃と人権確立社会の
実現

一般社団法人
公正採用人権啓発推進センター

公正な採用選考の確保および社内人権
研修の推進

NPO法人
多民族共生人権教育センター 共生社会の実現、人権教育の推進

株式会社ミライロ 人権啓発、ユニバーサルマナー研修の
推進

エコ・ファースト推進協議会
先進性・独自性に富む環境保全活動の
充実とエコ・ファースト企業間の連携
強化

「気候変動Ａリスト」企業に認定

CDP気候変動は、国際NPOのCDPが世界約7,000社の企業
を対象に調査するもので、気候変動への対応と戦略において特に
優れた取り組みを行っている企業を「気候変動Aリスト」に認定し
ています。2018年度は、139社（うち日本企業20社）が「気候変
動Aリスト」に選定されました。

今回、当社は気候変動問題に対する取り組みと情報開示が国際
的に高いレベルにあると認められ「気候変動Aリスト」企業に認定
されました。

また、同時に実施された水資源管理に関する調査「CDPウォー
ター2018」では「A-」、森林資源の保全に関する調査「CDPフォレ
スト2018」では「B」を取得しています。

CDP2018気候変動日本報告会

外部からの評価（2018年度実績）
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外部との協働・外部からの評価

「CSR企業ランキング」において31位にランクイン

「CSR企業ランキング」は、東洋経済新報社が「CSR企業総覧
（雇用・人財活用編）（ESG編）」2019年版掲載の1,501社（上場
1,456社、未上場45社）について、CSR分野の「人材活用（100点
満点）」、「環境（100点満点）」、「企業統治+社会性（合わせて100
点満点として評価）」に財務（収益性・安全性・規模：各100点満点）
を加え、総合ポイント600点満点で評価するランキングです。

最新版（2019年2月16日号に掲載）では、当社は600満点中
547点を獲得し、31位（建設業において2位）にランキングされて
います。

■ CSR評価
人材活用 環境 企業統治 社会性

AAA AAA AAA AAA
84.5 97.3 95.8 96.3

■ CSR基本評価
基本
AA

73.8

■ 財務評価
成長性 収益性 安全性 規模
AAA AA AAA AAA
84.3 77.5 91.1 100.0

主な表彰など（環境）

「第1回エコプロアワード」国土交通大臣賞
「ジャパン・レジリエンス・アワード（強靭化大賞）2019」優秀賞
「第28回地球環境大賞」日本経済団体連合会会長賞を受賞

「大和ハウス佐賀ビル」は2018年2月に竣工し、再生可能エネル
ギーを活用した電力自給の実証試験を行うオフィスビルです。実
証実験では、太陽光発電システム（83.2kW）とリチウムイオン蓄
電池（105kWh）を組み合わせた電力自立システムと、井水・太陽
熱ハイブリッド空調システムや光ダクトなどの自然エネルギーを活
用した省エネ設備機器の効果検証を行っています。今後は実証実
験で得られたノウハウを蓄積し、電力自給オフィスの普及につなげ
ていきます。

これらの取り組みにおいて「環境負荷を低減する重要な取り組
みにチャレンジする姿勢と技術開発」や「BCP（事業継続性）への貢
献」などが評価されました。

大和ハウス佐賀ビル エコプロアワード表彰式

「エコ・ファースト企業」に認定

大和ハウスグループは、環境長期ビジョン「Challenge ZERO 
2055」に基づき、創業100周年となる2055年までに「環境負荷
ゼロ」を実現することを目指し、グループ・グローバル一体での環
境経営を推進しています。2018年度には、こうした取り組みを「エ
コ・ファーストの約束」として宣言し、住宅・建設業界における環境
先進企業として認められました。

「エコ・ファースト企業」認定式

当社グループ公式 Web サイト　エコ・ファースト企業に認定
https://www.daiwahouse.com/sustainable/eco/eco_first/

関連ページ

当社グループ公式Webサイト　ニュースリリース（2019年2月21日）
https://www.daiwahouse.com/about/release/
house/20190221115757.html

関連ページ

「PRIDE指標2018」においてゴールドを受賞

企業におけるLGBTをはじめとする性的
マイノリティに関するダイバーシティ・マネ
ジメントの促進と定着に取り組む任意団体

「work with Pride（wwP）」が企業・団体
などの枠組みを超えて「LGBT」の方々が働
きやすい職場づくりを日本で実現することを目指し、策定した評価
指標「PRIDE指標2018」において、当社は最高位の「ゴールド」に
表彰されました。

今後も当社は、多様な人財が多角的な視点をもって企業経営に
参画できるよう、ダイバーシティ経営の強化に努めていきます。

work with Pride ホームページ
https://workwithpride.jp/

関連ページ 「環境コミュニケーション大賞」において優秀賞を受賞

当社グループの「サステナビリティレポート2018」が、「第22回環
境コミュニケーション大賞」において「環境報告書部門持続可能性
報告優秀賞」を受賞しました。今回の受賞により、当社は5年連続7
度目の受賞となります。

再生可能エネルギーやエネルギー効率向上に関する国際的イニ
シアティブへの積極的な参加、外国人労働者への処遇について明
確に言及している点、人権問題の所在について海外の原材料調達
現場も意識している点などが評価され、業界の牽引役を果たそうと
していることが伝わる
報告書であると講評い
ただきました。
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「COOL CHOICE LEADERS AWARD 2018」に
おいて優秀賞を受賞

環境省が推進する、温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」
を促す国民運動“COOL CHOICE”※において当社の取り組み
の一つである「ライトダウン」が「COOL CHOICE LEADERS 
AWARD 2018」のアクションリーダー部門において優秀賞を受
賞しました。

当社では、2008年6月より、従業員の環境意識向上や水・光
熱費等の削減、ワークライフバランスの取り組みのひとつとして、
毎月1回のライトダウンを本社（大阪・東京の二拠点）および全国
の事業所（工場含む）で実施しています。具体的には、毎月１回、
終業後１時間以内の退社と消灯、屋外に掲示している看板の照明
も20時までに消灯する等です。

スタートから10年以上が経過した今では、多くの事業所でこの
取り組みが根付き、社内の交流も増え、業務が円滑に進めやすく
なるなどのメリットが生まれています。 
※パリ協定をふまえた日本の目標達成のための活動を促す国民運動

■ 「第6回統合報告優良企業表彰」において
  統合報告優秀企業賞を受賞

WICI（ウィキ:The World Intellectual Capital Initiative）ジャ
パンが主催する「第6回統合報告優良企業表彰」において「統合報
告優秀企業賞」を受賞しました。

【受賞理由】
・CEOメッセージにインパクトがある。
・企業理念に独自性を感じる。
・苦労と熱意が感じられる内容。

サステナビリティレポートとの連動性
が強く感じられた。

「統合報告書2018」に対する評価

2018年8月に当社が発行した「統合報告書2018」が、以下の評
価を得ました。

■ GPIFの国内株式運用機関が選ぶ
 「優れた統合報告書」「改善度の高い統合報告書」に選定

年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が国内株式の運用を
委託している運用機関によって「優れた統合報告書」および「改善
度の高い統合報告書」に選定され、高い評価をいただきました。

【選定理由】
・企業理念と社長メッセージと目指すべき方向性が一致していて

分かりやすい。
・空想的な価値創造ストーリーを描く企業が増える中、財務との関

連をしっかり説明、中身のある MD&Aの記載は他社の手本となる。

■ 「日経アニュアルリポートアウォード2018」において
  準グランプリを受賞

日本経済新聞社が、優れた日本企業のアニュアルリポート（報告
書）を表彰する「第21回日経アニュアルリポートアウォード2018」
において「準グランプリ」を受賞しました。

【受賞理由】
長期投資家向けにアピールする意欲的な統合報告であり、今年度
の最高水準のリポートの一つ。特に、CFOによる財務・経営成績
の検討と分析（MD&A）は説得力が高く他社の手本になる。全体構
成がよく、初めての投資家でもこの一冊で同社を理解できる。

「IR優良企業賞2018」においてIR向上企業賞を受賞

当社は、一般社団法人日本IR協議会が主
催する「IR優良企業賞2018」において、「IR向
上企業賞」を受賞しました。選考対象となった
企業のうち、審査委員の高い評価を安定的に
得ており、IR向上を目指す努力が認められる
企業を表彰するもので、当社の長年にわたる
IR活動が認められたものです。

主な表彰など（社会）

COOL CHOICE LEADERS AWARD 2018
https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/award/
result/excellence10.html

関連ページ

「コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー２０１８」に
おいて東京都知事賞を受賞

「コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー」は、日本取締役協
会が、コーポレートガバナンスを用いて中長期的に健全な成長を
遂げている企業を応援することを目的に2015年度に開始した表
彰制度です。今回、当社はESGや女性活躍推進、環境負荷低減活
動、ダイバーシティ対応、働き方改革などの取り組みが優れてい
ることが認められ「東京都知事賞」を受賞しました。

この受賞を励みに、引き続き当社はコーポレートガバナンスの
強化に努めることで、企業価値向上と持続的成長を目指します。

当社グループ公式Webサイト　ニュースリリース（2019年2月22日）
https://www.daiwahouse.com/about/release/house/
20190222092041.html

関連ページ

「イクメン企業アワード２０１８」でグランプリを受賞

「イクメン企業アワード」は、厚生労働省が主
催する育児を積極的に行う男性「イクメン」を応
援し、男性の育児休業取得を促進するための
プロジェクトです。今回、当社による共働き世
帯のために家事の時間的・心理的負担を軽減
する戸建住宅「家事シェアハウス」の提案が評価され、理解促進部
門で住宅・建設・不動産業界初のグランプリを受賞しました。
「理解促進部門」は今年度に新設された部門であり、男性が家事

や育児に積極的・日常的に参画することを促す企業の対外的取り
組みを表彰します。

当社グループ公式Webサイト　ニュースリリース（2018年10月19日）
https://www.daiwahouse.com/about/release/house/
20181019145442.html

関連ページ
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外部との協働・外部からの評価

平成30年度「地域づくり表彰」において 
日本政策投資銀行賞を受賞（大和リース）

2018年11月、大和リースが岩手県大船渡市のエリアマネジ
メント・パートナーとして参画し、創業の協力をしたまちづくり会
社「キャッセン大船渡」が、平成30年度「地域づくり表彰」において
日本政策投資銀行賞を受賞しました。
「地域づくり表彰」とは国土交通省主催で、地域間の連携と交流

による地域づくり活動を奨励するために、1984年度から実施され
ており、創意と工夫を活かした個性的な地域づくり活動に顕著な
功績のあった優良事例を表彰するものです。

三井住友銀行より「ＳＭＢＣ働き方改革融資」が実施
されました（コスモスイニシア）

「ＳＭＢＣ働き方改革融資」は、株式会社三井住友銀行が提供す
る融資商品の一つであり、融資実行に際し企業の働き方改革推進
の取り組み状況を独自の基準で“見える化”し、現状の取り組み状
況の分析や今後の課題、その課題への取り組み事例などが対象
企業に提供されるものです。

今回対象となったコスモスイニシアは、経営トップによる具体的
な目標設定や働き方改革推進に向けた取り組みが評価され「目標
達成を着実なものとする強い推進力があり、働き方改革が期待で
きる働き方改革のグロース企業」と認定されました。

今回コスモスイニシアは、以下の点が評価され、融資を受けるこ
ととなりました。

【評価ポイント】
① 働き方改革（Work Style Innovation）を中期経営計画に位

置づけ、組織的・恒常的に「新たな価値創造」を実現し続ける
当社ならではのワークスタイルの確立に向けて、時間あたり
の生産性向上や働きやすい環境整備などに取り組んでいる点

② オフサイトミーティング等を通じて従業員に働き方改革の意義
や目的を共有し、従業員の意見をふまえた多様な働き方や自
発的なキャリアアップを支援する仕組みを構築し、働きがいの
向上に取り組んでいる点

③ 子育て世帯やアクティブシニアの暮らしのニーズに対応した空
間づくり等の事業を通じて、多様化する生活スタイルに対応し
社会課題の解決にも取り組んでいる点

日本政策投資銀行より「DBJ健康経営（ヘルスマネジ
メント）格付」に基づく融資が実施されました

（コスモスイニシア）

「DBJ健康経営格付」融資は、DBJ独自の評
価システムにより、従業員への健康配慮の取り
組みが優れた企業を評価・選定し、その評価に
応じて融資条件を設定するという「健康経営格
付」の専門手法を導入した世界で初めての融資メニューです。

「第7回まちづくり法人国土交通大臣表彰」において
審査委員長賞を受賞（大和リース）

2018年5月、大和リースが開発・運営する商業施設において、
地域社会・NPOと共に推進する地域交流の活動拠点である「特定
非営利活動法人 まちづくりスポット」が「第7回まちづくり法人国
土交通大臣表彰」の審査委員長賞を受賞しました。

まちづくり法人国土交通大臣表彰とは、国土交通省において、
都市の課題解決に取り組み、地域における良好な環境や地域の価
値を維持・向上させる先進的な取り組みを行っているまちづくり
法人を表彰し、好事例として広く紹介することにより、各地のまち
づくりに向けた取り組みが推進されることを目的に、2012年度に
創設された制度です。 

グループ会社の表彰・評価
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当社グループ3社では、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する「2018年度グッドデザイン賞」に応募し、「中～大規模集合住宅」、「共
同住宅」、「商業のための建築・空間・サインシステム」、「地域・コミュニティづくり」の4部門において7商品が受賞し、大和ハウス工業岩手支
店が施工などに携わった釜石市の復興公営住宅は、すべての受賞作のなかでも今後のデザインのスタンダードとなるにふさわしい、特に優
れた100点とされる「グッドデザイン・ベスト100」に選出され、特別賞である「グッドフォーカス賞 [復興デザイン]」を受賞しました。

グッドデザイン賞の受賞

分類 応募内容 受賞企業・支店

グッドデザイン賞

中～大規模集合住宅

分譲マンション「プレミストひばりが丘/HIBARIDO（ひ
ばりどう）」

大和ハウス工業
コスモスイニシア

分譲マンション「イニシア桂大橋」 コスモスイニシア

共同住宅 分譲マンション「イニシア世田谷松陰神社前」 コスモスイニシア

商業のための建築・空間・サインシステム

「APARTMENT HOTEL MIMARU（アパートメントホ
テル ミマル）」 コスモスイニシア

カプセルホテル「9h（ナインアワーズ）竹橋」 コスモスイニシア

地域・コミュニティづくり 託児サービス付きサンドウィッチカフェ「ichi（イチ）」 コスモスモア

グッドデザイン・ベスト100 および グッドフォーカス賞 [復興デザイン]

中～大規模集合住宅
共同住宅 (災害公営住宅)
釜石市の復興公営住宅

「大町復興住宅1号、天神復興住宅」
大和ハウス工業　岩手支店

ichi

天神復興住宅

大町復興住宅1号

HIBARIDO

イニシア桂大橋

MIMARU京都 堀川六角
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外部との協働・外部からの評価

■ ESG関連の表彰

表彰対象 顕彰名 実施団体 受賞対象

環境経営

CDP気候変動2018　A(最高評価）

CDP

気候変動への対応と戦略に
優れた取り組み

大和ハウス工業CDPウォーター2018　A- 水資源管理の推進

CDPフォレスト2018　B 森林資源の保全

ECOプロセス

COOL CHOICE LEADERS AWARD 環境省 ライトダウンの取り組み 大和ハウス工業

生物多様性アクション大賞 国連生物多様性の
10年日本委員会(UNDB-J)

オンラインGISを活用した
建設工事での動植物保全活
動

フジタ 

ECOプロダクツ

エコプロアワード 産業環境管理協会
電力自給オフィス

（大和ハウス佐賀ビル） 大和ハウス工業地球環境大賞 フジサンケイグループ

ジャパン・レジリエンス・アワード レジリエンスジャパン推進協議会

ECOコミュニケーション

第22回環境コミュニケーション大賞 環境省
地球・人間環境フォーラム

大和ハウスグループ　サス
テナビリティレポート2018 大和ハウスグループ

環境人づくり企業大賞2018　奨励賞
環境省
環境人材育成コンソーシアム

（EcoLeaD）

・環境担当役員の選任および
人材育成

・ SBT認定取得、ＲＥ100加盟
などによる環境経営

大和ハウス工業

・未来戦略を担う人材育成や
eco検定の取得推進

・商業施設・テナント・顧客の
一体となった社会貢献活動

大和リース

キッズデザイン賞 キッズデザイン協議会 こどもたちと花植えなどを
行う地域共生活動 コスモスイニシア

パブリックリレーション 「２０１８年度ＰＲアワードグランプリ」グランプリ
および特別賞

公益財団法人
日本パブリックリレーション協会

共働き世帯のために家事の
時間的・心理的負担を軽減
する戸建住宅「家事シェアハ
ウス」のPR活動

大和ハウス工業

ESG インデックス組み入れ状況

FTSE4Good Index Series
ロンドン証券取引所グループのFTSE Russellが構成するESG投資イン
デックス。2001年に開発された歴史あるESGインデックスであり、独立
性を保つために投資家や労働団体、NGOなどのマルチステークホルダー
による委員会を運営していることに特徴があります。大和ハウス工業は
2005年3月より継続して組み入れられています。 レーティング:4.1

（5.0満点中）
※2019年6月24日現在

世界1,034社
日本175社

FTSE Blossom Japan Index
日本企業を対象としたESGインデックスであり、世界最大の年金基金であ
るGPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）が運用対象として採用して
います。

日本179社

MSCI World ESG Leaders Index / MSCI World SRI Index
米国モルガンスタンレーグループのMSCIが構成するESGインデックス。
評価対象企業の産業の特徴をふまえ、重要度の高いESG課題を絞り込ん
だうえでの評価を行うことに特徴があります。当社は2013年度以降「AA」
の高評価を獲得しています。 レーティング:AA

（「AAA」から「CCC」 の7段階）
※組入済の日本企業において上位25%以内
※2018年6月29日現在

World ESG 
Leaders Index
世界844社

World SRI 
Index
世界398社

MSCI Japan ESG Select Leaders Index
日本企業を対象としたESGインデックスであり、GPIFが運用対象として
採用しています。
使用ロゴの説明については下記URLリンクをご参照ください。
https://www.daiwahouse.com/sustainable/csr/esg/evaluation/index.html

日本251社
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STOXX® Global ESG Leaders
ドイツ証券取引所のグループ会社であるSTOXX社が開発したESG投資
インデックス。Sustainalytics社※の提供するESGデータをもとに選定し、
当社は2016年度より当インデックスへ組み入れられています。
※オランダのESG調査・データプロバイダー。「最も優れた独立系SRI調査会社」に3年連続1位にラン

キング（2013〜2015年度IRRI調査）

スコアは非公開

Dow Jones Sustainability Indices
米国の出版社S&P Dow Jones Indices社とスイスの調査・格付け会社
Robeco SAMが共同開発したESGインデックス。当社は不動産セクター
に分類されており、2013年度より日本・アジア・オセアニア地域の企業で
構成される「DJSIAsia Pacific」に組み入れられています。

総合スコア:58点
（100点満点中）

※2018年9月現在
※左記セクター・地域 内上位30%以内

S&P/JPX Carbon Efficient Index
「S&P/JPX カーボン・エフィシェント」は、GPIFが運用対象として採用して
いる日本企業を対象としたESG指数です。当社は、不動産業界で最も炭
素効率性が高く、温室効果ガス排出の情報開示を行っている企業として評
価されています。

「不動産」内上位１０％
（最高評価）

GRESB
不動産会社、REITの格付け評価機関です。90社以上の機関投資家、225
社以上の不動産会社・運用機関がメンバーとして加盟しています。
大和ハウス工業は「開示評価」を取得、大和ハウスリート投資法人は「開示
評価」および「リアルエステイト評価」を取得しています。

開示評価
（大和ハウス工業、
大和ハウスリート投資法人）
A評価を取得

世界453社

リアルエステイト評価
（大和ハウスリート投資法人）
２ Star / Green Star　取得

世界903社

Ethibel EXCELLENCE
ベルギーに拠点を置くNGOフォーラム・エティベルが構成するESGインデックス。構成銘柄となる企業は、ESGに関して業界
のほとんどの領域で平均を上回るパフォーマンスを示しています。当社は2016年12月7日からEthibel Excellence 
Investment Registerに組み入れられました。

ECPI
ルクセンブルクとミラノに拠点を置く、投資運用助言会社です。業種・地域・テーマ別の複数のESGインデックスを構成しており、
当社は2016年度より組み入れられています。

「ブルームバーグ男女平等指数」は、2016年、アメリカの通信会社ブルームバーグ社が開発した株式指数です。企業のジェン
ダー平等に関連した行動指針や統計、人事制度、商品開発、情報開示などで優れた企業を選定しています。
今年度は、世界36ヵ国で計230社（日本企業14社）が選定されました。

なでしこ銘柄
経済産業省と東京証券取引所が、女性が働き続けるための環境整備を行い、女性のキャリア促進に積極的に取り組んでいる企
業を業種ごとに紹介し、女性活躍推進に優れた上場企業（東京証券取引所市場第一部や第二部、東証マザーズ、JASDAQ）を
選定する制度。選定された企業は「多様な人材を活かすマネジメント能力」や「環境変化への適応力」があるという点で「成長力
のある企業」であるとも考えられています。当社は2015年から5年連続選出されています。

新・ダイバーシティ経営企業100選
経済産業省が女性、高齢者、外国人、障がい者、キャリア等、多様な人材の能力を最大限発揮させることにより、イノベーション
の創出、生産性向上などの成果を上げている企業を評価する制度。なお当社は、2016年3月に住宅・建設業界で初めて「なで
しこ銘柄」および「新・ダイバーシティ経営企業100選」を同時受賞しました。

攻めのIT経営銘柄
攻めのIT経営銘柄は、経済産業省と東京証券取引所が2015年、中長期的な視点から企業価値の向上を重視する投資家に魅
力ある企業を紹介するとともに、企業による「攻めのIT経営」の取り組みを促進するために創立。上場企業（東京証券取引所市
場第一部や第二部、東証マザーズ、JASDAQ）のなかから、新たな価値の創造、経営革新、収益水準・生産性の向上をもたら
す積極的なIT利活用に取り組んでいる企業を「攻めのIT経営銘柄」として選定しており、当社は2018年に3年連続で選出され
ています。
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名 称

創 業

資 本 金

本 社

東 京 本 社

支 社・支 店

工 場

研 究 所

研修センター

売 上 高

大和ハウス工業株式会社

1955年4月5日

161,699,201,496円

〒530-8241 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番5号

〒102-8112 東京都千代田区飯田橋三丁目13番1号

全国81ヵ所(本店・海外含む)

全国9ヵ所

総合技術研究所(奈良市)

大阪・東京・奈良

単体／ 1,925,518百万円

連結／ 4,143,505百万円

■ 会社概要 （2019年3月31日現在)

■ 売上高 （2019年3月期) ※グループ内取引を除いた比率

Life

Business
Housing

その他
6,125億円

戸建住宅
3,811億円

事業施設
1兆156億円

商業施設
6,842億円

住宅ストック
1,103億円

賃貸住宅
1兆596億円

マンション
2,799億円

1,435億円4兆

データ集

大和ハウスグループの概要
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組織図

営業本部
　○ 営業推進部
　○ ヒューマン・ケア事業推進部
　○ リブネス事業推進部
　○ 事業統括部
技術本部
　技術部門
　○ 技術部
　○ BIM推進部
　○ 企画開発設計部
　○ 総合技術研究所
　○ 安全管理部
　○ 環境部
　○ 復興支援室
　○ 海外設計施工推進部
　生産購買部門
　○ 生産部
　○ 生産企画部
　○ ものづくりセンター
　○ 購買部
　○ 購買推進部
　品質保証部門
　○ 品質保証部
　○ 仕様監理部
経営管理本部
　○ 経営企画部
　○ サステナビリティ企画部
　○ 秘書室
　○ ＤＣ管理室
　○ 人財育成センター
　○ 人事部
　○ 総務部
　○ 法務部
　○ プロパティマネジメント室
　○ 経理部
　○ 財務部
　○ Ｊ－ＳＯＸ推進室
　○ ＩＲ室
　○ 連結経営管理部
　○ 事業開発部
　○ 広報企画室
　○ 総合宣伝部
　○ 渉外部
情報システム部門
　○ 情報システム部
　○ 商品ＩＴ業務部
都市開発部門
　○ 東京都市開発部
　○ 大阪都市開発部
　○ 森林住宅事業推進室
ＣＳ統括部門
　○ ＣＳ企画部
　○ ＣＳ推進部
次世代イノベーション部門
　○ 未来共創センター

住宅事業推進部
　○ 営業統括部
　○ 設計施工推進部
　○ 設備部
　○ 都市住宅技術部
　○ 住宅設計室
　○ 生産業務センター
集合住宅事業推進部
　○ 営業統括部
　○ 設計施工推進部
　○ 中高層技術センター
　○ 積算センター
　○ 生産設計・仕切部
　○ プロジェクト施工室
流通店舗事業推進部
　○ 営業統括部
　○ ＳＣ事業部
　○ 設計施工推進部
　○ 企画開発設計部
　○ 見積部
建築事業推進部
　○ 営業統括部
　○ 設計施工推進部
　○ 企画開発設計部
　○ 見積部
マンション事業推進部
　○ 企画室
　○ 営業統括部
　○ 企画建設推進部
　○ 事業企画開発部
　○ 海外マンション事業開発部
環境エネルギー事業推進部

海外部門
　○ 海外事業部

本店・支社（国内39ヵ所）
　○ 住宅事業部
　○ 集合住宅事業部
　○ 流通店舗事業部
　○ 建築事業部
　○ マンション事業部
　○ 環境エネルギー事業部

支店（国内41ヵ所・国外１ヵ所）
　○ 住宅営業所
　○ 集合住宅営業所
　○ 流通店舗営業所
　○ 建築営業所
　○ マンション営業所
　○ 環境エネルギー営業所

株主総会

監査役

内部監査室

内部統制委員会

リスク管理委員会

監査役室
取締役会

会　長
社　長

東京本社 本店・支社・支店本　社

工場
（国内9ヵ所）

■ 組織図一覧 (2019年5月1日現在)



3,721

9.0

■ 売上高 (連結) ／連単倍率 ■ 営業利益 (連結) ／営業利益率

■ 当期純利益 (連結) ／当期純利益率

■ 純資産 (連結) ／ ROE (自己資本当期純利益率)

■ 住宅販売戸数 (戸建・分譲・マンション・集合住宅)

■ 従業員数 (連結・単体)

■ 経常利益 (連結) ／ ROA (総資産経常利益率)

売上高(連結) 連単倍率 営業利益(連結) 営業利益率

(戸)

40,000

60,000

20,000

0

(億円) (%)

(名)

30,000

40,000

20,000

10,000

0
2013 2014 2015 2016

2013 2014 2015 20182017 （年度）

46,018 49,087

18,644

32,628

3,2353,235

19,063

34,903

3,4803,480

54,925
48,41051,641

2016

51,207

当期純利益(連結) 当期純利益率

住宅販売戸数

従業員(連結) 従業員(単体)
臨時従業員(連結) 臨時従業員(単体)※

経常利益(連結) ROA(総資産経常利益率) 純資産(連結) ROE(自己資本当期純利益率)

13,60313,603 14,26214,262

(億円) (%)

(億円) (倍)

(億円) (%)

(億円) (%)

20182017

39,770

20,769

3,9583,958

14,99414,994

44,947

22,227

4,2954,295

15,90115,901

42,460

21,942

4,1494,149

15,43815,438

● マンション
大和ハウス工業㈱
㈱コスモスイニシア
大和ライフネクスト㈱
グローバルコミュニティ㈱

● 賃貸住宅
大和ハウス工業㈱
大和リビングマネジメント㈱
大和リビング㈱
日本住宅流通㈱

● 戸建住宅
大和ハウス工業(株)

● 事業施設
大和ハウス工業(株)
(株)フジタ
大和リース(株)

大和ハウス工業㈱
ロイヤルホームセンター㈱
大和物流㈱
㈱デザインアーク
大和リゾート㈱
ダイワロイヤルゴルフ㈱
ダイワロイヤル㈱
㈱大阪マルビル
大和リース㈱
大和ハウスインシュアランス㈱
大和ハウスフィナンシャル㈱

● 商業施設
大和ハウス工業㈱
大和リース㈱
大和情報サービス㈱
ダイワロイヤル㈱
大和ライフネクスト㈱

● 住宅ストック
大和ハウス工業(株)
大和ハウスリフォーム(株)
日本住宅流通(株)

※売上高に関係する主な会社を掲載しています。

国　内 海　外

Housing

Business

Life

大和事務処理中心（大連）有限公司
　● アウトソーシング事業
大連大和中盛房地産有限公司
　● 不動産開発事業
大連頤和物業管理有限公司
　● 不動産管理事業
大連民航大厦有限公司
　● ホテル事業
天津九河国際村有限公司
　● サービスアパートメント事業
大和房屋（無錫）房地産開発有限公司
　● 不動産開発事業
大和房屋（常州）房地産開発有限公司
　● 不動産開発事業
大和宝業（無錫）物業管理有限公司
　● 不動産管理事業
和宝（南通）房地産開発有限公司
　● 不動産開発事業
上海和宝物業服務有限公司
　● 不動産管理
宝業大和工業化住宅製造有限公司
　● 工業化住宅部材製造販売
台湾大和開発實業股份有限公司
　● 建築経理／建材卸売／不動産売買／賃貸／駐車場経営
Daiwa House California Inc.
　● 不動産開発事業
Daiwa House Texas Inc.
　● 不動産開発事業
Daiwa House Guam Co., Ltd.
　● 建築請負
Daiwa House Australia Pty Ltd
　● 不動産開発事業
Daiwa House Vietnam Co., Ltd.
　● 工業団地開発事業／アウトソーシング事業
DT Development Vietnam LCC.
　● 不動産開発事業／サービスアパートメント事業
Daiwa House Industry India Pvt Ltd
　● 不動産市場調査
Daiwa House Real Estate Development Co., Ltd.
　● レンタル工場事業
DH Logistic Property Vietnam Co., Ltd.
　● レンタル倉庫事業
PT Daiwa House Indonesia
　● インドネシア事業統括
PT. Diana Join Indonesia
　● 不動産開発事業
PT Daiwa Manunggal Logistik Properti
　● 物流施設開発・運営管理
PT Daiwa Tetra Manunggal Konstruksi
　● 建設事業
Daiwa House Industry (Thailand) Co., Ltd.
　● 物流施設開発／戸建住宅事業
Daiwa House Malaysia Sdn. Bhd.
　● 戸建住宅・工業化研究開発
KD Living, Inc.
　● 賃貸住宅事業
Daiwa Living California Inc.
　● 賃貸住宅事業
Daiwa Living Australia Pty Ltd
　● サービスアパートメント事業
Daiwa Living Vietnam Co,. Ltd.
　● サービスアパートメント事業
Daiwa Living Waldorf Holdings Pty Ltd
　● サービスアパートメント事業
藤田（中国）建設工程有限公司
　● 建設事業
Fujita Americas, Inc.
　● 海外建設技術調査
Fujita Corporation Vietnam
　● 建設事業／不動産開発事業
Fujita Philippines Construction  and Development, Inc.
　● 建設事業
Fujita Engineering India Pvt., Ltd.
　● 建設事業
Fujita Corporation Singapore Pte. Ltd.
　● 投資事業
Fujita Corporation (M) Sdn. Bhd.
　● 建設事業
Fujita Integral Mexico S.A. de C.V.
　● 建設事業／環境事業／不動産開発事業
Fujita Corporation (Thailand) Ltd.
　● 建設事業
Cosmos Australia Pty Ltd
　● 不動産開発事業／観光事業
Stanley-Martin Communities, LCC
　● 戸建住宅事業
Rawson Group Pty ltd
　● 戸建住宅事業
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14,62114,621
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3,005
3,445

8.8 9.1

3,594

8.6

2.04
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※平均臨時雇用者数

1.94

主要グループ会社一覧(2019年6月1日現在）
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データ集

https://www.daiwahouse.co.jp/
https://www.daiwahouse.co.jp/
https://www.daiwaliving-mgt.co.jp/
https://www.daiwaliving.co.jp/
https://www.jyutaku.co.jp
https://www.daiwahouse.co.jp/
https://www.cigr.co.jp/index.html
http://www.daiwalifenext.co.jp/
https://glob-com.co.jp/index.html
https://www.daiwahouse.co.jp/
https://www.daiwahouse-reform.co.jp/index.html
https://www.jyutaku.co.jp
https://www.daiwahouse.co.jp/
http://www.daiwalease.co.jp/
https://www.dis-net.jp/
http://www.daiwaroyal.com/index.html
http://www.daiwalifenext.co.jp/
https://www.daiwahouse.co.jp/
https://www.fujita.co.jp/
http://www.daiwalease.co.jp/
https://www.daiwahouse.co.jp/
https://www.royal-hc.co.jp/corporate/
https://www.daiwabutsuryu.co.jp/
https://www.daiwahousefinancial.co.jp/
https://www.daiwahouse-ins.jp/
http://www.daiwalease.co.jp/
http://www.marubiru.com/
http://www.daiwaroyal.com/
http://www.daiwaroyalgolf.jp/
https://www.designarc.co.jp/
https://www.daiwaresort.jp/chain/
https://www.daiwa-cn.com/
https://www.dlroyal-hotel.jp/
http://www.kyuka.net/
https://www.daiwahouse.com/businessfield/global/china/
http://www.daiwahouse.com.my/
http://www.kdliving.co.kr/jpn/
https://daiwalivingca.com/
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● マンション
大和ハウス工業㈱
㈱コスモスイニシア
大和ライフネクスト㈱
グローバルコミュニティ㈱

● 賃貸住宅
大和ハウス工業㈱
大和リビングマネジメント㈱
大和リビング㈱
日本住宅流通㈱

● 戸建住宅
大和ハウス工業(株)

● 事業施設
大和ハウス工業(株)
(株)フジタ
大和リース(株)

大和ハウス工業㈱
ロイヤルホームセンター㈱
大和物流㈱
㈱デザインアーク
大和リゾート㈱
ダイワロイヤルゴルフ㈱
ダイワロイヤル㈱
㈱大阪マルビル
大和リース㈱
大和ハウスインシュアランス㈱
大和ハウスフィナンシャル㈱

● 商業施設
大和ハウス工業㈱
大和リース㈱
大和情報サービス㈱
ダイワロイヤル㈱
大和ライフネクスト㈱

● 住宅ストック
大和ハウス工業(株)
大和ハウスリフォーム(株)
日本住宅流通(株)

※売上高に関係する主な会社を掲載しています。

国　内 海　外

Housing

Business

Life

大和事務処理中心（大連）有限公司
　● アウトソーシング事業
大連大和中盛房地産有限公司
　● 不動産開発事業
大連頤和物業管理有限公司
　● 不動産管理事業
大連民航大厦有限公司
　● ホテル事業
天津九河国際村有限公司
　● サービスアパートメント事業
大和房屋（無錫）房地産開発有限公司
　● 不動産開発事業
大和房屋（常州）房地産開発有限公司
　● 不動産開発事業
大和宝業（無錫）物業管理有限公司
　● 不動産管理事業
和宝（南通）房地産開発有限公司
　● 不動産開発事業
上海和宝物業服務有限公司
　● 不動産管理
宝業大和工業化住宅製造有限公司
　● 工業化住宅部材製造販売
台湾大和開発實業股份有限公司
　● 建築経理／建材卸売／不動産売買／賃貸／駐車場経営
Daiwa House California Inc.
　● 不動産開発事業
Daiwa House Texas Inc.
　● 不動産開発事業
Daiwa House Guam Co., Ltd.
　● 建築請負
Daiwa House Australia Pty Ltd
　● 不動産開発事業
Daiwa House Vietnam Co., Ltd.
　● 工業団地開発事業／アウトソーシング事業
DT Development Vietnam LCC.
　● 不動産開発事業／サービスアパートメント事業
Daiwa House Industry India Pvt Ltd
　● 不動産市場調査
Daiwa House Real Estate Development Co., Ltd.
　● レンタル工場事業
DH Logistic Property Vietnam Co., Ltd.
　● レンタル倉庫事業
PT Daiwa House Indonesia
　● インドネシア事業統括
PT. Diana Join Indonesia
　● 不動産開発事業
PT Daiwa Manunggal Logistik Properti
　● 物流施設開発・運営管理
PT Daiwa Tetra Manunggal Konstruksi
　● 建設事業
Daiwa House Industry (Thailand) Co., Ltd.
　● 物流施設開発／戸建住宅事業
Daiwa House Malaysia Sdn. Bhd.
　● 戸建住宅・工業化研究開発
KD Living, Inc.
　● 賃貸住宅事業
Daiwa Living California Inc.
　● 賃貸住宅事業
Daiwa Living Australia Pty Ltd
　● サービスアパートメント事業
Daiwa Living Vietnam Co,. Ltd.
　● サービスアパートメント事業
Daiwa Living Waldorf Holdings Pty Ltd
　● サービスアパートメント事業
藤田（中国）建設工程有限公司
　● 建設事業
Fujita Americas, Inc.
　● 海外建設技術調査
Fujita Corporation Vietnam
　● 建設事業／不動産開発事業
Fujita Philippines Construction  and Development, Inc.
　● 建設事業
Fujita Engineering India Pvt., Ltd.
　● 建設事業
Fujita Corporation Singapore Pte. Ltd.
　● 投資事業
Fujita Corporation (M) Sdn. Bhd.
　● 建設事業
Fujita Integral Mexico S.A. de C.V.
　● 建設事業／環境事業／不動産開発事業
Fujita Corporation (Thailand) Ltd.
　● 建設事業
Cosmos Australia Pty Ltd
　● 不動産開発事業／観光事業
Stanley-Martin Communities, LCC
　● 戸建住宅事業
Rawson Group Pty ltd
　● 戸建住宅事業
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行動
規範 1-1 誠実なコミュニケーション
私たちは誰とどんな場面で接するかにかかわらず、誠実で正直な姿
勢で臨みます。日ごろ交わされるどんな小さな約束であろうとそれ
を守るための最大限の努力をします。また、お客様のさまざまなご
要望に対して迅速で誠実な対応を心掛けます。

行動
規範 1-2 お客様の個人情報への配慮

私たちは業務上知り得たお客様のプライバシー情報について、そ
れを保護することはもちろん、個人情報としての取り扱いに留意し、
その収集・利用・提供・管理にも細心の注意を払います。

行動
規範 1-3 説明義務

私たちはお客様に説明すべき事項について正確に分かりやすく説
明します。また、法令の定める最低限の説明にとどまらず、お客様
の判断基準になり得るよう多くの情報を提供することに努めます。

行動
規範 1-4 不適切な要望に対する姿勢
私たちはお客様との商談のなかで、違法行為や反倫理的な行為を依頼
された場合はお断りするとともに、違法には至らなくともお客様のた
めにならないものに対しても、適切なアイデアを提案することに努めます。

行動
規範 1-5 贈答物の提供の制限
私たちは得意先との信頼関係の構築や親睦を深める目的で会食や親睦会
等の接待を行う際は、相手方の内規等に配慮し、社会常識の範囲内で行
います。また、中元・歳暮は必要最低限にとどめ、旅行・ゴルフ等の接待が
必要な場合も過度とならないように社会常識の範囲内で行います。

企業倫理綱領│お客さまと共に
私たちは誰に対しても誠実なコミュニケーションを心掛け
るとともに、良質な商品やサービスの提供に努め、常にお
客さまの満足と信頼を得るために最善を尽くします。

行動
規範 2-1 法令の遵守

私たちは各事業に関連する法令はもとより、全ての法令を遵守しま
す。また、たとえ法令の定めがなくとも、当社に対する要請を理解し、
高い倫理観を持って行動します。

行動
規範 2-2 良識ある行動

私たちは法令の遵守のみならず、大和ハウスグループの一員として
社会常識に則った良識ある行動を心掛けます。とりわけ金品の取り
扱いは正確かつ厳格に行います。

企業倫理綱領│コンプライアンスと共に
私たちは法令を遵守するだけでなく、多様なステークホルダー
からの期待に応えるために、高い倫理観を持って行動します。

企業倫理綱領│職場と共に
私たちは健康と安全に留意するとともに、風通しのよい公
正な職場づくりに努めます。
また、一人ひとりが成長できる人財育成の機会を提供します。

行動
規範 3-1 風通しの良い職場
私たちは同じ職場の人間として一人ひとりの人格や個性を尊重し、
高い意欲をもって業務にあたれるよう配慮します。また相互に信頼
し協力するとともに、積極的相互批判を通じて成長していきます。

行動
規範 3-2 人財の育成
私たちは企業の持続的な発展を支えるのは人であることを認識し、
中長期的な視点を持って人財を育成します。また一人ひとりが自身
の成長を考え、自己研鑽に努めます。

行動
規範 3-3 健康管理・安全衛生への配慮
私たちは災害の防止、衛生管理を徹底するとともに、心身の健康を維
持し、規律正しい職場づくりを心掛けます。

行動
規範 3-4 職場におけるモラル・マナーの向上
私たちは組織として一致団結して業務にあたるため、職場における
モラル・マナーの向上に努めます。また、公私のけじめをつけ、会社
における職務・地位を社内贈答や接待等、私的利益のために利用
しません。

行動
規範 3-5 政治・宗教活動の禁止
私たちは会社の身分での政治活動や、特定の宗教の布教活動を行
いません。社外において個人的に行う場合も会社名や会社におけ
る地位を利用しません。

行動
規範 2-3 機密情報等の取り扱い
私たちは会社の機密情報や個人情報の管理に留意し、たとえ退職
した後でも漏洩がないよう細心の注意を払います。また、その情報
を私的に利用せず、インサイダー取引やその疑惑を招くような投機
的取引は厳に慎みます。

行動
規範 2-4 社内基準の遵守
私たちは社内基準を軽視することなく当然のことと認識し、事実の
とおり正確に報告・記録することを常に心掛けます。また、設備・備
品・貸与品・金銭・ノウハウ等会社の有形・無形の資産を私的に利
用しません。

行動
規範 2-5 私生活の自律

私たちは会社での生活はもとより、自らの生活環境を確立し、私生
活においても一社会人としての良識を保つよう努めます。違法行為
はもちろん、業務に悪影響を及ぼすような行為は慎みます。

行動
規範 2-6 反社会的勢力との関係遮断
私たちはいかなる理由があろうとも反社会的勢力との関係を遮断し、
毅然とした態度で組織的に対応します。

この企業倫理網領は「社是」にみる創業者の経営哲学をはじ
め、経営理念・方針を実現するための基礎となる行動原則を
明文化したものであり、大和ハウスグループの社会的信頼を
維持・向上させることを目的としています。

2004年4月1日制定（2014年4月1日改訂）
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データ集

企業倫理綱領および行動規範



行動
規範 4-1 取引先との適切な関係
私たちは取引先を欠かすことのできない大切なパートナーと考え、
共存共栄の精神をもって常に対等・公正な立場で接します。

行動
規範 4-2 優越的地位の利用禁止
私たちは優位な立場を利用した不利な取引条件の押し付けや買い
叩き等を行いません。また、取引先への不当な要求やタカリ行為等、
品格を疑われるような行為はせず、贈答物も受け取らないようにし、
宴会等の接待も慎みます。

行動
規範 4-3 商道徳をわきまえた事業活動
私たちは商品の説明にあたり、事実に基づいた適正な情報を提供し、
競合会社に対する誹謗・中傷を行いません。

行動
規範 4-4 公正かつ自由な競争
私たちは談合等の自由公正な競争原理を阻害する行為はもちろん、疑
惑を招くような調整のための情報交換・会合・接触をしません。

行動
規範 4-5 知的財産の尊重
私たちは知的財産の重要性を認識し、第三者の知的財産権（著作
権・意匠権・特許権等）を尊重するとともに、それを侵害する恐れの
ある行為は慎みます。

行動
規範 4-6 政治・行政との適正な関係
私たちは政治家や、官公庁、地方公共団体の役職員に対して、贈賄は
行いません。たとえ合法的な寄付行為や単なる親睦会等であっても、
許認可等への配慮を期待した行為と疑われかねないものは慎みます。

企業倫理綱領│ビジネスパートナーと共に
私たちは取引先とのパートナーシップを大切にし、適切な
関係を構築します。また自由な市場の競争原理に従い、業
界全体の健全な発展を目指します。

行動
規範 5-1 環境関連法の遵守
私たちは事業を行う国や地域において適用を受ける全ての法律・
条例を遵守します。

行動
規範 5-2 事業活動における環境負荷低減
私たちは環境負荷を低減できる商品やサービスの提供に努めます。また、
その商品やサービスを提供するまでの事業プロセスにおいても環境負
荷低減に配慮します。

行動
規範 5-3 主体的な環境行動

私たちは一人ひとりの環境行動が持続可能な社会の実現に大きく貢献
できることを認識し、日常生活を含め積極的な環境行動に努めます。

企業倫理綱領│環境と共に
私たちは環境問題を地球規模の課題であると考え、その保
全に取り組むとともに、環境と共生した社会の実現を目指
します。

行動
規範 6-1 地域の信頼を得られる行動
私たちは地域社会の一員として誠実に地域と向き合い、信頼を得
られるよう心掛けます。とりわけ近隣への配慮を欠いた行動は慎み
ます。

行動
規範 6-2 地域発展への貢献
私たちは日々の活動を通じて、積極的に地域との調和を図り、経
済面、環境面、社会面を含めた地域の持続的な発展に向け行動し
ます。

行動
規範 6-3 地域の課題解決に向けた取り組み
私たちは地域とのコミュニケーションを通じてその地域の課題に着目し、
事業や地域共生活動により解決に向けて貢献していきます。

企業倫理綱領│社会と共に
私たちはその地域の文化や習慣を尊重し、事業活動や地域
共生活動等を通じて社会の持続的な発展に貢献します。

行動
規範 7-1 人権を尊重する風土づくり
私たちは人権啓発活動に参加して理解を深めるように努めます。ま
た、一人ひとりの人格や個性を尊重した言動を心掛け、人権尊重の
風土を築きます。

行動
規範 7-2 公正な採用活動
私たちは公正な採用選考の考え方に基づき、応募者の適性・能力
に関係のない事項について把握したり、それを基準とした採用選考
を行ったりしません。

行動
規範 7-3 差別的営業行為の禁止
私たちは事業活動において一切の差別を行わず、また差別を助長
するような行為をしません。

行動
規範 7-4 多様性の受容
私たちは価値観、性別、世代、民族、言語、文化、ライフスタイルな
どに違いを持つ多様な人々の視点や発想を活用できる企業文化を
築きます。

行動
規範 7-5 えせ同和行為への対応
私たちはえせ同和行為に対して、毅然とした態度で組織的に対応し、不
当な要求に決して応じません。

企業倫理綱領│人権の尊重
私たちはあらゆる人の尊厳と基本的人権を尊重し、人種・国
籍・民族・性別・性的指向・性自認・障がいの有無・年齢・信条・
社会的身分などを理由とした一切の差別を行いません。

行動
規範 5-4 生物多様性への配慮
私たちは多様な生態系が生み出す自然の恵みを認識し、生物多様
性に配慮した事業活動を行い、人と自然の「共創共生」に努めます。
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大和ハウスグループまちづくりビジョン

データ集

（２０１5年10月制定）

私たちのまちづくりは、インフラや建物が建設されたときが完成ではありません。そのまち
で暮らし活動するすべての人や生き物などに幸せが訪れるまちづくり。まちを単なる資産価
値として考えるのではなく、新しい価値を生み出し、そして未来へ向かっていくためのステー
ジへ。そのようなまちづくりを目指していきます。

私たちの基本姿勢は、「共創共生」。その想いは、まちづくりにおいても変わることはありません。社会の人々と心をつなぎ、共に育むことで、 
まちの価値を未来へと、つないでいく。そして、まちに生きる全ての人の人生を、 豊かにする。それこそが、私たちの使命であり、挑戦です。

私たちのまちづくりには、人、そして地域のために無限に続いていく８つの想い（ハート）がいつも中心にあ
ります。人々に、いかに安心・快適・健康な生活を提供できるか。地域の経済性・環境性・地域らしさをどこ
まで高められるか。｢共創共生｣を基本姿勢に、私たち大和ハウスグループは、人と人、人と地域がつながり、
未来へ続いていくまちづくりを目指します。

安全に配慮し、“安心できる
環境”を創り、笑顔が生まれ
るまちへ。

いつまでもいきいきと“健
康なココロとカラダ”でいら
れるまちへ。

豊かな生活のために、便利
で“快適な毎日”を創造する
まちへ。

人と人、人とまちがもっと“つ
ながり”コミュニティが醸成
していくまちへ。

未来にも輝きが “持続”す
る、社会資産 となるまちへ。

自然と共存し、限られた資
源を賢く使い、“環境と共生”
するまちへ。

“経済”がいきいきする地域
の中心となるまちへ。

歴史や文化を尊重し、地域
固有の“らしさ”と調和する
まちへ。

防犯・見守り対策
将来への安心

災害への対策・対応
（レジリエンス）

安全への配慮

健康維持・増進
いきがいの創出
健康･生活支援

（医療･介護連携）

ユーザビリティの向上
快適な空間の形成・維持

生活機能・サービスの提供
多様なスタイルへの対応

人と人のつながり
人とまちのつながり
地域間のつながり

変化への柔軟な対応
持続可能な将来計画

まちの自立
次代を担う

人財教育・育成

資源の効率利用
エネルギーの効率利用

自然環境との調和
地域環境への配慮

資産価値の形成・維持
地域経済の活性化
地域雇用の創出

事業効率の最大化
行政課題の解決

伝統文化の保全継承
地域特性との調和
地域課題の解決

（地域･行政との連携）

まちの価値を、未来へ

共に創り、共に育む

８HEARTS

1 2 3 4

5 6 7 8

Community value into the future

Design & Management

—人と地域に、８つの価値を—

Vision

Mission

Value

Safety

安心

Sustainability

持続性

Health

健康

Environmental

環境性

Comfort

快適

Economy

経済性

Communication

つながり

Identi ty

地域性
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大和ハウスグループ調達基本方針

ＣＳＲ調達ガイドライン

大和ハウスグループの全従業員が調達活動において基本とする方針です。この方針は「QCDMSE（品質・コスト・納期・モラル・安全・
環境）」のバランスを意識して調達するよう定めています。

大和ハウスグループのビジネスパートナーである取引先に求める調達活動における指針です。本ガイドラインは、人権や安全といった
「社会性」だけでなく、生物多様性や化学物質などの「環境性」についても明記し遵守していただくように求めています。

（２０１５年７月１日制定）

（２０１５年７月１日制定、２０１８年７月１日改定）

※「調達」とは、取引先が建築資材等を購入し当社へ納品する行為だけでなく、物件を施工し当社に引き渡す行為も含めた幅広い企業活動を意味しています。

（１） 取引先が引き起こす多様なリスクに対応し、問題発生時に適切な対応を行うため
（２） 当社と取引先の双方が、社会から支持される事業を継続していくため

（１） 取引先行動規範（Code of Conduct）：社会性・環境性についての7つの原則
（２） 企業活動ガイドライン：社会性・環境性についての20の具体的事項
（３）物品ガイドライン：取引先が調達し当社に納品する物品（建材等）の環境性・社会性についての基準。下記二つのガイドラインより構成。
 　①化学物質管理ガイドライン【基本編】：建材に含有される化学物質について明記
　 ②生物多様性ガイドライン【木材調達編】：調達を推奨する木材について明記

1．私たちは、エンドユーザーの要望に応えるためQCD（品質・コスト・供給）を追求します。
2． 私たちは、全ての取引先様に対して公平に窓口を設置し、競争原理と高い倫理観に基いた取引を実施し

ます。
3．私たちは、取引に関わる個人情報や機密情報について厳格に管理・運用します。
４．私たちは、国内外の法令を遵守し、コンプライアンスに基いた公正な取引を実施します。
５．私たちは、取引に関わる全ての人々の安全･健康に配慮します。
６．私たちは、共存共栄の精神で取引先様と関わり、適切な関係を構築します。
7． 私たちは、環境問題を地球規模の課題であると考え、取引における環境保全への貢献と環境負荷を低減

します。
8．私たちは、取引による地域社会への影響を認識し、十分に配慮するよう努めます。
9． 私たちは、取引においてあらゆる人の尊厳と基本的人権を尊重するとともに、人権侵害に加担すること

がないよう努めます。
１０．私たちは、CSR調達をサプライチェーン全体へ推進します。

大和ハウスグループと取引のある全ての取引先（一次サプライヤー様、一次下請け会社様など）

■ 制定の目的

■ ガイドラインの構成

■ 適用範囲
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取引先行動規範（Code of Conduct） 企業活動ガイドライン　

1）お客様との
信頼関係の構築

誠実なコミュニケーションを心掛けるとともに、良質
な商品やサービスの提供に努め、お客様（エンドユー
ザー）の満足と信頼を得るために最善を尽くす。

1-1 調達情報の開示 商品の原産地情報や、加工・調達を行った取引先の情報を把握すると共に、必要に応じてその情報を開示できるよう努める。

1-2 個人情報への配慮 お客様や取引先等の個人情報やプライバシー情報について、取り扱いには十分留意し、その収集・利用・提供・管理に最大限の注意を払う。

2）コンプライアンスの確立
法令を遵守するだけでなく、多様なステークホルダー
からの期待に応えるために、高い倫理観を持って行動
する。

2-1 法令遵守と高い倫理観に基いた行動 国内外の法令を遵守するとともに、国際社会からの要請を理解し、高い倫理観を持って行動する。

2-2 機密情報の管理 機密情報の管理には十分留意し、その情報をもとにしたインサイダー取引やその疑惑を招く投機的取引は行わない。 

2-3 反社会的勢力との関係遮断 反社会的勢力との関係を遮断し、毅然とした態度で対応する。

3）労働安全・衛生への配慮 従業員や取引先の健康と安全に留意するとともに、風
通しのよい公正な職場づくりに努める。

3-1 労働安全･衛生管理 労働災害を防止し、衛生管理を徹底するとともに、心身の健康を維持し、規律正しい職場づくりを心掛ける。

3-2 事業継続体制の整備 自然災害など不測の事態に対して、事業を継続し安全を確保できるよう努める。

4）公正な事業活動
取引先とのパートナーシップを大切にし、適切な関係
を構築する。また自由な市場の競争原理に従い、業界
全体の健全な発展を目指す。

4-1 取引先への優越的地位の利用禁止 取引先との契約事項について確実に行うとともに、優越的地位を利用した、不利な取引条件の押し付けや買い叩き等を行わないよう十分に注意
する。また、取引先への不当な要求や、社会常識の範囲を越えた贈答物の授受、接待等は慎む。

4-2 公正かつ自由な取引の推進 談合やカルテルなど、自由公正な競争原理を阻害する行為だけでなく、疑惑を招くような調整のための情報交換・会合・接触をしない。

4-3 知的財産権の尊重 知的財産の重要性を認識し、第三者の知的財産権（著作権・意匠権・特許権等）を尊重するとともに、それを侵害する恐れのある行為は行わない。

4-4 腐敗防止 国会議員、官公庁、地方公共団体の役職員に対し、贈賄やそれと疑われる行為を行わない。

5）環境の保全
環境と共生し人が心豊かに生きる暮らしと社会の実現
を目指し、「事業活動プロセス」および「商品・サービス」
の両面において環境負荷の低減に努める。

5-1 環境関連法令の遵守と社会からの
要請への対応 国内外の環境関連法令を遵守するとともに、国際社会やステークホルダーからの要請に応えることで、環境への負荷低減と貢献に努める。

5-2 気候変動への対応 商品・サービスおよび事業活動プロセス（調達・加工等）において、温室効果ガス（ＧＨＧ）排出量削減および省エネルギーを推進するとともに、 
自然エネルギーの活用に努める。      

5-3 省資源化の推進 商品のライフサイクル（生産・使用・廃棄等）において、「リデュース・リユース・リサイクル」の推進を通じて「省資源・長寿命化・ 資源循環」に努め
るとともに、節水および水リスク管理の徹底により水資源保護に努める。

5-4 化学物質の管理 製品に使用される化学物質の情報を取引先と共有し、かつリスクの高い物質の使用を抑制することにより、ステークホルダーの健康および自然
環境への影響の少ない製品の提供を図る。

5-5 生物多様性への配慮 持続可能な木材調達を通じた森林保護を推進するとともに、周辺環境との調和に配慮した街づくりや緑化に努める。

6）地域との共創共生
事業を行う地域の文化や習慣を尊重し、事業活動等を
通じて地域社会の持続的な発展に貢献するよう努め
る。

6-1 事業を行う地域の近隣住民、
コミュニティーへの配慮と貢献 地域社会と誠実に向き合い、信頼を得られるよう心掛ける。とりわけ近隣住民への配慮を欠いた行動は行わない。

7）人権の尊重 事業活動に関係するすべての人の尊厳と基本的人
権を尊重し、人権侵害を行わない。

7-1 強制労働の禁止 心理的・肉体的に不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反した労働を行わせない。

7-2 児童労働の禁止 各国の法律で定められた就業最低年齢を下回る年齢の児童（就業最低年齢は原則１５歳、健康・安全・道徳を損なう恐れのある労働については１８歳）
を雇用しない。

7-3 ハラスメントの禁止 従業員の人格を尊重し、これを否定するような言動や嫌がらせは行わない。また、相手の意に反した性的な言動や嫌がらせを行わない。

物品ガイドライン

①化学物質管理ガイドライン【基本編】 ②生物多様性ガイドライン【木材調達編】

管理レベル 管理物質

レベル1〈使用禁止〉
すべての製品について使用を禁止する物質および群 国内法禁止物質等

レベル2〈管理・使用制限〉 
主要な建材について使用状況を把握する物質および群（一部建材に
ついては使用制限あり）

厚生労働省指針値策定物質およびREACH※1認可対象候補物質の
一部等

※1 REACH（Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals）：2007年6月に欧州委員会が施行した新化学物質規制

1 2

3

ＣＳＲ調達ガイドライン 
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取引先行動規範（Code of Conduct） 企業活動ガイドライン　

1）お客様との
信頼関係の構築

誠実なコミュニケーションを心掛けるとともに、良質
な商品やサービスの提供に努め、お客様（エンドユー
ザー）の満足と信頼を得るために最善を尽くす。

1-1 調達情報の開示 商品の原産地情報や、加工・調達を行った取引先の情報を把握すると共に、必要に応じてその情報を開示できるよう努める。

1-2 個人情報への配慮 お客様や取引先等の個人情報やプライバシー情報について、取り扱いには十分留意し、その収集・利用・提供・管理に最大限の注意を払う。

2）コンプライアンスの確立
法令を遵守するだけでなく、多様なステークホルダー
からの期待に応えるために、高い倫理観を持って行動
する。

2-1 法令遵守と高い倫理観に基いた行動 国内外の法令を遵守するとともに、国際社会からの要請を理解し、高い倫理観を持って行動する。

2-2 機密情報の管理 機密情報の管理には十分留意し、その情報をもとにしたインサイダー取引やその疑惑を招く投機的取引は行わない。 

2-3 反社会的勢力との関係遮断 反社会的勢力との関係を遮断し、毅然とした態度で対応する。

3）労働安全・衛生への配慮 従業員や取引先の健康と安全に留意するとともに、風
通しのよい公正な職場づくりに努める。

3-1 労働安全･衛生管理 労働災害を防止し、衛生管理を徹底するとともに、心身の健康を維持し、規律正しい職場づくりを心掛ける。

3-2 事業継続体制の整備 自然災害など不測の事態に対して、事業を継続し安全を確保できるよう努める。

4）公正な事業活動
取引先とのパートナーシップを大切にし、適切な関係
を構築する。また自由な市場の競争原理に従い、業界
全体の健全な発展を目指す。

4-1 取引先への優越的地位の利用禁止 取引先との契約事項について確実に行うとともに、優越的地位を利用した、不利な取引条件の押し付けや買い叩き等を行わないよう十分に注意
する。また、取引先への不当な要求や、社会常識の範囲を越えた贈答物の授受、接待等は慎む。

4-2 公正かつ自由な取引の推進 談合やカルテルなど、自由公正な競争原理を阻害する行為だけでなく、疑惑を招くような調整のための情報交換・会合・接触をしない。

4-3 知的財産権の尊重 知的財産の重要性を認識し、第三者の知的財産権（著作権・意匠権・特許権等）を尊重するとともに、それを侵害する恐れのある行為は行わない。

4-4 腐敗防止 国会議員、官公庁、地方公共団体の役職員に対し、贈賄やそれと疑われる行為を行わない。

5）環境の保全
環境と共生し人が心豊かに生きる暮らしと社会の実現
を目指し、「事業活動プロセス」および「商品・サービス」
の両面において環境負荷の低減に努める。

5-1 環境関連法令の遵守と社会からの
要請への対応 国内外の環境関連法令を遵守するとともに、国際社会やステークホルダーからの要請に応えることで、環境への負荷低減と貢献に努める。

5-2 気候変動への対応 商品・サービスおよび事業活動プロセス（調達・加工等）において、温室効果ガス（ＧＨＧ）排出量削減および省エネルギーを推進するとともに、 
自然エネルギーの活用に努める。      

5-3 省資源化の推進 商品のライフサイクル（生産・使用・廃棄等）において、「リデュース・リユース・リサイクル」の推進を通じて「省資源・長寿命化・ 資源循環」に努め
るとともに、節水および水リスク管理の徹底により水資源保護に努める。

5-4 化学物質の管理 製品に使用される化学物質の情報を取引先と共有し、かつリスクの高い物質の使用を抑制することにより、ステークホルダーの健康および自然
環境への影響の少ない製品の提供を図る。

5-5 生物多様性への配慮 持続可能な木材調達を通じた森林保護を推進するとともに、周辺環境との調和に配慮した街づくりや緑化に努める。

6）地域との共創共生
事業を行う地域の文化や習慣を尊重し、事業活動等を
通じて地域社会の持続的な発展に貢献するよう努め
る。

6-1 事業を行う地域の近隣住民、
コミュニティーへの配慮と貢献 地域社会と誠実に向き合い、信頼を得られるよう心掛ける。とりわけ近隣住民への配慮を欠いた行動は行わない。

7）人権の尊重 事業活動に関係するすべての人の尊厳と基本的人
権を尊重し、人権侵害を行わない。

7-1 強制労働の禁止 心理的・肉体的に不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反した労働を行わせない。

7-2 児童労働の禁止 各国の法律で定められた就業最低年齢を下回る年齢の児童（就業最低年齢は原則１５歳、健康・安全・道徳を損なう恐れのある労働については１８歳）
を雇用しない。

7-3 ハラスメントの禁止 従業員の人格を尊重し、これを否定するような言動や嫌がらせは行わない。また、相手の意に反した性的な言動や嫌がらせを行わない。

物品ガイドライン

①化学物質管理ガイドライン【基本編】 ②生物多様性ガイドライン【木材調達編】

（２０１8年７月１日　第２版　改訂）

１） 認 証 木 材 ：各種機関から認証を受けた木材

２） 再 生 木 材 ：建設廃材のリサイクル木材

３） 当社推奨木材 ：上記以外で１１のチェック項目について一定レベル以上と判断された木材
 （合法性３項目、持続可能性８項目）
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重要課題 指標 個別指標 配点
2018年度 2017年度 （参考）2016年度

評価方法
目標 実績 点数 実績 点数 実績 点数

高品質な
商品の提供

引渡し後
1年以内
無償アフター
発生指数

長期優良住宅の割合（住宅事業）

25点

90%以上 84.0%

24点

21点 83.7%

18点

20点 83.4%

21点

20点 長期優良住宅の認定率を25点満点に換算

引渡し後1年以内無償アフター発生指数
（集合住宅事業） 10P未満 0.72 P 25点 4.46 P 25点 1.05 P 25点 60PT以上：0点、40～60PT未満：5点、30～40PT未満：10点、20～30PT未満：15点、10～20PT未満：20点、10P未満：25点

引渡し後1年以内無償アフター発生指数
（建築事業） 10P未満 3.9 P 25点 12.2 P 20点 12.5 P 20点 60PT以上：0点、40～60PT未満：5点、30～40PT未満：10点、20～30PT未満：15点、10～20PT未満：20点、10P未満：25点

引渡し後1年以内無償アフター発生指数
（流通店舗事業） 10P未満 7.1 P 25点 32.5 P 10点 15.6 P 20点 60PT以上：0点、40～60PT未満：5点、30～40PT未満：10点、20～30PT未満：15点、10～20PT未満：20点、10P未満：25点

製品の性能・仕様
に関する特別
点検の実施率

特別点検実施率（住宅事業）
25点

100% 91.1%
17点

15点 90.4%
12点

15点 92.8%
10点

15点 80%未満：0点、80～85%未満：5点、85～90%未満：10点、90～95%未満：15点、95～100%未満：20点、
100%または対象物件0件：25点

特別点検実施率（集合住宅事業） 100% 98.3% 20点 88.4% 10点 83.3% 5点 80%未満：0点、80～85%未満：5点、85～90%未満：10点、90～95%未満：15点、95～100%未満：20点、100%：25点

お客さまとの
適切な
コミュニケーション

お客さまとの
コミュニケーション
向上に向けた
スキルアップ

新入社員研修の参加率（住宅事業）

25点

100% 100%

14点

25点 100%

14点

25点 100%

13点

25点 80%未満：0点、80～90%未満：5点、90～95%未満：10点、95～98%未満：15点、98～100%未満：20点、100％：25点 

新入社員研修の参加率（集合住宅事業） 100% 100% 25点 100% 25点 98.2% 20点 80%未満：0点、80～90%未満：5点、90～95%未満：10点、95～98%未満：15点、98～100%未満：20点、100％：25点

階層別研修および地区セミナーへの社員参加率
（建築事業） 95% 80.3% 5点 79.4% 0点 79.7% 0点 80%未満：0点、80～85%未満：5点、85～90%未満：10点、90～92%未満：15点、92～95%未満：20点、95％以上：25点

初級社員（新人～３年目）の研修及び全社員対象の
税務研修への参加率（流通店舗事業） 100% 85.0% 5点 89.2% 5点 94.1% 10点 80%未満：0点、80～90%未満：5点、90～95%未満：10点、95～98%未満：15点、98～100%未満：20点、100%：25点

入社2年以内営業社員のロールプレイング大会
参加率（マンション事業） 100% 94.2% 10点 97.2% 15点 93.0% 10点 80%未満：0点、80～90%未満：5点、90～95%未満：10点、95～98%未満：15点、98～100%未満：20点、100%：25点

本社宛苦情
案件数

1ヵ月アンケートでの契約後対応、施工中における
満足度（住宅事業）

25点

80%以上 68.5%

3点

15点 67.3%

3点

15点 68.2%

３点

15点 １ヵ月後アンケート（請負）の、営業の契約後対応、施工中の報告連絡が最高評価の比率。
30%未満：0点、30～50%未満：5点、50～60%未満：10点、60～70%未満：15点、70～80%未満：20点、80％以上：25点

本社宛直接苦情案件数（集合住宅事業） 0件 157件 0点 168件 0点 193件 0点 5件以上：0点、4件：5点、3件：10点、2件：15点、1件：20点、0件：25点　※代表者宛書簡・本社受付への電話・メール・来訪

本社宛直接苦情案件数（建築事業） 0件 26件 0点 22件 0点 14件 0点 5件以上：0点、4件：5点、3件：10点、2件：15点、1件：20点、0件：25点　※代表者宛書簡・本社受付への電話・メール・来訪

本社宛直接苦情案件数（流通店舗事業） 0件 58件 0点 47件 0点 54件 0点 5件以上：0点、4件：5点、3件：10点、2件：15点、1件：20点、0件：25点　※代表者宛書簡・本社受付への電話・メール・来訪

本社宛直接苦情案件数（マンション事業） 0件 41件 0点 43件 0点 26件 0点 5件以上：0点、4件：5点、3件：10点、2件：15点、1件：20点、0件：25点　※代表者宛書簡・本社受付への電話・メール・来訪

長期にわたる
信頼獲得に
向けた
取り組み★

お客さま
（オーナーさま）
の満足度

1ヵ月アンケートでの満足度（住宅事業）

25点

80%以上 67.8%

15点

15点 67.4%

15点

15点 68.2%

13点

15点 CS1ヵ月アンケートの「当社にしてよかった」、総合対応の「大変良かった」が全体に占める比率。
30%未満：0点、30～50%未満：5点、50～60%未満：10点、60～70%未満：15点、70～80%未満：20点：80％以上：25点

入居者アンケート及びオーナーアンケートでの
推薦意向（集合住宅事業） 80%以上 30.4% 5点 29.5% 0点 28.2% 0点 30%未満：0点、30～50%未満：5点、50～60%未満：10点、60～70%未満：15点：70～80%未満：20点、80％以上：25点

お客さまによる引き渡しアンケートにおける満足度
（建築事業） 80%以上 93.1% 25点 95.9% 25点 95.0% 25点 お客さまによる引き渡しアンケート「総合評価」の「大変満足」「満足」の比率。

30%未満：0点、30～50%未満：5点、50～60%未満：10点、60～70%未満：15点、70～80%未満：20点、80％以上：25点

既オーナーさまとのリレーションDMでの満足度
（流通店舗事業） 80%以上 67.6% 15点 71.3% 20点 69.2% 15点 30%未満：0点、30～50%未満：5点、50～60%未満：10点、60～70%未満15点、70～80%未満：20点、80％以上：25点

入居前から3ヵ月までの満足度
（マンション事業） 1.25P 1.26 P 15点 1.23 P 15点 1.18 P 14点 「来場から契約までの対応」「入居説明会の対応」「内覧会の対応」「契約以後の対応」「臨時アフターへの対応」「3ヵ月点検時の対応」「購入満足度」

7項目の「大変満足」＝2、「満足」＝1、「不満」＝-1、「大変不満」＝-2点の平均点に対する比率を、25点満点に換算。

CSR自己評価指標  2018年度実績

■ お客さま（満点：１７５点）
Social

大和ハウスグループでは、社会、環境への活動の成果を測定し、「見える化」を
図るため、2006年度より「CSR自己評価指標」を導入し、活動の改善につなげて
います。

第５次中期経営計画のスタートに伴い、経営基盤の強化を目的とした中期CSR 
計画を策定し、その実績については計画にあわせて改訂した評価指標を用いて、
年度毎に各該当部門が進捗を管理（運用期間：2016年度～2018年度）すること
で、業績目標の達成及び経営基盤の強化を目指しています。

最終年度となる2018年度の自己評価指標の実績は、26重要課題・49指標に
おいて、2018年度目標1,145点に対し765点となりました。

2018年度目標に対する達成率は66.8%となりました。

CSR経営の基盤

環境 取引先

地域市民

従業員

お客さま

2017年度達成率
2018年度達成率

2016年度達成率

2018年度目標

60.0%

80.0%

100.0%

20.0%

0.0%

40.0%

58.8%

51.8%

62.1%

84.0%

72.6%

80.2%
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重要課題 指標 個別指標 配点
2018年度 2017年度 （参考）2016年度

評価方法
目標 実績 点数 実績 点数 実績 点数

高品質な
商品の提供

引渡し後
1年以内
無償アフター
発生指数

長期優良住宅の割合（住宅事業）

25点

90%以上 84.0%

24点

21点 83.7%

18点

20点 83.4%

21点

20点 長期優良住宅の認定率を25点満点に換算

引渡し後1年以内無償アフター発生指数
（集合住宅事業） 10P未満 0.72 P 25点 4.46 P 25点 1.05 P 25点 60PT以上：0点、40～60PT未満：5点、30～40PT未満：10点、20～30PT未満：15点、10～20PT未満：20点、10P未満：25点

引渡し後1年以内無償アフター発生指数
（建築事業） 10P未満 3.9 P 25点 12.2 P 20点 12.5 P 20点 60PT以上：0点、40～60PT未満：5点、30～40PT未満：10点、20～30PT未満：15点、10～20PT未満：20点、10P未満：25点

引渡し後1年以内無償アフター発生指数
（流通店舗事業） 10P未満 7.1 P 25点 32.5 P 10点 15.6 P 20点 60PT以上：0点、40～60PT未満：5点、30～40PT未満：10点、20～30PT未満：15点、10～20PT未満：20点、10P未満：25点

製品の性能・仕様
に関する特別
点検の実施率

特別点検実施率（住宅事業）
25点

100% 91.1%
17点

15点 90.4%
12点

15点 92.8%
10点

15点 80%未満：0点、80～85%未満：5点、85～90%未満：10点、90～95%未満：15点、95～100%未満：20点、
100%または対象物件0件：25点

特別点検実施率（集合住宅事業） 100% 98.3% 20点 88.4% 10点 83.3% 5点 80%未満：0点、80～85%未満：5点、85～90%未満：10点、90～95%未満：15点、95～100%未満：20点、100%：25点

お客さまとの
適切な
コミュニケーション

お客さまとの
コミュニケーション
向上に向けた
スキルアップ

新入社員研修の参加率（住宅事業）

25点

100% 100%

14点

25点 100%

14点

25点 100%

13点

25点 80%未満：0点、80～90%未満：5点、90～95%未満：10点、95～98%未満：15点、98～100%未満：20点、100％：25点 

新入社員研修の参加率（集合住宅事業） 100% 100% 25点 100% 25点 98.2% 20点 80%未満：0点、80～90%未満：5点、90～95%未満：10点、95～98%未満：15点、98～100%未満：20点、100％：25点

階層別研修および地区セミナーへの社員参加率
（建築事業） 95% 80.3% 5点 79.4% 0点 79.7% 0点 80%未満：0点、80～85%未満：5点、85～90%未満：10点、90～92%未満：15点、92～95%未満：20点、95％以上：25点

初級社員（新人～３年目）の研修及び全社員対象の
税務研修への参加率（流通店舗事業） 100% 85.0% 5点 89.2% 5点 94.1% 10点 80%未満：0点、80～90%未満：5点、90～95%未満：10点、95～98%未満：15点、98～100%未満：20点、100%：25点

入社2年以内営業社員のロールプレイング大会
参加率（マンション事業） 100% 94.2% 10点 97.2% 15点 93.0% 10点 80%未満：0点、80～90%未満：5点、90～95%未満：10点、95～98%未満：15点、98～100%未満：20点、100%：25点

本社宛苦情
案件数

1ヵ月アンケートでの契約後対応、施工中における
満足度（住宅事業）

25点

80%以上 68.5%

3点

15点 67.3%

3点

15点 68.2%

３点

15点 １ヵ月後アンケート（請負）の、営業の契約後対応、施工中の報告連絡が最高評価の比率。
30%未満：0点、30～50%未満：5点、50～60%未満：10点、60～70%未満：15点、70～80%未満：20点、80％以上：25点

本社宛直接苦情案件数（集合住宅事業） 0件 157件 0点 168件 0点 193件 0点 5件以上：0点、4件：5点、3件：10点、2件：15点、1件：20点、0件：25点　※代表者宛書簡・本社受付への電話・メール・来訪

本社宛直接苦情案件数（建築事業） 0件 26件 0点 22件 0点 14件 0点 5件以上：0点、4件：5点、3件：10点、2件：15点、1件：20点、0件：25点　※代表者宛書簡・本社受付への電話・メール・来訪

本社宛直接苦情案件数（流通店舗事業） 0件 58件 0点 47件 0点 54件 0点 5件以上：0点、4件：5点、3件：10点、2件：15点、1件：20点、0件：25点　※代表者宛書簡・本社受付への電話・メール・来訪

本社宛直接苦情案件数（マンション事業） 0件 41件 0点 43件 0点 26件 0点 5件以上：0点、4件：5点、3件：10点、2件：15点、1件：20点、0件：25点　※代表者宛書簡・本社受付への電話・メール・来訪

長期にわたる
信頼獲得に
向けた
取り組み★

お客さま
（オーナーさま）
の満足度

1ヵ月アンケートでの満足度（住宅事業）

25点

80%以上 67.8%

15点

15点 67.4%

15点

15点 68.2%

13点

15点 CS1ヵ月アンケートの「当社にしてよかった」、総合対応の「大変良かった」が全体に占める比率。
30%未満：0点、30～50%未満：5点、50～60%未満：10点、60～70%未満：15点、70～80%未満：20点：80％以上：25点

入居者アンケート及びオーナーアンケートでの
推薦意向（集合住宅事業） 80%以上 30.4% 5点 29.5% 0点 28.2% 0点 30%未満：0点、30～50%未満：5点、50～60%未満：10点、60～70%未満：15点：70～80%未満：20点、80％以上：25点

お客さまによる引き渡しアンケートにおける満足度
（建築事業） 80%以上 93.1% 25点 95.9% 25点 95.0% 25点 お客さまによる引き渡しアンケート「総合評価」の「大変満足」「満足」の比率。

30%未満：0点、30～50%未満：5点、50～60%未満：10点、60～70%未満：15点、70～80%未満：20点、80％以上：25点

既オーナーさまとのリレーションDMでの満足度
（流通店舗事業） 80%以上 67.6% 15点 71.3% 20点 69.2% 15点 30%未満：0点、30～50%未満：5点、50～60%未満：10点、60～70%未満15点、70～80%未満：20点、80％以上：25点

入居前から3ヵ月までの満足度
（マンション事業） 1.25P 1.26 P 15点 1.23 P 15点 1.18 P 14点 「来場から契約までの対応」「入居説明会の対応」「内覧会の対応」「契約以後の対応」「臨時アフターへの対応」「3ヵ月点検時の対応」「購入満足度」

7項目の「大変満足」＝2、「満足」＝1、「不満」＝-1、「大変不満」＝-2点の平均点に対する比率を、25点満点に換算。

■ ステークホルダー別 得点・達成率

※実績値は有効数字3桁、点数は有効数字２桁として切り捨て計算。 
※計算方法を四捨五入から切り捨てに変更したこと等により、2016年度のデータを一部修正。 
※重要課題は2指標、うち最重要課題（★）については３指標を設定し、傾斜配点を行う。 
※評価方法の下線は2018年度の点数。
※一部算出方法変更により、2017年度より数値の変更有。

対象
ステークホルダー

重要課題
（うち最重要

課題）
指標

点数 達成率

満点 2018年度
目標

2018年度
実績

2017年度
実績

2016年度
実績

2018年度
目標

2018年度
達成率

2017年度
達成率

2016年度
達成率

お客さま ３
（１） 7 175 170 100 87 83 97.1% 58.8% 51.1% 48.8%

従業員 ４
（２） 10 250 247 128 133 113 98.8% 51.8% 53.8% 45.7%

取引先 ３
（２） 8 200 193 120 126 130 96.5% 62.1% 65.2% 67.3%

地域市民 ２
（１） 5 125 125 105 100 85 100.0% 84.0% 80.0% 68.0%

環境 ６
（–） 11 225 223 162 171 163 99.1% 72.6% 76.6% 73.0%

ＣＳＲ経営の基盤 ８
（–） 8 200 187 150 149 123 93.5% 80.2% 79.6% 65.7%

合計 26 49 1,175 1,145 765 766 697 97.4% 66.8% 66.8% 60.8%
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長期にわたる
信頼獲得に
向けた
取り組み★

長期的視点での
評価

10年点検アンケートの総合満足度（住宅事業）

25点

100% 96.4%

18点

20点 95.9%

17点

20点 96.4%

13点

20点 80%未満：0点、80～85%未満：5点、85～90%未満：10点、90～95%未満：15点、95～100%未満：20点、100%：25点

既オーナーさまからの再受注率（集合住宅事業） 20%以上 44.5% 25点 39.5% 25点 36.1% 25点 0%未満：0点、0～5%未満：5点、5～10%未満：10点、10～15%未満15点、15～20%未満：20点、20%以上：25点

受注総額に対する再受注率の増減（建築事業） 20%以上 11.7% 15点 ▲ 0.79% 0点 ▲4.39% 0点 0%未満：0点、0～5%未満：5点、5～10%未満：10点、10～15%未満:15点、15～20%未満：20点、20%以上：25点

既オーナーさまからの再受注率（流通店舗事業） 30%以上 29.5% 20点 33.3% 25点 26.4% 10点 25%未満：0点、25～26%未満：5点、26～27%未満：10点、27～28%未満15点、28～29%未満15点、29～30%未満20点、
30%以上：25点    

10年後マンションの管理組合理事アンケートに
おける総合満足度（マンション事業） 80%以上 57.9% 14点 64.0% 16点 58.1% 14点 グループ会社の大和ライフネクストによるアンケートにて、総合満足度７段階のうち 

「大変満足」あるいは「満足」を選んだ比率を25点満点に換算。

入居後
アンケート評価

1ヵ月アンケートでの紹介意向の最高評価率
（住宅事業）

25点

70%以上 60.6%

9点

20点 59.2%

8点

15点 62.2%

10点

20点 20%未満：0点、20～40%未満：5点、40～50%未満：10点、50～60%未満15点、60～70%未満：20点、70％以上：25点

入居後アンケート評価の紹介意向（集合住宅事業） 65%以上 29.8% 0点 29.6% 0点 27.7% 0点 30%未満：0点、30%～35%未満：5点、35%～45%未満：10点、45%～55%未満：15点、55%～65%未満：20点、65%以上：25点

オーナー会員からの紹介受注率（流通店舗事業） 5%以上 0.18% 0点 0.25% 0点 0.60% 0点 1%未満：0点、1～2%未満：5点、2～3%未満：10点、3～4%未満：15点　4～5%未満：20点、5%以上：25点

友人、知人へのお勧め度合い（マンション事業） 95％以上 75.1% 18点 79.8% 19点 91.4% 22点 比率を25点満点に換算。 

重要課題 指標 個別指標 配点
2018年度 2017年度 2016年度

評価方法
目標 実績 点数 実績 点数 実績 点数

公正な競争

取引先からの下請法に関する通報に対して1ヵ月以内の解決率 25点 100% 91.6% 22点 93.3% 23点 87.5% 21点 比率を25点満点に換算 

取引先における
責任ある行動の
推進

①当社社員（従業員）の行動に関する
　取引先アンケート調査　回答率

25点

70% 77.1%

20点
19点

70.2%

18点
18点

68.4%

17点
17点

比率を25点満点に換算          

②当社従業員の行動に対し
　「問題ない」とする回答比率 75% 75.7% 78.6% 72.0% 比率を25点満点に換算   

③取引先との契約業務に関する
　自社基準に基づく適正度 80%以上 87.2% 21点 74.0% 18点 72.9% 18点 定量評価項目のうち「可」の評価を得た割合を25点満点に換算

CSRの取り組みにおける
取引先への働きかけ★

社内従業員
向け教育

①階層別研修参加率（購買担当者）
25点

95% 78.1%
11点

5点 96.5%
24点

25点 95.2%
21点

25点 75％未満：0点、75～80％未満：5点、80～85％未満：10点、85～90％未満：15点、90～95％未満：20点、95％以上：25点

②研修参加率（施工管理担当者） 100% 92.5% 18点 97.9% 23点 91.0% 17点 評価点＝（参加率ー86%）ｘ12/14+13　　※2015年度までの3年間の工事担当者研修における参加率の平均＝86％

取引先、および購買業務の自社基準に基づく取引先評価 25点 4.5点以上 4.6点 25点 4.4点 20点 4.2点 20点 定量評価項目の全国平均点について　
2.5点未満：0点、2.5～3点未満：5点、3～3.5点未満：10点、3.5～4点未満：15点、4～4.5点未満：20点、4.5点以上：25点

取引先行動規範に基づくセルフチェックの回答率 25点 70% ー 0点 15.1% 0点 ー 0点 隔年実施のため実績なし。
50％未満：0点、50～54％未満：5点、55～60％未満：10点、60～65％未満：15点、65～70％未満：20点、70％以上：25点

施工会社における
労働条件の改善と
人財の確保★

現場職人育成
人数 

①住宅系：施工店育成助成人数
25点

①500名 481名
23点

22点 484名
22点

23点 214名
7点

0点 ①住宅系：施工店育成助成人数　評価点＝（（助成人数ー400）x12/100）+13　　※2015年度までの3年間の育成助成人数の平均値＝400名

②建築系：優秀技能者認定人数 ②330名 339名 25点 309名 21点 267名 15点 ②建築系：優秀技能者認定人数　評価点＝（（認定人数ー250）x12/80）+13　　※2015年度末の認定人数＝250名

労災件数 25点 ▲20%
（前年比） +27.7% 0点 +5.67% 0点 ▲ 20.5% 25点 労災件数（施工現場）の前年比減少率

0%未満：0点、0～△5%未満：5点、△5～△10%未満：10点、△10～△15%未満：15点、△15～△20%未満：20点、△20%以上：25点

協力会の会員数 25点 4,800社 4,670社 19点 4,654社 19点 4,658社 19点 評価点＝（会員数ー4500）x12/300+13　　※2015年度までの5年間の会員数の平均値＝4500社

■ 取引先（満点：２００点）

重要課題 指標 個別指標 配点
2018年度 2017年度 2016年度

評価方法
目標 実績 点数 実績 点数 実績 点数

安全かつ健康的に
働くことのできる職場

有給休暇取得率 25点 70% 56.5% 15点 55.0% 15点 53.5% 15点 30%未満：0点、30～40％未満：5点、40～50％未満：10点、50～60％未満：15点、60～70％未満：20点、70%以上：25点

健康分析スコアの「問診（生活習慣）スコア」 25点 70点 52.7点 5点 55.2点 10点 53.8点 5点 50点未満：0点、50～55点未満：5点、55～60点未満：10点、60～65点未満：15点、65～70点未満：20点、70点以上：25点

人財の育成★

人財育成全般に対する従業員の満足 25点 85点 56点 5点 67点 10点 67点 10点 50点未満：0点、50～59点：5点、60～69点：10点、70～79点：15点、80～89点：20点、90点以上：25点 

OJTに関する評価
(①②の合計)

①新入社員の満足度
25点

80% 85.4%
23点

15点 85.8%
23点

15点 85.9%
23点

15点 60％未満：0点、60～69％：5点、70～79％：10点、80％以上：15点  

②エルダー社員の自己評価比率 80% 76.5% 8点 71.8% 8点 73.5% 8点 60％未満　0点、60～69％：4点、70～79％：8点、80％以上：10点 

若年層の資格取得率
（①②の合計）

①宅地建物取引士の合格率
25点

20% 15.2%
20点

10点 15.4%
20点

10点 14.8%
15点

5点 10％未満：0点、10～15％未満：5点、15～20％未満：10点、20％以上：15点 

②二級建築士の合格率 25% 49.5% 10点 34.5% 10点 40.5% 10点 15％未満：0点、15～20％未満：4点、20～25％未満：8点、25％以上：10点     

多様な従業員が柔軟に
働ける職場づくり★

男性育児休業の取得率 25点 50% 32.9% 5点 34.1% 5点 32.9% 5点 30%未満：0点、30～35％未満：5点、35～40％未満：10点、40～45％未満：15点、45～50％未満：20点、50%以上：25点

女性管理職登用数 25点 160名 137名 10点 123名 5点 108名 0点 120名未満：0点、120名以上：5点、130名以上：10点、140名以上：15点、150名以上：：20点、160名以上：：25点

障がい者雇用率 25点 2.30% 2.39% 25点 2.33% 25点 2.19% 10点 2.10％未満：0点、2.10～2.15％未満：5点、2.15～2.20％未満：10点、2.20～2.25％未満：15点、2.25～2.30％未満：20点、2.30％以上：25点

優秀な人財に対する
雇用機会の提供

新卒採用（総合職）における女性比率 25点 30% 24.6% 10点 24.3% 10点 23.2% 5点 22％未満：0点、22～24％未満：5点、24～26％未満：10点、26～28％未満：15点、28～30％未満：20点、30％以上：25点

技術系有資格者採用数 25点 150名 124名 10点 128名 10点 151名 25点 110名未満：0点、110～120名未満：5点、120～130名未満：10点、130～140名未満：15点、140～150名未満：20点、150名以上：25点

■ 従業員（満点：２５０点）

重要課題 指標 個別指標 配点
2018年度 2017年度 （参考）2016年度

評価方法
目標 実績 点数 実績 点数 実績 点数
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長期にわたる
信頼獲得に
向けた
取り組み★

長期的視点での
評価

10年点検アンケートの総合満足度（住宅事業）

25点

100% 96.4%

18点

20点 95.9%

17点

20点 96.4%

13点

20点 80%未満：0点、80～85%未満：5点、85～90%未満：10点、90～95%未満：15点、95～100%未満：20点、100%：25点

既オーナーさまからの再受注率（集合住宅事業） 20%以上 44.5% 25点 39.5% 25点 36.1% 25点 0%未満：0点、0～5%未満：5点、5～10%未満：10点、10～15%未満15点、15～20%未満：20点、20%以上：25点

受注総額に対する再受注率の増減（建築事業） 20%以上 11.7% 15点 ▲ 0.79% 0点 ▲4.39% 0点 0%未満：0点、0～5%未満：5点、5～10%未満：10点、10～15%未満:15点、15～20%未満：20点、20%以上：25点

既オーナーさまからの再受注率（流通店舗事業） 30%以上 29.5% 20点 33.3% 25点 26.4% 10点 25%未満：0点、25～26%未満：5点、26～27%未満：10点、27～28%未満15点、28～29%未満15点、29～30%未満20点、
30%以上：25点    

10年後マンションの管理組合理事アンケートに
おける総合満足度（マンション事業） 80%以上 57.9% 14点 64.0% 16点 58.1% 14点 グループ会社の大和ライフネクストによるアンケートにて、総合満足度７段階のうち 

「大変満足」あるいは「満足」を選んだ比率を25点満点に換算。

入居後
アンケート評価

1ヵ月アンケートでの紹介意向の最高評価率
（住宅事業）

25点

70%以上 60.6%

9点

20点 59.2%

8点

15点 62.2%

10点

20点 20%未満：0点、20～40%未満：5点、40～50%未満：10点、50～60%未満15点、60～70%未満：20点、70％以上：25点

入居後アンケート評価の紹介意向（集合住宅事業） 65%以上 29.8% 0点 29.6% 0点 27.7% 0点 30%未満：0点、30%～35%未満：5点、35%～45%未満：10点、45%～55%未満：15点、55%～65%未満：20点、65%以上：25点

オーナー会員からの紹介受注率（流通店舗事業） 5%以上 0.18% 0点 0.25% 0点 0.60% 0点 1%未満：0点、1～2%未満：5点、2～3%未満：10点、3～4%未満：15点　4～5%未満：20点、5%以上：25点

友人、知人へのお勧め度合い（マンション事業） 95％以上 75.1% 18点 79.8% 19点 91.4% 22点 比率を25点満点に換算。 

重要課題 指標 個別指標 配点
2018年度 2017年度 2016年度

評価方法
目標 実績 点数 実績 点数 実績 点数

公正な競争

取引先からの下請法に関する通報に対して1ヵ月以内の解決率 25点 100% 91.6% 22点 93.3% 23点 87.5% 21点 比率を25点満点に換算 

取引先における
責任ある行動の
推進

①当社社員（従業員）の行動に関する
　取引先アンケート調査　回答率

25点

70% 77.1%

20点
19点

70.2%

18点
18点

68.4%

17点
17点

比率を25点満点に換算          

②当社従業員の行動に対し
　「問題ない」とする回答比率 75% 75.7% 78.6% 72.0% 比率を25点満点に換算   

③取引先との契約業務に関する
　自社基準に基づく適正度 80%以上 87.2% 21点 74.0% 18点 72.9% 18点 定量評価項目のうち「可」の評価を得た割合を25点満点に換算

CSRの取り組みにおける
取引先への働きかけ★

社内従業員
向け教育

①階層別研修参加率（購買担当者）
25点

95% 78.1%
11点

5点 96.5%
24点

25点 95.2%
21点

25点 75％未満：0点、75～80％未満：5点、80～85％未満：10点、85～90％未満：15点、90～95％未満：20点、95％以上：25点

②研修参加率（施工管理担当者） 100% 92.5% 18点 97.9% 23点 91.0% 17点 評価点＝（参加率ー86%）ｘ12/14+13　　※2015年度までの3年間の工事担当者研修における参加率の平均＝86％

取引先、および購買業務の自社基準に基づく取引先評価 25点 4.5点以上 4.6点 25点 4.4点 20点 4.2点 20点 定量評価項目の全国平均点について　
2.5点未満：0点、2.5～3点未満：5点、3～3.5点未満：10点、3.5～4点未満：15点、4～4.5点未満：20点、4.5点以上：25点

取引先行動規範に基づくセルフチェックの回答率 25点 70% ー 0点 15.1% 0点 ー 0点 隔年実施のため実績なし。
50％未満：0点、50～54％未満：5点、55～60％未満：10点、60～65％未満：15点、65～70％未満：20点、70％以上：25点

施工会社における
労働条件の改善と
人財の確保★

現場職人育成
人数 

①住宅系：施工店育成助成人数
25点

①500名 481名
23点

22点 484名
22点

23点 214名
7点

0点 ①住宅系：施工店育成助成人数　評価点＝（（助成人数ー400）x12/100）+13　　※2015年度までの3年間の育成助成人数の平均値＝400名

②建築系：優秀技能者認定人数 ②330名 339名 25点 309名 21点 267名 15点 ②建築系：優秀技能者認定人数　評価点＝（（認定人数ー250）x12/80）+13　　※2015年度末の認定人数＝250名

労災件数 25点 ▲20%
（前年比） +27.7% 0点 +5.67% 0点 ▲ 20.5% 25点 労災件数（施工現場）の前年比減少率

0%未満：0点、0～△5%未満：5点、△5～△10%未満：10点、△10～△15%未満：15点、△15～△20%未満：20点、△20%以上：25点

協力会の会員数 25点 4,800社 4,670社 19点 4,654社 19点 4,658社 19点 評価点＝（会員数ー4500）x12/300+13　　※2015年度までの5年間の会員数の平均値＝4500社

重要課題 指標 個別指標 配点
2018年度 2017年度 2016年度

評価方法
目標 実績 点数 実績 点数 実績 点数

安全かつ健康的に
働くことのできる職場

有給休暇取得率 25点 70% 56.5% 15点 55.0% 15点 53.5% 15点 30%未満：0点、30～40％未満：5点、40～50％未満：10点、50～60％未満：15点、60～70％未満：20点、70%以上：25点

健康分析スコアの「問診（生活習慣）スコア」 25点 70点 52.7点 5点 55.2点 10点 53.8点 5点 50点未満：0点、50～55点未満：5点、55～60点未満：10点、60～65点未満：15点、65～70点未満：20点、70点以上：25点

人財の育成★

人財育成全般に対する従業員の満足 25点 85点 56点 5点 67点 10点 67点 10点 50点未満：0点、50～59点：5点、60～69点：10点、70～79点：15点、80～89点：20点、90点以上：25点 

OJTに関する評価
(①②の合計)

①新入社員の満足度
25点

80% 85.4%
23点

15点 85.8%
23点

15点 85.9%
23点

15点 60％未満：0点、60～69％：5点、70～79％：10点、80％以上：15点  

②エルダー社員の自己評価比率 80% 76.5% 8点 71.8% 8点 73.5% 8点 60％未満　0点、60～69％：4点、70～79％：8点、80％以上：10点 

若年層の資格取得率
（①②の合計）

①宅地建物取引士の合格率
25点

20% 15.2%
20点

10点 15.4%
20点

10点 14.8%
15点

5点 10％未満：0点、10～15％未満：5点、15～20％未満：10点、20％以上：15点 

②二級建築士の合格率 25% 49.5% 10点 34.5% 10点 40.5% 10点 15％未満：0点、15～20％未満：4点、20～25％未満：8点、25％以上：10点     

多様な従業員が柔軟に
働ける職場づくり★

男性育児休業の取得率 25点 50% 32.9% 5点 34.1% 5点 32.9% 5点 30%未満：0点、30～35％未満：5点、35～40％未満：10点、40～45％未満：15点、45～50％未満：20点、50%以上：25点

女性管理職登用数 25点 160名 137名 10点 123名 5点 108名 0点 120名未満：0点、120名以上：5点、130名以上：10点、140名以上：15点、150名以上：：20点、160名以上：：25点

障がい者雇用率 25点 2.30% 2.39% 25点 2.33% 25点 2.19% 10点 2.10％未満：0点、2.10～2.15％未満：5点、2.15～2.20％未満：10点、2.20～2.25％未満：15点、2.25～2.30％未満：20点、2.30％以上：25点

優秀な人財に対する
雇用機会の提供

新卒採用（総合職）における女性比率 25点 30% 24.6% 10点 24.3% 10点 23.2% 5点 22％未満：0点、22～24％未満：5点、24～26％未満：10点、26～28％未満：15点、28～30％未満：20点、30％以上：25点

技術系有資格者採用数 25点 150名 124名 10点 128名 10点 151名 25点 110名未満：0点、110～120名未満：5点、120～130名未満：10点、130～140名未満：15点、140～150名未満：20点、150名以上：25点

重要課題 指標 個別指標 配点
2018年度 2017年度 （参考）2016年度

評価方法
目標 実績 点数 実績 点数 実績 点数
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重要課題 指標 配点
2018年度 2017年度 2016年度

評価方法目標
（ ）内は2017年度

までの目標
実績 点数 実績 点数※1 実績 点数※1

地球温暖化防止
自社活動 売上高あたりCO2排出量の

2005年度比削減率（％） 25点 60%削減※1

  （55％削減）     62.4%削減 25点 58.5%削減 25 点 53.7%削減 18点 「50％」（2015年度実績）をベンチマークとして、2018年度目標「▲60％」に対する進捗度を25点満点に換算

商品・サービス CO2削減貢献量（万t-CO2） 25点 515万t-CO2
※1

（470万t-CO2）  413.3万t-CO2 0点 514万t-CO2 25 点 496万t-CO2 25点 「438万t-CO2」（2015年度実績）をベンチマークとして、2018年度目標「515万t-CO2」に対する進捗度を25点満点に換算

自然環境との調和
（生物多様性保全）

調達 Cランク木材比率（％） 25点 0% 2.1% 14点 2.4% 12 点 2.5% 11点 「4.7％」（2015年度実績）をベンチマークとして、2018年度目標「0％」に対する進捗度を25点満点に換算

商品・サービス 緑被面積（㎡） 25点 800千㎡※1

（910千㎡） 839千㎡ 25点 765千㎡ 5 点 871千㎡ 19点 「724千㎡」（2015年度実績）をベンチマークとして、2018年度目標「800千㎡」に対する進捗度を25点満点に換算

資源保護

自社活動

建建設廃棄物排出量の2012年度比
削減率（％）【生産・新築】

25点

生産0.6%削減※1

（4.0%削減）
新築20.0%削減※1

（27.0%削減）

生産：  0.2％削減
新築：16.1％削減

13点

4点 生産：  0.2％削減
新築：17.4％削減

11点

0点 生産：  0.5％削減
新築：20.9％削減

12点

3点 【生産】「0％」をベンチマークとして、2018年度目標「▲0.6%」に対する進捗度
【新築】「▲18.9%」（2015年度実績）をベンチマークとして、2018年度目標「▲20%」に対する進捗度  それぞれを25点満点に換算

リサイクル率（％）
【生産・新築・土木・解体・改修】

生産・新築・
土木・解体
95%以上

改修85％以上

生産 : 99.9%
新築 : 98.0%
土木 : 99.2%
解体 : 96.3%
改修 : 83.1%

23点

生産 : 97.6%
新築 : 98.1%
土木 : 98.5%
解体 : 96.6%
改修 : 81.8%

22点

生産:98.6%
新築:97.7%
土木:99.8%
解体:96.0%
改修:80.0%

21点 【生産・新築・土木・解体】「90％」をベンチマークとして、2018年度目標「95％」に対する進捗度を25点満点に換算
【改修】「78.7％」をベンチマークとして、2018年度目標「85％」に対する進捗度を25点満点に換算

商品・サービス
長期優良住宅認定率（％）

25点
90% 83.0%

11点
20点 83.7% 

18点
20点 83.5% 

18点
20点 長期優良住宅の認定率。この比率を25点満点に換算

システム建築採用率（％） 31%※1

（32％） 27.3% 2点 30.3% 16点 30.4% 17点 「27％」（2015年度実績）をベンチマークとして、2018年度目標「31％」に対する進捗度を25点満点に換算

水資源保護 自社活動 売上高あたり水使用量の2012年度比削減率（％） 25点 26%削減※1

（24%削減） 31.1%削減 25点 25.2%削減 25点 21.7%削減 10点 「20％」（2015年度実績）をベンチマークとして、2018年度目標「▲26％」に対する進捗度を25点満点に換算

化学物質による
汚染の防止 自社活動 PRTR対象物質排出・移動量の

2012年度比削減率（％） 25点 40%削減 49.9%削減 25点 42.2%削減 25点 40.6% 25点 「35％」をベンチマークとして、2018年度目標「▲40％」に対する進捗度を25点満点に換算

土壌汚染防止 調達 土地購入時における土壌汚染重大リスク 25点 0件 0件 25点 0件 25点 0件 25点 「0件」：25点、「1件以上」：0点

■ 環境（満点：２２５点）

重要課題 指標 個別指標 配点
2018年度 2017年度 2016年度

評価方法
目標 実績 点数 実績 点数 実績 点数

透明性 ESG情報開示に
対する外部評価

① FTSE4Good レーティング
25点

①4.0 3.9
24点

23点 3.7
23点

21点 3.2
15点

15点 FTSE4Goodレーティングの2015年度「2.0」をベンチマークとして、「4.0」を25点満点に換算。　　

② ESG開示情報のGRI対応状況 ②80% 97.7% 25点 91.0% 25点 75.5% 15点 ESG開示情報のGRI対応状況について、2015年度の「68.4％」をベンチマークとして、「80％」を25点満点に換算。

倫理的行動 社内CSR意識調査 25点 80点 76.8点 20点 77.8 点 20点 76.1点 20点 50点未満：0点、50～70点未満：10点、70～75点未満：15点、75～80点未満：20点、80点以上：25点

ステークホルダー・
エンゲージメント

ステークホルダー
ミーティング
参加者満足度

①ディスカッション「発言しやすい
　雰囲気であった」が全体に占める比率

25点
100% 80.0%

16点
20点 84.6%

20点
21点 68.0%

20点
17点 ディスカッション「発言しやすい雰囲気であった」の比率

②当社の説明内容「わかりやすい」が
　全体に占める比率 100% 55.0% 13点 76.9% 19点 92.0% 23点 当社の説明内容「わかりやすい」の比率

CSRマインドの
醸成 CSR研修訪問事業所数 25点 83事業所 85事業所 25点 74事業所※2 25点※2 38事業所※2 25点※2

2016年度　0事業所：0点、1 ～ 20事業所：10点、21～25事業所：15点、26～29事業所：20点、30事業所以上：25点 
2017年度　30事業所未満：0点、31～50事業所：10点、51～55事業所：15点、56～59事業所：20点、60事業所以上：25点 
2018年度　60事業所以下：0点、61 ～ 80事業所：10点、81～82事業所：20点、83事業所以上：25点

リスクマネジメント 優先して取り組むべきと特定したリスクの改善比率 25点 50％削減 6.9%削減 1点 28.5%削減 7点 0.3%削減 0点 削減率を25点満点に換算

安全 安全運転管理 25点 20％以上削減 30%削減 25点 19.8%削減 20点 10.2%削減 15点 1%未満：0点、1～5%未満：5点、5～10%未満：10点、10～15%未満：15点、15～20%未満：20点、20%以上：25点
2015年度発生件数をベンチマークとする。

人権啓発 人権啓発活動
人権啓発研修受講率 ①単体

25点
①200% 189.9%

24点
23点 186.7%

24点
23点 182.9%

23点
22点 比率を25点満点に換算

人権啓発研修受講率 ②グループ31社 ②100% 147.7% 25点 116.4% 25点 122.3% 25点 比率を25点満点に換算
人権問題への対応 企業倫理・人権ヘルプラインへの相談対応（解決率） 25点 100% 91.9% 15点 88.4% 10点 84.66% 5点 80％未満：0点、80～85％未満：5点、85～90％未満：10点、90～95％未満：15点、95～100％未満：20点、100％：25点

■ ＣＳＲ経営の基盤（満点：２００点）

Environment

Governance

重要課題 指標 配点
2018年度 2017年度 2016年度

評価方法
目標 実績 点数 実績 点数 実績 点数

地元地域発展のための
積極的な関わりや連携★

NPO・NGO協働機会 25点 50% 44.2% 15点 45.5% 20点 42.6% 15点 30％未満：0点、30～35％未満：5点、35～40％未満：10点、40～45％未満：15点、45～50％未満：20点、50％以上：25点
エンドレス募金加入率 25点 25% 30.9% 25点 35.5% 25点 36.9% 25点 20％未満：0点、20～22％未満：5点、22～23％未満：10点、23～24％未満：15点、24～25％未満：20点、25％以上：25点

事業所による地域共生活動の金額換算 25点 300,000千円 219,889千円 15点 171,876千円 10点 148,334千円 5点 100,000千円未満：0点、100,000千円～150,000千円未満：5点、150,000千円～200,000千円未満：10点、
200,000千円～250,000千円未満：15点、250,000千円～300,000千円未満：20点、300,000千円以上：25点

事業で蓄えたノウハウの
社会への貢献

出張授業実施件数（D’ｓスクール：減災、住環境） 25点 20件 32件 25点 19件 20点 10件 15点 5件未満：0点、5～10件未満：10点、10～15件未満：15点、15～20件未満：20点、20件以上：25点
教育支援実施件数

（キャリア教育、社会人講師、職場体験など） 25点 70件 189件 25点 204件 25点 245件 25点 10件未満：0点、10～30件：5点、30～50件：10点、50～60件：15点、60～70件：20点、70件以上：25点

■ 地域市民（満点：１２５点）

※2  事業所数を累計で算出したため「サステナビリティレポート 2018」掲載時の点数と異なります。

※1  2016～2017年度の評価は、修正前の2018年度目標（当時）に対する評価としています。　
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重要課題 指標 配点
2018年度 2017年度 2016年度

評価方法目標
（ ）内は2017年度

までの目標
実績 点数 実績 点数※1 実績 点数※1

地球温暖化防止
自社活動 売上高あたりCO2排出量の

2005年度比削減率（％） 25点 60%削減※1

  （55％削減）     62.4%削減 25点 58.5%削減 25 点 53.7%削減 18点 「50％」（2015年度実績）をベンチマークとして、2018年度目標「▲60％」に対する進捗度を25点満点に換算

商品・サービス CO2削減貢献量（万t-CO2） 25点 515万t-CO2
※1

（470万t-CO2）  413.3万t-CO2 0点 514万t-CO2 25 点 496万t-CO2 25点 「438万t-CO2」（2015年度実績）をベンチマークとして、2018年度目標「515万t-CO2」に対する進捗度を25点満点に換算

自然環境との調和
（生物多様性保全）

調達 Cランク木材比率（％） 25点 0% 2.1% 14点 2.4% 12 点 2.5% 11点 「4.7％」（2015年度実績）をベンチマークとして、2018年度目標「0％」に対する進捗度を25点満点に換算

商品・サービス 緑被面積（㎡） 25点 800千㎡※1

（910千㎡） 839千㎡ 25点 765千㎡ 5 点 871千㎡ 19点 「724千㎡」（2015年度実績）をベンチマークとして、2018年度目標「800千㎡」に対する進捗度を25点満点に換算

資源保護

自社活動

建建設廃棄物排出量の2012年度比
削減率（％）【生産・新築】

25点

生産0.6%削減※1

（4.0%削減）
新築20.0%削減※1

（27.0%削減）

生産：  0.2％削減
新築：16.1％削減

13点

4点 生産：  0.2％削減
新築：17.4％削減

11点

0点 生産：  0.5％削減
新築：20.9％削減

12点

3点 【生産】「0％」をベンチマークとして、2018年度目標「▲0.6%」に対する進捗度
【新築】「▲18.9%」（2015年度実績）をベンチマークとして、2018年度目標「▲20%」に対する進捗度  それぞれを25点満点に換算

リサイクル率（％）
【生産・新築・土木・解体・改修】

生産・新築・
土木・解体
95%以上

改修85％以上

生産 : 99.9%
新築 : 98.0%
土木 : 99.2%
解体 : 96.3%
改修 : 83.1%

23点

生産 : 97.6%
新築 : 98.1%
土木 : 98.5%
解体 : 96.6%
改修 : 81.8%

22点

生産:98.6%
新築:97.7%
土木:99.8%
解体:96.0%
改修:80.0%

21点 【生産・新築・土木・解体】「90％」をベンチマークとして、2018年度目標「95％」に対する進捗度を25点満点に換算
【改修】「78.7％」をベンチマークとして、2018年度目標「85％」に対する進捗度を25点満点に換算

商品・サービス
長期優良住宅認定率（％）

25点
90% 83.0%

11点
20点 83.7% 

18点
20点 83.5% 

18点
20点 長期優良住宅の認定率。この比率を25点満点に換算

システム建築採用率（％） 31%※1

（32％） 27.3% 2点 30.3% 16点 30.4% 17点 「27％」（2015年度実績）をベンチマークとして、2018年度目標「31％」に対する進捗度を25点満点に換算

水資源保護 自社活動 売上高あたり水使用量の2012年度比削減率（％） 25点 26%削減※1

（24%削減） 31.1%削減 25点 25.2%削減 25点 21.7%削減 10点 「20％」（2015年度実績）をベンチマークとして、2018年度目標「▲26％」に対する進捗度を25点満点に換算

化学物質による
汚染の防止 自社活動 PRTR対象物質排出・移動量の

2012年度比削減率（％） 25点 40%削減 49.9%削減 25点 42.2%削減 25点 40.6% 25点 「35％」をベンチマークとして、2018年度目標「▲40％」に対する進捗度を25点満点に換算

土壌汚染防止 調達 土地購入時における土壌汚染重大リスク 25点 0件 0件 25点 0件 25点 0件 25点 「0件」：25点、「1件以上」：0点

重要課題 指標 個別指標 配点
2018年度 2017年度 2016年度

評価方法
目標 実績 点数 実績 点数 実績 点数

透明性 ESG情報開示に
対する外部評価

① FTSE4Good レーティング
25点

①4.0 3.9
24点

23点 3.7
23点

21点 3.2
15点

15点 FTSE4Goodレーティングの2015年度「2.0」をベンチマークとして、「4.0」を25点満点に換算。　　

② ESG開示情報のGRI対応状況 ②80% 97.7% 25点 91.0% 25点 75.5% 15点 ESG開示情報のGRI対応状況について、2015年度の「68.4％」をベンチマークとして、「80％」を25点満点に換算。

倫理的行動 社内CSR意識調査 25点 80点 76.8点 20点 77.8 点 20点 76.1点 20点 50点未満：0点、50～70点未満：10点、70～75点未満：15点、75～80点未満：20点、80点以上：25点

ステークホルダー・
エンゲージメント

ステークホルダー
ミーティング
参加者満足度

①ディスカッション「発言しやすい
　雰囲気であった」が全体に占める比率

25点
100% 80.0%

16点
20点 84.6%

20点
21点 68.0%

20点
17点 ディスカッション「発言しやすい雰囲気であった」の比率

②当社の説明内容「わかりやすい」が
　全体に占める比率 100% 55.0% 13点 76.9% 19点 92.0% 23点 当社の説明内容「わかりやすい」の比率

CSRマインドの
醸成 CSR研修訪問事業所数 25点 83事業所 85事業所 25点 74事業所※2 25点※2 38事業所※2 25点※2

2016年度　0事業所：0点、1 ～ 20事業所：10点、21～25事業所：15点、26～29事業所：20点、30事業所以上：25点 
2017年度　30事業所未満：0点、31～50事業所：10点、51～55事業所：15点、56～59事業所：20点、60事業所以上：25点 
2018年度　60事業所以下：0点、61 ～ 80事業所：10点、81～82事業所：20点、83事業所以上：25点

リスクマネジメント 優先して取り組むべきと特定したリスクの改善比率 25点 50％削減 6.9%削減 1点 28.5%削減 7点 0.3%削減 0点 削減率を25点満点に換算

安全 安全運転管理 25点 20％以上削減 30%削減 25点 19.8%削減 20点 10.2%削減 15点 1%未満：0点、1～5%未満：5点、5～10%未満：10点、10～15%未満：15点、15～20%未満：20点、20%以上：25点
2015年度発生件数をベンチマークとする。

人権啓発 人権啓発活動
人権啓発研修受講率 ①単体

25点
①200% 189.9%

24点
23点 186.7%

24点
23点 182.9%

23点
22点 比率を25点満点に換算

人権啓発研修受講率 ②グループ31社 ②100% 147.7% 25点 116.4% 25点 122.3% 25点 比率を25点満点に換算
人権問題への対応 企業倫理・人権ヘルプラインへの相談対応（解決率） 25点 100% 91.9% 15点 88.4% 10点 84.66% 5点 80％未満：0点、80～85％未満：5点、85～90％未満：10点、90～95％未満：15点、95～100％未満：20点、100％：25点

重要課題 指標 配点
2018年度 2017年度 2016年度

評価方法
目標 実績 点数 実績 点数 実績 点数

地元地域発展のための
積極的な関わりや連携★

NPO・NGO協働機会 25点 50% 44.2% 15点 45.5% 20点 42.6% 15点 30％未満：0点、30～35％未満：5点、35～40％未満：10点、40～45％未満：15点、45～50％未満：20点、50％以上：25点
エンドレス募金加入率 25点 25% 30.9% 25点 35.5% 25点 36.9% 25点 20％未満：0点、20～22％未満：5点、22～23％未満：10点、23～24％未満：15点、24～25％未満：20点、25％以上：25点

事業所による地域共生活動の金額換算 25点 300,000千円 219,889千円 15点 171,876千円 10点 148,334千円 5点 100,000千円未満：0点、100,000千円～150,000千円未満：5点、150,000千円～200,000千円未満：10点、
200,000千円～250,000千円未満：15点、250,000千円～300,000千円未満：20点、300,000千円以上：25点

事業で蓄えたノウハウの
社会への貢献

出張授業実施件数（D’ｓスクール：減災、住環境） 25点 20件 32件 25点 19件 20点 10件 15点 5件未満：0点、5～10件未満：10点、10～15件未満：15点、15～20件未満：20点、20件以上：25点
教育支援実施件数

（キャリア教育、社会人講師、職場体験など） 25点 70件 189件 25点 204件 25点 245件 25点 10件未満：0点、10～30件：5点、30～50件：10点、50～60件：15点、60～70件：20点、70件以上：25点
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環境データの算定と報告について

・GRI （Global Reporting Initiative）「サステナビリティ レポーティング スタンダード」
・WBCSD/WRI 「GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard（Revised）」
・WBCSD/WRI 「Corporate Value Chain （Scope3） Accounting and Reporting Standard」
・環境省「環境報告ガイドライン（2018年版）」
・環境省「事業者からの温室効果ガス排出量算定方法ガイドライン」
・環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインVer2.4」
・経済産業省「温室効果ガス削減貢献定量化ガイドライン」

◇参考にした主なガイドライン

◇過去データの報告

■ 基本事項

◇対象期間　: 2018年4月1日～2019年3月31日
◇対象組織　: 大和ハウス工業および国内連結子会社

（参考）全連結子会社数:340社（国内:135社、海外:205社）
（2019年3月31日現在）

・購入電力
・ガソリン 
・軽油 
・A重油 

・灯油 
・都市ガス 
・LPG 

9.76 
34.6 
37.7 
39.1

GJ/MWh
GJ/kl  
GJ/kl   
GJ/kl  

36.7 
44.8
50.8 

GJ/kl  
GJ/1,000m3（N）
GJ/t

・冷水・温水 1.36 GJ/GJ

◇熱量換算係数
大和ハウスグループでは、エネルギー使用量について、熱量に関する国際単位系であるジュール（J）にて算出しており、各エネルギー種別ごとに下記の熱量換算係
数を用いています。なお、再生可能エネルギー（自家消費）については、その使用によって、購入電力が削減したとみなし、購入電力と同じ熱量換算係数を用いてい
ます。

・購入電力
・ガソリン 
・軽油 
・A重油 

・灯油 
・都市ガス 
・LPG 

0.423　t-CO2/MWh  
2.322　t-CO2/kl  
2.585　t-CO2/kl  
2.710　t-CO2/kl 

2.489　t-CO2/kl   
2.234　t-CO2/1,000m3（N）
2.999　t-CO2/t

・冷水･温水 0.057　t-CO2/GJ

◇CO2排出係数
当社グループでは、当社自身の改善状況を正確に把握するため、原則として、環境行動計画の対象期間中（3ヵ年）は固定値を使用することとしています。
燃料等については、省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）、温対法（地球温暖化対策の推進に関する法律）にもとづく値を使用し、購入電力について
は、電気事業連合会が公表する2005年度 実績値（会員各社の平均）を使用しています。なお、再生可能エネルギー（売電）による相殺分の算定にあたっては、購入電
力と同じ排出係数を用いています。

原則として、3～5年程度の過去実績を報告しています。
なお、算出方法や対象範囲が変更になった場合は、上記過去実績及び基準年のベンチマークに遡って修正し報告することを基本としています。

環境データの対象は、環境行動計画「エンドレス グリーン プログラム 2018」の対象組織である当社及び連結子会社の国内における事業活動です。
ただし、各指標ごとに環境影響がない、または小さな会社については除外しています。
なお、対象としている会社における補捉率は、93%と推計しています。
対象外としている海外拠点の環境負荷については、海外事業の売上高が連結売上高の約７％と小さいため、資料・データ編P212、P227でCO2排出量および水使用
量のみ開示しています。
さらに、環境マネジメント対象（連結子会社）に増減が生じた場合は、増減比較を容易にするため、下記の対応を基本としています。

【期中で対象組織が減った場合（売却など）】
 該当組織のデータは、当該年度については集計対象（売却まで）とし、次年度より除外する。過去データに遡っての反映は行いません。

【期中で対象組織が増えた場合（買収など）】
［環境影響が大きい場合］ 該当組織のデータを当該年度・基準年度データとも対象には含めず、次期環境行動計画より対象組織に含め、過去データも追加します。
［環境影響が小さい場合］ 該当組織のデータを次年度より含めます。

なお、CO2の算定は、排出係数と数値データの決定に利用される科学的知識が不完全である等の理由により、固有の不確実性の影響を受けます
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　・PRTR対象化学物質のマテリアルバランス

【環境負荷マテリアルフロー・環境会計】
　・環境負荷マテリアルフロー
　・環境会計

【サイトレポート】
　・大和ハウス工業（9工場）
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環境データの算定と報告について

・GRI （Global Reporting Initiative）「サステナビリティ レポーティング スタンダード」
・WBCSD/WRI 「GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard（Revised）」
・WBCSD/WRI 「Corporate Value Chain （Scope3） Accounting and Reporting Standard」
・環境省「環境報告ガイドライン（2018年版）」
・環境省「事業者からの温室効果ガス排出量算定方法ガイドライン」
・環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインVer2.4」
・経済産業省「温室効果ガス削減貢献定量化ガイドライン」

◇参考にした主なガイドライン

◇過去データの報告

■ 基本事項

◇対象期間　: 2018年4月1日～2019年3月31日
◇対象組織　: 大和ハウス工業および国内連結子会社

（参考）全連結子会社数:340社（国内:135社、海外:205社）
（2019年3月31日現在）

・購入電力
・ガソリン 
・軽油 
・A重油 

・灯油 
・都市ガス 
・LPG 

9.76 
34.6 
37.7 
39.1

GJ/MWh
GJ/kl  
GJ/kl   
GJ/kl  

36.7 
44.8
50.8 

GJ/kl  
GJ/1,000m3（N）
GJ/t

・冷水・温水 1.36 GJ/GJ

◇熱量換算係数
大和ハウスグループでは、エネルギー使用量について、熱量に関する国際単位系であるジュール（J）にて算出しており、各エネルギー種別ごとに下記の熱量換算係
数を用いています。なお、再生可能エネルギー（自家消費）については、その使用によって、購入電力が削減したとみなし、購入電力と同じ熱量換算係数を用いてい
ます。

・購入電力
・ガソリン 
・軽油 
・A重油 

・灯油 
・都市ガス 
・LPG 

0.423　t-CO2/MWh  
2.322　t-CO2/kl  
2.585　t-CO2/kl  
2.710　t-CO2/kl 

2.489　t-CO2/kl   
2.234　t-CO2/1,000m3（N）
2.999　t-CO2/t

・冷水･温水 0.057　t-CO2/GJ

◇CO2排出係数
当社グループでは、当社自身の改善状況を正確に把握するため、原則として、環境行動計画の対象期間中（3ヵ年）は固定値を使用することとしています。
燃料等については、省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）、温対法（地球温暖化対策の推進に関する法律）にもとづく値を使用し、購入電力について
は、電気事業連合会が公表する2005年度 実績値（会員各社の平均）を使用しています。なお、再生可能エネルギー（売電）による相殺分の算定にあたっては、購入電
力と同じ排出係数を用いています。

原則として、3～5年程度の過去実績を報告しています。
なお、算出方法や対象範囲が変更になった場合は、上記過去実績及び基準年のベンチマークに遡って修正し報告することを基本としています。

環境データの対象は、環境行動計画「エンドレス グリーン プログラム 2018」の対象組織である当社及び連結子会社の国内における事業活動です。
ただし、各指標ごとに環境影響がない、または小さな会社については除外しています。
なお、対象としている会社における補捉率は、93%と推計しています。
対象外としている海外拠点の環境負荷については、海外事業の売上高が連結売上高の約７％と小さいため、資料・データ編P212、P227でCO2排出量および水使用
量のみ開示しています。
さらに、環境マネジメント対象（連結子会社）に増減が生じた場合は、増減比較を容易にするため、下記の対応を基本としています。

【期中で対象組織が減った場合（売却など）】
 該当組織のデータは、当該年度については集計対象（売却まで）とし、次年度より除外する。過去データに遡っての反映は行いません。

【期中で対象組織が増えた場合（買収など）】
［環境影響が大きい場合］ 該当組織のデータを当該年度・基準年度データとも対象には含めず、次期環境行動計画より対象組織に含め、過去データも追加します。
［環境影響が小さい場合］ 該当組織のデータを次年度より含めます。

なお、CO2の算定は、排出係数と数値データの決定に利用される科学的知識が不完全である等の理由により、固有の不確実性の影響を受けます

目次

【地球温暖化防止】
＜環境マネジメント＞
　・ISO14001認定取得状況
　・環境教育実施状況

＜自社活動＞
　・エネルギー使用量
　・CO2排出量 
　・省CO2先導プロジェクト
　・再生可能エネルギー
＜商品・サービス＞
　・CO2削減貢献量
　・グリーンビルディング認証の認定・取得状況
　・環境貢献型事業
＜バリューチェーンのCO2排出量＞
　・スコープ1・2・3CO2排出量
＜長期目標に対する進捗状況＞
　・SBT
　・EP100、RE100

【自然環境との調和】
＜調達＞
　・生態系に配慮した木材調達
＜商品・サービス＞
　・開発・街づくりにおける生物多様性保全
　・環境共生住宅
＜生物多様性宣言＞

目次
環境データの算定と報告について
環境行動計画（EGP2018）の実績と自己評価

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　207
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　208

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　209

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  211
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・211

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　211
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　212

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　212
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　214

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　215
・・・・・・・・・・・・・・・　215

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　215

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　217

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　219
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　220

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　221

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　221
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　221

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　223

【資源保護】
＜自社活動＞
　・廃棄物排出量
　・グリーン購入比率・紙使用量・鋼材使用量
　・水使用量
＜商品・サービス＞
　・長期優良住宅認定率
　・資源循環型建築商品

【化学物質による汚染の防止】
＜調達・自社活動＞
　・PRTR対象化学物質排出・移動量
　・VOC排出量
　・PRTR対象化学物質のマテリアルバランス

【環境負荷マテリアルフロー・環境会計】
　・環境負荷マテリアルフロー
　・環境会計

【サイトレポート】
　・大和ハウス工業（9工場）
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基本方針 重点テーマ 管理指標 対象範囲 16年度実績 17年度実績 18年度目標 18年度実績 自己評価 関連ページ

環境経営の基盤

グローバル・取引先への
環境活動の拡大

海外拠点における環境負荷の把握 グループ 海外拠点および
連結子会社すべて

海外拠点および
連結子会社すべて

海外拠点および
連結子会社すべて

海外拠点および
連結子会社すべて 海外拠点、海外連結子会社について環境に対する方針を展開するとともに、環境負荷の調査を全部門において実施し、目標を達成しました。 P151、167

168、212、227

取引先組織を通じた環境活動 大和ハウス工業 グループ5社へ
展開

CSR調達ガイド
ラインのセルフ
チェック実施

サプライヤーに
おける温室効果
ガス排出削減目標

の調査

大和ハウス
リフォームへの
展開、温室効果
ガス削減目標
調査の実施

大和ハウスリフォームの取引先に対して、大和ハウスグループCSR調達ガイドラインの説明を行い、同意書を回収しました。また、大和ハウス、フジタ、大和リース
の主要取引先に対し、温室効果ガス削減目標の有無についてアンケート調査を実施し、現状把握を行いました。次年度以降は、アンケート調査結果をもとに、サプ
ライヤーへの働きかけを強化していきます。

P153、154

全従業員の環境経営への
参画意識の向上

環境業績
評価制度の
構築・運用

Ｄランク以下の社数 グループ 2社 1社 0/21社 2社
グループ各社、各事業所においてプロセス管理を行いながら、環境活動の推進、目標達成に向けたフォローを実施してきましたが、一部のグループ会社で目標を達
成することができませんでした。 P151

Ｄランク以下の事業所数 大和ハウス工業 2事業所 0事業所 0事業所 0事業所

事業所ECO研修の実施率	 大和ハウス工業 95% 99% 100% 99% 全事業所実施を目標にＥＣＯサポーターの副担当（サブＥＣＯサポーター）を任命し、研修実施率の向上を図りましたが、目標を達成できませんでした。次年度は、事業
所の環境推進責任者とも密に連携し、100％実施を目指します。 P152、211

■ 環境活動

環境テーマ 重点テーマ 管理指標 対象範囲 16年度実績 17年度実績 18年度目標 18年度実績 自己評価 関連ページ

地球温暖化防止

事業活動 事業活動プロセスに
伴うCO2排出の削減

売上高あたりCO2排出量<2005年度比>
グループ

53.7％削減 58.5％削減 60％削減 62.4％削減 自社所有の新築施設においては、ZEB化を目指すとともに既存施設においては、用途別のチェックシートを活用した運用改善および高効率空調機および給湯器、LED
照明などへの積極的な省エネ投資を進め、自社施設の省エネ化を推進した結果、目標を達成しました。次年度は、太陽光発電システムなど再生可能エネルギーの自社
施設への導入や、新しい技術にも着目し、さらに省エネ活動を進めます。

P156、
212、213CO2排出量<2005年度比>

（再生可能エネルギー発電相殺後） 35.4％削減 41.8％削減 43％削減 50.9％削減

購入電力量における再生可能エネルギー
発電割合　 グループ 54% 63% 65％ 88% グループ全体で取り組んでいるドリームソーラープロジェクトを中心に、順調にメガソーラー事業を展開し、太陽光発電287MW、風力発電９MW、水力発電2MWを稼

働。年間発電量は、昨年度の約1.35倍となり、目標を達成しました。 P156、214

商品・
サービス

環境配慮商品・
サービスの普及による
CO2削減貢献の拡大

CO2削減貢献量 グループ 496万ｔ 514万ｔ 515万ｔ 413万ｔ
建築系事業の売り上げ拡大に伴い、断熱・省エネ設備等による貢献量は、順調に拡大しましたが、太陽光発電による貢献量は、ＦＩＴ価格の下落に伴い、環境エネルギー事
業部やリフォーム事業で大幅に減少したため目標を達成することができませんでした。次年度以降は、ＺＥＨ、ＺＥＢの推進や、創エネ事業の拡大によりCO2削減貢献量の
拡大を目指します。

P156、
215、216

自然環境との調和

調達 持続可能な
木材調達の推進 調達木材におけるＣランク木材比率 グループ 2.5% 2.4% 0％ 2.1%

昨年度に実施した調査におけるCランク木材に対し、低リスクエリアからの調達に変更するなどの改善を実施した結果、Cランク木材比率は0.3ポイント改善しました。しか
し、切り替えが完了するまでに時間がかかることから目標は達成できませんでした。次年度は切り替えが完了することに加え、引き続き低リスクエリアからの切り替えを
進めることで、Ｃランク木材ゼロを目指します。

P166、
221、222

商品・
サービス

開発・街づくりにおける
緑の保全・創出

緑被面積 グループ 871千m2 765千m2 800千m2 839千m2 住宅系事業では売上戸数の減少により緑被面積も減少しましたが、建築系事業において大型物件の増加により緑被面積も増加した結果、目標を達成しました。次年度
以降は、介護施設における緑化提案を強化するなどしてさらなる緑被面積の拡大を目指します。

生物多様性自主基準適合率 大和ハウス工業 100％ 100％ 100％ 100％ 全ての物件において、自主基準を順守した開発・街づくりを行い、目標を達成しました。

資源保護

事業活動

生産・施工段階の
廃棄物削減

生産 売上高あたり建設廃棄物排出量
<2012年度比> グループ 0.6％削減 0.2％削減 0.6％削減 0.2％削減 住宅系商品において厚みのある外壁面材や、木材断面の大きな商品が昨年度同様高水準になっており、部材をカットした端材の重量が増加しています。その結果、目

標を達成することができませんでした。次年度は一部の木材部材で断面を統一することで端材を削減するなど、資材の有効活用を推進します。 P172、
224〜226

新築 施工床面積あたり建設廃棄物排出量
<2012年度比> グループ 20.9％削減 17.4％削減 20％削減 16.1％削減 建築系において、床面積当たりの壁の施工面積が多い用途の建物の建設に伴い、廃棄物排出量も増加し、目標を達成することができませんでした。次年度は、住宅系

商品において端材の少ない屋根材の標準採用を推進し、床面積当たりの廃棄物排出量を削減していきます。

建設廃棄物の
リサイクル推進

生産 リサイクル率 グループ 98.6% 97.6% 95％以上 99.9%

建設廃棄物は分別管理を徹底し、高いリサイクル率を維持することができ、目標を達成しました。
改修工事では目標には達しなかったものの、廃棄物の処理ルートの見直しなどにより前年度より改善することができました。次年度もリサイクルが可能となる
廃棄物処理ルートを選定することで高水準を維持していきます。

P172、
224、226

新築 リサイクル率 グループ 97.7% 98.1% 95％以上 98.0%

土木 リサイクル率 グループ 99.8% 98.5% 95％以上 99.2%

解体 リサイクル率 グループ 96.0% 96.6% 95％以上 96.3%

改修 リサイクル率 グループ 80.0% 81.8% 85％以上 83.1%

商品・
サービス

資源保護/循環に配慮し
た住宅・建築物の普及

住宅 長期優良住宅認定率 大和ハウス工業 83.5% 83.7% 90％ 83.0% 長期優良住宅の認定要件を満たす住宅の普及を推進したことにより、高い水準を維持したものの、目標を達成することができませんでした。
P172、228

建築 システム建築重点用途※
採用率（床面積） 大和ハウス工業 30.0% 30.3% 31% 27.3% 商品の改良や生産性の向上に努め、コンビニにおけるシステム建築比率は増加しましたが、ドラッグストア・介護施設で減少し、目標は達成できませんでした。今後は、テ

ナント様への周知を徹底するとともに、営業、設計担当者向けの研修を実施するなど、システム建築の採用率向上を目指します。

事業活動 事業活動プロセスに
伴う水使用量の削減 売上高あたり水使用量<2012年度比> グループ 21.7％削減 25.2％削減 26％削減 31.1％削減 ホテル、リゾート・スポーツ施設、商業施設において節水機器を導入するとともに、給排水管更新などの漏水対策を実施したことにより、目標を達成しました。 P172、

227、228

化学物質による
汚染の防止

事業活動 生産段階における
化学物質使用の抑制

売上高あたりのPRTR対象化学物質の排出・
移動量<2012年度比> グループ 40.6％削減 42.2％削減 40％削減 49.9％削減

塗装機洗浄用シンナーの弱溶剤化、鉄骨用下塗り塗料・シンナーの弱溶剤化、さび止め塗料の弱溶剤化、パネル補修塗料の水性化、発泡機洗浄剤の切替、及び塗装方
法の変更を推進したことにより、目標を達成しました。 P178、229

売上高あたりのVOC（揮発性有機化合物）
排出量<2013年度比> グループ 12.6％削減 13.9％削減 10％削減 20.4％削減

商品・
サービス

居住施設における室内
空気質の改善 平均濃度達成率 グループ 全部門で達成 全部門で達成 100％以上 全部門で達成 低放散建材への切り替えを推進したことにより、全部門で目標を達成することができました。 P178

各活動の「重点テーマ」に関する25項目のKPIのうち、16項目で目標を達成したものの、前年度より悪化した項目が5項目ありました。

■ 環境経営の基盤

※	重点用途：コンビニエンスストア、ドラッグストア、介護施設

環境行動計画（エンドレス グリーン プログラム 2018）の実績と自己評価
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基本方針 重点テーマ 管理指標 対象範囲 16年度実績 17年度実績 18年度目標 18年度実績 自己評価 関連ページ

環境経営の基盤

グローバル・取引先への
環境活動の拡大

海外拠点における環境負荷の把握 グループ 海外拠点および
連結子会社すべて

海外拠点および
連結子会社すべて

海外拠点および
連結子会社すべて

海外拠点および
連結子会社すべて 海外拠点、海外連結子会社について環境に対する方針を展開するとともに、環境負荷の調査を全部門において実施し、目標を達成しました。 P151、167

168、212、227

取引先組織を通じた環境活動 大和ハウス工業 グループ5社へ
展開

CSR調達ガイド
ラインのセルフ
チェック実施

サプライヤーに
おける温室効果
ガス排出削減目標

の調査

大和ハウス
リフォームへの
展開、温室効果
ガス削減目標
調査の実施

大和ハウスリフォームの取引先に対して、大和ハウスグループCSR調達ガイドラインの説明を行い、同意書を回収しました。また、大和ハウス、フジタ、大和リース
の主要取引先に対し、温室効果ガス削減目標の有無についてアンケート調査を実施し、現状把握を行いました。次年度以降は、アンケート調査結果をもとに、サプ
ライヤーへの働きかけを強化していきます。

P153、154

全従業員の環境経営への
参画意識の向上

環境業績
評価制度の
構築・運用

Ｄランク以下の社数 グループ 2社 1社 0/21社 2社
グループ各社、各事業所においてプロセス管理を行いながら、環境活動の推進、目標達成に向けたフォローを実施してきましたが、一部のグループ会社で目標を達
成することができませんでした。 P151

Ｄランク以下の事業所数 大和ハウス工業 2事業所 0事業所 0事業所 0事業所

事業所ECO研修の実施率	 大和ハウス工業 95% 99% 100% 99% 全事業所実施を目標にＥＣＯサポーターの副担当（サブＥＣＯサポーター）を任命し、研修実施率の向上を図りましたが、目標を達成できませんでした。次年度は、事業
所の環境推進責任者とも密に連携し、100％実施を目指します。 P152、211

環境テーマ 重点テーマ 管理指標 対象範囲 16年度実績 17年度実績 18年度目標 18年度実績 自己評価 関連ページ

地球温暖化防止

事業活動 事業活動プロセスに
伴うCO2排出の削減

売上高あたりCO2排出量<2005年度比>
グループ

53.7％削減 58.5％削減 60％削減 62.4％削減 自社所有の新築施設においては、ZEB化を目指すとともに既存施設においては、用途別のチェックシートを活用した運用改善および高効率空調機および給湯器、LED
照明などへの積極的な省エネ投資を進め、自社施設の省エネ化を推進した結果、目標を達成しました。次年度は、太陽光発電システムなど再生可能エネルギーの自社
施設への導入や、新しい技術にも着目し、さらに省エネ活動を進めます。

P156、
212、213CO2排出量<2005年度比>

（再生可能エネルギー発電相殺後） 35.4％削減 41.8％削減 43％削減 50.9％削減

購入電力量における再生可能エネルギー
発電割合　 グループ 54% 63% 65％ 88% グループ全体で取り組んでいるドリームソーラープロジェクトを中心に、順調にメガソーラー事業を展開し、太陽光発電287MW、風力発電９MW、水力発電2MWを稼

働。年間発電量は、昨年度の約1.35倍となり、目標を達成しました。 P156、214

商品・
サービス

環境配慮商品・
サービスの普及による
CO2削減貢献の拡大

CO2削減貢献量 グループ 496万ｔ 514万ｔ 515万ｔ 413万ｔ
建築系事業の売り上げ拡大に伴い、断熱・省エネ設備等による貢献量は、順調に拡大しましたが、太陽光発電による貢献量は、ＦＩＴ価格の下落に伴い、環境エネルギー事
業部やリフォーム事業で大幅に減少したため目標を達成することができませんでした。次年度以降は、ＺＥＨ、ＺＥＢの推進や、創エネ事業の拡大によりCO2削減貢献量の
拡大を目指します。

P156、
215、216

自然環境との調和

調達 持続可能な
木材調達の推進 調達木材におけるＣランク木材比率 グループ 2.5% 2.4% 0％ 2.1%

昨年度に実施した調査におけるCランク木材に対し、低リスクエリアからの調達に変更するなどの改善を実施した結果、Cランク木材比率は0.3ポイント改善しました。しか
し、切り替えが完了するまでに時間がかかることから目標は達成できませんでした。次年度は切り替えが完了することに加え、引き続き低リスクエリアからの切り替えを
進めることで、Ｃランク木材ゼロを目指します。

P166、
221、222

商品・
サービス

開発・街づくりにおける
緑の保全・創出

緑被面積 グループ 871千m2 765千m2 800千m2 839千m2 住宅系事業では売上戸数の減少により緑被面積も減少しましたが、建築系事業において大型物件の増加により緑被面積も増加した結果、目標を達成しました。次年度
以降は、介護施設における緑化提案を強化するなどしてさらなる緑被面積の拡大を目指します。

生物多様性自主基準適合率 大和ハウス工業 100％ 100％ 100％ 100％ 全ての物件において、自主基準を順守した開発・街づくりを行い、目標を達成しました。

資源保護

事業活動

生産・施工段階の
廃棄物削減

生産 売上高あたり建設廃棄物排出量
<2012年度比> グループ 0.6％削減 0.2％削減 0.6％削減 0.2％削減 住宅系商品において厚みのある外壁面材や、木材断面の大きな商品が昨年度同様高水準になっており、部材をカットした端材の重量が増加しています。その結果、目

標を達成することができませんでした。次年度は一部の木材部材で断面を統一することで端材を削減するなど、資材の有効活用を推進します。 P172、
224〜226

新築 施工床面積あたり建設廃棄物排出量
<2012年度比> グループ 20.9％削減 17.4％削減 20％削減 16.1％削減 建築系において、床面積当たりの壁の施工面積が多い用途の建物の建設に伴い、廃棄物排出量も増加し、目標を達成することができませんでした。次年度は、住宅系

商品において端材の少ない屋根材の標準採用を推進し、床面積当たりの廃棄物排出量を削減していきます。

建設廃棄物の
リサイクル推進

生産 リサイクル率 グループ 98.6% 97.6% 95％以上 99.9%

建設廃棄物は分別管理を徹底し、高いリサイクル率を維持することができ、目標を達成しました。
改修工事では目標には達しなかったものの、廃棄物の処理ルートの見直しなどにより前年度より改善することができました。次年度もリサイクルが可能となる
廃棄物処理ルートを選定することで高水準を維持していきます。

P172、
224、226

新築 リサイクル率 グループ 97.7% 98.1% 95％以上 98.0%

土木 リサイクル率 グループ 99.8% 98.5% 95％以上 99.2%

解体 リサイクル率 グループ 96.0% 96.6% 95％以上 96.3%

改修 リサイクル率 グループ 80.0% 81.8% 85％以上 83.1%

商品・
サービス

資源保護/循環に配慮し
た住宅・建築物の普及

住宅 長期優良住宅認定率 大和ハウス工業 83.5% 83.7% 90％ 83.0% 長期優良住宅の認定要件を満たす住宅の普及を推進したことにより、高い水準を維持したものの、目標を達成することができませんでした。
P172、228

建築 システム建築重点用途※
採用率（床面積） 大和ハウス工業 30.0% 30.3% 31% 27.3% 商品の改良や生産性の向上に努め、コンビニにおけるシステム建築比率は増加しましたが、ドラッグストア・介護施設で減少し、目標は達成できませんでした。今後は、テ

ナント様への周知を徹底するとともに、営業、設計担当者向けの研修を実施するなど、システム建築の採用率向上を目指します。

事業活動 事業活動プロセスに
伴う水使用量の削減 売上高あたり水使用量<2012年度比> グループ 21.7％削減 25.2％削減 26％削減 31.1％削減 ホテル、リゾート・スポーツ施設、商業施設において節水機器を導入するとともに、給排水管更新などの漏水対策を実施したことにより、目標を達成しました。 P172、

227、228

化学物質による
汚染の防止

事業活動 生産段階における
化学物質使用の抑制

売上高あたりのPRTR対象化学物質の排出・
移動量<2012年度比> グループ 40.6％削減 42.2％削減 40％削減 49.9％削減

塗装機洗浄用シンナーの弱溶剤化、鉄骨用下塗り塗料・シンナーの弱溶剤化、さび止め塗料の弱溶剤化、パネル補修塗料の水性化、発泡機洗浄剤の切替、及び塗装方
法の変更を推進したことにより、目標を達成しました。 P178、229

売上高あたりのVOC（揮発性有機化合物）
排出量<2013年度比> グループ 12.6％削減 13.9％削減 10％削減 20.4％削減

商品・
サービス

居住施設における室内
空気質の改善 平均濃度達成率 グループ 全部門で達成 全部門で達成 100％以上 全部門で達成 低放散建材への切り替えを推進したことにより、全部門で目標を達成することができました。 P178

：2018年度目標達成
：2018年度目標未達成（前年度より改善）
：2018年度目標未達成（前年度より悪化）

環境行動計画（エンドレス グリーン プログラム 2018）の実績と自己評価
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自社活動環境マネジメント

■ エネルギー使用量（部門別）

■ ISO14001認証取得状況

■ ISO14001認証取得拠点

■ 環境教育実施状況（2018年度）

2014 2015 2016 2017 2018
オフィス 607 582 589 613 609
車両 826 812 742 715 700
生産 577 599 612 606 593
物流・配送センター 382 372 381 375 386
施工 2,282 2,128 2,181 1,897 1,924
商業施設・店舗 1,232 1,178 1,226 1,234 1,117
リゾート・スポーツ施設 2,108 2,204 2,266 2,271 2,193
ホテル・介護施設 548 541 640 743 821
駐車場 17 47 53 63 62

社名 認証取得範囲( )は取得率

大和ハウス工業 生産購買本部（購買部除く）および全9工場（100%）

大和リース 全社（100%）

大和物流 安全品質推進部・三重支店・奈良支店・
大阪南支店(旧関西配送センター)（25%）

フジタ 国内全社(100%）

社名 拠点名 認証機関 認証番号 現行認証書有効期限 認証取得日

大和ハウス
工業 生産本部

一般財団法人
建材試験
センター

ＲＥ０００８ 2021年7月31日 1998年4月15日

大和物流

安全品質
推進部

一般財団法人
建材試験
センター

ＲＥ０６１５ 2019年9月27日 2001年9月28日奈良支店
大阪南支店
三重支店

フジタ 全社
(国内拠点)

一般財団法人
建材試験
センター

RE0002 2020年11月30日 1997年8月15日

大和ﾘｰｽ 全社
一般財団法人
日本科学
技術連盟

登録番号	
JUSE-
EG-056

2020年8月28日
更新日	
2017年8月29日	
発行日	
2002年8月29日

分類 内容 形態 回数・人数

専門
教育

廃棄物管理 eラーニング １講座：103名

環境法令管理 監査 16社

土壌汚染対策 研修 376名

環境配慮設計 研修 336名

環境マネジメント 研修 82名

一般
教育

ECOサポーター研修 研修 年1回（82名）

事業所ECO研修 研修 各事業所　年2回

新入社員総括研修 研修 392名

グループ環境経営研修 研修 23社　35名

工場環境責任者研修 研修 年２回（37名）

ESG調達研修 研修 114社

単位：千ＧJ

■ エネルギー使用量（種類別）
2014 2015 2016 2017 2018

購入電力 4,376 4,406 4,568 4,654 4,539
都市ガス 621 675 747 787 767
ＬＰＧ 148 137 134 155 148
Ａ重油 386 365 384 368 358
ガソリン 830 808 738 706 683
軽油 2,136 1,990 2,030 1,776 1,851
灯油 76 76 79 48 28
熱（冷水・温水） — — — 								15 21
再生可能エネルギー（自家消費） 7 7 8 8 9

単位：千ＧJ

エネルギー使用量

■ エネルギー使用量の内訳

千GJ
8,404
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介護施設
9.8%

駐車場
0.7% オフィス

7.3%
車両
8.3%

生産
7.1%

施工
22.9%

物流・
配送センター
4.6%

購入電力
54.0%

熱(冷水・温水）
0.3%

都市ガス
9.1%

軽油

（部門別） （種類別）

22.0%
ガソリン
8.1%

再生可能エネルギー
（自家消費）

0.1%

A重油
4.3%
LPG
1.8%

■ エネルギー使用量
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4,560

3,835

2017

88,518
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■ 主な環境関連資格の取得状況（大和ハウス工業）
資格 人数（累計）

eco検定 1,709
4,402※

CASBEE戸建評価員 321

CASBEE建築評価員 297

健康住宅アドバイザー 893

エネルギー管理士 17

家庭の省エネエキスパート 29

ビルの省エネエキスパート 5

（2019年3月末現在）

（2019年3月末現在）

（2019年3月末現在）

（2019年3月末現在）

※	大和ハウスグループ
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CO2排出量

自社活動

■ 海外拠点のCO2排出量（参考）
（部門別）

（地域別）

2015 2016 2017 2018
オフィス 1,127 2,798 3,716 3,268
車両 1,858 2,001 2,181 2,225
生産 — — — 713
施工 — — — 10,164
リゾート施設 4,682 4,897 4,767 1,232
計 7,668 9,696 10,664 17,603

2015 2016 2017 2018
アジア 1,506 3,243 ４,００４ 9,827
中東 260 232 ５０ 44
北アメリカ 33 61 ４３２ 2,281
中南米 15 108 108 2,068
オセアニア 5,853 6,052 6,0７１ 3,378
アフリカ — — — 6
計 7,668 9,696 １０,6６４ 17,603

■ ＣＯ2排出量と原単位

■延べ床面積あたりのCO２排出量

（万t-CO2） （t-CO2/億円）
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■ CO2排出量の内訳
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■ CO2排出量（部門別）
2014 2015 2016 2017 2018

オフィス 27,285 26,723 26,129 27,213 26,941
車両 55,415 54,940 49,850 4８,００８ 46,984
生産 27,581 28,536 28,823 28,３１４ 27,530
物流・配送センター 23,048 22,294 22,641 22,１５５ 22,642
施工 145,599 135,661 139,900 1２０,9２５ 123,688
商業施設・店舗 53,820 51,568 53,553 53,７７２ 48,561
リゾート・スポーツ施設 105,322 109,057 112,024 112,0７５ 108,035
ホテル・介護施設 24,555 24,286 28,675 ３３,４８４ 36,992
駐車場 739 2,038 2,281 2,７１５ 2,674

単位：ｔ-ＣＯ2

■ CO2排出量（種類別）
2014 2015 2016 2017 2018

スコープ2 購入電力 189,034 191,841 197,996 201,702 196,712
熱 — — — 620 900

スコープ1

都市ガス 31,577 33,644 37,238 39,259 38,223
ＬＰＧ 8,732 8,096 7,927 9,147 8,737
Ａ重油 26,756 25,313 26,612 25,514 24,807
ガソリン 55,694 54,620 49,555 47,390 45,815
軽油 146,426 136,424 139,180 121,793 126,950
灯油 5,144 5,168 5,369 3,235 1,903

単位：ｔ-ＣＯ2

単位：ｔ-ＣＯ2

単位：ｔ-ＣＯ2
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商業施設オフィス

■ 自社・グループ施設（新築）における省ＣＯ２先導プロジェクト
物件名 竣工年月 用途 延面積 階数 環境性能

大和ハウス工業	
九州工場
（事務所棟）

2019年	
3月 事務所 2,453㎡ 地上2階

壁面緑化（Ｄ’ｓフレーム）
太陽光発電システム	24ｋＷ
CASBEE	Ｓランク

大和ハウス工業	
新潟工場
（事務所棟）

2018年	
12月 事務所 2,228㎡ 地上2階 室内緑化の設置

CASBEE	Ａランク

大和ハウス工業	
京都支社

2010年	
10月 事務所 6,251㎡ 地上4階

屋上緑化
太陽光発電システム	4ｋＷ
リチウムイオン蓄電池
CASBEE	Aランク（京都版）

スポーツクラブ
NAS	西葛西店

2018年	
4月

スポーツ
施設 3,643㎡ 地下1階	

地上5階

太陽光発電システム	10.8kW
コジェネレーションシステム
インバータ設備　
ＢＥＩ：0.45

スポーツクラブ
NAS	篠崎

2018年	
8月

スポーツ
施設 3,699㎡ 地下1階	

地上6階

太陽光発電システム	5kW
コジェネレーションシステム
インバータ設備　
ＢＥＩ：0.45

省ＣＯ２先導プロジェクト

施設名 用途 基準年
ＣＯ２削減率（基準年比）

2015年度
実績

2016年度
実績

2017年度
実績

2018年度
実績

大和ハウス大阪ビル
事務所

2005 39.0% 37.9% 38.1% 40.5％
大和ハウス東京ビル 2005 29.7% 29.7% 34.6% 37.0％
イーアスつくば

商業
施設

2010 14.2% -4.7% 8.5% 55.5％
コムボックス光明池 2009 44.3% 42.8% 36.5% 40.1％
湘南モールフィル 2007 41.8% 42.4% 46.7% 51.2％
ロイヤルホームセンター西宮店 2005 43.2% 46.8% 53.2% 58.4％
THE	HAMANAKO

リゾート
ホテル

2007 36.3% 33.8% 33.8% 36.8％
Hotel	&	Resorts
ISE-SHIMA 2007 37.8% 36.9% 33.3% 35.2％
Hotel	&	Resorts	
KYOTO-MIYAZU 2009 38.5% 34.7% 33.0% 41.7％
大和ハウス工業九州工場 工場 2005 62.1% 65.3% 65.9% 62.2％

■ 自社・グループ施設（既存）における省ＣＯ２先導プロジェクト
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■ CO2排出量・エネルギー使用量
◇概要
CO2排出量は、エネルギー起源のCO2排出量のみを対象とし、エネルギー使用量は、熱
量換算での算定としています。なお、海外拠点のCO2排出量は参考値のため、含まれて
いません。それぞれ、電力、燃料の購入データを基に、エネルギー種別ごとのCO2排出係
数、熱量換算係数を乗じて算出していますが、施工部門など一部推計が含まれています。

◇対象範囲と算定基準

海外拠点（参考）

※2016年度より、一部の部門において用途別にサンプル物件のエネルギー使用量を把握し、これを毎年度見直すことにしました。なお、過年度データも同様の方法にて算出しています。

◇算定式
CO2排出量（t）

エネルギー使用量（J）

＝			Σ｛（電力、燃料の年間使用量）　
×　（エネルギー毎のCO2排出係数）｝
＝			Σ｛（電力、燃料の年間使用量）　
×　（エネルギー毎の熱量換算係数）｝　　

部門 対象組織 対象範囲（拠点数は2018年３月末現在） 算定基準

オフィス 大和ハウス
グループ

事務所（本社・支社・支店・営業所）・研究所・研
修センター・展示場のすべて

計 962ヵ所

各拠点にて、電力・燃料供給会社からの月次請求書を基に、エネルギー使
用量を把握し、各CO2排出係数を乗じて算出

事務所 711ヵ所
研究所 2ヵ所

研修センター 5ヵ所
展示場 244ヵ所

車両 大和ハウス
グループ 社用車および、マイカー許可車のすべて 計 13,478台 各拠点にて、ガソリンカードの請求データまたは給油時の領収書を基に、

ガソリン使用量を把握し、CO2排出係数を乗じて算出

生産 大和ハウス
グループ 生産拠点のすべて 計 33ヵ所 各拠点にて、電力・燃料供給会社からの月次請求書を基に、エネルギー使

用量を把握し、各CO2排出係数を乗じて算出

物流・配送
センター

大和ハウス
グループ

輸送 物流事業における輸送のすべて
（自社車両のみ） 計 546台 各拠点にて、燃料供給会社からの月次請求書を基に、エネルギー使用量

を把握し、各CO2排出係数を乗じて算出

配送
センター

部材輸送等に要する配送セン
ターのすべて（自社運営のみ） 計 63ヵ所 各拠点にて、電力・燃料供給会社からの月次請求書を基に、エネルギー使

用量を把握し、各CO2排出係数を乗じて算出

施工※ 大和ハウス
グループ

住宅・建築の新築工事、土木工事の施工現場
（解体・改修工事は除く）

新築工事：計 6,793千㎡ サンプル物件における床面積（または売上金額）あたりのエネルギー使
用量に集計期間の売上床面積（売上金額）を乗じて全体を推計。その数
値から、省エネルギー活動の実施率にもとづき推計したエネルギー使用
削減量を減じて、エネルギー使用量を推計し、各CO2排出係数を乗じて
算出

住宅工事 2,844千㎡
建築工事 3,949千㎡
土木工事 169件

商業施設・
店舗

大和ハウス
グループ 当社が運営する商業施設・店舗

計 511ヵ所 各拠点にて、電力・燃料供給会社からの月次請求書を基に、エネルギー使
用量を把握し、各CO2排出係数を乗じて算出
※テナント部分は除く（ただし、省エネ法上算入を求められている施設では一部テナント
部分を含む）

商業施設 453ヵ所
ホームセンター 58ヵ所

リゾート・
スポーツ施設

大和ハウス
グループ

当社が運営するリゾートホテル・ゴルフ場・ス
ポーツクラブ、温浴施設、レストラン

計 116ヵ所

各拠点にて、電力・燃料供給会社からの月次請求書を基に、エネルギー使
用量を把握し、各CO2排出係数を乗じて算出

リゾートホテル 29ヵ所
ゴルフ場 10ヵ所

スポーツクラブ 72ヵ所
温浴施設・
レストラン 5ヵ所

ホテル・
介護施設

大和ハウス
グループ 当社が運営する都市型ホテル・介護施設

計 73ヵ所
各拠点にて、電力・燃料供給会社からの月次請求書を基に、エネルギー使
用量を把握し、各CO2排出係数を乗じて算出都市型ホテル 63ヵ所

介護施設 10ヵ所

駐車場 大和ハウス
グループ 当社が運営する駐車場 計 2,524ヵ所 各拠点にて、電力・燃料供給会社からの月次請求書を基に、エネルギー使

用量を把握し、各CO2排出係数を乗じて算出

部門 対象組織 対象範囲 算出基準

オフィス	 大和ハウス
グループ 事務所

63ヵ所

各拠点にて、電力・燃料供給会社からの月次請求書を基に、エネルギー使用量※を把握し、各
CO2排出係数を乗じて算出
※一部拠点においては、請求金額・使用面積からの推計値による

車両	 大和ハウス
グループ 社用車 各拠点にて、請求データまたは給油時の領収書を基に、	ガソリン使用量を把握し、CO2排出係

数を乗じて算出

生産	 大和ハウス
グループ 生産拠点すべて 1ヵ所 各拠点にて、電力・燃料供給会社からの月次請求書を基に、エネルギー使用量を把握し、各

CO2排出係数を乗じて算出

施工 大和ハウス
グループ

住宅・建築の新築工事	
（解体・改修工事は除く） 6社 国内のサンプル物件における床面積（または売上金額）あたりのエネルギー使用量に集計期

間の売上床面積（売上金額）を乗じて全体を推計

リゾート施設 大和ハウス
グループ 当社グループが運営するリゾートホテル 1ヵ所 各拠点にて、電力・燃料供給会社からの月次請求書を基に、エネルギー使	用量を把握し、各

CO2排出係数を乗じて算出

〈環境データの算定方法、対象範囲〉
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〈環境データの算定方法、対象範囲〉

■ 再生可能エネルギー（全量売電）の発電設備容量
◇概要
発電設備容量は、年度末において、当社グループが発電事業者として運営（稼働）
する再生可能エネルギー（風力発電・太陽光発電・水力発電など）による発電設備
容量を示しています。なお、発電設備容量の算定にあたっては、全量売電のみを対
象とし、自家消費のものは対象としていません。また、特定電気事業者（PPS）とし
て、電力販売を行っているエネサーブの運営する発電設備は含めていません。

◇算定式
購入電力量に対する再生可能エネルギー（全量売電）発電量の割合（％）
　＝　∑（再生可能エネルギー（全量売電）発電設備による売電量（MWｈ））　
　÷　∑（購入電力量（MWｈ））

■ 再生可能エネルギー（自家消費）の発電設備容量
◇概要
発電設備容量は、年度末において、当社グループが保有（稼働）する再生可能エ
ネルギー（風力発電・太陽光発電など）による発電設備のうち、自家消費を行って
いる設備の発電容量を示しています。

◇対象範囲と算定基準
CO2排出量の対象範囲、算定基準に同じ
ただし、車両・輸送・施工は除く

■ 購入電力量に対する再生可能エネルギー（全量売電）発電量の割合
◇概要
購入電力に対する再生可能エネルギー（全量売電）発電量の割合とは、当社グルー
プの購入電力量に対する、当社グループが運営する再生可能エネルギー発電設備
による電力系統への売電量の割合を示しており、100％以上となると購入電力によ
る間接CO2排出量をネットゼロと考えることができます。

再生可能エネルギー

■ 再生可能エネルギー（自家消費）の発電設備容量

■ 再生可能エネルギー（自家消費）の発電設備容量（部門別）
2014 2015 2016 2017 2018

オフィス 152 191 277 375 397
生産 176 166 165 155 155
物流・配送センター 128 81 81 81 81
商業施設・店舗 128 128 128 128 148
リゾート・スポーツ施設 726 121 131 132 147
ホテル・介護施設 30 30 30 30 30
駐車場 7	 — — — —

単位：kW
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■ 購入電力量に対する再生可能エネルギー（全量売電）発電量の割合
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■ 購入電力量と再生可能エネルギー（全量売電）発電量
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購入電力再生可能エネルギー

単位：MWh■ 再生可能エネルギー（全量売電）発電量の内訳
2014 2015 2016 2017 2018

風力発電 26,926 26,549 28,344 27,340 30,484
太陽光発電 88,914 141,534 225,443 273,078 373,454
水力発電 — — — 1，542 4,893

■ 再生可能エネルギー（全量売電）の発電設置容量
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万ｔ-ＣＯ２
413.3
(2018年度)

戸建住宅事業
8.3%

賃貸住宅事業
10.2%

住宅リフォーム事業
2.3%

マンション事業
2.9%

環境エネルギー事業
23.1%

商業・事業施設事業
53.2%

■ CO2削減貢献量の内訳

商品・サービス

CO2削減貢献量
■ CO2削減貢献量
（万ｔ-ＣＯ2）
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■ CO2削減貢献量（部門別）
部門 2014 2015 2016 2017 2018

戸建住宅事業 42.1 38.1 34.7 33.5 34.2
賃貸住宅事業 48.2 42.7 46.7 45.9 42.2
住宅リフォーム事業 28.1 17.7 21.1 18.4 9.6
マンション事業 15.7 12.7 18.0 9.2 11.8
商業・事業施設事業 164.2 143.4 208.4 234.1 219.9
環境エネルギー事業 166.1 182.9 167.0 173.2 95.7

単位：万ｔ-ＣＯ2

（MW）

（年度）
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33.5 30.7 29.9 27.2 198.0 319.3 
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25.8 24.6 17.2 14.5 223.2 305.4
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20.2 15.8 17.1 12.8 288.9 354.7

17.9

7.2

1.211.9

235.5 273.6

22.8 21.1 20.4 30.6 275.3 370.4

賃貸住宅戸建住宅
商業・事業施設マンション 環境エネルギー

住宅リフォーム

0.1

■ 太陽光発電システム供給実績（設備容量）

■ 太陽光発電システムの供給実績（設備容量）（部門別）

部門 2014 2015 2016 2017 2018
戸建住宅事業 33,539 25,817 22,808 20,188 17,932
賃貸住宅事業 30,719 24,631 21,123 15,782 11,921
住宅リフォーム事業 29,855 17,220 20,442 17,068 7,152
マンション事業 22 69 45 5 3
商業・事業施設事業 27,207 14,469 30,629 12,781 1,176
環境エネルギー事業 198,002 223,235 275,338 288,906 235,456

単位：kW

グリーンビルディング認証の認定・取得状況
認証名 部門 単位 2015 2016 2017 2018

長期優良住宅 戸建住宅事業 件 7,640 7,530 7,486 7,237

低炭素建築認定 ー 件 ー 1,877 205 0

BELS認証 ー 件 ー 2,045 1,567 1,688

LEED認証 オフィス ー ー
プラチナ
認証

（大和ハウス
東京本社ビル）

ー ー

■ 環境貢献型事業売上高（部門別） 単位：億円

2014 2015 2016 2017 2018
環境エネルギー事業 720 807	 921	 1,218  1,353
住宅ストック事業 798 813	 875	 864  1,022 
リース事業 523 474	 523	 492  511 
環境緑化事業 15 25	 45	 49  57 
環境エンジニアリング事業 3 5	 15	 7  6 

環境貢献型事業
■ 環境貢献型事業売上高
（億円）
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〈環境データの算定方法、対象範囲〉

■ 環境貢献型事業売上高
◇概要
大和ハウスグループの事業において、コア事業である建築請負での環境配慮とは
別に、多角化事業として取り組む事業そのものが脱炭素社会・循環型社会・自然共
生社会の実現に貢献するものを「環境貢献型事業」と定義し、当該事業の売上高を
用いてその進捗を評価しています。

◇対象範囲等
大和ハウス工業およびグループ会社における5事業を対象とし、算定範囲は下表の
とおりです。

部門 対象範囲 算定範囲

環境エネルギー事業
大和ハウス工業 環境エネルギー事業の全売上高
大和エネルギー 全売上高
エネサーブ 全売上高

住宅ストック事業
大和ハウス工業 ストック事業の全売上高
大和ハウスリフォーム 全売上高
日本住宅流通 ストック事業の全売上高

リース事業 大和リース 流通・建築リース事業の全売上高
（ただし、流通・建築は除く）

環境緑化事業 大和リース 環境緑化事業の全売上高
環境エンジニアリング事業 フジタ 環境エンジニアリング事業の全売上高
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〈環境データの算定方法、対象範囲〉
■ CO2削減貢献量
◇概要
CO2削減貢献量とは、「当社グループが、住宅や建築物、省エネ・創エネソリューションを提供することにより、どれだけCO2排出量の削減に貢献できたか」を示す数値です。
当社グループでは、フローベース法による算定を基本としており、当該年度に提供した商品（住宅や建築物、太陽光発電など）がライフエンドまで使用された場合の使用・運用段階の
CO2排出量を算出し、これに相当する比較対象商品のCO2排出量から差し引いて削減貢献量を算定しています。なお、ESCO事業※による削減貢献量については、ストックベース法に
よる算定とし、当該年度に提供しているESCOサービスの対象設備すべて（ストック累積分）の年間CO2排出量を算出し、これに相当する比較対象設備のCO2排出量から差し引いて削
減貢献量を算定しています。
※ESCO事業：Energy	Service	Company事業の略。顧客の光熱水費等の経費削減を行い、削減実績から対価を得るビジネスのこと

部門 対象範囲
算定基準

算定方法・算定ツール 比較対象 想定使用年数※

大和ハウス
工業

戸建住宅
事業

戸建住宅事業における
新築住宅のすべて

【算定方法】フローベース法①
【使用した算定ツール】省エネ法/住宅のエネル
ギー消費性能計算プログラム（同プログラムでは評
価できない設備等は当社独自の計算による）
【エネルギー消費量の算定について】当該年度
に供給した住戸のすべてが比較対象住戸と同じ建
設地、プランと仮定。同プログラムの方法論を用い
て、当該年度の各省エネ対策の導入率を考慮した、
戸あたり年間エネルギー消費量の平均値を算出

【戸建】<建設地>6地域、<家族構成>4人家
族、<プラン>戸建住宅用モデルプラン/延床
面積：131.14㎡
【賃貸（低層）】<建設地>大阪市、<家族構成
>3人家族、<プラン>当社標準プラン/（低層）
住戸面積50.49㎡
【共通仕様】H28年省エネ基準（基準仕様）

躯体：30年
設備：15年
太陽光発電：20年

賃貸住宅
事業

賃貸住宅（低層）事業にお
ける新築住戸のすべて

躯体：30年
設備：15年
太陽光発電：20年

賃貸住宅（中高層）におけ
る新築住戸のすべて 【算定方法】フローベース法②

【使用した算定ツール】省エネ法/一次エネル
ギー消費量算定プログラム

省エネ法/H25年又は、H28年基準における
標準建物 60年マンション

事業
マンション事業におけ
る着工住戸のすべて

商業・事業
施設事業

商業・事業施設事業に
おける300㎡以上の着
工物件、太陽光発電設
置工事すべて

【算定方法】フローベース法②・③
【使用した算定ツール】省エネ法/一次エネル
ギー消費量算定プログラム

省エネ法/H25年又は、H28年基準における
標準建物

店舗・倉庫・工場：30年
それ以外の用途：60年
太陽光発電：20年

環境
エネルギー
事業

環境エネルギー事業に
おける省エネ・創エネソ
リューション案件すべて

【算定方法】フローベース法③・④
【発電量・省エネ効果の算定について】当社独
自のシミュレーションツールによる（メーカーの
試算も併用）

【省エネソリューションの場合】
省エネ改修の実施前
【創エネソリューションの場合】
創エネ設備の導入前

照明設備改修：15年
空調設備改修：15年
太陽光発電：20年

大和リース 商業・事業
施設事業

商業・事業施設事業に
おける着工物件（リース
物件のぞく）

【算定方法】フローベース法②
【使用した算定ツール】省エネ法/一次エネル
ギー消費量算定プログラム

省エネ法/H25年又は、H28年基準における
標準建物

店舗・倉庫・工場：30年
それ以外：60年
太陽光発電：20年

フジタ 事業施設
事業

事業施設事業における
300㎡以上の着工物
件、太陽光発電設置工
事すべて

【算定方法】フローベース法②・③
【使用した算定ツール】省エネ法/一次エネル
ギー消費量算定プログラム

省エネ法/H25年又は、H28年基準における
標準建物

店舗・倉庫・工場：30年
それ以外：60年
太陽光発電：20年

大和ハウス
リフォーム

住宅
リフォーム
事業

住宅リフォーム工事に
おける省エネ・創エネ
リフォーム案件すべて

【算定方法】フローベース法③・④
【使用した算定ツール】省エネ法/住宅のエネル
ギー消費性能計算プログラム（同プログラムでは評
価できない設備等は当社独自の計算による）
【発電量・省エネ効果の算定について】当該年度
の省エネ・創エネリフォームのすべてが比較対象
住宅と同じ建設地、プランと仮定。同プログラムの
方法論を用いて、各省エネ対策の効果を試算し、
当該年度の各工事件数を乗じて削減効果を算出

<建設地>6地域、<家族構成>4人家族、<プ
ラン>戸建住宅用モデルプラン/延床面積：
131.14㎡
<外皮断熱>S55年省エネ基準、<給湯>一
般ガス給湯器、<調理>ガスコンロ、<発電設
備>なし

断熱改修：15年
照明設備改修：15年
空調設備改修：15年
太陽光発電：20年		など

コスモス
イニシア

マンション
事業

マンション事業におけ
る着工住戸のすべて

【算定方法】フローベース法②
【使用した算定ツール】省エネ法/一次エネル
ギー消費量算定プログラム

省エネ法/H25年又は、H28年基準における
標準建物 60年

大和
エネルギー

環境
エネルギー
事業

ESCO事業、省エネ・創
エネソリューション案
件すべて

【算定方法】フローベース法③・④、ストックベー
ス法（ESCO事業のみ）
【発電量・省エネ効果の算定について】当社独自
のシミュレーションによる（メーカーの試算も併用）

【省エネソリューションの場合】
省エネ改修の実施前
【創エネソリューションの場合】
創エネ設備の導入前

照明設備改修：15年
空調設備改修：15年
太陽光発電：20年		など

エネサーブ
環境
エネルギー
事業

（〜2016年度）
電力小売り（PPS）
事業のすべて

【算定方法】フローベース法⑤
【売電量の算定について】
一般電気事業者の供給エリア別に電力供給量
を算出し、調整後排出係数の差を積算

北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、
北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力、九
州電力、沖縄電力が公開している調整後排
出係数

ー

（2017年度〜）
環境エネルギー事業に
おける省エネ・創エネソ
リューション案件すべて

【算定方法】フローベース法③・④
【発電量・省エネ効果の算定について】当社独
自のシミュレーションツールによる（メーカーの
試算も併用）

【省エネソリューションの場合】
省エネ改修の実施前
【創エネソリューションの場合】
創エネ設備の導入前

照明設備改修：15年
空調設備改修：15年
変圧器：15年
太陽光発電：20年

◇算定式
【フローベース法の場合】

方法①（新築住宅）			：	CO2削減貢献量（t）=

方法②（新築建物）			：	CO2削減貢献量（t）=

方法③（創エネ設備）：	CO2削減貢献量（t）=

方法④（省エネ改修）：	CO2削減貢献量（t）=

方法⑤（電力小売り）	：	CO2削減貢献量（t）=

【ストックベース法の場合】CO2削減貢献量（t/年）=

{（比較対象商品の使用・運用段階の戸あたり年間CO2排出量（t/戸・年））
－（当該年度に提供した商品の使用・運用段階の戸あたり年間平均CO2排出量（t/戸・年））}	
×当該年度の販売（売上）戸数（戸）×想定使用年数（年）
∑{延床面積（㎡）×用途別・規模別床面積あたり年間エネルギー消費量（MJ/㎡・年）
×エネルギー低減率（％）×CO2排出係数（t/MJ）×想定使用年数（年）}
※エネルギー低減率（％）＝1－BEI　※BEI=設計エネルギー消費量（MJ/年）÷基準エネルギー消費量（MJ/年）

∑{再生可能エネルギーによる年間発電量（kWh/年）×CO2排出係数（t/kWh）×想定使用年数（年）}　※売電分も含むΣ

∑{（省エネ改修前の年間CO2排出量（t/年）－省エネ改修後の年間CO2排出量（t/年））×想定使用年数（年）}

∑{（一般電気事業者の調整後排出係数（t-CO2/kWh）－当該年度の調整後CO2排出係数（t-CO2/kWh））×当該供給電力量（kWh）}

∑{（比較対象設備の年間CO2排出量（t/年））－（当該年度に提供しているESCOサービス対象設備の年間CO2排出量（t/年））}

◇対象範囲と算定基準

※2016年度より、想定使用年数はCASBEE-建築（新築）2016年版の耐用年数に変更しました。なお、過年度データも同様の方法にて算出しています。

■ グリーンビルディング認証
◇概要
当社グループでは、エネルギーゼロの住宅や建築の普及を推進するため、一定以上
の省エネが要件となる認定制度の認定取得を進めています。

長期優良住宅認定
P228参照
（資源保護、長期優良住宅認定率）

低炭素建物認定
CO2の排出抑制に資する建築物で所管行
政庁が認定を行うもの。

BELS認証
Building-Housing	Energy-efficiency	Labeling	System（建築物省エネルギー性
能表示制度）の略称で、新築・既存の建築物において第三者評価機関が省エネ性能
を評価し認証する制度。性能に応じて５段階で☆表示がされる。
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単位：万トン

■ スコープ1・2・3CO2排出量

（年度）

スコープ3（自社以外の間接排出）
その他（上流）購入した製品・サービス

スコープ2（自社のエネルギー使用による間接排出）スコープ1（自社のエネルギー使用による直接排出）

その他（下流） 販売した製品の修繕・廃棄
販売した製品の使用

0 500
（万t-CO2）

1,5001,000

2014

2015 1,091.2

0.7%
0.4%

2.1% 0.05%

98.9%
21.8% 62.8% 12.2%

2016 1,273.6

0.8%
0.4%

1.6% 0.05%

98.8%
22.8% 61.0% 13.3%

2017 1,307.9

0.8%
0.3%

1.6% 0.05%

98.9%
22.7% 61.1% 13.4%

2018 1,237.2

0.8%
0.4%

1.6% 0.02%

98.9%
21.6% 62.4% 13.2%

1,265.8

0.6%
0.3%

2.0%

99.1%
20.6% 64.5% 12.0%

0.04%

分　類 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 合計に対する
割合

スコープ1 7.2	 7.4 10.6	 9.9  9.4 0.8%

スコープ2 4.3	 4.4 4.7	 4.6  4.6 0.4%

1,254.2	 1,079.4 1,258.2	 1,293.5  1,223.2 98.9%

スコープ3

上流

購入した製品・サービス 260.2	 237.7	 290.7	 296.8  267.2 21.6%

資本財 14.4	 10.7	 5.4	 6.9  5.7 0.5%

スコープ1、2に含まれない燃料
およびエネルギー関連活動 1.2	 1.2	 1.4	 1.4  1.4 0.1%

輸送、配送（上流） 4.2	 4.6	 4.5	 4.3  4.1 0.3%

事業から出る廃棄物 4.4	 5.2	 8.4	 7.9  7.7 0.6%

出張 0.4	 0.5	 0.5	 0.5  0.6 0.05%

雇用者の通勤 0.6	 0.5	 0.5	 0.6  0.6 0.05%

リース資産（上流） 0.02	 0.02	 0.02	 0.02  0.02 0.001%

下流

輸送、配送（下流） ― ― ― ー （該当なし）

販売した製品の加工 ― ― ― ー （該当なし）

販売した製品の使用 816.6	 684.8 776.7	 799.1  772.1 62.4%

販売した製品の修繕・廃棄 151.7	 133.5	 169.3	 175.4  163.5 13.2%

リース資産（下流） 0.5	 0.5	 0.6	 0.6  0.3 0.02%

フランチャイズ ― ― ― ー （該当なし）

投資 ― ― ― ー （該当なし）

合計 1,265.8	 1,091.2	 1,273.6	 1,307.9 1,237.2 100.0%

バリューチェーンのCO2排出量
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分
類 スコープ3の対象カテゴリ 対象範囲

（非該当カテゴリ（◆）についてはその理由）

算定基準	（排出量＝活動量×活動量あたりのCO2排出量（原単位））

活動量 原単位（出典）

上流

1 購入した製品・サービス
戸建･賃貸住宅･マンション･非住宅建築物の建設に要した
資材および購入した水・紙の採取・製造・輸送（マンションは
建設時も含む）

用途別の供給面積 面積あたりの原単位（出典③）

水・紙の購入金額 金額あたりの原単位（出典①）

2 資本財 購入または取得した資本財の採取・製造・輸送 設備投資金額 設備投資金額あたりの原単位
（出典①）

3 スコープ1、2に含まれない燃料
およびエネルギー関連活動

購入・取得した燃料およびエネルギーの採取・生産・輸送
（スコープ1、2に含まれないもの） 購入した燃料・エネルギー消費量

燃料・エネルギー別採取・
生産・輸送段階の原単位
（出典①、②）

4 輸送、配送（上流） 当社が所有権を有する貨物の調達・移動、排出責任を負う
廃棄物の輸送 荷主分の輸送に関わる燃料の発熱量 発熱量あたりの原単位

（省エネ法による）

5 事業から出る廃棄物 生産拠点および建設・解体現場で発生した産業廃棄物の
廃棄・処理 品目ごとの廃棄物排出量 品目ごとの廃棄・処理段階の原単位

（出典①）

6 出張 従業員による事業に関わる活動のための移動（海外･国
内）･宿泊 移動手段別の出張旅費金額 移動手段別の交通費支給額あたりの

原単位（出典①）

7 雇用者の通勤 従業員による自宅と就業地点間の移動 移動手段別の通勤費支給額 移動手段別の交通費支給額あたりの
原単位（出典①）

8 リース資産（上流） リース使用したデータセンター・文書管理倉庫の稼働 専有面積（倉庫・データセンター） 面積あたりの原単位（出典③）

下流

9 輸送、配送（下流）
◆販売した製品（住宅・建築物）の輸送・流通というプロセス
がないため、このカテゴリーに該当するCO2排出量はあり
ません。

該当なし 該当なし

10 販売した製品の加工
◆販売した製品（住宅・建築物）の加工というプロセスがな
いため、このカテゴリーに該当するCO2排出量はありま
せん。

該当なし 該当なし

11 販売した製品の使用

戸建･賃貸住宅･マンション･非住宅建築物の生涯における
使用
（戸建/賃貸住宅･物販/飲食店舗･工場/倉庫：30年、それ以
外：60年）
なお、リースで提供される製品の使用についても、まとめ
て算入しています。また、修繕・更新に伴うCO2排出量は、
カテゴリ12に含めています。

用途別の供給面積　
用途別供給面積あたりの年間
CO2排出量（自社計算）
×想定使用年数　

12 販売した製品の修繕・廃棄 戸建･賃貸住宅･マンション･非住宅建築物の生涯における
修繕･更新と解体･廃棄 用途別の供給面積　 面積あたりの原単位（出典③）

13 リース資産（下流） 当社が保有する貸しビルの稼働 賃貸面積（事務所）　 面積あたりの原単位（出典③）

14 フランチャイズ ◆フランチャイズ制を採用していないため、このカテゴリー
に該当するCO2排出量はありません。 該当なし 該当なし

15 投資
◆投資先のスコープ1、2排出量について、一部実データに
基づく推計の結果、スコープ3排出量全体の2％以下とな
り、データ収集の困難さに対して排出量が小さいと判断し
対象外としています。

該当なし 該当なし

〈環境データの算定方法、対象範囲〉

■ バリューチェーンのCO2排出量
◇対象組織
大和ハウス工業（単体）

◇概要
スコープ1、2については、P212参照（一部算出方法が変更になっていますが、過去
に遡って修正は行っていません）。
スコープ3については、右記算定式で算定しており、活動量は主に当社実績にもとづ
く一次データを使用し、活動量あたりのCO2排出量は信頼性の高い二次データを
使用しています。なお、二次データにおいては、毎年入手可能な最新版を利用するも
のとし、過去にさかのぼっての修正は行っていません。

◇算定式
CO2排出量（t）　＝　∑{（活動量）　×　（活動量あたりのCO2排出量）}

◇出典（利用した二次データ）
①サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定の排出原単位データ
　ベース（ver.2.6）（経済産業省・環境省）
②カーボンフットプリントコミュニケーションプログラムの「基本データベース
　Ver.1.01（国内データ）」（一般社団法人産業環境管理協会）
③建築環境総合性能評価システム（CASBEE）戸建（新築）･建築（新築）2016年度
版のLCCO2算出ツール（一般社団法人日本サステナブル建築協会）

◇対象範囲と算定基準
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実　績 目　標
2015 2016 2017 2018 2021 2030 2040 2055

SBT GHG
排出量

原単位2015年度比 
（売上高あたり） ─ ▲6% ▲19% ▲27% ▲35% ▲45% ─ ▲70%

総量 541,588㌧ 559,503㌧ 513,392㌧ 503,039㌧ 2015年度比 
▲9.6%

2015年度比 
▲22.5% ─ 2015年度比 

▲43.6%
エネルギー効率 2015年度比 EP100 ─ 1.07倍 1.15倍 1.27倍 1.4倍 1.5倍 2倍
再エネ率（売電含む） 37% 54% 63% 85% 85% 100%
再エネ利用率 RE100 0.15% 0.17% 0.18% 0.23% 3% 10% 100%

■ GHG排出量と原単位（売上高あたり）の推移

2030年までにGHG排出量 ▲45%（2015年度比売上高あたり）
2055年までにGHG排出量 ▲70%（2015年度比売上高あたり）

自社活動（Scope1+2）

温室効果ガス（GHG）排出量 削減

長期目標に対する進捗状況

SBT
（t-ＣＯ2） （t-ＣＯ2/億円）
600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0
2015 20182017 2019 2020 2021 2030 20552016

24.00

20.00

16.00

12.00

8.00

4.00

0
（年度）

GHG排出量 GHG原単位（実績） GHG原単位（目標）

達成度
2030年目標：59％
2055年目標：38％

541,588 559,503
513,392 503,039

16.5616.56 15.5115.51
13.3613.36 12.1412.14 10.7610.76

9.119.11

4.974.97

▲27%▲27% ▲35.0%▲35.0% ▲45.0%▲45.0%

▲70.0%▲70.0%

長期目標

■商品使用によるGHG排出量と原単位（㎡あたり）の推移

商品・サービス（Scope3　Category11）

1.5811.581

8,942,3008,942,300

1.2351.235
0.9200.920

1.3141.314 1.3421.342 1.4671.467

7,520,3227,520,322
8,544,8408,544,840

9,308,5649,308,56410,000,000

7,500,000

5,000,000

2,500,000

0

原単位(実績)
原単位(目標)

2015 201820172016 20302021

2.400

1.800

1.200

0.600

0
（年度）

（t-CO2）
（t-CO2/㎡）GHG排出量

20％増加
（2015年度比）
達成度
2030年目標：0％

SBT

実　績 目　標
2015 2016 2017 2018 2021 2030

SBT
商品使用
による
GHG
排出量

原単位
2015年度比

（面積あたり）
+2% +12% +20% ▲6% ▲30%

基準建物比 ▲25.9% ▲27.5% ▲27.8% ▲27.6% ▲30% ▲50%

2030年までに商品使用によるGHG排出量▲30%
（2015年度比面積あたり）長期目標

100

80

60

40

20

0
2018 20252021 （年度）

54.054.0

90.0
自主目標 SBT目標

90.090.0
実績 目標（％）

■主要取引先の温室効果ガス目標設定状況

調達（Scope3　Category1）

SBT

実　績 目　標
2017 2018 2021 2025

SBT
主要取引先の
温室効果ガス

削減目標設定率
自主目標 

54％
自主目標 

90％
SBT目標 

90％

2025年までに主要取引先の90%にSBT水準目標長期目標
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■ エネルギー使用量とエネルギー効率の推移

■再エネ率（売電含む）の推移　　＜再エネ発電量÷電力使用量＞ ■再エネ利用率の推移（RE100）　＜再エネ利用量÷電力使用量＞

エネルギー効率向上（EP100）

再生可能エネルギーの普及拡大 再生可能エネルギーの利用率向上（RE100）

10,000

7,500

5,000

2,500

0

エネルギー使用量 エネルギー効率（実績） エネルギー効率（目標）

2015 201820172016 204020302021

1.000

0.750

0.500

0.250

0

0.3770.377 0.4020.402 0.4350.435 0.4780.478
0.5270.527

0.7530.753
8,687 8,972 8,8438,6668,666

0.5650.565

（年度）

（千GJ） （百万円/GJ）

達成度
2030年目標：85％
2040年目標：64％

1.27倍（2015年度比）

100

80

60

40

20

0
2015 201820172016 204020302021 （年度）

0.15 0.17 0.18 33
10

100

0.230.23

RE100（実績） RE100（目標）（％）使用電力量 再エネ発電量 再エネ率(目標)再エネ率（実績）

100％100％
463,920 485,159 495,245 479,696

168,778168,778
254,634254,634

302,831302,831
409,793409,793

600,000

450,000

300,000

150,000

0
2015 201820172016 20302021

120

90

60

30

0

37％37％
54％54％

63％63％

（年度）

（MWh） （％）

85％85％
85％85％

2040年までにエネルギー効率2倍長期目標

2030年までに再エネ（売電含む）100%長期目標 2040年までに再エネ100％長期目標

〈環境データの算定方法、対象範囲〉
◇対象期間  ： 2018年4月1日〜2019年3月31日
◇対象組織  ： 大和ハウス工業および連結子会社
◇CO2排出係数

燃料等については、省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）、温対法（地球
温暖化対策推進に関する法律）に基づく値を使用しています。購入電力については、国
内においては、温室効果ガス排出量　算定・報告・公表制度に基づく電気事業者別排出
係数の代替値を使用し、海外においては各国の排出係数を使用（GHGプロトコルもし
くはIEA CO2 emissions from fuel combustion）

◇熱量換算係数
エネルギー使用量について、国内外ともに熱量に関する国際単位系であるジュール（J）
にて算出しており、各エネルギー種別ごとに下記の熱量換算係数を用いています。
なお、再生可能エネルギー（自家消費）については、その使用によって、購入電力が削減
したとみなし、購入電力と同じ熱量換算係数を用いています。

◇算定式

・購入電力
・ガソリン
・軽油
・A重油

・灯油
・都市ガス
・LPG
・冷水 温水

0.512　t-CO2/MWh（国内）
2.322　t-CO2/kl
2.585　t-CO2/kl
2.710　t-CO2/kl

2.489　t-CO2/kl
2.234　t-CO2/1,000m3（N）
2.999　t-CO2/t
0.057　t-CO2/GJ

・購入電力
・ガソリン
・軽油
・A重油

・灯油
・都市ガス
・LPG
・冷水 温水

9.76　GJ/MWh
34.6　GJ/kl
37.7　GJ/kl
39.1　GJ/kl

36.7　GJ/kl
44.8　GJ/1,000m3（N）
50.8　GJ/t
1.36　GJ/GJ

※CO2以外の温室効果ガスについては、確認した結果極めて少量であるため、集計対象外としています。

EP100（エネルギー効率）= 連結売上高（百万円）÷Σ（エネルギー使用量［GJ］）

㎡あたりのGHG排出量＝Σ（販売した商品が使用時に生涯にわたって排出するGHG排出量［t-CO2］※）÷Σ（販売床面積［㎡］）
※算出方法は、スコープ3カテゴリ11と同様。対象範囲は、大和ハウス工業、大和リース、フジタ、コスモスイニシアの4社

商品使用による㎡あたりのGHG排出量

Σ（再生可能エネルギー（自家消費発電設備による発電量）［MWh］）+Σ（RE100電気購入量［MWh］）
Σ（使用電力量（購入電力+自家消費発電設備による電力）［MWh］）

再エネ利用率（RE100）=

 （参考）全連結子会社数：340社（国内：135社　海外：205社）

Σ（再生可能エネルギー（全量売電および自家消費発電設備による発電量）［MWh］）+Σ（RE100電気購入量［MWh］）
Σ（使用電力量（購入電力+自家消費発電設備による電力）［MWh］）

再 エネ 率（ 売 電 含 む ）=
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自然環境との調和

800 839
（千㎡）
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（年度）
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2014 2018

871

2016

765

2017

724

2015

■ 緑被面積
実績目標

■ 緑被面積の内訳

千㎡
839

(2018年度)

戸建住宅事業
8.0%

賃貸住宅事業
7.7%

マンション事業
1.7%

都市開発事業
0.4%

商業・事業施設事業
82.2%

環境共生住宅

■ 環境共生住宅認定戸数

2018

（戸）
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0
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戸建住宅事業

324
529

2016 2017

553

2014 2015

1,167
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■ 環境共生住宅の認定率（分譲住宅のみ）

100
（%）

80
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0

31.1
48.5

2016 （年度）2014 2015

実績

34.5
12.8

2018

24.5

2017

■ 生物多様性自主基準適合率（開発）

20152014 2016 20182017

（%）
100
80
60
40
20
0

（年度）

100

100100100 100100

目標 実績

2014 2015 2016 2017 2018
大和ハウス工業 207,836 254,132 246,277 342,291 268,867
ロイヤルホームセンター 30,263 25,723 27,509 37,237 36,763
デザインアーク 1,037 1,726 2,854 3,510 3,011
大和リース ─ 6,073 5,963 3,733 5,052
フジタ ─ 5,185 9,443 1,919 2,629
コスモスイニシア ─ 140 91 147 1,076
合計 239,136 292,979 292,137 388,837 317,398

単位：㎥■ 評価対象の部門における木材調達量

■ 調達木材の伐採地別割合

2014 2015 2016 2017 2018
Sランク 81.5% 87.6% 86.5% 84.2% 94.9%
Aランク 7.4% 5.6% 7.9% 11.4% 1.9%
Bランク 3.8% 2.2% 3.1% 2.0% 1.1%
Cランク 7.3% 4.7% 2.5% 2.4% 2.1%

2014 2015 2016 2017 2018
認証木材 66.7% 43.9% 40.3% 35.6% 44.0%
再生木材 7.9% 23.0% 21.6% 17.7% 18.2%
当社推奨木材 6.9% 20.7% 24.6% 30.9% 32.7%

■ 調達木材の評価結果
［ 全体 ］

［ Sランク内 ］

44.0%

Bランク 1.1%
Cランク 2.1%

Sランク94.9%

認証木材

■ 調達木材の評価結果 

（2018年度）

当社推奨木材
32.7%

再生木材 18.2%

Aランク 1.9%

千㎥
317
(2018年度)

日本
30.3%

ヨーロッパ※1

22.2%
※1　ロシアを含む
※2　日本、東南アジアを除くアジア
※3　オセアニア、アフリカ、再生木材など

南アメリカ
0.1%

アジア※2

12.4%

東南アジア
9.7%

北アメリカ
7.1%

その他※3

18.2%

調達 商品・サービス

生態系に配慮した木材調達 開発・街づくりにおける生物多様性保全
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◇概要
生物多様性自主基準【開発】とは、生物多様性ガイドライン【開発・街づくり編】に基づき、大
規模開発事業を対象に大和ハウス工業が独自に定めた30項目からなる評価ツールにおい
て、評価ランクがBランク以上となることをいいます。対象物件ごとに担当者による評価を
行い、本社部門にて基準への適合状況を確認しています。

◇概要
緑被面積とは、大和ハウスグループが分譲住宅の販売や建築請負とともに実施する外構
工事において、緑化を行った総面積をいいます。

◇算定式
生物多様性自主基準適合率（％）＝Σ（自主基準適合物件の敷地面積（m2））
　　　　　　　　　　　　　　÷Σ（評価対象物件の敷地面積（m2））

◇算定式
緑被面積（m2） ＝ Σ（各事業における対象物件の緑被面積（m2））

〈環境データの算定方法、対象範囲〉

■ 【開発】生物多様性自主基準適合率

■ 【街づくり】緑被面積

※建築面積とは建物の水平投影面積のこと（ただし、戸建住宅においては、想定建築面積（＝敷地面積×
   法定建ぺい率）を用いています）

◇対象範囲

部　門
戸建住宅事業

賃貸住宅事業

マンション事業

商業・
事業施設事業

都市開発事業

対象範囲
分譲住宅の全販売物件

全着工物件

全着工物件

（JV非幹事物件は除く）

【緑化規制あり】
【緑化規制なし】

全新築物件
敷地面積 1,000m2以上

【緑化規制あり】
【緑化規制なし】

全着工物件

【緑化規制あり】 全着工物件

【緑化規制あり】 全着工物件

敷地面積 3,000m2以上

対象組織
大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

フジタ

大和リース

◇概要
自然と調和した街づくりを進めるにあたり、その進捗を測る指標として、一般財団法人

「建築環境・省エネルギー機構」が実施する環境共生住宅認定制度を活用しています。
認定にあたっては、戸建住宅においてはシステム供給型（認定No.CS2011-3、CS2011-4）
における認定を基本とし、大規模団地等の開発においては一部、団地供給型を併用して
います。また、分譲マンションにおいては主に個別供給型を活用しています。
◇算定式　環境共生住宅認定率（％）＝ Σ（分譲住宅における認定戸数（戸））
　　　　　　　　　　　　　　　 　÷ Σ（分譲住宅の販売戸数（戸））

◇概要
生物多様性ガイドライン【木材調達編】に基づき、認証木材・再生木材・当社推奨木材の
3種類の認定基準を定めています。
年一回、木材の供給サプライヤーに納入木材の実態調査を行い、認定基準への適合状
況を確認しています。

（認証木材・再生木材以外の木材については、Sランク：推奨、Aランク：標準、Bランク：
購入可、Cランク：改善の4段階に評価）

◇算定式
Cランク木材比率（％）＝Σ（Cランク木材の調達量（m3））÷Σ（全体の木材調達量（m3））

◇概要
国内の森林の多面的機能を維持向上させるため、木造住宅における構造材の国産化を
進めています。
◇算定式
国産木材比率（％）＝Σ（国産木材使用量（m3））÷Σ（全木材使用量（m3））

◇算定式
Cランク木材比率（％）＝Σ（Cランク木材の調達量（m3））÷Σ（全体の木材調達量（m3））

■ 環境共生住宅認定

■ 調達木材

■ 国産木材比率

※2015年度に評価基準を一部改訂

※2012年度の国産木材比率について、環境報告書2015に掲載した数値を訂正します。

※S、A、Bランク木材も同様に算出

◇対象範囲

◇対象範囲

部　門 対象組織
認定戸数 認定率

対象範囲

戸建住宅事業

マンション事業

大和ハウス工業 全販売物件

全販売物件

分譲住宅の全販売物件

大和ハウス工業

部　門 対象組織 対象範囲
戸建住宅事業
賃貸住宅事業

大和ハウス工業 建設した戸建住宅（鉄骨造・木造）

建設した木造建築物、医療介護・住居系建築物

販売した分譲マンション（サンプル物件）

販売した木製品
製造した木質建材

大和ハウス工業・
大和リース・フジタ

大和ハウス工業・
コスモスイニシア

商業・
事業施設事業

※対象部材：構造材、桟木、下地材、合板、床材

その他

マンション事業

ロイヤルホームセンター
デザインアーク

建設した工業化賃貸住宅（鉄骨造）大和ハウス工業

◇対象範囲
部　門 対象組織 対象範囲

戸建住宅事業 大和ハウス工業 木造住宅における構造材

部　門 対象組織 対象範囲
戸建住宅事業
賃貸住宅事業

建設した戸建住宅（鉄骨造・木造）

建設した木造建築物、医療介護・住居系建築物

販売した分譲マンション（サンプル物件）

販売した木製品
製造した木質建材

商業・
事業施設事業

※対象部材：構造材、桟木、下地材、合板、床材

その他

マンション事業

建設した工業化賃貸住宅（鉄骨造）
大和ハウス工業

大和ハウス工業・
大和リース・フジタ

大和ハウス工業・
コスモスイニシア

ロイヤルホームセンター
デザインアーク

大和ハウス工業

◇対象範囲
対象組織 対象範囲

開発 大和ハウス工業 開発面積3,000m2以上の自社開発事業

部　門

◇概要
生物多様性自主基準【開発】とは、生物多様性ガイドライン【開発・街づくり編】に基づき、大
規模開発事業を対象に大和ハウス工業が独自に定めた30項目からなる評価ツールにおい
て、評価ランクがBランク以上となることをいいます。対象物件ごとに担当者による評価を
行い、本社部門にて基準への適合状況を確認しています。

◇概要
緑被面積とは、大和ハウスグループが分譲住宅の販売や建築請負とともに実施する外構
工事において、緑化を行った総面積をいいます。

◇算定式
生物多様性自主基準適合率（％）＝Σ（自主基準適合物件の敷地面積（m2））
　　　　　　　　　　　　　　÷Σ（評価対象物件の敷地面積（m2））

◇算定式
緑被面積（m2） ＝ Σ（各事業における対象物件の緑被面積（m2））

〈環境データの算定方法、対象範囲〉

■ 【開発】生物多様性自主基準適合率

■ 【街づくり】緑被面積

※建築面積とは建物の水平投影面積のこと（ただし、戸建住宅においては、想定建築面積（＝敷地面積×
   法定建ぺい率）を用いています）

◇対象範囲

部　門
戸建住宅事業

賃貸住宅事業

マンション事業

商業・
事業施設事業

都市開発事業

対象範囲
分譲住宅の全販売物件

全着工物件

全着工物件

（JV非幹事物件は除く）

【緑化規制あり】
【緑化規制なし】

全新築物件
敷地面積 1,000m2以上

【緑化規制あり】
【緑化規制なし】

全着工物件

【緑化規制あり】 全着工物件

【緑化規制あり】 全着工物件

敷地面積 3,000m2以上

対象組織
大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

フジタ

大和リース

◇概要
自然と調和した街づくりを進めるにあたり、その進捗を測る指標として、一般財団法人

「建築環境・省エネルギー機構」が実施する環境共生住宅認定制度を活用しています。
認定にあたっては、戸建住宅においてはシステム供給型（認定No.CS2011-3、CS2011-4）
における認定を基本とし、大規模団地等の開発においては一部、団地供給型を併用して
います。また、分譲マンションにおいては主に個別供給型を活用しています。
◇算定式　環境共生住宅認定率（％）＝ Σ（分譲住宅における認定戸数（戸））
　　　　　　　　　　　　　　　 　÷ Σ（分譲住宅の販売戸数（戸））

◇概要
生物多様性ガイドライン【木材調達編】に基づき、認証木材・再生木材・当社推奨木材の
3種類の認定基準を定めています。
年一回、木材の供給サプライヤーに納入木材の実態調査を行い、認定基準への適合状
況を確認しています。

（認証木材・再生木材以外の木材については、Sランク：推奨、Aランク：標準、Bランク：
購入可、Cランク：改善の4段階に評価）

◇算定式
Cランク木材比率（％）＝Σ（Cランク木材の調達量（m3））÷Σ（全体の木材調達量（m3））

◇概要
国内の森林の多面的機能を維持向上させるため、木造住宅における構造材の国産化を
進めています。
◇算定式
国産木材比率（％）＝Σ（国産木材使用量（m3））÷Σ（全木材使用量（m3））

◇算定式
Cランク木材比率（％）＝Σ（Cランク木材の調達量（m3））÷Σ（全体の木材調達量（m3））

■ 環境共生住宅認定

■ 調達木材

■ 国産木材比率

※2015年度に評価基準を一部改訂

※2012年度の国産木材比率について、環境報告書2015に掲載した数値を訂正します。

※S、A、Bランク木材も同様に算出

◇対象範囲

◇対象範囲

部　門 対象組織
認定戸数 認定率

対象範囲

戸建住宅事業

マンション事業

大和ハウス工業 全販売物件

全販売物件

分譲住宅の全販売物件

大和ハウス工業

部　門 対象組織 対象範囲
戸建住宅事業
賃貸住宅事業

大和ハウス工業 建設した戸建住宅（鉄骨造・木造）

建設した木造建築物、医療介護・住居系建築物

販売した分譲マンション（サンプル物件）

販売した木製品
製造した木質建材

大和ハウス工業・
大和リース・フジタ

大和ハウス工業・
コスモスイニシア

商業・
事業施設事業

※対象部材：構造材、桟木、下地材、合板、床材

その他

マンション事業

ロイヤルホームセンター
デザインアーク

建設した工業化賃貸住宅（鉄骨造）大和ハウス工業

◇対象範囲
部　門 対象組織 対象範囲

戸建住宅事業 大和ハウス工業 木造住宅における構造材

部　門 対象組織 対象範囲
戸建住宅事業
賃貸住宅事業

建設した戸建住宅（鉄骨造・木造）

建設した木造建築物、医療介護・住居系建築物

販売した分譲マンション（サンプル物件）

販売した木製品
製造した木質建材

商業・
事業施設事業

※対象部材：構造材、桟木、下地材、合板、床材

その他

マンション事業

建設した工業化賃貸住宅（鉄骨造）
大和ハウス工業

大和ハウス工業・
大和リース・フジタ

大和ハウス工業・
コスモスイニシア

ロイヤルホームセンター
デザインアーク

大和ハウス工業

◇対象範囲
対象組織 対象範囲

開発 大和ハウス工業 開発面積3,000m2以上の自社開発事業

部　門

◇概要
生物多様性自主基準【開発】とは、生物多様性ガイドライン【開発・街づくり編】に基づき、大
規模開発事業を対象に大和ハウス工業が独自に定めた30項目からなる評価ツールにおい
て、評価ランクがBランク以上となることをいいます。対象物件ごとに担当者による評価を
行い、本社部門にて基準への適合状況を確認しています。

◇概要
緑被面積とは、大和ハウスグループが分譲住宅の販売や建築請負とともに実施する外構
工事において、緑化を行った総面積をいいます。

◇算定式
生物多様性自主基準適合率（％）＝Σ（自主基準適合物件の敷地面積（m2））
　　　　　　　　　　　　　　÷Σ（評価対象物件の敷地面積（m2））

◇算定式
緑被面積（m2） ＝ Σ（各事業における対象物件の緑被面積（m2））

〈環境データの算定方法、対象範囲〉

■ 【開発】生物多様性自主基準適合率

■ 【街づくり】緑被面積

※建築面積とは建物の水平投影面積のこと（ただし、戸建住宅においては、想定建築面積（＝敷地面積×
   法定建ぺい率）を用いています）

◇対象範囲

部　門
戸建住宅事業

賃貸住宅事業

マンション事業

商業・
事業施設事業

都市開発事業

対象範囲
分譲住宅の全販売物件

全着工物件

全着工物件

（JV非幹事物件は除く）

【緑化規制あり】
【緑化規制なし】

全新築物件
敷地面積 1,000m2以上

【緑化規制あり】
【緑化規制なし】

全着工物件

【緑化規制あり】 全着工物件

【緑化規制あり】 全着工物件

敷地面積 3,000m2以上

対象組織
大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

フジタ

大和リース

◇概要
自然と調和した街づくりを進めるにあたり、その進捗を測る指標として、一般財団法人

「建築環境・省エネルギー機構」が実施する環境共生住宅認定制度を活用しています。
認定にあたっては、戸建住宅においてはシステム供給型（認定No.CS2011-3、CS2011-4）
における認定を基本とし、大規模団地等の開発においては一部、団地供給型を併用して
います。また、分譲マンションにおいては主に個別供給型を活用しています。
◇算定式　環境共生住宅認定率（％）＝ Σ（分譲住宅における認定戸数（戸））
　　　　　　　　　　　　　　　 　÷ Σ（分譲住宅の販売戸数（戸））

◇概要
生物多様性ガイドライン【木材調達編】に基づき、認証木材・再生木材・当社推奨木材の
3種類の認定基準を定めています。
年一回、木材の供給サプライヤーに納入木材の実態調査を行い、認定基準への適合状
況を確認しています。

（認証木材・再生木材以外の木材については、Sランク：推奨、Aランク：標準、Bランク：
購入可、Cランク：改善の4段階に評価）

◇算定式
Cランク木材比率（％）＝Σ（Cランク木材の調達量（m3））÷Σ（全体の木材調達量（m3））

◇概要
国内の森林の多面的機能を維持向上させるため、木造住宅における構造材の国産化を
進めています。
◇算定式
国産木材比率（％）＝Σ（国産木材使用量（m3））÷Σ（全木材使用量（m3））

◇算定式
Cランク木材比率（％）＝Σ（Cランク木材の調達量（m3））÷Σ（全体の木材調達量（m3））

■ 環境共生住宅認定

■ 調達木材

■ 国産木材比率

※2015年度に評価基準を一部改訂

※2012年度の国産木材比率について、環境報告書2015に掲載した数値を訂正します。

※S、A、Bランク木材も同様に算出

◇対象範囲

◇対象範囲

部　門 対象組織
認定戸数 認定率

対象範囲

戸建住宅事業

マンション事業

大和ハウス工業 全販売物件

全販売物件

分譲住宅の全販売物件

大和ハウス工業

部　門 対象組織 対象範囲
戸建住宅事業
賃貸住宅事業

大和ハウス工業 建設した戸建住宅（鉄骨造・木造）

建設した木造建築物、医療介護・住居系建築物

販売した分譲マンション（サンプル物件）

販売した木製品
製造した木質建材

大和ハウス工業・
大和リース・フジタ

大和ハウス工業・
コスモスイニシア

商業・
事業施設事業

※対象部材：構造材、桟木、下地材、合板、床材

その他

マンション事業

ロイヤルホームセンター
デザインアーク

建設した工業化賃貸住宅（鉄骨造）大和ハウス工業

◇対象範囲
部　門 対象組織 対象範囲

戸建住宅事業 大和ハウス工業 木造住宅における構造材

部　門 対象組織 対象範囲
戸建住宅事業
賃貸住宅事業

建設した戸建住宅（鉄骨造・木造）

建設した木造建築物、医療介護・住居系建築物

販売した分譲マンション（サンプル物件）

販売した木製品
製造した木質建材

商業・
事業施設事業

※対象部材：構造材、桟木、下地材、合板、床材

その他

マンション事業

建設した工業化賃貸住宅（鉄骨造）
大和ハウス工業

大和ハウス工業・
大和リース・フジタ

大和ハウス工業・
コスモスイニシア

ロイヤルホームセンター
デザインアーク

大和ハウス工業

◇対象範囲
対象組織 対象範囲

開発 大和ハウス工業 開発面積3,000m2以上の自社開発事業

部　門

◇概要
生物多様性自主基準【開発】とは、生物多様性ガイドライン【開発・街づくり編】に基づき、大
規模開発事業を対象に大和ハウス工業が独自に定めた30項目からなる評価ツールにおい
て、評価ランクがBランク以上となることをいいます。対象物件ごとに担当者による評価を
行い、本社部門にて基準への適合状況を確認しています。

◇概要
緑被面積とは、大和ハウスグループが分譲住宅の販売や建築請負とともに実施する外構
工事において、緑化を行った総面積をいいます。

◇算定式
生物多様性自主基準適合率（％）＝Σ（自主基準適合物件の敷地面積（m2））
　　　　　　　　　　　　　　÷Σ（評価対象物件の敷地面積（m2））

◇算定式
緑被面積（m2） ＝ Σ（各事業における対象物件の緑被面積（m2））

〈環境データの算定方法、対象範囲〉

■ 【開発】生物多様性自主基準適合率

■ 【街づくり】緑被面積

※建築面積とは建物の水平投影面積のこと（ただし、戸建住宅においては、想定建築面積（＝敷地面積×
   法定建ぺい率）を用いています）

◇対象範囲

部　門
戸建住宅事業

賃貸住宅事業

マンション事業

商業・
事業施設事業

都市開発事業

対象範囲
分譲住宅の全販売物件

全着工物件

全着工物件

（JV非幹事物件は除く）

【緑化規制あり】
【緑化規制なし】

全新築物件
敷地面積 1,000m2以上

【緑化規制あり】
【緑化規制なし】

全着工物件

【緑化規制あり】 全着工物件

【緑化規制あり】 全着工物件

敷地面積 3,000m2以上

対象組織
大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

フジタ

大和リース

◇概要
自然と調和した街づくりを進めるにあたり、その進捗を測る指標として、一般財団法人

「建築環境・省エネルギー機構」が実施する環境共生住宅認定制度を活用しています。
認定にあたっては、戸建住宅においてはシステム供給型（認定No.CS2011-3、CS2011-4）
における認定を基本とし、大規模団地等の開発においては一部、団地供給型を併用して
います。また、分譲マンションにおいては主に個別供給型を活用しています。
◇算定式　環境共生住宅認定率（％）＝ Σ（分譲住宅における認定戸数（戸））
　　　　　　　　　　　　　　　 　÷ Σ（分譲住宅の販売戸数（戸））

◇概要
生物多様性ガイドライン【木材調達編】に基づき、認証木材・再生木材・当社推奨木材の
3種類の認定基準を定めています。
年一回、木材の供給サプライヤーに納入木材の実態調査を行い、認定基準への適合状
況を確認しています。

（認証木材・再生木材以外の木材については、Sランク：推奨、Aランク：標準、Bランク：
購入可、Cランク：改善の4段階に評価）

◇算定式
Cランク木材比率（％）＝Σ（Cランク木材の調達量（m3））÷Σ（全体の木材調達量（m3））

◇概要
国内の森林の多面的機能を維持向上させるため、木造住宅における構造材の国産化を
進めています。
◇算定式
国産木材比率（％）＝Σ（国産木材使用量（m3））÷Σ（全木材使用量（m3））

◇算定式
Cランク木材比率（％）＝Σ（Cランク木材の調達量（m3））÷Σ（全体の木材調達量（m3））

■ 環境共生住宅認定

■ 調達木材

■ 国産木材比率

※2015年度に評価基準を一部改訂

※2012年度の国産木材比率について、環境報告書2015に掲載した数値を訂正します。

※S、A、Bランク木材も同様に算出

◇対象範囲

◇対象範囲

部　門 対象組織
認定戸数 認定率

対象範囲

戸建住宅事業

マンション事業

大和ハウス工業 全販売物件

全販売物件

分譲住宅の全販売物件

大和ハウス工業

部　門 対象組織 対象範囲
戸建住宅事業
賃貸住宅事業

大和ハウス工業 建設した戸建住宅（鉄骨造・木造）

建設した木造建築物、医療介護・住居系建築物

販売した分譲マンション（サンプル物件）

販売した木製品
製造した木質建材

大和ハウス工業・
大和リース・フジタ

大和ハウス工業・
コスモスイニシア

商業・
事業施設事業

※対象部材：構造材、桟木、下地材、合板、床材

その他

マンション事業

ロイヤルホームセンター
デザインアーク

建設した工業化賃貸住宅（鉄骨造）大和ハウス工業

◇対象範囲
部　門 対象組織 対象範囲

戸建住宅事業 大和ハウス工業 木造住宅における構造材

部　門 対象組織 対象範囲
戸建住宅事業
賃貸住宅事業

建設した戸建住宅（鉄骨造・木造）

建設した木造建築物、医療介護・住居系建築物

販売した分譲マンション（サンプル物件）

販売した木製品
製造した木質建材

商業・
事業施設事業

※対象部材：構造材、桟木、下地材、合板、床材

その他

マンション事業

建設した工業化賃貸住宅（鉄骨造）
大和ハウス工業

大和ハウス工業・
大和リース・フジタ

大和ハウス工業・
コスモスイニシア

ロイヤルホームセンター
デザインアーク

大和ハウス工業

◇対象範囲
対象組織 対象範囲

開発 大和ハウス工業 開発面積3,000m2以上の自社開発事業

部　門

◇概要
生物多様性自主基準【開発】とは、生物多様性ガイドライン【開発・街づくり編】に基づき、大
規模開発事業を対象に大和ハウス工業が独自に定めた30項目からなる評価ツールにおい
て、評価ランクがBランク以上となることをいいます。対象物件ごとに担当者による評価を
行い、本社部門にて基準への適合状況を確認しています。

◇概要
緑被面積とは、大和ハウスグループが分譲住宅の販売や建築請負とともに実施する外構
工事において、緑化を行った総面積をいいます。

◇算定式
生物多様性自主基準適合率（％）＝Σ（自主基準適合物件の敷地面積（m2））
　　　　　　　　　　　　　　÷Σ（評価対象物件の敷地面積（m2））

◇算定式
緑被面積（m2） ＝ Σ（各事業における対象物件の緑被面積（m2））

〈環境データの算定方法、対象範囲〉

■ 【開発】生物多様性自主基準適合率

■ 【街づくり】緑被面積

※建築面積とは建物の水平投影面積のこと（ただし、戸建住宅においては、想定建築面積（＝敷地面積×
   法定建ぺい率）を用いています）

◇対象範囲

部　門
戸建住宅事業

賃貸住宅事業

マンション事業

商業・
事業施設事業

都市開発事業

対象範囲
分譲住宅の全販売物件

全着工物件

全着工物件

（JV非幹事物件は除く）

【緑化規制あり】
【緑化規制なし】

全新築物件
敷地面積 1,000m2以上

【緑化規制あり】
【緑化規制なし】

全着工物件

【緑化規制あり】 全着工物件

【緑化規制あり】 全着工物件

敷地面積 3,000m2以上

対象組織
大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

フジタ

大和リース

◇概要
自然と調和した街づくりを進めるにあたり、その進捗を測る指標として、一般財団法人

「建築環境・省エネルギー機構」が実施する環境共生住宅認定制度を活用しています。
認定にあたっては、戸建住宅においてはシステム供給型（認定No.CS2011-3、CS2011-4）
における認定を基本とし、大規模団地等の開発においては一部、団地供給型を併用して
います。また、分譲マンションにおいては主に個別供給型を活用しています。
◇算定式　環境共生住宅認定率（％）＝ Σ（分譲住宅における認定戸数（戸））
　　　　　　　　　　　　　　　 　÷ Σ（分譲住宅の販売戸数（戸））

◇概要
生物多様性ガイドライン【木材調達編】に基づき、認証木材・再生木材・当社推奨木材の
3種類の認定基準を定めています。
年一回、木材の供給サプライヤーに納入木材の実態調査を行い、認定基準への適合状
況を確認しています。

（認証木材・再生木材以外の木材については、Sランク：推奨、Aランク：標準、Bランク：
購入可、Cランク：改善の4段階に評価）

◇算定式
Cランク木材比率（％）＝Σ（Cランク木材の調達量（m3））÷Σ（全体の木材調達量（m3））

◇概要
国内の森林の多面的機能を維持向上させるため、木造住宅における構造材の国産化を
進めています。
◇算定式
国産木材比率（％）＝Σ（国産木材使用量（m3））÷Σ（全木材使用量（m3））

◇算定式
Cランク木材比率（％）＝Σ（Cランク木材の調達量（m3））÷Σ（全体の木材調達量（m3））

■ 環境共生住宅認定

■ 調達木材

■ 国産木材比率

※2015年度に評価基準を一部改訂

※2012年度の国産木材比率について、環境報告書2015に掲載した数値を訂正します。

※S、A、Bランク木材も同様に算出

◇対象範囲

◇対象範囲

部　門 対象組織
認定戸数 認定率

対象範囲

戸建住宅事業

マンション事業

大和ハウス工業 全販売物件

全販売物件

分譲住宅の全販売物件

大和ハウス工業

部　門 対象組織 対象範囲
戸建住宅事業
賃貸住宅事業

大和ハウス工業 建設した戸建住宅（鉄骨造・木造）

建設した木造建築物、医療介護・住居系建築物

販売した分譲マンション（サンプル物件）

販売した木製品
製造した木質建材

大和ハウス工業・
大和リース・フジタ

大和ハウス工業・
コスモスイニシア

商業・
事業施設事業

※対象部材：構造材、桟木、下地材、合板、床材

その他

マンション事業

ロイヤルホームセンター
デザインアーク

建設した工業化賃貸住宅（鉄骨造）大和ハウス工業

◇対象範囲
部　門 対象組織 対象範囲

戸建住宅事業 大和ハウス工業 木造住宅における構造材

部　門 対象組織 対象範囲
戸建住宅事業
賃貸住宅事業

建設した戸建住宅（鉄骨造・木造）

建設した木造建築物、医療介護・住居系建築物

販売した分譲マンション（サンプル物件）

販売した木製品
製造した木質建材

商業・
事業施設事業

※対象部材：構造材、桟木、下地材、合板、床材

その他

マンション事業

建設した工業化賃貸住宅（鉄骨造）
大和ハウス工業

大和ハウス工業・
大和リース・フジタ

大和ハウス工業・
コスモスイニシア

ロイヤルホームセンター
デザインアーク

大和ハウス工業

◇対象範囲
対象組織 対象範囲

開発 大和ハウス工業 開発面積3,000m2以上の自社開発事業

部　門

◇概要
生物多様性自主基準【開発】とは、生物多様性ガイドライン【開発・街づくり編】に基づき、大
規模開発事業を対象に大和ハウス工業が独自に定めた30項目からなる評価ツールにおい
て、評価ランクがBランク以上となることをいいます。対象物件ごとに担当者による評価を
行い、本社部門にて基準への適合状況を確認しています。

◇概要
緑被面積とは、大和ハウスグループが分譲住宅の販売や建築請負とともに実施する外構
工事において、緑化を行った総面積をいいます。

◇算定式
生物多様性自主基準適合率（％）＝Σ（自主基準適合物件の敷地面積（m2））
　　　　　　　　　　　　　　÷Σ（評価対象物件の敷地面積（m2））

◇算定式
緑被面積（m2） ＝ Σ（各事業における対象物件の緑被面積（m2））

〈環境データの算定方法、対象範囲〉

■ 【開発】生物多様性自主基準適合率

■ 【街づくり】緑被面積

※建築面積とは建物の水平投影面積のこと（ただし、戸建住宅においては、想定建築面積（＝敷地面積×
   法定建ぺい率）を用いています）

◇対象範囲

部　門
戸建住宅事業

賃貸住宅事業

マンション事業

商業・
事業施設事業

都市開発事業

対象範囲
分譲住宅の全販売物件

全着工物件

全着工物件

（JV非幹事物件は除く）

【緑化規制あり】
【緑化規制なし】

全新築物件
敷地面積 1,000m2以上

【緑化規制あり】
【緑化規制なし】

全着工物件

【緑化規制あり】 全着工物件

【緑化規制あり】 全着工物件

敷地面積 3,000m2以上

対象組織
大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

フジタ

大和リース

◇概要
自然と調和した街づくりを進めるにあたり、その進捗を測る指標として、一般財団法人

「建築環境・省エネルギー機構」が実施する環境共生住宅認定制度を活用しています。
認定にあたっては、戸建住宅においてはシステム供給型（認定No.CS2011-3、CS2011-4）
における認定を基本とし、大規模団地等の開発においては一部、団地供給型を併用して
います。また、分譲マンションにおいては主に個別供給型を活用しています。
◇算定式　環境共生住宅認定率（％）＝ Σ（分譲住宅における認定戸数（戸））
　　　　　　　　　　　　　　　 　÷ Σ（分譲住宅の販売戸数（戸））

◇概要
生物多様性ガイドライン【木材調達編】に基づき、認証木材・再生木材・当社推奨木材の
3種類の認定基準を定めています。
年一回、木材の供給サプライヤーに納入木材の実態調査を行い、認定基準への適合状
況を確認しています。

（認証木材・再生木材以外の木材については、Sランク：推奨、Aランク：標準、Bランク：
購入可、Cランク：改善の4段階に評価）

◇算定式
Cランク木材比率（％）＝Σ（Cランク木材の調達量（m3））÷Σ（全体の木材調達量（m3））

◇概要
国内の森林の多面的機能を維持向上させるため、木造住宅における構造材の国産化を
進めています。
◇算定式
国産木材比率（％）＝Σ（国産木材使用量（m3））÷Σ（全木材使用量（m3））

◇算定式
Cランク木材比率（％）＝Σ（Cランク木材の調達量（m3））÷Σ（全体の木材調達量（m3））

■ 環境共生住宅認定

■ 調達木材

■ 国産木材比率

※2015年度に評価基準を一部改訂

※2012年度の国産木材比率について、環境報告書2015に掲載した数値を訂正します。

※S、A、Bランク木材も同様に算出

◇対象範囲

◇対象範囲

部　門 対象組織
認定戸数 認定率

対象範囲

戸建住宅事業

マンション事業

大和ハウス工業 全販売物件

全販売物件

分譲住宅の全販売物件

大和ハウス工業

部　門 対象組織 対象範囲
戸建住宅事業
賃貸住宅事業

大和ハウス工業 建設した戸建住宅（鉄骨造・木造）

建設した木造建築物、医療介護・住居系建築物

販売した分譲マンション（サンプル物件）

販売した木製品
製造した木質建材

大和ハウス工業・
大和リース・フジタ

大和ハウス工業・
コスモスイニシア

商業・
事業施設事業

※対象部材：構造材、桟木、下地材、合板、床材

その他

マンション事業

ロイヤルホームセンター
デザインアーク

建設した工業化賃貸住宅（鉄骨造）大和ハウス工業

◇対象範囲
部　門 対象組織 対象範囲

戸建住宅事業 大和ハウス工業 木造住宅における構造材

部　門 対象組織 対象範囲
戸建住宅事業
賃貸住宅事業

建設した戸建住宅（鉄骨造・木造）

建設した木造建築物、医療介護・住居系建築物

販売した分譲マンション（サンプル物件）

販売した木製品
製造した木質建材

商業・
事業施設事業

※対象部材：構造材、桟木、下地材、合板、床材

その他

マンション事業

建設した工業化賃貸住宅（鉄骨造）
大和ハウス工業

大和ハウス工業・
大和リース・フジタ

大和ハウス工業・
コスモスイニシア

ロイヤルホームセンター
デザインアーク

大和ハウス工業

◇対象範囲
対象組織 対象範囲

開発 大和ハウス工業 開発面積3,000m2以上の自社開発事業

部　門

◇概要
生物多様性自主基準【開発】とは、生物多様性ガイドライン【開発・街づくり編】に基づき、大
規模開発事業を対象に大和ハウス工業が独自に定めた30項目からなる評価ツールにおい
て、評価ランクがBランク以上となることをいいます。対象物件ごとに担当者による評価を
行い、本社部門にて基準への適合状況を確認しています。

◇概要
緑被面積とは、大和ハウスグループが分譲住宅の販売や建築請負とともに実施する外構
工事において、緑化を行った総面積をいいます。

◇算定式
生物多様性自主基準適合率（％）＝Σ（自主基準適合物件の敷地面積（m2））
　　　　　　　　　　　　　　÷Σ（評価対象物件の敷地面積（m2））

◇算定式
緑被面積（m2） ＝ Σ（各事業における対象物件の緑被面積（m2））

〈環境データの算定方法、対象範囲〉

■ 【開発】生物多様性自主基準適合率

■ 【街づくり】緑被面積

※建築面積とは建物の水平投影面積のこと（ただし、戸建住宅においては、想定建築面積（＝敷地面積×
   法定建ぺい率）を用いています）

◇対象範囲

部　門
戸建住宅事業

賃貸住宅事業

マンション事業

商業・
事業施設事業

都市開発事業

対象範囲
分譲住宅の全販売物件

全着工物件

全着工物件

（JV非幹事物件は除く）

【緑化規制あり】
【緑化規制なし】

全新築物件
敷地面積 1,000m2以上

【緑化規制あり】
【緑化規制なし】

全着工物件

【緑化規制あり】 全着工物件

【緑化規制あり】 全着工物件

敷地面積 3,000m2以上

対象組織
大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

フジタ

大和リース

◇概要
自然と調和した街づくりを進めるにあたり、その進捗を測る指標として、一般財団法人

「建築環境・省エネルギー機構」が実施する環境共生住宅認定制度を活用しています。
認定にあたっては、戸建住宅においてはシステム供給型（認定No.CS2011-3、CS2011-4）
における認定を基本とし、大規模団地等の開発においては一部、団地供給型を併用して
います。また、分譲マンションにおいては主に個別供給型を活用しています。
◇算定式　環境共生住宅認定率（％）＝ Σ（分譲住宅における認定戸数（戸））
　　　　　　　　　　　　　　　 　÷ Σ（分譲住宅の販売戸数（戸））

◇概要
生物多様性ガイドライン【木材調達編】に基づき、認証木材・再生木材・当社推奨木材の
3種類の認定基準を定めています。
年一回、木材の供給サプライヤーに納入木材の実態調査を行い、認定基準への適合状
況を確認しています。

（認証木材・再生木材以外の木材については、Sランク：推奨、Aランク：標準、Bランク：
購入可、Cランク：改善の4段階に評価）

◇算定式
Cランク木材比率（％）＝Σ（Cランク木材の調達量（m3））÷Σ（全体の木材調達量（m3））

◇概要
国内の森林の多面的機能を維持向上させるため、木造住宅における構造材の国産化を
進めています。
◇算定式
国産木材比率（％）＝Σ（国産木材使用量（m3））÷Σ（全木材使用量（m3））

◇算定式
Cランク木材比率（％）＝Σ（Cランク木材の調達量（m3））÷Σ（全体の木材調達量（m3））

■ 環境共生住宅認定

■ 調達木材

■ 国産木材比率

※2015年度に評価基準を一部改訂

※2012年度の国産木材比率について、環境報告書2015に掲載した数値を訂正します。

※S、A、Bランク木材も同様に算出

◇対象範囲

◇対象範囲

部　門 対象組織
認定戸数 認定率

対象範囲

戸建住宅事業

マンション事業

大和ハウス工業 全販売物件

全販売物件

分譲住宅の全販売物件

大和ハウス工業

部　門 対象組織 対象範囲
戸建住宅事業
賃貸住宅事業

大和ハウス工業 建設した戸建住宅（鉄骨造・木造）

建設した木造建築物、医療介護・住居系建築物

販売した分譲マンション（サンプル物件）

販売した木製品
製造した木質建材

大和ハウス工業・
大和リース・フジタ

大和ハウス工業・
コスモスイニシア

商業・
事業施設事業

※対象部材：構造材、桟木、下地材、合板、床材

その他

マンション事業

ロイヤルホームセンター
デザインアーク

建設した工業化賃貸住宅（鉄骨造）大和ハウス工業

◇対象範囲
部　門 対象組織 対象範囲

戸建住宅事業 大和ハウス工業 木造住宅における構造材

部　門 対象組織 対象範囲
戸建住宅事業
賃貸住宅事業

建設した戸建住宅（鉄骨造・木造）

建設した木造建築物、医療介護・住居系建築物

販売した分譲マンション（サンプル物件）

販売した木製品
製造した木質建材

商業・
事業施設事業

※対象部材：構造材、桟木、下地材、合板、床材

その他

マンション事業

建設した工業化賃貸住宅（鉄骨造）
大和ハウス工業

大和ハウス工業・
大和リース・フジタ

大和ハウス工業・
コスモスイニシア

ロイヤルホームセンター
デザインアーク

大和ハウス工業

◇対象範囲
対象組織 対象範囲

開発 大和ハウス工業 開発面積3,000m2以上の自社開発事業

部　門

〈環境データの算定方法、対象範囲〉
◇概要
生物多様性自主基準【開発】とは、生物多様性ガイドライン【開発・街づくり編】に基づき、大
規模開発事業を対象に大和ハウス工業が独自に定めた30項目からなる評価ツールにおい
て、評価ランクがBランク以上となることをいいます。対象物件ごとに担当者による評価を
行い、本社部門にて基準への適合状況を確認しています。

◇概要
緑被面積とは、大和ハウスグループが分譲住宅の販売や建築請負とともに実施する外構
工事において、緑化を行った総面積をいいます。

◇算定式
生物多様性自主基準適合率（％）＝Σ（自主基準適合物件の敷地面積（m2））
　　　　　　　　　　　　　　÷Σ（評価対象物件の敷地面積（m2））

◇算定式
緑被面積（m2） ＝ Σ（各事業における対象物件の緑被面積（m2））

〈環境データの算定方法、対象範囲〉

■ 【開発】生物多様性自主基準適合率

■ 【街づくり】緑被面積

※建築面積とは建物の水平投影面積のこと（ただし、戸建住宅においては、想定建築面積（＝敷地面積×
   法定建ぺい率）を用いています）

◇対象範囲

部　門
戸建住宅事業

賃貸住宅事業

マンション事業

商業・
事業施設事業

都市開発事業

対象範囲
分譲住宅の全販売物件

全着工物件

全着工物件

（JV非幹事物件は除く）

【緑化規制あり】
【緑化規制なし】

全新築物件
敷地面積 1,000m2以上

【緑化規制あり】
【緑化規制なし】

全着工物件

【緑化規制あり】 全着工物件

【緑化規制あり】 全着工物件

敷地面積 3,000m2以上

対象組織
大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

フジタ

大和リース

◇概要
自然と調和した街づくりを進めるにあたり、その進捗を測る指標として、一般財団法人

「建築環境・省エネルギー機構」が実施する環境共生住宅認定制度を活用しています。
認定にあたっては、戸建住宅においてはシステム供給型（認定No.CS2011-3、CS2011-4）
における認定を基本とし、大規模団地等の開発においては一部、団地供給型を併用して
います。また、分譲マンションにおいては主に個別供給型を活用しています。
◇算定式　環境共生住宅認定率（％）＝ Σ（分譲住宅における認定戸数（戸））
　　　　　　　　　　　　　　　 　÷ Σ（分譲住宅の販売戸数（戸））

◇概要
生物多様性ガイドライン【木材調達編】に基づき、認証木材・再生木材・当社推奨木材の
3種類の認定基準を定めています。
年一回、木材の供給サプライヤーに納入木材の実態調査を行い、認定基準への適合状
況を確認しています。

（認証木材・再生木材以外の木材については、Sランク：推奨、Aランク：標準、Bランク：
購入可、Cランク：改善の4段階に評価）

◇算定式
Cランク木材比率（％）＝Σ（Cランク木材の調達量（m3））÷Σ（全体の木材調達量（m3））

◇概要
国内の森林の多面的機能を維持向上させるため、木造住宅における構造材の国産化を
進めています。
◇算定式
国産木材比率（％）＝Σ（国産木材使用量（m3））÷Σ（全木材使用量（m3））

◇算定式
Cランク木材比率（％）＝Σ（Cランク木材の調達量（m3））÷Σ（全体の木材調達量（m3））

■ 環境共生住宅認定

■ 調達木材

■ 国産木材比率

※2015年度に評価基準を一部改訂

※2012年度の国産木材比率について、環境報告書2015に掲載した数値を訂正します。

※S、A、Bランク木材も同様に算出

◇対象範囲

◇対象範囲

部　門 対象組織
認定戸数 認定率

対象範囲

戸建住宅事業

マンション事業

大和ハウス工業 全販売物件

全販売物件

分譲住宅の全販売物件

大和ハウス工業

部　門 対象組織 対象範囲
戸建住宅事業
賃貸住宅事業

大和ハウス工業 建設した戸建住宅（鉄骨造・木造）

建設した木造建築物、医療介護・住居系建築物

販売した分譲マンション（サンプル物件）

販売した木製品
製造した木質建材

大和ハウス工業・
大和リース・フジタ

大和ハウス工業・
コスモスイニシア

商業・
事業施設事業

※対象部材：構造材、桟木、下地材、合板、床材

その他

マンション事業

ロイヤルホームセンター
デザインアーク

建設した工業化賃貸住宅（鉄骨造）大和ハウス工業

◇対象範囲
部　門 対象組織 対象範囲

戸建住宅事業 大和ハウス工業 木造住宅における構造材

部　門 対象組織 対象範囲
戸建住宅事業
賃貸住宅事業

建設した戸建住宅（鉄骨造・木造）

建設した木造建築物、医療介護・住居系建築物

販売した分譲マンション（サンプル物件）

販売した木製品
製造した木質建材

商業・
事業施設事業

※対象部材：構造材、桟木、下地材、合板、床材

その他

マンション事業

建設した工業化賃貸住宅（鉄骨造）
大和ハウス工業

大和ハウス工業・
大和リース・フジタ

大和ハウス工業・
コスモスイニシア

ロイヤルホームセンター
デザインアーク

大和ハウス工業

◇対象範囲
対象組織 対象範囲

開発 大和ハウス工業 開発面積3,000m2以上の自社開発事業

部　門

◇概要
生物多様性自主基準【開発】とは、生物多様性ガイドライン【開発・街づくり編】に基づき、大
規模開発事業を対象に大和ハウス工業が独自に定めた30項目からなる評価ツールにおい
て、評価ランクがBランク以上となることをいいます。対象物件ごとに担当者による評価を
行い、本社部門にて基準への適合状況を確認しています。

◇概要
緑被面積とは、大和ハウスグループが分譲住宅の販売や建築請負とともに実施する外構
工事において、緑化を行った総面積をいいます。

◇算定式
生物多様性自主基準適合率（％）＝Σ（自主基準適合物件の敷地面積（m2））
　　　　　　　　　　　　　　÷Σ（評価対象物件の敷地面積（m2））

◇算定式
緑被面積（m2） ＝ Σ（各事業における対象物件の緑被面積（m2））

〈環境データの算定方法、対象範囲〉

■ 【開発】生物多様性自主基準適合率

■ 【街づくり】緑被面積

※建築面積とは建物の水平投影面積のこと（ただし、戸建住宅においては、想定建築面積（＝敷地面積×
   法定建ぺい率）を用いています）

◇対象範囲

部　門
戸建住宅事業

賃貸住宅事業

マンション事業

商業・
事業施設事業

都市開発事業

対象範囲
分譲住宅の全販売物件

全着工物件

全着工物件

（JV非幹事物件は除く）

【緑化規制あり】
【緑化規制なし】

全新築物件
敷地面積 1,000m2以上

【緑化規制あり】
【緑化規制なし】

全着工物件

【緑化規制あり】 全着工物件

【緑化規制あり】 全着工物件

敷地面積 3,000m2以上

対象組織
大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

フジタ

大和リース

◇概要
自然と調和した街づくりを進めるにあたり、その進捗を測る指標として、一般財団法人

「建築環境・省エネルギー機構」が実施する環境共生住宅認定制度を活用しています。
認定にあたっては、戸建住宅においてはシステム供給型（認定No.CS2011-3、CS2011-4）
における認定を基本とし、大規模団地等の開発においては一部、団地供給型を併用して
います。また、分譲マンションにおいては主に個別供給型を活用しています。
◇算定式　環境共生住宅認定率（％）＝ Σ（分譲住宅における認定戸数（戸））
　　　　　　　　　　　　　　　 　÷ Σ（分譲住宅の販売戸数（戸））

◇概要
生物多様性ガイドライン【木材調達編】に基づき、認証木材・再生木材・当社推奨木材の
3種類の認定基準を定めています。
年一回、木材の供給サプライヤーに納入木材の実態調査を行い、認定基準への適合状
況を確認しています。

（認証木材・再生木材以外の木材については、Sランク：推奨、Aランク：標準、Bランク：
購入可、Cランク：改善の4段階に評価）

◇算定式
Cランク木材比率（％）＝Σ（Cランク木材の調達量（m3））÷Σ（全体の木材調達量（m3））

◇概要
国内の森林の多面的機能を維持向上させるため、木造住宅における構造材の国産化を
進めています。
◇算定式
国産木材比率（％）＝Σ（国産木材使用量（m3））÷Σ（全木材使用量（m3））

◇算定式
Cランク木材比率（％）＝Σ（Cランク木材の調達量（m3））÷Σ（全体の木材調達量（m3））

■ 環境共生住宅認定

■ 調達木材

■ 国産木材比率

※2015年度に評価基準を一部改訂

※2012年度の国産木材比率について、環境報告書2015に掲載した数値を訂正します。

※S、A、Bランク木材も同様に算出

◇対象範囲

◇対象範囲

部　門 対象組織
認定戸数 認定率

対象範囲

戸建住宅事業

マンション事業

大和ハウス工業 全販売物件

全販売物件

分譲住宅の全販売物件

大和ハウス工業

部　門 対象組織 対象範囲
戸建住宅事業
賃貸住宅事業

大和ハウス工業 建設した戸建住宅（鉄骨造・木造）

建設した木造建築物、医療介護・住居系建築物

販売した分譲マンション（サンプル物件）

販売した木製品
製造した木質建材

大和ハウス工業・
大和リース・フジタ

大和ハウス工業・
コスモスイニシア

商業・
事業施設事業

※対象部材：構造材、桟木、下地材、合板、床材

その他

マンション事業

ロイヤルホームセンター
デザインアーク

建設した工業化賃貸住宅（鉄骨造）大和ハウス工業

◇対象範囲
部　門 対象組織 対象範囲

戸建住宅事業 大和ハウス工業 木造住宅における構造材

部　門 対象組織 対象範囲
戸建住宅事業
賃貸住宅事業

建設した戸建住宅（鉄骨造・木造）

建設した木造建築物、医療介護・住居系建築物

販売した分譲マンション（サンプル物件）

販売した木製品
製造した木質建材

商業・
事業施設事業

※対象部材：構造材、桟木、下地材、合板、床材

その他

マンション事業

建設した工業化賃貸住宅（鉄骨造）
大和ハウス工業

大和ハウス工業・
大和リース・フジタ

大和ハウス工業・
コスモスイニシア

ロイヤルホームセンター
デザインアーク

大和ハウス工業

◇対象範囲
対象組織 対象範囲

開発 大和ハウス工業 開発面積3,000m2以上の自社開発事業

部　門

◇概要
生物多様性自主基準【開発】とは、生物多様性ガイドライン【開発・街づくり編】に基づき、大
規模開発事業を対象に大和ハウス工業が独自に定めた30項目からなる評価ツールにおい
て、評価ランクがBランク以上となることをいいます。対象物件ごとに担当者による評価を
行い、本社部門にて基準への適合状況を確認しています。

◇概要
緑被面積とは、大和ハウスグループが分譲住宅の販売や建築請負とともに実施する外構
工事において、緑化を行った総面積をいいます。

◇算定式
生物多様性自主基準適合率（％）＝Σ（自主基準適合物件の敷地面積（m2））
　　　　　　　　　　　　　　÷Σ（評価対象物件の敷地面積（m2））

◇算定式
緑被面積（m2） ＝ Σ（各事業における対象物件の緑被面積（m2））

〈環境データの算定方法、対象範囲〉

■ 【開発】生物多様性自主基準適合率

■ 【街づくり】緑被面積

※建築面積とは建物の水平投影面積のこと（ただし、戸建住宅においては、想定建築面積（＝敷地面積×
   法定建ぺい率）を用いています）

◇対象範囲

部　門
戸建住宅事業

賃貸住宅事業

マンション事業

商業・
事業施設事業

都市開発事業

対象範囲
分譲住宅の全販売物件

全着工物件

全着工物件

（JV非幹事物件は除く）

【緑化規制あり】
【緑化規制なし】

全新築物件
敷地面積 1,000m2以上

【緑化規制あり】
【緑化規制なし】

全着工物件

【緑化規制あり】 全着工物件

【緑化規制あり】 全着工物件

敷地面積 3,000m2以上

対象組織
大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

フジタ

大和リース

◇概要
自然と調和した街づくりを進めるにあたり、その進捗を測る指標として、一般財団法人

「建築環境・省エネルギー機構」が実施する環境共生住宅認定制度を活用しています。
認定にあたっては、戸建住宅においてはシステム供給型（認定No.CS2011-3、CS2011-4）
における認定を基本とし、大規模団地等の開発においては一部、団地供給型を併用して
います。また、分譲マンションにおいては主に個別供給型を活用しています。
◇算定式　環境共生住宅認定率（％）＝ Σ（分譲住宅における認定戸数（戸））
　　　　　　　　　　　　　　　 　÷ Σ（分譲住宅の販売戸数（戸））

◇概要
生物多様性ガイドライン【木材調達編】に基づき、認証木材・再生木材・当社推奨木材の
3種類の認定基準を定めています。
年一回、木材の供給サプライヤーに納入木材の実態調査を行い、認定基準への適合状
況を確認しています。

（認証木材・再生木材以外の木材については、Sランク：推奨、Aランク：標準、Bランク：
購入可、Cランク：改善の4段階に評価）

◇算定式
Cランク木材比率（％）＝Σ（Cランク木材の調達量（m3））÷Σ（全体の木材調達量（m3））

◇概要
国内の森林の多面的機能を維持向上させるため、木造住宅における構造材の国産化を
進めています。
◇算定式
国産木材比率（％）＝Σ（国産木材使用量（m3））÷Σ（全木材使用量（m3））

◇算定式
Cランク木材比率（％）＝Σ（Cランク木材の調達量（m3））÷Σ（全体の木材調達量（m3））

■ 環境共生住宅認定

■ 調達木材

■ 国産木材比率

※2015年度に評価基準を一部改訂

※2012年度の国産木材比率について、環境報告書2015に掲載した数値を訂正します。

※S、A、Bランク木材も同様に算出

◇対象範囲

◇対象範囲

部　門 対象組織
認定戸数 認定率

対象範囲

戸建住宅事業

マンション事業

大和ハウス工業 全販売物件

全販売物件

分譲住宅の全販売物件

大和ハウス工業

部　門 対象組織 対象範囲
戸建住宅事業
賃貸住宅事業

大和ハウス工業 建設した戸建住宅（鉄骨造・木造）

建設した木造建築物、医療介護・住居系建築物

販売した分譲マンション（サンプル物件）

販売した木製品
製造した木質建材

大和ハウス工業・
大和リース・フジタ

大和ハウス工業・
コスモスイニシア

商業・
事業施設事業

※対象部材：構造材、桟木、下地材、合板、床材

その他

マンション事業

ロイヤルホームセンター
デザインアーク

建設した工業化賃貸住宅（鉄骨造）大和ハウス工業

◇対象範囲
部　門 対象組織 対象範囲

戸建住宅事業 大和ハウス工業 木造住宅における構造材

部　門 対象組織 対象範囲
戸建住宅事業
賃貸住宅事業

建設した戸建住宅（鉄骨造・木造）

建設した木造建築物、医療介護・住居系建築物

販売した分譲マンション（サンプル物件）

販売した木製品
製造した木質建材

商業・
事業施設事業

※対象部材：構造材、桟木、下地材、合板、床材

その他

マンション事業

建設した工業化賃貸住宅（鉄骨造）
大和ハウス工業

大和ハウス工業・
大和リース・フジタ

大和ハウス工業・
コスモスイニシア

ロイヤルホームセンター
デザインアーク

大和ハウス工業

◇対象範囲
対象組織 対象範囲

開発 大和ハウス工業 開発面積3,000m2以上の自社開発事業

部　門

◇概要
生物多様性自主基準【開発】とは、生物多様性ガイドライン【開発・街づくり編】に基づき、大
規模開発事業を対象に大和ハウス工業が独自に定めた30項目からなる評価ツールにおい
て、評価ランクがBランク以上となることをいいます。対象物件ごとに担当者による評価を
行い、本社部門にて基準への適合状況を確認しています。

◇概要
緑被面積とは、大和ハウスグループが分譲住宅の販売や建築請負とともに実施する外構
工事において、緑化を行った総面積をいいます。

◇算定式
生物多様性自主基準適合率（％）＝Σ（自主基準適合物件の敷地面積（m2））
　　　　　　　　　　　　　　÷Σ（評価対象物件の敷地面積（m2））

◇算定式
緑被面積（m2） ＝ Σ（各事業における対象物件の緑被面積（m2））

〈環境データの算定方法、対象範囲〉

■ 【開発】生物多様性自主基準適合率

■ 【街づくり】緑被面積

※建築面積とは建物の水平投影面積のこと（ただし、戸建住宅においては、想定建築面積（＝敷地面積×
   法定建ぺい率）を用いています）

◇対象範囲

部　門
戸建住宅事業

賃貸住宅事業

マンション事業

商業・
事業施設事業

都市開発事業

対象範囲
分譲住宅の全販売物件

全着工物件

全着工物件

（JV非幹事物件は除く）

【緑化規制あり】
【緑化規制なし】

全新築物件
敷地面積 1,000m2以上

【緑化規制あり】
【緑化規制なし】

全着工物件

【緑化規制あり】 全着工物件

【緑化規制あり】 全着工物件

敷地面積 3,000m2以上

対象組織
大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

フジタ

大和リース

◇概要
自然と調和した街づくりを進めるにあたり、その進捗を測る指標として、一般財団法人

「建築環境・省エネルギー機構」が実施する環境共生住宅認定制度を活用しています。
認定にあたっては、戸建住宅においてはシステム供給型（認定No.CS2011-3、CS2011-4）
における認定を基本とし、大規模団地等の開発においては一部、団地供給型を併用して
います。また、分譲マンションにおいては主に個別供給型を活用しています。
◇算定式　環境共生住宅認定率（％）＝ Σ（分譲住宅における認定戸数（戸））
　　　　　　　　　　　　　　　 　÷ Σ（分譲住宅の販売戸数（戸））

◇概要
生物多様性ガイドライン【木材調達編】に基づき、認証木材・再生木材・当社推奨木材の
3種類の認定基準を定めています。
年一回、木材の供給サプライヤーに納入木材の実態調査を行い、認定基準への適合状
況を確認しています。

（認証木材・再生木材以外の木材については、Sランク：推奨、Aランク：標準、Bランク：
購入可、Cランク：改善の4段階に評価）

◇算定式
Cランク木材比率（％）＝Σ（Cランク木材の調達量（m3））÷Σ（全体の木材調達量（m3））

◇概要
国内の森林の多面的機能を維持向上させるため、木造住宅における構造材の国産化を
進めています。
◇算定式
国産木材比率（％）＝Σ（国産木材使用量（m3））÷Σ（全木材使用量（m3））

◇算定式
Cランク木材比率（％）＝Σ（Cランク木材の調達量（m3））÷Σ（全体の木材調達量（m3））

■ 環境共生住宅認定

■ 調達木材

■ 国産木材比率

※2015年度に評価基準を一部改訂

※2012年度の国産木材比率について、環境報告書2015に掲載した数値を訂正します。

※S、A、Bランク木材も同様に算出

◇対象範囲

◇対象範囲

部　門 対象組織
認定戸数 認定率

対象範囲

戸建住宅事業

マンション事業

大和ハウス工業 全販売物件

全販売物件

分譲住宅の全販売物件

大和ハウス工業

部　門 対象組織 対象範囲
戸建住宅事業
賃貸住宅事業

大和ハウス工業 建設した戸建住宅（鉄骨造・木造）

建設した木造建築物、医療介護・住居系建築物

販売した分譲マンション（サンプル物件）

販売した木製品
製造した木質建材

大和ハウス工業・
大和リース・フジタ

大和ハウス工業・
コスモスイニシア

商業・
事業施設事業

※対象部材：構造材、桟木、下地材、合板、床材

その他

マンション事業

ロイヤルホームセンター
デザインアーク

建設した工業化賃貸住宅（鉄骨造）大和ハウス工業

◇対象範囲
部　門 対象組織 対象範囲

戸建住宅事業 大和ハウス工業 木造住宅における構造材

部　門 対象組織 対象範囲
戸建住宅事業
賃貸住宅事業

建設した戸建住宅（鉄骨造・木造）

建設した木造建築物、医療介護・住居系建築物

販売した分譲マンション（サンプル物件）

販売した木製品
製造した木質建材

商業・
事業施設事業

※対象部材：構造材、桟木、下地材、合板、床材

その他

マンション事業

建設した工業化賃貸住宅（鉄骨造）
大和ハウス工業

大和ハウス工業・
大和リース・フジタ

大和ハウス工業・
コスモスイニシア

ロイヤルホームセンター
デザインアーク

大和ハウス工業

◇対象範囲
対象組織 対象範囲

開発 大和ハウス工業 開発面積3,000m2以上の自社開発事業
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③生物多様性ガイドライン【開発・街づくり編】

1.自然環境のポテンシャルの把握
敷地とその周辺を含む生物環境に関する立地特性を把握し、それに基
づき、生物環境の保全と創出に係わる方針を示します。

2.緑の保全・創出
地域適合種を積極的に取り入れ、緑の量・質の確保に努めるとともに、
野生小動物の生息域の確保やその植栽条件に配慮した緑地づくりを
提案します。

3.野生小動物の生息・生育環境への配慮
野生小動物等の生息行動を促す緑地や水域を整備するなど、その生
息・生育環境への配慮に努めます。

4.生態系ネットワーク形成のための配慮
生態系のつながりを重視し、生物の移動に配慮して、緑地配置や土地
利用の連続性の確保に努めます。

5.工事中の影響の低減
周辺に生息する動植物に配慮し、騒音・振動・排気などの影響の低減に
努めます。

6.維持管理面における配慮
良好な生物環境を維持していくため、緑地の維持管理に必要な設備や
管理方針を計画・提案します。

自然環境との調和

生物多様性宣言

生物多様性 基本理念

（１）取引先行動規範

（２）企業活動ガイドライン

（３）物品ガイドライン

化学物質管理ガイドライン

③生物多様性ガイドライン
  【開発・街づくり編】

①生物多様性ガイドライン
   【木材調達編】

②合法性・持続可能性評価項目

生物多様性宣言
（2010年10月制定）

CSR調達ガイドライン
（2015年7月制定）

私たちは、グローバル社会の一員として、生物多様性が生み出す
自然の恵みを認識し、生態系に配慮した事業活動に努め、人と自
然が『共創共生』する社会の持続可能な発展に貢献します。

1.人と自然が共生する事業活動の推進
自然の恵みの重要性を認識し、事業活動と自然の循環機能で
ある大気・水・土・生物などとの調和を図ります。

2.人と自然が共創する街づくりの提案
建設時における生物多様性への影響を認識し、回避・低減に努
めるとともに、生態系に配慮した街づくりの提案を行います。

3.生態系に配慮した資源の利用
生物多様性に関する法令遵守に留まらず、高い倫理観に基づ
き、サプライヤーと協働で、持続可能な資源の利用に努めます。

4.研究開発による貢献
グローバルな視点から、生物多様性保全に係わる研究開発を
推進し、その成果を社会と共有します。

5.ステークホルダーとの連携と対話
地方公共団体やNGOなどのステークホルダーとの対話と連
携により、事業活動と社会貢献活動の両面から生物多様性保
全への取り組みの環を拡げます。

①生物多様性ガイドライン【木材調達編】

1.認証木材
FSC（森林管理協議会）、PEFC（PEFC 森林認証プログラム）、SGEC

（「緑の循環」認証会議）より認証を受けている木材を調達します。

2.再生木材
建設廃材のリサイクル木材（パーティクルボード※など）を調達します。

3.当社推奨木材
認証木材、再生木材に該当しない木材のうち、合法性と持続可能性を
確認し、一定レベル以上と判断された木材を調達します。

※木材のチップに接着剤を加え、一定の面積と厚さに加熱成形した板状の製品。

②合法性・持続可能性評価項目 

（1）合法性の確認
(a) 供給源が明らかであること（原木供給地までのトレーサビリティ）
(b) 伐採権のあることが確認できること
(c) 森林に関する法令およびその他関連規則が遵守されていること

（2）持続可能性の確認
以下の8項目について総合的に持続可能性を判断します。
(a) 伐採した木材が絶滅危惧種でないこと
(b) 伐採方法が天然林の大伐採でないこと
(c) 伐採地および周辺エリアの絶滅危惧種の保全に配慮されている

こと
(d) 紛争地産の木材でないこと
(e) 産地政府の法的労働諸条件を満たしていること
( f ) 森林備蓄量が維持可能なこと（伐採後も区域内の森林が再生可

能なこと）
(g) 日本の国産木材
(h) 利用可能になるまでの時間が短い早生木材

　　　  （早生木材の育成にあたり、天然木の大伐採がないこと）

生物多様性 行動指針

C
S
R
経
営
の
基
盤

環
境

株
主

地
域
市
民

取
引
先

従
業
員

お
客
さ
ま

経
営
の
考
え
方
と
全
体
像

外
部
評
価
・
デ
ー
タ
集

C
S
R
経
営
の
基
盤

環
境

株
主

地
域
市
民

取
引
先

従
業
員

お
客
さ
ま

経
営
の
考
え
方
と
全
体
像

外
部
評
価
・
デ
ー
タ
集

C
S
R
経
営
の
基
盤

環
境

株
主

地
域
市
民

取
引
先

従
業
員

お
客
さ
ま

経
営
の
考
え
方
と
全
体
像

外
部
評
価
・
デ
ー
タ
集

C
S
R
経
営
の
基
盤

環
境

株
主

地
域
市
民

取
引
先

従
業
員

お
客
さ
ま

経
営
の
考
え
方
と
全
体
像

外
部
評
価
・
デ
ー
タ
集

223 DaiwaHouseGroup Sustainability Report 2019



資源保護

廃棄物排出量

自社活動

■ 【全体】建築・解体廃棄物排出量の内訳（処理別）
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

リサイクル
マテリアル 95.4 93.8 93.2 93.7 94.5 94.6 93.8
サーマル 2.0 2.2 2.8 2.3 2.0 2.1 2.2
中和処理 ー ー 0.01 0.03 0.05 0.1 0.6

最終処分
単純焼却 0.07 0.04 0.03 0.03 0.05 0.0 0.0
埋め立て 2.6 3.8 3.9 3.7 3.4 3.2 3.4
その他 0.05 0.13 0.12 0.17 0.05 0.0 0.0

単位：％

■ 【全体】リサイクル率の推移（部門別）
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

生産 97.6 98.6 98.8 98.7 98.6 97.6 99.9
新築 93.4 96.3 96.5 93.5 97.7 98.1 98.0
土木 99.8 99.8 98.8 99.3 99.8 98.5 99.2
改修 77.4 75.9 77.4 78.7 80.0 81.8 83.1
解体 96.9 95.4 95.8 96.5 96.0 96.6 96.3

単位：%

■ 【全体】建設・解体廃棄物排出量

2013

1,602.1

1,097.1 

234.8
142.0142.0

79.079.0

37.337.3

2014
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40.940.9
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2016

2,074.6
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273.7
142.5142.5

231.6
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2015

1,806.0

1,285.8

236.6
132.0132.0

97.8

41.241.2

2012

1,523.9

950.9

341.5

147.5147.5

72.172.1

0.70.7

（千t）
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■ 【全体】建築・解体廃棄物排出量の内訳
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■ 【生産】廃棄物排出量と原単位

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
大和ハウス工業 10,495 11,184 11,047 11,712 13,333 12,798 11,912
大和リース 216 205 188 246 218 125 138
デザインアーク 593 582 546 593 601 401 420

■ 【生産】廃棄物排出量（会社/部門別） 単位：t

ｔ
12,470
(2018年度)
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■ 【生産】廃棄物排出量の内訳
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（千t） （kg/㎡）
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■ 【新築】廃棄物排出量と原単位
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■ 【新築】廃棄物排出量の内訳

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
大和ハウス工業（住宅系） 18,441 21,243 19,105 18,995 17,920 17,534 16,757
大和ハウス工業（建築系） 59,106 61,662 70,914 64,798 70,759 72,861 74,591
大和リース 16,745 19,265 18,350 25,124 26,471 23,052 16,778
フジタ 53,219 39,807 26,553 23,059 22,403 21,870 22,651

■ 【新築】廃棄物排出量（会社・部門別） 単位：t

■ グリーン購入比率

（%）

0
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目標 実績
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グリーン購入比率・紙使用量・鋼材使用量

■ 紙使用量
（t）

0
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実績

1,1651,181 1,204

（年度）2014 2017

1,147

2018

1,285

20162015

■ 鋼材使用量
2014 2015 2016 2017 2018

大和ハウス工業 210,171 204,826 209,793 224,863 186,794

単位：t

分類 No. 品目名 分類 No. 品目名
土壌 1 土壌改良材

下地
16 製材

仮設 2 メッシュシート 17 合板
型枠 3 代替型枠 18 フリーアクセスフロア

コンク
リート

4 混合セメント

仕上

19 ガラス

5 エコセメント・
コンクリート製品 20 タイル

6 再生アスファルト
コンクリート 21 水性塗料

7 再生砕石 22 タイルカーペット

舗装他
8 ブロック 23 フローリング
9 透水性舗装 24 ビニル系床材
10 屋上緑化 25 エコロジークロス

鋼材 11 再生鋼材 26 布製ブラインド

下地

12 再生木質ボード

設備

27 エアコン

13 石膏ボード 28 ガスヒートポンプ式
冷暖房機

14 岩綿吸音板 29 変圧器

15 断熱・吸音材 30 蛍光灯照明器具、
ランプ

■ グリーン調達30品目
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〈環境データの算定方法、対象範囲〉

■ 紙使用量・グリーン購入比率
◇概要

紙使用量については、購入量（m2）での実績値を重量換算して算定しています。
また、事務所で使用する物品について、主要6品目（コピー用紙、帳票類、カタログ類、
事務用品類、オフィス家具、OA機器）に、当社独自の「グリーン購入基準」を設定して
います。グリーン購入比率の算出にあたっては、金額ベースとし、下記算定式にて算
定しています。

◇算定式

◇対象範囲等

部門 対象組織 対象範囲
（拠点数は2019年3月末現在）

事務 大和ハウス工業 事務所（本社・支社・支店・営業所）・研究所
のすべて  計 219ヵ所

紙使用量（t）　＝　Σ（紙購入量（m2）　×　単位面積あたりの重量（t/m2））　
グリーン購入比率（％） ＝　Σ（グリーン購入適合品の購入金額（円））　
 ÷　Σ（対象品目の全購入金額（円））

■ 建設・解体廃棄物排出量、リサイクル率
◇概要

工場・施工現場で発生する建設副産物のうち、有価売却したものを除いたものを「建
設廃棄物」と定義しています。また、同じ施工現場においても、解体に伴う廃棄物は

「解体廃棄物」として区別しています。さらに、土工事に伴う「建設発生土」や「建設
汚泥」に関しては、「建設廃棄物」には含めていません。また、生産部門の原単位分母
には各工場の「売上高」の合計を用いており、施工部門の原単位分母には各現場の

「売上面積」の合計を用いています。

◇算定式

◇対象範囲等

部門 対象組織 対象範囲
生産 大和ハウスグループ 生産拠点のすべて

新築 大和ハウスグループ 新築現場のすべて

土木 フジタ 土木現場のすべて

改修 大和ハウスグループ 改修現場のすべて（一部、小規模現場を除く）

解体 大和ハウスグループ 解体現場のすべて
【生産】建設廃棄物排出量（t） ＝　Σ（建設副産物発生量（t））
 －　Σ（有価売却量（t））

【新築】建設廃棄物排出量（t） ＝　Σ（建設副産物発生量（t））
 －　Σ（有価売却量（t））
 －　Σ（建設汚泥発生量（t））

【共通】建設廃棄物リサイクル率（％） ＝　Σ {（マテリアルリサイクル量（t））
 ＋　（サーマルリサイクル量（t））}
 ÷　Σ（建設廃棄物排出量（t））
※リサイクル率の算定においては、建設汚泥を含む

■ グリーン購入基準
分類 主な対象 基準名

紙類
カタログ等 森林認証紙を使用していること。
コピー用紙、帳票類 次のⅰ～ⅲのうち1つ以上の条件を満たしていること。

　ⅰ）エコマーク※1認定品であること。
　ⅱ）グリーン購入法適合品であること。
　ⅲ）GPNデータベース※2掲載品であること。

文具類 事務用品

オフィス家具 いす、机、棚、収納用什器（棚以外）、
ローパーテーションなど

（社）日本オフィス家具協会（JOIFA）が環境物品として推奨する
商品（グリーン購入法適合品）であること。

OA機器類

コピー機等、複合機、FAX
次のⅰ～ⅱのうち1つ以上の条件を満たしていること。
　ⅰ）グリーン購入法適合品であること。
　ⅱ）国際エネルギースターロゴ※3がついていること。

パソコン、プリンター等
次のⅰ～ⅲのうち1つ以上の条件を満たしていること。
　ⅰ）グリーン購入法適合品であること。
　ⅱ）国際エネルギースターロゴ※3がついていること。
　ⅲ）PCグリーンラベル制度※4認定品であること。

※1 エコマーク：
環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境ラベル。

（財）日本環境協会が審査している。
※2 GPNデータベース：

グリーン購入ネットワーク（GPN）が運営する環境配慮製品
のデータベース。

※3 国際エネルギースターロゴ：
国際エネルギースタープログラムによる省エネ基準を満たし
たOA機器に表示されるロゴマーク

※4 PCグリーンラベル制度：
環境に配慮したパソコン製品に関するラベリング制度。（有）パ
ソコン3R推進センターが実施。

グリーン調達30品目
◇概要

当社商業施設事業で、再生建材活用の一環として2008年に制定。30品目中10品目
以上採用できた物件※を「グリーン調達現場」としています。

※床面積2,000m2以上の新築現場が対象
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資源保護

自社活動

水使用量

2014 2015 20182017

（千m3） （m3/億円）

20,000

15,000

5,000

10,000

0 0

350

280

210

140

70

（年度）

253.8

218.5
237.4

273.9

9,0539,0118,1027,882

2012

317.2

7,551

総量（実績）

234.7

2016

248.3

8,724

目標 実績

■ 水使用量（取水量）と原単位

■ 水使用量（取水量）（部門別）
2014 2015 2016 2017 2018 

オフィス 285 271 282 294 283
生産 372 346 307 305 285
物流・配送センター 53 54 55 53 52
施工 1,423 1,473 1,626 1,496 1,206
商業施設・店舗 642 637 680 908 1,146
リゾート・スポーツ施設 4,087 4,261 4,606 4,537 4,530
ホテル・介護施設 1,020 1,061 1,167 1,416 1,552
駐車場 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3

単位：千ｍ3

■ 水使用量（取水量）（種類別）
2014 2015 2016 2017 2018 

上水 6,380 6,371 6,948 6,825 7,328
地下水 1,185 1,405 1,280 1,566 1,240
温泉 307 316 327 341 328
工業用水 0 0 158 163 152
再生水 9 10 11 114 1
雨水 3 3

単位：千ｍ3

■ 海外拠点の水使用量（取水量）（地域別）
2016 2017 2018 

アジア 121 96 519
中東 56.8 0.003 0
北アメリカ 0.1 0.1 0
中南米 0 0.1 0
オセアニア 135 120 56
計 313 216 575

単位：千ｍ3

■ 海外拠点の排出量（放流先別）
2016 2017 2018 

半塩水取水源／海 60 57 13
下水道 178 96 63
他の組織への排水 12 13 4
計 250 166 80

単位：千ｍ3

■ 海外拠点の水使用量（取水量）（部門別）
2016 2017 2018 

オフィス 178 96 27
生産 　 　 16
施工 　 　 500
リゾート施設 135 120 32
計 313 216 575

単位：千ｍ3

■ 海外拠点の水使用量（種類別）
2016 2017 2018

上水 178 95 317
地下水 135 120 32
工場用水 　 　 16
再生水 　 　 209
計 313 215 575

単位：千ｍ3

■ 排水量（放流先別）
2016 2017 2018 

河川・湖畔 1,242 1,088 963
半塩水取水源/海 621 602 456
下水道 5,172 5,228 6,109
計 7,036 6,917 7,528

単位：千ｍ3

千ｍ３
9,053
(2018年度)

0.6%
施工 13.3%

物流・配送センター

12.7%リゾート・スポーツ施設
50.0%

商業施設・店舗

ホテル・介護施設
17.1%

駐車場
0.0%

オフィス 3.1%

上水
80.9%

地下水 13.7%
温泉 3.6%
工業用水 1.7% 再生水0.0%

雨水 0.0%

千ｍ３
9,053
(2018年度)

生産 3.1%

（部門別）

（種類別）

■ 水使用量（取水量）の内訳

■ 木材生産国の水リスク評価結果                                                             

国 調達割合
リスクレベル　

現在 2020年 2030年 2040年
日本 25% 3.1 2.31 2.31 2.24

フィンランド 18% 1.0 1.45 1.72 1.86
中国 18％ 2.9 3.3 3.29  3.30

その他
17ヵ国 9% 3未満

カナダ 7% 1.2 1.04 1.13  1.26
その他
6ヵ国 5% 3以上

不明
（再生材等） 18%  

（リスクレベル）0-1:低、1-2:低～中、2-3:中～高、3-4:高、4-5:非常に高い
出 典： WRI-Aqueduct Country and River Basin Rankings、Aqueduct Projected 

Water Stress Country Rankings
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施設 会社名 規模 節水対策

リゾート
施設

大和リゾート 4ホテル 節水シャワーの設置

西脇ロイヤル
ホテル

11室 節水シャワーヘッドへの交換
7室 客室水栓のシングルレバーへの交換

スポーツ
施設

スポーツクラブ
NAS

新規1店舗 無水トイレの設置
新規2店舗 節水シャワーの設置

ダイワロイヤル
ゴルフ

5ゴルフ場 節水型蛇口への交換
5ゴルフ場 節水シャワーヘッドへの交換
3ゴルフ場 給排水管更新（漏水防止）

ホテル
ダイワロイヤル 新規 6ホテル 浴槽水栓に定量止水栓を採用
大阪マルビル 156室 節水シャワーヘッドへの交換

商業施設 大和ハウス工業 1店舗 トイレ、蛇口に節水装置を設置

長期優良住宅認定率

資源循環型建築商品

商品・サービス

90.0
（%）

0

100

80

60

83.0

83.784.8 83.583.3

（年度）2014 201820172015 2016

目標 実績

■ 長期優良住宅認定率

（年度）2015 2016 20182017

30.4
26.9

27.3

30.3

（%）

0

40

30

20

10

実績

31.0

目標

■ 資源循環型建築商品（システム建築）重点用途採用率

◇算定式
長期優良住宅認定率（％）
　

◇対象範囲

◇算定式
システム建築重点用途採用率（％）
　

◇対象範囲

＝　∑（長期優良住宅認定棟数（棟））
÷　∑（全販売物件棟数（棟））

＝　∑（システム建築を採用した重点用途物件の床面積）
÷　∑（重点用途物件の床面積）

部門 対象組織 対象範囲
戸建住宅事業 大和ハウス工業 全販売物件

部門 対象組織 対象範囲

商業・事業施設事業 大和ハウス工業
【採用棟数】 全着工物件（鉄骨造）
【重点用途】 コンビニエンスストア、
　　　　　 ドラッグストア、介護施設

■ 長期優良住宅認定率

■ 資源循環型建築商品

◇概要
資源の有効利用を進めるにあたり、その進捗を測る指標として、「長期優良住宅の普
及の促進に関する法律」に基づく、「長期優良住宅認定制度」を活用しています。同認
定制度においては、構造躯体等の劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易
性、高齢者等対策、省エネルギー対策、一定以上の住宅規模、および良好な景観の形成
への配慮等の要件が定められています。

◇概要
構造躯体や外壁を規格化し工場で製作するシステム建築商品は、施工現場での廃棄
物の発生抑制につながり、分別解体が容易という特徴を持っています。こうしたシス
テム建築商品を「資源循環型建築商品」と定義しており、現在展開中のシステム建築
商品は、ダイワフレスト、ダイワコンフォルト、D'sオプト、D'sリード、D'sウッド、D's
サージュの6種類があり、コンビニエンスストア、ドラッグストア、介護施設を重点用途
としています。

■ 各施設での節水対策

■ 各施設での水のリサイクル

施設名 リサイクル方法 水のリサイクル量
（リサイクル率）

大和ハウス
大阪本社ビル

空調設備などからの排水や雨
水を中水処理してトイレ洗浄用
水として再利用

5,451㎥（12％）

大和ハウス
東京本社ビル

冷却塔補給水、レストラン、館
内で使用した水から中水を製造
し、トイレ洗浄水に利用

8,678㎥（16％）

Hotel & Resorts 
MINAMIAWAJI

雑排水をトイレ洗浄水、散水に
利用 約30㎥（0.03％）

Royal Hotel 
沖縄残波岬

浄化槽処理水をろ過、滅菌し、
散水に利用 約30㎥（0.01％）

■ 水使用量
◇概要

上水、地下水、温泉の年間使用量の合計値とし、各拠点での購買データを基に算定し
ています。
なお、施工部門については、サンプル調査によって把握した売上床面積あたりの水使
用量に集計期間の売上床面積を乗じて全体を推計しています。

◇対象範囲

部門 対象組織 対象範囲（拠点数は2019年3月末現在）

オフィス 大和ハウス
グループ

事務所（本社・支社・支店・
営業所）・研究所・研修セ
ンター・展示場・モデル
ルームのすべて

計 　 962ヵ所

生産 大和ハウス
グループ 生産拠点のすべて 計 　　33ヵ所

物流・
配送センター

大和ハウス
グループ

部材輸送等に要する配
送センターのすべて（自
社運営のみ）

計 　　63ヵ所

施工 大和ハウス
グループ

住宅・建築の新築工事、
土木工事の施工現場 

（解体・改修工事は除く）

新築工事 ： 計 6,793千m2

土木工事 ： 計 　　169件

商業施設・店舗 大和ハウス
グループ

当社が運営する商業施設・店
舗（原則、テナント部は除く） 計  　511ヵ所

リゾート・スポーツ
施設

大和ハウス
グループ

当社が運営するリゾートホ
テル・ゴルフ場・スポーツク
ラブ・温浴施設・レストラン

計  　116ヵ所

ホテル・
介護施設

大和ハウス
グループ

当社が運営する都市型
ホテル・介護施設 計 　　73ヵ所

海外
拠点

（参考）

オフィス 大和ハウス
グループ 事務所 計 　　63ヵ所

リゾート
施設

大和ハウス
グループ

当社グループが運営す
るリゾートホテル 計 　　  1ヵ所

生産 大和ハウス
グループ

当社グループが運営す
る工場 計 　　  1ヵ所

施工 大和ハウス
グループ 住宅・建築の新築工事 計 　　108社

〈環境データの算定方法、対象範囲〉 〈環境データの算定方法、対象範囲〉
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化学物質による汚染の防止

〈環境データの算定方法、対象範囲〉

◇対象範囲

部門 対象組織 対象範囲

生産 大和ハウスグループ 生産拠点のすべて 計　29ヵ所※

■ PRTR対象化学物質の排出・移動量
◇概要

化学物質排出把握管理促進法（PRTR法）で定められている第一種指定化学物質
462物質の排出・移動量とし、各拠点での購買データを基に算定しています。

◇対象範囲

部門 対象組織 対象範囲

生産 大和ハウス工業 生産拠点のすべて 計　4ヵ所※

■ NOx排出量
◇概要

環境省「環境報告ガイドライン2018年版」を参考に算出しています。

◇対象範囲

部門 対象組織 対象範囲

生産 大和ハウス工業 生産拠点のすべて 計　4ヵ所※

■ SOx排出量
◇概要

環境省「環境報告ガイドライン2018年版」を参考に算出しています。

（t）

0

400

300

200

100

（kg/百万円）

0

0.8

0.6

0.4

0.2

185.2
147.1 139.1 129.1 107.8125.5

0.539

0.721

0.4330.488
0.436

0.361
0.416

134.2

0.428

実績（排出量）目標 実績

（年度）2012 2013 2014 2018201720162015

■ PRTR対象化学物質排出・移動量と原単位

実績（総量）

2013 2014 2015 20182017

（t）

0

1,200

1,000

800

600

400

200

（kg/百万円）
2.2

（年度）

588.9 581.7 548.4 512.5559.8

2.039
2.157

1.941
1.854

1.717
1.857 2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

目標 実績

2016

580.4

1.852

■ VOC排出量と原単位

■ PRTR対象物質排出量の推移（会社・部門別）
部門別内訳 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
大和ハウス工業（住宅） 39.3 36.2 35.9 32.1 32.6 31.4 26.7 
大和ハウス工業（建築） 17.9 16.2 22.9 26.8 18.9 18.2 19.3 
大和リース 111.7 77.4 62.5 52.0 63.7 57.8 44.9 
デザインアーク 4.2 4.9 5.0 5.1 4.2 3.8 3.1 

単位：t

■ PRTR対象物質移動量の推移（会社・部門別）
部門別内訳 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
大和ハウス工業（住宅） 7.0 8.0 8.0 8.2 9.6 9.1 8.9 
大和ハウス工業（建築） 2.4 3.0 3.7 4.0 4.0 4.3 4.1 
大和リース 2.5 1.4 1.2 0.9 1.1 1.0 0.7 
デザインアーク 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

単位：t

■ 生産段階におけるNOx、SOx排出量
　 2017 2018
NOx排出量 0.38 1.16
SOx排出量 0.03 0.08

単位：t

■ VOC排出量の推移（部門別）
部門別内訳 2013 2014 2015 2016 2017 2018
大和ハウス工業（住宅） 229.4 245.6 224.4 250.7 235.0 195.7 
大和ハウス工業（建築） 134.9 134.4 127.9 112.3 106.6 103.5 
大和リース 219.4 196.6 190.9 213.1 214.1 209.9 
デザインアーク 5.1 5.1 5.2 4.4 4.1 3.4 

単位：t

◇対象範囲

部門 対象組織 対象範囲

生産 大和ハウスグループ 生産拠点のすべて 計　29ヵ所※

■ VOC排出量
◇概要

大阪府条例および日本塗料工業会が2010年度時点において選定した揮発性有機化
合物326物質の排出量とし、各拠点での購買データを基に算出しています。

調達・自社活動

対象地 検出物質 単位 基準値 最高濃度 対応状況

奈良工場
（第四工場）

ふっ素（溶出量） mg/L 0.8 2.3 形質変更時要届出区
域に指定されたが、土
壌汚染の掘削除去工
事を実施し、2018年
6月25日に区域解除
となりました。

ひ素（溶出量） mg/L 0.01 0.025

六価クロム（溶出量） mg/L 0.05 0.13

鉛（含有量） mg/kg 150 480

■ 自社保有地における土壌汚染対策状況

※ 大和ハウス工業（住宅）の2013年度～ 2016年度、大和ハウス工業（建築）の2016年度のVOC排出量につ
いて、排出係数修正に伴い、環境報告書2016に掲載した数値を訂正します。

※ PRTR法における排出量・移動量の届出が必要な工場

※ PRTR法における排出量・移動量の届出が必要な工場

※大気汚染防止法のばい煙発生施設に該当する工場

※大気汚染防止法のばい煙発生施設に該当する工場
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PRTR対象化学物質のマテリアルバランス

大気への排出量 93.9

取扱量 184.0

除去処理量 17.6

製品に含有されて
持ち出される量 58.7

キシレン
エチルベンゼン
トルエン
1,2,4-トリメチルベンゼン
1,3,5-トリメチルベンゼン

40.2
25.6
12.7
9.6
3.5

廃棄物・下水道への移動量 13.7
マンガン及びその化合物
亜鉛の水溶性化合物
キシレン
鉛
エチルベンゼン
トルエン
1,2,4-トリメチルベンゼン
その他

9.0
1.4
0.6
0.5
0.4
0.2
0.1
1.6

水域への排出 0.2
亜鉛の水溶性化合物 0.2

マンガン及びその化合物
酢酸ビニル
その他

1.2
0.9
0.3

単位：t

物質
番号 対象化学物質名 取扱量 消費量

移動量 排出量

除去処理量下水道への
移動の合計

当該事業所の
外への(廃棄物)

移動量
移動量合計 大気への

排出量
公共用水域への

排出量 排出量合計

80 キシレン 40,835 0 0 596 596 40,166 0 40,166 72 

412 マンガン及びその化合物 34,789 24,604 0 8,993 8,993 1,192 0 1,192 0 

53 エチルベンゼン 25,990 0 0 381 381 25,603 0 25,603 6 

448 メチレンビス（４，１－フェニレン）＝
ジイソシアネート 26,625 26,523 0 102 102 0 0 0 0 

300 トルエン 12,929 0 0 173 173 12,704 0 12,704 52 

71 塩化第二鉄 16,850 0 0 0 0 0 0 0 16,850 

296 １，２，４－トリメチルベンゼン 9,746 0 0 146 146 9,584 0 9,584 16 

1 亜鉛の水溶性化合物 6,911 5,388 15 1,356 1,370 0 152 152 0 

297 １，３，５－トリメチルベンゼン 3,518 0 0 52 52 3,466 0 3,466 0 

304 鉛 1,133 670 0 464 464 0 0 0 0 

134 酢酸ビニル 867 0 0 13 13 854 0 854 0 

 その他37物質 3,826 1,521 0 1,403 1,403 292 0 292 610 

 総計 184,020 58,706 15 13,678 13,693 93,862 152 94,014 17,606 

■ PRTR調査結果 単位：kg

P199～200  データ編 CSR調達ガイドライン関連ページ
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調  達 輸  送 居  住❸

研究・開発、営業・設計❶❷

❺ ❼ 

Input
エネルギー使用量

［内訳］
ガソリン
電力
都市ガス
再生可能エネルギー

（自家消費）
その他

436,721
296,596
77,538
4,128

32,648

847,631GJ 217.9千m3

水使用量

研究・開発
営業・設計

❶
❷

Output

CO2排出量 48.0千tー CO2

生産❹Output
CO2排出量
NOx排出量
SOx排出量

25.0千tー CO2

1.16t
0.08t

施工❻Output
CO2排出量

55.7千tー CO2

3.3千t
有価物排出量

11.3千t有価物排出量

建設廃棄物排出量(新築) 152.5千t

765.8千m3

水使用量（上水）

［内訳］
上水
地下水
工業用水
雨水

198.9
10.3
5.5
3.2

生産❹Input 施工❻Input
エネルギー使用量

［内訳］
電力
LPG
灯油
都市ガス
軽油
再生可能エネルギー（自家消費）
その他

407,633
70,411

201
41,582
13,376
1,394
2,940

537,539GJ 269.8千m3

水使用量 エネルギー使用量

［内訳］
電力
軽油
灯油
A重油

127,118
707,809
11,532
13,171

859,630GJ

［内訳］
上水
地下水

98.1
171.7

186,794t
資材購入量

［内訳］
住宅
建築

126,500
60,294

101,007m3

木材購入量

［内訳］
金属くず
ガラスくず及び
陶磁器くず
木くず
廃プラ

11.4 

37.6 
18.6 
17.7 

廃棄物排出量 12.7千t
［内訳］ 金属くず

ガラスくず及び陶磁器くず
木くず
廃プラ
汚泥
その他

0.2
7.0
3.1
0.8
0.8
0.9

汚泥
紙くず
その他

61.1 
5.6 
0.4 

建設廃棄物排出量(解体) 880.9千t
［内訳］

金属くず
ガラスくず及び
陶磁器くず
木くず
廃プラ

26.3

33.5
82.0
8.7

汚泥
がれき類
紙くず
その他

105.3
606.3

2.6
16.1

環境会計

①環境保全コスト

項目 主な内容

事業エリア内コスト

上下流コスト
管理活動コスト

大気・水質・騒音等の公害防止対策費 
地球温暖化の防止（省エネ）対策費 
廃棄物削減対策費 
水資源削減対策費 
グリーン購入費、通い箱購入費 
環境教育費、ＥＭＳ維持費等

合計

2018年度2014年度

3,089
75,754

654
508

6,644
502

87,151

投資額(千円) 投資額(千円)

②環境保全効果
効果の内容 項目 単位

事業エリア
内効果

投入資源に
関する効果

環境負荷および
廃棄物に関する
効果

2015年度 2018年度

537,539
603,890
12,680
25,032
41,384

269,781

2016年度

563,228
656,001
13,333
26,418
44,983

292,074

552,770
628,155
11,712
26,180
43,074

330,447

2014年度

521,614
619,095
11,047
25,016
42,453

356,730

③環境保全効果に伴う経済効果
内容

収益

費用節減

有価物売却費※

省エネルギー活動によるコスト削減額 
廃棄物削減活動によるコスト削減額
水資源削減活動によるコスト削減額   

合計

2015年度 2018年度

1,106
16,774
27,830

̶
45,710

2014年度

42,715
16,957
50,739

̶
110,411

単位：千円

※当年度に実施した環境保全効果の結果、得られた収益

<環境データの算定方法、対象範囲>
■ 環境負荷マテリアルフロー

◇対象期間：2018年4月1日～2019年3月31日
◇対象組織：大和ハウス工業（単体）
◇対象範囲：

■ 環境会計
◇対象期間：
　2018年4月1日～2019年3月31日
◇対象組織：大和ハウス工業（単体）
◇対象範囲：全9工場
◇参考にしたガイドライン：
　環境省「環境会計ガイドライン2018年版」

①研究・開発：
②営業・設計
④生産：生産拠点のすべて 
⑥施工（エネルギー・水）：住宅・建築の施工現場(新築)
　施工（建設廃棄物）：住宅・建築の施工現場(新築・解体)

◇算定基準：P208「環境データの算定と報告について」および、前項までの<環境データの算定方法>に加え、
　　　　　　エンドレスグリーンプログラム2018の目標管理対象外数値を含みます。

研究・開発❶ 営業・設計❷ 施  工❻生  産❹

事務所(本社・支社・支店・営業所)・研究所・研修センター・展示場のすべて
社用車および、マイカー許可車のすべて

4,654
37,344

156
1,317
3,298

595
47,364

552,654
620,421
13,008
25,888
42,544

289,956

7,623
237,228

0
2,450
7,212

653
255,165

2016年度

投資額(千円)

2017年度

2017年度

投資額(千円)

5,637
65,548

0
5,124
5,397

624
82,330

2015年度

投資額(千円)

18,895
50,478
2,088
2,029
2,019

455
75,964

環境負荷マテリアルフロー

原油換算エネルギー使用量(生産系)
原油換算エネルギー使用量（物流系）
廃棄物発生量
ＣＯ2排出量（生産系）
ＣＯ2排出量（物流系）
水資源使用量

233
5,613
5,309

0
11,155

39,552
83,606
6,907

16,066
146,131

2016年度 2017年度

1,696
11,025
22,715

̶
35,436

GJ
GJ
t

m3

t-CO2

t-CO2

環境負荷マテリアルフロー・環境会計

C
S
R
経
営
の
基
盤

環
境

株
主

地
域
市
民

取
引
先

従
業
員

お
客
さ
ま

経
営
の
考
え
方
と
全
体
像

外
部
評
価
・
デ
ー
タ
集

C
S
R
経
営
の
基
盤

環
境

株
主

地
域
市
民

取
引
先

従
業
員

お
客
さ
ま

経
営
の
考
え
方
と
全
体
像

外
部
評
価
・
デ
ー
タ
集

231 DaiwaHouseGroup Sustainability Report 2019



調  達 輸  送 居  住❸

研究・開発、営業・設計❶❷

❺ ❼ 

Input
エネルギー使用量

［内訳］
ガソリン
電力
都市ガス
再生可能エネルギー

（自家消費）
その他

436,721
296,596
77,538
4,128

32,648

847,631GJ 217.9千m3

水使用量

研究・開発
営業・設計

❶
❷

Output

CO2排出量 48.0千tー CO2

生産❹Output
CO2排出量
NOx排出量
SOx排出量

25.0千tー CO2

1.16t
0.08t

施工❻Output
CO2排出量

55.7千tー CO2

3.3千t
有価物排出量

11.3千t有価物排出量

建設廃棄物排出量(新築) 152.5千t

765.8千m3

水使用量（上水）

［内訳］
上水
地下水
工業用水
雨水

198.9
10.3
5.5
3.2

生産❹Input 施工❻Input
エネルギー使用量

［内訳］
電力
LPG
灯油
都市ガス
軽油
再生可能エネルギー（自家消費）
その他

407,633
70,411

201
41,582
13,376
1,394
2,940

537,539GJ 269.8千m3

水使用量 エネルギー使用量

［内訳］
電力
軽油
灯油
A重油

127,118
707,809
11,532
13,171

859,630GJ

［内訳］
上水
地下水

98.1
171.7

186,794t
資材購入量

［内訳］
住宅
建築

126,500
60,294

101,007m3

木材購入量

［内訳］
金属くず
ガラスくず及び
陶磁器くず
木くず
廃プラ

11.4 

37.6 
18.6 
17.7 

廃棄物排出量 12.7千t
［内訳］ 金属くず

ガラスくず及び陶磁器くず
木くず
廃プラ
汚泥
その他

0.2
7.0
3.1
0.8
0.8
0.9

汚泥
紙くず
その他

61.1 
5.6 
0.4 

建設廃棄物排出量(解体) 880.9千t
［内訳］

金属くず
ガラスくず及び
陶磁器くず
木くず
廃プラ

26.3

33.5
82.0
8.7

汚泥
がれき類
紙くず
その他

105.3
606.3

2.6
16.1

環境会計

①環境保全コスト

項目 主な内容

事業エリア内コスト

上下流コスト
管理活動コスト

大気・水質・騒音等の公害防止対策費 
地球温暖化の防止（省エネ）対策費 
廃棄物削減対策費 
水資源削減対策費 
グリーン購入費、通い箱購入費 
環境教育費、ＥＭＳ維持費等

合計

2018年度2014年度

3,089
75,754

654
508

6,644
502

87,151

投資額(千円) 投資額(千円)

②環境保全効果
効果の内容 項目 単位

事業エリア
内効果

投入資源に
関する効果

環境負荷および
廃棄物に関する
効果

2015年度 2018年度

537,539
603,890
12,680
25,032
41,384

269,781

2016年度

563,228
656,001
13,333
26,418
44,983

292,074

552,770
628,155
11,712
26,180
43,074

330,447

2014年度

521,614
619,095
11,047
25,016
42,453

356,730

③環境保全効果に伴う経済効果
内容

収益

費用節減

有価物売却費※

省エネルギー活動によるコスト削減額 
廃棄物削減活動によるコスト削減額
水資源削減活動によるコスト削減額   

合計

2015年度 2018年度

1,106
16,774
27,830

̶
45,710

2014年度

42,715
16,957
50,739

̶
110,411

単位：千円

※当年度に実施した環境保全効果の結果、得られた収益

<環境データの算定方法、対象範囲>
■ 環境負荷マテリアルフロー

◇対象期間：2018年4月1日～2019年3月31日
◇対象組織：大和ハウス工業（単体）
◇対象範囲：

■ 環境会計
◇対象期間：
　2018年4月1日～2019年3月31日
◇対象組織：大和ハウス工業（単体）
◇対象範囲：全9工場
◇参考にしたガイドライン：
　環境省「環境会計ガイドライン2005年版」

①研究・開発：
②営業・設計
④生産：生産拠点のすべて 
⑥施工（エネルギー・水）：住宅・建築の施工現場(新築)
　施工（建設廃棄物）：住宅・建築の施工現場(新築・解体)

◇算定基準：P208「環境データの算定と報告について」および、前項までの<環境データの算定方法>に加え、
　　　　　　エンドレスグリーンプログラム2018の目標管理対象外数値を含みます。

研究・開発❶ 営業・設計❷ 施  工❻生  産❹

事務所(本社・支社・支店・営業所)・研究所・研修センター・展示場のすべて
社用車および、マイカー許可車のすべて

4,654
37,344

156
1,317
3,298

595
47,364

552,654
620,421
13,008
25,888
42,544

289,956

7,623
237,228

0
2,450
7,212

653
255,165

2016年度

投資額(千円)

2017年度

2017年度

投資額(千円)

5,637
65,548

0
5,124
5,397

624
82,330

2015年度

投資額(千円)

18,895
50,478
2,088
2,029
2,019

455
75,964

環境負荷マテリアルフロー

原油換算エネルギー使用量(生産系)
原油換算エネルギー使用量（物流系）
廃棄物発生量
ＣＯ2排出量（生産系）
ＣＯ2排出量（物流系）
水資源使用量

233
5,613
5,309

0
11,155

39,552
83,606
6,907

16,066
146,131

2016年度 2017年度

1,696
11,025
22,715

̶
35,436

GJ
GJ
t

m3

t-CO2

t-CO2
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大和ハウス工業株式会社　サイトレポート

■ 環境パフォーマンスデータ

■ 環境法令等の遵守状況

単位
2016年度 2017年度 2018年度

総量 原単位 総量 原単位 総量 原単位

CO2排出量※1 t-CO2 2,918 0.16 2,516 0.17 2,401 0.19 
水使用量※1 m3 19,955 1.12 17,582 1.21 32,230 2.50 
廃棄物排出量※1 ｔ 795 0.045 615 0.04 493 0.04 
PRTR対象化学物質排出・移動量（住宅）※1 kg 2,662 0.16 2,246 0.17 1,929 0.18 
PRTR対象化学物質排出・移動量（建築）※2 kg 1,204 0.17 1,981 0.25 2,286 0.29 
VOC排出量（住宅）※1 kg 17,295 1.07 15,577 1.18 10,416 0.97 
VOC排出量（建築）※2 kg 7,524 1.09 9,557 1.23 14,445 1.83 

＜水質測定の結果＞ 単位 測定箇所 規制基準値 測定
法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）

生物化学的酸素要求量（BOD） mg/L 最終放流口 160 — 20 1.8 3.4 4 
化学的酸素要求量（COD_Mn） mg/L 最終放流口 160 — 20 6.0 6.4 4 
浮遊物質量（SS） mg/L 最終放流口 200 — 100 2.8 6.0 4 
ノルマルヘキサン抽出物質量（鉱油） mg/L 最終放流口 5 — — 1.0 1.0 4 
亜鉛（Zn）含有量 mg/L 最終放流口 2 — 2 0.2 0.2 4 
燐（リン）含有量（T-P） mg/L 最終放流口 16 — — 0.5 0.9 4 
ふっ素及びその化合物 mg/L 最終放流口 8 — — 1.2 1.8 4 

＜ばい煙測定の結果＞ 単位 測定箇所
規制基準値 測定

法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）
該当する施設はありません

＜騒音・振動＞ 単位 時間帯 計測場所 規制基準値 測定
法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）

騒音 dB
昼間 南側 55 — — 54 54 1 
夕方 南側 50 — — 46 46 1 
夜間 南側 45 — — 44 44 1 

振動 dB 昼間 南側 60 — — 26 26 1 
夜間 南側 55 — — 16 16 1 

■ 工場概要

■ 法令及び条例規制値超過について ■ その他行政指導等について

住所 …………… 宮城県大崎市古川小野字中蝦沢133番地
従業員数 ……… 大和ハウス : 35名 
 ………………… 協力会社 : 241名 
事業内容 ……… 住宅系及び建築系部材の生産と
 ………………… 現送材部材の現場搬送
主要生産品 …… 鉄骨部材、外壁パネル、木質パネル 

2018年度は、関連する法令及び、条例規制値超過はありません。 2018年度は、行政等からの処分や改善命令はありません。

東北工場1

※法令規制値；法または条例及び協定の規制する値

東北工場1

中部工場5

三重工場6

栃木二宮工場3

竜ヶ崎工場4

新潟工場2

岡山工場8

奈良工場7

九州工場9

※1 原単位（/百万円）　※2 原単位（/t）
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■ 環境パフォーマンスデータ

■ 環境法令等の遵守状況

単位
2016年度 2017年度 2018年度

総量 原単位
（/百万円） 総量 原単位

（/百万円） 総量 原単位
（/百万円）

CO2排出量 t-CO2 1,942 0.12 1,630 0.12 1,595 0.13 
水使用量 m3 18,507 1.15 15,613 1.13 16,976 1.38 
廃棄物排出量 ｔ 711 0.04 603 0.04 544 0.04 
PRTR対象化学物質排出・移動量 kg 5,799 0.36 5,330 0.38 3,086 0.25 
VOC排出量 kg 27,329 1.70 22,588 1.63 19,522 1.59 

＜水質測定の結果＞ 単位 測定箇所 規制基準値 測定
法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）

生物化学的酸素要求量（BOD） mg/L 最終放流口 120 — 20 2.4 3.1 12 
化学的酸素要求量（COD_Mn） mg/L 最終放流口 — — 20 6.3 10.0 12 
浮遊物質量（SS） mg/L 最終放流口 150 — 100 3.3 7.0 12 
ノルマルヘキサン抽出物質量（鉱油） mg/L 最終放流口 5 — — ND ND 2 
亜鉛（Zn）含有量 mg/L 最終放流口 2 — 5 0.2 0.2 11 
燐（リン）含有量（T-P） mg/L 最終放流口 — — — 0.8 1.3 2 
ふっ素及びその化合物 mg/L 最終放流口 8 — — 4.4 4.4 2 

＜ばい煙測定の結果＞ 単位 測定箇所 規制基準値 測定
法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）

NOｘ（窒素酸化物） ppm 乾燥炉 230 — — 13.0 19 2 
ばいじん g/Nm3 乾燥炉 0.2 — — ND ND 2 

＜騒音・振動＞ 単位 時間帯 計測場所 規制基準値 測定
法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）

騒音 dB 昼間 南側 65 — — 54 54 1 
夕方 南側 60 — — 47 47 1 

振動 dB 昼間 南側 65 — — 32 32 1 
夜間 南側 60 — — ND ND 1 

■ 工場概要

■ 法令及び条例規制値超過について ■ その他行政指導等について

住所 …………… 新潟県上越市柿崎区直海浜230番地
従業員数 ……… 大和ハウス ： 33名 
 ………………… 協力会社 ： 204名 
事業内容 ……… 住宅系部材の生産と現送材部材の現場搬送
主要生産品 …… 鉄骨部材、外壁パネル、木質パネル 

2018年度は、関連する法令及び、条例規制値超過はありません。 2018年度は、行政等からの処分や改善命令はありません。

新潟工場2

※法令規制値；法または条例及び協定の規制する値

■ 環境パフォーマンスデータ

■ 環境法令等の遵守状況

単位
2016年度 2017年度 2018年度

総量 原単位 総量 原単位 総量 原単位

CO2排出量※1 t-CO2 4,897 0.12 4,999 0.13 4,562 0.14 
水使用量※1 m3 77,485 1.98 78,591 2.09 75,606 2.39 
廃棄物排出量※1 ｔ 2,896 0.074 2,615 0.07 2,046 0.06 
PRTR対象化学物質排出・移動量（住宅）※1 kg 4,498 0.14 5,567 0.19 4,823 0.21 
PRTR対象化学物質排出・移動量（建築）※2 kg 10,176 0.35 8,118 0.25 8,923 0.25 
VOC排出量（住宅）※1 kg 24,266 0.76 30,220 1.01 22,077 0.94 
VOC排出量（建築）※2 kg 35,595 1.23 29,478 0.92 29,691 0.82 

＜水質測定の結果＞ 単位 測定箇所 規制基準値 測定
法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）

生物化学的酸素要求量（BOD） mg/L 最終放流口 160 25 — 1.3 2.6 2 
化学的酸素要求量（COD_Mn） mg/L 最終放流口 160 25 — 6.1 8.5 2 
浮遊物質量（SS） mg/L 最終放流口 200 50 — 1.8 3.6 2 
ノルマルヘキサン抽出物質量（鉱油） mg/L 最終放流口 5 — — ND ND 2 
亜鉛（Zn）含有量 mg/L 最終放流口 2 — — 0.1 0.2 2 
燐（リン）含有量（T-P） mg/L 最終放流口 16 2 — 0.5 0.7 2 
ふっ素及びその化合物 mg/L 最終放流口 8 — — ND ND 2

＜ばい煙測定の結果＞ 単位 測定箇所
規制基準値 測定

法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）
該当する施設はありません

＜騒音・振動＞ 単位 時間帯 計測場所 規制基準値 測定
法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）

騒音 dB
昼間 東側 65 — — 48 48 1 
夕方 東側 60 — — 49 49 1 
夜間 東側 50 — — 46 46 1 

振動 dB 昼間 東側 65 — — 30 30 1 
夜間 東側 60 — — 30 30 1 

■ 工場概要
住所 …………… 栃木県真岡市長沼2310
従業員数 ……… 大和ハウス ： 66名 
 ………………… 協力会社 ： 630名 
事業内容 ……… 住宅系及び建築系部材の生産と

現送材部材の現場搬送
主要生産品 …… 鉄骨部材、外壁パネル、木質パネル 

■ 法令及び条例規制値超過について ■ その他行政指導等について
2018年度は、関連する法令及び、条例規制値超過はありません。 2018年度は、行政等からの処分や改善命令はありません。

※法令規制値；法または条例及び協定の規制する値

栃木二宮工場3

※1 原単位（/百万円）　※2 原単位（/t）
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大和ハウス工業株式会社　サイトレポート

■ 環境パフォーマンスデータ

■ 環境パフォーマンスデータ

■ 環境法令等の遵守状況

■ 環境法令等の遵守状況

単位
2016年度 2017年度 2018年度

総量 原単位
（/百万円） 総量 原単位

（/百万円） 総量 原単位
（/百万円）

CO2排出量 t-CO2 4,229 0.12 4,050 0.13 4,238 0.14 
水使用量 m3 29,299 0.82 26,485 0.84 15,214 0.49 
廃棄物排出量 ｔ 3,266 0.09 3,002 0.10 2,742 0.09 
PRTR対象化学物質排出・移動量 kg 8,005 0.23 6,630 0.21 6,838 0.22 
VOC排出量 kg 37,465 1.05 30,369 0.96 31,811 1.02 

単位
2016年度 2017年度 2018年度

総量 原単位
（/百万円） 総量 原単位

（/百万円） 総量 原単位
（/百万円）

CO2排出量 t-CO2 663 0.19 672 0.15 674 0.16 
水使用量 m3 3,620 1.05 3,284 0.75 3,795 0.93 
廃棄物排出量 ｔ 89 0.026 94 0.02 96 0.02 
PRTR対象化学物質排出・移動量 kg 6,832 0.51 6,885 0.48 5,801 0.37 
VOC排出量 kg 32,773 2.44 34,056 2.36 31,426 2.03 

＜水質測定の結果＞ 単位 測定箇所 規制基準値 測定
法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）

水素イオン濃度（ｐH） pH 最終下水放流口 5.0以上9.0以下 8.4 8.6 2 
生物化学的酸素要求量（BOD） mg/L 最終下水放流口 600 600 — 185.0 260.0 2 
化学的酸素要求量（COD_Mn） mg/L 最終下水放流口 — — — 104.5 150.0 2 
浮遊物質量（SS） mg/L 最終下水放流口 600 600 — 94.5 130.0 2 
ノルマルヘキサン抽出物質量（鉱油） mg/L 最終下水放流口 5 5 — 1.0 1.0 2 
ノルマルヘキサン抽出物質量（動植物油） mg/L 最終下水放流口 30 30 — 14.6 26.0 2 
フェノール類含有量 mg/L 最終下水放流口 5 5 — 0.1 0.2 2 
亜鉛（Zn）含有量 mg/L 最終下水放流口 2 2 — 0.3 0.6 2 
溶解性鉄含有量（S-Fe） mg/L 最終下水放流口 10 10 — 0.2 0.4 2 
溶解性マンガン含有量（S-Mn） mg/L 最終下水放流口 10 10 — 0.0 0.0 2 
全窒素含有量（T-N） mg/L 最終下水放流口 — 240 — 90.0 110.0 2 
燐（リン）含有量 （T-P） mg/L 最終下水放流口 — 32 — 8.5 12.0 2 
アンモニア・アンモニウム化合物・ 
亜硝酸化合物・硝酸化合物 mg/L 最終下水放流口 380 380 — 25.5 35.6 2 

＜ばい煙測定の結果＞ 単位 測定箇所 規制基準値 測定
法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）

NOｘ（窒素酸化物） ppm ボイラー No1 150 — — 24.0 33 2 
NOｘ（窒素酸化物） ppm ボイラー No2 150 — — 25.0 35 2 
NOｘ（窒素酸化物） ppm 乾燥炉 230 — — 12.5 16 2 
ばいじん g/m3（N） 乾燥炉 0.2 — — 0.008 0.008 2 

＜騒音・振動＞ 単位 時間帯 計測場所 規制基準値 測定
法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）

騒音 dB
昼間 西側 65 — — 45 47 2 
夕方 西側 60 — — 40 40 2 
夜間 西側 50 — — 36 37 2 

振動 dB 昼間 西側 70 — — 25 25 2 
夜間 西側 60 — — 25 25 2 

＜水質測定の結果＞ 単位 測定箇所 規制基準値 測定
法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）

生物化学的酸素要求量（BOD） mg/L 最終放流口 — — — — — 0 

＜ばい煙測定の結果＞ 単位 測定箇所 規制基準値 測定
法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）

該当する施設はありません

＜騒音・振動＞ 単位 時間帯 計測場所 規制基準値 測定
法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）

騒音 dB 昼間 東側 55 — — 54 54 1 
昼間 南側 55 — — 53 53 1 

振動 該当する施設はありません

■ 工場概要

■ 工場概要

■ 法令及び条例規制値超過について

■ 法令及び条例規制値超過について

■ その他行政指導等について

■ その他行政指導等について

住所 …………… 龍ヶ崎市板橋町393-1
従業員数 ……… 大和ハウス : 60名 
 ………………… 協力会社 : 556名 
事業内容 ……… 住宅系部材の生産と現送材部材の現場搬送
主要生産品 …… 鉄骨部材、外壁パネル、木質パネル 

住所 …………… 静岡県袋井市国本841番地
従業員数 ……… 大和ハウス : 43名 
 ………………… 協力会社 : 164名 
事業内容 ……… 一般建築鉄骨とシステム建築の部材を生産、供給
主要生産品 …… 建築 ： 一般建築鉄骨　

システム建築 : 鉄骨、外壁パネル 

2018年度は、関連する法令及び、条例規制値超過はありません。

2018年度は、関連する法令及び、条例規制値超過はありません。

2018年度は、行政等からの処分や改善命令はありません。

2018年度は、行政等からの処分や改善命令はありません。

竜ヶ崎工場

中部工場

4

5

※法令規制値；法または条例及び協定の規制する値

※法令規制値；法または条例及び協定の規制する値
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■ 環境法令等の遵守状況

■ 環境パフォーマンスデータ

単位
2016年度 2017年度 2018年度

総量 原単位 総量 原単位 総量 原単位

CO2排出量※1 t-CO2 2,931 0.10 3,327 0.11 3,446 0.11 
水使用量※1 m3 25,986 0.93 30,732 1.06 31,407 1.04 
廃棄物排出量※1 ｔ 1,154 0.041 1,447 0.05 1,473 0.05 
PRTR対象化学物質排出・移動量（住宅）※1 kg 9,369 0.33 9,072 0.33 7,451 0.28 
PRTR対象化学物質排出・移動量（建築）※2 kg — — 978 0.11 2,485 0.13 
VOC排出量（住宅）※1 kg 65,535 2.34 59,999 2.26 46,387 1.75 
VOC排出量（建築）※2 kg — — 6,602 0.75 17,249 0.94 

＜水質測定の結果＞ 単位 測定箇所 規制基準値 測定
法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）

生物化学的酸素要求量（BOD） mg/L 最終放流口 600 600 — 34.0 52.0 2 
浮遊物質量（SS） mg/L 最終放流口 600 600 — 77.1 150.0 2 
全窒素含有量（T-N） mg/L 最終放流口 240 240 — 27.0 30.0 2 
燐（ﾘﾝ）含有量（T-P） mg/L 最終放流口 32 32 — 6.8 13.0 2 

＜ばい煙測定の結果＞ 単位 測定箇所 規制基準値 測定
法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）

NOｘ（窒素酸化物） ppm 乾燥炉 230 — — 8.0 10 2 
ばいじん g/m3（N） 乾燥炉 0.2 — — 0.002 0.002 2 
SOx（硫化酸化物） m3（N）/h 発電機 17.5 — — 5.0 5 2 
NOｘ（窒素酸化物） ppm 発電機 950 — — 235.0 290 2 
ばいじん g/m3（N） 発電機 0.1 — — 0.009 0.011 2 

＜騒音・振動＞ 単位 時間帯 計測場所 規制基準値 測定
法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）

騒音

dB 昼間 東側 70 — — 66 66 1 
dB 夕方 東側 65 — — 47 47 1 
dB 昼間 南側 70 — — 68 68 1 
dB 夕方 南側 65 — — 53 53 1 
dB 昼間 北側 70 — — 57 57 1 
dB 夕方 北側 65 — — 48 48 1 

振動

dB 昼間 東側 65 — — 46 46 1 
dB 夜間 東側 60 — — 30 30 1 
dB 昼間 南側 65 — — 32 32 1 
dB 夜間 南側 60 — — 30 30 1 
dB 昼間 北側 65 — — 30 30 1 
dB 夜間 北側 60 — — 30 30 1 

■ 工場概要
住所 …………… 奈良県奈良市西九条町4-2-2
従業員数 ……… 大和ハウス : 72名 
 ………………… 協力会社 : 444名 
事業内容 ……… 住宅部材の生産と現送材部材の現場搬送

（2017年10月から堺工場の建築系部材の生産と現場搬送）
主要生産品 …… 鉄骨部材、外壁パネル、木質パネル 

奈良工場7

■ 環境法令等の遵守状況

■ 環境パフォーマンスデータ

単位
2016年度 2017年度 2018年度

総量 原単位
（/百万円） 総量 原単位

（/百万円） 総量 原単位
（/百万円）

CO2排出量 t-CO2 3,227 0.10 3,299 0.12 3,139 0.12 
水使用量 m3 32,682 1.06 30,985 1.10 29,608 1.12 
廃棄物排出量 ｔ 1,605 0.052 1,641 0.06 1,838 0.07 
PRTR対象化学物質排出・移動量 kg 4,059 0.13 4,263 0.15 4,193 0.16 
VOC排出量 kg 28,755 0.93 29,323 1.04 25,564 0.97 

＜水質測定の結果＞ 単位 測定箇所 規制基準値 測定
法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）

生物化学的酸素要求量（BOD） mg/L 最終放流口 120 — — 2.0 4.0 6 
化学的酸素要求量（COD_Mn） mg/L 最終放流口 120 — — 1.5 3.0 6 
浮遊物質量（SS） mg/L 最終放流口 150 — — 1.3 2.0 6 
ノルマルヘキサン抽出物質量（鉱油） mg/L 最終放流口 5 — — ND ND 6 
亜鉛（Zn）含有量 mg/L 最終放流口 2 — — 0.1 0.2 6 
燐（リン）含有量（T-P） mg/L 最終放流口 8 — — 0.2 0.5 6 
ほう素及びその化合物 mg/L 最終放流口 10 — — 0.0 0.0 6 
ふっ素及びその化合物 mg/L 最終放流口 8 — -— 1.6 2.1 6 

＜ばい煙測定の結果＞ 単位 測定箇所 規制基準値 測定
法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）

該当する施設はありません

＜騒音・振動＞ 単位 時間帯 計測場所 規制基準値 測定
法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）

4年に１度の測定のため、2018年度の測定実績はありません

■ 工場概要
住所 …………… 三重県三重郡菰野町大字竹成字高原3997-1
従業員数 ……… 大和ハウス : 53名 
 ………………… 協力会社 : 513名 
事業内容 ……… 住宅部材製造
主要生産品 …… 戸建住宅部材、賃貸住宅部材 

三重工場6

■ 法令及び条例規制値超過について ■ その他行政指導等について
2018年度は、関連する法令及び、条例規制値超過はありません。 2018年度は、行政等からの処分や改善命令はありません。

※法令規制値；法または条例及び協定の規制する値

2018年度は、関連する法令及び、条例規制値超過はありません。 2018年度は、行政等からの処分や改善命令はありません。
■ 法令及び条例規制値超過について ■ その他行政指導等について

※法令規制値；法または条例及び協定の規制する値

※1 原単位（/百万円）　※2 原単位（/t）

C
S
R
経
営
の
基
盤

環
境

株
主

地
域
市
民

取
引
先

従
業
員

お
客
さ
ま

経
営
の
考
え
方
と
全
体
像

外
部
評
価
・
デ
ー
タ
集

C
S
R
経
営
の
基
盤

環
境

株
主

地
域
市
民

取
引
先

従
業
員

お
客
さ
ま

経
営
の
考
え
方
と
全
体
像

外
部
評
価
・
デ
ー
タ
集

236DaiwaHouseGroup Sustainability Report 2019



大和ハウス工業株式会社　サイトレポート

■ 環境パフォーマンスデータ

■ 環境法令等の遵守状況

単位
2016年度 2017年度 2018年度

総量 原単位
（/百万円） 総量 原単位

（/百万円） 総量 原単位
（/百万円）

CO2排出量 t-CO2 2,455 0.15 2,621 0.16 2,536 0.16 
水使用量 m3 30,900 1.87 39,370 2.47 18,458 1.16 
廃棄物排出量 ｔ 1,399 0.085 1,322 0.08 1,450 0.09 
PRTR対象化学物質排出・移動量 kg 3,779 0.23 3,570 0.22 3,254 0.20 
VOC排出量 kg 47,702 1.36 21,545 1.35 18,365 1.15 

＜水質測定の結果＞ 単位 測定箇所 規制基準値 測定
法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）

水素イオン濃度（ｐH） pH 最終放流口 5.8以上8.6以下 7.7 7.8 12 
生物化学的酸素要求量（BOD） mg/L 最終放流口 120 20 — 0.7 0.7 2 
化学的酸素要求量（COD_Mn） mg/L 最終放流口 120 20 16 1.1 2.0 12 
浮遊物質量（SS） mg/L 最終放流口 150 40 20 2.0 3.0 12 
亜鉛（Zn）含有量 mg/L 最終放流口 2 — — 0.1 0.2 2 
溶解性鉄含有量（S-Fe） mg/L 最終放流口 10 — — 0.0 0.0 2 
溶解性マンガン含有量（S-Mn） mg/L 最終放流口 10 — — — — 2 
大腸菌群数 個/cm3 最終放流口 3000 — — 1.5 3.0 2 
全窒素含有量（T-N） mg/L 最終放流口 60 60 30 1.5 3.0 12 
燐（リン）含有量（T-P） mg/L 最終放流口 8 8 2 0.1 0.4 12 
ふっ素及びその化合物 mg/L 最終放流口 8 — — 3.2 3.8 2 
アンモニア・アンモニウム化合物・ 
亜硝酸化合物・硝酸化合物 mg/L 最終放流口 100 — — 1.2 2.3 2 

＜ばい煙測定の結果＞ 単位 測定箇所 規制基準値 測定
法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）

該当する施設はありません

＜騒音・振動＞ 単位 時間帯 計測場所 規制基準値 測定
法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）

該当する施設はありません

■ 工場概要
住所 …………… 岡山県赤磐市多賀2056
従業員数 ……… 大和ハウス ： 2名 
 ………………… 協力会社 ： 280名 
事業内容 ……… 住宅系部材の生産と現送材部材の現場搬送
主要生産品 …… 鉄骨部材、外壁パネル、木質パネル 

岡山工場8

■ 法令及び条例規制値超過について ■ その他行政指導等について
2018年度は、関連する法令及び、条例規制値超過はありません。 2018年度は、行政等からの処分や改善命令はありません。

※法令規制値；法または条例及び協定の規制する値
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■ 環境パフォーマンスデータ

■ 環境法令等の遵守状況

単位
2016年度 2017年度 2018年度

総量 原単位 総量 原単位 総量 原単位

CO2排出量※1 t-CO2 2,519 0.10 2,479 0.10 2,440 0.11 
水使用量※1 m3 49,425 2.02 45,135 1.84 46,488 2.14 
廃棄物排出量※1 ｔ 1,373 0.06 1,430 0.06 1,221 0.06 
PRTR対象化学物質排出・移動量（住宅）※1 kg 4,032 0.18 3,775 0.18 4,049 0.21 
PRTR対象化学物質排出・移動量（建築）※2 kg 3,211 0.41 3,582 0.42 3,902 0.46 
VOC排出量（住宅）※1 kg 30,801 1.37 25,380 1.20 21,529 1.09 
VOC排出量（建築）※2 kg 16,800 2.17 16,671 1.97 10,721 1.26 

＜水質測定の結果＞ 単位 測定箇所 規制基準値 測定
法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）

水素イオン濃度（ｐH） pH 最終放流口 5.8以上8.6以下 7.6 7.8 6 
生物化学的酸素要求量（BOD） mg/L 最終放流口 120 90 — 1.7 4.1 6 
化学的酸素要求量（COD_Mn） mg/L 最終放流口 120 90 — 4.5 6.4 6 
浮遊物質量（SS） mg/L 最終放流口 150 120 — 2.0 3.0 6 
ノルマルヘキサン抽出物質量（動植物油） mg/L 最終放流口 30 — — — — 0 
亜鉛（Zn）含有量 mg/L 最終放流口 2 — — 0.3 0.9 6 
溶解性鉄含有量（S-Fe） mg/L 最終放流口 10 — — 0.5 0.5 6 
溶解性マンガン含有量（S-Mn） mg/L 最終放流口 10 — — 0.5 0.5 6 
大腸菌群数 個/cm3 最終放流口 3000 — — 64.4 243.3 6 
全窒素含有量（T-N） mg/L 最終放流口 60 — — 16.2 19.0 6 
燐（リン）含有量（T-P） mg/L 最終放流口 8 — — 0.6 1.0 6 
ふっ素及びその化合物 mg/L 最終放流口 8 — — 1.8 2.0 6 
アンモニア・アンモニウム化合物・ 
亜硝酸化合物・硝酸化合物 mg/L 最終放流口 100 — — 13.5 14.0 6 

＜ばい煙測定の結果＞ 単位 測定箇所 規制基準値 測定
法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）

該当する施設はありません

＜騒音・振動＞ 単位 時間帯 計測場所 規制基準値 測定
法令 条例 協定等 当年度平均値 当年度最大値 頻度（回/年度）

騒音 dB 昼間 南側 60 — — 44 44 1 
夕方 南側 50 — — 44 44 1 

振動 dB 昼間 南側 60 — — 25 25 1 

■ 工場概要
住所 …………… 福岡県鞍手郡鞍手町新延448-8
従業員数 ……… 大和ハウス : 60名 
 ………………… 協力会社 : 335名 
事業内容 ……… 住宅系及び建築系部材の生産と現送材部材の

現場搬送
主要生産品 …… 鉄骨部材、外壁パネル、木質パネル 

九州工場9

■ 法令及び条例規制値超過について ■ その他行政指導等について
2018年度は、関連する法令及び、条例規制値超過はありません。 2018年度は、行政等からの処分や改善命令はありません。

※法令規制値；法または条例及び協定の規制する値

※1 原単位（/百万円）　※2 原単位（/t）
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大和ハウスグループサステナビリティレポート2019で開示され
ている内容に対し、筆者の専門的な見地から、特に重要と思われる
項目に対しての意見は下記の通りです。

本レポートでは、多面的なマテリアリティ分析に基づき、新たに
2021年に向けた、社会性および環境の中期目標が開示されまし
た。それぞれに経営目標値（KGI）も定義されていることは、今後の
進捗管理の点からも評価できます。ただ、計画がどのような形でビ
ジネス上の付加価値を生むのか、不明確に感じられます。また、計
画が3年に限定されているためか、SDGsへの「関連」は言及され
ているものの、「貢献」が必ずしも明確ではありません。目標内容と
達成戦略へのさらなる精査を進めていかれることを期待します。

残念ながら、複数の重大な不祥事が発生しています。第三者委
員会等による評価の途上であるものの、本レポートにも説明が行
われている姿勢に関しては一定の評価ができます。ただし、こうし
た不祥事が、関連のない別の分野でほぼ同時に発生するのは、ガ
バナンスや企業文化に問題がある可能性も否定できません。原因
の究明だけでなく、責任の所在を明確にし、それに対する根本的な
是正措置が求められます。

ガバナンスの観点からは、こうした不祥事や社会性・環境中期計
画の達成度などのESG側面を経営層の報酬に明確に連動させる
などの措置は最低限必要であると考えられます。

企業文化に関しては、例えば、本報告書の従業員の章では、人
財の育成に重点が置かれ、従業員への倫理・コンプライアンス教
育は、そこには言及されていません。これは、人事上の優先課題が、
能力の向上や優秀な人財の獲得にのみ集中しているようにも読み
取れます。倫理・コンプライアンスやサステナビリティへの理解を
伴う総合的に高い能力を持つ人財育成が実施できているのかにつ
いても、改めてレビューするなどの取り組みが必要かもしれません。

現在、国連ビジネスと人権に関する指導原則に基づき、日本に
おいても国別行動計画（NAP）の策定作業が進められている通り、
人権リスクへの対応は日本企業にとっても喫緊の課題となってい
ます。本レポートでも、2018年1月に人権方針を制定し、人権デュー
ディリジェンスの取り組みも進められているように記載されています。

しかし、大和ハウスの事業に関わる人権リスクの評価結果は明確
に示されていません。例えば、建設関連業界に共通する課題として、
施工現場における外国人労働者や、木材調達については、すでに
数多く人権リスクが指摘されています。今後、CSR調達の取り組み
を含め、具体的な人権リスクの特定と、対応策およびその成果に
ついての詳細な開示が期待されます。

特に気候変動対策に関しては、SBT、EP100、RE100のような先
進的なイニシアティブに参画し、中長期的な方向性が極めて明確に
示されていることは、非常に高く評価されます。また、発電事業にお
いて大規模な再生可能エネルギーを社内に有しているなど、これら
の達成シナリオが、かなり入念に準備されていることも戦略性の高
さが伺われます。ただし、パリ協定の達成が予断を許さない現状に
おいては、今後、施策の追加性についても厳しく問われる可能性も
あります。

また、本報告書でTCFDに基づく開示が行われていることは、
先進的な取り組みとして評価に値しますが、記載されているリスク・
機会の内容が十分でない印象があります。TCFDは、その名の通
り、気候変動関連「財務情報」開示であり、不十分な開示にはリスク
も伴うことにも十分留意すべきと思われます。

本報告書は、情報量において非常に充実したものとなっており、
サステナビリティの専門家やESG評価機関の期待にも応えるもの
と言えます。ただ、それぞれの開示情報が、概して担当部署目線で
記載されており、「統合思考」が期待される状況下においては、全体
的な有機的つながりについては、改善の余地があると感じられます。

また、各国法規制や証券取引所の開示義務などにも代表される
ように、世界的にはサステナビリティ情報開示の比較可能性がより
重視されています。その点から、GRIスタンダードに代表される国
際的な開示基準への明確な準拠も必須と考えるべきでしょう。

第三者意見（サステナビリティレポート2019に関するご意見）

■サステナビリティの中期計画について

■不祥事について

ソニー株式会社で、CSR部発足当初から統括部長を約10年務める。その後、ロ
イドレジスター クオリティアシュアランス入社を経て、2016年よりロイドレジスター
ジャパン株式会社取締役。ISO 26000、GRIスタンダード、東京2020持続可能
な調達コード等、国内外の規格などの策定に多数参加。

■人権デューディリジェンスについて

■環境への取り組みについて

■ 報告書全般について

ロイドレジスタージャパン株式会社　
取締役　

冨田 秀実 （とみた ひでみ）様
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冨田様におかれましては、昨年の『サステナビリティレポート
2018』に引き続き、大和ハウスグループのESGに関する考え方や
取り組みに関して貴重なご意見をいただき、感謝申し上げます。

昨今のESGやSDGsに代表されるサステナブルな社会を希求
する考え方を当社グループの経営にも反映させていくことを念頭に、
今回第6次中期経営計画策定のなかで、社会性及び環境の観点か
ら重要課題ならびに経営目標値（KGI）を設定しました。

重要課題につきましては、建設業におけるバリューチェーンにお
ける影響度をSDGsのゴールを考慮しながら分析して関連性を把
握しておりますが、経営目標値の進捗・達成度については毎年度、
把握・精査しながら、今後の経営を通じて取り組んで参ります。

また、事業を通じた社会貢献を果たしていくうえでの付加価値
の明確化については、今後の経営課題として引き続き議論して参
ります。

御指摘いただいている点については調査・分析中ではあります
が、現時点で可能な限りステークホルダーの皆さまに説明責任を
果たすという観点より本レポートでは報告をしております。発生に
至った原因の一端として、現場における従業員の判断や、業務体制
に至らぬ点があったことは否めませんが、最大の要因はコーポレー
トガバナンスや内部統制を軸としたリスクマネジメントにおける至
らなさがあったと認識しています。

ご迷惑・ご心配をおかけしたステークホルダーの皆さまへの対
応を引き続き図っていくと共に、根本的な改善策については、内容
が確定次第、速やかに公表し実行に移して参ります。その施策の一
環として、ESGの観点や、特に倫理・コンプライアンスの側面を、
経営層はじめ全社的に従業員の評価やレビューに取り入れていく
ことも検討したいと考えます。

「大和ハウスグループ人権方針」にあるように、当社グループは、
事業を通じて人権侵害に加担する可能性がないよう対応を進めて
います。ご指摘いただいた通り、施工現場にどのように外国人労働
者を受け入れるか、安全に働くことができる環境をいかにつくれる
か、といったことについて課題を認識しております。また木材の調
達・加工における人権侵害に加担する可能性を回避するためCSR
調達についても、ワーキンググループをつくるなどグループ全体
での対応強化の必要性を感じています。施工・調達上の人権につ
いて、社会性中期計画でも重要課題と特定しておりますが、バリュー
チェーン全体での人権デューディリジェンスを継続し、解決に向け
ての取り組みに邁進していきます。

■不祥事について

■サステナビリティの中期計画について

■人権デューディリジェンスについて

■環境への取り組みについて

■ 報告書全般について

代表取締役副社長 
サステナビリティ担当

石橋 民生 

環境重点テーマと位置付ける気候変動対策について高い評価
をいただきありがとうございます。ご指摘いただいた通り、気候変
動問題は深刻さを増し、私たちの提供価値の根幹である住まいや
暮らしの安全・安心を脅かしつつあることを実感しています。その
ため、IPCCの「1.5℃特別報告書」もふまえ、より高いレベルへの
目標の見直しや追加的な施策の検討を進めて参ります。

また、TCFDに基づくリスク・機会の抽出やシナリオ分析につい
ても、まだまだ十分ではないと認識しています。今後、事業の対象
を拡大し幅広いリスク・機会を抽出の上、分析の精緻化を図ってい
きたいと考えています。併せて、投資家との積極的な対話を通じ、
限定的な分析である点もご理解いただいたうえで率直なご意見を
頂戴し、より投資家ニーズに沿った情報開示に努めて参ります。

当社グループでは旧来の「CSRレポート」を「サステナビリティレ
ポート」に改め今回が三年目となります。当初の改編の目的である

「①説明責任の遂行」「②適切な社外評価の獲得」については、版
を重ねる毎に改善が進んできましたが、「③経営の改善への活用」
については未だ発展途上と認識しています。事業の推進を中核と
した統合思考経営や、各種ガイドライン等への対応も含めた今後
のサステナビリティ情報開示の強化に引き続き努めて参ります。

サステナビリティレポート2019に関する
第三者意見を受けて
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第三者保証報告書

「サステナビリティレポート2019」に開示しているCO2情報などについて、情報の信頼性を向上させるため、
デロイト トーマツ サステナビリティ株式会社による保証を受けています。
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表紙：パラリンアート作品

『屋慶名（やけな）の街景』
（作者／古謝 哲也）

昔、大工を１年経験し、棟梁や現場の先輩達にお
世話になり、その厳しさと優しさと励ましに支えら
れながら、家作りや住まい作りのお手伝いをさせ
ていただきました。
今回の作品制作にあたって、青年時代の建築現場
での事を思い出し、作品創りに取り組ませていた
だきました。

「パラリンアート」とは、障がいがある方の芸術表
現を通じて、社会参加と経済的自立を支援するた
めに、一般社団法人障がい者自立推進機構が推
進する活動です。

「共創共生」を基本姿勢とする大和ハウスグループ
では、パラリンアートの主旨に賛同し、障がいのあ
るアーティストが描いたアート作品の活用すること
で、彼らの夢を叶えるための支援を行っています。
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開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （
102-1 
組織の名称

a. 組織の名称 サステナビリティレポート2019／大和ハウスグループの概要（P191）

102-2 
活動、ブランド、製
品、サービス

a. 組織の事業活動に関する説明 
b.  主要なブランド、製品、およびサービス。特定の市場で販売が禁止されて

いる製品またはサービスがあれば、その説明を含める

事業領域　https://www.daiwahouse.com/businessfield/
第80期 有価証券報告書 2018年4月～2019年3月／事業の内容 
https://www.daiwahouse.com/ir/shouken/pdf/80yuuhou.
pdf

102-3 
本社の所在地

a. 組織の本社の所在地 サステナビリティレポート2019／大和ハウスグループの概要（P191）

102-4 
事業所の所在地

a.  組織が事業を展開している国の数、および重要な事業所を所有している
国の名称。報告書に記載している項目との関連は問わない

サステナビリティレポート2019／主要グループ会社一覧（P193）

102-5 
所有形態および 
法人格

a. 組織の所有形態や法人格の形態 サステナビリティレポート2019／主要グループ会社一覧（P193）

102-6 
参入市場

a. 参入市場。次の事項を含む 
　 i . 製品およびサービスを提供している地理的な場所 
　 ii . 参入業種 
　iii. 顧客および受益者の種類

サステナビリティレポート2019／主要グループ会社一覧（P193）
第80期 有価証券報告書 2018年4月～2019年3月／事業の内容 
https://www.daiwahouse.com/ir/shouken/pdf/80yuuhou.
pdf

102-7 
組織の規模

a. 組織の規模。次の事項を含む 
　 i . 総従業員数 
　 ii . 総事業所数 
　iii. 純売上高（民間組織について）、純収入（公的組織について） 
　iv. 株主資本および負債の内訳を示した総資本（民間組織について）
　 v . 提供する製品、サービスの量

サステナビリティレポート2019／大和ハウスグループの概要（P191）
サステナビリティレポート2019／業績ハイライト／連結財務指標

（P194）
第80期 有価証券報告書 2018年4月～2019年3月／連結財務諸表 
https://www.daiwahouse.com/ir/shouken/pdf/80yuuhou.
pdf

102-8 
従業員およびその
他の労働者に関す
る情報 

a. 雇用契約（正社員と臨時雇用者）別の、男女別総従業員数 
b. 雇用契約（正社員と臨時雇用者）別の、地域別総従業員数 
c. 雇用の種類（常勤と非常勤）別の、男女別総従業員数 
d.  組織の活動の相当部分を担う者が、従業員以外の労働者であるか否か。

該当する場合、従業員以外の労働者が担う作業の性質および規模につい
ての記述

e.  開示事項 102-8-a、102-8-b、102-8-cで報告する従業員数に著しい変動
（観光業や農業における季節変動）

 f . データの編集方法についての説明（何らかの前提があればそれも含める）

サステナビリティレポート2019／従業員との共創共生／多様な従
業員が柔軟に働ける職場づくり（P95）
サステナビリティレポート2019／従業員との共創共生／優秀な人
財に対する雇用機会の提供（P98）

102-9 
サプライチェーン

a.  組織のサプライチェーンの説明。組織の活動、主要なブランド、製品、お
よびサービスに関するサプライチェーンの主要要素を含める

サステナビリティレポート2019／取引先との共創共生／担当役員
メッセージ（P101-103）
サステナビリティレポート2019／取引先との共創共生／CSRの取
り組みにおける取引先への働きかけ（P106-109）
サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／サプライ
チェーンマネジメント（環境）（P153）

102-10 
組織およびそのサ
プライチェーンに関
する重大な変化

a.  組織の規模、構造、所有形態、またはサプライチェーンに関して生じた重
大な変化。次の事項を含む

　 i . 所在地または事業所に関する変化（施設の開設や閉鎖、拡張を含む） 
　 ii .  株式資本構造の変化、その他資本の形成、維持、変更手続きの実施に

よる変化（民間組織の場合）
　iii.  サプライヤーの所在地、サプライチェーンの構造、またはサプライヤー

との関係の変化（選定や解消を含む）

＜省略理由／説明＞
該当せず：重大な変更は特にありません

102-11 
予防原則または 
予防的アプローチ

a.  組織が予防原則や予防的アプローチに取り組んでいるか。またその取り
組み方

サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／リスクマネジ
メント（P52-53）
サステナビリティレポート2019／お客さまとの共創共生／高品質
な商品の提供（P71-76）
サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／化学物質に
よる汚染の防止（P177-180）

102-12 
外部イニシアティブ

a.  外部で作成された経済、環境、社会の憲章、原則その他のイニシアティブで、
組織が署名または支持しているもののリスト

サステナビリティレポート2019／編集方針（P3）
サステナビリティレポート2019／ＣＳＲ経営の基盤／人権マネジメ
ント（P46-47）
サステナビリティレポート2019／従業員との共創共生／安全かつ
健康的に働くことのできる職場（P89）
サステナビリティレポート2019／従業員との共創共生／多様な従
業員が柔軟に働ける職場づくり（P95）
サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／サプライ
チェーンマネジメント（環境）（P154）
サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／地球温暖化
防止（エネルギー・気候変動）（P158、P163-164）
サステナビリティレポート2019／外部との協働・外部からの評価

（P183-184）

102-13 
団体の会員資格

a.  業界団体、その他の協会、および国内外の提言機関で組織が持っている
主な会員資格のリスト

サステナビリティレポート2019／ＣＳＲ経営の基盤／人権マネジメ
ント（P47-48）
サステナビリティレポート2019／外部との協働・外部からの評価

（P183-184）

1. 組織のプロフィール
GRI 102： 一般開示事項　2016

GRI Standards 対照表
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2. 戦略
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

102-14 
上級意思決定者の
声明

a.  組織とサステナビリティの関連性、およびサステナビリティに取り組むた
めの戦略に関する、組織の最高意思決定者（CEO、会長またはそれに相当
する上級幹部）の声明

サステナビリティレポート2019／会長メッセージ(P7-10)
サステナビリティレポート2019／社長メッセージ(P11-14)
統合報告書2018／会長メッセージ(P9-11)
統合報告書2018／社長メッセージ(P13-14)

102-15 
重要なインパクト、
リスク、機会

a. 重要なインパクト、リスク、機会の説明 統合報告書2018／外部環境の変化による機会とリスク(P33-34)
サステナビリティレポート2019／経営を推進するしくみ(P15-22)
サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／地球温暖化
防止（エネルギー・気候変動）（P163-164）

※各ステークホルダーへの影響、リスクと機会についてはサステナビリティ
レポート2019各担当役員メッセージ等(P39､69､87､103､115、
135、155、165、171、177)を参照

3. 倫理と誠実性
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

102-16 
価値観、理念、行動
基準・規範

a. 組織の価値観、理念、行動基準・規範についての説明 サステナビリティレポート2019／創業者精神に基づく事業の考え
方／大和ハウスグループの原点(P1-2）
サステナビリティレポート2019／創業者精神に基づく事業の考え
方／会長メッセージ（P7-10）　
サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／企業倫理・コ
ンプライアンス（P58-59）
サステナビリティレポート2019／企業倫理綱領および行動規範

（P195-196）
企業倫理綱領および行動規範（URL）
https://www.daiwahouse.com/sustainable/csr/vision/
code_of_conduct/index.html

102-17 
倫理に関する助言
および懸念のため
の制度

a. 組織内外に設けられている次の制度についての説明 
　 i .  倫理的行為および合法行為、ならびに組織の誠実性に関する助言を求

める制度
　 ii .  非倫理的行為または違法行為、ならびに組織の誠実性に関する懸念を

通報する制度

サステナビリティレポート2019／ＣＳＲ経営の基盤／リスクマネジ
メント（P52-56）

4. ガバナンス
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

102-18 
ガバナンス構造

a. 組織のガバナンス構造。最高ガバナンス機関の委員会を含む 
b. 経済、環境、社会項目に関する意思決定に責任を負っている委員会

サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／コーポレート
ガバナンス（P41-44）
コーポレートガバナンスに関する基本方針／ガイドライン（URL）
https://www.daiwahouse.com/ir/governance/

102-19 
権限移譲

a.  最高ガバナンス機関から役員や他の従業員へ、経済、環境、社会項目に関
して権限委譲を行うプロセス

サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／コーポレート
ガバナンス（P41-44）
サステナビリティレポート2019／ＣＳＲ経営の基盤／CSR マネジメ
ント（P63-65）
サステナビリティレポート2019／環境マネジメント（P151）

102-20 
経済、環境、社会項
目に関する役員レベ
ルの責任

a.  組織が、役員レベルの地位にある者を経済、環境、社会項目の責任者とし
て任命しているか

b. その地位にある者が、最高ガバナンス機関の直属となっているか

サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／コーポレート
ガバナンス（P41-44）
サステナビリティレポート2019／ＣＳＲ経営の基盤／CSR マネジメ
ント（P63-65）
サステナビリティレポート2019／環境マネジメント（P151）
サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／地球温暖化
防止（エネルギー・気候変動）（P163-164）

102-21 
経済、環境、社会項
目に関するステーク
ホルダーとの協議

a.  ステークホルダーと最高ガバナンス機関の間で、経済、環境、社会項目に
関して協議を行うプロセス

b.  協議が権限移譲されている場合は、誰に委任されているか、最高ガバナン
ス機関への結果のフィードバックをどのように行っているか

サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／コーポレート
ガバナンス（P41-44）
サステナビリティレポート2019／ＣＳＲ経営の基盤／CSR マネジメ
ント（P63-65）
サステナビリティレポート2019／環境マネジメント（P151）
サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／地球温暖化
防止（エネルギー・気候変動）（P163-164）

102-22 
最高ガバナンス機
関およびその委員
会の構成

a. 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成。次の事項による 
　 i . 執行権の有無 
　 ii . 独立性 
　iii. ガバナンス機関における任期 
　iv.  構成員の他の重要な役職およびコミットメントの数、ならびにコミットメ

ントの性質
　 v . ジェンダー 
　vi. 発言権が低い社会的グループのメンバー 
  vii. 経済、環境、社会項目に関係する能力 
 viii. ステークホルダーの代表

サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／コーポレート
ガバナンス（P41-44）
統合報告書2018／コーポレートガバナンス体制(P81-83）
コーポレートガバナンスに関する報告書／機関構成・組織運営等
に係る事項
コーポレートガバナンスに関する報告書／ステークホルダーの立
場の尊重に係る取り組み状況

※コーポレートガバナンスに関する報告書（URL）
https://www.daiwahouse.com/ir/governance/pdf/
governance_report.pdf

102-23 
最高ガバナンス機
関の議長

a. 最高ガバナンス機関の議長が組織の執行役員を兼ねているか否か 
b.  議長が執行役員を兼ねている場合、組織の経営におけるその者の役割と、

そのような人事の理由

サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／コーポレート
ガバナンス（P41-44）
統合報告書2018／コーポレートガバナンス体制(P81-83）
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開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （
102-24 
最高ガバナンス機
関の指名と選出

a. 最高ガバナンス機関およびその委員会メンバーの指名と選出のプロセス 
b.  最高ガバナンス機関のメンバーの指名と選出で用いられる基準。次の事

項を含む
　 i .  ステークホルダー（株主を含む）が関与しているか、どのように関与して

いるか
　 ii . 多様性が考慮されているか、どのように考慮されているか
　iii. 独立性が考慮されているか、どのように考慮されているか
　iv.  経済、環境、社会項目に関する専門知識や経験が考慮されているか、ど

のように考慮されているか

コーポレートガバナンス・コードに基づく情報開示、コーポレートガ
バナンスに関する報告書／指名の方針と手続き
コーポレートガバナンス・コードに基づく情報開示、コーポレートガ
バナンスに関する報告書／取締役会全体としてのバランス・多様性・
規模等に対する考え方、取締役会における国際性の面を含む多様性
※コーポレートガバナンス・コードに基づく情報開示（URL）
https://www.daiwahouse.com/ir/governance/pdf/
governance_kaiji.pdf

102-25 
利益相反

a. 利益相反の回避、対処のために最高ガバナンス機関が行っているプロセス 
b.  利益相反に関する情報をステークホルダーに開示しているか。最低限、次

の事項を含む
　 i . 役員会メンバーへの相互就任 
　 ii . サプライヤーおよびその他のステークホルダーとの株式の持ち合い 
　iii. 支配株主の存在 
　iv. 関連当事者の情報

コーポレートガバナンスに関する報告書／機関構成・組織運営等
に係る事項
コーポレートガバナンス・コードに基づく情報開示、コーポレートガ
バナンスに関する報告書／取締役・監査役の他の上場会社の役員
の兼任状況
コーポレートガバナンス・コードに基づく情報開示、コーポレートガ
バナンスに関する報告書／政策保有株式の保有方針
コーポレートガバナンスに関する報告書／大株主の状況

102-26 
目的、価値観、戦略
の設定における最高
ガバナンス機関の
役割

a.  経済、環境、社会項目に関わる組織の目的、価値観、ミッション・ステートメ
ント、戦略、方針、目標の策定、承認、更新に際して、最高ガバナンス機関
と役員が果たす役割

サステナビリティレポート2019／ＣＳＲ経営の基盤／CSR マネジメ
ント（P63-65）
コーポレートガバナンスに関する報告書／業務執行、監査・監督、
指名、報酬決定等の機能に係る事項
コーポレートガバナンスに関する報告書／現状のコーポレート・ガ
バナンス体制を選択している理由

102-27 
最高ガバナンス機
関の集合的知見

a.  経済、環境、社会項目に関する最高ガバナンス機関の集合的知見を発展、
強化するために実施した施策

コーポレートガバナンスに関する報告書／業務執行、監査・監督、
指名、報酬決定等に係わる事項
コーポレートガバナンスに関する報告書／取締役・監査役に対する
トレーニングの方針

102-28 
最高ガバナンス機
関のパフォーマンス
の評価

a.  最高ガバナンス機関の経済、環境、社会項目のガバナンスに関するパフォー
マンスを評価するためのプロセス

b. 当該評価の独立性が確保されているか否か、および評価の頻度
c. 当該評価が自己評価であるか否か
d.  最高ガバナンス機関の経済、環境、社会項目のガバナンスに関するパフォー

マンス評価に対応して行った措置。最低限、メンバーの変更や組織の実務
慣行の変化を含む

コーポレートガバナンスに関する報告書／取締役会評価の結果の
概要
統合報告書2018／取締役会の実効性評価(P86）

102-29 
経済、環境、社会へ
のインパクトの特定
とマネジメント

a.  経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、リスク、機会の特定とマネ
ジメントにおける最高ガバナンス機関の役割。デュー・デリジェンス・プロ
セスの実施における最高ガバナンス機関の役割を含む

b.  最高ガバナンス機関による経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、
リスク、機会の特定とマネジメントをサポートするために、ステークホルダー
との協議が活用されているか否か

サステナビリティレポート2019／経営を推進するしくみ／大和ハ
ウスグループのマテリアリティ（重要課題）（P19-20）
サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／コーポレート
ガバナンス（P41-44）
サステナビリティレポート2019／ＣＳＲ経営の基盤／リスクマネジ
メント（P52-57）
サステナビリティレポート2019／ＣＳＲ経営の基盤／CSR マネジメ
ント（P63-65）
コーポレートガバナンスに関する報告書／内部統制システムに関
する基本的な考え方及びその整備状況

102-30 
リスクマネジメント・
プロセスの有効性

a.  経済、環境、社会項目に関するリスクマネジメント・プロセスの有効性のレ
ビューにおける最高ガバナンス機関の役割

サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／コーポレート
ガバナンス（P41-44）
サステナビリティレポート2019／ＣＳＲ経営の基盤／リスクマネジ
メント（P52-53）
サステナビリティレポート2019／ＣＳＲ経営の基盤／CSR マネジメ
ント（P63-65）
コーポレートガバナンスに関する報告書／内部統制システムに関
する基本的な考え方及びその整備状況
コーポレートガバナンスに関する報告書／取締役会評価の結果の
概要

102-31 
経済、環境、社会項
目のレビュー

a.  経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、リスク、機会に関して最高
ガバナンス機関が行うレビューの頻度

サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／コーポレート
ガバナンス（P41-44）
サステナビリティレポート2019／ＣＳＲ経営の基盤／リスクマネジ
メント（P52-53）
サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／環境マネジ
メント（P151）

102-32 
サステナビリティ報
告における最高ガバ
ナンス機関の役割

a.  組織のサステナビリティ報告書の正式なレビューや承認を行い、すべての
マテリアルな項目が取り上げられていることを確認する機能を果たしてい
る最高位の委員会または役職

代表取締役社長（ＣEＯ）をはじめとした全ての代表取締役への報
告を行っています

102-33 
重大な懸念事項の
伝達

a.  最高ガバナンス機関に対して重大な懸念事項を伝達するために設けられ
ているプロセス

サステナビリティレポート2019／ＣＳＲ経営の基盤／リスクマネジ
メント（P52-53）
コーポレートガバナンスに関する報告書／業務執行、監査・監督、
指名、報酬決定等の機能に係る事項

102-34 
伝達された重大な
懸念事項の性質と
総数

a. 最高ガバナンス機関に伝達された重大な懸念事項の性質と総数
b. 重大な懸念事項への対処、解決のために使われたメカニズム

サステナビリティレポート2019／ＣＳＲ経営の基盤／リスクマネジ
メント（P52-58）
※「中華人民共和国の合弁事業における不正行為」、ならびに「戸建
住宅・賃貸住宅における建築基準に関する不適合等」について、取
締役会にて報告され、対応を決議されています。
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開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （
102-35 
報酬方針

a. 最高ガバナンス機関および役員に対する報酬方針。次の種類の報酬を含む
　 i .  固定報酬と変動報酬（パフォーマンス連動報酬、株式連動報酬、賞与、

後配株式または権利確定株式を含む）
　 ii . 契約金、採用時インセンティブの支払い 
　iii. 契約終了手当
　iv. クローバック
　 v .  退職給付（最高ガバナンス機関、役員、その他の全従業員について、そ

れぞれの給付制度と拠出金率の違いから生じる差額を含む）
b.  報酬方針におけるパフォーマンス基準と、最高ガバナンス機関および役員

の経済、環境、社会項目における目標がどのように関係しているか

サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／コーポレート
ガバナンス（P43、45）
コーポレートガバナンスに関する報告書／取締役会が経営陣幹部・
取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き
コーポレートガバナンスに関する報告書／インセンティブ関係
コーポレートガバナンスに関する報告書／取締役報酬関係

102-36 
報酬の決定プロセス

a. 報酬の決定プロセス
b.  報酬コンサルタントが報酬の決定に関与しているか否か、また報酬コンサ

ルタントが経営陣から独立しているか否か
c. 報酬コンサルタントと組織との間に存在するその他の関係

サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／コーポレート
ガバナンス（P43、45）
コーポレートガバナンスに関する報告書／取締役会が経営陣幹部・
取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き
※報酬コンサルタントは関与していません

102-37 
報酬に関するステー
クホルダーの関与

a.  報酬に関するステークホルダーの意見をどのように求め、また考慮してい
るか

b. 考慮している場合、報酬方針や提案への投票結果

サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／コーポレート
ガバナンス（P43、45）
コーポレートガバナンスに関する報告書／インセンティブ関係
コーポレートガバナンスに関する報告書／取締役報酬関係
第80期定時株主総会決議ご通知／第4号議案　役員賞与の支給
の件
https://www.daiwahouse.com/ir/soukai/pdf/80_ketsugi.pdf

102-38 
年間報酬総額の比率

a.  組織の重要事業所があるそれぞれの国の最高給与所得者における年間
報酬総額の、同じ国の全従業員における年間報酬額の中央値（最高給与
所得者を除く）に対する比率

＜省略理由／説明＞
情報が入手困難：当該項目についての情報は現時点では集計でき
ていません。尚、従業員の給与、役員報酬は下記に開示しています。
第80期 有価証券報告書 2018年4月～2019年3月／従業員の状
況、役員の報酬等
https://www.daiwahouse.com/ir/shouken/pdf/80yuuhou.
pdf

102-39 
年間報酬総額比率
の増加率

a.  組織の重要事業所があるそれぞれの国の最高給与所得者における年間
報酬総額の増加率の、同じ国の全従業員における年間報酬総額の中央値

（最高給与所得者を除く）の増加率に対する比率

＜省略理由／説明＞
情報が入手困難：当該項目についての情報は現時点では集計でき
ていません。尚、従業員の給与、役員報酬は下記に開示しています。
第80期 有価証券報告書 2018年4月～2019年3月／従業員の状
況、役員の報酬等
https://www.daiwahouse.com/ir/shouken/pdf/80yuuhou.
pdf

5. ステークホルダー・エンゲージメント
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

102-40 
ステークホルダー・
グループのリスト

a. 組織がエンゲージメントしたステークホルダー・グループのリスト サステナビリティレポート2019／特集（P23-26）
サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／人権マネジメ
ント（P51）
サステナビリティレポート2019／外部との協働・外部からの評価

（P183-184）
ステークホルダーとの共創共生
https://www.daiwahouse.com/sustainable/csr/vision/
stakeholders/index.html

102-41 
団体交渉協定

a. 団体交渉協定の対象となる全従業員の割合 ＜省略理由／説明＞
該当せず：当社では、法の定める「結社の自由」を認めていますが、
労働組合は組織されていません。

102-42 
ステークホルダーの
特定および選定

a.  組織がエンゲージメントを行うステークホルダーを特定および選定する
基準

サステナビリティレポート2019／特集（P23-26）
サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／人権マネジメ
ント（P46）
サステナビリティレポート2019／地域市民との共創共生／事業を
通じたコミュニティ発展の支援（P117-118）
サステナビリティレポート2019／外部との協働・外部からの評価

（P183）
ステークホルダーとの共創共生
https://www.daiwahouse.com/sustainable/csr/vision/
stakeholders/index.html

102-43 
ステークホルダー・
エンゲージメントへ
のアプローチ方法

a.  組織のステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法。種類別、
ステークホルダー・グループ別のエンゲージメントの頻度を含む。また、
特に報告書作成プロセスの一環として行ったエンゲージメントか否かを
示す

サステナビリティレポート2019／特集（P23-26）
サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／人権マネジメ
ント（P49-52）
サステナビリティレポート2019／地域市民との共創共生／事業を
通じたコミュニティ発展の支援（P117-124）
サステナビリティレポート2019／株主との共創共生／中長期的な
株主価値向上とIR活動（P137-139）
サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／環境コミュ
ニケーション（P181）
サステナビリティレポート2019／外部との協働・外部からの評価

（P183-184）
統合報告書2018／経営体制／株主・投資家のみなさまとの対話

（P89）
ステークホルダーとの共創共生
https://www.daiwahouse.com/sustainable/csr/vision/
stakeholders/index.html
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開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （
102-44 
提起された重要な
項目および懸念

a.  ステークホルダー・エンゲージメントにより提起された重要な項目および
懸念。次の事項を含む

　 i .  組織が重要な項目および懸念にどう対応したか（報告を行って対応した
ものを含む）

　 ii . 重要な項目および懸念を提起したステークホルダー・グループ

サステナビリティレポート2019／特集（P23-26）
サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／人権マネジメ
ント（P49-52）
サステナビリティレポート2019／株主との共創共生／担当役員メッ
セージ（P133-134）
サステナビリティレポート2019／株主との共創共生（P139）
統合報告書2018／経営体制／株主・投資家のみなさまとの対話

（P89）
ステークホルダーミーティング
https://www.daiwahouse.com/sustainable/csr/
stakeholder/

6. 報告実務
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

102-45 
連結財務諸表の対
象になっている事業
体

a.  組織の連結財務諸表または同等文書の対象になっているすべての事業体
のリスト

b.  組織の連結財務諸表または同等文書の対象になっている事業体のいずれ
かが報告書の記載から外れているか否か

サステナビリティレポート2019／編集方針（P3）
サステナビリティレポート2019／大和ハウスグループの概要（P191）
第80期 有価証券報告書 2018年4月～2019年3月／関係会社の
状況
https://www.daiwahouse.com/ir/shouken/pdf/ 
80yuuhou.pdf

102-46 
報告書の内容およ
び項目の該当範囲
の確定

a. 報告書の内容および項目の該当範囲を確定するためのプロセスの説明 
b.  組織が報告書の内容を確定する際、報告原則をどのように適用したかに

ついての説明

サステナビリティレポート2019／経営を推進するしくみ（P15-22）

102-47 
マテリアルな項目の
リスト

a. 報告書の内容を確定するプロセスで特定したマテリアルな項目のリスト サステナビリティレポート2019／経営を推進するしくみ（P15-22）

102-48 
情報の再記述

a.  過去の報告書で提供した情報を修正再記述する場合、再記述の影響およ
び理由

下記ページに修正があり、説明を記載しています。 
サステナビリティレポート2019／CSR自己評価指標　2018年度
実績（P201-206）

102-49 
報告における変更

a.  マテリアルな項目および項目の該当範囲について、過去の報告期間から
の重大な変更

＜省略理由／説明＞
該当せず：バウンダリーについて重要な変更はありません。 

102-50 
報告期間

a. 提供情報の報告期間 サステナビリティレポート2019／編集方針（P3）

102-51 
前回発行した報告
書の日付

a. 前回発行した報告書の日付（該当する場合） サステナビリティレポート2019／編集方針（P3）

102-52 
報告サイクル

a. 報告サイクル サステナビリティレポート2019／編集方針（P3）

102-53 
報告書に関する質
問の窓口

a. 報告書またはその内容に関する質問の窓口 サステナビリティレポート2019／裏表紙

102-54 
GRIスタンダードに
準拠した報告である
ことの主張

a.  組織がGRIスタンダードに準拠し、次のいずれかの選択肢を選んで報告
書を作成したことを表す主張

　 i .  「この報告書は、GRIスタンダードの中核（Core）オプションに準拠して 
       作成されている」
　 ii . 「この報告書は、GRIスタンダードの包括（Comprehensive）オプショ   
       ンに準拠して作成されている」

GRIスタンダード対照表【本表】

※当サステナビリティレポート2019は、GRIスタンダード中核（Core）
に準拠して作成しています。

102-55 
GRI内容索引

a.  GRIの内容索引（使用した各スタンダードを明記し、報告書に記載したす
べての開示事項を一覧表示する）

b. 内容索引には、各開示事項について次の情報を含める 
　 i . 開示事項の番号（GRIスタンダードに従って開示した項目について） 
　 ii .  報告書またはその他の公開資料の中で、該当の情報が記載されている

ページ番号またはURL
　iii.  要求される開示事項の省略が認められていて、開示できない場合の省

略の理由（該当する場合）

GRIスタンダード対照表【本表】

102-56 
外部保証

a. 報告書の外部保証に関する組織の方針および現在の実務慣行の説明
b. 報告書が外部保証を受けている場合、
　 i .  外部保証報告書、表明、意見に言及する。外部保証によって保証されて

いる事項、保証されていない事項、その根拠（サステナビリティ報告書
に添付する保証報告書に記載がない場合）。これには保証基準、保証レ
ベル、保証プロセスに存在する制約事項も含める

　 ii .  組織と保証提供者の関係
　iii.  最高ガバナンス機関または役員が、組織のサステナビリティ報告書の

保証に関わっているか否か、どのように関わっているか

サステナビリティレポート2019／第三者保証報告書（P241）
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GRI 103： マネジメント手法　2016
当社グループは「GRI 103」において、以下10の課題をマテリアルな項目と位置付けています。 

①お客さまとの共創共生 
②従業員との共創共生 
③取引先との共創共生 
④地域市民との共創共生 
⑤株主との共創共生 
⑥地球温暖化防止（エネルギー・気候変動） 
⑦自然環境との調和（生物多様性保全） 
⑧資源保護（長寿命化・廃棄物削減・水資源保護） 
⑨化学物質による汚染の防止 
⑩ CSR 経営の基盤
※サステナビリティレポート2019は、旧計画（中期ＣＳＲ計画2016～2018年度）の枠組みでの報告のため、上記をマテリアルな項目としています。
　そのため、同レポートＰ17-22に記載の新計画（2019～2021年度）のマテリアルな項目と異なります。

開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （
103-1 
マテリアルな項目と
その該当範囲の説
明

a. その項目がマテリアルである理由の説明
b. マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む
　 i . どこでインパクトが生じるのか
　 ii .  組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接

的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連し
たかどうか

c. 該当範囲に関する具体的な制約事項

サステナビリティレポート2019／会長メッセージ（P7-10）
サステナビリティレポート2019／社長メッセージ（P11-14）
サステナビリティレポート2019／経営を推進するしくみ（P19-22、
P29-30）
サステナビリティレポート2019の各担当役員メッセージ：

CSR経営の基盤（P39-40）、お客さま(P69-70）､従業員（P87-88）、
取引先（P103-104）､地域社会（P115-116）、株主（P135-136）、
環境（P141-143）

サステナビリティレポート2019の環境に関する各ページ：
　 環境長期ビジョン（P144-146）、環境行動計画（エンドレス グ

リーン プログラム）（P147）、地球温暖化防止（P155）、自然環
境との調和（P165）、資源保護（P171）、化学物質による汚染防止

（P177）

103-2 
マネジメント手法と
その要素

a. 組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 
b. マネジメント手法の目的に関する表明 
c. マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 
　 i . 方針 
　 ii . コミットメント 
　iii. 目標およびターゲット 
　iv. 責任 
　 v . 経営資源 
   vi. 苦情処理メカニズム 
   vii. 具体的な措置（プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど）

サステナビリティレポート2019／経営を推進するしくみ（P15-19、
P29-34）
サステナビリティレポート2019の各担当役員メッセージ：

CSR経営の基盤（P39-40）、お客さま(P69-70）､従業員（P87-88）、
取引先（P103-104）､地域社会（P115-116）、株主（P135-136）、
環境（P141-143）

サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／CSR マネジ
メント(P63-65)
サステナビリティレポート2019の環境に関する各ページ：
　 環境長期ビジョン（P144-146）、環境行動計画（エンドレス グリー

ン プログラム）（P147-150）、環境マネジメント（P151-152、
P163-164）、事業全体におけるサプライチェーンマネジメント（環
境）（P153-154）、地球温暖化防止（P155-160）、自然環境との
調和（P165-170）、資源保護（P171-176）、化学物質による汚染
の防止（P177-180）

103-3 
マネジメント手法の
評価

a. 組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む 
　 i . マネジメント手法の有効性を評価する仕組み 
　 ii . マネジメント手法の評価結果 
　iii. マネジメント手法に関して行った調整

サステナビリティレポート2019の各担当役員メッセージ：
CSR経営の基盤（P39-40）、お客さま(P70）､従業員（P87-88）、
取引先（P103-104）､地域社会（P115-116）、株主（P135-136）、
環境（P141-143）

サステナビリティレポート2019の環境に関する各ページ：
　 環境行動計画（エンドレス グリーン プログラム）（P148）、環境マ

ネジメント（P151）、地球温暖化防止（P156）、自然環境との調和
（P166）、資源保護（P172）、化学物質による汚染の防止（P178）

サステナビリティレポート2019／外部評価・データ集／外部から
の評価（P184-190）
サステナビリティレポート2019／外部評価・データ集／CSR自己
評価指標 2018年度実績(P201-206)
サステナビリティレポート2019／外部評価・データ集（環境）／
環境行動計画（エンドレス グリーン プログラム 2018）の実績と自
己評価(P209-210)
サステナビリティレポート2019／第三者保証報告書（P241）
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GRI 201： 経済パフォーマンス　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

201-1 
創出、分配した直接
的経済価値

a.  創出、分配した直接的経済価値（発生主義ベースによる）。これには、組織
のグローバルにおける事業について、次に一覧表示する基本要素を含める。
データを現金主義で表示する場合は、その判断理由を次の基本要素に加
えて報告する

　 i . 創出した直接的経済価値：収益
　 ii .  分配した経済価値：事業コスト、従業員給与と諸手当、資本提供者への

支払い、政府への支払い（国別）、コミュニティ投資
　iii.  留保している経済価値：「創出した直接的経済価値」から「分配した経済

価値」を引いたもの
b.  影響が著しいものについて、創出・分配経済価値を国、地域、市場レベル

に分けて報告する。また「著しい」と判断する基準も報告する

第80期 有価証券報告書 2018年4月～2019年3月／連結財務諸表
https://www.daiwahouse.com/ir/shouken/pdf/80yuuhou.
pdf

201-2 
気候変動による財
務上の影響、その他
のリスクと機会

a.  気候変動に起因してもたらされるリスクや機会で、事業、収益、費用に実
質的な変動が生じる可能性のあるもの。次の事項を含む

　 i . リスクと機会の記述。リスクと機会を物理的、規制関連、その他に分類
　 ii . リスクと機会に関連するインパクトの記述
　iii. 措置を行う前から想定されるリスクと機会の財務上の影響
　iv. リスクと機会をマネジメントするために用いた手法
　 v . リスクと機会をマネジメントするために行った措置のコスト

サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／担当役員メッ
セージ(P141-143）
サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／環境長期
ビジョン、環境行動計画（エンドレス グリーン プログラム 2018、
2021）(P144-150)
サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／地球温暖化
防止（エネルギー・気候変動）（P155、163-164）
サステナビリティレポート2019／環境負荷マテリアルフロー・環境
会計／環境会計(P231-232)

201-3 
確定給付型年金制
度の負担、その他の
退職金制度

a.  組織の一般財源で当該制度の債務をまかなっている場合、その債務の推
定額

b. 年金制度の債務を支払うために別の基金を持っている場合、次の事項
　 i . 年金制度の債務額のうち別途積み立て資産でカバーされる割合の推定値
　 ii . 当該推定値の計算基礎
　iii. 推定値の計算時期
c.  年金制度の債務を支払うために設けられた基金が不足している場合、雇

用者が完全補償実現に向けて実施している戦略があればそれを説明する。
また雇用者が完全補償実現の目標時期を設定している場合は、それにつ
いて説明する

d. 従業員、雇用者による拠出額が給与に占める割合
e.  退職金積立制度への参加レベル（義務的参加か任意制度か、地域的制度

か国の制度か、経済的インパクトがあるものか、など）

第80期 有価証券報告書 2018年4月～2019年3月／連結財務諸表
https://www.daiwahouse.com/ir/shouken/pdf/80yuuhou.
pdf

201-4 
政府から受けた資
金援助

a.  組織が報告期間中に各国政府から受け取った資金援助の総額。次の事項
を含む

　 i . 減税および税額控除 
　 ii . 補助金 
　iii. 投資奨励金、研究開発助成金、その他関連助成金 
　iv. 賞金 
　 v . 特許権等使用料免除期間 
　vi. 輸出信用機関（ECA）からの資金援助 
  vii. 金銭的インセンティブ 
 viii. その他、政府から受け取った、または受け取る予定の財務利益 
b. 201-4-aの情報の国別内訳 
c. 組織の株式保有構成における政府出資の有無、出資割合

＜省略理由／説明＞
情報の収集が困難：当該の項目について、現時点では集計できて
いません。

GRI 202： 地域経済での存在感　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

202-1 
地域最低賃金に対
する標準新人給与
の比率（男女別）

a.  従業員の相当部分が最低賃金を条件に報酬を受けている場合、その最低
賃金に対する重要事業拠点新人給与の比率（男女別）を報告する

b.  組織の活動に携わるその他の労働者（従業員を除く）の相当部分が最低賃
金を条件に報酬を受けている場合、最低賃金を上回る賃金が支払われて
いることを確認するためにどのような措置を取っているかを記述する

c.  重要事業拠点を置く地域に地域最低賃金が存在するか否か、それが変動
するものか否か（男女別）。参照すべき最低賃金が複数ある場合は、どの
最低賃金を使用したかを報告する

d. 「重要事業拠点」の定義

サステナビリティレポート2019／従業員との共創共生／適正な給
与の遵守（P97）
サステナビリティレポート2019／地域市民との共創共生／各国拠
点における地元出身者の雇用（P124）

202-2 
地域コミュニティか
ら採用した上級管理
職の割合

a. 重要事業拠点で地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 
b. 「上級管理職」の定義 
c. 組織の「地域・地元」の地理的定義 
d. 「重要事業拠点」の定義

サステナビリティレポート2019／従業員との共創共生／優秀な人
財に対する雇用機会の提供（P98）
サステナビリティレポート2019／地域市民との共創共生／各国拠
点における地元出身者の雇用（P124）
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GRI 203： 間接的な経済的インパクト　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

203-1 
インフラ投資および
支援サービス

a. 重要なインフラ投資や支援サービスを展開した範囲
b.  コミュニティや地域経済に与えているインパクト、または与えると思われる

インパクト。プラスとマイナス双方を含む（該当する場合）
c.  当該投資・サービスが商業目的のものか、現物支給するものか、無償で実

施するものかを報告する

サステナビリティレポート2019／特集（P23-26）
サステナビリティレポート2019／地域市民との共創共生／事業を
通じたコミュニティ発展の支援（P117-124）

203-2 
著しい間接的な経
済的インパクト

a.  組織が与える著しい間接的な経済的インパクト（プラスおよびマイナス）と
特定された事例

b.  外部のベンチマークおよびステークホルダーの優先事項（国内および国
際的な基準、協定、政策課題など）を考慮した場合の間接的な経済的イン
パクトの「著しさ」

サステナビリティレポート2019／特集（P23-26）
サステナビリティレポート2019／地域市民との共創共生／事業を
通じたコミュニティ発展の支援（P117-124）

GRI 204： 調達慣行　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

204-1 
地元サプライヤー
への支出の割合

a.  重要事業拠点で使用する調達予算のうち、当該事業所の地元にあるサプ
ライヤーへの支出割合（地元で調達した商品やサービスの割合など）

b. 組織の「地域・地元」の地理的定義
c. 「重要事業拠点」の定義

サステナビリティレポート2019／取引先との共創共生／CSRの取
り組みにおける取引先への働きかけ（P106-109）
サステナビリティレポート2019／外部評価・データ集／CSR調達
ガイドライン（P198-200）

GRI 205： 腐敗防止　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

205-1 
腐敗に関するリスク
評価を行っている事
業所

a. 腐敗に関するリスク評価の対象とした事業所の総数と割合 
b. リスク評価により特定した腐敗関連の著しいリスク

サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／腐敗防止・公
正な取引（P60-62）

205-2 
腐敗防止の方針や
手順に関するコミュ
ニケーションと研修

a.  ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の
伝達対象となった者の総数と割合（地域別に）

b.  従業員のうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の伝達対象となった
者の総数と割合（従業員区分別、地域別に）

c.  ビジネスパートナーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順について
伝達対象となった者の総数と割合（ビジネスパートナー種類別、地域別に）。
腐敗防止に関する組織の方針や手順が、その他の個人または組織に伝達
されているかどうかを記述する

d.  ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総
数と割合（地域別に）

e.  従業員のうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と割合（従業員
区分別、地域別に）

サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／腐敗防止・公
正な取引（P60-62）

205-3 
確定した腐敗事例と
実施した措置

a. 確定した腐敗事例の総数と性質
b.  確定した腐敗事例のうち、腐敗を理由に従業員を解雇または懲戒処分し

たものの総数
c.  確定した腐敗事例のうち、腐敗関連の契約違反を理由にビジネスパートナー

と契約破棄または更新拒否を行ったものの総数
d.  報告期間中に組織または組織の従業員に対して腐敗に関連した訴訟が提

起されている場合、その事例と結果

サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／株式会社フジ
タに対する公正取引委員会からの排除措置命令について（P61）
サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／株式会社フジ
タの従業員に対する刑事処分（略式命令）について（P61）

GRI 206： 反競争的行為　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

206-1 
反競争的行為、反トラ
スト、独占的慣行によ
り受けた法的措置

a.  組織の関与が明らかとなった反競争的行為、反トラスト法違反、独占禁止
法違反により、報告期間中に法的措置を受けた事例（終結しているもの、
していないもの）の件数

b. 法的措置が終結したものについては、結果（決定や判決を含む）の主要点

サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／腐敗に関する
リスク評価（P61）

GRI 301： 原材料　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

301-1 
使用原材料の重量
または体積

a.  組織が報告期間中に主要製品やサービスの生産、梱包に使用した原材料
の重量または体積の総計。次の分類による

　 i . 使用した再生不能原材料
　 ii . 使用した再生可能原材料

サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／自然環
境との調和（P221-222）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／資源保護

（P225-226）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／環境負
荷マテリアルフロー・環境会計（P231-232）

301-2 
使用したリサイクル
材料

a. 組織の主要製品やサービスの生産に使用したリサイクル材料の割合 サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／自然環
境との調和（P221-222)

301-3 
再生利用された製
品と梱包材

a. 再生利用された製品と梱包材の割合。製品区分別に 
b. 本開示事項のデータ収集方法

サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／資源保護
（P172-173）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／資源保護

（P224-226）
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GRI 302： エネルギー　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

302-1 
組織内のエネルギー
消費量

a.  組織内における非再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量（ジュー
ルまたはその倍数単位（メガ、ギガなど）による）。使用した燃料の種類も
記載する

b.  組織内における再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量（ジュー
ルまたはその倍数単位による）。使用した燃料の種類も記載する

c. 次の総量（ジュール、ワット時、またはその倍数単位による）
　 i . 電力消費量
　 ii . 暖房消費量
　iii. 冷房消費量
　iv. 蒸気消費量
d. 次の総量（ジュール、ワット時、またはその倍数単位による）
　 i . 販売した電力 
　 ii . 販売した暖房 
　iii. 販売した冷房 
　iv. 販売した蒸気
e. 組織内のエネルギー総消費量（ジュールまたはその倍数単位による） 
 f. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール 
g. 使用した変換係数の情報源

サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／環境デー
タの算定と報告について（P208）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／地球温
暖化防止（P211-216、220）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／環境負
荷マテリアルフロー・環境会計（P231-232）

302-2 
組織外のエネルギー
消費量

a.  組織外のエネルギー消費量（ジュールまたはその倍数単位（メガ、ギガなど）
による）

b. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール 
c. 使用した変換係数の情報源

＜省略理由／説明＞
エネルギー消費量をCO2排出量に換算して開示しています

（関連ページ）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／環境デー
タの算定と報告について（P208）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／地球温
暖化防止（P211）

302-3 
エネルギー原単位

a. 組織のエネルギー原単位
b. 原単位計算のため組織が分母として選択した指標
c.  原単位に含まれるエネルギーの種類（燃料、電力、暖房、冷房、蒸気、また

はこのすべて）
d.  原単位計算に使用したのは、組織内のエネルギー消費量、組織外のエネ

ルギー消費量、もしくはこの両方か

サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／地球温
暖化防止（P211、213、220）

302-4 
エネルギー消費量
の削減

a.  エネルギーの節約および効率化の取り組みによる直接的な結果として削
減されたエネルギー消費量（ジュールまたはその倍数単位（メガ、ギガなど）
による）

b.  削減されたエネルギーの種類（燃料、電力、暖房、冷房、蒸気、またはこの
すべて）

c.  削減されたエネルギー消費量の計算に使用した基準（基準年、基準値など）
と、その基準選定の理論的根拠

d. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／地球温
暖化防止（P211、213、220）

302-5 
製品およびサービ
スのエネルギー必
要量の削減

a.  販売する製品およびサービスが必要とするエネルギーの報告期間中にお
けるエネルギー削減量（ジュールまたはその倍数単位（メガ、ギガなど）に
よる）

b.  エネルギー消費削減量の計算に使用した基準（基準年、基準値など）、お
よび基準選定の理論的根拠

c. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

＜省略理由／説明＞
エネルギー消費量をCO2排出量に換算して開示しています。

（関連ページ）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／地球温
暖化防止（P219-220）

GRI 303： 水　2018
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

303-1 
共有資源としての水
との相互作用

a.  取水され、消費され、排出される方法と場所を含む、組織と水との相互作
用の記述、および、取引関係によって組織の活動、製品、サービスにもた
らされ、または寄与し、もしくは直接関連した水関連のインパクト（例：流出
水によるインパクト）

b.  評価の範囲、期間、使用されたツールや方法を含む、水関連のインパクト
を特定するために使用された手法の記述

c.  水関連のインパクトがどのように対処されているかについての記述、以下
を含む。組織が水を共有資源として取り扱うためにどのようにステークホ
ルダーと協力するか、そして著しい水関連のインパクトのあるサプライヤー
や顧客とどのように関わっているか

d.  組織のマネジメント手法の一部である水関連の目標およびターゲットを
設定するプロセス、および水ストレスを伴う各地域の公共政策と地域の状
況との関係に対する説明

サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／資源保護
（P172、 P175-176）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／資源保護

（P227)
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／環境負
荷マテリアルフロー・環境会計（P231-232）

303-2 
排水に関連するイン
パクトのマネジメント

a.  排出される廃水の水質について設定された最低限の基準と、これらの最
低限の基準がどのように決定されたかについての記述

　　  i .  排出基準のない地域での施設からの排水基準がどのように決定され
たか

　　 ii . 内部的に開発された水質基準またはガイドライン
　　iii. 業種特有の基準は考慮されたか
　　iv. 排水を受け入れる水域の特性を考慮したかどうか

サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／化学物質に
よる汚染の防止（P177、179）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／サイトレ
ポート（P233-238）
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開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （
303-3 
取水

a.  すべての地域からの総取水量（単位:千kL）、および該当する場合は次の
取水源ごとの総取水量の内訳

　 i . 地表水
　 ii . 地下水 
　iii. 海水 
　iv. 生産随伴水 
　 v . 第三者の水 
b.  水ストレスを伴うすべての地域からの総取水量（単位:千kL）、および該当

する場合は、次の取水源ごとの総取水量の内訳
　 i . 地表水 
　 ii . 地下水 
　iii. 海水 
　iv. 生産随伴水 
　 v . 第三者の水、およびi-ivに記載された取水源ごとのこの合計の内訳
c.  開示事項303-3-aおよび開示事項303-3-bに記載された各取水源からの、

次のカテゴリーごとの総取水量の内訳
　 i . 淡水（≤1,000mg / L　総溶解固形分） 
　 ii . その他の水（>1,000 mg / L　総溶解固形分）
d.  どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上

の情報、適用した基準、方法論、前提条件など

サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／資源保護
（P227-228）

303-4 
排水

a.  すべての地域の総排水量（単位:千kL）、および該当する場合は次の排水
先タイプ別の総排水量内訳

　 i . 地表水 
　 ii . 地下水 
　iii. 海水 
　iv.  第三者の水 および該当する場合はこの合計の量は他の組織の使用の

ために送られた合計量
b. すべての地域への総排水量（単位:千kL）についての次のカテゴリー別内訳
　 i . 淡水（≤1,000mg / L　総溶解固形分） 
　 ii . その他の水（>1,000 mg / L　総溶解固形分） 
c.  水ストレスを伴うすべての地域への総排水量（単位:千kL）、および次のカ

テゴリー別の総排水量内訳
　 i . 淡水（≤1,000mg / L　総溶解固形分） 
　 ii . その他の水（>1,000 mg / L　総溶解固形分）
d. 排水時に優先的に懸念される物質が処理されていること、次を含む
　 i .  優先的に懸念される物質がどのように定義されているか、そして国際

規格(あるならば)、信頼できるリスト、あるいは規準がどのように用い
られているか

　 ii . 優先的に懸念される物質の排出限度を設定するアプローチ 
　iii. 排出限度に違反した事案数
e.  どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上

の情報、適用した基準、方法論、前提条件など

サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／資源保護
（P227-228）

303-5 
水消費

a. すべての地域での総水消費量（単位:千kL） 
b.  水ストレスを伴うすべての地域での総水消費量（単位:千kL）
c.  水の保管が水関連の著しいインパクトを及ぼすことが同定された場合の

水保管量の変化（単位:千kL）
d.  どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上

の情報、適用した基準、方法論、前提条件など。ここには、情報を計算・推
定・モデル化したか、直接的な測定から得たかどうかや、またセクター特
有の因子を使用することなど、このためにとられたアプローチを含む

＜省略理由／説明＞
情報が入手困難：当該の項目について、現時点では集計できてい
ません。

GRI 304： 生物多様性　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

304-1 
保護地域および保
護地域ではないが
生物多様性価値の
高い地域、もしくは
それらの隣接地域
に所有、賃借、管理
している事業サイト

a.  保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしく
はそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイトに関する次の
情報

　 i . 所在地
　 ii . 組織が所有、賃借、管理する可能性のある地表下および地下の土地
　iii.  保護地域（保護地域内部、隣接地域、または保護地域の一部を含む地域）

または保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域との位置関係
　iv. 事業形態（事務所、製造・生産、採掘）
　 v . 事業敷地の面積（km2で表記。適切な場合は他の単位も可）
　vi.  該当する保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い

地域の特徴（陸上、淡水域、あるいは海洋）から見た生物多様性の価値
  vii.  保護地域登録されたリスト（IUCN保護地域管理カテゴリー、ラムサー

ル条約、国内法令など）の特徴から見た生物多様性の価値

サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／自然環境と
の調和（P168、170）
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開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （
304-2 
活動、製品、サービ
スが生物多様性に
与える著しいインパ
クト

a.  生物多様性に直接的、間接的に与える著しいインパクトの性質。次の事項
を含む

　 i . 生産工場、採掘坑、輸送インフラの建設または利用 
　 ii .  汚染（生息地には本来存在しない物質の導入。点源、非点源由来のい

ずれも）
　iii. 侵入生物種、害虫、病原菌の導入 
　iv. 種の減少 
　 v . 生息地の転換 
　vi.  生態学的プロセスの変化（塩分濃度、地下水位変動など）で、自然増減

の範囲を超えるもの
b. 直接的、間接的、プラス、マイナスの著しい影響。次の事項を含む 
　 i . インパクトを受ける生物種 
　 ii . インパクトを受ける地域の範囲 
　iii. インパクトを受ける期間 
　iv. インパクトの可逆性、不可逆性

サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／自然環境と
の調和（P165-166、168、169-170）

304-3 
生息地の保護・復元

a.  すべての保護もしくは復元された生息地の規模と所在地。外部の独立系
専門家が、その復元措置の成功を認定しているか否か

b.  組織の監督・実施により保護もしくは復元された場所と異なる生息地があ
る場合、保護や復元を目的とする第三者機関とのパートナーシップの有無

c. 各生息地の状況（報告期間終了時点における）
d. 使用した基準、方法、前提条件

サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／自然環境と
の調和（P168、170）
サステナビリティレポート2019／外部との協働・外部からの評価

（P183-184）

304-4 
事業の影響を受け
る地域に生息する
IUCNレッドリストな
らびに国内保全種リ
スト対象の生物種

a.  IUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種で、組織の事業
の影響を受ける地域に生息する種の総数。次の絶滅危惧レベル別に

　 i . 絶滅危惧IA類（CR） 
　 ii . 絶滅危惧IB類（EN） 
　iii. 絶滅危惧II類（VU） 
　iv. 準絶滅危惧（NT） 
　 v . 軽度懸念

サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／自然環境と
の調和（P168）

GRI 305： 大気への排出　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

305-1 
直接的な温室効果
ガス（GHG）排出量

（スコープ1）

a. 直接的（スコープ1）GHG排出量の総計（CO2換算値（t-CO2）による）
b.  計算に用いたガス（CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはその

すべて）
c. 生物由来のCO2排出量（CO2換算値（t-CO2）による）
d. 計算の基準年（該当する場合、次の事項を含む）
　 i . その基準年を選択した理論的根拠
　 ii . 基準年における排出量
　iii.  排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することに

なった場合は、その経緯
e.  使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数（GWP）、GWP情

報源の出典
 f .  排出量に関して選択した連結アプローチ（株式持分、財務管理、もしくは

経営管理）
g. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／地球温暖化
防止（P155-156）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／地球温
暖化防止（P208、212-213、217-220）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／環境負
荷マテリアルフロー・環境会計（P231-232）

305-2 
間接的な温室効果
ガス（GHG）排出量

（スコープ2）

a.  ロケーション基準の間接的（スコープ2）GHG排出量の総計（CO2換算値
（t-CO2）による）

b.  該当する場合、マーケット基準の間接的（スコープ2）GHG排出量の総計
（CO2換算値（t-CO2）による）

c.  データがある場合、総計計算に用いたガス（CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、
SF6、NF3、またはそのすべて）

d. 計算の基準年（該当する場合、次の事項を含む）
　 i . その基準年を選択した理論的根拠 
　 ii . 基準年における排出量 
　iii.  排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することに

なった場合は、その経緯
e.  使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数（GWP）、GWP情

報源の出典
 f .  排出量に関して選択した連結アプローチ（株式持分、財務管理、経営管理）
g. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／地球温暖化
防止（P155-156）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／地球温
暖化防止（P208、212-213、217-220）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／環境負
荷マテリアルフロー・環境会計（P231-232）

305-3 
その他の間接的
な温室効果ガス

（GHG）排出量（ス
コープ3）

a.  その他の間接的（スコープ3）GHG排出量の総計（CO2換算値（t-CO2）に
よる）

b.  データがある場合、総計計算に用いたガス（CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、
SF6、NF3、またはそのすべて）

c. 生物由来のCO2排出量（CO2換算値（t-CO2）による）
d. 計算に用いたその他の間接的（スコープ3）GHG排出量の区分と活動
e. 計算の基準年（該当する場合、次の事項を含む）
　 i . その基準年を選択した理論的根拠
　 ii . 基準年における排出量
　iii.  排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することに

なった場合は、その経緯
 f.  使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数（GWP）、GWP情

報源の出典
g. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／地球温暖化
防止（P155）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／地球温
暖化防止（P208、217-218）
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開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （
305-4 
温室効果ガス

（GHG）排出原単位

a. 組織のGHG排出原単位 
b. 原単位計算のため組織が分母として選択した指標 
c.  原単位に含まれるGHG排出の種類。直接的（スコープ1）、間接的（スコー

プ2）、その他の間接的（スコープ3）
d.  計算に用いたガス（CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはその

すべて）

サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／地球温暖化
防止（P156-157）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／地球温
暖化防止（P208、212-213、219-220）

305-5 
温室効果ガス

（GHG）排出量の
削減

a.  排出量削減の取り組みによる直接的な結果として削減されたGHG排出量
（CO2換算値（t-CO2）による）

b.  計算に用いたガス（CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはその
すべて）

c. 基準年または基準値、およびそれを選択した理論的根拠
d.  GHG排出量が削減されたスコープ。直接的（スコープ1）、間接的（スコー

プ2）、その他の間接的（スコープ3）のいずれか
e. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／地球温暖化
防止（P156-157）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／地球温
暖化防止（P208、212-213、217-218、219-220）

305-6 
オゾン層破壊物質

（ODS）の排出量

a.  ODSの生産量、輸入量、輸出量（CFC-11（トリクロロフルオロメタン）換
算値による）

b. 計算に用いた物質
c. 使用した排出係数の情報源
d. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

＜省略理由／説明＞
当社グループでは、フロン等の生産、輸入、輸出を行っていないため、
目標の設定や実績管理から除外しています。

305-7 
窒素酸化物（NOx）、
硫黄酸化物（SOx）、
およびその他の重
大な大気排出物

a.  次の重大な大気排出物の量（キログラムまたはその倍数単位（トンなど）に
よる）

　 i . NOx 
　 ii . SOx 
　iii. 残留性有機汚染物質（POP） 
　iv. 揮発性有機化合物（VOC） 
　 v . 有害大気汚染物質（HAP） 
　vi. 粒子状物質（PM） 
  vii. この他、関連規制で定めている標準的大気排出区分 
b. 使用した排出係数の情報源 
c. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール

サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／化学物質に
よる汚染の防止（P178）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／化学物
質による汚染の防止（P229-230）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／環境負
荷マテリアルフロー・環境会計（P231-232）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／サイトレ
ポート（P233-238）

GRI 306： 排水および廃棄物　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

306-1 
排水の水質および
排出先

a. 想定内および想定外の排水量（次の事項による） 
　 i . 排出先 
　 ii . 水質（処理方法を含む） 
　iii. 他の組織による水の再利用の有無 
b. 使用した基準、方法、前提条件

サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／資源保護
（P227-228）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／サイトレ
ポート（P233-238）

306-2 
種類別および処分
方法別の廃棄物

a.  有害廃棄物の総重量（次の処分方法を用いている場合には、この処分方
法別に内訳を提示）

　 i . リユース
　 ii . リサイクル
　iii. 堆肥化
　iv. 回収（エネルギー回収を含む）
　 v . 焼却（大量燃焼）
　vi. 深井戸注入
  vii. 埋め立て
 viii. 現場保管
   ix. その他（詳細を記述）

b.  非有害廃棄物の総重量（次の処分方法を用いている場合には、この処分
方法別に内訳を提示）

　 i . リユース
　 ii . リサイクル
　iii. 堆肥化
　iv. 回収（エネルギー回収を含む）
　 v . 焼却（大量燃焼）
　vi. 深井戸注入
  vii. 埋め立て
 viii. 現場保管
   ix. その他（詳細を記述）

c. 廃棄物処分方法の判定方法
　 i . 自ら処分している場合または直接確認した場合
　 ii . 廃棄物処分請負業者から提供された情報による場合
　iii. 廃棄物処分請負業者からの報告がない場合

サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／資源保護
（P172）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／資源保護

（P224-226）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／環境負
荷マテリアルフロー・環境会計（P231-232）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／サイトレ
ポート（P233-238）

306-3 
重大な漏出

a. 記録した重大な漏出の総件数と総漏出量 
b. 組織の財務報告書で報告している漏出のそれぞれにつき、次の追加情報 
　 i . 漏出場所 
　 ii . 漏出量 
　iii.  次の分類による漏出物。油漏出物（土壌または水面）、燃料漏出物（土壌

または水面）、廃棄物の漏出（土壌または水面）、化学物質の漏出（多く
は土壌または水面）、その他（詳細を記述）

c. 重大な漏出のインパクト

サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／環境マネジ
メント（P152）
サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／化学物質に
よる汚染の防止（P177-179）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／サイトレ
ポート（P233-238）

254DaiwaHouseGroup Sustainability Report 2019



C
S
R
経
営
の
基
盤

環
境

株
主

地
域
市
民

取
引
先

従
業
員

お
客
さ
ま

経
営
の
考
え
方
と
全
体
像

外
部
評
価
・
デ
ー
タ
集

C
S
R
経
営
の
基
盤

環
境

株
主

地
域
市
民

取
引
先

従
業
員

お
客
さ
ま

経
営
の
考
え
方
と
全
体
像

外
部
評
価
・
デ
ー
タ
集

開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （
306-4 
有害廃棄物の輸送

a. 次の各事項の総重量
　 i . 輸送された有害廃棄物
　 ii . 輸入された有害廃棄物
　iii. 輸出された有害廃棄物
　iv. 処理された有害廃棄物
b. 国際輸送された有害廃棄物の割合 
c. 使用した基準、方法、前提条件

サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／PRTR
対象化学物質のマテリアルバランス（Ｐ230）

306-5 
排水や表面流水に
よって影響を受ける
水域

a.  排水や表面流水による著しい影響を受ける水域および関連生息地。次の
事項に関する情報を付記すること

　 i . 水域および関連生息地の規模
　 ii .  その水域および関連生息地が、国内または国際的に保護地域に指定さ

れているか否か
　iii. 生物多様性価値（保護種の数など）

＜省略理由／説明＞
情報が入手困難：事業場数が多大であるため。

GRI 307： 環境コンプライアンス　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

307-1 
環境法規制の違反

a.  環境法規制の違反により組織が受けた重大な罰金および罰金以外の制裁
措置。次の事項に関して

　 i . 重大な罰金の総額
　 ii .  罰金以外の制裁措置の総件数
　iii. 紛争解決メカニズムに提起された事案
b. 組織による法規制への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる

サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／環境マネジ
メント（P152）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／サイトレ
ポート（P233-238）

GRI 308： サプライヤーの環境面のアセスメント　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

308-1 
環境基準により選定
した新規サプライ
ヤー

a. 環境基準により選定した新規サプライヤーの割合 サステナビリティレポート2019／取引先との共創共生／CSRの取
り組みにおける取引先への働きかけ（P107-108）
サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／サプライ
チェーンマネジメント（環境）（P153-154）

308-2 
サプライチェーンに
おけるマイナスの環
境インパクトと実施
した措置

a. 環境インパクト評価の対象としたサプライヤーの数
b.  著しいマイナスの環境インパクト（顕在的、潜在的）があると特定されたサ

プライヤーの数
c.  サプライチェーンで特定した著しいマイナスの環境インパクト（顕在的、潜

在的）
d.  著しいマイナスの環境インパクト（顕在的、潜在的）があると特定されたサプ

ライヤーのうち、評価の結果、改善の実施に同意したサプライヤーの割合
e.  著しいマイナスの環境インパクト（顕在的、潜在的）があると特定されたサ

プライヤーのうち、評価の結果、関係を解消したサプライヤーの割合およ
びその理由

サステナビリティレポート2019／取引先との共創共生／CSRの取
り組みにおける取引先への働きかけ（P108-109）
サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／サプライ
チェーンマネジメント（環境）（P153-154）
サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／自然環境と
の調和（P167-168）
サステナビリティレポート2019／資料・データ編（環境）／自然環
境との調和（P221）

GRI 401： 雇用　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

401-1 
従業員の新規雇用
と離職

a.  報告期間中における従業員の新規雇用の総数と比率（年齢層、性別、地域
による内訳）

b.  報告期間中における従業員の離職の総数と比率（年齢層、性別、地域によ
る内訳）

サステナビリティレポート2019／従業員との共創共生／優秀な人
財に対する雇用機会の提供（P98）

401-2 
正社員には支給さ
れ、非正規社員には
支給されない手当

a.  組織の正社員には標準支給されるが、非正規社員には支給されない手当
（重要事業拠点別）。これらの手当には、少なくとも次のものを含める

　 i . 生命保険
　 ii . 医療
　iii. 身体障がいおよび病気補償
　iv. 育児休暇
　 v . 定年退職金
　vi. 持ち株制度
  vii. その他
b. 「重要事業拠点」の定義

サステナビリティレポート2019／従業員との共創共生／各種福利
厚生について（P97）

401-3 
育児休暇

a. 育児休暇を取得する権利を有していた従業員の総数（男女別）
b. 育児休暇を取得した従業員の総数（男女別）
c. 報告期間中に育児休暇から復職した従業員の総数（男女別）
d.  育児休暇から復職した後、12ヶ月経過時点で在籍している従業員の総数
（男女別）

e. 育児休暇後の従業員の復職率および定着率（男女別）

サステナビリティレポート2019／従業員との共創共生／出産・育
児休暇後の復職率と定着率（P97）
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GRI 402： 労使関係　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

402-1 
事業上の変更に関
する最低通知期間

a.  従業員に著しい影響を及ぼす可能性がある事業上の重大な変更を実施す
る場合、従業員および従業員代表に対して、通常、最低何週間前までに通
知を行っているか

b.  団体交渉協定のある組織の場合、通知期間や協議・交渉に関する条項が
労働協約に明記されているか否か

サステナビリティレポート2019／従業員との共創共生／事業上の
重大な変更の従業員への通知について（P98）

GRI 403： 労働安全衛生　2018
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

403-1 
労働安全衛生マネ
ジメントシステム

a.  労働安全衛生マネジメントシステムが導入されているかどうかの声明
　 i .  法的要件のためにシステムが導入されている。もしそうであるならば、

法的要件のリスト
　 ii .  システムは、リスクマネジメントあるいはマネジメントシステムの公式

な標準・手引きに基づき実施されている。もしそうであるならば、標準・
手引きのリスト

b.  労働安全衛生マネジメントシステムが対象とする労働者、事業活動および
職場の範囲の説明。もし対象でないならば、範囲に含まれていない労働者、
事業活動、職場についての理由説明

サステナビリティレポート2019／従業員との共創共生／安全かつ
健康的に働くことのできる職場（P89-92）
当社では半数以上が一般職で構成される安全衛生委員会や安全
衛生協議会が設置・運用されています。

403-2 
危険性(ハザード)
の特定、リスク評価、
事故調査

a.  労働関連の危険性(ハザード)を特定し、日常的かつ臨時的にリスクを評
価し、危険性(ハザード)を排除しリスクを最小限に抑えるための管理体系
を適用するために使用されるプロセスの説明

　 i .  組織がこれらのプロセスの質を保証する方法（それらを実行する人の
能力を含む）

　 ii .  これらのプロセスの結果を使用して労働安全衛生マネジメントシステ
ムを評価し、継続的に改善する方法

b.  労働関連の危険性(ハザード)や危険な状況を労働者が報告するプロセス
の説明、および労働者が報復措置からどのように保護されているかの説明

c.  傷害や疾病・体調不良を引き起こす可能性があると思われる労働状況に
おいて労働者が自ら回避できるようにする方針とプロセスの説明、労働者
が報復措置からどのように保護されているかの説明

d.  労働関連の事故調査のために使用されるプロセスの説明（プロセスとは、危
険性(ハザード)を特定し事故に関連するリスクを評価すること、管理体系を
使用して是正措置を決定すること、労働安全衛生マネジメントシステムに必
要な改善を決定すること、を含む）

サステナビリティレポート2019／従業員との共創共生／安全かつ
健康的に働くことのできる職場（P89-92）

403-3 
労働衛生サービス

a.  危険性(ハザード)の特定と排除、リスクの最小化に寄与する労働衛生サー
ビスの機能の説明、どのように組織がこれらのサービスの質を保証し、労
働者のアクセスを促進するかについての説明

サステナビリティレポート2019／従業員との共創共生／安全かつ
健康的に働くことのできる職場（P89-92）

403-4 
労働安全衛生にお
ける労働者の参加、
協議、コミュニケー
ション

a.  労働安全衛生マネジメントシステムの開発、実施、評価における労働者の
参加と協議のプロセスと、労働者が労働安全衛生に関する情報を入手し、
関連情報を伝達するためのプロセスに関する説明

b.  制度上の労使合同安全衛生委員会が存在する場合は、その委員会の責任、
会議の頻度、意思決定機関に関する説明。また、これらの委員会に代表さ
れていない労働者がいる場合、その理由

サステナビリティレポート2019／従業員との共創共生／安全かつ
健康的に働くことのできる職場（P89-92）
当社では、法の定める「結社の自由」を認めていますが、労働組合
は組織されていません。
なお、当社では半数以上が一般職で構成される安全衛生委員会や
安全衛生協議会が設置・運用されています。

403-5 
労働安全衛生に関
する労働者研修

a.  労働者に提供される労働安全衛生における研修に関する説明。すなわち、
一般的な訓練に加えて、特定の労働関連の危険性(ハザード)、危険な活
動、または危険な状況に関わる研修が想定できる

サステナビリティレポート2019／従業員との共創共生／安全かつ
健康的に働くことのできる職場（P89-92）

403-6 
労働者の健康増進

a.  組織は、業務に起因しない場合の医療およびヘルスケア・サービスへの
労働者のアクセスをどうのように促進するかの説明、および提供されるア
クセスの範囲の説明

b.  対象となる特定の健康リスクを含む、労働関連でない主要な健康リスクに
対処するために労働者に提供される任意の健康増進サービスおよびプロ
グラムの説明、および組織がこれらのサービスやプログラムへの労働者の
アクセスをどのように促進するかについての説明

サステナビリティレポート2019／従業員との共創共生／安全かつ
健康的に働くことのできる職場（P89-92）

403-7 
ビジネス上の関係
で直接結びついた
労働安全衛生の影
響の防止と緩和

a.  ビジネス上の関係により、運営、製品またはサービスに直接関連する労働
安全衛生上の重大なマイナスの影響を防止、緩和するための組織のアプ
ローチ、および関連する危険性(ハザード)やリスクの説明

サステナビリティレポート2019／従業員との共創共生／安全かつ
健康的に働くことのできる職場（P89-92）

403-8 
労働安全衛生マネ
ジメントシステムの
対象となる労働者

a.  組織は、法的要件または公式の標準・手引きに基づく労働安全衛生システ
ムを導入しているか

　 i .  システムの対象となっている、従業員数および、従業員ではないが労
働または職場が組織の管理下にある労働者数と割合

　 ii .  内部監査を受けたシステムの対象となっている、従業員数および、従業
員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者数と割合

　iii.  外部監査または認証を受けたシステムの対象となっている、従業員数
および、従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労
働者数と割合

b.  本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、なぜ、およびどの
ような労働者が除外されているのかの説明

c.   どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上
の情報、適用した基準、方法論、前提条件など

サステナビリティレポート2019／従業員との共創共生／安全かつ
健康的に働くことのできる職場（P89-92）
サステナビリティレポート2019／大和ハウスグループの概要（P191）
当社では半数以上が一般職で構成される安全衛生委員会や安全
衛生協議会が設置・運用されており、全従業員が労働安全衛生マ
ネジメントシステムの対象となります。
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開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （
403-9 
労働関連の傷害

a.  すべての従業員について
　 i . 労働関連の傷害による死亡者数と割合
　 ii . 重大結果に繋がる労働関連の傷害者数と割合（死亡者を除く）
　iii. 記録対象となる労働関連の傷害者数と割合
　iv. 労働関連の傷害の主な種類
　 v . 労働時間

b.  従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者について
　 i . 労働関連の傷害による死亡者数と割合
　 ii . 重大結果に繋がる労働関連の傷害者数と割合（死亡者を除く）
　iii. 記録対象となる労働関連の傷害者数と割合
　iv. 労働関連の傷害の主な種類
　 v . 労働時間

c. 重大結果に繋がる傷害のリスクを引き起こす危険性(ハザード)、次を含む
　 i . どのようにこれらの危険性(ハザード)が決定されたのか
　 ii .  これらの危険性(ハザード）のどれが、報告期間中、重大結果に繋がる

傷害を引き起こしたのか、もしくは一因となったのか
　iii.  管理体系を使用して、これらの危険性(ハザード）を排除し、リスクを最

小化するためにとられた、もしくは進行中の措置
d.  管理体系を使用して、その他の労働関連の危険性(ハザード)を排除し、リス

クを最小化するためにとられた、もしくは進行中の措置
e.  上記の労働関連の傷害の割合は、労働時間200,000時間もしくは

1,000,000時間あたりに基づき計算された割合かどうか
 f.  本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、なぜ、およびど

のような労働者が除外されているのか
g.  どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上

の情報、適用した基準、方法論、前提条件など

サステナビリティレポート2019／従業員との共創共生／安全かつ
健康的に働くことのできる職場（P89-92）

403-10 
労働関連の疾病・
体調不良

a.  すべての従業員について
　 i . 労働関連の疾病・体調不良による死亡者数
　 ii . 記録対象となる労働関連の疾病・体調不良の発症数
　iii. 労働関連の疾病・体調不良の主な種類

b.  従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者について
　 i . 労働関連の疾病・体調不良による死亡者数
　 ii . 記録対象となる労働関連の疾病・体調不良の発症数
　iii. 労働関連の疾病・体調不良の主な種類

c. 疾病・体調不良のリスクを引き起こす危険性(ハザード）、次を含む
　 i . どのようにこれらの危険性(ハザード)が決定されたか
　 ii .  これらの危険性(ハザード）のどれが、報告期間中、疾病・体調不良を

引き起こしたのか、もしくは一因となったのか
　iii.  管理体系を使用して、これらの危険性(ハザード）を排除し、リスクを最

小化するためにとられた、もしくは進行中の措置
d.  本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、なぜ、およびどのよ

うな労働者が除外されているのか
e.  どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上

の情報、適用した基準、方法論、前提条件など

サステナビリティレポート2019／従業員との共創共生／安全かつ
健康的に働くことのできる職場（P89-92）

GRI 404： 研修と教育　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

404-1 
従業員一人あたりの
年間平均研修時間

a. 報告期間中に、組織の従業員が受講した研修の平均時間（次の内訳による）
　 i . 性別 
　 ii . 従業員区分

サステナビリティレポート2019／従業員との共創共生／Off-JTに
よる人財育成の年平均時間（P95）

404-2 
従業員スキル向上
プログラムおよび移
行支援プログラム

a.  従業員のスキル向上のために実施したプログラムの種類、対象と、提供し
た支援

b.  雇用適性の維持を促進するために提供した移行支援プログラムと、定年
退職や雇用終了に伴うキャリア終了マネジメント

サステナビリティレポート2019／従業員との共創共生／人財の育
成（P92-95）
サステナビリティレポート2019／従業員との共創共生／優秀な人
財に対する雇用機会の提供（P98-99）

404-3 
業績とキャリア開発
に関して定期的なレ
ビューを受けている
従業員の割合

a.  報告期間中に、業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けてい
る従業員の割合（男女別、従業員区分別に）

サステナビリティレポート2019／従業員との共創共生／人事評価
を受けている従業員比率（P93）
※ 当社では性別や階層を問わず全社員が定期的に人事評価を受け

ています。
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GRI 405： ダイバーシティと機会均等　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

405-1 
ガバナンス機関およ
び従業員のダイバー
シティ

a.  組織のガバナンス機関に属する個人で、次のダイバーシティ区分に該当
する者の割合

　 i . 性別
　 ii . 年齢層： 30歳未満、30歳～50歳 、50歳超
　iii.  該当する場合には、その他のダイバーシティ指標（例えばマイノリティ、

社会的弱者など）
b. 次のダイバーシティ区分の従業員区分別の従業員の割合
　 i . 性別
　 ii . 年齢層： 30歳未満、30歳～50歳 、50歳超
　iii.  該当する場合には、その他のダイバーシティ指標（例えばマイノリティ、

社会的弱者など）

統合報告書2018／コーポレートガバナンス体制(P81-84）
第80期 定時株主総会招集ご通知／取締役16名選任の件（P6-12）
https://www.daiwahouse.com/ir/soukai/pdf/80_
syousyu.pdf

405-2 
基本給と報酬総額
の男女比

a.  女性の基本給と報酬総額の、男性の基本給と報酬総額に対する比率（従
業員区分別、重要事業拠点別に）

b. 「重要事業拠点」の定義

サステナビリティレポート2019／従業員との共創共生／適正な給
与の遵守（P97）

GRI 406： 非差別　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

406-1 
差別事例と実施した
救済措置

a. 報告期間中に生じた差別事例の総件数
b. 事例の状況と実施した措置。次の事項を含む
　 i . 組織により確認された事例
　 ii . 実施中の救済計画
　iii.  実施済みの救済計画と、定期的な内部マネジメント・レビュー・プロセ

スにより確認された結果
　iv. 措置が不要となった事例

サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／人権マネジメ
ント（P48-52）

GRI 407： 結社の自由と団体交渉　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

407-1 
結社の自由や団体
交渉の権利がリスク
にさらされる可能性
のある事業所およ
びサプライヤー

a.  労働者の結社の自由や団体交渉の権利行使が、侵害されたり著しいリスク
にさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー。次の事項に関して

　 i . 事業所（製造工場など）およびサプライヤーの種類
　 ii .  リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在する国

または地域
b.  結社の自由や団体交渉の権利行使を支援するため、組織が報告期間中に

実施した対策

サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／人権マネジメ
ント（P49-51）
サステナビリティレポート2019／従業員との共創共生／優秀な人
財に対する雇用機会の提供（P98）
当社では、法の定める「結社の自由」を認めていますが、労働組合
は組織されていません。
サステナビリティレポート2019／取引先との共創共生／ESGリス
クが顕在化した取引先への措置（P109）

GRI 408： 児童労働　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

408-1 
児童労働事例に関し
て著しいリスクがあ
る事業所およびサ
プライヤー

a.  次の事例に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー
　 i . 児童労働
　 ii . 年少労働者による危険有害労働への従事
b.  児童労働に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー

（次の観点による）
　 i . 事業所（製造工場など）およびサプライヤーの種類
　 ii .  リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在する国

または地域
c. 児童労働の効果的な根絶のために報告期間中に組織が実施した対策

サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／人権マネジメ
ント（P49-51）
サステナビリティレポート2019／取引先との共創共生／CSRの取
り組みにおける取引先への働きかけ（P108）

GRI 409： 強制労働　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

409-1 
強制労働事例に関し
て著しいリスクがあ
る事業所およびサ
プライヤー

a.  強制労働に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー。
次の事項に関して

　 i . 事業所（製造工場など）およびサプライヤーの種類
　 ii .  リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在する国

または地域
b.  あらゆる形態の強制労働を撲滅するために報告期間中に組織が実施した

対策

サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／人権マネジメ
ント（P49-51）
サステナビリティレポート2019／取引先との共創共生／CSRの取
り組みにおける取引先への働きかけ（P108）

GRI 410： 保安慣行　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

410-1 
人権方針や手順に
ついて研修を受け
た保安要員

a.  組織の人権方針や特定の手順およびその保安業務への適用について正
式な研修を受けた保安要員の割合

b.  保安要員の提供を受けている第三者組織に対して同様の研修要件を適用
しているか否か

＜省略理由／説明＞
情報が入手困難：保安要員は業務委託契約であり、当該項目につ
いての情報は現時点では集計できていません。
なお、国内外での施工現場において、保安要員に対しては、管理者
が中心となり、近隣住民等のステークホルダーへ適切な対応がで
きるよう、適宜注意、指導をしています。
サステナビリティレポート2019／取引先との共創共生／CSRの取
り組みにおける取引先への働きかけ（P108）
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GRI 411： 先住民族の権利　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

411-1 
先住民族の権利を
侵害した事例

a. 報告期間中に、先住民族の権利を侵害したと特定された事例の総件数
b. 事例の状況と実施した措置（次の事項を含める）
　 i . 組織により確認された事例
　 ii . 実施中の救済計画
　iii.  実施済みの救済計画と、定期的な内部マネジメント・レビュー・プロセ

スにより確認された結果
　iv. 措置が不要となった事例

サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／先住民族の
権利への対応について（P52）

GRI 412： 人権アセスメント　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

412-1 
人権レビューやイン
パクト評価の対象と
した事業所

a.  人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所の総数とその割合（国
別に）

サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／人権マネジメ
ント（P47-51）

412-2 
人権方針や手順に
関する従業員研修

a.  人権方針や事業所に関わる人権側面に関する手順について、報告期間中
に従業員研修を実施した総時間数

b.  人権方針や事業所に関わる人権側面に関する手順について、報告期間中
に従業員研修を受けた従業員の割合

サステナビリティレポート2019／CSR経営の基盤／人権マネジメ
ント（P51）

412-3 
人権条項を含むもし
くは人権スクリーニ
ングを受けた重要な
投資協定および契約

a.  人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定お
よび契約の総数と割合

b. 「重要な投資協定」の定義

＜省略理由／説明＞
該当せず：該当する項目はありません

GRI 413： 地域コミュニティ　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

413-1 
地域コミュニティと
のエンゲージメント、
インパクト評価、開
発プログラムを実施
した事業所

a.  地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラム
を実施（次のものなどを活用して）した事業所の割合

　 i .  一般参加型アプローチに基づく社会インパクト評価（ジェンダーインパ
クト評価を含む）

　 ii . 環境インパクト評価および継続的モニタリング
　iii. 環境および社会インパクト評価の結果の公開
　iv. 地域コミュニティのニーズに基づく地域コミュニティ開発プログラム
　 v .  ステークホルダー・マッピングに基づくステークホルダー・エンゲー

ジメント計画
　vi. 広範なコミュニティ協議委員会や社会的弱者層を包摂する各種プロセス
  vii.  インパクトに対処するための労使協議会、労働安全衛生委員会、その

他従業員代表機関
 viii. 正式な地域コミュニティ苦情処理プロセス

サステナビリティレポート2019／地域市民との共創共生／事業を
通じたコミュニティ発展の支援（P122-124）

413-2 
地域コミュニティに著
しいマイナスのイン
パクト（顕在的、潜在
的）を及ぼす事業所

a.  地域コミュニティに対して著しいマイナスのインパクト（顕在的、潜在的）
を及ぼす事業所。次の事項を含む

　 i . 事業所の所在地
　 ii . 事業所が及ぼす著しいマイナスのインパクト（顕在的、潜在的）

＜省略理由／説明＞
該当せず：該当する項目はありません

GRI 414： サプライヤーの社会面のアセスメント　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

414-1 
社会的基準により選
定した新規サプライ
ヤー

a. 社会的基準により選定した新規サプライヤーの割合 サステナビリティレポート2019／取引先との共創共生／CSRの取
り組みにおける取引先への働きかけ（P107-108）

414-2 
サプライチェーンに
おけるマイナスの社
会的インパクトと実
施した措置

a. 社会的インパクト評価の対象としたサプライヤーの数
b.  著しいマイナスの社会的インパクト（顕在的、潜在的）があると特定したサ

プライヤーの数
c.  サプライチェーンで特定した著しいマイナスの社会的インパクト（顕在的、

潜在的）
d.  著しいマイナスの社会的インパクト（顕在的、潜在的）があると特定された

サプライヤーのうち、評価の結果、改善の実施に同意したサプライヤーの
割合

e.  著しいマイナスの社会的インパクト（顕在的、潜在的）があると特定された
サプライヤーのうち、評価の結果、関係を解消したサプライヤーの割合お
よびその理由

サステナビリティレポート2019／取引先との共創共生／CSRの取
り組みにおける取引先への働きかけ（P108-109）
サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／サプライ
チェーンマネジメント（環境）（P153-154）
サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／自然環境と
の調和（P167-168）
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GRI 415： 公共政策　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

415-1 
 政治献金

a.  組織が直接、間接に行った政治献金および現物支給の総額（国別、受領者・
受益者別）

b. 現物支給を金銭的価値に推計した方法（該当する場合）

＜省略理由／説明＞
秘密保持以上の制約：当該情報には守秘性がある内容が含まれる
リスクがあると考えます。

GRI 416： 顧客の安全衛生　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

416-1 
製品およびサービ
スのカテゴリーに対
する安全衛生インパ
クトの評価

a.  重要な製品およびサービスのカテゴリーのうち、安全衛生インパクトの評
価を改善のために行っているものの割合

サステナビリティレポート2019／お客さまとの共創共生／高品質
な商品の提供（P72）

416-2 
製品およびサービ
スの安全衛生イン
パクトに関する違反
事例

a.  報告期間中に、製品やサービスについて発生した安全衛生インパクトに関
する規制および自主的規範の違反事例の総件数。次の分類による

　 i . 罰金または処罰の対象なった規制違反の事例
　 ii . 警告の対象となった規制違反の事例
　iii. 自主的規範の違反事例
b. 規制および自主的規範への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる

サステナビリティレポート2019／お客さまとの共創共生／戸建住
宅・賃貸住宅における建築基準に関する不適合等について（P73-
74）

GRI 417： マーケティングとラベリング　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

417-1 
製品およびサービ
スの情報とラベリン
グに関する要求事
項

a.  製品およびサービスの情報とラベリングに関して、組織が定める手順にお
いて、次の各事項の情報が求められているか否か

　 i . 製品またはサービスの構成要素の調達
　 ii . 内容物（特に環境的、社会的インパクトを生じさせる可能性のあるもの）
　iii. 製品またはサービスの利用上の安全性
　iv. 製品の廃棄と、環境的、社会的インパクト
　 v . その他（詳しく説明のこと）
b.  重要な製品およびサービスのカテゴリーのうち、組織が定める手順の対

象であり、手順の遵守評価を行っているものの割合

サステナビリティレポート2019／お客さまとの共創共生／高品質
な商品の提供（P72）
サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／地球温暖化
防止（P159-160）
サステナビリティレポート2019／環境との共創共生／自然環境と
の調和（P170）

417-2 
製品およびサービ
スの情報とラベリン
グに関する違反事
例

a.  製品およびサービスの情報とラベリングに関する規制および自主的規範
の違反事例の総件数。次の分類による

　 i . 罰金または処罰の対象となった規制違反の事例
　 ii . 警告の対象となった規制違反の事例
　iii. 自主的規範の違反事例
b. 規制および自主的規範への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる

サステナビリティレポート2019／お客さまとの共創共生／戸建住
宅・賃貸住宅における建築基準に関する不適合等について（P73-
74）

417-3 
マーケティング・コ
ミュニケーションに
関する違反事例

a.  マーケティング・コミュニケーション（広告、宣伝、スポンサー業務など）に
関する規制および自主的規範の違反事例の総件数。次の分類による

　 i . 罰金または処罰の対象となった規制違反の事例
　 ii . 警告の対象となった規制違反の事例
　iii. 自主的規範の違反事例
b. 規制および自主的規範への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる

サステナビリティレポート2019／お客さまとの共創共生／お客さ
まとの適切なコミュニケーション（P78）

GRI 418： 顧客プライバシー　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

418-1 
顧客プライバシー
の侵害および顧客
データの紛失に関し
て具体化した不服
申立

a.  顧客プライバシーの侵害に関して具体化した不服申立の総件数。
次の分類による

　 i . 外部の当事者から申立を受け、組織が認めたもの
　 ii . 規制当局による申立
b. 顧客データの漏洩、窃盗、紛失の総件数
c. 具体化した不服申立が無い場合は、その旨を簡潔に述べる

＜省略理由／説明＞
該当せず：顧客プライバシーに関する当社への不服申し立てはご
ざいません。

GRI 419： 社会経済面のコンプライアンス　2016
開示事項（G4） 項目 掲載ページ（または省略理由／説明） （

419-1 
社会経済分野の法
規制違反

a.  社会経済分野の法規制の違反により組織が受けた重大な罰金および罰金
以外の制裁措置。次の事項に関して

　 i . 重大な罰金の総額
　 ii . 罰金以外の制裁措置の総件数
　iii. 紛争解決メカニズムに提起された事案
b. 組織による法規制への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる
c. 相当額以上の罰金および罰金以外の制裁措置を受けた経緯

サステナビリティレポート2019／お客さまとの共創共生／戸建住
宅・賃貸住宅における建築基準に関する不適合等について（P73-
74）
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アクティブ（コントロール）
アクティブ（Active）とは積極的を意味する英語で、住宅・建築デザインにおいては、パッシブ（Passive）と対比し
て用いられ、「自然」を活かした建築デザインを行った上で、創エネや省エネなどを機械や設備などを用いて積極
的に制御する設計手法のこと。

一次エネルギー消費量

化石燃料、原子力燃料、太陽光・水力から得られるエネルギーを「一次エネルギー」、これらを変換・加工して得られ
るエネルギー（電気・灯油・都市ガス等）を「二次エネルギー」という。建築物は二次エネルギーが多く使用されて
おり、それぞれ異なる計量単位（kWh、ℓ、MJ等）で使用されている。それを一次エネルギーに換算することによ
り、建築物の総エネルギー消費量を同じ単位（MJ、GJ）で求めることができるようになる。

グリーン調達・グリーン購入
商品やサービスを購入する際、価格や品質だけでなく、環境負荷ができるだけ小さいものを優先的に購入するこ
と。当社グループでは、建設資材等については「グリーン調達」、業務に使用する紙や文具等については「グリーン
購入」として使い分けている。

固定価格買取制度（FIT制度）
平成24年7月から始まった制度で、再生可能エネルギー（太陽光・風力・水力（3万kW未満）・地熱・バイオマス等）
によって発電した電気を、一定の期間、一定の価格で買い取ることを電力会社に義務付け、社会全体で再生可能
エネルギーを普及・拡大させることを目的としている。

再生可能エネルギー
有限で枯渇する可能性のある石油や石炭などの化石燃料ではなく、自然環境の中で繰り返し起こる現象等から
取り出し、永続的に利用することができるエネルギーの総称。具体的には、太陽光や太陽熱、風力、地熱などを利
用した自然エネルギーと、廃棄物の焼却による熱利用・発電などのリサイクルエネルギーのこと。

サプライチェーン 原料調達の段階から製品やサービスが消費者の手に届くまでの全プロセスのつながりのこと。

システム建築
規模や仕様の似た用途ごとに、外壁・構造躯体等を規格化し、一部の部材を工場にてあらかじめ加工・組み立てし
た建築物。現場で一から製作する在来工法に比べ、品質・価格の安定、工期の短縮が図れる上、現場での廃棄物
削減や分別解体を容易にするなどの特長がある。

住宅ストック 国内にすでに建築されている既存の住宅のこと。

スマートハウス、スマートビル、
スマートコミュニティ（シティ）

スマートハウス・スマートビルとは、家電や設備機器、太陽光発電・蓄電池などのエネルギー機器を情報通信技術
を活用して最適制御を行い、生活者のニーズに応じた様々なサービスを提供する住宅やビルのこと。また、この
ような考えを街全体へ拡げ、エネルギーの効率利用と快適な暮らしを両立した街のことをスマートコミュニティ

（シティ）という。

生物多様性

生きものたちの豊かな個性とつながりのこと。地球上の生きものは、長い歴史の中で様々な環境に適応して進化
することによって多様な個性を持つとともに、全ての生きものは直接・間接的に支えあって生きている。1992年
につくられた「生物多様性条約」では、生態系の多様性・種の多様性・遺伝子の多様性という3つのレベルで多様
性があるとしている。

ゼロエミッション
ある産業から出るすべての廃棄物を新たに他の分野の原料として活用し、あらゆる廃棄物をゼロにすること。
当社では、廃棄物を燃料利用するサーマルリサイクルも含めてゼロエミッション活動を展開している。

バリューチェーン
原材料の調達から、お客様への製品・サービスの提供といった企業活動全般において企業が提供する付加価値
や、それを受け取る（影響を受ける）ステークホルダー全体のこと。企業が提供する製品やサービスの付加価値が
事業活動のどの部門で生み出されているかを分析する際に用いられる。

パッシブ（コントロール）
パッシブ（Passive）とは受動的を意味する英語で、住宅・建築デザインにおいては、エアコンなどの設備機器をで
きるだけ使わず、太陽熱や光、風、緑といった「自然」を活かして快適な建築空間をつくり出そうとする設計思想・
設計手法のこと。

メガソーラー 出力が1メガワット（1,000キロワット）以上の大規模な太陽光発電所のこと。

ライフサイクル その製品に関する資源の採取から製造・販売・使用・再生・廃棄などの全ての段階。

用  語 解  説
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BEI
Building Energy Index の略。建築物の省エネ性能を表す指標。国で定めた基準仕様の建築物と、設計した建
築物の一次エネルギー消費量の比で表す。値が小さいほど省エネ性能が高い。

CASBEE
CASBEE（建築環境総合性能評価システム: Comprehensive Assessment System for Built Environment 
Efficiency）は、日本で開発された建築物の環境性能評価手法。省エネ・省資源といった環境負荷の低減だけでなく、
室内の快適性や景観への配慮も含め、建築物の環境性能を総合的に5段階で評価する。

SDGs
Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略語。2015年に「国連持続可能な開発サミット」
で採択され、17の目標と169のターゲットからなる。

TCFD
金融安定理事会によって設立された、気候関連財務情報開示タスクフォース（Task Force on Climate-
related Financial Disclosures）の略。投資家に適切な投資判断を促すため、一貫性や比較可能性、信頼性な
どをもつ気候に関する財務情報の開示を企業に促すことを目的に提言を発表した。

ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）
外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備え、再生可能エネルギーにより年間の一次エネルギー消費
量が正味ゼロまたはマイナスの住宅。
ランクによって「ZEH」「Nealy ZEH」に分類される。

ZEH-M（ゼッチ・マンション）
外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備え、再生可能エネルギーにより年間の一次エネルギー消費量
が正味ゼロまたはマイナスの集合住宅。
ランクによって「ZEH-M」「Nealy ZEH-M」「ZEH-M Ready」「ZEH-M Oriented」に分類される。

ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）
外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備え、再生可能エネルギーにより年間の一次エネルギー消費
量が正味ゼロまたはマイナスの建築物。
ランクによって「ZEB」「Nealy ZEB」「ZEB Ready」に分類される。

用  語 解  説
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本レポートについてのお問い合わせ先
大阪市北区梅田3丁目3番5号　〒530-8241
サステナビリティ企画部　TEL 06-6342-1435
環境部　TEL 06-6342-1914
www.daiwahouse.com

エネルギー“ゼロ”の住宅・建築・街づくりで、
脱炭素社会へ。
大和ハウス工業は、Fun to Shareに賛同しています。

大和ハウスグループの経営のシンボルである「エンドレスハート」は、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

■ コミュニケーションの全体像
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報

対話 WEB

IR情報
https://www.daiwahouse.com/ir/

CSR経営の基盤
https://www.daiwahouse.com/
sustainable/csr/

https://www.daiwahouse.com/
sustainable/eco/

https://www.daiwahouse.com/
sustainable/social/

環境への取り組み

社会との取り組み

・有価証券報告書
・事業報告書

・コーポレート・ガバナンスに関する報告書

・サステナビリティレポート
（データ集・第三者保証含）
＜日本語版＞
＜英語版＞

財務情報と非財務情報の重要情報を整理・
統合した報告書。

・統合報告書

・有識者ダイアログ
・ステークホルダー
  ミーティング

・決算発表
・経営説明会
・現場見学会
・アナリスト/
  機関投資家向け
  電話カンファレンス
・株主総会
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